
件
名 株

式
会
社
商
工
組
合
中
央
金
庫
法
第
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
株
式
会
社
商
工
組
合
中
央
金
庫
が
そ
の
経
営
の

健
全
性
を
判
断
す
る
た
め
の
基
準
の
一
部
を
改
正
す
る
件 
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金 

融 

庁 
○
財 

務 

省
告
示
第 

 
 

号 
経
済
産
業
省 

 

株
式
会
社
商
工
組
合
中
央
金
庫
法
（
平
成
十
九
年
法
律
第
七
十
四
号
）
第
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
株
式
会
社

商
工
組
合
中
央
金
庫
法
第
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
株
式
会
社
商
工
組
合
中
央
金
庫
が
そ
の
経
営
の
健
全
性
を
判 

金 

融 

庁 

断
す
る
た
め
の
基
準
（
平
成
二
十
年
財 

務 

省
告
示
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

経
済
産
業
省 

令
和
五
年 

 

月 
 

 
日 

金
融
庁
長
官 

中
島 

淳
一 

 
 

 

財
務
大
臣 

鈴
木 

俊
一 

経
済
産
業
大
臣 

西
村 

康
稔 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄

に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ

の
標
記
部
分
（
連
続
す
る
他
の
規
定
と
記
号
に
よ
り
一
括
し
て
掲
げ
る
規
定
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
標
記
部
分
に
係
る
記
載
）
に

二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
そ
の
標
記
部
分
が
同
一
の
も
の
は
当
該
対
象
規
定
を
改
正
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後
欄
に
掲
げ
る
も
の
の
よ
う
に
改
め
、
そ
の
標
記
部
分
が
異
な
る
も
の
は
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ

る
対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
後
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の

は
、
こ
れ
を
削
り
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ

を
加
え
る
。 
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改 正 後  改 正 前  

目次  目次  
［第一章～第三章 略］  ［第一章～第三章 同左］  
第四章 信用リスクの標準的手法  第四章 ［同左］  

第一節 ［略］  第一節 ［同左］  
第二節 リスク・ウェイト（第三十二条―第五十四条の二

）  
第二節 リスク・ウェイト（第三十二条―第五十四条）  

［第三節～第五節 略］  ［第三節～第五節 同左］  
第六節 信用リスク削減手法  第六節 ［同左］  

第一款 総則（第六十一条―第六十四条の二）  第一款 総則（第六十一条―第六十四条）  
第二款 適格金融資産担保付取引に共通する事項（第六

十五条―第七十一条の二）  
第二款 適格金融資産担保付取引に共通する事項（第六

十五条―第七十一条）  
第三款 包括的手法  第三款 ［同左］  

［第一目・第二目 略］  ［第一目・第二目 同左］  
第三目 削除  第三目 自金庫推計ボラティリティ調整率（第七十六

条―第八十条）  
［第四目～第六目 略］  ［第四目～第六目 同左］  
第七目 レポ形式の取引及び信用取引その他これに類

する海外の取引におけるボラティリティ調整

率の下限（第八十六条―第九十三条）  

第七目 法的に有効な相対ネッティング契約下にある

レポ形式の取引に対するエクスポージャー変

動額推計モデルの使用（第八十六条―第九十

三条）  
第八目 包括的手法における担保付派生商品取引（第

九十四条）  
第八目 削除  

第四款 簡便手法（第九十五条―第九十七条の二）  第四款 簡便手法（第九十五条―第九十七条）  
［第五款～第八款 略］  ［第五款～第八款 同左］  

第五章 信用リスクの内部格付手法  第五章 ［同左］  
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［第一節・第二節 略］  ［第一節・第二節 同左］  
第三節 信用リスク・アセットの額の算出  第三節 ［同左］  

［第一款～第八款 略］  ［第一款～第八款 同左］  
第九款 その他資産等（第百六十一条―第百六十一条の

五）  
第九款 その他資産等（第百六十一条―第百六十一条の

四）  
第四節 最低要件  第四節 ［同左］  

第一款 内部格付制度の設計  第一款 ［同左］  
［第一目～第三目 略］  ［第一目～第三目 同左］  
第四目 債務者格付等の格付付与時の評価対象期間（

第百七十一条・第百七十一条の二）  
第四目 債務者格付等の格付付与時の評価対象期間（

第百七十一条）  
［第五目・第六目 略］  ［第五目・第六目 同左］  

［第二款～第八款 略］  ［第二款～第八款 同左］  
第九款 法的に有効な相対ネッティング契約下にあるレ

ポ形式の取引及び信用取引その他これに類する

海外の取引に対するエクスポージャー変動額推

計モデルの使用（第二百二十二条―第二百二十

八条）  

第九款 株式等エクスポージャーに対する内部モデル手

法の最低要件（第二百二十二条―第二百二十八

条）  

第六章 ［略］  第六章 ［同左］  
第六章の二 ＣＶＡリスク 

第一節 総則（第二百五十三条の二―第二百五十三条の二

の三） 

第二節 ＢＡ―ＣＶＡ（第二百五十三条の三―第二百五十

三条の三の四） 

第三節 ＳＡ―ＣＶＡ 

第一款 承認手続等（第二百五十三条の四―第二百五十

三条の四の六） 

第二款 ＳＡ―ＣＶＡによるＣＶＡリスク相当額の算出

第六章の二 ＣＶＡリスク  
第一節 算出方式（第二百五十三条の二）  
第二節 標準的リスク測定方式（第二百五十三条の三）  
第三節 先進的リスク測定方式（第二百五十三条の四・第

二百五十三条の五）  
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方法 

第一目 総則（第二百五十三条の四の七―第二百五十

三条の四の十四） 

第二目 金利リスクに係るバケット、リスク・ファク

ター、感応度、リスク・ウェイト及び相関（第

二百五十三条の四の十五―第二百五十三条の

四の十七） 

第三目 外国為替に係るバケット、リスク・ファクタ

ー、感応度、リスク・ウェイト及び相関（第二

百五十三条の四の十八―第二百五十三条の四

の二十）  
第四目 取引相手方のクレジット・スプレッドに係る

バケット、リスク・ファクター、感応度、リス

ク・ウェイト及び相関（第二百五十三条の四

の二十一・第二百五十三条の四の二十二）  
第五目 参照先のクレジット・スプレッドに係るバケ

ット、リスク・ファクター、感応度、リスク・

ウェイト及び相関（第二百五十三条の四の二

十三―第二百五十三条の四の二十五）  
第六目 株式に係るバケット、リスク・ファクター、

感応度、リスク・ウェイト及び相関（第二百

五十三条の四の二十六・第二百五十三条の四

の二十七）  
第七目 コモディティに係るバケット、リスク・ファ

クター、感応度、リスク・ウェイト及び相関（

第二百五十三条の四の二十八・第二百五十三

条の四の二十九）  
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第三款 承認の基準  
第一目 ＣＶＡの計測方法（第二百五十三条の四の三

十―第二百五十三条の四の三十五）  
第二目 体制整備（第二百五十三条の四の三十六―第

二百五十三条の五）  
第六章の三 ［略］  第六章の三 ［同左］  
第七章 マーケット・リスク  

第一節 マーケット・リスク相当額の算出方式及び計測対

象（第二百五十四条―第二百五十四条の九）  
第二節 内部モデル方式  

第一款 一般的規定（第二百五十五条―第二百五十六条

）  
第二款 内部モデル方式の要件（第二百五十七条―第二

百五十七条の五）  
第三款 バック・テスティング及び損益要因分析テスト

に係る要件（第二百五十八条―第二百五十八条

の十）  
第四款 内部モデル方式によるマーケット・リスク相当

額（第二百五十九条―第二百六十二条）  
第三節 標準的方式  

第一款 標準的方式に係る一般的規定及び構造（第二百

六十三条）  
第二款 標準的方式に係るリスク感応度方式  

第一目 リスク感応度方式による算出方法（第二百六

十三条の二―第二百六十五条の四）  
第二目 リスク感応度方式に係るリスク・ファクター

（第二百六十六条）  

第七章 マーケット・リスク  
第一節 算出方式の選択（第二百五十四条）  
第二節 内部モデル方式（第二百五十五条―第二百六十二

条）  
第三節 標準的方式  

第一款 標準的方式によるマーケット・リスク相当額（

第二百六十三条）  
第二款 金利リスク・カテゴリー（第二百六十四条―第

二百七十条）  
第三款 株式リスク・カテゴリー（第二百七十一条―第

二百七十三条）  
第四款 外国為替リスク・カテゴリー（第二百七十四条

・第二百七十五条）  
第五款 コモディティ・リスク・カテゴリー（第二百七

十六条）  
第六款 オプション取引（第二百七十七条―第二百八十

五条）  
第四節 証券化エクスポージャーに係る特例（第二百八十

五条の二―第二百八十五条の四）  
第五節 特定順位参照型クレジット・デリバティブに係る

特例（第二百八十五条の五・第二百八十五条の六
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第三目 リスク感応度方式に係る感応度（第二百六十

六条の二―第二百六十七条の三）  
第四目 リスク感応度方式に係るデルタ・リスクのバ

ケット、リスク・ウェイト及び相関（第二百

六十八条―第二百六十九条の三）  
第五目 リスク感応度方式に係るベガ・リスク及びカ

ーベチャー・リスクのバケット、リスク・ウ

ェイト及び相関（第二百七十条―第二百七十

条の三）  
第三款 標準的方式に係るデフォルト・リスクに対する

マーケット・リスク相当額  
第一目 総則（第二百七十一条）  
第二目 非証券化商品に係るデフォルト・リスクに対

するマーケット・リスク相当額（第二百七十

二条―第二百七十二条の三）  
第三目 証券化商品（非CTP）に係るデフォルト・リス

クに対するマーケット・リスク相当額（第二

百七十三条・第二百七十三条の二）  
第四目 証券化商品（CTP）に係るデフォルト・リスク

に対するマーケット・リスク相当額（第二百

七十四条・第二百七十四条の二）  
第四款 標準的方式に係る残余リスク・アドオン（第二

百七十五条）  

）  
第六節 コリレーション・トレーディングに係る特例（第

二百八十五条の七―第二百八十五条の十二）  
第七節 特定項目のうち調整項目に算入されない部分に係

る特例（第二百八十五条の十三）  

第四節 簡易的方式  
第一款 簡易的方式によるマーケット・リスク相当額（

第二百七十六条）  
第二款 金利リスク・カテゴリー（第二百七十七条―第
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二百七十七条の七）  
第三款 株式リスク・カテゴリー（第二百七十八条―第

二百七十八条の三）  
第四款 外国為替リスク・カテゴリー（第二百七十九条

・第二百七十九条の二）  
第五款 コモディティ・リスク・カテゴリー（第二百八

十条―第二百八十条の三）  
第六款 オプション取引（第二百八十一条―第二百八十

五条）  
第五節 証券化エクスポージャーに係る特例（第二百八十

五条の二―第二百八十五条の四）  
第六節 特定順位参照型クレジット・デリバティブに係る

特例（第二百八十五条の五・第二百八十五条の六

）  
第七節 コリレーション・トレーディングに係る特例（第

二百八十五条の七・第二百八十五条の八）  
第八節 特定項目のうち調整項目に算入されない部分に係

る特例（第二百八十五条の九）  

 

第八章 ［略］  第八章 ［同左］  
附則  附則  

  
第一条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、

当該各号に定めるところによる。  
第一条 ［同左］  

一 ［略］  一 ［同左］  
二 証券化取引 原資産に係る信用リスクを優先劣後構造の

関係にある二以上のエクスポージャーに階層化し、その一

部又は全部を第三者に移転する性質を有する取引をいう。

二 証券化取引 原資産に係る信用リスクを優先劣後構造の

関係にある二以上のエクスポージャーに階層化し、その一

部又は全部を第三者に移転する性質を有する取引をいう。
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ただし、特定貸付債権、第四十二条の二第一項に規定する

特定貸付債権向けエクスポージャー、第四十七条第一項に

規定する事業用不動産関連エクスポージャー及び第四十七

条の三に規定するＡＤＣ向けエクスポージャーに該当する

ものを除く。  

ただし、特定貸付債権に該当するものを除く。  

［二の二～四 略］  ［二の二～四 同左］  
五 適格引当金 内部格付手法を適用するエクスポージャー

（証券化エクスポージャーに係るものを除く。）のうち第

百三十一条第一項から第六項まで及び第八項の規定により

期待損失額を算出するものに対して計上されている次に掲

げるものをいう。  
イ 個別貸倒引当金  
ロ 部分直接償却  
ハ 特定海外債権引当勘定又はこれに相当するもの  
ニ 第百三十二条の規定により内部格付手法により算出さ

れる信用リスク・アセットの額に対応するものとして区

分された一般貸倒引当金  

五 適格引当金 内部格付手法を適用するエクスポージャー

（証券化エクスポージャー及び株式等エクスポージャーに

係るものを除く。）に対して計上されている個別貸倒引当

金、部分直接償却額及び特定海外債権引当勘定に相当する

額並びに第百三十二条の規定により内部格付手法により算

出される信用リスク・アセットの額に対応するものとして

区分された一般貸倒引当金をいう。  

［六・六の二 略］  ［六・六の二 同左］  
六の三 適格中央清算機関 株式会社商工組合中央金庫（以

下「商工組合中央金庫」という。）が第二百五十三条の八

第一項に定めるところにより信用リスク・アセットの額を

算出するに当たって必要な情報を商工組合中央金庫に提供

している者であって、次に掲げる者をいう。  

六の三 適格中央清算機関 商工組合中央金庫が第二百五十

三条の八第一項に定めるところにより信用リスク・アセッ

トの額を算出するに当たって必要な情報を商工組合中央金

庫に提供している者であって、次に掲げる者をいう。  

［イ～ハ 略］  ［イ～ハ 同左］  
七 標準的手法 第四章に定めるところにより、信用リスク

・アセットの額を算出する手法をいう。  
七 標準的手法 第二十五条から第百二十条までに定めると

ころにより、信用リスク・アセットの額を算出する手法を

いう。  
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八 株式等エクスポージャー 次に掲げるものをいう。  八 ［同左］  
イ 株式又は次に掲げる性質の全てを有するもの  イ 株式又は次に掲げる全ての性質を有するもの  

［⑴～⑶ 略］  ［⑴～⑶ 同左］  
ロ ［略］  ロ ［同左］  
ハ 発行体の債務を構成する金融商品であって、次に掲げ

る性質のいずれかを有するもの  
ハ 発行体の債務を構成する金融商品であって、次に掲げ

るいずれかの性質を有するもの  
⑴ ［略］  ⑴ ［同左］  
⑵ 発行体による一定数のイ若しくはロに掲げる金融商

品の発行により債務を支払うことが条件とされている

こと、又は発行体が一定数のイ及びロに掲げる金融商

品の発行により債務の支払に充当することができるこ

と。  

⑵ 発行体による一定数のイ又はロに掲げる金融商品の

発行により、債務を支払うことが条件とされているこ

と又は発行体が一定数のイ及びロに掲げる金融商品の

発行により債務の支払に充当することができること。  

⑶ 発行体による不特定数のイ若しくはロに掲げる金融

商品の発行により債務を支払うことが条件とされてお

り、かつ、他の条件が同じ場合は債務額の変動が一定

数のイ及びロに掲げる金融商品の額に連動するもので

あること、又は発行体の裁量でその支払方法を選択で

きること。  

⑶ 発行体による不特定数のイ又はロに掲げる金融商品

の発行により債務を支払うことが条件とされており、

かつ、他の条件が同じ場合は債務額の変動が一定数の

イ及びロに掲げる金融商品の額に連動するものである

こと又は発行体の裁量で当該支払方法を選択できるこ

と。  
⑷ ［略］  ⑷ ［同左］  

ニ ［略］  ニ ［同左］  
九 ［略］  九 ［同左］  
十 内部格付手法 第五章に定めるところにより、信用リス

ク・アセットの額を算出する手法をいう。  
十 内部格付手法 第百二十一条から第二百二十八条までに

定めるところにより、信用リスク・アセットの額を算出す

る手法をいう。  
十の二 内部モデル方式 第七章第二節に定めるところによ

り、金融機関独自のモデルを用いてマーケット・リスク相

当額を算出する方式をいう。  

［号を加える。］  
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十の三 内部モデル方式採用金庫 マーケット・リスク相当

額の算出において第二百五十五条の承認を受けて内部モデ

ル方式を使用する商工組合中央金庫をいう。  

［号を加える。］  

十の四 標準的方式 第七章第三節に定めるところにより、

マーケット・リスク相当額を算出する方式をいう。  
［号を加える。］  

十の五 標準的方式採用金庫 マーケット・リスク相当額の

算出において内部モデル方式を使用せず、標準的方式を使

用する商工組合中央金庫をいう。  

［号を加える。］  

十の六 簡易的方式 第七章第四節に定めるところにより、

マーケット・リスク相当額を算出する方式をいう。  
［号を加える。］  

十の七 簡易的方式採用金庫 マーケット・リスク相当額の

算出において簡易的方式のみを使用する商工組合中央金庫

をいう。  

［号を加える。］  

［十一～十五 略］  ［十一～十五 同左］  
十五の二 適格プロテクション提供者 プロテクション提供

者のうち、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該

イ又はロに定めるものをいう。  

［号を加える。］  

イ 標準的手法を採用した場合 第百三条各号に掲げるも

の  
 

ロ 内部格付手法を採用した場合 第五章第四節に規定す

る最低要件を満たす債務者格付を付与したもの  
 

［十六・十七 略］  ［十六・十七 同左］  
十八 適格金融資産担保 簡便手法（第四章第六節第四款に

定める計算手法をいう。以下同じ。）を用いる場合にあっ

ては第七十条各号に掲げるものを、包括的手法（同節第三

款に定める計算手法をいう。以下同じ。）を用いる場合に

あっては第七十一条に定めるものをいう。  

十八 適格金融資産担保 簡便手法（第四章第六節第四款に

定める計算手法をいう。以下同じ。）を用いる場合にあっ

ては第七十条に掲げるものを、包括的手法（第四章第六節

第三款に定める計算手法をいう。以下同じ。）を用いる場

合にあっては第七十一条に掲げるものをいう。  
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［十九～二十六 略］  ［十九～二十六 同左］  
二十七 決済のための参照債務 第百一条第一号に規定する

事由の発生に基づく支払額の算定に用いられる債務及び原

債権の債務者の債務で決済を行う場合に決済のために引き

渡すことが認められる債務を総称していう。  

二十七 決済のための参照債務 第百一条第一号に掲げる事

由の発生に基づく支払額の算定に用いられる債務及び原債

権の債務者の債務で決済を行う場合に決済のために引き渡

すことが認められる債務を総称していう。  
二十八 信用事由判断のための参照債務 クレジット・デリ

バティブについて第百一条第一号に規定する事由の発生の

有無を判断するために用いることができる債務をいう。  

二十八 信用事由判断のための参照債務 クレジット・デリ

バティブについて第百一条第一号に掲げる事由の発生の有

無を判断するために用いることができる債務をいう。  
［二十九・三十 略］  ［二十九・三十 同左］  
三十一 ソブリン向けエクスポージャー 次に掲げるエクス

ポージャーをいう。  
三十一 ［同左］  

［イ～ト 略］  ［イ～ト 同左］  
チ 国際決済銀行、国際通貨基金、欧州中央銀行、欧州連

合、欧州安定メカニズム及び欧州金融安定ファシリティ

向けエクスポージャー  

チ 国際決済銀行、国際通貨基金、欧州中央銀行、欧州共

同体、欧州安定メカニズム及び欧州金融安定ファシリテ

ィ向けエクスポージャー  
リ ［略］  リ ［同左］  

三十二 金融機関等向けエクスポージャー 次に掲げるエク

スポージャーをいう。  
三十二 ［同左］  

イ ［略］  イ ［同左］  
ロ 外国の中央政府以外の公共部門向けエクスポージャー

であって、当該公共部門が設立された国内における取扱

いにおいて金融機関に対するエクスポージャーとして扱

われているもの  

ロ 外国の中央政府以外の公共部門向けエクスポージャー

であって、当該公共部門が設立された国内における取扱

いにおいて金融機関向けエクスポージャーとして扱われ

ているもの  
ハ 国際開発銀行（複数の国によって創設され、経済及び

社会開発プロジェクトに対して資金供給又は専門的な見

地からの助言を行う機関をいう。以下同じ。）に対する

エクスポージャー（前号トに掲げるものを除く。）  

ハ 国際開発銀行に対するエクスポージャー（前号トに掲

げるものを除く。）  
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［ニ・ホ 略］  ［ニ・ホ 同左］  
ヘ 第四十一条において第四十条の規定によりリスク・ウ

ェイトを適用することとされている第一種金融商品取引

業者（金融商品取引法第二十八条第一項に規定する第一

種金融商品取引業を行う者又はこれに準ずる外国の者を

いう。以下同じ。）及び経営管理会社（国内に本店その

他の主たる営業所又は事務所を有する法人（銀行又は銀

行持株会社を除く。）であって、当該法人及び当該法人

の子会社（財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関す

る規則（昭和三十八年大蔵省令第五十九号。以下「財務

諸表等規則」という。）第八条第三項に規定する子会社

をいう。）のうちに第一種金融商品取引業者を含み、か

つ、当該法人が作成する連結財務諸表に基づき合算自己

資本及び所要自己資本の計算を行っている者又はこれに

準ずる外国の者をいう。以下同じ。）に対するエクスポ

ージャー  

ヘ 第四十一条において金融機関向けエクスポージャーの

取扱いを認められた第一種金融商品取引業者（金融商品

取引法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引

業を行う者及びこれに準ずる外国の者をいう。以下同じ

。）及び経営管理会社（国内に本店その他の主たる営業

所又は事務所を有する法人（銀行又は銀行持株会社を除

く。）であって、当該法人及び当該法人の子会社（財務

諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和三

十八年大蔵省令第五十九号。以下「財務諸表等規則」と

いう。）第八条第三項に規定する子会社をいう。）のう

ちに第一種金融商品取引業者を含み、かつ、当該法人が

作成する連結財務諸表に基づき合算自己資本及び所要自

己資本の計算を行っている者及びこれに準ずる外国の者

をいう。以下同じ。）に対するエクスポージャー  

ト 第四十一条の二において第四十条の規定によりリスク

・ウェイトを適用することとされている保険会社（保険

業法（平成七年法律第百五号）第二条第二項に規定する

保険会社をいう。以下同じ。）及び保険持株会社（同法

第二条第十六項に規定する保険持株会社をいう。以下同

じ。）に対するエクスポージャー  

［号の細分を加える。］  

三十二の二 大規模規制金融機関等向けエクスポージャー  
事業法人等向けエクスポージャーのうち、次に掲げる者に

対するエクスポージャーをいう。  

三十二の二 ［同左］  

イ 大規模規制金融機関（次に掲げる者をいう。ロ⑵にお

いて同じ。）  
イ ［同左］  
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⑴ 規制金融機関（金融機関、保険会社若しくは少額短

期保険業者（保険業法第二条第十八項に規定する少額

短期保険業者をいう。）若しくは第一種金融商品取引

業者若しくはこれらに準ずる外国の者又は銀行持株会

社、保険持株会社若しくは金融商品取引法第五十七条

の十二第三項に規定する最終指定親会社若しくはこれ

らに準ずる外国の者をいう。以下同じ。）であってそ

の連結貸借対照表の資産の部に計上した額が千億合衆

国ドルに相当する額以上である者  

⑴ 規制金融機関（金融機関、保険会社（保険業法（平

成七年法律第百五号）第二条第二項に規定する保険会

社をいう。以下同じ。）若しくは少額短期保険業者（

同条第十八項に規定する少額短期保険業者をいう。）

若しくは第一種金融商品取引業者若しくはこれらに準

ずる外国の者又は銀行持株会社、同条第十六項に規定

する保険持株会社若しくは金融商品取引法第五十七条

の十二第三項に規定する最終指定親会社若しくはこれ

らに準ずる外国の者をいう。以下この号、第八条第六

項第一号及び第二十条第三項第一号において同じ。）

であってその連結貸借対照表の資産の部に計上した額

が千億合衆国ドルに相当する額以上である者  
⑵ ［略］  ⑵ ［同左］  

ロ 非規制金融機関（金融業、保険業その他これらに類す

る業種に属する事業を主たる事業として営む者（これに

準ずる外国の者を含む。）であって、次に掲げる者以外

のもの（金融機関その他の金融システムに影響を及ぼす

と認められる者と高い相関関係を有しないと認められる

者を除く。）をいう。）  

ロ 非規制金融機関（金融業、保険業その他の業種に属す

る事業を主たる事業として営む者（これに準ずる外国の

者を含む。）であって、次に掲げる者以外のもの（金融

機関その他の金融システムに影響を及ぼすと認められる

者と高い相関関係を有しないと認められる者を除く。）

をいう。）  
⑴ ［略］  ⑴ ［同左］  
⑵ 大規模規制金融機関（イ⑴に掲げる者を除く。）  ⑵ 大規模規制金融機関（規制金融機関を除く。）  

［三十二の三～三十二の六 略］  ［三十二の三～三十二の六 同左］  
三十三 居住用不動産向けエクスポージャー 次に掲げる貸

付けのいずれかであって、同様のリスク特性を有するエク

スポージャーで構成されるプールに属し、当該プール単位

で管理されているものをいう。  
イ 不動産を所有し、当該不動産に居住する個人向けの貸

三十三 居住用不動産向けエクスポージャー 不動産を所有

し、当該不動産に居住する個人向けの貸付けであって、か

つ、同様のリスク特性を有するエクスポージャーで構成さ

れるプールに属し、当該プール単位で管理されているもの

をいう。  
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付け  
ロ 次に掲げる要件の全てを満たす貸付け   

⑴ 個人向けであること。   
⑵ 資金使途が住宅の建設、取得、増改築その他の住宅

関連費用に限定されていること。  
 

⑶ 次に掲げる要件のいずれかに該当すること。   
(i) 賃貸に供する目的でないこと。   
(ii)  賃貸に供する目的である場合には、返済が専ら資

金使途の目的である住宅からの賃料その他の収入に

依存していないこと。  

 

⑷ 一の債務者に対するエクスポージャーの額（第四章

第六節に規定する信用リスク削減手法を適用する前の

ものであり、かつ、資金使途が住宅の建設、取得、増

改築その他の住宅関連費用に限定されているもの（賃

貸に供する目的である場合には、返済が専ら当該住宅

からの賃料その他の収入に依存しているものを除く。

）とする。）が一億円以下であること。  

 

三十四 適格リボルビング型リテール向けエクスポージャー  
 同様のリスク特性を有するエクスポージャーで構成され

るプールに属するエクスポージャーであって、当該プール

単位で管理されており、かつ、次に掲げる性質の全てを有

するものをいう。  

三十四 適格リボルビング型リテール向けエクスポージャー  
 同様のリスク特性を有するエクスポージャーで構成され

るプールに属するエクスポージャーであって、当該プール

単位で管理されており、かつ、次に掲げるすべての性質を

有するものをいう。  
イ 契約上定められた上限の範囲内で、債務の残高が債務

者の任意の判断で変動し得るエクスポージャー（以下「

リボルビング型エクスポージャー」という。）であって

、無担保で、かつ、信用供与枠の維持について契約が締

結されておらず、商工組合中央金庫が無条件に取り消し

イ 契約上定められた上限の範囲内で、債務の残高が債務

者の任意の判断で変動しうるエクスポージャー（以下「

リボルビング型エクスポージャー」という。）であって

、無担保で、かつ、信用供与枠の維持について契約が締

結されておらず、株式会社商工組合中央金庫（以下「商
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得るものであること。  工組合中央金庫」という。）が無条件に取り消しうるも

のであること。  
［ロ～ホ 略］  ［ロ～ホ 同左］  

三十四の二 トランザクターに対する適格リボルビング型リ

テール向けエクスポージャー 適格リボルビング型リテー

ル向けエクスポージャーのうち、次のイ又はロに掲げる場

合の区分に応じ、当該イ又はロに定める要件を満たすもの

をいう。  

［号を加える。］  

イ クレジット・カードの利用に係るエクスポージャー（

当該クレジット・カードを提示して、特定の販売業者か

ら商品若しくは権利を購入し、又は特定の役務の提供の

事業を営む者から有償で役務の提供を受けることにより

発生する債務に係るエクスポージャーに限る。）の場合

 過去十二月にわたり、遅滞なく、定められた時期に返

済が履行されていること。  

 

ロ イに掲げる場合以外の場合 過去十二月にわたり債務

の残高が零であること。  
 

［三十五～三十七 略］  ［三十五～三十七 同左］  
三十八 プロジェクト・ファイナンス 事業法人向けエクス

ポージャーのうち、発電プラント、化学プラント、鉱山事

業、交通インフラ、環境インフラ、通信インフラその他の

特定の事業に対する信用供与のうち、利払い及び返済の原

資を主として当該事業からの収益に限定し、かつ、信用供

与の条件を通じて信用供与を行った者が当該事業の有形資

産及び当該有形資産からの収益について相当程度の支配権

を有しているものをいう。  

三十八 プロジェクト・ファイナンス 事業法人向けエクス

ポージャーのうち、発電プラント、化学プラント、鉱山事

業、交通インフラ、環境インフラ、通信インフラその他の

特定の事業に対する信用供与のうち、利払い及び返済の原

資を主として当該事業からの収益に限定し、当該事業の有

形資産を担保の目的とするものであって、かつ、信用供与

の条件を通じて信用供与を行った者が当該有形資産及び当

該有形資産からの収益について相当程度の支配権を有して

いるものをいう。  
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三十九 ［略］  三十九 ［同左］  
四十 コモディティ・ファイナンス 事業法人向けエクスポ

ージャーのうち、原油、金属、穀物その他の商品取引所の

上場商品の支払準備金、在庫又は売掛債権の資金調達のた

めの短期の信用供与のうち、利払い及び返済の原資を当該

上場商品の売却代金に限定し、かつ、信用供与の条件を通

じて信用供与を行った者が当該上場商品及び当該上場商品

からの収益について相当程度の支配権を有しているものを

いう。  

四十 コモディティ・ファイナンス 事業法人向けエクスポ

ージャーのうち、原油、金属、穀物その他の商品取引所の

上場商品の支払準備金、在庫又は売掛債権の資金調達のた

めの短期の信用供与のうち、利払い及び返済の原資を当該

商品の売却代金に限定し、かつ、信用供与の条件を通じて

信用供与を行った者が当該商品及び当該商品からの収益に

ついて相当程度の支配権を有しているものをいう。  

［四十一～四十八 略］  ［四十一～四十八 同左］  
四十九 適格不動産担保 事業用不動産又は居住用不動産に

設定された担保であって、次に掲げる性質の全てを有する

ものをいう。  

四十九 適格不動産担保 事業用不動産又は居住用不動産に

設定された担保であって、次に掲げる性質をすべて有する

ものをいう。  
［イ～ハ 略］  ［イ～ハ 同左］  

［五十～五十四 略］  ［五十～五十四 同左］  
五十五 適格購入事業法人等向けエクスポージャープール  

次に掲げる性質の全てを有する購入事業法人等向けエクス

ポージャーによって構成された分散度の高いプールをいう

。  

五十五 適格購入事業法人等向けエクスポージャープール  
次に掲げる性質をすべて有する購入事業法人等向けエクス

ポージャーによって構成された分散度の高いプールをいう

。  
［イ～ハ 略］  ［イ～ハ 同左］  

［五十六～七十二 略］  ［五十六～七十二 同左］  
七十二の二 ＣＶＡリスク クレジット・スプレッドその他

の指標の市場変動によりＣＶＡ（派生商品取引及びレポ形

式の取引について、取引相手方の信用リスクを勘案しない

場合における公正価値評価額と取引相手方の信用リスクを

勘案する場合における公正価値評価額との差額をいう。以

下同じ。）が変動するリスクをいう。ただし、当該リスク

七十二の二 ＣＶＡリスク クレジット・スプレッドその他

の信用リスクに係る指標の市場変動によりＣＶＡ（派生商

品取引について、取引相手方の信用リスクを勘案しない場

合における公正価値評価額と取引相手方の信用リスクを勘

案する場合における公正価値評価額との差額をいう。以下

同じ。）が変動するリスクをいう。  
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を計測する商工組合中央金庫の信用リスクの変動に係るも

のを除く。  
七十二の三 ＢＡ―ＣＶＡ 第六章の二第二節に定めるとこ

ろにより、ＣＶＡリスク相当額を算出する手法をいう。  
［号を加える。］  

七十二の四 ＳＡ―ＣＶＡ   第六章の二第三節に定めるとこ

ろにより、ＣＶＡリスク相当額を算出する手法をいう。  
［号を加える。］  

七十二の五 ＣＶＡデスク 第十一条の十三第一項に規定す

る内部ＣＶＡヘッジ取引若しくは外部ＣＶＡヘッジ取引の

主体となる部署又はこれらに類する役割を有する明確化さ

れた機能をいう。  

［号を加える。］  

七十三 個別リスク 市場における共通の要素の価格変動に

対するリスクでは捕捉できない特定の銘柄に関連するリス

クをいう。  

七十三 個別リスク 特定の債券、株式等の価格が、市場全

体の価格変動と異なって変動することにより発生しうる危

険をいう。  
七十四 一般市場リスク 市場における共通の要素の価格変

動に対して商品の価格が変動するリスクをいう。  
七十四 一般市場リスク 市場全体の価格変動により発生し

うる危険をいう。  
七十五 マーケット・リスク 市場価格の変動に伴って損失

が生ずるリスクをいう。  
七十五 追加的リスク デフォルト・リスク及び格付遷移リ

スク（格付が変動した場合に資産の価格の変動を引き起こ

すリスクをいう。第七十七号、第百四十条第八項及び第七

章において同じ。）をいう。  
七十六 ［略］  七十六 ［同左］  
七十七 取締役等 取締役若しくは執行役又は執行役員（取

締役又は執行役に準じて社内で責任を負うものをいう。）

をいう。  

七十七 包括的リスク デフォルト・リスク、格付遷移リス

クその他コリレーション・トレーディングに係る資産の価

格の変動を引き起こすリスクをいう。  
［七十八～八十二 略］  ［七十八～八十二 同左］  
八十三 トレーディング・デスク リスクの取得及び管理を

通じた収益の獲得又は市場での地位の確立を目的として、

トレーディング戦略を実施するトレーダーのグループ又は

［号を加える。］  
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トレーディング・アカウント（トレーディング業務におけ

る観測単位をいう。）のグループ（複数のブッキング・ア

カウントの集合をいう。）であって、明確に定められた事

業戦略を実行するものをいう。  
八十四 構造為替ポジション 自己資本を自国通貨建てで保

有している商工組合中央金庫が、その自己資本比率の低下

を防ぐ目的で保有する外国通貨建てのポジションをいう。  

［号を加える。］  

八十五 損益要因分析テスト リスク理論損益と仮想損益と

を比較することにより、内部モデル方式に用いるモデルの

頑健性を評価する手法をいう。  

［号を加える。］  

八十六 仮想損益 当日の終業時の市場データを用いて、前

日の終業時に保有していたポジションを再評価することに

よって生ずる日次の損益（コミッション、フィー、日中取

引、新規及び変更取引、自己資本比率計算上の取扱いが別

途規定されている評価調整並びに普通株式等Ｔｉｅｒ１資

本の額から控除される評価調整を除く。）であって、次に

掲げる要件の全てを満たして計算したものをいう。  
イ 日次で更新される評価調整を可能な限り含むものであ

ること。  
ロ 時間価値の影響について、リスク理論損益におけるも

のと整合的に扱うものであること。  

［号を加える。］  

八十七 トレーディング・デスクのリスク管理モデル 損益

要因分析テストにおいて用いるリスク理論損益を計算した

際に使用するモデルをいう。  

［号を加える。］  

八十八 リスク理論損益 損益要因分析テストにおいて、ト

レーディング・デスクのリスク管理モデルにより計算した

損益をいう。  

［号を加える。］  
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八十九 実損益 日次の損益計算プロセスで計算した実際の

損益（日中取引、新規及び変更取引並びにバンキング勘定

の外貨建ポジション及びコモディティポジションを含む。

ただし、コミッション、フィー、自己資本比率計算上の取

扱いが別途規定されている評価調整及び普通株式等Ｔｉｅ

ｒ１資本の額から控除される評価調整を除く。）をいう。  

［号を加える。］  

九十 期待ショート・フォール 一定の確率の範囲内で予想

されるバリュー・アット・リスクを上回る全ての潜在的な

損失額の平均値をいう。  

［号を加える。］  

九十一 市場混乱時を想定した期待ショート・フォール 市

場混乱時（少なくとも平成十九年まで遡る観測期間のうち

、最も市況が厳しい十二月をいう。）のデータを入手でき

るリスク・ファクター（以下「低減したリスク・ファクタ

ー」という。）を仮定した場合の期待ショート・フォール

をいう。  

［号を加える。］  

九十二 ストレス期待ショート・フォール モデル化不可能

なリスク・ファクターに係る潜在的な損失額を算出するた

めに水準調整された期待ショート・フォールをいう。  

［号を加える。］  

九十三 リスク・バケット 類似した特徴を有するリスク・

ファクターのグループをいう。  
［号を加える。］  

九十四 流動性ホライズン ストレス時の市場環境において

、市場価格に重大な影響を及ぼすことなくリスク・ポジシ

ョンを解消し、又はヘッジするのに要する想定期間をいう

。  

［号を加える。］  

九十五 リスク・ファクターのモデル化可能性テスト 第二

百五十四条の四第一項の承認を受けたトレーディング・デ

スクにおいて、内部モデル方式におけるリスク・ファクタ

［号を加える。］  
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ーのモデル化（以下「モデル化」という。）の適格性を判定

するテストをいう。  
九十六 リスク・ポジション リスク・ファクターの変動に

より現在価値に潜在的な損失を生ずるポジションをいう。  
［号を加える。］  

九十七 実在価格 リスク・ファクターのモデル化可能性テ

ストにおいて判定に使用される価格をいう。  
［号を加える。］  

九十八 モデル化可能なリスク・ファクター リスク・ファ

クターのモデル化可能性テストの結果、モデル化が適格と

判定されたリスク・ファクターをいう。  

［号を加える。］  

九十九 モデル化不可能なリスク・ファクター リスク・フ

ァクターのモデル化可能性テストの結果、モデル化が不可

能と判定されたリスク・ファクターをいう。  

［号を加える。］  

百 デルタ・リスク リスク・ファクターの変動による商品

の価値の変化額の線形推計値をいう。  
［号を加える。］  

百一 ベガ・リスク 原資産のインプライド・ボラティリテ

ィ（市場において観測されるオプション価格をもとに算出

されたボラティリティをいう。以下同じ。）の変動による

デリバティブの価値の変化額から生ずる潜在的な損失額を

いう。  

［号を加える。］  

百二 カーベチャー・リスク オプション性を有する金融商

品のリスク・ファクターの変動によるデルタ・リスクを上

回る追加の潜在的な損失額をいう。  

［号を加える。］  

百三 感応度 商品に関連するリスク・ファクターの微小な

変動による商品の価値の変化額の推計値をいう。  
［号を加える。］  

百四 JTD デフォルトが突然生ずる場合のリスクをいう。  ［号を加える。］  
百五 オペレーショナル・リスク 商工組合中央金庫の業務

の過程、役職員の活動若しくはシステムが不適切であり、

［号を加える。］  
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若しくは機能しないこと又は外生的な事象により損失が生

ずるリスク（法的リスクを含み、戦略リスク及び風評リス

クを除く。）をいう。  
百六 オペレーショナル・リスク損失 オペレーショナル・

リスクによって生ずる損失をいう。  
［号を加える。］  

百七 内部損失データ オペレーショナル・リスク損失に関

する情報をいう。  
［号を加える。］  

百八 内部損失データベース 内部損失データの集合物であ

って、特定のオペレーショナル・リスク損失に関する情報

を検索できるよう体系的に構成したものをいう。  

［号を加える。］  
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第二条の二 ［略］ 第二条の二 ［同左］ 

［２・３ 略］ ［２・３ 同左］ 

４ 第二項の「カウンター・シクリカル・バッファー比率」

とは、金融市場における信用の供与が過剰な場合に、将来

の景気の変動によって生ずるおそれのある損失の吸収のた

め資本を増強する基準となるものをいい、次に掲げる比率

を合計して得た比率（小数点以下二位未満の端数があると

きは、これを切り捨てるものとする。）とする。 

４ 第二項の「カウンター・シクリカル・バッファー比率」

とは、金融市場における信用の供与が過剰な場合に、将来

の景気の変動によって生じるおそれのある損失の吸収のた

め資本を増強する基準となるものをいい、次に掲げる比率

を合計して得た比率（小数点以下二位未満の端数があると

きは、これを切り捨てるものとする。）とする。 

一 零パーセント（金融庁長官が別に指定した場合は、別

に指定した比率）に、信用リスク・アセットの額（ソブ

リン向けエクスポージャー及び金融機関等向けエクスポ

ージャーに係る信用リスク・アセットの額を除く。）の

合計額のうち本邦に係るものを当該額で除して得た値を

乗じて得た比率 

一 零パーセント（金融庁長官が別に指定した場合は、別

に指定した比率）に、信用リスク・アセットの額の合計

額のうち本邦に係るものを当該額で除して得た値を乗じ

て得た比率 

二 本邦以外の国又は地域の金融当局が定める比率（二・

五パーセントを超える場合には、二・五パーセント）に

、信用リスク・アセットの額（ソブリン向けエクスポー

ジャー及び金融機関等向けエクスポージャーに係る信用

リスク・アセットの額を除く。）の合計額のうち当該国

又は地域に係るものを当該額で除して得た値を乗じて得

た比率を合計して得た比率 

二 本邦以外の国又は地域の金融当局が定める比率（二・

五パーセントを超える場合には、二・五パーセント）に

、信用リスク・アセットの額の合計額のうち当該国又は

地域に係るものを当該額で除して得た値を乗じて得た比

率を合計して得た比率 

５ 第一項の「最低連結資本バッファー比率」とは、次の各

号に掲げる場合には、第二項の規定にかかわらず、同項に

５ 第一項の「最低連結資本バッファー比率」とは、第二項

の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合において、同
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2 

規定するものに、当該各号に定める比率（当該各号に掲げ

る場合のいずれにも該当する場合にあっては、当該各号に

定める比率のうちいずれか高い比率）を加えたものとする

。 

項に規定するものに、当該各号に定める比率（当該各号に

掲げる場合のいずれにも該当する場合にあっては、当該各

号に定める比率のうちいずれか高い比率）を加えたものと

する。 

［一・二 略］ ［一・二 同左］ 

  

（マーケット・リスク相当額不算入の特例） 

第四条 商工組合中央金庫が次の各号に掲げる場合の区分に

応じ、当該各号に定める場合には、第二条各号及び第二条

の二第一項の算式にマーケット・リスク相当額の合計額を

八パーセントで除して得た額（以下「マーケット・リスク

相当額に係る額」という。）を算入しないことができる。 

（マーケット・リスク相当額不算入の特例） 

第四条 商工組合中央金庫が次の各号に掲げる場合の区分に

応じ、当該各号に定める要件のいずれかを満たす場合には

、第二条各号及び第二条の二第一項の算式にマーケット・

リスク相当額の合計額を八パーセントで除して得た額（以

下「マーケット・リスク相当額に係る額」という。）を算

入しないことができる。 

一 特定取引勘定（経済産業省・財務省・内閣府関係株式

会社商工組合中央金庫法施行規則（平成二十年内閣府・

財務省・経済産業省令第一号。第十一条の三第二項にお

いて「規則」という。）第十八条第一項に規定する特定

取引勘定をいう。以下同じ。）を設けた場合 次に掲げ

る条件の全てを満たす場合 

一 特定取引勘定（経済産業省・財務省・内閣府関係株式

会社商工組合中央金庫法施行規則（平成二十年内閣府・

財務省・経済産業省令第一号。第十条第二項第二号にお

いて「規則」という。）第十八条第一項に規定する特定

取引勘定をいう。以下同じ。）を設けた場合 次に掲げ

る条件の全てを満たす場合 

イ 直近の期末（中間期末を含む。以下同じ。）から自

己資本比率の算出を行う日（以下「算出基準日」とい

う。）までの間における特定取引勘定の資産（証券化

取引を目的として保有している資産及び第二百五十三

イ 直近の期末（中間期末を含む。以下同じ。）から自

己資本比率の算出を行う日（以下「算出基準日」とい

う。）までの間における特定取引勘定の資産（証券化

取引を目的として保有している資産及び第二百五十三
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条の三の三第一項、第二百五十三条の三の四又は第二

百五十三条の四の七第一項に規定するＣＶＡリスク相

当額の算出に反映された取引を除く。以下同じ。）及

び負債の合計額のうち最も大きい額が、千億円未満で

あり、かつ、直近の期末の総資産の十パーセントに相

当する額未満であること。 

条の三第一項又は第二百五十三条の四第一項に規定す

るＣＶＡリスク相当額の算出に反映された取引を除く

。以下同じ。）及び負債の合計額のうち最も大きい額

が、千億円未満であり、かつ、直近の期末の総資産の

十パーセントに相当する額未満であること。 

ロ 直近の期末から算出基準日までの間における外国為

替リスク・カテゴリーの全体のネット・ポジションの

額（第二百七十九条の二に規定する外国為替リスク・

カテゴリーの全体のネット・ポジションの額をいう。

同条を除き、以下同じ。）のうち最も大きい額（⑶及

び次号ロにおいて「最大額」という。）が、千億円未

満であり、かつ、次に掲げる額の合計額の十パーセン

トに相当する額未満であること。 

［号の細分を加える。］ 

⑴ 直近の期末の信用リスク・アセットの額 

⑵ 直近の期末のオペレーショナル・リスク相当額の

合計額を八パーセントで除して得た額 

⑶ 最大額 

 

ハ ［略］ ロ ［同左］ 

ニ 算出基準日が期末である場合には、当該算出基準日

における外国為替リスク・カテゴリーの全体のネット

・ポジションの額が、千億円未満であり、かつ、当該

算出基準日における次に掲げる額の合計額の十パーセ

［号の細分を加える。］ 
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ントに相当する額未満であること。 

⑴ 信用リスク・アセットの額 

⑵ オペレーショナル・リスク相当額の合計額を八パ

ーセントで除して得た額 

⑶ 外国為替リスク・カテゴリーの全体のネット・ポ

ジションの額 

 

ホ ［略］ ハ ［同左］ 

二 特定取引勘定を設けていない場合 次に掲げる条件の

全てを満たす場合 

二 ［同左］ 

 

イ ［略］ イ ［同左］ 

ロ 最大額が、千億円未満であり、かつ、次に掲げる額

の合計額の十パーセントに相当する額未満であること

。 

［号の細分を加える。］ 

⑴ 直近の期末の信用リスク・アセットの額 

⑵ 直近の期末のオペレーショナル・リスク相当額の

合計額を八パーセントで除して得た額 

⑶ 最大額 

 

ハ ［略］ ロ ［同左］ 

ニ 算出基準日が期末である場合には、当該算出基準日

における外国為替リスク・カテゴリーの全体のネット

・ポジションの額が、千億円未満であり、かつ、当該

算出基準日における次に掲げる額の合計額の十パーセ

ントに相当する額未満であること。 

［号の細分を加える。］ 
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⑴ 信用リスク・アセットの額 

⑵ オペレーショナル・リスク相当額の合計額を八パ

ーセントで除して得た額 

⑶ 外国為替リスク・カテゴリーの全体のネット・ポ

ジションの額 

 

ホ ［略］ ハ ［同左］ 

  

（普通株式等Ｔｉｅｒ１資本の額） （普通株式等Ｔｉｅｒ１資本の額） 

第五条 第二条第一号の算式において、普通株式等Ｔｉｅｒ

１資本に係る基礎項目の額は、次に掲げる額の合計額とす

る。 

第五条 ［同左］ 

［一・二 略］ ［一・二 同左］ 

二の二 普通株式に係る株式引受権の額 ［号を加える。］ 

［三・四 略］ ［三・四 同左］ 

［２～４ 略］ ［２～４ 同左］ 

  

（その他Ｔｉｅｒ１資本の額） （その他Ｔｉｅｒ１資本の額） 

第六条 第二条第二号の算式において、その他Ｔｉｅｒ１資

本に係る基礎項目の額は、次に掲げる額の合計額とする。 

第六条 ［同左］ 

［一・二 略］ ［一・二 同左］ 

二の二 その他Ｔｉｅｒ１資本調達手段に係る株式引受権

の額 

［号を加える。］ 
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［三～五 略］ ［三～五 同左］ 

［２～５ 略］ ［２～５ 同左］ 

  

（Ｔｉｅｒ２資本の額） （Ｔｉｅｒ２資本の額） 

第七条 第二条第三号の算式において、Ｔｉｅｒ２資本に係

る基礎項目の額は、次に掲げる額の合計額とする。ただし

、Ｔｉｅｒ２資本調達手段のうち償還期限の定めがあり、

かつ、当該償還期限までの期間が五年以内になったものに

ついては、連結貸借対照表計上額に、算出基準日から当該

償還期限までの期間の日数を当該償還期限までの期間が五

年になった日から当該償還期限までの期間の日数で除して

得た割合を乗じて得た額とする。 

第七条 ［同左］ 

［一・二 略］ ［一・二 同左］ 

二の二 Ｔｉｅｒ２資本調達手段に係る株式引受権の額 ［号を加える。］ 

［三～五 略］ ［三～五 同左］ 

六 次に掲げる額の合計額 六 ［同左］ 

イ 一般貸倒引当金（内部格付手法を採用した場合にお

いては第百三十二条の規定により標準的手法により算

出される信用リスク・アセットの額に対応するものと

して区分された一般貸倒引当金及び証券化エクスポー

ジャーに係る一般貸倒引当金に限る。第十九条におい

て同じ。）の額（当該額が第二条各号の算式における

イ 一般貸倒引当金（内部格付手法を採用した場合にお

いては第百三十二条の規定により標準的手法により算

出される信用リスク・アセットの額に対応するものと

して区分された一般貸倒引当金に限る。第十九条にお

いて同じ。）の額（当該額が第二条各号の算式におけ

る信用リスク・アセットの額の合計額（内部格付手法
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信用リスク・アセットの額の合計額（内部格付手法を

採用した場合にあっては、第百三十三条第二号に掲げ

る額及び証券化エクスポージャーに係る信用リスク・

アセットの額の合計額とする。）に一・二五パーセン

トを乗じて得た額を上回る場合にあっては、当該乗じ

て得た額とする。） 

を採用した場合にあっては、第百三十三条第二号に掲

げる額とする。）に一・二五パーセントを乗じて得た

額を上回る場合にあっては、当該乗じて得た額とする

。） 

ロ ［略］ ロ ［同左］ 

［２～５ 略］ ［２～５ 同左］ 

  

（資本バッファーに係る普通株式等Ｔｉｅｒ１資本の額） （資本バッファーに係る普通株式等Ｔｉｅｒ１資本の額） 

第七条の二 第二条の二第一項の算式において、資本バッフ

ァーに係る普通株式等Ｔｉｅｒ１資本の額は、第一号に掲

げる額から第二号及び第三号に掲げる額を控除した額とす

る。 

第七条の二 ［同左］ 

一 普通株式等Ｔｉｅｒ１資本の額（第二条第一号の算式

における普通株式等Ｔｉｅｒ１資本の額をいう。）から

次に掲げる額（第四条の規定によりマーケット・リスク

相当額に係る額を算入しない場合は、ロに掲げる額を除

く。）の合計額（以下この条において「リスク・アセッ

トの額」という。）に四・五パーセントを乗じて得た額

を控除した額（当該額が零を下回る場合にあっては、零

とする。） 

一 ［同左］ 

［イ～ハ 略］ ［イ～ハ 同左］ 
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ニ 第十三条第一項及び第二項の規定により加算される

額（これらの規定の適用がある場合に限る。） 

ニ 第十三条第一項から第三項までの規定により加算さ

れる額（これらの規定の適用がある場合に限る。） 

［二・三 略］ ［二・三 同左］ 

  

（調整後非支配株主持分等の額及び調整項目の額の算出方

法） 

（調整後非支配株主持分等の額及び調整項目の額の算出方

法） 

第八条 第五条第一項第四号、第六条第一項第五号及び第七

条第一項第五号に掲げる額は、次に定めるところにより算

出した額とする。 

第八条 ［同左］ 

一 第五条第一項第四号に掲げる普通株式等Ｔｉｅｒ１資

本に係る調整後非支配株主持分の額は、特定連結子法人

等（連結子法人等（特別目的会社等を除く。以下この条

において同じ。）のうち金融機関又はバーゼル銀行監督

委員会の定める自己資本比率の基準若しくはこれと類似

の基準（金融商品取引法第四十六条の六に定める自己資

本規制比率を含む。第四十一条第一項において同じ。）

の適用を受ける者をいう。以下この号において同じ。）

の非支配株主持分相当普通株式等Ｔｉｅｒ１資本に係る

基礎項目の額（特定連結子法人等の単体普通株式等Ｔｉ

ｅｒ１資本に係る基礎項目の額（第十四条第一号の算式

における普通株式等Ｔｉｅｒ１資本に係る基礎項目の額

に相当する額をいう。以下この号において同じ。）のう

ち当該特定連結子法人等の親法人等である商工組合中央

一 第五条第一項第四号に掲げる普通株式等Ｔｉｅｒ１資

本に係る調整後非支配株主持分の額は、特定連結子法人

等（連結子法人等（特別目的会社等を除く。以下この条

において同じ。）のうち金融機関又はバーゼル銀行監督

委員会の定める自己資本比率の基準若しくはこれと類似

の基準（金融商品取引法第四十六条の六に定める自己資

本規制比率を含む。第四十一条及び第百三十六条第二項

第三号イにおいて同じ。）の適用を受ける者をいう。以

下この号において同じ。）の非支配株主持分相当普通株

式等Ｔｉｅｒ１資本に係る基礎項目の額（特定連結子法

人等の単体普通株式等Ｔｉｅｒ１資本に係る基礎項目の

額（第十四条第一号の算式における普通株式等Ｔｉｅｒ

１資本に係る基礎項目の額に相当する額をいう。以下こ

の号において同じ。）のうち当該特定連結子法人等の親
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金庫の連結貸借対照表の純資産の部に株式引受権、新株

予約権又は非支配株主持分として計上される部分の額（

当該額が零を下回る場合にあっては、零とする。）をい

う。以下この号において同じ。）のうち次に掲げる額の

いずれか少ない額に普通株式等Ｔｉｅｒ１資本に係る第

三者持分割合（特定連結子法人等の非支配株主持分相当

普通株式等Ｔｉｅｒ１資本に係る基礎項目の額を単体普

通株式等Ｔｉｅｒ１資本に係る基礎項目の額で除して得

た割合をいう。）を乗じて得た額以下の額とする。 

法人等である商工組合中央金庫の連結貸借対照表の純資

産の部に新株予約権又は非支配株主持分として計上され

る部分の額（当該額が零を下回る場合にあっては、零と

する。）をいう。以下この号において同じ。）のうち次

に掲げる額のいずれか少ない額に普通株式等Ｔｉｅｒ１

資本に係る第三者持分割合（特定連結子法人等の非支配

株主持分相当普通株式等Ｔｉｅｒ１資本に係る基礎項目

の額を単体普通株式等Ｔｉｅｒ１資本に係る基礎項目の

額で除して得た割合をいう。）を乗じて得た額以下の額

とする。 

［イ・ロ 略］ ［イ・ロ 同左］ 

二 第六条第一項第五号に掲げるその他Ｔｉｅｒ１資本に

係る調整後非支配株主持分等の額は、連結子法人等の非

支配株主持分等相当Ｔｉｅｒ１資本に係る基礎項目の額

（連結子法人等の単体Ｔｉｅｒ１資本に係る基礎項目の

額（第十四条第一号の算式における普通株式等Ｔｉｅｒ

１資本に係る基礎項目の額及び同条第二号の算式におけ

るその他Ｔｉｅｒ１資本に係る基礎項目の額（第十八条

第一項第四号に掲げる額を除く。）の合計額に相当する

額をいう。以下この項において同じ。）のうち当該連結

子法人等の親法人等である商工組合中央金庫の連結貸借

対照表の純資産の部又は負債の部に株式引受権、新株予

約権若しくは非支配株主持分又は負債として計上される

二 第六条第一項第五号に掲げるその他Ｔｉｅｒ１資本に

係る調整後非支配株主持分等の額は、連結子法人等の非

支配株主持分等相当Ｔｉｅｒ１資本に係る基礎項目の額

（連結子法人等の単体Ｔｉｅｒ１資本に係る基礎項目の

額（第十四条第一号の算式における普通株式等Ｔｉｅｒ

１資本に係る基礎項目の額及び同条第二号の算式におけ

るその他Ｔｉｅｒ１資本に係る基礎項目の額（第十八条

第一項第四号に掲げる額を除く。）の合計額に相当する

額をいう。以下この項において同じ。）のうち当該連結

子法人等の親法人等である商工組合中央金庫の連結貸借

対照表の純資産の部又は負債の部に新株予約権若しくは

非支配株主持分又は負債として計上される部分の額（当
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部分の額（当該額が零を下回る場合にあっては、零とす

る。）をいう。以下この号において同じ。）のうち次に

掲げる額のいずれか少ない額にＴｉｅｒ１資本に係る第

三者持分割合（連結子法人等の非支配株主持分等相当Ｔ

ｉｅｒ１資本に係る基礎項目の額を単体Ｔｉｅｒ１資本

に係る基礎項目の額で除して得た割合をいう。）を乗じ

て得た額以下の額から、第五条第一項第四号に掲げる額

を控除した額とする。 

該額が零を下回る場合にあっては、零とする。）をいう

。以下この号において同じ。）のうち次に掲げる額のい

ずれか少ない額にＴｉｅｒ１資本に係る第三者持分割合

（連結子法人等の非支配株主持分等相当Ｔｉｅｒ１資本

に係る基礎項目の額を単体Ｔｉｅｒ１資本に係る基礎項

目の額で除して得た割合をいう。）を乗じて得た額以下

の額から、第五条第一項第四号に掲げる額を控除した額

とする。 

［イ・ロ 略］ ［イ・ロ 同左］ 

三 第七条第一項第五号に掲げるＴｉｅｒ２資本に係る調

整後非支配株主持分等の額は、連結子法人等の非支配株

主持分等相当総自己資本に係る基礎項目の額（連結子法

人等の単体総自己資本に係る基礎項目の額（連結子法人

等の単体Ｔｉｅｒ１資本に係る基礎項目の額及び第十四

条第三号の算式におけるＴｉｅｒ２資本に係る基礎項目

の額（第十九条第一項第四号に掲げる額を除く。）の合

計額に相当する額をいう。以下この号において同じ。）

のうち当該連結子法人等の親法人等である商工組合中央

金庫の連結貸借対照表の純資産の部又は負債の部に株式

引受権、新株予約権若しくは非支配株主持分又は負債と

して計上される部分の額（当該額が零を下回る場合にあ

っては、零とする。）をいう。以下この号において同じ

。）のうち次に掲げる額のいずれか少ない額に総自己資

三 第七条第一項第五号に掲げるＴｉｅｒ２資本に係る調

整後非支配株主持分等の額は、連結子法人等の非支配株

主持分等相当総自己資本に係る基礎項目の額（連結子法

人等の単体総自己資本に係る基礎項目の額（連結子法人

等の単体Ｔｉｅｒ１資本に係る基礎項目の額及び第十四

条第三号の算式におけるＴｉｅｒ２資本に係る基礎項目

の額（第十九条第一項第四号に掲げる額を除く。）の合

計額に相当する額をいう。以下この号において同じ。）

のうち当該連結子法人等の親法人等である商工組合中央

金庫の連結貸借対照表の純資産の部又は負債の部に新株

予約権若しくは非支配株主持分又は負債として計上され

る部分の額（当該額が零を下回る場合にあっては、零と

する。）をいう。以下この号において同じ。）のうち次

に掲げる額のいずれか少ない額に総自己資本に係る第三
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本に係る第三者持分割合（連結子法人等の非支配株主持

分等相当総自己資本に係る基礎項目の額を単体総自己資

本に係る基礎項目の額で除して得た割合をいう。）を乗

じて得た額以下の額から、第五条第一項第四号及び第六

条第一項第五号に掲げる額の合計額を控除した額とする

。 

者持分割合（連結子法人等の非支配株主持分等相当総自

己資本に係る基礎項目の額を単体総自己資本に係る基礎

項目の額で除して得た割合をいう。）を乗じて得た額以

下の額から、第五条第一項第四号及び第六条第一項第五

号に掲げる額の合計額を控除した額とする。 

［イ・ロ 略］ ［イ・ロ 同左］ 

［２～14 略］ ［２～14 同左］ 

  

（比例連結） （比例連結） 

第九条 ［略］ 第九条 ［同左］ 

２ 前項の規定により金融業務を営む関連法人等を比例連結

の方法により連結の範囲に含めて連結自己資本比率を算出

したときは、その算出方法の使用を中断する旨をあらかじ

め経済産業大臣、財務大臣及び金融庁長官に届け出た場合

を除き、これを継続して用いるものとする。 

２ 前項の規定により金融業務を営む関連法人等を比例連結

の方法により連結の範囲に含めて連結自己資本比率を算出

したときは、その算出方法の使用を中断する旨をあらかじ

め経済産業大臣、財務大臣及び金融庁長官に届け出た場合

を除き、これを継続して用いなければならない。 

  

（信用リスク・アセットの額の合計額） （信用リスク・アセットの額の合計額） 

第十条 ［略］ 第十条 ［同左］ 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分

に応じ、当該各号に定めるものについては、信用リスク・

アセットの額を算出することを要しない。 

２ ［同左］ 
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一 第二条各号及び第二条の二第一項の算式にマーケット

・リスク相当額に係る額を算入しない場合 次に定める

もの 

一 ［同左］ 

イ 個別貸倒引当金（内部格付手法を採用した場合の商

工組合中央金庫が第百三十三条第一号に規定する信用

リスク・アセットの額の合計額を算出する場合にあっ

ては、次に掲げるエクスポージャーに対して計上され

ているものに限る。） 

イ 個別貸倒引当金（内部格付手法を採用した場合の商

工組合中央金庫にあっては、その他資産（第百六十一

条第二項に規定する資産をいう。第二十一条第二項第

一号及び第百三十三条第一号において同じ。）に対し

て計上されているものに限る。） 

⑴ 株式等エクスポージャー ［加える。］  

⑵  第五章第三節第九款において信用リスク・アセッ

トの額の算出方法が規定されているその他資産等 

［加える。］ 

［ロ～ト 略］ ［ロ～ト 同左］ 

二 第二条各号及び第二条の二第一項の算式にマーケット

・リスク相当額に係る額を算入する場合 前号に定める

もの及び第十一条の二から第十一条の四までの規定によ

りトレーディング勘定に分類された商品（証券化取引を

目的として保有している資産、第十一条の三第三項第四

号に掲げるもの及び第二百五十三条の三の三第一項、第

二百五十三条の三の四又は第二百五十三条の四の七第一

項に規定するＣＶＡリスク相当額の算出に反映された取

引を除く。） 

二 特定取引勘定を設けた場合において第二条各号及び第

二条の二第一項の算式にマーケット・リスク相当額に係

る額を算入する場合 前号に定めるもの並びに特定取引

勘定の資産及び連結子法人等における特定取引等（規則

第十八条第二項に規定する特定取引その他これに類似す

る取引をいう。以下同じ。）に係る資産（証券化取引を

目的として保有している資産及び第二百五十三条の三第

一項又は第二百五十三条の四第一項に規定するＣＶＡリ

スク相当額の算出に反映された取引を除く。以下同じ。

） 

［号を削る。］ 三 特定取引勘定を設けていない場合において第二条各号
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及び第二条の二第一項の算式にマーケット・リスク相当

額に係る額を算入する場合 第一号に定めるもの並びに

商工組合中央金庫及び連結子法人等における特定取引等

に係る資産 

３ ［略］ ３ ［同左］ 

  

（マーケット・リスク相当額の合計額） 

第十一条 第二条各号及び第二条の二第一項の算式において

マーケット・リスク相当額の合計額は、第七章に定めると

ころにより算出するものの合計額とする。ただし、現金預

け金、預金及びコール資金（本支店間の取引を含む。）の

うち、トレーディングを行う部署においてリスク管理上ト

レーディングとして管理及び評価をしているものについて

は対象に含めることができる。 

（マーケット・リスク相当額の合計額） 

第十一条 第二条各号及び第二条の二第一項の算式において

マーケット・リスク相当額の合計額は、次の各号に掲げる

場合の区分に応じ当該各号に定めるものを対象とし、第七

章に定めるところにより算出するものの合計額とする。た

だし、現金預け金、預金及びコール資金（本支店間の取引

を含む。）並びにレポ形式の取引のうち、特定取引等を行

う部署においてリスク管理上特定取引等と一体のものとし

て管理及び評価をしているものについては対象に含めるこ

とができる。この場合において、レポ形式の取引の取引相

手方に対する信用リスクについては、別途信用リスク・ア

セットの額の算出対象とすることを要する。 

［号を削る。］ 一 特定取引勘定を設けた場合 特定取引勘定の資産及び

負債並びに特定取引勘定以外の勘定の外国為替リスク又

はコモディティ・リスクを伴う取引又は財産並びに連結

子法人等における特定取引等に係る資産及び負債並びに

特定取引等に係る資産及び負債以外の外国為替リスク又
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はコモディティ・リスクを伴う取引又は財産 

［号を削る。］ 二 特定取引勘定を設けていない場合 商工組合中央金庫

及び連結子法人等における特定取引等に係る資産及び負

債並びに特定取引等に係る資産及び負債以外の外国為替

リスク又はコモディティ・リスクを伴う取引又は財産（

第五条第二項第二号から第六号まで、第六条第二項第一

号から第四号まで又は第七条第二項各号に掲げる額に該

当する部分を除く。） 

  

（トレーディング勘定及びバンキング勘定の設置） 

第十一条の二 商工組合中央金庫は、その保有する商品を分

類するためにトレーディング勘定及びバンキング勘定を設

け、次条及び第十一条の四に定めるところにより、その保

有する商品をいずれかの勘定に分類するものとする。 

 

［条を加える。］ 

  

（トレーディング勘定への分類基準等） 

第十一条の三  商品の保有の目的が次に掲げる目的（以下

「トレーディング目的」という。）のいずれかに該当する

商品は、トレーディング勘定に分類するものとする。 

一 短期間の再売却目的 

二 相場その他の指標に係る短期の価格変動からの利益の

獲得目的 

三 市場間の裁定取引による利益の獲得目的 

 

［条を加える。］ 
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四 前三号に掲げる目的のいずれかで保有している商品か

ら生ずるリスクのヘッジ目的 

２ 特定取引等（規則第十八条第二項に規定する特定取引そ

の他これに類似する取引をいう。以下同じ。）に係る資産

又は負債として保有している商品（以下この章及び次章に

おいて「特定取引等商品」という。）のうち、次に掲げる

もの以外のものは、トレーディング勘定に分類するものと

する。 

一 非上場株式 

二 証券化のための裏付資産にする予定の商品 

三 直接に保有する不動産 

四 個人又は中堅中小企業（事業法人のうち、当該事業法

人の売上高（当該事業法人が連結財務諸表を作成してい

る場合及び商工組合中央金庫が同一のグループに属する

ものとして管理している場合にあっては、連結の売上高

。以下この号において同じ。）が五十億円未満のものを

いう。ただし、当該事業法人が卸売業を営む場合その他

の当該事業法人の事業規模を判断するに当たって当該事

業法人の売上高を用いることが適切でない場合には、当

該事業法人の総資産が五十億円未満のものをこれに含め

ることができる。次章において同じ。）に対する信用供

与 

五 ファンドへの出資（次項第二号に掲げるものを除く。
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） 

六 前各号に掲げる商品のいずれかを原資産とする派生商

品取引又はファンド 

七 前各号に掲げる商品のリスクをヘッジする目的で保有

する商品 

３ 特定取引等商品でない商品のうち、次に掲げるものは、

トレーディング勘定に分類するものとする。 

一 マーケット・メイクに係る業務のために保有する商品 

二 ファンドへの出資（次に掲げる要件のいずれかに該当

するものに限る。） 

イ 当該ファンドの構成銘柄について、商工組合中央金

庫が、ルックスルー（個々のエクスポージャーに関す

る情報について直接保有するものと同様に把握するこ

とをいう。以下この章、次章及び第七章において同じ

。）ができ、かつ、独立した第三者により検証された

十分な情報を取得していること。 

ロ 商工組合中央金庫が、当該ファンドの市場価額を日

次で入手しており、かつ、当該ファンドの運用基準及

びマーケット・リスク相当額に関する情報を取得して

いること。 

三 上場株式 

四 トレーディング業務に係るレポ形式の取引 

五 オプション 
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４ 特定取引等商品でない商品（前項各号に掲げるものを除

く。）のうち、次に掲げるものは、トレーディング勘定に

分類するものとする。 

一 コリレーション・トレーディングのポートフォリオに

含まれる商品 

二 信用リスク又は株式リスクを有する商品のうち、次に

掲げるポジションのいずれかを構成するもの 

イ ヘッジ対象となるロング・ポジションが存在せず、

個別の商品又は複数の商品の組合せにより、ネット・

ショート・ポジションとなっているポジション 

ロ ヘッジ対象となるロング・ポジションに対して、ヘ

ッジ手段として利用される商品のショート・ポジショ

ンがオーバーヘッジとなっているポジション 

三 引受け業務から生ずる商品 

５ 第二項及び第三項の規定は、商工組合中央金庫が特定取

引勘定を設けていない場合であって、トレーディング勘定

に商品を分類する場合について準用する。この場合におい

て、第二項中「特定取引等（規則第十八条第二項に規定す

る特定取引その他これに類似する取引をいう。以下同じ。

）に係る資産又は負債として保有している商品（以下この

章及び次章において「特定取引等商品」という。）」とあ

り、及び第三項中「特定取引等商品」とあるのは、「商品

有価証券勘定及び売付商品債券勘定の資産又は負債として

- 39 -



 

 
 

18
 

保有している商品」と読み替えるものとする。 

６ 商工組合中央金庫は、商品を売却すること及び商品のリ

スクをヘッジすることに関して法令に別段の定めがない限

り、当該商品をトレーディング勘定に分類することができ

る。 

７ 商工組合中央金庫は、トレーディング勘定に分類する商

品のうち、会計上で公正価値評価が求められているものに

ついては、公正価値を日次で計測し、評価損益を認識する

ものとする。 

  

（バンキング勘定への分類基準） 

第十一条の四 前条の規定によりトレーディング勘定に分類

する商品以外の商品は、バンキング勘定に分類するものと

する。 

２ 特定取引等商品及び前条第三項（同条第五項において準

用する場合を含む。）の規定によりトレーディング勘定に

分類することとされる商品のうち、トレーディング目的以

外の目的で保有するものについては、あらかじめ経済産業

大臣、財務大臣及び金融庁長官に届け出た場合に限り、バ

ンキング勘定に分類することができる。 

３ 前条の規定にかかわらず、次に掲げる場合のいずれかに

該当する商工組合中央金庫は、全ての商品をバンキング勘

定に分類するものとする。 

 

［条を加える。］ 
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一 第四条の規定によりマーケット・リスク相当額に係る

額を算入しない場合 

二 特定取引勘定を設けた場合、かつ、簡易的方式採用金

庫であって、第四条第一号イ及びハに掲げる条件を満た

す場合 

三 特定取引勘定を設けていない場合、かつ、簡易的方式

採用金庫であって、第四条第二号イ及びハに掲げる条件

を満たす場合 

  

（商品分類に係る方針等） 

第十一条の五 商工組合中央金庫は、トレーディング勘定に

分類する商品の範囲を定めるための方針及び手続に係る文

書を作成するとともにその遵守態勢を確立するものとす

る。 

２ 商工組合中央金庫のフロント・オフィス部門から独立し

たマーケット・リスクの管理に責任を負う部署（以下「マ

ーケット・リスク管理部署」という。）は、前項の商品の

分類が適切に実施されたかどうかの検証をする体制を整備

するものとする。 

３ 商工組合中央金庫の内部監査部署は、第一項の商品の分

類に係る内部監査を一年に一回以上実施し、その結果を経

済産業大臣、財務大臣及び金融庁長官の求めに応じて提出

することができるように整備するものとする。 

 

［条を加える。］ 
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（勘定間の振替の制限） 

第十一条の六 商工組合中央金庫は、次に掲げる行為（以下

この条から第十一条の八までにおいて「勘定間の振替」と

いう。）を行ってはならない。 

一 トレーディング勘定に分類した商品をバンキング勘定

に移し替えること。 

二 バンキング勘定に分類した商品をトレーディング勘定

に移し替えること。 

２ 前項の規定にかかわらず、商工組合中央金庫は、次に掲

げる要件の全てを満たす場合には、勘定間の振替を行うこ

とができる。 

一 当該勘定間の振替について取締役等の承認を受けてい

ること。 

二 当該勘定間の振替について内部監査が行われているこ

と。 

三 当該勘定間の振替について開示すること。 

３ 商工組合中央金庫は、前項の規定により勘定間の振替を

行う場合には、あらかじめ、その旨及び次に掲げる事項を

記載した届出書を経済産業大臣、財務大臣及び金融庁長官

に提出するものとする。 

一 勘定間の振替を行う商品の種類（当該商品が第十一条

の三第三項第一号から第三号までに掲げる商品のいずれ

 

［条を加える。］ 
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かに該当するときは、その旨を含む。） 

二 前項各号に掲げる要件の全てを満たしている旨の説明 

三 勘定間の振替を行う商品の保有の目的の変更に係る説

明 

四 その他参考となるべき事項 

  

（勘定間の振替に係る所要自己資本の額の計上） 

第十一条の七 商工組合中央金庫は、勘定間の振替を行った

場合において、所要自己資本の額が減少したときは、その

減少分と同額を当該勘定間の振替を行った日以後の算出基

準日における所要自己資本の額に加算するものとする。 

２ 商工組合中央金庫は、勘定間の振替を行った商品が満期

を迎えた場合には、経済産業大臣、財務大臣及び金融庁長

官が承認した場合に限り、前項の規定を適用しないことが

できる。 

 

［条を加える。］ 

  

（勘定間の振替に係る方針等） 

第十一条の八  商工組合中央金庫は、勘定間の振替につい

て、次に掲げる事項その他必要な事項を定めた方針を策定

するものとする。 

一 勘定間の振替に係る制限の内容及び当該制限に係る変

更の要件 

二 当該方針に係る取締役会の承認手続 

 

［条を加える。］ 
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三 例外的事象を特定する方法 

四 勘定間の振替に係る開示方法 

２ 商工組合中央金庫は、前項の方針を一年に一回以上見直

すものとする。 

  

（内部取引の取扱い） 

第十一条の九 内部取引（商工組合中央金庫内部の組織間又

は勘定間におけるデリバティブ取引をいう。以下同じ。）

によるトレーディング勘定からバンキング勘定へのリスク

移転については、マーケット・リスク相当額の計測対象に

含まないものとする。 

２ 内部取引によるバンキング勘定からトレーディング勘定

へのリスク移転については、次条から第十一条の十二まで

に定めるところによる。 

 

［条を加える。］ 

  

（信用リスク及び株式リスクの内部取引） 

第十一条の十 内部取引によるバンキング勘定からトレーデ

ィング勘定への信用リスク及び株式リスクのリスク移転に

ついては、次の各号に掲げるリスクの区分に応じ、当該各

号に定める要件を満たす場合に限り、ヘッジ効果を反映す

ることができる。 

一 信用リスク トレーディング勘定において、商工組合

中央金庫が第三者である適格プロテクション提供者との

 

［条を加える。］ 
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間で外部ヘッジ取引（第九十九条各号及び第百一条各号

に掲げる条件の全てを満たすヘッジ取引をいう。以下同

じ。）を行い、内部取引のポジションを完全に相殺して

いること。 

二 株式リスク 次に掲げる要件の全てを満たすものであ

ること。 

イ トレーディング勘定において、商工組合中央金庫が

第三者である適格プロテクション提供者との間で外部

ヘッジ取引を行い、内部取引のポジションを完全に相

殺していること。 

ロ その外部ヘッジ取引が、バンキング勘定の株式リス

クのヘッジとして認識されていること。 

２ 前項第一号の外部ヘッジ取引において、内部取引のポジ

ションを完全に相殺する場合には、当該外部ヘッジ取引を

複数の取引相手方との複数の取引により構成することがで

きる。 

３ 第一項のリスク移転におけるマーケット・リスク相当額

の計測対象は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該

各号に定めるところによる。 

一 第一項各号に定める要件を満たす場合 トレーディン

グ勘定における内部取引及び外部ヘッジ取引を含むもの

とする。 

二 第一項各号に定める要件を満たさない場合 トレーデ
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ィング勘定における外部ヘッジ取引を含み、トレーディ

ング勘定における内部取引を含まないものとする。 

三 バンキング勘定においてオーバーヘッジとなったポジ

ションが生じた場合 当該ポジションを含むものとする

。 

  

（一般金利リスクの内部取引） 

第十一条の十一 内部取引によるバンキング勘定からトレー

ディング勘定への一般金利リスクのリスク移転について

は、次に掲げる要件の全てを満たす場合に限り、ヘッジ効

果を反映することができる。 

一 内部取引によりバンキング勘定の一般金利リスクがヘ

ッジされている旨及び当該一般金利リスクの発生源に係

る文書が作成されていること。 

二 内部取引は、内部取引担当デスク（トレーディング・

デスクのうち、他のトレーディング・デスクから独立し

てマーケット・リスク相当額を計測するデスクをいう。

以下同じ。）との間で行われること。 

２ 内部取引担当デスクは、バンキング勘定との内部取引の

ポジションに対する外部ヘッジ取引を第三者との間で直接

に行うことができる。 

３ 第一項のリスク移転において、内部取引担当デスク以外

のトレーディング・デスクを通じた第三者との間の外部ヘ

 

［条を加える。］ 
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ッジ取引は、内部取引担当デスクが内部取引担当デスク以

外のトレーディング・デスクと行う一般金利リスクに係る

内部取引のポジションにより第三者との外部ヘッジのポジ

ションと完全に相殺されるときに限り、行うことができる

。この場合において、内部取引担当デスク及び内部取引担

当デスク以外のトレーディング・デスクが保有する内部取

引のポジションは、マーケット・リスク相当額の計測対象

に含むものとする。 

  

（マーケット・リスク相当額の計測対象となる内部取引） 

第十一条の十二 マーケット・リスク相当額の計測対象であ

るトレーディング・デスク間の内部取引は、マーケット・

リスク相当額の計測範囲に含むものとする。 

２ 内部取引担当デスクと内部取引担当デスク以外のトレー

ディング・デスクとの間の内部取引は、前条第一項各号に

掲げる要件を満たす場合に限り、マーケット・リスク相当

額の計測対象に含むものとする。 

３ トレーディング・デスクが保有する内部取引のポジショ

ンは、第三者と取引するトレーディング勘定の商品と同様

にマーケット・リスク相当額の計測対象に含むものとする

。 

 

［条を加える。］ 

  

（ＣＶＡリスクにおける内部取引等）  
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第十一条の十三 第十一条の九から前条までの規定にかかわ

らず、商工組合中央金庫のＣＶＡリスクに係る第三者との

ヘッジ取引（以下「外部ＣＶＡヘッジ取引」という。）及

びＣＶＡリスクに係る内部取引によるトレーディング・デ

スクとＣＶＡデスクとのヘッジ取引（以下「内部ＣＶＡヘ

ッジ取引」という。）におけるマーケット・リスク相当額

の計測対象は、次項及び第三項に定めるところによる。 

［条を加える。］ 

２ 外部ＣＶＡヘッジ取引のうち、適格ＣＶＡヘッジ取引（

第二百五十三条の三の二に規定する適格ＢＡ―ＣＶＡヘッ

ジ取引又は第二百五十三条の四の十三第一項に規定する適

格ＳＡ―ＣＶＡヘッジ取引をいう。以下この章及び次章に

おいて同じ。）に該当するものについてはマーケット・リ

スク相当額の計測対象に含まないものとし、適格ＣＶＡヘ

ッジ取引に該当しないものについては第七章に定めるとこ

ろによりマーケット・リスク相当額の計測対象に含むもの

とする。 

 

３ 内部ＣＶＡヘッジ取引は、互いに完全に相殺するＣＶＡ

デスクのポジション及びトレーディング・デスクのポジシ

ョンから構成されなければならず、次の各号に掲げる場合

の区分に応じ、当該各号に定めるところによりマーケット

・リスク相当額を計測するものとする。 

一 内部ＣＶＡヘッジ取引が適格ＣＶＡヘッジ取引に該当

しない場合 ＣＶＡデスクのポジション及びトレーディ
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ング・デスクのポジションは、いずれもマーケット・リ

スク相当額の計測対象となるポジションとし、双方のポ

ジションを相殺することにより、マーケット・リスク相

当額の計測対象に含まないものとする。 

二 内部ＣＶＡヘッジ取引が適格ＣＶＡヘッジ取引に該当

する場合 トレーディング・デスクのポジションは、第

七章に定めるところによりマーケット・リスク相当額の

計測対象に含むものとする。 

４ 標準的方式に係る要件に定めるカーベチャー・リスク、

デフォルト・リスク又は残余リスクに対する資本賦課の対

象となるポジションに係るＣＶＡリスクの内部取引は、ト

レーディング勘定において、商工組合中央金庫が第三者で

あるプロテクション提供者との間で行う外部ヘッジ取引が

当該内部取引のポジションを完全に相殺する場合に限り、

マーケット・リスク相当額の計測において勘案することが

できる。 

 

５ ＣＶＡデスクとトレーディング・デスクとの間の内部取

引は、第十一条の十第一項各号に定める要件を満たす場合

には、第五十六条第一項に規定する派生商品取引の与信相

当額のヘッジ手段として利用することができる。 

 

  

（バンキング勘定とトレーディング勘定の境界に係る届出

） 
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第十一条の十四 トレーディング勘定を設ける商工組合中央

金庫は、あらかじめ、その旨を記載した届出書を経済産業

大臣、財務大臣及び金融庁長官に提出するものとする。 

２ 前項の届出書には、次に掲げる事項を記載した書類を添

付するものとする。 

一 第十一条の四第二項の規定によりバンキング勘定に分

類する商品 

二 第十一条の八第一項の方針 

３ 商工組合中央金庫は、第一項の届出書に記載すべき事項

又は前項各号に掲げる事項に変更があったときは、遅滞な

く、その旨及びその内容を記載した変更届出書を経済産業

大臣、財務大臣及び金融庁長官に提出するものとする。 

［条を加える。］ 

  

（資本フロアの算出方法） （内部格付手法又は先進的計測手法の使用開始に伴う所要

自己資本の下限） 

第十三条 商工組合中央金庫は、次の各号のいずれかに該当

する場合であって、標準的な手法により算出した所要自己

資本の額に七十二・五パーセントを乗じて得た額が承認を

受けた計算方法により算出した所要自己資本の額を上回る

ときは、当該乗じて得た額から当該承認を受けた計算方法

により算出した所要自己資本の額を控除した額に十二・五

を乗じて得た額を第二条各号及び第二条の二第一項の算式

の分母に加えるものとする。  

第十三条 内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金庫

は、次の各号に掲げる期間において、信用リスクに係る旧

所要自己資本の額に当該各号に定める率を乗じて得た額が

新所要自己資本の額を上回る場合には、当該乗じて得た額

から新所要自己資本の額を控除した額に十二・五を乗じて

得た額（第三項において「信用リスク・アセット調整額」

という。）を第二条各号及び第二条の二第一項の算式の分

母に加えなければならない。  
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一 内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金庫  
二 内部モデル方式採用金庫  
三 第五十九条第一項の承認を受けた標準的手法を採用し

た場合の商工組合中央金庫（次章において「期待エクス

ポージャー方式採用金庫」という。） 

一 内部格付手法（先進的内部格付手法を採用した場合の

商工組合中央金庫にあっては、先進的内部格付手法。次

号及び第四項並びに第二十四条第一項各号及び第四項に

おいて同じ。）の使用を開始した日以後一年間 九十パ

ーセント  
二 内部格付手法の使用を開始した日から一年を経過した

日以後一年間 八十パーセント  
２ 先進的計測手法を採用した場合の商工組合中央金庫は、

次の各号に掲げる期間において、オペレーショナル・リス

クに係る旧所要自己資本の額に当該各号に定める率を乗じ

て得た額が新所要自己資本の額を上回る場合には、当該乗

じて得た額から新所要自己資本の額を控除した額に十二・

五を乗じて得た額（次項において「オペレーショナル・リ

スク相当額調整額」という。）を第二条各号及び第二条の

二第一項の算式の分母に加えなければならない。  
一 先進的計測手法の使用を開始した日以後一年間 九十

パーセント  
二 先進的計測手法の使用を開始した日から一年を経過し

た日以後一年間 八十パーセント  
３ 前二項の規定にかかわらず、商工組合中央金庫が第一項

の規定に該当し、かつ、前項の規定に該当する場合には、

信用リスク・アセット調整額及びオペレーショナル・リス

ク相当額調整額を第二条各号及び第二条の二第一項の算式

２ 前項の規定にかかわらず、内部格付手法を採用した場合

の商工組合中央金庫は、内部格付手法の使用を開始した日

（先進的内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金庫

が基礎的内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金庫

としての承認を受けた日後に先進的内部格付手法を採用し

た場合の商工組合中央金庫としての承認を受けた場合にあ

っては、基礎的内部格付手法を採用した場合の商工組合中

央金庫としての承認を受けて基礎的内部格付手法の使用を

開始した日。以下この章及び次章において同じ。）から二

年を経過する日までの間は、次の各号に掲げる期間におい

て、標準的な手法により算出した所要自己資本の額に当該

各号に定める率を乗じて得た額が承認を受けた計算方法に

より算出した所要自己資本の額を上回る場合には、当該乗

じて得た額から当該承認を受けた計算方法により算出した

所要自己資本の額を控除した額に十二・五を乗じて得た額

を第二条各号及び第二条の二第一項の算式の分母に加える

ものとする。 

一 内部格付手法の使用を開始した日以後一年間 九十パ
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ーセント の分母に加えなければならない。  
４ 第一項の「信用リスクに係る旧所要自己資本の額」とは

、第二条各号及び第二条の二第一項の算式の分母の額に八

パーセントを乗じて得た額並びに第五条第二項各号、第六

条第二項各号及び第七条第二項各号に掲げる額のそれぞれ

につき計算する場合において、信用リスクに係る部分のう

ち証券化エクスポージャーに係る部分以外の部分について

は内部格付手法の使用を開始した日の直前に用いていた手

法（基礎的内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金

庫にあっては標準的手法をいい、先進的内部格付手法を採

用した場合の商工組合中央金庫にあっては標準的手法を含

む。第二十四条第四項において同じ。）とし、信用リスク

に係る部分のうち証券化エクスポージャーに係る部分につ

いては商工組合中央金庫を標準的手法を採用した場合の商

工組合中央金庫とみなして第六章に定めるところにより判

定された手法とし、これらの部分以外の部分については現

在用いている手法とする計算方法により算出した額の合計

額から第七条第一項第六号イ及びロに掲げる額につき当該

計算方法により算出した額を控除した額をいう。  
５ 第二項の「オペレーショナル・リスクに係る旧所要自己

資本の額」とは、第二条各号及び第二条の二第一項の算式

の分母の額に八パーセントを乗じて得た額並びに第五条第

二項各号、第六条第二項各号及び第七条第二項各号に掲げ

二 前号に掲げる期間を経過した日以後一年間 八十パー

セント 

３ 前二項の「標準的な手法により算出した所要自己資本の

額」とは、第二条各号及び第二条の二第一項の算式の分母

の額に八パーセントを乗じて得た額を計算する場合におい

て、次の各号に掲げるリスクの区分に応じ、当該各号に定

める手法により算出した額の合計額から第七条第一項第六

号イに掲げる額につき当該手法により算出した額を控除し

た額をいう。 

一 信用リスクに係る部分のうち証券化エクスポージャー

、ＣＶＡリスク及び第二百五十三条の六各号に掲げるエ

クスポージャー（以下「中央清算機関関連エクスポージ

ャー」という。）に係る部分以外の部分 標準的手法（

第四章第四節に定める派生商品取引及び長期決済期間取

引の与信相当額の算出にあっては、ＳＡ―ＣＣＲ（第五

十七条に定めるところにより与信相当額を算出すること

をいう。以下同じ。）、レポ形式の取引及び信用取引そ

の他これに類する海外の取引の与信相当額の算出にあっ

ては包括的手法） 

二 信用リスクに係る部分のうち証券化エクスポージャー

に係る部分 全ての裏付資産のプールを SAプールとみ

なして第六章に定めるところにより判定された手法（内
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部評価方式（同章第二節第二款第四目に定めるところに

より第二百四十四条に規定する証券化エクスポージャー

のリスク・ウェイトを算出することをいう。以下同じ。

）を除く。） 

る額のそれぞれにつき計算する場合において、オペレーシ

ョナル・リスクに係る部分については先進的計測手法の使

用を開始した日の直前に用いていた手法（第二百八十七条

に規定する基礎的手法を含む。第二十四条第五項において

同じ。）とし、当該部分以外の部分については現在用いて

いる手法とする計算方法により算出した額の合計額から第

七条第一項第六号に掲げる額につき当該計算方法により算

出した額を控除した額をいう。  
６ 第一項及び第二項の「新所要自己資本の額」とは、第二

条各号及び第二条の二第一項の算式の分母の額に八パーセ

ントを乗じて得た額並びに第五条第二項各号、第六条第二

項各号及び第七条第二項各号に掲げる額の合計額から同条

第一項第六号に掲げる額を控除した額をいう。 

三 信用リスクに係る部分のうちＣＶＡリスクに係る部分  
 第六章の二に定めるところによりＣＶＡリスク相当額

の算出に適用した手法 

四 信用リスクに係る部分のうち中央清算機関関連エクス

ポージャーに係る部分 第六章の三に定める手法（第二

百五十三条の七第一項において準用する第四章第四節に

定める派生商品取引及び長期決済期間取引の与信相当額

の算出にあってはＳＡ―ＣＣＲ、レポ形式の取引及び信

用取引その他これに類する海外の取引の与信相当額の算

出にあっては包括的手法）  

五 マーケット・リスクに係る部分 標準的方式又は簡易

的方式（内部モデル方式採用金庫がマーケット・リスク

相当額の算出において内部モデル方式を適用する部分に

あっては、標準的方式） 

六 オペレーショナル・リスクに係る部分 第二百八十七

条に規定する標準的計測手法 

４ 第一項及び第二項の「承認を受けた計算方法により算出

した所要自己資本の額」とは、第二条各号及び第二条の二

第一項の算式の分母の額に八パーセントを乗じて得た額並
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びに第五条第二項第一号ニに掲げる額の合計額から第七条

第一項第六号イ及びロに掲げる額の合計額を控除した額を

いう。  

  

第十四条の二 ［略］ 第十四条の二 ［同左］ 

［２・３ 略］ ［２・３ 同左］ 

４ 第二項の「カウンター・シクリカル・バッファー比率」

とは、金融市場における信用の供与が過剰な場合に、将来

の景気の変動によって生ずるおそれのある損失の吸収のた

め資本を増強する基準となるものをいい、次に掲げる比率

を合計して得た比率（小数点以下二位未満の端数があると

きは、これを切り捨てるものとする。）とする。 

４ 第二項の「カウンター・シクリカル・バッファー比率」

とは、金融市場における信用の供与が過剰な場合に、将来

の景気の変動によって生じるおそれのある損失の吸収のた

め資本を増強する基準となるものをいい、次に掲げる比率

を合計して得た比率（小数点以下二位未満の端数があると

きは、これを切り捨てるものとする。）とする。 

一 零パーセント（金融庁長官が別に指定した場合は、別

に指定した比率）に、信用リスク・アセットの額（ソブ

リン向けエクスポージャー及び金融機関等向けエクスポ

ージャーに係る信用リスク・アセットの額を除く。）の

合計額のうち本邦に係るものを当該額で除して得た値を

乗じて得た比率 

一 零パーセント（金融庁長官が別に指定した場合は、別

に指定した比率）に、信用リスク・アセットの額の合計

額のうち本邦に係るものを当該額で除して得た値を乗じ

て得た比率 

二 本邦以外の国又は地域の金融当局が定める比率（二・

五パーセントを超える場合には、二・五パーセント）に

、信用リスク・アセットの額（ソブリン向けエクスポー

ジャー及び金融機関等向けエクスポージャーに係る信用

リスク・アセットの額を除く。）の合計額のうち当該国

二 本邦以外の国又は地域の金融当局が定める比率（二・

五パーセントを超える場合には、二・五パーセント）に

、信用リスク・アセットの額の合計額のうち当該国又は

地域に係るものを当該額で除して得た値を乗じて得た比

率を合計して得た比率 

- 54 -



 

 
 

33
 

又は地域に係るものを当該額で除して得た値を乗じて得

た比率を合計して得た比率 

５ 第一項の「最低単体資本バッファー比率」とは、次の各

号に掲げる場合には、第二項の規定にかかわらず、同項に

規定するものに、当該各号に定める比率（当該各号に掲げ

る場合のいずれにも該当する場合にあっては、当該各号に

定める比率のうちいずれか高い比率）を加えたものとする

。 

５ 第一項の「最低単体資本バッファー比率」とは、第二項

の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合において、同

項に規定するものに、当該各号に定める比率（当該各号に

掲げる場合のいずれにも該当する場合にあっては、当該各

号に定める比率のうちいずれか高い比率）を加えたものと

する。 

［一・二 略］ ［一・二 同左］ 

  

（マーケット・リスク相当額不算入の特例） 

第十六条 商工組合中央金庫が次の各号に掲げる場合の区分

に応じ、当該各号に定める場合には、第十四条各号及び第

十四条の二第一項の算式にマーケット・リスク相当額に係

る額を算入しないことができる。 

（マーケット・リスク相当額不算入の特例） 

第十六条 商工組合中央金庫が次の各号に掲げる場合の区分

に応じ、当該各号に定める要件のいずれかを満たす場合に

は、第十四条各号及び第十四条の二第一項の算式にマーケ

ット・リスク相当額に係る額を算入しないことができる。 

一 特定取引勘定を設けた場合 次に掲げる条件の全てを

満たす場合 

一 ［同左］ 

イ ［略］ イ ［同左］ 

ロ 直近の期末から算出基準日までの間における外国為

替リスク・カテゴリーの全体のネット・ポジションの

額のうち最も大きい額（⑶及び次号ロにおいて「最大

額」という。）が、千億円未満であり、かつ、次に掲

げる額の合計額の十パーセントに相当する額未満であ

［号の細分を加える。］ 

- 55 -



 

 
 

34
 

ること。 

⑴ 直近の期末の信用リスク・アセットの額 

⑵ 直近の期末のオペレーショナル・リスク相当額の

合計額を八パーセントで除して得た額 

⑶ 最大額 

 

ハ ［略］ ロ ［同左］ 

ニ 算出基準日が期末である場合には、当該算出基準日

における外国為替リスク・カテゴリーの全体のネット

・ポジションの額が、千億円未満であり、かつ、当該

算出基準日における次に掲げる額の合計額の十パーセ

ントに相当する額未満であること。 

⑴ 信用リスク・アセットの額 

⑵ オペレーショナル・リスク相当額の合計額を八パ

ーセントで除して得た額 

⑶ 外国為替リスク・カテゴリーの全体のネット・ポ

ジションの額 

［号の細分を加える。］ 

ホ ［略］ ハ ［同左］ 

二 特定取引勘定を設けていない場合 次に掲げる条件の

全てを満たす場合 

二 ［同左］ 

イ ［略］ イ ［同左］ 

ロ 最大額が、千億円未満であり、かつ、次に掲げる額

の合計額の十パーセントに相当する額未満であること

。 

［号の細分を加える。］ 
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⑴ 直近の期末の信用リスク・アセットの額 

⑵ 直近の期末のオペレーショナル・リスク相当額の

合計額を八パーセントで除して得た額 

⑶ 最大額 

ハ ［略］ ロ ［同左］ 

ニ 算出基準日が期末である場合には、当該算出基準日

における外国為替リスク・カテゴリーの全体のネット

・ポジションの額が、千億円未満であり、かつ、当該

算出基準日における次に掲げる額の合計額の十パーセ

ントに相当する額未満であること。 

［号の細分を加える。］ 

 

⑴ 信用リスク・アセットの額 

⑵ オペレーショナル・リスク相当額の合計額を八パ

ーセントで除して得た額 

⑶ 外国為替リスク・カテゴリーの全体のネット・ポ

ジションの額 

 

ホ ［略］ ハ ［同左］ 

  

（普通株式等Ｔｉｅｒ１資本の額） （普通株式等Ｔｉｅｒ１資本の額） 

第十七条 第十四条第一号の算式において、普通株式等Ｔｉ

ｅｒ１資本に係る基礎項目の額は、次に掲げる額の合計額

とする。 

第十七条 ［同左］ 

［一・二 略］ ［一・二 同左］ 
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二の二 普通株式に係る株式引受権の額 ［号を加える。］ 

三 ［略］ 三 ［同左］ 

［２～４ 略］ ［２～４ 同左］ 

  

（その他Ｔｉｅｒ１資本の額） （その他Ｔｉｅｒ１資本の額） 

第十八条 第十四条第二号の算式において、その他Ｔｉｅｒ

１資本に係る基礎項目の額は、次に掲げる額の合計額とす

る。 

第十八条 ［同左］ 

［一・二 略］ ［一・二 同左］ 

二の二 その他Ｔｉｅｒ１資本調達手段に係る株式引受権

の額 

［号を加える。］ 

［三・四 略］ ［三・四 同左］ 

［２～５ 略］ ［２～５ 同左］ 

  

（Ｔｉｅｒ２資本の額） （Ｔｉｅｒ２資本の額） 

第十九条 第十四条第三号の算式において、Ｔｉｅｒ２資本

に係る基礎項目の額は、次に掲げる額の合計額とする。た

だし、Ｔｉｅｒ２資本調達手段のうち償還期限の定めがあ

り、かつ、当該償還期限までの期間が五年以内になったも

のについては、貸借対照表計上額に、算出基準日から当該

償還期限までの期間の日数を当該償還期限までの期間が五

年になった日から当該償還期限までの期間の日数で除して

第十九条 ［同左］ 
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得た割合を乗じて得た額とする。 

［一・二 略］ ［一・二 同左］ 

二の二 Ｔｉｅｒ２資本調達手段に係る株式引受権の額 ［号を加える。］ 

［三・四 略］ ［三・四 同左］ 

五 次に掲げる額の合計額 五 ［同左］ 

イ 一般貸倒引当金の額（当該額が第十四条各号の算式

における信用リスク・アセットの額の合計額（内部格

付手法を採用した場合にあっては、第百三十三条第二

号に掲げる額及び証券化エクスポージャーに係る信用

リスク・アセットの額の合計額とする。）に一・二五

パーセントを乗じて得た額を上回る場合にあっては、

当該乗じて得た額とする。） 

イ 一般貸倒引当金の額（当該額が第十四条各号の算式

における信用リスク・アセットの額の合計額（内部格

付手法を採用した場合にあっては、第百三十三条第二

号に掲げる額とする。）に一・二五パーセントを乗じ

て得た額を上回る場合にあっては、当該乗じて得た額

とする。） 

ロ ［略］ ロ ［同左］ 

［２～５ 略］ ［２～５ 同左］ 

  

（資本バッファーに係る普通株式等Ｔｉｅｒ１資本の額） （資本バッファーに係る普通株式等Ｔｉｅｒ１資本の額） 

第十九条の二 第十四条の二第一項の算式において、資本バ

ッファーに係る普通株式等Ｔｉｅｒ１資本の額は、第一号

に掲げる額から第二号及び第三号に掲げる額を控除した額

とする。 

第十九条の二 ［同左］ 

一 普通株式等Ｔｉｅｒ１資本の額（第十四条第一号の算

式における普通株式等Ｔｉｅｒ１資本の額をいう。）か

一 ［同左］ 
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ら次に掲げる額（第十六条の規定によりマーケット・リ

スク相当額に係る額を算入しない場合は、ロに掲げる額

を除く。）の合計額（以下この条において「リスク・ア

セットの額」という。）に四・五パーセントを乗じて得

た額を控除した額（当該額が零を下回る場合にあっては

、零とする。） 

［イ～ハ 略］ ［イ～ハ 同左］ 

ニ 第二十四条第一項及び第二項の規定により加算され

る額（これらの規定の適用がある場合に限る。） 

ニ 第二十四条第一項から第三項までの規定により加算

される額（これらの規定の適用がある場合に限る。） 

［二・三 略］ ［二・三 同左］ 

  

（信用リスク・アセットの額の合計額） （信用リスク・アセットの額の合計額） 

第二十一条 ［略］ 第二十一条 ［同左］ 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分

に応じ、当該各号に定めるものについては、信用リスク・

アセットの額を算出することを要しない。 

２ ［同左］ 

一 第十四条各号及び第十四条の二第一項の算式にマーケ

ット・リスク相当額に係る額を算入しない場合 次に定

めるもの 

一 ［同左］ 

イ 個別貸倒引当金（内部格付手法を採用した場合の商

工組合中央金庫が第百三十三条第一号に規定する信用

リスク・アセットの額の合計額を算出する場合にあっ

イ 個別貸倒引当金（内部格付手法を採用した場合にあ

っては、その他資産に対して計上されているものに限

る。） 

- 60 -



 

 
 

39
 

ては、次に掲げるエクスポージャーに対して計上され

ているものに限る。） 

⑴ 株式等エクスポージャー ［加える。］  

⑵ 第五章第三節第九款において信用リスク・アセッ

トの額の算出方法が規定されているその他資産等 

［加える。］ 

［ロ～ト 略］ ［ロ～ト 同左］ 

二 第十四条各号及び第十四条の二第一項の算式にマーケ

ット・リスク相当額に係る額を算入する場合 前号に定

めるもの及び第二十二条の二から第二十二条の四までの

規定によりトレーディング勘定に分類された商品（証券

化取引を目的として保有している資産、第二十二条の三

第三項第四号に掲げるもの及び第二百五十三条の三の三

第一項、第二百五十三条の三の四又は第二百五十三条の

四の七第一項に規定するＣＶＡリスク相当額の算出に反

映された取引を除く。） 

二 特定取引勘定を設けた場合において第十四条各号及び

第十四条の二第一項の算式にマーケット・リスク相当額

に係る額を算入する場合 前号に定めるもの及び特定取

引勘定の資産 

［号を削る。］ 三 特定取引勘定を設けていない場合において第十四条各

号及び第十四条の二第一項の算式にマーケット・リスク

相当額に係る額を算入する場合 第一号に定めるもの及

び商工組合中央金庫における特定取引等に係る資産 

三 ［略］ 四 ［同左］ 

３ ［略］ ３ ［同左］ 
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（マーケット・リスク相当額の合計額） 

第二十二条 第十四条各号及び第十四条の二第一項の算式に

おいてマーケット・リスク相当額の合計額は、第七章に定

めるところにより算出するものの合計額とする。ただし、

現金預け金、預金及びコール資金（本支店間の取引を含む

。）のうち、トレーディングを行う部署においてリスク管

理上トレーディングとして管理及び評価をしているものに

ついては対象に含めることができる。 

 

（マーケット・リスク相当額の合計額） 

第二十二条 第十四条各号及び第十四条の二第一項の算式に

おいてマーケット・リスク相当額の合計額は、次の各号に

掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるものを対象と

し、第七章に定めるところにより算出するものの合計額と

する。ただし、現金預け金、預金及びコール資金（本支店

間の取引を含む。）並びにレポ形式の取引のうち、特定取

引等を行う部署においてリスク管理上特定取引等と一体の

ものとして管理及び評価をしているものについては対象に

含めることができる。この場合において、レポ形式の取引

の取引相手方に対する信用リスクについては、別途信用リ

スク・アセットの額の算出対象とすることを要する。 

［号を削る。］ 一 特定取引勘定を設けた場合 特定取引勘定の資産及び

負債並びに特定取引勘定以外の勘定の外国為替リスク又

はコモディティ・リスクを伴う取引又は財産並びに特定

取引等に係る資産及び負債以外の外国為替リスク又はコ

モディティ・リスクを伴う取引又は財産（第十七条第二

項第二号から第六号まで、第十八条第二項第一号から第

四号まで又は第十九条第二項各号に掲げる額に該当する

部分を除く。） 

［号を削る。］ 二 特定取引勘定を設けていない場合 商工組合中央金庫

における特定取引等に係る資産及び負債並びに特定取引

等に係る資産及び負債以外の外国為替リスク又はコモデ
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ィティ・リスクを伴う取引又は財産（第十七条第二項第

二号から第六号まで、第十八条第二項第一号から第四号

まで又は第十九条第二項各号に掲げる額に該当する部分

を除く。） 

  

（トレーディング勘定及びバンキング勘定の設置） 

第二十二条の二 商工組合中央金庫は、その保有する商品を

分類するためにトレーディング勘定及びバンキング勘定を

設け、次条及び第二十二条の四に定めるところにより、そ

の保有する商品をいずれかの勘定に分類するものとする。 

 

［条を加える。］ 

  

（トレーディング勘定への分類基準等） 

第二十二条の三 商品の保有の目的が次に掲げるトレーディ

ング目的のいずれかに該当する商品は、トレーディング勘

定に分類するものとする。 

一 短期間の再売却目的 

二 相場その他の指標に係る短期の価格変動からの利益の

獲得目的 

三 市場間の裁定取引による利益の獲得目的 

四 前三号に掲げる目的のいずれかで保有している商品か

ら生ずるリスクのヘッジ目的 

２ 特定取引等商品のうち、次に掲げるもの以外のものは、

トレーディング勘定に分類するものとする。 

 

［条を加える。］ 
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一 非上場株式 

二 証券化のための裏付資産にする予定の商品 

三 直接に保有する不動産 

四 個人又は中堅中小企業に対する信用供与 

五 ファンドへの出資（次項第二号に掲げるものを除く。

） 

六 前各号に掲げる商品のいずれかを原資産とする派生商

品取引又はファンド 

七 前各号に掲げる商品のリスクをヘッジする目的で保有

する商品 

３ 特定取引等商品でない商品のうち、次に掲げるものは、

トレーディング勘定に分類するものとする。 

一 マーケット・メイクに係る業務のために保有する商品 

二 ファンドへの出資（次に掲げる要件のいずれかに該当

するものに限る。） 

イ 当該ファンドの構成銘柄について、商工組合中央金

庫が、ルックスルーができ、かつ、独立した第三者に

より検証された十分な情報を取得していること。 

ロ 商工組合中央金庫が、当該ファンドの市場価額を日

次で入手しており、かつ、当該ファンドの運用基準及

びマーケット・リスク相当額に関する情報を取得して

いること。 

三 上場株式 
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四 トレーディング業務に係るレポ形式の取引 

五 オプション 

４ 特定取引等商品でない商品（前項各号に掲げるものを除

く。）のうち、次に掲げるものは、トレーディング勘定に

分類するものとする。 

一 コリレーション・トレーディングのポートフォリオに

含まれる商品 

二 信用リスク又は株式リスクを有する商品のうち、次に

掲げるポジションのいずれかを構成するもの 

イ ヘッジ対象となるロング・ポジションが存在せず、

個別の商品又は複数の商品の組合せにより、ネット・

ショート・ポジションとなっているポジション 

ロ ヘッジ対象となるロング・ポジションに対して、ヘ

ッジ手段として利用される商品のショート・ポジショ

ンがオーバーヘッジとなっているポジション 

三 引受け業務から生ずる商品 

５ 第二項及び第三項の規定は、商工組合中央金庫が特定取

引勘定を設けていない場合であって、トレーディング勘定

に商品を分類する場合について準用する。この場合におい

て、第二項及び第三項中「特定取引等商品」とあるのは、

「商品有価証券勘定及び売付商品債券勘定の資産又は負債

として保有している商品」と読み替えるものとする。 

６ 商工組合中央金庫は、商品を売却すること及び商品のリ
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スクをヘッジすることに関して法令に別段の定めがない限

り、当該商品をトレーディング勘定に分類することができ

る。 

７ 商工組合中央金庫は、トレーディング勘定に分類する商

品のうち、会計上で公正価値評価が求められているものに

ついては、公正価値を日次で計測し、評価損益を認識する

ものとする。 

  

（バンキング勘定への分類基準） 

第二十二条の四 前条の規定によりトレーディング勘定に分

類する商品以外の商品は、バンキング勘定に分類するもの

とする。 

２ 特定取引等商品及び前条第三項（同条第五項において準

用する場合を含む。）の規定によりトレーディング勘定に

分類することとされる商品のうち、トレーディング目的以

外の目的で保有するものについては、あらかじめ経済産業

大臣、財務大臣及び金融庁長官に届け出た場合に限り、バ

ンキング勘定に分類することができる。 

３ 前条の規定にかかわらず、次に掲げる場合のいずれかに

該当する商工組合中央金庫は、全ての商品をバンキング勘

定に分類するものとする。 

一 第十六条の規定によりマーケット・リスク相当額に係

る額を算入しない場合 

 

［条を加える。］ 
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二 特定取引勘定を設けた場合、かつ、簡易的方式採用金

庫であって、第十六条第一号イ及びハに掲げる条件を満

たす場合 

三 特定取引勘定を設けていない場合、かつ、簡易的方式

採用金庫であって、第十六条第二号イ及びハに掲げる条

件を満たす場合 

  

（商品分類に係る方針等） 

第二十二条の五 商工組合中央金庫は、トレーディング勘定

に分類する商品の範囲を定めるための方針及び手続に係る

文書を作成するとともにその遵守態勢を確立するものとす

る。 

２ 商工組合中央金庫のマーケット・リスク管理部署は、前

項の商品の分類が適切に実施されたかどうかの検証をする

体制を整備するものとする。 

３ 商工組合中央金庫の内部監査部署は、第一項の商品の分

類に係る内部監査を一年に一回以上実施し、その結果を経

済産業大臣、財務大臣及び金融庁長官の求めに応じて提出

することができるように整備するものとする。 

 

［条を加える。］ 

  

（勘定間の振替の制限） 

第二十二条の六 商工組合中央金庫は、次に掲げる行為（以

下この条から第二十二条の八までにおいて「勘定間の振

 

［条を加える。］ 
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替」という。）を行ってはならない。 

一 トレーディング勘定に分類した商品をバンキング勘定

に移し替えること。 

二 バンキング勘定に分類した商品をトレーディング勘定

に移し替えること。 

２ 前項の規定にかかわらず、商工組合中央金庫は、次に掲

げる要件の全てを満たす場合には、勘定間の振替を行うこ

とができる。 

一 当該勘定間の振替について取締役等の承認を受けてい

ること。 

二 当該勘定間の振替について内部監査が行われているこ

と。 

三 当該勘定間の振替について開示すること。 

３ 商工組合中央金庫は、前項の規定により勘定間の振替を

行う場合には、あらかじめ、その旨及び次に掲げる事項を

記載した届出書を経済産業大臣、財務大臣及び金融庁長官

に提出するものとする。 

一 勘定間の振替を行う商品の種類（当該商品が第二十二

条の三第三項第一号から第三号までに掲げる商品のいず

れかに該当するときは、その旨を含む。） 

二 前項各号に掲げる要件の全てを満たしている旨の説明 

三 勘定間の振替を行う商品の保有の目的の変更に係る説

明 
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四 その他参考となるべき事項 

  

（勘定間の振替に係る所要自己資本の額の計上） 

第二十二条の七 商工組合中央金庫は、勘定間の振替を行っ

た場合において、所要自己資本の額が減少したときは、そ

の減少分と同額を当該勘定間の振替を行った日以後の算出

基準日における所要自己資本の額に加算するものとする。 

２ 商工組合中央金庫は、勘定間の振替を行った商品が満期

を迎えた場合には、経済産業大臣、財務大臣及び金融庁長

官が承認した場合に限り、前項の規定を適用しないことが

できる。 

 

［条を加える。］ 

  

（勘定間の振替に係る方針等） 

第二十二条の八 商工組合中央金庫は、勘定間の振替につい

て、次に掲げる事項その他必要な事項を定めた方針を策定

するものとする。 

一 勘定間の振替に係る制限の内容及び当該制限に係る変

更の要件 

二 当該方針に係る取締役会の承認手続 

三 例外的事象を特定する方法 

四 勘定間の振替に係る開示方法 

２ 商工組合中央金庫は、前項の方針を一年に一回以上見直

すものとする。 

 

［条を加える。］ 
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（内部取引の取扱い） 

第二十二条の九 内部取引によるトレーディング勘定からバ

ンキング勘定へのリスク移転については、マーケット・リ

スク相当額の計測対象に含まないものとする。 

２ 内部取引によるバンキング勘定からトレーディング勘定

へのリスク移転については、次条から第二十二条の十二ま

でに定めるところによる。 

 

［条を加える。］ 

  

（信用リスク及び株式リスクの内部取引） 

第二十二条の十 内部取引によるバンキング勘定からトレー

ディング勘定への信用リスク及び株式リスクのリスク移転

については、次の各号に掲げるリスクの区分に応じ、当該

各号に定める要件を満たす場合に限り、ヘッジ効果を反映

することができる。 

一 信用リスク トレーディング勘定において、商工組合

中央金庫が第三者である適格プロテクション提供者との

間で外部ヘッジ取引を行い、内部取引のポジションを完

全に相殺していること。 

二 株式リスク 次に掲げる要件の全てを満たすものであ

ること。 

イ トレーディング勘定において、商工組合中央金庫が

第三者である適格プロテクション提供者との間で外部

 

［条を加える。］ 
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ヘッジ取引を行い、内部取引のポジションを完全に相

殺していること。 

ロ その外部ヘッジ取引が、バンキング勘定の株式リス

クのヘッジとして認識されていること。 

２ 前項第一号の外部ヘッジ取引において、内部取引のポジ

ションを完全に相殺する場合には、当該外部ヘッジ取引を

複数の取引相手方との複数の取引により構成することがで

きる。 

３ 第一項のリスク移転におけるマーケット・リスク相当額

の計測対象は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該

各号に定めるところによる。 

一 第一項各号に定める要件を満たす場合 トレーディン

グ勘定における内部取引及び外部ヘッジ取引を含むもの

とする。 

二 第一項各号に定める要件を満たさない場合 トレーデ

ィング勘定における外部ヘッジ取引を含み、トレーディ

ング勘定における内部取引を含まないものとする。  

三 バンキング勘定においてオーバーヘッジとなったポジ

ションが 生じた 場合  当該ポ ジショ ンを 含むもの とす

る。 

  

（一般金利リスクの内部取引） 

第二十二条の十一 内部取引によるバンキング勘定からトレ

 

［条を加える。］ 
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ーディング勘定への一般金利リスクのリスク移転について

は、次に掲げる要件の全てを満たす場合に限り、ヘッジ効

果を反映することができる。 

一 内部取引によりバンキング勘定の一般金利リスクがヘ

ッジされている旨及び当該一般金利リスクの発生源に係

る文書が作成されていること。 

二 内部取引は、内部取引担当デスクとの間で行われるこ

と。 

２ 内部取引担当デスクは、バンキング勘定との内部取引の

ポジションに対する外部ヘッジ取引を第三者との間で直接

に行うことができる。 

３ 第一項のリスク移転において、内部取引担当デスク以外

のトレーディング・デスクを通じた第三者との間の外部ヘ

ッジ取引は、内部取引担当デスクが内部取引担当デスク以

外のトレーディング・デスクと行う一般金利リスクに係る

内部取引のポジションにより第三者との外部ヘッジのポジ

ションと完全に相殺されるときに限り、行うことができ

る。この場合において、内部取引担当デスク及び内部取引

担当デスク以外のトレーディング・デスクが保有する内部

取引のポジションは、マーケット・リスク相当額の計測対

象に含むものとする。 

  

（マーケット・リスク相当額の計測対象となる内部取引）  
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第二十二条の十二 マーケット・リスク相当額の計測対象で

あるトレーディング・デスク間の内部取引は、マーケッ

ト・リスク相当額の計測範囲に含むものとする。 

２ 内部取引担当デスクと内部取引担当デスク以外のトレー

ディング・デスクとの間の内部取引は、前条第一項各号に

掲げる要件を満たす場合に限り、マーケット・リスク相当

額の計測対象に含むものとする。 

３ トレーディング・デスクが保有する内部取引のポジショ

ンは、第三者と取引するトレーディング勘定の商品と同様

にマーケット・リスク相当額の計測対象に含むものとす

る。 

［条を加える。］ 

  

（ＣＶＡリスクにおける内部取引等） 

第二十二条の十三 第二十二条の九から前条までの規定にか

かわらず、外部ＣＶＡヘッジ取引及び内部ＣＶＡヘッジ取

引におけるマーケット・リスク相当額の計測対象は、次項

及び第三項に定めるところによる。 

 

［条を加える。］ 

２ 外部ＣＶＡヘッジ取引のうち、適格ＣＶＡヘッジ取引に

該当するものについてはマーケット・リスク相当額の計測

対象に含まないものとし、適格ＣＶＡヘッジ取引に該当し

ないものについては第七章に定めるところによりマーケッ

ト・リスク相当額の計測対象に含むものとする。 

 

３ 内部ＣＶＡヘッジ取引は、互いに完全に相殺するＣＶＡ  
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デスクのポジション及びトレーディング・デスクのポジシ

ョンから構成されなければならず、次の各号に掲げる場合

の区分に応じ、当該各号に定めるところによりマーケッ

ト・リスク相当額を計測するものとする。 

一 内部ＣＶＡヘッジ取引が適格ＣＶＡヘッジ取引に該当

しない場合 ＣＶＡデスクのポジション及びトレーディ

ング・デスクのポジションは、いずれもマーケット・リ

スク相当額の計測対象となるポジションとし、双方のポ

ジションを相殺することにより、マーケット・リスク相

当額の計測対象に含まないものとする。 

二 内部ＣＶＡヘッジ取引が適格ＣＶＡヘッジ取引に該当

する場合 トレーディング・デスクのポジションは、第

七章に定めるところによりマーケット・リスク相当額の

計測対象に含むものとする。 

４ 標準的方式に係る要件に定めるカーベチャー・リスク、

デフォルト・リスク又は残余リスクに対する資本賦課の対

象となるポジションに係るＣＶＡリスクの内部取引は、ト

レーディング勘定において、商工組合中央金庫が第三者で

あるプロテクション提供者との間で行う外部ヘッジ取引が

当該内部取引のポジションを完全に相殺する場合に限り、

マーケット・リスク相当額の計測において勘案することが

できる。 

 

５ ＣＶＡデスクとトレーディング・デスクとの間の内部取  
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引は、第二十二条の十第一項各号に定める要件を満たす場

合には、第五十六条第一項に規定する派生商品取引の与信

相当額のヘッジ手段として利用することができる。 

  

（バンキング勘定とトレーディング勘定の境界に係る届

出） 

第二十二条の十四 トレーディング勘定を設ける商工組合中

央金庫は、あらかじめ、その旨を記載した届出書を経済産

業大臣、財務大臣及び金融庁長官に提出するものとする。 

２ 前項の届出書には、次に掲げる事項を記載した書類を添

付するものとする。 

一 第二十二条の四第二項の規定によりバンキング勘定に

分類する商品 

二 第二十二条の八第一項の方針 

３ 商工組合中央金庫は、第一項の届出書に記載すべき事項

又は前項各号に掲げる事項に変更があったときは、遅滞な

く、その旨及びその内容を記載した変更届出書を経済産業

大臣、財務大臣及び金融庁長官に提出するものとする。 

 

 

［条を加える。］ 

 

  

（資本フロアの算出方法） （内部格付手法又は先進的計測手法の使用開始に伴う所要

自己資本の下限） 

第二十四条 商工組合中央金庫は、次の各号のいずれかに該

当する場合であって、標準的な手法により算出した所要自

第二十四条 内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金

庫は、次に掲げる期間において、信用リスクに係る旧所要
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己資本の額に七十二・五パーセントを乗じて得た額が承認

を受けた計算方法により算出した所要自己資本の額を上回

るときは、当該乗じて得た額から当該承認を受けた計算方

法により算出した所要自己資本の額を控除した額に十二・

五を乗じて得た額を第十四条各号及び第十四条の二第一項

の算式の分母に加えるものとする。 

自己資本の額に当該各号に定める率を乗じて得た額が新所

要自己資本の額を上回る場合には、当該乗じて得た額から

新所要自己資本の額を控除した額に十二・五を乗じて得た

額（第三項において「信用リスク・アセット調整額」とい

う。）を第十四条各号及び第十四条の二第一項の算式の分

母に加えなければならない。  
一 内部格付手法の使用を開始した日以後一年間 九十パ

ーセント  
二 内部格付手法の使用を開始した日から一年を経過した

日以後一年間 八十パーセント  
２ 先進的計測手法を採用した場合の商工組合中央金庫は、

次の各号に掲げる期間において、オペレーショナル・リス

クに係る旧所要自己資本の額に当該各号に定める率を乗じ

て得た額が新所要自己資本の額を上回る場合には、当該乗

じて得た額から新所要自己資本の額を控除した額に十二・

五を乗じて得た額（次項において「オペレーショナル・リ

スク相当額調整額」という。）を第十四条各号及び第十四

条の二第一項の算式の分母に加えなければならない。  
一 先進的計測手法の使用を開始した日以後一年間 九十

パーセント  
二 先進的計測手法の使用を開始した日から一年を経過し

た日以後一年間 八十パーセント  
３ 前二項の規定にかかわらず、商工組合中央金庫が第一項

一 内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金庫 

二 内部モデル方式採用金庫 

三 期待エクスポージャー方式を採用した場合の商工組合

中央金庫 

２ 前項の規定にかかわらず、内部格付手法を採用した場合

の商工組合中央金庫は、内部格付手法の使用を開始した日

から二年を経過する日までの間は、次の各号に掲げる期間

において、標準的な手法により算出した所要自己資本の額

に当該各号に定める率を乗じて得た額が承認を受けた計算

方法により算出した所要自己資本の額を上回る場合には、

当該乗じて得た額から当該承認を受けた計算方法により算

出した所要自己資本の額を控除した額に十二・五を乗じて

得た額を第十四条各号及び第十四条の二第一項の算式の分

母に加えるものとする。 

一 内部格付手法の使用を開始した日以後一年間 九十パ

ーセント  

二 前号に掲げる期間を経過した日以後一年間 八十パー
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セント  の規定に該当し、かつ、前項の規定に該当する場合には、

信用リスク・アセット調整額及びオペレーショナル・リス

ク相当額調整額を第十四条各号及び第十四条の二第一項の

算式の分母に加えなければならない。  
４ 第一項の「信用リスクに係る旧所要自己資本の額」とは

、第十四条各号及び第十四条の二第一項の算式の分母の額

に八パーセントを乗じて得た額並びに第十七条第二項各号

、第十八条第二項各号及び第十九条第二項各号に掲げる額

のそれぞれにつき計算する場合において、信用リスクに係

る部分のうち証券化エクスポージャーに係る部分以外の部

分については内部格付手法の使用を開始した日の直前に用

いていた手法とし、信用リスクに係る部分のうち証券化エ

クスポージャーに係る部分については商工組合中央金庫を

標準的手法を採用した場合の商工組合中央金庫とみなして

第六章に定めるところにより判定された手法とし、これら

の部分以外の部分については現在用いている手法とする計

算方法により算出した額の合計額から同条第一項第五号イ

及びロに掲げる額につき当該計算方法により算出した額を

控除した額をいう。  
５ 第二項の「オペレーショナル・リスクに係る旧所要自己

資本の額」とは、第十四条各号及び第十四条の二第一項の

算式の分母の額に八パーセントを乗じて得た額並びに第十

七条第二項各号、第十八条第二項各号及び第十九条第二項

３ 前二項の「標準的な手法により算出した所要自己資本の

額」とは、第十四条各号及び第十四条の二第一項の算式の

分母の額に八パーセントを乗じて得た額を計算する場合に

おいて、次の各号に掲げるリスクの区分に応じ、当該各号

に定める手法により算出した額の合計額から第十九条第一

項第五号イに掲げる額につき当該手法により算出した額を

控除した額をいう。  

一 信用リスクに係る部分のうち証券化エクスポージャー

、ＣＶＡリスク及び中央清算機関関連エクスポージャー

に係る部分以外の部分 標準的手法（次章第四節に定め

る派生商品取引及び長期決済期間取引の与信相当額の算

出にあってはＳＡ―ＣＣＲ、レポ形式の取引及び信用取

引その他これに類する海外の取引の与信相当額の算出に

あっては包括的手法）  

二 信用リスクに係る部分のうち証券化エクスポージャー

に係る部分 全ての裏付資産のプールをSAプールとみな

して第六章に定めるところにより判定された手法（内部

評価方式を除く。）  

三 信用リスクに係る部分のうちＣＶＡリスクに係る部分 

 第六章の二に定めるところによりＣＶＡリスク相当額

の算出に適用した手法  

四 信用リスクに係る部分のうち中央清算機関関連エクス
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ポージャーに係る部分 第六章の三に定める手法（第二

百五十三条の七第一項において準用する次章第四節に定

める派生商品取引及び長期決済期間取引の与信相当額の

算出にあってはＳＡ―ＣＣＲ、レポ形式の取引及び信用

取引その他これに類する海外の取引の与信相当額の算出

にあっては包括的手法） 

各号に掲げる額のそれぞれにつき計算する場合において、

オペレーショナル・リスクに係る部分については先進的計

測手法の使用を開始した日の直前に用いていた手法とし、

当該部分以外の部分については現在用いている手法とする

計算方法により算出した額の合計額から同条第一項第五号

に掲げる額につき当該計算方法により算出した額を控除し

た額をいう。  
６ 第一項及び第二項の「新所要自己資本の額」とは、第十

四条各号及び第十四条の二第一項の算式の分母の額に八パ

ーセントを乗じて得た額並びに第十七条第二項各号、第十

八条第二項各号及び第十九条第二項各号に掲げる額の合計

額から同条第一項第五号に掲げる額を控除した額を控除し

た額をいう。  
 

五 マーケット・リスクに係る部分 標準的方式又は簡易

的方式（内部モデル方式採用金庫がマーケット・リスク

相当額の算出において内部モデル方式を適用する部分に

あっては、標準的方式）  

六 オペレーショナル・リスクに係る部分 第二百八十七

条に規定する標準的計測手法  

４ 第一項及び第二項の「承認を受けた計算方法により算出

した所要自己資本の額」とは、第十四条各号及び第十四条

の二第一項の算式の分母の額に八パーセントを乗じて得た

額並びに第十七条第二項第一号ニに掲げる額の合計額から

第十九条第一項第五号イ及びロに掲げる額の合計額を控除

した額をいう。  

  

- 78 -



 

1
 

（標準的手法を採用した場合の商工組合中央金庫における信

用リスク・アセットの額の合計額）  
（標準的手法を採用した場合の商工組合中央金庫における信

用リスク・アセットの額の合計額）  
第二十五条 標準的手法を採用した場合の商工組合中央金庫の

信用リスク・アセットの額の合計額とは、次に掲げる額の合

計額をいう。ただし、第六節においてリスク・ウェイト又は

与信相当額の算出方法が定められている場合には、同節の規

定により算出した額とする。  

第二十五条 ［同左］  

 ［一～三 略］   ［一～三 同左］  
四 第六章の三に定めるところにより算出した中央清算機関

関連エクスポージャーに係る信用リスク・アセットの額  
四 第六章の三に定めるところにより算出した第二百五十三

条の六各号に掲げるエクスポージャー（以下「中央清算機

関関連エクスポージャー」という。）に係る信用リスク・

アセットの額  
  
（標準的手法のデュー・ディリジェンス）   

第二十五条の二 標準的手法を採用した場合の商工組合中央金

庫は、債務者又はエクスポージャーに係る評価であって、次

に掲げる要件の全てを満たすもの（次節において「デュー・

ディリジェンス分析」という。）を行うものとする。  

［条を加える。］  

一 内部の信用分析若しくは第三者による分析又はこれらを

併用した分析を用いて信用リスクを評価するための必要な

体制が整備されていること。  

 

二 評価に係る情報を適時に把握するための必要な体制が整

備されていること。  
 

三 債務者が連結財務諸表を作成している場合又は債務者を

同一のグループに属するものとして管理している場合にお

いて、グループに属する会社による資金援助、これらの会

社に問題が生じた場合の返済能力への影響その他のグルー
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プからの影響が当該債務者の評価において必要であるとき

は、当該影響が評価されていること。  
四 エクスポージャーに応じた適切なリスク・ウェイトを判

定できるように、内部方針、評価プロセス、システム及び

内部統制が整備されていること。  

 

五 債務者又はエクスポージャーの評価の結果について、経

済産業大臣、財務大臣及び金融庁長官の求めに応じて提出

できるよう整備されていること。  

 

六 債務者又はエクスポージャーの評価を信用供与の実行時

点及び年一回以上の頻度で実施していること。 

 

  
（非依頼格付の使用禁止）  （非依頼格付の使用禁止）  

第二十六条 標準的手法を採用した場合の商工組合中央金庫は

、リスク・ウェイトの判定に当たり、非依頼格付を使用しな

いものとする。ただし、中央政府に付与されたものである場

合は、この限りでない。  

第二十六条 標準的手法を採用した場合の商工組合中央金庫は

、リスク・ウェイトの判定に当たり、非依頼格付を使用して

はならない。ただし、中央政府に付与されたものである場合

には、この限りでない。  
  
（格付等の使用基準の設定）  （格付等の使用基準の設定）  

第二十七条 ［略］  第二十七条 ［同左］  
２ 標準的手法を採用した場合の商工組合中央金庫は、前項に

規定する基準を設けるに当たっては、信用リスク・アセット

の額を意図的に小さくすることを目的としないものとする。  

２ 標準的手法を採用した場合の商工組合中央金庫は、前項に

規定する基準を設けるに当たっては、信用リスク・アセット

の額を意図的に小さくすることを目的としてはならない。  
３ 標準的手法を採用した場合の商工組合中央金庫は、適格格

付機関の格付又は経済協力開発機構若しくは輸出信用機関の

カントリー・リスク・スコアを内部管理において用いている

場合には、第一項に規定する基準を当該内部管理における使

用方法と整合的なものとする。  

３ 標準的手法を採用した場合の商工組合中央金庫は、適格格

付機関の格付又は経済協力開発機構若しくは輸出信用機関の

カントリー・リスク・スコアを内部管理において用いている

場合、第一項に規定する基準を当該内部管理における使用方

法と整合的なものにしなければならない。  
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４ ［略］  ４ ［同左］  
  
（現地通貨建て格付及び非現地通貨建て格付）  （現地通貨建て格付及び非現地通貨建て格付）  

第二十九条 前条の規定において、標準的手法を採用した場合

の商工組合中央金庫は、個別格付又は債務者信用力格付が商

工組合中央金庫の保有するエクスポージャーと同一通貨建て

のエクスポージャーに係るものでない場合には、当該個別格

付又は債務者信用力格付を用いないものとする。ただし、商

工組合中央金庫の保有する現地通貨建てのエクスポージャー

が国際開発銀行（第三十七条第三項の規定において零パーセ

ントのリスク・ウェイトを適用することが認められているも

のに限る。）との協調融資に係るものである場合は、この限

りでない。  

第二十九条 前条の規定において、標準的手法を採用した場合

の商工組合中央金庫は、個別格付又は債務者信用力格付が商

工組合中央金庫の保有するエクスポージャーと同一通貨建て

のエクスポージャーに係るものでない場合には、当該個別格

付又は債務者信用力格付を用いてはならない。ただし、商工

組合中央金庫の保有する現地通貨建てのエクスポージャーが

国際開発銀行（第三十七条第二項の規定において零パーセン

トのリスク・ウェイトを適用することが認められているもの

に限る。）との協調融資に係るものである場合は、この限り

でない。  
  
（複数の格付がある場合のリスク・ウェイト）  （複数の格付がある場合のリスク・ウェイト）  

第三十条 標準的手法を採用した場合の商工組合中央金庫は、

その保有するエクスポージャーについて、適格格付機関の格

付又は経済協力開発機構若しくは輸出信用機関のカントリー

・リスク・スコアが二以上ある場合であって、それらに対応

するリスク・ウェイトが異なるときは、最も小さいリスク・

ウェイトから数えて二番目に小さいリスク・ウェイトを用い

るものとする。ただし、最も小さいリスク・ウェイトが複数

の格付又はカントリー・リスク・スコアに対応するものであ

るときは、当該最も小さいリスク・ウェイトを用いるものと

する。  

第三十条 標準的手法を採用した場合の商工組合中央金庫は、

その保有するエクスポージャーについて、適格格付機関の格

付又は経済協力開発機構若しくは輸出信用機関のカントリー

・リスク・スコアが二以上ある場合であって、それらに対応

するリスク・ウェイトが異なるときは、最も小さいリスク・

ウェイトから数えて二番目に小さいリスク・ウェイトを用い

なければならない。ただし、最も小さいリスク・ウェイトが

複数の格付又はカントリー・リスク・スコアに対応するもの

であるときは、当該最も小さいリスク・ウェイトを用いるも

のとする。  
  
（信用リスクの評価の対象が異なる格付の取扱い）  （信用リスクの評価の対象が異なる格付の取扱い）  
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第三十一条 標準的手法を採用した場合の商工組合中央金庫は

、次に掲げる場合その他の格付における評価の対象が商工組

合中央金庫の保有するエクスポージャーと異なることにより

、当該格付を用いるとリスク・アセットの額が過小に評価さ

れるおそれがある場合には、当該格付を用いないものとする

。  

第三十一条 標準的手法を採用した場合の商工組合中央金庫は

、次に掲げる場合その他の格付における評価の対象が商工組

合中央金庫の保有するエクスポージャーと異なることにより

、当該格付を用いるとリスク・アセットの額が過小に評価さ

れるおそれがある場合には、当該格付を用いてはならない。  

一 ［略］  一 ［同左］  
二 個別格付が担保又は保証その他の信用リスクを削減する

措置（第六節に規定する信用リスク削減手法として適格で

ないものを含む。以下この号において同じ。）を反映して

いる場合であって、商工組合中央金庫の保有するエクスポ

ージャーに対して取られている信用リスクを削減する措置

がこれと異なるとき又はそうした措置が取られていないと

き。  

二 個別格付が担保又は保証その他の信用リスクを削減する

措置（第六節に規定する信用リスク削減手法として適格で

ないものを含む。以下この条において同じ。）を反映して

いる場合であって、商工組合中央金庫の保有するエクスポ

ージャーに対して取られている信用リスクを削減する措置

がこれと異なるとき又はそうした措置が取られていないと

き。  
  
（国際決済銀行等向けエクスポージャー）  （国際決済銀行等向けエクスポージャー）  

第三十四条 国際決済銀行、国際通貨基金、欧州中央銀行、欧

州連合、欧州安定メカニズム及び欧州金融安定ファシリティ

向けエクスポージャーのリスク・ウェイトは、零パーセント

とする。  

第三十四条 国際決済銀行、国際通貨基金、欧州中央銀行、欧

州共同体、欧州安定メカニズム及び欧州金融安定ファシリテ

ィ向けエクスポージャーのリスク・ウェイトは、零パーセン

トとする。  
  
（外国の中央政府等以外の公共部門向けエクスポージャー）  （外国の中央政府等以外の公共部門向けエクスポージャー）  

第三十六条 外国の中央政府及び中央銀行以外の公共部門（当

該国による公共部門の定義によるものとする。）向けエクス

ポージャー（特定の事業からの収入のみをもって返済される

こととなっているものを除く。）のリスク・ウェイトは、当該

公共部門の所在する国の中央政府に付与された格付又はカン

第三十六条 外国の中央政府及び中央銀行以外の公共部門（当

該国による公共部門の定義によるものとする。）向けエクス

ポージャー（特定の事業からの収入のみをもって返済される

こととなっているものを除く。）のリスク・ウェイトは、当該

公共部門の所在する国の中央政府に付与された格付又はカン
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トリー・リスク・スコアに対応する信用リスク区分に応じ、

次の各号の表の下欄に定めるものとする。ただし、無格付の

場合には、百パーセントとする。  

トリー・リスク・スコアに対応する信用リスク区分に応じ、

第四十条第一項各号の表の下欄に定めるものとする。  

一 適格格付機関の付与する格付の場合  ［号を加える。］  

信用リスク区分  
１の２

―１  
１の２

―２  
１の２

―３  
１の２

―４  
１の２

―５  
リスク・ウェイト  
（パーセント）  

二十  五十  百  百  百五十  
 

 

二 カントリー・リスク・スコアの場合  ［号を加える。］  
信用リスク区分 

（カントリー・リ

スク・スコア）  

０ １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ 

リスク・ウェイト 

（パーセント）  
二十 二十 五十 百 百 百 百 百五十

 

 

  
（国際開発銀行向けエクスポージャー）  （国際開発銀行向けエクスポージャー）  

第三十七条 国際開発銀行向けエクスポージャーのリスク・ウ

ェイトは、格付に対応する信用リスク区分に応じ、次の表の

下欄に定めるものとする。ただし、無格付の場合には、五十

パーセントとする。  

第三十七条 ［同左］  

         信用リスク区分   ２―１ ２―２ ２―３ ２―４ ２―５ ２―６  
リスク・ウェイト  
（パーセント）  

 
二十  三十  五十  百  百  

百五

十  
 

        
 

         信用リスク区分   ２―１ ２―２ ２―３ ２―４ ２―５  
リスク・ウェイト  
（パーセント）  

 
二十  五十  百  百  百五十  

 

        
 

２ 前項において、標準的手法を採用した場合の商工組合中央

金庫によるデュー・ディリジェンス分析の結果、国際開発銀

［項を加える。］  
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行の信用状態が格付に対応する信用リスク区分の示す信用状

態よりも高いリスクを有すると評価されるときは、当該格付

に対応する信用リスク区分よりも一段階以上下位の信用リス

ク区分に応じたリスク・ウェイトを用いるものとする。ただ

し、当該格付に対応する信用リスク区分よりも上位の信用リ

スク区分に応じたリスク・ウェイトは、用いないものとする

。  
３ 前二項の規定にかかわらず、国際復興開発銀行、国際金融

公社、多数国間投資保証機関、国際開発協会、アジア開発銀

行、アフリカ開発銀行、欧州復興開発銀行、米州開発銀行、欧

州投資銀行、欧州投資基金、北欧投資銀行、カリブ開発銀行、

イスラム開発銀行、予防接種のための国際金融ファシリティ

、欧州評議会開発銀行及びアジアインフラ投資銀行向けエク

スポージャーのリスク・ウェイトは、零パーセントとする。  

２ 前項の規定にかかわらず、国際復興開発銀行、国際金融公

社、多数国間投資保証機関、国際開発協会、アジア開発銀行、

アフリカ開発銀行、欧州復興開発銀行、米州開発銀行、欧州

投資銀行、欧州投資基金、北欧投資銀行、カリブ開発銀行、イ

スラム開発銀行、予防接種のための国際金融ファシリティ、

欧州評議会開発銀行及びアジアインフラ投資銀行向けエクス

ポージャーのリスク・ウェイトは、零パーセントとする。  
  

（地方公共団体金融機構向けエクスポージャー）  （地方公共団体金融機構向けエクスポージャー）  
第三十七条の二 ［略］  第三十七条の二 ［同左］  
２ 前項の場合を除き、地方公共団体金融機構向けのエクスポ

ージャーのリスク・ウェイトは、日本国政府に付与された格

付又はカントリー・リスク・スコアに対応する信用リスク区

分に応じ、第三十六条各号の表の下欄に定めるものとする。  

２ 前項の場合を除き、地方公共団体金融機構向けのエクスポ

ージャーのリスク・ウェイトは、日本国政府に付与された格

付又はカントリー・リスク・スコアに対応する信用リスク区

分に応じ、第四十条第一項各号の表の下欄に定めるものとす

る。  
  

（我が国の政府関係機関向けエクスポージャー）  （我が国の政府関係機関向けエクスポージャー）  
第三十八条 ［略］  第三十八条 ［同左］  
２ 前項の場合を除き、我が国の政府関係機関向けのエクスポ

ージャーのリスク・ウェイトは、日本国政府に付与された格

２ 前項の場合を除き、我が国の政府関係機関向けのエクスポ

ージャーのリスク・ウェイトは、日本国政府に付与された格
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付又はカントリー・リスク・スコアに対応する信用リスク区

分に応じ、第三十六条各号の表の下欄に定めるものとする。  
付又はカントリー・リスク・スコアに対応する信用リスク区

分に応じ、第四十条第一項各号の表の下欄に定めるものとす

る。  
  

（地方三公社向けエクスポージャー）  （地方三公社向けエクスポージャー）  
第三十九条 ［略］  第三十九条 ［同左］  
２ 前項の場合を除き、土地開発公社、地方住宅供給公社及び

地方道路公社向けのエクスポージャーのリスク・ウェイトは

、日本国政府に付与された格付又はカントリー・リスク・ス

コアに対応する信用リスク区分に応じ、第三十六条各号の表

の下欄に定めるものとする。  

２ 前項の場合を除き、土地開発公社、地方住宅供給公社及び

地方道路公社向けのエクスポージャーのリスク・ウェイトは

、日本国政府に付与された格付又はカントリー・リスク・ス

コアに対応する信用リスク区分に応じ、次条第一項各号の表

の下欄に定めるものとする。  
  
（金融機関向けエクスポージャー）  （金融機関向けエクスポージャー）  

第四十条 自己資本比率規制金融機関（バーゼル銀行監督委員

会の定める自己資本比率の基準又はこれと類似の基準の適用

を受ける金融機関（第一条第六号ロに掲げる者を除く。）、外

国銀行、銀行持株会社又は銀行持株会社に準ずる外国の会社

をいう。以下この節において同じ。）に対するエクスポージ

ャー（以下この条並びに第四十三条第一項及び第四項におい

て「金融機関向けエクスポージャー」という。）について、格

付がある場合のリスク・ウェイトは、当該格付に対応する信

用リスク区分に応じ、次の表の下欄に定めるものとする。  

第四十条 金融機関（第一条第六号ロに掲げる者を除く。次項

において同じ。）、外国銀行、銀行持株会社及び銀行持株会社

に準ずる外国の会社向けエクスポージャーのリスク・ウェイ

トは、当該金融機関が設立された国の中央政府に付与された

格付又はカントリー・リスク・スコアに対応する信用リスク

区分に応じ、それぞれ次の各号の表の下欄に定めるものとす

る。ただし、無格付の場合には、百パーセントとする。  
 一 適格格付機関の付与する格付の場合  

信用リスク区分  ３―１  ３―２  ３―３  ３―４  
リスク・ウェイト  
（パーセント）  

二十  五十  百  百五十  

 二 カントリー・リスク・スコアの場合  

信用リスク区分  ３―１  ３―２  ３―３  ３―４  ３―５  
リスク・ウェイト  
（パーセント）  

二十  三十  五十  百  百五十  
 

２ 前項の規定により三十パーセント、五十パーセント又は百
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パーセントのリスク・ウェイトが適用されるエクスポージャ

ーのうち次の各号のいずれかに該当するもののリスク・ウェ

イトは、同項の規定により適用されるリスク・ウェイトの区

分に応じ、次の表の下欄に定めるものとすることができる。

この場合において、参照する金融機関向けエクスポージャー

のリスク・ウェイトは、第四項に規定するデュー・ディリジ

ェンス分析の結果を踏まえた値とするものとする。  

信用リスク区分  ０  １  ２  ３  ４  ５  ６  ７  
リスク・ウェイト  
（パーセント）  

二十  二十  五十  百  百  百  百  
百五

十  
２ 前項の規定にかかわらず、金融機関及び銀行持株会社に対

する円建てのエクスポージャーが円建てで調達されたもので

あって、かつ、当該主体が信用供与を受けた日から満期まで

の期間が三月以内である場合のリスク・ウェイトは、二十パ

ーセントとする。  
３ 前二項の規定にかかわらず、第一項のエクスポージャーが

当該主体の資本調達手段である場合には、そのリスク・ウェ

イトは百パーセントとする。  

リスク・ウェイト  
（パーセント）  

三十  五十  百  

リスク・ウェイト  
（パーセント）  

二十  二十  五十  
 

一 信用供与を行った日から満期までの期間が三月以内の金

融機関向けエクスポージャー  
二 前号に規定する期間が六月以内の貿易取引に係る金融機

関向けエクスポージャー（流動性の高い貿易関連偶発債務

を含み、同号に掲げるものを除く。）  

 

３ 標準的手法を採用した場合の商工組合中央金庫は、第一項

において格付を用いる場合には、暗黙の政府支援（国又は地域

の信用秩序の維持に極めて重大な支障が生ずるおそれがある

場合において法令（外国の法令を含む。）に基づき金融機関に

講ぜられる措置その他これに類する措置（当該金融機関の株

主又は債権者のみに損失を負担させる措置を除く。）を自己資

本比率規制金融機関に対して講じ得ることをいう。）を勘案し

ていない格付を用いるものとする。  

 

４ 第一項において、標準的手法を採用した場合の商工組合中

央金庫によるデュー・ディリジェンス分析の結果、自己資本
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比率規制金融機関の信用状態が格付に対応する信用リスク区

分の示す信用状態よりも高いリスクを有すると評価されると

きは、当該格付に対応する信用リスク区分よりも一段階以上

下位の信用リスク区分に応じたリスク・ウェイトを用いるも

のとする。ただし、当該格付に対応する信用リスク区分より

も上位の信用リスク区分に応じたリスク・ウェイトは、用い

ないものとする。  
５ 金融機関向けエクスポージャーが無格付の場合には、その

リスク・ウェイトは、第七項、第九項及び第十項の規定によ

り判定される自己資本比率規制金融機関のグレード区分（自

己資本比率規制金融機関が無格付の場合の金融機関向けエク

スポージャーにおける信用リスク評価の区分をいう。以下こ

の条において同じ。）に応じ、次の表の下欄に定めるものと

する。  

 

グレード区分  Ａ  Ｂ  Ｃ  
リスク・ウェイト  
（パーセント）  

四十  七十五  百五十  
 

 

６ 前項の規定により四十パーセント又は七十五パーセントの

リスク・ウェイトが適用されるエクスポージャーのうち第二

項各号のいずれかに該当するもののリスク・ウェイトは、前

項の規定により適用されるリスク・ウェイトの区分に応じ、

次の表の下欄に定めるものとすることができる。  

 

リスク・ウェイト  
（パーセント）  

四十  七十五  

リスク・ウェイト  
（パーセント）  

二十  五十  
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７ 標準的手法を採用した場合の商工組合中央金庫は、次に掲

げる要件の全てを満たす自己資本比率規制金融機関のグレー

ド区分をＡと判定するものとする。  

 

 一 契約に従って債務を履行する能力を有しており、かつ、

経済状況又は事業環境が悪化した場合においても当該能力

を継続して維持することが見込まれること。  

 

 二 次のイからヨまでに掲げる自己資本比率規制金融機関の

区分に応じ、当該イからヨまでに定める要件を満たしてい

ること。  

 

イ 銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有

する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当である

かどうかを判断するための基準（平成十八年金融庁告示

第十九号）第一条第十号の二に規定する国際統一基準行 

 次に掲げる基準の全てを満たしていること。  
⑴ 銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保

有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当で

あるかどうかを判断するための基準第二条及び第十四

条に定める最低基準並びに同告示第二条の二第一項及

び第十四条の二第一項に定める当該最低基準以外の基

準  
⑵ 銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保

有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当で

あるかどうかを判断するための基準の補完的指標とし

て定めるレバレッジに係る健全性を判断するための基

準（平成三十一年金融庁告示第十一号）第二条第一項

（同告示第五条第一項において準用する場合を含む。
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）に定める最低基準及び同告示第二条第二項（同告示

第五条第一項において準用する場合を含む。）に定め

る当該最低基準以外の基準  
ロ 銀行法第五十二条の二十五の規定に基づき、銀行持株

会社が銀行持株会社及びその子会社の保有する資産等に

照らしそれらの自己資本の充実の状況が適当であるかど

うかを判断するための基準（平成十八年金融庁告示第二

十号）第一条第十号の二に規定する国際統一基準行 次

に掲げる基準の全てを満たしていること。  
⑴ 銀行法第五十二条の二十五の規定に基づき、銀行持

株会社が銀行持株会社及びその子会社の保有する資産

等に照らしそれらの自己資本の充実の状況が適当であ

るかどうかを判断するための基準第二条に定める最低

基準及び同告示第二条の二第一項に定める当該最低基

準以外の基準  
⑵ 銀行法第五十二条の二十五の規定に基づき、銀行持

株会社が銀行持株会社及びその子会社の保有する資産

等に照らしそれらの自己資本の充実の状況が適当であ

るかどうかを判断するための基準の補完的指標として

定めるレバレッジに係る健全性を判断するための基準

（平成三十一年金融庁告示第十二号）第二条第一項に

定める最低基準及び同条第二項に定める当該最低基準

以外の基準  

 

ハ 信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法

第十四条の二の規定に基づき、信用金庫及び信用金庫連

合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状
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況が適当であるかどうかを判断するための基準（平成十

八年金融庁告示第二十一号）第一条第九号の三に規定す

る国際統一基準金庫 次に掲げる基準の全てを満たして

いること。  
⑴ 信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行

法第十四条の二の規定に基づき、信用金庫及び信用金

庫連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充

実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準

第十九条及び第三十一条に定める最低基準並びに同告

示第十九条の二第一項及び第三十一条の二第一項に定

める当該最低基準以外の基準  
⑵ 信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行

法第十四条の二の規定に基づき、信用金庫及び信用金

庫連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充

実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準

の補完的指標として定めるレバレッジに係る健全性を

判断するための基準（平成三十一年金融庁告示第十四

号）第二条（同告示第五条第一項において準用する場

合を含む。）に定める最低基準  
ニ 農林中央金庫 次に掲げる基準の全てを満たしている

こと。  
⑴ 農林中央金庫がその経営の健全性を判断するための

基準（平成十八年
金 融 庁

農林水産省告示第四号）第二条及び

第十四条に定める最低基準並びに同告示第二条の二第

一項及び第十四条の二第一項に定める当該最低基準以
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外の基準  
⑵ 農林中央金庫がその経営の健全性を判断するための

基準の補完的指標として定めるレバレッジに係る健全

性を判断するための基準（平成三十一年
金 融 庁

農林水産省告

示第四号）第二条（同告示第五条第一項において準用

する場合を含む。）に定める最低基準  
ホ 外国銀行（イに規定する国際統一基準行に準ずる者に

限る。） イ⑴及び⑵に掲げる基準と類似の基準（各国

が定めた当該外国銀行に対する固有の基準（公表されて

いるものに限る。）を含む。）を満たしていること。  

 

ヘ 銀行持株会社に準ずる外国の会社（ロに規定する国際

統一基準行に準ずる者に限る。） ロ⑴及び⑵に掲げる

基準と類似の基準（各国が定めた当該銀行持株会社に準

ずる外国の会社に対する固有の基準（公表されているも

のに限る。）を含む。）を満たしていること。  

 

ト 銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有

する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当である

かどうかを判断するための基準第一条第十号の三に規定

する国内基準行 同告示第二十五条及び第三十七条に定

める基準を満たしていること。  

 

チ 銀行法第五十二条の二十五の規定に基づき、銀行持株

会社が銀行持株会社及びその子会社の保有する資産等に

照らしそれらの自己資本の充実の状況が適当であるかど

うかを判断するための基準第一条第十号の三に規定する

国内基準行 同告示第十四条に定める基準を満たしてい
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ること。  
リ 信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法

第十四条の二の規定に基づき、信用金庫及び信用金庫連

合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状

況が適当であるかどうかを判断するための基準第一条第

九号の二に規定する国内基準金庫 同告示第二条及び第

十一条に定める基準を満たしていること。  

 

ヌ 協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項に

おいて準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、信

用協同組合及び信用協同組合連合会がその保有する資産

等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうか

を判断するための基準（平成十八年金融庁告示第二十二

号）第一条第二号に規定する信用協同組合等 同告示第

二条及び第十一条に定める基準を満たしていること。  

 

ル 労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法

第十四条の二の規定に基づき、労働金庫及び労働金庫連

合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状

況が適当であるかどうかを判断するための基準（平成十

八年
金 融 庁

厚生労働省告示第七号）第一条第七号の三に規定す

る金庫 同告示第二条及び第十一条に定める基準を満た

していること。  

 

ヲ 農業協同組合等がその経営の健全性を判断するための

基準（平成十八年
金 融 庁

農林水産省告示第二号）第一条第七号

ニに規定する組合 同告示第二条及び第十条に定める基

準を満たしていること。  
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ワ 漁業協同組合等がその経営の健全性を判断するための

基準（平成十八年
金 融 庁

農林水産省告示第三号）第一条第七号

ホに規定する組合 同告示第二条及び第十条に定める基

準を満たしていること。  

 

カ 外国銀行（トに規定する国内基準行に準ずる者に限る

。） トに規定する基準と類似の基準（各国が定めた当

該外国銀行に対する固有の基準（公表されているものに

限る。）を含む。）を満たしていること。  

 

ヨ 銀行持株会社に準ずる外国の会社（チに規定する国内

基準行に準ずる者に限る。） チに規定する基準と類似

の基準（各国が定めた当該銀行持株会社に準ずる外国の

会社に対する固有の基準（公表されているものに限る。

）を含む。）を満たしていること。  

 

三 前号に掲げる要件を当該自己資本比率規制金融機関が満

たしていることを当該商工組合中央金庫が確認するために

必要な情報が公表されていること、又は当該情報が当該商

工組合中央金庫に適切に提供されていること。  

 

８ 第五項の規定にかかわらず、自己資本比率規制金融機関（

前項第二号イからヘまでのいずれかに該当するものに限る。

）が、前項の規定によりそのグレード区分がＡと判定される

場合において、次の各号に掲げる自己資本比率規制金融機関

の区分に応じ当該各号に定める要件を満たすときは、当該自

己資本比率規制金融機関に対するエクスポージャーのリスク

・ウェイトを三十パーセントとすることができる。  

 

一 前項第二号イに規定する国際統一基準行 銀行法第十四

条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照ら
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し自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断する

ための基準第二条第一号及び第十四条第一号の算式により

得られる比率（第五号において「普通株式等Ｔｉｅｒ１比

率」という。）が十四パーセント以上であり、かつ、銀行法

第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等

に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判

断するための基準の補完的指標として定めるレバレッジに

係る健全性を判断するための基準第二条第一項（同告示第

五条第一項において読み替えて準用する場合を含む。）の

算式により得られる比率（第五号において「レバレッジ比

率」という。）が五パーセント以上であること。  
二 前項第二号ロに規定する国際統一基準行 銀行法第五十

二条の二十五の規定に基づき、銀行持株会社が銀行持株会

社及びその子会社の保有する資産等に照らしそれらの自己

資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための

基準第二条第一号の算式により得られる比率（第六号にお

いて「普通株式等Ｔｉｅｒ１比率」という。）が十四パー

セント以上であり、かつ、銀行法第五十二条の二十五の規

定に基づき、銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社

の保有する資産等に照らしそれらの自己資本の充実の状況

が適当であるかどうかを判断するための基準の補完的指標

として定めるレバレッジに係る健全性を判断するための基

準第二条第一項の算式により得られる比率（第六号におい

て「レバレッジ比率」という。）が五パーセント以上であ

ること。  

 

三 前項第二号ハに規定する国際統一基準金庫 信用金庫法

第八十九条第一項において準用する銀行法第十四条の二の
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規定に基づき、信用金庫及び信用金庫連合会がその保有す

る資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかど

うかを判断するための基準第十九条第一号及び第三十一条

第一号の算式により得られる比率が十四パーセント以上で

あり、かつ、信用金庫法第八十九条第一項において準用す

る銀行法第十四条の二の規定に基づき、信用金庫及び信用

金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実

の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の補完

的指標として定めるレバレッジに係る健全性を判断するた

めの基準第二条（同告示第五条第一項において読み替えて

準用する場合を含む。）の算式により得られる比率が五パ

ーセント以上であること。  
四 農林中央金庫 農林中央金庫がその経営の健全性を判断

するための基準第二条第一号及び第十四条第一号の算式に

より得られる比率が十四パーセント以上であり、かつ、農

林中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準の補

完的指標として定めるレバレッジに係る健全性を判断する

ための基準第二条（同告示第五条第一項において読み替え

て準用する場合を含む。）の算式により得られる比率が五

パーセント以上であること。  

 

五 外国銀行（前項第二号イに規定する国際統一基準行に準

ずる者に限る。） バーゼル銀行監督委員会の定める自己

資本比率の基準又はこれと類似の基準により算出された普

通株式等Ｔｉｅｒ１比率に類する比率が十四パーセント以

上であり、かつ、バーゼル銀行監督委員会の定めるレバレ

ッジ比率の基準又はこれと類似の基準により算出されたレ

バレッジ比率に類する比率が五パーセント以上であること
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。  
六 銀行持株会社に準ずる外国の会社（前項第二号ロに規定

する国際統一基準行に準ずる者に限る。） バーゼル銀行

監督委員会の定める自己資本比率の基準又はこれと類似の

基準により算出された普通株式等Ｔｉｅｒ１比率に類する

比率が十四パーセント以上であり、かつ、バーゼル銀行監

督委員会の定めるレバレッジ比率の基準又はこれと類似の

基準により算出されたレバレッジ比率に類する比率が五パ

ーセント以上であること。  

 

９ 標準的手法を採用した場合の商工組合中央金庫は、次に掲

げる要件の全てを満たす自己資本比率規制金融機関（第七項

の規定によりそのグレード区分がＡと判定されたもの及び同

項第二号トからヨまでに掲げるものを除く。）のグレード区

分をＢと判定するものとする。  

 

 一 算出基準日において債務を履行する能力に疑義が生じて

いないこと。  
 

 二 次のイからヘまでに掲げる自己資本比率規制金融機関の

区分に応じ、当該イからヘまでに定める要件を満たしてい

ること。  

 

イ 銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有

する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当である

かどうかを判断するための基準第一条第十号の二に規定

する国際統一基準行 次に掲げる基準の全てを満たして

いること。  
⑴ 銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保

有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当で
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あるかどうかを判断するための基準第二条及び第十四

条に定める最低基準  
⑵ 銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保

有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当で

あるかどうかを判断するための基準の補完的指標とし

て定めるレバレッジに係る健全性を判断するための基

準第二条第一項（同告示第五条第一項において準用す

る場合を含む。）に定める最低基準  
ロ 銀行法第五十二条の二十五の規定に基づき、銀行持株

会社が銀行持株会社及びその子会社の保有する資産等に

照らしそれらの自己資本の充実の状況が適当であるかど

うかを判断するための基準第一条第十号の二に規定する

国際統一基準行 次に掲げる基準の全てを満たしている

こと。  
⑴ 銀行法第五十二条の二十五の規定に基づき、銀行持

株会社が銀行持株会社及びその子会社の保有する資産

等に照らしそれらの自己資本の充実の状況が適当であ

るかどうかを判断するための基準第二条に定める最低

基準  
⑵ 銀行法第五十二条の二十五の規定に基づき、銀行持

株会社が銀行持株会社及びその子会社の保有する資産

等に照らしそれらの自己資本の充実の状況が適当であ

るかどうかを判断するための基準の補完的指標として

定めるレバレッジに係る健全性を判断するための基準

第二条第一項に定める最低基準  

 

ハ 信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法  

- 97 -



 

2
0
 

第十四条の二の規定に基づき、信用金庫及び信用金庫連

合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状

況が適当であるかどうかを判断するための基準第一条第

九号の三に規定する国際統一基準金庫 次に掲げる基準

の全てを満たしていること。  
⑴ 信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行

法第十四条の二の規定に基づき、信用金庫及び信用金

庫連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充

実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準

第十九条及び第三十一条に定める最低基準  
⑵ 信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行

法第十四条の二の規定に基づき、信用金庫及び信用金

庫連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充

実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準

の補完的指標として定めるレバレッジに係る健全性を

判断するための基準第二条（同告示第五条第一項にお

いて準用する場合を含む。）に定める最低基準  
ニ 農林中央金庫 次に掲げる基準の全てを満たしている

こと。  
⑴ 農林中央金庫がその経営の健全性を判断するための

基準第二条及び第十四条に定める最低基準  
⑵ 農林中央金庫がその経営の健全性を判断するための

基準の補完的指標として定めるレバレッジに係る健全

性を判断するための基準第二条（同告示第五条第一項

において準用する場合を含む。）に定める最低基準  

 

ホ 外国銀行（イに規定する国際統一基準行に準ずる者に  

- 98 -



 

2
1
 

限る。） イ⑴及び⑵に掲げる基準と類似の基準を満た

していること。  
ヘ 銀行持株会社に準ずる外国の会社（ロに規定する国際

統一基準行に準ずる者に限る。） ロ⑴及び⑵に掲げる

基準と類似の基準を満たしていること。  

 

三 前号に掲げる要件を当該自己資本比率規制金融機関が満

たしていることを当該商工組合中央金庫が確認するために

必要な情報が公表されていること、又は当該情報が当該商

工組合中央金庫に適切に提供されていること。  

 

10 標準的手法を採用した場合の商工組合中央金庫は、次の各

号のいずれかに該当する自己資本比率規制金融機関（第七項

の規定によりそのグレード区分がＡと判定されたもの及び前

項の規定によりそのグレード区分がＢと判定されたものを除

く。）のグレード区分をＣと判定するものとする。  

 

一 算出基準日において、債務を履行する能力に疑義がある

場合又は既に債務を履行することができない状態にある場

合  

 

二 自己資本比率規制金融機関に適用されるバーゼル銀行監

督委員会の定める自己資本比率の基準又はこれと類似の基

準が当該自己資本比率規制金融機関が設立された国又は地

域の金融当局によって定められていない場合  

 

三 自己資本比率規制金融機関に適用されるバーゼル銀行監

督委員会の定める自己資本比率の基準又はこれと類似の基

準が当該自己資本比率規制金融機関が設立された国又は地

域の金融当局によって定められており、かつ、これらの基

準を当該自己資本比率規制金融機関が満たしていない場合  

 

四 自己資本比率規制金融機関に適用されるバーゼル銀行監  
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督委員会の定める自己資本比率の基準又はこれと類似の基

準が当該自己資本比率規制金融機関の設立された国又は地

域の金融当局によって定められている場合において、これ

らの基準を当該自己資本比率規制金融機関が満たしている

ことを当該商工組合中央金庫が確認するために必要な情報

が公表されておらず、かつ、当該情報が当該商工組合中央

金庫に適切に提供されていないとき。  
五 当該自己資本比率規制金融機関が所在する国又は地域の

法令に基づき、当該自己資本比率規制金融機関に対する外

部監査人の会計監査が義務付けられている場合において、

過去十二月以内に次のいずれかに該当しているとき。  

 

イ 財務諸表に対する監査報告書において外部監査人によ

る不適正意見が表明されていること。  
 

ロ 財務諸表における継続企業の前提に対して外部監査人

による重大な疑義が表明されていること（財務諸表にお

いて、継続企業の前提に関する注記がされていることを

含む。）。  

 

六 第七項の規定によりそのグレード区分がＡと判定されず

、かつ、前項の規定によりそのグレード区分がＢと判定さ

れない場合  

 

11 第五項、第六項及び第八項に規定するグレード区分に応じ

たリスク・ウェイトを用いる場合における金融機関向けエク

スポージャーのリスク・ウェイトは、当該金融機関向けエク

スポージャーが次に掲げる要件の全てに該当するときは、当

該金融機関向けエクスポージャーの相手方である自己資本比

率規制金融機関が設立された国又は地域の中央政府に係る第

三十三条に規定するリスク・ウェイトを下回らないものとす
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る。ただし、当該自己資本比率規制金融機関が信用供与を受

けた日から満期までの期間が一年未満であり、かつ、流動性

の高い貿易関連偶発債務に係る金融機関向けエクスポージャ

ーについては、この限りでない。  
一 当該自己資本比率規制金融機関が設立された国又は地域

の現地通貨と異なる通貨建てであること。  
 

二 当該自己資本比率規制金融機関が設立された国又は地域

と異なる拠点の勘定に計上されるものであり、かつ、当該

拠点の所在する国又は地域の現地通貨と異なる通貨建てで

あること。  

 

  
（カバード・ボンド向けエクスポージャー）   

第四十条の二 カバード・ボンド向けエクスポージャー（自己

資本比率規制金融機関により発行されたカバード・ボンドで

あって、適格資産要件を満たし、かつ、開示要件を満たすも

のに対するエクスポージャーをいう。次項において同じ。）

のリスク・ウェイトは、当該カバード・ボンド向けエクスポ

ージャーに付与された個別格付に対応する信用リスク区分に

応じ、次の表の下欄に定めるものとする。  

信用リスク区分  
３の２  
―１  

３の２  
―２  

３の２  
―３  

３の２  
―４  

３の２  
―５  

リスク・ウェイト  
（パーセント）  

十  二十  二十  五十  百  
 

［条を加える。］  

２ 個別格付がないカバード・ボンド向けエクスポージャーの

リスク・ウェイトは、当該カバード・ボンド向けエクスポー

ジャーの発行体である自己資本比率規制金融機関（以下この
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条において「カバード・ボンド発行体」という。）のリスク・

ウェイトの区分に応じ、次の表の下欄に定めるものとする。

この場合において、参照するカバード・ボンド発行体のリス

ク・ウェイトは、前条第四項に規定するデュー・ディリジェ

ンス分析の結果を踏まえた値とするものとする。  
カバード・ボンド

発行体のリスク・

ウェイト  
（パーセント）  

二十三十  四十  五十  七十五  百  百五十  

リスク・ウェイト  
（パーセント）  

十  十五  二十  二十五  三十五  五十  百  
 

３ 第一項の「適格資産要件」とは、次に掲げる要件の全てを

満たすことをいう。  
 

一 カバー・プール（カバード・ボンドの原資産の集合をい

う。以下この条において同じ。）に含まれる資産が次に掲

げる要件のいずれかを満たすこと。ただし、カバード・ボ

ンド発行体が当該カバー・プールに代替資産（カバー・プ

ール内の資産の毀損に備えて追加される当該資産の代わり

に保有される現金又は短期かつ流動性の高い資産をいう。

）又はカバー・プール内の資産が毀損するリスクをヘッジ

するための派生商品取引を含めることを妨げない。  

 

イ 中央政府、中央銀行、国際決済銀行、国際通貨基金、

欧州中央銀行、欧州連合、欧州安定メカニズム、欧州金

融安定ファシリティ、国際開発銀行、我が国の地方公共

団体、地方公共団体金融機構、我が国の政府関係機関及

び外国の中央政府等以外の公共部門に対する貸出債権、
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社債その他の債権（以下この号において「貸出債権等」

という。）又はそれらにより保証された貸出債権等であ

ること。  
ロ 健全な審査及び保全の要件に服する居住の用に供する

目的の不動産（居住施設であり、かつ、当該不動産を居

住の用に供するための法令（外国の法令を含む。）に照

らして有効であるものをいう。ハ及び第四十七条の四第

一項第一号において同じ。）が担保に付されている貸出

債権等であり、かつ、ローン・トゥ・バリュー（貸出債権

等の額を担保に付されている物件の価値で除して得た値

をいう。ハにおいて同じ。）が八十パーセント以下であ

ること。  

 

ハ 健全な審査及び保全の要件に服する居住の用に供する

目的の不動産以外の不動産が担保に付されている貸出債

権等であり、かつ、ローン・トゥ・バリューが六十パー

セント以下であること。  

 

ニ 自己資本比率規制金融機関のうち前条第一項又は第八

項の規定により三十パーセント以下のリスク・ウェイト

が適用されるものに対する貸出債権等又は当該自己資本

比率規制金融機関により保証された貸出債権等であって

、これらの貸出債権等の額のカバード・ボンドの発行時

の価格に対する割合が十五パーセントを上回らないこと

。  

 

二 カバード・ボンド発行体がカバード・ボンドに対して割

り当てるカバー・プールの名目額（カバー・プールに含ま

れる貸出債権等の合計額をいう。次項第一号イにおいて同

じ。）の当該カバード・ボンドの残高に対する割合が、百
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十パーセントを下回らないこと（当該割合を規制する法的

枠組みがないときは、当該カバード・ボンド発行体が、当

該割合が百十パーセントを下回らないことを定期的に開示

するものであることを含む。）。  
三 前二号に掲げる要件がカバード・ボンドの組成時から満

期までの期間において満たされること。  
 

４ 第一項の「開示要件」とは、標準的手法を採用した場合の

商工組合中央金庫が次に掲げる事項の全てを経済産業大臣、

財務大臣及び金融庁長官の求めに応じて提出することができ

るように整備していることをいう。  

 

一 カバード・ボンドに係る次に掲げる情報   
イ カバー・プールの名目額及び当該カバード・ボンドの

残高  
 

ロ カバー・プールに含まれる資産の種類及び地理的分布

並びにカバー・プールに含まれる貸出債権等の数  
 

ハ 当該カバード・ボンドの発行により、カバード・ボン

ド発行体に発生し得る金利及び為替リスク  
 

ニ カバー・プールの構成資産及びカバード・ボンドのマ

チュリティ  
 

ホ カバー・プールのうち、九十日超又は三月以上延滞し

ている貸出金の割合  
 

二 当該商工組合中央金庫が発行体から前号イからホまでに

掲げる情報を半年に一回以上の頻度で受領していること。  
 

５ 第一項において、標準的手法を採用した場合の商工組合中

央金庫によるデュー・ディリジェンス分析の結果、カバード

・ボンドの信用状態が当該カバード・ボンドに付与された個

別格付に対応した信用リスク区分の示す信用状態よりも高い
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リスクを有すると評価されるときは、当該個別格付に対応す

る信用リスク区分よりも一段階以上下位の信用リスク区分に

応じたリスク・ウェイトを用いるものとする。ただし、当該

個別格付に対応する信用リスク区分よりも上位の信用リスク

区分に応じたリスク・ウェイトは、用いないものとする。  
６ 第一項及び前三項の「カバード・ボンド」とは、次に掲げ

る要件の全てを満たす債券をいう。  
 

一 法令（外国の法令を含む。）に基づき、その保有者を保

護するために中央政府、中央銀行等又は中央政府以外の公

共部門の監督に服していること。  

 

二 法令（外国の法令を含む。）に基づき、その発行代り金

を次に掲げる要件の全てを満たす資産に投資することが求

められるものであること。  

 

イ 当該債券が有効に存在している間、これに付随する請

求権を補塡することが可能であること。  
 

ロ 当該債券の発行者に債務不履行が生じた場合には、当

該債券の元本及び利息を優先的に返済するために用いる

ことが可能であること。  

 

  
（第一種金融商品取引業者向けエクスポージャー）  （第一種金融商品取引業者向けエクスポージャー）  

第四十一条 第一種金融商品取引業者向けエクスポージャーの

リスク・ウェイトは、その第一種金融商品取引業者がバーゼ

ル銀行監督委員会の定める自己資本比率の基準又はこれと類

似の基準の適用を受ける場合に限り、第四十条の規定に従う

ものとする。経営管理会社についても、同様とする。  

第四十一条 第一種金融商品取引業者向けエクスポージャーの

リスク・ウェイトは、その第一種金融商品取引業者がバーゼ

ル銀行監督委員会の定める自己資本比率の基準又はこれと類

似の基準の適用を受ける場合に限り、前条の規定に従うもの

とする。経営管理会社についても、同様とする。  
２ 前項の規定にかかわらず、次に掲げる要件の全てに該当す

る第一種金融商品取引業者及び経営管理会社に対するエクス

［項を加える。］  
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ポージャーのリスク・ウェイトは、第四十条の規定によるこ

とができる。  
一 外国の法令に準拠して設立され、かつ、本邦以外の国又

は地域において同種類の業務を行う者であること。  
 

二 設立された国又は地域の金融当局の定めるところにより

自己資本比率規制金融機関に準ずる者と認められた者であ

ること。  

 

  
（保険会社向けエクスポージャー）   

第四十一条の二 保険会社又は保険持株会社に対するエクスポ

ージャー（第四十三条第一項において「保険会社向けエクス

ポージャー」という。）のリスク・ウェイトは、第四十条の

規定に従うものとする。  

［条を加える。］  

２ 次に掲げる要件の全てに該当する保険会社に準ずる外国の

者及び保険持株会社に準ずる外国の者に対するエクスポージ

ャーのリスク・ウェイトは、第四十条の規定によることがで

きる。  

 
 

一 外国の法令に準拠して設立され、かつ、本邦以外の国又

は地域において同種類の業務を行う者であること。  
 

二 設立された国又は地域の金融当局の定めるところにより

自己資本比率規制金融機関に準ずる者と認められた者であ

ること。  

 

  
（法人等向けエクスポージャー）  （法人等向けエクスポージャー）  

第四十二条 法人等向けエクスポージャー（法人等（会社、組

合、信託、基金、事業者たる個人その他これらに準ずる事業

体をいい、外国におけるこれらに相当するものを含み、第三

第四十二条 法人等向けエクスポージャー（会社、組合その他

これらに準ずる事業体（外国におけるこれらに相当するもの

を含む。）に対するエクスポージャーをいう。ただし、第三十
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十三条から前条までに規定するものを除く。第四項、次条第

四項第六号及び第五十五条第三項第一号において同じ。）に

対するエクスポージャーをいう。以下同じ。）に格付がある

場合のリスク・ウェイトは、当該格付に対応する信用リスク

区分に応じ、次の表の下欄に定めるものとする。  

三条から前条までに規定するものを除く。以下同じ。）に格

付がある場合のリスク・ウェイトは、当該格付に対応する信

用リスク区分に応じ、次の表の下欄に定めるものとする。  

信用リスク区分  ４―１  ４―２  ４―３  ４―４  ４―５  
リスク・ウェイト  
（パーセント）  

［略］  ［略］  七十五  ［略］  ［略］  
 

信用リスク区分  ４―１  ４―２  ４―３  ４―４  ４―５  
リスク・ウェイト  
（パーセント）  

［同左］ ［同左］ 百  ［同左］ ［同左］ 
 

２ 前項において、標準的手法を採用した場合の商工組合中央

金庫によるデュー・ディリジェンス分析の結果、債務者の信

用状態が格付に対応する信用リスク区分の示す信用状態より

も高いリスクを有すると評価されるときは、当該格付に対応

する信用リスク区分よりも一段階以上下位の信用リスク区分

に応じたリスク・ウェイトを用いるものとする。ただし、当

該格付に対応する信用リスク区分よりも上位の信用リスク区

分に応じたリスク・ウェイトは、用いないものとする。  

２ 法人等向けエクスポージャーが無格付の場合、そのリスク

・ウェイトは、百パーセントとする。ただし、その法人等が

設立された国の中央政府の格付又はカントリー・リスク・ス

コアに対応するリスク・ウェイトが百五十パーセントである

場合には、百五十パーセントとする。  

３ 法人等向けエクスポージャーが無格付の場合には、そのリ

スク・ウェイトは、百パーセントとする。ただし、その債務者

が中堅中小企業等に該当する場合には、八十五パーセントと

することができる。  

［項を加える。］  

４ 前項の「中堅中小企業等」とは、法人等のうち、当該法人

等の売上高（連結財務諸表を作成している場合及び標準的手

法を採用した場合の商工組合中央金庫が同一のグループに属

するものとして管理している場合にあっては、連結の売上高

。以下この項において同じ。）が五十億円未満のものをいう。

ただし、当該法人等が卸売業を営む場合その他の当該法人等

［項を加える。］  
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の事業規模を判断するに当たって当該法人等の売上高を用い

ることが適切でない場合には、総資産が五十億円未満のもの

をこれに含めることができる。  
  

（特定貸付債権向けエクスポージャー）   
第四十二条の二 前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる

事業に対する法人等向けエクスポージャー（以下この条及び

次条第一項において「特定貸付債権向けエクスポージャー」

という。）のリスク・ウェイトは、当該特定貸付債権向けエク

スポージャーに対して付与された個別格付に対応する信用リ

スク区分に応じ、前条第一項の表の下欄に定めるものとする

。この場合において、当該特定貸付債権向けエクスポージャ

ーの債務者に債務者信用力格付があるときは、当該債務者信

用力格付をリスク・ウェイトの判定に用いないものとする。  

［条を加える。］  

一 発電プラント、化学プラント、鉱山事業、交通インフラ

、環境インフラ、通信インフラその他の特定の事業に対す

る信用供与のうち、利払い及び返済の原資を主として当該

事業からの収益に限定し、かつ、信用供与の条件を通じて

信用供与を行った者が当該事業の有形資産及び当該有形資

産からの収益について相当程度の支配権を有しているもの

（第三項第三号及び第四号並びに第四項において「プロジ

ェクト・ファイナンス向けエクスポージャー」という。）  

 

二 船舶、航空機、衛星、鉄道、車両その他の有形資産の取

得のための信用供与のうち、利払い及び返済の原資を主と

して当該有形資産からの収益に限定し、かつ、当該有形資

産を担保の目的とするものであって、信用供与の条件を通

じて信用供与を行った者が当該有形資産及び当該有形資産
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からの収益について相当程度の支配権を有しているもの（

第三項第一号において「オブジェクト・ファイナンス向け

エクスポージャー」という。）  
三 原油、金属、穀物その他の商品取引所の上場商品の支払

準備金、在庫又は売掛債権の資金調達のための短期の信用

供与のうち、利払い及び返済の原資を主として当該上場商

品の売却代金に限定し、かつ、信用供与の条件を通じて信

用供与を行った者が当該上場商品及び当該上場商品からの

収益について相当程度の支配権を有しているもの（第三項

第二号において「コモディティ・ファイナンス向けエクス

ポージャー」という。）  

 

２ 特定貸付債権向けエクスポージャーに係るデュー・ディリ

ジェンス分析の結果、当該特定貸付債権向けエクスポージャ

ーに係る事業の信用状態が個別格付に対応する信用リスク区

分の示す信用状態よりも高いリスクを有すると評価されると

きは、当該個別格付に対応する信用リスク区分よりも一段階

以上下位の信用リスク区分に応じたリスク・ウェイトを用い

るものとする。ただし、当該個別格付に対応する信用リスク

区分よりも上位の信用リスク区分に応じたリスク・ウェイト

は、用いないものとする。  

 

３ 特定貸付債権向けエクスポージャーが無格付である場合に

は、次の各号に掲げるエクスポージャーの区分に応じ、当該

各号に定めるリスク・ウェイトを適用するものとする。  

 

一 オブジェクト・ファイナンス向けエクスポージャー 百

パーセント  
 

二 コモディティ・ファイナンス向けエクスポージャー 百

パーセント  
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三 運用段階前のプロジェクト・ファイナンス向けエクスポ

ージャー 百三十パーセント  
 

四 運用段階のプロジェクト・ファイナンス向けエクスポー

ジャー 百パーセント  
 

４ 前項第四号の規定にかかわらず、標準的手法を採用した場

合の商工組合中央金庫は、運用段階のプロジェクト・ファイ

ナンス向けエクスポージャーのうち、次に掲げる要件の全て

を満たすもののリスク・ウェイトを八十パーセントとするこ

とができる。  
 一 当該プロジェクト・ファイナンス向けエクスポージャー

の債務者が、その負担している金銭債務を返済計画に従っ

て履行する能力を有していること。  
 二 当該商工組合中央金庫が、前号に規定する能力について

景気循環や事業環境の変化の影響を受けにくいと判断して

いること。  

 

三 当該商工組合中央金庫の不利益となる行為を債務者が行

うことが制限されていること。  
 

四 当該プロジェクト・ファイナンス向けエクスポージャー

に係る事業における偶発的な支出への対応及び運転資本要

件の充足のため、十分な財務上の措置が行われていること

。  

 

五 次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。   
イ 次に掲げる要件の全てを満たす契約がオフテイカー（

当該プロジェクト・ファイナンス向けエクスポージャー

に係る事業の目的たる物及びサービス等の購入者をいう

。以下この項において同じ。）と締結されていること。  

 

⑴ 当該事業に用いられる施設等の建設が完了している  
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場合において、当該事業の運営に要する運営費、修繕

費、債務の弁済に係る費用及び配当金に充てる安定的

かつ十分な額がオフテイカーから支払われること。  
⑵ 当該事業に用いられる施設等があらかじめ定められ

た性能を欠く場合又は当該施設等の利用が行えない場

合を除き、支払額が当該事業の目的たる物及びサービ

ス等の需要に影響されず、減額されないこと。  

 

ロ 当該プロジェクト・ファイナンス向けエクスポージャ

ーに係る事業の収入が、当該事業の実行される法域にお

ける公正報酬率規制（当該法域における規制当局が当該

事業につき適正と判断する利益率等を定める規制をいう

。）に従うものであること。  
ハ 当該プロジェクト・ファイナンス向けエクスポージャ

ーに係る事業の収入について、オフテイカーとテイク・

オア・ペイ契約（事業の目的たる物及びサービス等の受

領の有無にかかわらず、定められた条件に基づき一定額

を対価として債務者に支払う旨を約する契約をいう。）

が締結されていること。  

 

六 当該プロジェクト・ファイナンス向けエクスポージャー

に係る利払い及び返済の原資を主として信用力の高いオフ

テイカー（中央政府、中央銀行、国際決済銀行、国際通貨基

金、欧州中央銀行、欧州連合、欧州安定メカニズム、欧州金

融安定ファシリティ、国際開発銀行、我が国の地方公共団体

、地方公共団体金融機構、土地開発公社、地方住宅供給公社

、地方道路公社、我が国の政府関係機関、外国の中央政府及

び中央銀行以外の公共部門並びに法人等（前条の規定によ

り八十パーセント以下のリスク・ウェイトが適用されるも
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のに限る。）に該当するオフテイカーをいう。第八号におい

て同じ。）からの収入に依存していること。  
七 当該プロジェクト・ファイナンス向けエクスポージャー

に係る信用供与に関する契約に、債務不履行事由が生じた

場合における実効性のある債権者の保護に関する規定が設

けられていること。  

 

八 信用力の高いオフテイカーが当該プロジェクト・ファイ

ナンス向けエクスポージャーに係る事業に関わる契約を解

除する場合において、当該信用力の高いオフテイカーが当

該事業に損失を生じさせないための必要な措置を講ずるこ

とが予定されていること。  

 

九 当該プロジェクト・ファイナンス向けエクスポージャー

に係る事業の運営に必要となる資産及び当該プロジェクト

・ファイナンス向けエクスポージャーの債務者の有する契

約上の権利が、当該事業に適用される法令（外国の法令を含

む。）の規定に基づき認められる範囲において担保に供され

ていること。  

 

十 債務不履行事由が生じた場合に、債権者（当該商工組合

中央金庫を含む。）が当該プロジェクト・ファイナンス向け

エクスポージャーに係る事業に対する支配権を取得できる

こと。  

 

５ 第三項第三号及び第四号並びに前項の「運用段階」とは、

プロジェクトを運営する事業体が、次に掲げる要件の全てを

満たす段階をいう。  

 

一 契約上の残存債務を負うのに十分な正のネット・キャッ

シュ・フローを有していること。  
 

二 長期債務が減少していること。   
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（短期格付による例外）  （短期格付による例外）  

第四十三条 金融機関向けエクスポージャー、第一種金融商品

取引業者向けエクスポージャー、保険会社向けエクスポージ

ャー又は法人等向けエクスポージャー（特定貸付債権向けエ

クスポージャーを含む。）に対して短期格付が付与されてい

る場合には、第四十条から前条までの規定にかかわらず、こ

れらのエクスポージャーのリスク・ウェイトは、当該短期格

付に対応する信用リスク区分に応じ、次の表の下欄に定める

ものとする。  

第四十三条 前条の法人等向けエクスポージャーに対して短期

格付が付与されている場合、同条の規定にかかわらず、当該

エクスポージャーのリスク・ウェイトは、当該格付に対応す

る信用リスク区分に応じ、次の表の下欄に定めるものとする

。  

 ［表略］   ［同左］  
２ ［略］  ２ ［同左］  
３ 標準的手法を採用した場合の商工組合中央金庫は、第一項

の規定により百五十パーセントのリスク・ウェイトが適用さ

れるエクスポージャーの債務者について、他の無格付のエク

スポージャーについても百五十パーセントのリスク・ウェイ

トを適用するものとする。  

３ 標準的手法を採用した場合の商工組合中央金庫は、第一項

の規定により百五十パーセントのリスク・ウェイトが適用さ

れるエクスポージャーの債務者について、他の無格付のエク

スポージャーについても百五十パーセントのリスク・ウェイ

トを適用しなければならない。  
４ 第一項の規定が適用される金融機関向けエクスポージャー

（第四十条の規定による第一種金融商品取引業者向けエクス

ポージャー及び保険会社向けエクスポージャーを含む。以下

この項において同じ。）の債務者に対して標準的手法を採用

した場合の商工組合中央金庫が当該金融機関向けエクスポー

ジャー以外の短期エクスポージャー（短期格付が付与されて

おらず、かつ、同条第二項第二号に該当するものをいう。）を

有する場合には、当該短期エクスポージャーのリスク・ウェ

イトは、同条第一項又は第二項及び第四項の規定にかかわら

ず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める

［項を加える。］  
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ものとする。ただし、同条第一項及び第四項の規定により三

十パーセント、五十パーセント又は百パーセントと判定され

たリスク・ウェイトを当該短期エクスポージャーに適用する

場合は、この限りでない。  
一 当該金融機関向けエクスポージャーのリスク・ウェイト

が、第四十条第一項又は第二項及び第四項の規定による当

該短期エクスポージャーのリスク・ウェイトを上回る場合 

当該金融機関向けエクスポージャーのリスク・ウェイト  

 

二 前号に掲げる場合以外の場合 第四十条第一項又は第二

項及び第四項の規定により判定されたリスク・ウェイト  
 

  
（適格中堅中小企業等向けエクスポージャー及び個人向けエ

クスポージャー）  
（法人等向けエクスポージャーの特例）  

第四十四条 標準的手法を採用した場合の商工組合中央金庫は

、中堅中小企業等向けエクスポージャー又は個人向けエクス

ポージャーであり、かつ、次に掲げる要件の全てを満たすも

の（第三項及び第四十八条第二項において「適格中堅中小企

業等向けエクスポージャー又は適格個人向けエクスポージャ

ー」という。）のリスク・ウェイトは、七十五パーセントとす

ることができる。ただし、債券及び第四節に定めるところに

より与信相当額の算出を行うものについては、この限りでな

い。  

第四十四条 前二条の規定にかかわらず、標準的手法を採用し

た場合の商工組合中央金庫は、継続的に用いることを条件と

して、すべての法人等向けエクスポージャーに百パーセント

のリスク・ウェイトを用いることができる。  
２ 標準的手法を採用した場合の商工組合中央金庫は、前項の

規定を利用する場合又はやむを得ない理由によりその利用を

中止する場合、あらかじめその旨を経済産業大臣、財務大臣

及び金融庁長官に届け出なければならない。  

一 一の債務者（中堅中小企業等（第四十二条第四項に規定

する中堅中小企業等をいう。次項において同じ。）及び個

人に限る。次号及び同項において同じ。）に対するエクス

ポージャー（次に掲げるものを除く。）の額（次節に規定

するオフ・バランス取引の与信相当額を含み、かつ、第四

- 114 -



 

3
7
 

節に定めるところにより算出した与信相当額を含まないも

のであって、第六節に規定する信用リスク削減手法を適用

する前のものとする。同号において同じ。）を合計した額

から信用保証協会等により保証されたエクスポージャーの

額を控除した額が、一億円以下であること。  
イ 債券に対するエクスポージャー  
ロ 次条、第四十六条、第四十七条の二及び第五十三条に

規定するエクスポージャー（第四十七条の二に規定する

エクスポージャーにあっては、居住用不動産を担保に設

定しているものに限る。）  
二 一の債務者に対するエクスポージャーの額を合計した額

から信用保証協会等により保証されたエクスポージャーの

額を控除した額が、前号に掲げる要件を満たすエクスポー

ジャーの額（第四十八条に規定するエクスポージャーの額

を除く。）を合計した額の〇・二パーセントを超えないこ

と。  
２ 前項各号において、標準的手法を採用した場合の商工組合

中央金庫が複数の中堅中小企業等又は個人に対する信用の供

与に際し、当該複数の中堅中小企業等又は個人の間に密接不

可分な関係があると判断していた場合には、それらを一体と

して一の債務者とみなす。  
３ 適格中堅中小企業等向けエクスポージャー又は適格個人向

けエクスポージャーのうち、次の各号に掲げるエクスポージ

ャーの区分に応じ当該各号に定める要件を満たすもののリス

ク・ウェイトは、四十五パーセントとすることができる。  

 

一 クレジット・カードの利用に係るエクスポージャー（当

該クレジット・カードを提示して、特定の販売業者から商
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品若しくは権利を購入し、又は特定の役務の提供の事業を

営む者から有償で役務の提供を受けることにより発生する

債務に係るエクスポージャーに限る。） 過去十二月にわ

たり、遅滞なく、定められた時期に返済が履行されている

こと。  
二 前号に該当しないエクスポージャーであり、かつ、リボ

ルビング型エクスポージャーに該当するもののうち、第五

十五条第一項の表の第三号に規定するコミットメント以外

のエクスポージャー 過去十二月にわたり債務の残高が零

であること。  

 

４ 第一項各号に掲げる要件のいずれかを満たさない個人向け

エクスポージャーのリスク・ウェイトは、百パーセントとす

る。  

 

  
（自己居住用不動産等向けエクスポージャー）  （中小企業等向けエクスポージャー及び個人向けエクスポー

ジャーに係る特例）  
第四十五条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに

該当する住宅の取得等に係るエクスポージャー（以下この節

及び第二百五十条の二第三項第二十号イにおいて「自己居住

用不動産等向けエクスポージャー」という。）であって、適

格性の要件の全てを満たすもののリスク・ウェイトは、次の

表に掲げる当該自己居住用不動産等向けエクスポージャーの

ＬＴＶ比率の区分に応じ、同表の下欄に定めるものとする。  

第四十五条 標準的手法を採用した場合の商工組合中央金庫は

、中小企業等向けエクスポージャー又は個人向けエクスポー

ジャーであって、次に掲げる要件のすべてを満たすもののリ

スク・ウェイトを、七十五パーセントとすることができる。  
一 一の債務者（中小企業等及び個人に限る。以下この条に

おいて同じ。）に対するエクスポージャーの額（第六節に規

定する信用リスク削減手法を適用する前のものとする。次

号において同じ。）を合計した額から信用保証協会等により

保証されたエクスポージャーの額を控除した額が一億円以

下であること。  
ＬＴＶ比率 

五十 

以下 

五十

超六

十以

六十

超八

十以

八十

超九

十以

九十

超百

以下 

百超 
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下 下 下 

リスク・ウェイト 

（パーセント） 
二十 二十五 三十 四十 五十 七十 

 

二 一の債務者に対するエクスポージャーの額を合計した額

から信用保証協会等により保証されたエクスポージャーの

額を控除した額が、前号の要件を満たすエクスポージャー（

第四十八条に該当するものを除く。）の額を合計した額の〇

・二パーセントを超えないこと。  
２ 前項各号において、標準的手法を採用した場合の商工組合

中央金庫が複数の中小企業等又は個人に対する信用の供与に

際し、当該複数の中小企業等又は個人の間に密接不可分な関

係があると判断していた場合、それらを一体として一の債務

者とみなす。  
３ 第一項の「中小企業等」とは、次に掲げるものをいう。  

一 資本金の額又は出資の総額が三億円以下の法人及び常時

使用する従業員の数が三百人以下の法人であって、製造業、

建設業、運輸業その他の業種（次号から第四号までに掲げる

業種を除く。）に属する事業を主たる事業として営むもの  
二 資本金の額又は出資の総額が一億円以下の法人及び常時

使用する従業員の数が百人以下の法人であって、卸売業に

属する事業を主たる事業として営むもの  
三 資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の法人及び常

時使用する従業員の数が百人以下の法人であって、サービ

ス業に属する事業を主たる事業として営むもの  
四 資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の法人及び常

時使用する従業員の数が五十人以下の法人であって、小売

業に属する事業を主たる事業として営むもの  

一 次に掲げる要件の全てを満たす住宅ローン  
イ 個人向けの貸付けであること。  

 ロ 抵当権が設定されている住宅が、債務者による自己居

住目的（別荘その他これに類するものを除く。）である

こと。  
 ハ 資金使途が住宅の建設、取得、増改築その他の住宅関

連費用に限定されていること。  
二 次に掲げる要件の全てを満たすエクスポージャー  

イ 個人向けの貸付けであること。  
ロ 資金使途が住宅の建設、取得、増改築その他の住宅関

連費用に限定されており、当該住宅に抵当権が設定され

ていること。  
ハ 次に掲げる要件のいずれかに該当すること。  

⑴ 賃貸に供する目的でないこと。  
⑵ 賃貸に供する目的である場合には、返済が専ら資金

使途の目的である住宅からの賃料その他の収入に依存

していないこと。  
ニ 一の債務者に対するエクスポージャーの額（第六節に

規定する信用リスク削減手法を適用する前のものであり

、かつ、資金使途が住宅の建設、取得、増改築その他の

住宅関連費用に限定されているもの（返済が専ら当該住

宅からの賃料その他の収入に依存しているものを除く。

）とする。）が一億円以下であること。  
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２ 自己居住用不動産等向けエクスポージャーが適格性の要件

を満たさない場合のリスク・ウェイトは、七十五パーセント

とする。  
３ 前二項の「適格性の要件」とは、次に掲げる要件をいう。  

一 抵当権が設定された物件の建設が完了していること。た

だし、第一項第一号に該当する自己居住用不動産等向けエ

クスポージャーについては、この限りでない。  
 二 抵当権が第一順位であること。ただし、抵当権が第二順

位以下である場合において、ＬＴＶ比率が百以下であると

きは、この限りでない。  
 三 債務者の返済能力が、適切な審査基準（債務者の返済能

力を評価するために、当該返済能力を測定するための指標

が定義されており、かつ、当該返済能力を評価するための

当該指標の水準が定められているものをいう。次条第三項

第三号において同じ。）に基づいて適当であると評価され

ていること。  
 四 信用供与の担保に付されている物件の価値の評価が、次

に掲げる要件の全てを満たしていること。  
イ 健全かつ保守的な算定基準が設けられていること。  
ロ 信用供与に関する一連の手続から独立していること。  
ハ 債務者の返済能力又は業績に大きく依存するものでな

いこと。  
ニ 将来において生ずることが見込まれる物件の価値の上

昇が反映されていないこと。  
ホ 現在の物件の価値が、信用供与の期間にわたり継続す

ることが見込まれる物件の価値に比して過大に評価され

ている可能性がある場合には、適切な調整が行われてい
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ること。  
ヘ 物件の市場価値を取得できる場合には、当該市場価値

を上回るものでないこと。  
五 信用供与の期間にわたり継続的に信用リスクの監視を行

うために必要な情報（第三号に規定する債務者の返済能力

及び前号に規定する物件の価値の評価に関する情報を含む

。）に関する文書が適切に作成されていること。  
４ 第一項及び前項の「ＬＴＶ比率」とは、第一号に定める額

を第二号に定める額で除して得た割合を百分率で表した値を

いう。  
 一 第一項に定めるリスク・ウェイトを適用する算出基準日

時点のエクスポージャーの額（第六節に規定する信用リス

ク削減手法を適用する前のものとする。以下この条から第

四十七条の二までにおいて同じ。）。ただし、抵当権が第

二順位以下である場合には、当該エクスポージャーの額に

先順位及び同順位の抵当権設定者（標準的手法を採用した

場合の商工組合中央金庫自らを除く。）の担保に付された

物件により保全された算出基準日時点のエクスポージャー

の額を加えた額とする。  
 二 信用供与の実行時点における担保に付された物件の価値

を前項第四号に掲げる要件を満たす方法により算出した額

。この場合において、イに掲げる場合に該当するときは当

該額を下方修正するものとし、ロに掲げる場合に該当する

ときは当該額を上方修正することができるものとする。  
イ 固有の事象により物件価値の永続的な減少が明らかな

場合  
 ロ 増改築により物件価値が上昇する場合  
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５ 第三項に規定する適格性の要件の全てを満たす自己居住用

不動産等向けエクスポージャーのうち、当該自己居住用不動

産等向けエクスポージャーに対する標準的手法を採用した場

合の商工組合中央金庫の抵当権が第二順位以下であるものの

リスク・ウェイトは、第一項に定めるリスク・ウェイトに一・

二五を乗じて得た値とする。ただし、前項に規定するＬＴＶ

比率が五十以下である場合には、一・二五を乗じることを要

しない。  
  

（賃貸用不動産向けエクスポージャー）  （抵当権付住宅ローン）  
第四十六条 第四十二条及び第四十四条の規定にかかわらず、

次に掲げる要件の全てを満たす住宅の取得等に係るエクスポ

ージャー（以下この節及び第二百五十条の二第三項第二十号

イにおいて「賃貸用不動産向けエクスポージャー」という。）

であって、適格性の要件の全てを満たすもののリスク・ウェ

イトは、次の表に掲げる当該賃貸用不動産向けエクスポージ

ャーのＬＴＶ比率の区分に応じ、同表の下欄に定めるものと

する。  

第四十六条 第三十三条から前条までの規定にかかわらず、住

宅ローンが次に掲げる要件のすべてを満たし、かつ、その資

金使途が当該住宅の建設、取得又は増改築に限定されている

場合には、当該住宅ローンに係るエクスポージャー（以下「

抵当権付住宅ローン」という。）のリスク・ウェイトは、三

十五パーセントとする。  
一 抵当権が次のイ及びロの条件を満たしていること。  

イ 抵当権が設定されている住宅が、債務者による自己居

住目的（別荘その他これに類するものを除く。）又は賃

貸に供する目的のものであること。  
ロ 抵当権が第一順位であること。ただし、独立行政法人

住宅金融支援機構その他の公的機関が第一順位の抵当権

を設定している場合であって、担保余力があり、かつ、

当該住宅ローンに関する抵当権が次順位であるときは、

この限りでない。  
二 当該エクスポージャーが抵当権により完全に保全されて

ＬＴＶ比率 
五十 

以下 

五十超

六十以

下 

六十超

八十以

下 

八十

超九

十以

下 

九十超

百以下 
百超 

リスク・ウェイト 

（パーセント） 
三十 三十五 四十五 六十 七十五 百五 

 

一 抵当権が設定されている住宅が、賃貸に供する目的であ

り、かつ、資金使途が当該住宅の建設、取得、増改築その他
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の住宅関連費用に限定されていること。  いること。  
三 当該エクスポージャーが次のイからハまでに該当しない

こと。  
イ 住宅建設又は宅地開発を主たる業務として行っている

事業者に対するエクスポージャー  
ロ 資金使途が社宅等の建設、取得又は増改築であるエク

スポージャー  
ハ 抵当権を設定した住宅の賃貸が現に行われておらず、

かつ、返済が専ら当該住宅からの賃料その他の収入に依

存しているエクスポージャー  

二 次のいずれにも該当しないこと。  
イ 住宅建設又は宅地開発を主たる業務として行っている

事業者に対するエクスポージャー  
ロ 資金使途が社宅等の建設、取得又は増改築であるエク

スポージャー  
三 返済が専ら当該住宅からの賃料その他の収入に依存して

いること（返済が専ら当該住宅からの賃料その他の収入に

依存していないことを標準的手法を採用した場合の商工組

合中央金庫が説明することができない場合を含む。）。  
２ 賃貸用不動産向けエクスポージャーが適格性の要件を満た

さない場合のリスク・ウェイトは、百五十パーセントとする。 
 

３ 前二項の「適格性の要件」とは、次に掲げる要件をいう。   
一 抵当権が設定された物件の建設が完了していること。   
二 抵当権が第一順位であること。ただし、抵当権が第二順

位以下である場合において、ＬＴＶ比率が百以下であると

きは、この限りでない。  

 

三 債務者の返済能力が、適切な審査基準に基づいて適当で

あると評価されていること。  
 

四 信用供与の担保に付されている物件の価値の評価が、前

条第三項第四号イからヘまでに掲げる要件の全てを満たし

ていること。  

 

五 信用供与の期間にわたり継続的に信用リスクの監視を行

うために必要な情報（第三号に規定する債務者の返済能力

及び前号に規定する物件の価値の評価に関する情報を含む

。）に関する文書が適切に作成されていること。  

 

４ 第一項及び前項の「ＬＴＶ比率」とは、第一号に定める額  
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を第二号に定める額で除して得た割合を百分率で表した値を

いう。  
一 第一項に定めるリスク・ウェイトを適用する算出基準日

時点のエクスポージャーの額。ただし、抵当権が第二順位

以下である場合には、当該エクスポージャーの額に先順位

及び同順位の抵当権設定者（標準的手法を採用した場合の

商工組合中央金庫自らを除く。）の担保に付された物件に

より保全された算出基準日時点のエクスポージャーの額を

加えた額とする。  
二 信用供与の実行時点における担保に付された物件の価値

を前項第四号に掲げる要件を満たす方法により算出した額

。この場合において、イに掲げる場合に該当するときは当

該額を下方修正するものとし、ロに掲げる場合に該当する

ときは当該額を上方修正することができるものとする。  
イ 固有の事象により物件価値の永続的な減少が明らかな

場合  
ロ 増改築により物件価値が上昇する場合  

５ 第三項に規定する適格性の要件の全てを満たす賃貸用不動

産向けエクスポージャーのうち、当該賃貸用不動産向けエク

スポージャーに対する標準的手法を採用した場合の商工組合

中央金庫の抵当権が第二順位以下であるもののリスク・ウェ

イトは、第一項に定めるリスク・ウェイトに一・二五を乗じて

得た値とする。ただし、前項に規定するＬＴＶ比率が五十以

下である場合には、一・二五を乗じることを要しない。  

 

  

（事業用不動産関連エクスポージャー）  （不動産取得等事業向けエクスポージャー）  
第四十七条 第四十条及び第四十一条から第四十四条までの規 第四十七条 第四十二条、第四十三条及び第四十五条の規定に
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定にかかわらず、次に掲げる要件の全てを満たす不動産の建

設、取得、増改築その他の不動産関連費用又は運用を目的と

した事業向けのエクスポージャー（以下この節において「事

業用不動産関連エクスポージャー」という。）であって、適格

性の要件の全てを満たすもののリスク・ウェイトは、次の表

に掲げる当該事業用不動産関連エクスポージャーのＬＴＶ比

率の区分に応じ、同表の下欄に定めるものとする。  

ＬＴＶ比率 六十以下 
六十超八 

十以下 
八十超 

リスク・ウェイト 

（パーセント） 
七十 九十 百十 

一 信用供与の目的とする不動産に抵当権その他の担保権が

設定されていること。  

かかわらず、不動産の取得又は運用を目的とした事業に対す

る法人等向けエクスポージャー、中小企業等向けエクスポー

ジャー又は個人向けエクスポージャーであって、返済が専ら

当該不動産からの賃料その他の収入に依存しているもの（前

条に規定するものを除く。第二百五十条の二第三項第二十号

において「不動産取得等事業向けエクスポージャー」という

。）のリスク・ウェイトは、第四十二条又は第四十三条の規定

により百五十パーセントとなる場合を除き、百パーセントと

する。  
 
 

二 返済が専ら当該不動産からの賃料その他の収入に依存し

ていること（返済が専ら当該不動産からの賃料その他の収

入に依存していないことを標準的手法を採用した場合の商

工組合中央金庫が説明することができない場合を含む。）。 

 

２ 事業用不動産関連エクスポージャーが適格性の要件を満た

さない場合のリスク・ウェイトは、百五十パーセントとする

。  

 

３ 前条第三項の規定は、標準的手法を採用した場合の商工組

合中央金庫が前二項の規定により事業用不動産関連エクスポ

ージャーのリスク・ウェイトを判定する場合について準用す

る。この場合において、同条第三項中「前二項」とあるのは「

次条第一項及び第二項」と、同項第一号中「抵当権」とあるの

は「抵当権その他の担保権」と、同項第二号中「抵当権」とあ
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るのは「抵当権その他の担保権」と、「百」とあるのは「八十

」と読み替えるものとする。  
４ 第一項及び前項において準用する前条第三項の「ＬＴＶ比

率」とは、第一号に定める額を第二号に定める額で除して得

た割合を百分率で表した値をいう。  
一 第一項に定めるリスク・ウェイトを適用する算出基準日

時点のエクスポージャーの額。ただし、抵当権その他の担

保権が第二順位以下である場合には、当該エクスポージャ

ーの額に先順位及び同順位の抵当権その他の担保権の設定

者（標準的手法を採用した場合の商工組合中央金庫自らを

除く。）の担保に付された物件により保全された算出基準

日時点のエクスポージャーの額を加えた額とする。  
二 信用供与の実行時点における担保に付された物件の価値

を前項において準用する前条第三項第四号に掲げる要件を

満たす方法により算出した額。この場合において、イに掲

げる場合に該当するときは当該額を下方修正するものとし

、ロに掲げる場合に該当するときは当該額を上方修正する

ことができるものとする。  
イ 固有の事象により物件価値の永続的な減少が明らかな

場合  
ロ 増改築により物件価値が上昇する場合  

 

５ 第三項において準用する前条第三項に規定する適格性の要

件の全てを満たす事業用不動産関連エクスポージャーのうち

、当該事業用不動産関連エクスポージャーに対する標準的手

法を採用した場合の商工組合中央金庫の抵当権その他の担保

権が第二順位以下であるもののリスク・ウェイトは、第一項

に定めるリスク・ウェイトに一・二五を乗じて得た値とする
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。ただし、前項に規定するＬＴＶ比率が六十以下である場合

には、一・二五を乗じることを要しない。  
  
 （その他不動産関連エクスポージャー）   
第四十七条の二 第四十条及び第四十一条から第四十四条まで

の規定にかかわらず、次に掲げる要件の全てを満たす不動産

の建設、取得、増改築その他の不動産関連費用又は運用を目

的とするエクスポージャーであって、適格性の要件の全てを

満たすもの（次項において「その他不動産関連エクスポージ

ャー」という。）のリスク・ウェイトは、六十パーセントと

することができる。  

［条を加える。］  

一 自己居住用不動産等向けエクスポージャー、賃貸用不動

産向けエクスポージャー又は事業用不動産関連エクスポー

ジャーでないこと。  

 

二 信用供与の目的とする不動産に抵当権その他の担保権が

設定されていること。  
 

 三 ＬＴＶ比率が六十以下であること。   
２ 第四十六条第三項（第二号を除く。）の規定は、標準的手

法を採用した場合の商工組合中央金庫が前項の規定によりそ

の他不動産関連エクスポージャーのリスク・ウェイトを判定

する場合について準用する。この場合において、同条第三項

中「前二項」とあるのは「第四十七条の二第一項」と、同項第

一号中「抵当権」とあるのは「抵当権その他の担保権」と読み

替えるものとする。  

 

３ 第一項第三号の「ＬＴＶ比率」とは、第一号に定める額を

第二号に定める額で除して得た割合を百分率で表した値をい

う。  
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一 第一項に定めるリスク・ウェイトを適用する算出基準日

時点のエクスポージャーの額。ただし、抵当権その他の担

保権が第二順位以下である場合には、当該エクスポージャ

ーの額に先順位及び同順位の抵当権その他の担保権の設定

者（標準的手法を採用した場合の商工組合中央金庫自らを

除く。）の担保に付された物件により保全された算出基準

日時点のエクスポージャーの額を加えた額とする。  
二 信用供与の実行時点における担保に付された物件の価値

を前項において準用する第四十六条第三項第四号に掲げる

要件を満たす方法により算出した額。この場合において、

イに掲げる場合に該当するときは当該額を下方修正するも

のとし、ロに掲げる場合に該当するときは当該額を上方修

正することができるものとする。  
イ 固有の事象により物件価値の永続的な減少が明らかな

場合  
ロ 増改築により物件価値が上昇する場合  

  
 （ＡＤＣ向けエクスポージャー）   
第四十七条の三 第四十二条、第四十二条の二及び第四十七条

の規定にかかわらず、法人等向けエクスポージャーのうち、

土地の取得、開発及び建物の建築のための信用供与であって

、信用供与の実行日において当該信用供与の返済原資が当該

不動産の不確実な売却又は相当程度不確実なキャッシュ・フ

ローに基づいているもの（当該不動産の所在地における同様

の不動産の使用割合に満たない場合を含む。次条において「

ＡＤＣ向けエクスポージャー」という。）のリスク・ウェイ

トは、百五十パーセントとする。ただし、計画の承認が得ら

［条を加える。］  
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れていない又は計画の承認の申請を行う予定がない林地及び

立木並びに農地の取得のための信用供与である場合は、この

限りでない。  
  
 （ＡＤＣ向けエクスポージャーの例外）   
第四十七条の四 前条の規定にかかわらず、次に掲げる要件の

全てを満たすＡＤＣ向けエクスポージャーであって、適格性

の要件の全てを満たすもののリスク・ウェイトは、百パーセ

ントとすることができる。  

［条を加える。］  

一 信用供与の目的とする不動産が居住の用に供する目的の

不動産であること。  
 

二 信用供与の目的とする不動産について、法的に有効な事

前の販売契約又は賃貸契約が締結されていること。  
 

三 信用供与の目的とする不動産に係る事前の販売契約又は

賃貸契約に基づく払込額が契約金の総額の大半に達してい

ること。  

 

四 前号の払込額について、契約が解除された場合において

返金を要しないこと。  
 

２ 第四十六条第三項（第一号及び第二号ただし書を除く。）

の規定は、標準的手法を採用した場合の商工組合中央金庫が

前項の規定によりＡＤＣ向けエクスポージャーのリスク・ウ

ェイトを適用する場合について準用する。この場合において

、同条第三項中「前二項」とあるのは、「第四十七条の四第一

項」と読み替えるものとする。  

 

  
（劣後債権その他資本性証券のエクスポージャー）   

第四十七条の五 第三十三条から前条までの規定にかかわらず ［条を加える。］  
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、次条から第五十三条の三の二までの規定のいずれにも該当

しないエクスポージャーであって、劣後債権その他資本性証

券に係るもののリスク・ウェイトは、百五十パーセントとす

る。  
  

（延滞エクスポージャー）  （延滞エクスポージャー）  
第四十八条 第三十三条から前条まで（第四十五条を除く。）

の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事由が生じたエクス

ポージャー（次項、第四項及び次条第一項において「延滞エ

クスポージャー」という。）のうち、適格金融資産担保によっ

て信用リスクが削減されていない部分、保証を用いている場

合の被保証でない部分及びクレジット・デリバティブを用い

ている場合のプロテクションが提供されていない部分に適用

するリスク・ウェイトは、当該延滞エクスポージャーの額及

び部分直接償却の額の合計額に対する個別貸倒引当金等の額

（個別貸倒引当金の額、特定海外債権引当勘定の額及び部分

直接償却の額の合計額をいう。）の割合の区分に応じ、次の

表の右欄に定めるものとする。  

第四十八条 第三十三条から前条まで（第四十六条を除く。）

の規定にかかわらず、三月以上延滞エクスポージャー（元金

又は利息の支払が、約定支払日の翌日を起算日として三月以

上延滞している者に係るエクスポージャーをいう。以下同じ

。）及び第三十三条から前条まで（第四十六条を除く。）の規

定に従いリスク・ウェイトが百五十パーセントとなるエクス

ポージャーについては、当該エクスポージャーのリスク・ウ

ェイトは、次の表の左欄に掲げる区分に応じ同表の右欄に定

めるものとする。  
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当該延滞エクスポージャーの

額及び部分直接償却の額の合

計額に対する個別貸倒引当金

等の額（個別貸倒引当金の額、

特定海外債権引当勘定の額及

び部分直接償却の額の合計額

をいう。）の割合  

リスク・ウェイト  
（パーセント）  

［略］  
 

当該エクスポージャーの額及

び部分直接償却の額の合計額

に対する個別貸倒引当金等（個

別貸倒引当金の額、特定海外債

権引当勘定の額及び部分直接

償却の額をいう。以下この条及

び次条において同じ。）の額の

割合  

リスク・ウェイト  
（パーセント）  

［同左］  
 

一 標準的手法を採用した場合の商工組合中央金庫が、債務

者に対するエクスポージャーを金融機能の再生のための緊

急措置に関する法律施行規則（平成十年金融再生委員会規

則第二号。以下「金融再生法施行規則」という。）第四条第

二項に規定する破産更生債権及びこれらに準ずる債権、同

条第三項に規定する危険債権又は同条第四項に規定する要

管理債権に該当するものと査定する事由が生ずること。  

［号を加える。］  

二 標準的手法を採用した場合の商工組合中央金庫が、当該

債務者に対するエクスポージャーについて、重大な経済的

損失を伴う売却を行うこと。  

［号を加える。］  

三 当該債務者に対する当座貸越については、約定の限度額

（設定されていない場合は零とみなす。）を超過した日又

は現時点の貸越額より低い限度額を通知した日の翌日を起

算日として三月以上当該限度額を超過すること。  

［号を加える。］  

２ 一のエクスポージャーについて前項各号に掲げる事由が生

じた場合は、当該エクスポージャーの債務者に対する他のエ

クスポージャーについても延滞エクスポージャーとする。た

２ 前項の規定にかかわらず、三月以上延滞エクスポージャー

及び第三十三条から前条まで（第四十六条を除く。）の規定

に従いリスク・ウェイトが百五十パーセントとなるエクスポ
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だし、適格中堅中小企業等向けエクスポージャー又は適格個

人向けエクスポージャー及び個人向けエクスポージャー（第

四十四条第四項の規定により百パーセントのリスク・ウェイ

トが適用されるものに限る。）については、この限りでない。 
 

ージャーが、抵当権、売掛債権又は動産担保（第百三十八条

第四項第三号に掲げる運用要件を満たすものに限る。この場

合において、同号中「適格その他資産担保」とあるのは「動産

担保」と、「資産」とあり、及び「適格その他資産」とあるの

は「動産」と、「「対抗要件が具備」と、」とあるのは「「対

抗要件が具備」と、「内部格付手法」とあるのは「標準的手法

」と、」と、「当該資産」とあるのは「当該動産」と、「内部

格付手法を」とあるのは「標準的手法を」と読み替えるもの

とする。）により完全に保全されており、かつ、当該エクスポ

ージャーの額及び部分直接償却の額の合計額に対する個別貸

倒引当金等の額の割合が十五パーセント以上二十パーセント

未満である場合は、当該エクスポージャーのリスク・ウェイ

トは、百パーセントとする。  
３ 延滞エクスポージャーについて第一項各号に掲げる事由が

解消されたと認められる場合には、標準的手法を採用した場

合の商工組合中央金庫は、そのエクスポージャーを延滞エク

スポージャーとして取り扱わないものとする。  

３ 前二項において、標準的手法を採用した場合の商工組合中

央金庫は、延滞に係る基準として三月以上に代えて九十日超

を用いることができる。  

４ 前項のエクスポージャーについて再度第一項各号に掲げる

事由が生じた場合には、標準的手法を採用した場合の商工組

合中央金庫は、当該エクスポージャーを延滞エクスポージャ

ーとして取り扱うものとする。  

［項を加える。］  

５ 第一項において、標準的手法を採用した場合の商工組合中

央金庫は、金融再生法施行規則第四条第四項に規定する三月

以上延滞債権に該当する事由が生じた場合に係る判定の基準

として、三月以上に代えて九十日超を用いることができる。  

［項を加える。］  

  
（自己居住用不動産等向けエクスポージャーに係る延滞エク （抵当権付住宅ローンに係る延滞エクスポージャー）  
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スポージャー）  
第四十九条 自己居住用不動産等向けエクスポージャーに該当

するエクスポージャーが延滞エクスポージャーである場合に

は、第四十五条及び前条の規定にかかわらず、当該エクスポ

ージャーのリスク・ウェイトは、百パーセントとする。  

第四十九条 抵当権付住宅ローンに該当するエクスポージャー

が三月以上延滞エクスポージャーである場合には、第四十六

条の規定にかかわらず、当該エクスポージャーのリスク・ウ

ェイトは、百パーセントとする。  
２ 前条第三項から第五項までの規定は、自己居住用不動産等

向けエクスポージャーに係る延滞エクスポージャーの判定に

ついて準用する。この場合において、前条第三項及び第四項

中「第一項各号」とあるのは「第四十八条第一項各号」と、同

条第五項中「第一項」とあるのは「第四十九条第一項」と読み

替えるものとする。  

２ 前項に規定する場合において、当該エクスポージャーの額

及び部分直接償却の額の合計額に対する個別貸倒引当金等の

額の割合が二十パーセント以上であるときは、当該エクスポ

ージャーのリスク・ウェイトは、五十パーセントとする。  

［項を削る。］  ３ 前二項において、標準的手法を採用した場合の商工組合中

央金庫は、延滞に係る基準として三月以上に代えて九十日超

を用いることができる。  
  

（株式及び株式と同等の性質を有するものに対するエクスポ

ージャー）  
（出資等のエクスポージャー）  

第五十三条 第三十三条から前条までの規定にかかわらず、株

式及び株式と同等の性質を有するものに対するエクスポージ

ャー（第五十三条の四の規定によりリスク・ウェイトを判定

するエクスポージャーを除く。）のリスク・ウェイトは、次の

各号に掲げる投資の区分に応じ、当該各号に定めるものとす

る。  

第五十三条 第三十三条から前条までの規定にかかわらず、令

第六条第五項第三号に規定する出資その他これに類するエク

スポージャーのリスク・ウェイトは、百パーセントとする。  

一 投機的な非上場株式に対する投資 四百パーセント   
二 前号に掲げる投資以外の投資 二百五十パーセント   

２ 前項の「株式と同等の性質を有するもの」とは、次に掲げ

るものをいう。  
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一 次に掲げる性質の全てを有するもの   
イ 償還されないこと。   
ロ 発行体の債務を構成するものでないこと。   
ハ 発行体に対する残余財産分配請求権又は剰余金配当請

求権を付与するものであること。  
 

二 金融機関のＴｉｅｒ１資本の額に算入される資本調達手

段と同様の仕組みの金融商品  
 

三 発行体の債務を構成する金融商品であって、次に掲げる

性質のいずれかを有するもの  
 

イ 発行体が当該債務の支払を無期限に繰り延べることが

できること。  
 

ロ 発行体による一定数の前二号に掲げる金融商品の発行

により債務を支払うことが条件とされていること、又は

発行体が一定数の前二号に掲げる金融商品の発行により

債務の支払に充当することができること。  

 

ハ 発行体による不特定数の前二号に掲げる金融商品の発

行により債務を支払うことが条件とされており、かつ、

他の条件が同じ場合は債務額の変動が一定数の前二号に

掲げる金融商品の額に連動するものであること、又は発

行体の裁量で当該支払方法を選択できること。  

 

ニ 当該金融商品の保有者が前二号に掲げる金融商品によ

る弁済を要求する選択権を有すること。ただし、当該金

融商品が債務と同様の性質を有するものとして取引され

ている場合又は債務として扱うことが適当であると認め

られる場合を除く。  

 

四 返済額が株式からの収益に連動する債務、株式の保有と

同様の経済的効果をもたらす意図の下に組成された債務、
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有価証券、派生商品取引その他の金融商品  
３ 第一項第一号の「投機的な非上場株式に対する投資」とは

、次に掲げる非上場株式投資のいずれかをいう。ただし、当

該非上場株式投資が長期的な関係の構築に資する場合又は企

業再生を目的とするものである場合は、この限りでない。  

 

一 短期的な売買により譲渡益を取得することを期待する非

上場株式投資  
 

二 金融市場における相場その他の指標に係る価格変動を伴

い、かつ、長期的にトレンド以上の多額の譲渡益又は利益

を取得することを想定する非上場株式投資  

 

  
（重要な出資のエクスポージャー）  （重要な出資のエクスポージャー）  

第五十三条の二 標準的手法を採用した場合の商工組合中央金

庫にあっては、第三十三条から前条までの規定にかかわらず

、総株主等の議決権の百分の十を超える議決権を保有してい

る法人等（営利を目的とする者に限り、その他金融機関等（

連結自己資本比率（第二条に規定する連結自己資本比率をい

う。以下この条において同じ。）を算出する場合にあっては

第八条第八項第一号に規定するその他金融機関等をいい、単

体自己資本比率（第十四条に規定する単体自己資本比率をい

う。以下この条において同じ。）を算出する場合にあっては

第二十条第五項第一号に規定するその他金融機関等をいう。

）を除く。）に係る出資（前条第一項に規定する株式及び株式

と同等の性質を有するものに対するエクスポージャーをいう

。）（次項及び第百六十一条の二において「対象出資」という

。）のうち重要な出資に係る十五パーセント基準額（連結自

己資本比率を算出する場合にあっては第二条第三号の算式に

第五十三条の二 標準的手法を採用した場合の商工組合中央金

庫にあっては、第三十三条から前条までの規定にかかわらず

、総株主等の議決権の百分の十を超える議決権を保有してい

る法人等（営利を目的とする者に限り、その他金融機関等（

連結自己資本比率（第二条に規定する連結自己資本比率をい

う。以下この条において同じ。）を算出する場合にあっては

第八条第八項第一号に規定するその他金融機関等をいい、単

体自己資本比率（第十四条に規定する単体自己資本比率をい

う。以下この条において同じ。）を算出する場合にあっては

第二十条第五項第一号に規定するその他金融機関等をいう。

）を除く。）に係る出資（令第五条第六項第三号に規定する出

資をいう。）（次項及び第百六十一条の二において「対象出資

」という。）のうち重要な出資に係る十五パーセント基準額（

連結自己資本比率を算出する場合にあっては第二条第三号の

算式における総自己資本の額（この条及び第百六十一条の二

- 133 -



 

5
6
 

おける総自己資本の額（この条及び第百六十一条の二の規定

の適用がないものとして算出した額とする。次項において同

じ。）に十五パーセントを乗じて得た額をいい、単体自己資

本比率を算出する場合にあっては第十四条第三号の算式にお

ける総自己資本の額（この条及び第百六十一条の二の規定の

適用がないものとして算出した額とする。次項において同じ

。）に十五パーセントを乗じて得た額をいう。第百六十一条

の二第一項において同じ。）を上回る部分に係るエクスポー

ジャーのリスク・ウェイトは、千二百五十パーセントとする

。  

の規定の適用がないものとして算出した額とする。次項にお

いて同じ。）に十五パーセントを乗じて得た額をいい、単体

自己資本比率を算出する場合にあっては第十四条第三号の算

式における総自己資本の額（この条及び第百六十一条の二の

規定の適用がないものとして算出した額とする。次項におい

て同じ。）に十五パーセントを乗じて得た額をいう。第百六

十一条の二第一項において同じ。）を上回る部分に係るエク

スポージャーのリスク・ウェイトは、千二百五十パーセント

とする。  

２ ［略］  ２ ［同左］  
  

（その他外部ＴＬＡＣ関連調達手段に係るエクスポージャー

）  
（その他外部ＴＬＡＣ関連調達手段に係るエクスポージャー

）  
第五十三条の三の二 標準的手法を採用した場合の商工組合中

央金庫にあっては、第三十三条から前条までの規定にかかわ

らず、その他外部ＴＬＡＣ関連調達手段（特例外部ＴＬＡＣ

調達手段にあっては、当該特例外部ＴＬＡＣ調達手段を発行

する者（以下この条において「発行者」という。）が当該特例

外部ＴＬＡＣ調達手段の額のうち自己のその他外部ＴＬＡＣ

調達手段に相当するものに算入している額が当該発行者の特

例外部ＴＬＡＣ調達手段の額の合計額に占める割合を、当該

商工組合中央金庫が保有している当該発行者の特例外部ＴＬ

ＡＣ調達手段の額に乗じて得られた額に係る部分に限る。）

のうち第二条第三号又は第十四条第三号の算式におけるＴｉ

ｅｒ２資本に係る調整項目の額に算入されなかった部分に係

るエクスポージャーのリスク・ウェイトは、百五十パーセン

第五十三条の三の二 標準的手法を採用した場合の商工組合中

央金庫にあっては、第三十三条から前条までの規定にかかわ

らず、その他外部ＴＬＡＣ関連調達手段（特例外部ＴＬＡＣ

調達手段にあっては、当該特例外部ＴＬＡＣ調達手段を発行

する者（以下この条において「発行者」という。）が当該特例

外部ＴＬＡＣ調達手段の額のうち自己のその他外部ＴＬＡＣ

調達手段に相当するものに算入している額が当該発行者の特

例外部ＴＬＡＣ調達手段の額の合計額に占める割合を、当該

商工組合中央金庫が保有している当該発行者の特例外部ＴＬ

ＡＣ調達手段の額に乗じて得られた額に係る部分に限る。）

のうち第二条第三号又は第十四条第三号の算式におけるＴｉ

ｅｒ２資本に係る調整項目の額に算入されなかった部分に係

るエクスポージャーのリスク・ウェイトは、第四十条に定め
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トとする。  るところによる。  
  
 （リスク・ウェイトのみなし計算）   （リスク・ウェイトのみなし計算）  
第五十三条の四 標準的手法を採用した場合の商工組合中央金

庫は、保有するエクスポージャー（出資の性質を有するもの

に限る。以下この条、第百三十一条第八項及び第百四十九条

において「保有エクスポージャー」という。）のリスク・ウェ

イトを直接に判定することができないときには、当該リスク

・ウェイトをこの条に規定するところにより算出するものと

する。  

第五十三条の四 標準的手法を採用した場合の商工組合中央金

庫は、保有するエクスポージャー（出資の性質を有するもの

に限る。以下この条、第百三十一条第七項及び第百四十九条

において「保有エクスポージャー」という。）のリスク・ウェ

イトを直接に判定することができないときには、当該リスク

・ウェイトをこの条に規定するところにより算出するものと

する。  
［２～10 略］  ［２～10 同左］ 

  
（通貨ミスマッチのあるエクスポージャー）   

第五十四条の二 第四十四条から第四十六条までの規定にかか

わらず、貸出金の通貨と債務者の収入の通貨が異なる個人向

けエクスポージャー（第四十四条第一項各号に掲げる要件の

全てを満たすもの及び同条第四項の規定により百パーセント

のリスク・ウェイトが適用されるものに限る。）、自己居住用

不動産等向けエクスポージャー又は賃貸用不動産向けエクス

ポージャー（個人向けのものに限る。）であって、その為替リ

スクの九割以上がヘッジされていないもののリスク・ウェイ

トは、第四十四条から第四十六条までに規定するリスク・ウ

ェイトに一・五を乗じて得た値とする。ただし、当該値が百

五十パーセントを超えるときは、百五十パーセントとする。  

［条を加える。］  

  
（オフ・バランス取引の与信相当額）  （オフ・バランス取引の与信相当額）  

第五十五条 標準的手法を採用した場合の商工組合中央金庫が 第五十五条 標準的手法を採用した場合の商工組合中央金庫が
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次の表の中欄に掲げるオフ・バランス取引を行う場合には、

当該オフ・バランス取引の相手方に対する信用リスクに係る

与信相当額は、当該オフ・バランス取引に係る想定元本額（

見かけの額ではなく、その取引の経済効果を反映した額であ

ることを要する。以下同じ。）に次の表の左欄に掲げる掛目

を乗じて得た額とする。  

次の表の中欄に掲げるオフ・バランス取引を行う場合、当該

取引の相手方に対する信用リスクに係る与信相当額は、当該

取引に係る想定元本額（見かけの額ではなく、その取引の経

済効果を反映した額であることを要する。以下同じ。）に次

の表の左欄に掲げる掛目を乗じて得た額とする。  

      掛   目  
（パーセント）  

オフ・バランス取引

の種類  
備      考  

 

 十  一 任意の時期に無

条件で取消し可能

なコミットメント

（第五号に該当す

るものを除く。以

下この条において

同じ。）又は相手方

の信用状態が悪化

した場合に自動的

に取消し可能なコ

ミットメント  

   

 二十  二 短期かつ流動性

の高い貿易関連偶

発債務  

短期かつ流動性の

高い貿易関連偶発債

務とは、契約期限ま

での満期が一年未満

である船荷により担

保された商業信用状

の発行又は確認によ

 

      掛   目  
（パーセント）  

オフ・バランス取引

の種類  
備      考  

 

 零  一 任意の時期に無

条件で取消し可能

なコミットメント

（第五号に該当す

るものを除く。以

下この条において

同じ。）又は相手方

の信用状態が悪化

した場合に自動的

に取消し可能なコ

ミットメント  

   

 二十  二 原契約期間が一

年以下のコミット

メント（前号に規

定するコミットメ

ントを除く。）  
三 短期かつ流動性

の高い貿易関連偶

 
 
 
 
 
 短期かつ流動性の

高い貿易関連偶発債
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るものをいい、商工

組合中央金庫が発行

及び確認したものに

適用する。  

 四十  三 コミットメント

（第一号に規定す

るコミットメント

を除く。）   

 

 五十  四 特定の取引に係

る偶発債務（第二

号に該当するもの

を除く。）  

特定の取引に係る

偶発債務とは、契約

履行保証（保証には

当該保証を行うため

に行うスタンドバイ

信用状の発行を含む

。）、入札保証、品質

保証等をいう。  
  五  NIF（ Note Is-

suance Facilities）
又 は RUF （ Rev-
olving Underwr-
iting Facilities）  

ＮＩＦ又はＲＵＦ

とは、一定期間一定

の枠内で証券を反復

的に発行することに

より資金を調達する

仕組みにおいて、発

行された証券が予定

された条件の範囲内

で消化できない場合

発債務  務とは、船荷により

担保された商業信用

状の発行又は確認に

よるものをいい、商

工組合中央金庫が発

行又は確認したもの

に適用する。  
 五十  四 特定の取引に係

る偶発債務（前号

に該当するものを

除く。）  

特定の取引に係る

偶発債務とは、契約

履行保証（保証には

当該保証を行うため

に行うスタンドバイ

信用状の発行を含む

。）、入札保証、品質

保証等をいう。  
   五  NIF（ Note Is-

suance Facilities）
又 は RUF （ Rev-
olving Underwr-
iting Facilities）  

ＮＩＦ又はＲＵＦ

とは、一定期間一定

の枠内で証券を反復

的に発行することに

より資金を調達する

仕組みにおいて、発

行された証券が予定

された条件の範囲内

で消化できない場合

、標準的手法を採用

した場合の商工組合
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には、標準的手法を

採用した場合の商工

組合中央金庫が一定

の条件の範囲内で当

該証券の買取り又は

金銭の貸付け等を行

うことを約する取引

をいう。  
 百  六 信用供与に直接

的に代替する偶発

債務  

信用供与に直接的

に代替する偶発債務

とは、一般的な債務

の保証、手形の引受

け（手形の引受けの

性格を持つ裏書を含

む。）及び元本補塡信

託契約等をいう。  
 
 

七 有価証券の貸付

、現金若しくは有

価証券による担保

の提供（ＳＡ―Ｃ

ＣＲを用いて派生

商品取引若しくは

長期決済期間取引

に係る与信相当額

を算出し、又は期

待エクスポージャ

   

中央金庫が一定の条

件の範囲内で当該証

券の買取り又は金銭

の貸付け等を行うこ

とを約する取引をい

う。  
   六 原契約期間が一

年超であるコミッ

トメント（第一号

に規定するコミッ

トメントを除く。）

   

 百  七 信用供与に直接

的に代替する偶発

債務  

信用供与に直接的

に代替する偶発債務

とは、一般的な債務

の保証、手形の引受

け（手形の引受けの

性格を持つ裏書を含

む。）及び元本補塡信

託契約等をいう。  

 

  八 有価証券の貸付

、現金若しくは有

価証券による担保

の提供（ＳＡ―Ｃ

ＣＲ（第五十七条

に定めるところに

より与信相当額を
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ー方式（第五十九

条に定めるところ

により与信相当額

を算出することを

いう。以下同じ。）

を用いて派生商品

取引、長期決済期

間取引若しくはレ

ポ形式の取引若し

くは信用取引その

他これに類する海

外の取引に係る与

信相当額を算出す

る場合において、

これらの取引にお

ける担保の提供で

与信相当額が算出

されるものを除く

。）又は有価証券の

買戻条件付売却若

しくは売戻条件付

購入  
  八 前各号のいずれ

にも該当しない信

用供与に代替する

オフ・バランス取

  

算出することをい

う。以下同じ。）を

用いて派生商品取

引若しくは長期決

済期間取引に係る

与信相当額を算出

し、又は期待エク

スポージャー方式

（第五十九条に定

めるところにより

与信相当額を算出

することをいう。

以下同じ。）を用い

て派生商品取引、

長期決済期間取引

若しくはレポ形式

の取引若しくは信

用取引その他これ

に類する海外の取

引に係る与信相当

額を算出する場合

において、これら

の取引における担

保の提供で与信相

当額が算出される

ものを除く。）又は

有価証券の買戻条
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引  
     

 

件付売却若しくは

売戻条件付購入  

     
 

［（注１）・（注２） 略］  ［（注１）・（注２） 同左］  
２ ［略］  ２ ［同左］  
３ 第一項の規定にかかわらず、次に掲げる要件の全てを満た

すオフ・バランス取引（同項の表の第一号に掲げるものに限

る。）については、その与信相当額を算出することを要しない

。  

［項を加える。］  

一 取引の相手方が法人等であること。ただし、事業者たる

個人が取引の相手方である場合には、当該オフ・バランス取

引が事業性のものであるときに限る。  

 

二 取引の契約の締結及び維持に当たって、手数料その他こ

れらに類する経費を受領していないこと。  
 

三 取引の相手方が信用供与枠の引出しをするときは、その

都度、当該相手方からの申請が行われること。  
 

四 取引の相手方による信用供与枠の引出しに係る全ての権

限を、標準的手法を採用した場合の商工組合中央金庫が有

していること。  

 

五 取引の相手方による信用供与枠の引出しの承認に当たっ

ては、第三号に規定する申請の都度、当該相手方の信用力の

評価を、標準的手法を採用した場合の商工組合中央金庫が

行っていること。  

 

  
（与信相当額の算出）  （与信相当額の算出）  

第五十六条 ［略］  第五十六条 ［同左］  
［２・３ 略］  ［２・３ 同左］  
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４ 標準的手法を採用した場合の商工組合中央金庫は、次に定

める場合には、クレジット・デリバティブについてこの条か

ら第五十九条の六までの規定により与信相当額を算出するこ

とを要しない。  

４ ［同左］  

一 クレジット・デリバティブを商工組合中央金庫が保有す

るエクスポージャー（マーケット・リスク相当額の算出対

象であるものを除く。）に対する信用リスク削減手法とし

て用いる場合  

一 クレジット・デリバティブを商工組合中央金庫が保有す

るエクスポージャー（マーケット・リスク相当額の算出対

象であるものを除く。）に対する信用リスク削減手法とし

て用いるとき。  
二 商工組合中央金庫がクレジット・デリバティブのプロテ

クション提供者として前条第一項の表の第六号、第百十七

条、第百十九条又は第百二十条の規定を適用する場合  

二 商工組合中央金庫がクレジット・デリバティブのプロテ

クション提供者として前条第一項第七号、第百十七条、第百

十九条又は第百二十条の規定を適用するとき。  
５ 標準的手法を採用した場合の商工組合中央金庫は、この節

における与信相当額の算出においては、ネッティング・セッ

ト（法的に有効な相対ネッティング契約下にある取引にあっ

ては当該取引の集合をいい、それ以外の取引にあっては個別

取引をいう。以下同じ。）ごとに算出した与信相当額から財

務会計において認識されたＣＶＡの額を控除するものとする

。ただし、零を下回る場合は零とする。  

５ 標準的手法を採用した場合の商工組合中央金庫は、この節

における与信相当額の算出に当たっては、ＣＶＡの影響を勘

案しないものとする。  

［項を削る。］  ６ 前項の規定にかかわらず、標準的手法を採用した場合の商

工組合中央金庫は、信用リスク・アセットの額の算出におい

て、与信相当額についてＣＶＡの影響を勘案することができ

る。  
  

（ＳＡ―ＣＣＲ）  （ＳＡ―ＣＣＲ）  
第五十七条 標準的手法を採用した場合の商工組合中央金庫が

ＳＡ―ＣＣＲを用いる場合には、ネッティング・セットごと

に、次の算式により与信相当額を算出する。ただし、ネッテ

第五十七条 標準的手法を採用した場合の商工組合中央金庫が

ＳＡ―ＣＣＲを用いるときは、ネッティング・セット（法的

に有効な相対ネッティング契約下にある取引にあっては当該
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ィング・セット（法的に有効な相対ネッティング契約下にあ

る取引の集合に限る。）において、複数のマージン・アグリー

メント（取引相手方に係るエクスポージャーの額が指定され

た額を超えたときに、当該取引相手方に対して担保の提供を

求めることができる旨の契約をいう。以下同じ。）が締結さ

れている場合には、個々の当該マージン・アグリーメントの

下にある取引の集合ごとに、与信相当額を算出するものとす

る。  

取引の集合をいい、それ以外の取引にあっては個別取引をい

う。以下同じ。）ごとに、次の算式により与信相当額を算出す

る。ただし、ネッティング・セット（法的に有効な相対ネッテ

ィング契約下にある取引の集合に限る。）において、複数の

マージン・アグリーメント（取引相手方に係るエクスポージ

ャーの額が指定された額を超えたときに、当該取引相手方に

対して担保の提供を求めることができる旨の契約をいう。以

下この条並びに第五十九条第五項及び第十一項において同じ

。）が締結されている場合には、個々の当該マージン・アグリ

ーメントの下にある取引の集合ごとに、与信相当額を算出す

るものとする。  
与信相当額＝1.4×（RC＋PFE）  与信相当額＝1.4×（RC＋PFE）  

RCは、再構築コスト（以下この条において同じ。）  RCは、再構築コスト（以下この条において同じ。）  
PFEは、将来の潜在的なエクスポージャー額（以下この条に

おいて同じ。）  
PFEは、将来の潜在的なエクスポージャー額（以下この条に

おいて同じ。）  
２ ［略］  ２ ［同左］  
３ 前項のボラティリティ調整率（H）は、次の各号に掲げる場

合の区分に応じ、当該各号に定める算式を用いて算出する。  
３ 前項のボラティリティ調整率は、次の各号に掲げる場合の

区分に応じ、当該各号に定める算式を用いて算出する。  
一 マージン・アグリーメントを締結していない場合  一 ［同左］  

H = H ×  Min(N , 250) + 𝑇 − 1𝑇  

H = H  ×  T 10 

H ×  min {M  , 250}T  

 

NSは、ネッティング・セット（以下この項、第十七項及び

第十八項において同じ。）  
NSは、ネッティング・セット（以下この項、第十七項及び

第十八項において同じ。）  
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H10は、第六節第三款第二目に規定する標準的ボラティリテ

ィ調整率（次号において同じ。）  
HNは、第四章第六節第三款第二目に規定する標準的ボラテ

ィリティ調整率又は同款第三目に規定する自金庫推計ボ

ラティリティ調整率（次号において同じ。）  
NRは、値洗いの間隔（営業日数）又はNSに含まれる取引の

残存期間（当該取引の原資産が派生商品取引であり、かつ

、当該原資産を受け渡すこととなっている場合には、原資

産である派生商品取引の満期日と算出基準日の間の営業

日数をいう。）のうち最も長い営業日数。ただし、十営業

日未満であるときは、十営業日とする。  

MNSは、NSに含まれる取引の残存期間（当該取引の原資産

が派生商品取引であり、かつ、当該原資産を受け渡すこと

となっている場合には、原資産である派生商品取引の満

期日と算出基準日の間の営業日数をいう。）のうち最も長

い営業日数。ただし、十営業日未満であるときは、十営業

日とする。  
TMは、第八十一条第二項第一号に定める最低保有期間  

 

TNは、HNを算出するために用いた保有期間（次号において

同じ。）  
 

二 マージン・アグリーメントを締結している場合  二 ［同左］  

   H = H  ×  MPOR10  H ×  MPORT  

MPORは、次項に規定するリスクのマージン期間（マージ

ン・アグリーメントに基づき取引相手方から担保の提供

を受けた時点から当該取引相手方のデフォルトに伴い発

生した当該取引相手方との取引に係るマーケット・リス

クに対するヘッジが完了する時点までの期間をいう。以

下同じ。）  

MPORは、次項に規定するリスクのマージン期間（マージ

ン・アグリーメントに基づき取引相手方から担保の提供

を受けた時点から当該取引相手方のデフォルトに伴い発

生した当該取引相手方との取引に係るマーケット・リス

クに対するヘッジが完了する時点までの期間をいう。以

下同じ。）  
４ 前項第二号のリスクのマージン期間は、次の各号に掲げる

ネッティング・セットの区分に応じ、当該各号に定める営業

日数とする。  

４ ［同左］  

一 流動性の低い担保又は再構築の困難な派生商品取引を含

むネッティング・セット 二十営業日  
一 日々の値洗いにより変動証拠金の額が調整され、かつ、

流動性の低い担保又は再構築の困難な派生商品取引を含む
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ネッティング・セット 二十営業日  
［二～五 略］  ［二～五 同左］  

［５～18 略］  ［５～18 同左］  
  

（期待エクスポージャー方式）  （期待エクスポージャー方式）  
第五十九条 ［略］  第五十九条 ［同左］  
２ 標準的手法を採用した場合の商工組合中央金庫が期待エク

スポージャー方式を用いる場合には、ネッティング・セット

（当該ネッティング・セットに含まれる担保については適格

金融資産担保に限る。以下同じ。）ごとに、与信相当額は第一

号に掲げる算式により、同号に掲げる算式の算出に要する実

効EPEは第二号に掲げる算式により、同号に掲げる実効EEtkは

第三号に掲げる算式により算出される額とする。ただし、当

該ネッティング・セットを構成する全ての取引における最も

長い満期が一年未満である場合には、第二号に定める実効EPE

の算出に当たって、当該満期までの間に同号の∆tkで加重平均

した実効EPEを用いるものとする。 

２ ［同左］ 

［一・二 略］ ［一・二 同左］ 

三 実効EEtk＝max（実効EEtk－ 1，EEtk） 三 実効EEtk＝max（実効EEtk－ 1，EEtk） 

EEtkは、将来の時点tkにおける正のエクスポージャーの額

全ての平均（以下「期待エクスポージャー」という。）

。ただし、実効EEt0は、カレント・エクスポージャー（期

待エクスポージャーの算出の対象となるネッティング・

セットに含まれる取引の時価に基づき算出される、当該

ネッティング・セットに係る取引相手方のデフォルトに

よって発生する損失額と零のいずれか大きい額をいう。

次項第五号及び第八項並びに第百四十条第七項におい

EEtkは、将来の時点tkにおける、内部モデルにより推計され

たエクスポージャーの額の平均（以下「期待エクスポー

ジャー」という。）。ただし、実効EEt0は、カレント・エ

クスポージャー（期待エクスポージャーの算出の対象と

なるネッティング・セットに含まれる取引の時価に基づ

き算出される、当該ネッティング・セットに係る取引相

手方のデフォルトによって発生する損失額と零のいずれ

か大きい額をいう。第百四十条第六項において同じ。）
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て同じ。）とする。  とする。 

３ 標準的手法を採用した場合の商工組合中央金庫は、前項第

一号に掲げる与信相当額の算出に当たっては、次に掲げる要

件の全てを満たすものとする。  

３ 標準的手法を採用した場合の商工組合中央金庫は、前項第

一号に掲げる与信相当額の算出に当たっては、ポートフォリ

オごとに、現在の市場データを用いて算出した実効EPE又は適

切なストレス期間を含むデータを用いて算出した実効EPEの

うち、所要自己資本が大きくなるものを用いるものとする。  
一 現在の市場データを用いて算出したポートフォリオ全体

の実効EPE又は適切なストレス期間を含むデータを用いて

算出したポートフォリオ全体の実効EPEのうち、信用リスク

・アセットの額（ＣＶＡリスク相当額を除く。）が大きく

なる実効EPEを用いること。  

［号を加える。］ 

 

二 取引条件（想定元本の額、満期、参照資産、担保額の閾

値及び法的に有効な相対ネッティング契約の内容を含む。

）が、データベース（期待エクスポージャー方式において

与信相当額を算出するための情報の集合物であって、特定

の取引相手方に関する情報を検索できるように体系的に構

成されたものをいう。次号において同じ。）に適切に保存

されており、期待エクスポージャーを計測するために構築

されたシステム（以下「期待エクスポージャー計測モデル

」という。）に適時に、かつ、網羅的及び保守的に反映さ

れること。  

［号を加える。］ 

 

三 取引条件が期待エクスポージャー計測モデルに適切に反

映されていることを継続的に確認するために、期待エクス

ポージャー計測モデルとデータベースとの間に、照合プロ

セスが整備されていること。  

［号を加える。］  

四 ネッティング契約の法的有効性を適切に確認するプロセ

スが整備されていること。  
［号を加える。］  
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五 第一号の現在の市場データを用いて算出したポートフォ

リオ全体の実効EPEの算出に当たっては、三月に一度以上の

頻度で現在の市場データを用いてカレント・エクスポージ

ャーを計測し、かつ、直近三年間以上の市場データを用い

て期待エクスポージャー計測モデルのパラメーターを推計

すること。ただし、期待エクスポージャー計測モデルのパ

ラメーターを推計する場合には、マーケット・インプライ

ドデータ（市場で観測される実際の取引価格等から逆算し

て導き出される市場データをいう。次号において同じ。）

を用いることができる。  

［号を加える。］ 

 

六 第一号の適切なストレス期間を含むデータを用いて算出

したポートフォリオ全体の実効EPEの算出に当たっては、次

に掲げる要件の全てを満たす三年間の市場データ（ストレ

ス期間を含む。）又は適切なストレス期間から抽出するマ

ーケット・インプライドデータを用いること。  

［号を加える。］  

イ ストレス期間は、代表的ポートフォリオ（主要なリス

ク・ファクター及び相関による影響度に基づき、自己の

ポートフォリオを代表するように構築された十分な数の

取引相手方を有する取引の集合をいう。第五十九条の三

第五号において同じ。）に係る市場で観測されるクレジ

ット・スプレッドが拡大する期間と整合的であること。

ただし、市場でクレジット・スプレッドが観測されない

場合は、取引相手方ごとに地域、格付及び業種に基づき

推計されたクレジット・スプレッドを用いることができ

る。  

 

ロ 前号の実効EPEの算出において用いられる期待エクス

ポージャー計測モデルの調整方法と整合的であること。 
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ハ 主要なリスク・ファクターに対し脆弱なベンチマーク

・ポートフォリオを構築し、当該ベンチマーク・ポートフ

ォリオのエクスポージャーの額を計測することにより実

効EPEの適切性を評価すること。 

 

４ 標準的手法を採用した場合の商工組合中央金庫は、次に掲

げる要件の全てを満たす場合には、第二項第一号の規定にか

かわらず、同号に掲げる算式中α（以下この項及び次項にお

いて単に「α」という。）を推計することができる。ただし、

推計したαが一・二を下回るときは、αは一・二とするもの

とする。  

４ 標準的手法を採用した場合の商工組合中央金庫は、α（第

二項第一号に規定するものをいう。以下同じ。）について、次

に掲げる要件を満たしている場合には、独自に推計すること

ができる。ただし、推計したαが一・二を下回るときは、αは

一・二とする。  

一 ［略］  一 ［同左］  
二 経済資本の額の計算において、全ての取引相手方に係る

取引又は取引のポートフォリオの市場価値の分布に係る確

率的な依存関係の主要な要因を把握していること。  

二 全ての取引相手方に係る取引又は取引のポートフォリオ

のエクスポージャーの額の推計において主要な要因を把握

していること。  
三 ［略］  三 ［同左］  
［号を削る。］  四 経済資本の額の計算方法についての文書が作成されてい

ること。  
四 ［略］  五 ［同左］  
五 αはエクスポージャーの粒度（エクスポージャーに含ま

れる個々のネッティング・セットの分布の状況をいう。）

を勘案していること。  

［号を加える。］  

六 経済資本の額の計算に係るモデルについて、開発から独

立して、十分な能力を有する者により、検証されること。  
［号を加える。］  

七 経済資本の額の計算に係るモデルのモデル・リスクにつ

いて評価し、αの変化を評価すること。  
［号を加える。］  

八 経済資本の額の計算に係るモデルについて、マーケット

・リスクと信用リスクとを合わせてシミュレーションする

［号を加える。］  
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場合には、マーケット・リスク・ファクターのボラティリ

ティと相関係数を信用リスク・ファクターに含めることに

より、景気後退期のボラティリティ又は相関の上昇を勘案

すること。  
九 経済資本の額の計算方法が文書化されていること。  ［号を加える。］  

５ 標準的手法を採用した場合の商工組合中央金庫は、次のい

ずれかに該当する場合であって、経済産業大臣、財務大臣及

び金融庁長官がαの値を指定したときは、当該αの値を用い

て与信相当額を算出するものとする。  

［項を加える。］  

一 取引相手方の信用リスクに過度な偏在がある場合   
二 一般誤方向リスク（取引相手方のPDと一般的な市場のリ

スク・ファクターが正の相関を持つことによりエクスポー

ジャーの額が増加するリスクをいう。第五十九条の三第三

号ト及び第十三号において同じ。）を持つ過度なエクスポ

ージャーが存在する場合  

 

 

 

 三 複数の取引相手方のエクスポージャーの相関が高い場合   
四 取引相手方の信用リスクに係る固有の特徴がある場合又

は第五十九条の三第四号に規定するモデル検証において重

大な問題がある場合  

 

６ 標準的手法を採用した場合の商工組合中央金庫は、ネッテ

ィング・セットに係る取引相手方に対するマージン・アグリ

ーメントに基づき、期待エクスポージャー計測モデルにおい

て当該担保による効果を反映している場合には、第二項第三

号に規定する実効EEtkの算出において、当該担保による効果

を勘案したEEtkを用いることにより同項第二号に規定する実

効EPEを計測する方法を使用することができる。ただし、取引

相手方の信用状態が悪化したときに当該取引相手方に担保の

５ 標準的手法を採用した場合の商工組合中央金庫は、ネッテ

ィング・セットに係る取引相手方に対するマージン・アグリ

ーメントに基づき、期待エクスポージャー計測モデル（期待

エクスポージャーを計測するモデルをいう。以下同じ。）に

おいて当該担保による効果を反映しているときは、第二項第

三号に規定する実効EEtkの算出において、当該担保による効

果を勘案したEEtkを用いることにより同項第二号に規定する

実効EPEを計測する方法を使用することができる。ただし、取
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提供を求めることができるものとされているマージン・アグ

リーメントに基づく担保による効果は反映しないものとする

。  

引相手方の信用状態が悪化した時に当該取引相手方に担保の

提供を求めることができるものとされているマージン・アグ

リーメントに基づく担保による効果は反映しないものとする

。  
７ 標準的手法を採用した場合の商工組合中央金庫は、マージ

ン・アグリーメントに基づく担保による効果を期待エクスポ

ージャー計測モデルに反映する場合には、第二項第一号に規

定する与信相当額の算出に当たって、次に掲げる取引の要素

を勘案するものとする。  

［項を加える。］ 

 

 

 一 マージン・アグリーメントの契約形態   
 二 第十一項に規定するリスクのマージン期間   
 三 取引相手方に担保提供を求める頻度   
 四 信用極度額   
 五 最低引渡担保額   
８ 標準的手法を採用した場合の商工組合中央金庫は、第二項

第一号に規定する与信相当額の算出に当たって、適格金融資

産担保を信用リスク削減手法として用いる場合には、カレン

ト・エクスポージャーを算出する過程において信用リスクの

削減効果を反映するものとする。  

［項を加える。］  

９ 標準的手法を採用した場合の商工組合中央金庫は、期待エ

クスポージャー計測モデルにおいて、エクスポージャーの分

布が正規分布でない可能性も勘案して、実効EPEを計測するも

のとする。  

［項を加える。］  

10 標準的手法を採用した場合の商工組合中央金庫は、第六項

に規定する方法を使用して実効EPEを計測する場合には、リス

クのマージン期間内における取引相手方との取引の時価の変

化額を勘案するものとする。  

６ 標準的手法を採用した場合の商工組合中央金庫は、前項に

規定する方法を使用して実効EPEを計測するときは、リスクの

マージン期間内における取引相手方との取引の時価の変化額

を勘案するものとする。  
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11～14 ［略］  ７～10 ［同左］  
15 標準的手法を採用した場合の商工組合中央金庫は、マージ

ン・アグリーメントに基づき、現金以外の資産による担保の

効果を反映する場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応

じ、当該各号に定める条件を満たすものとする。  

11 標準的手法を採用した場合の商工組合中央金庫は、マージ

ン・アグリーメントにより提供をし、又は提供を受ける担保

が現金以外の資産を含むときは、当該担保の価格変動を適切

に反映するものとする。  
一 当該担保の効果をモデル化（期待エクスポージャー計測

モデルに特定の契約条件及び市場の動向等の効果を計量的

に反映するように当該モデルを構築及び調整することをい

う。次号において同じ。）する場合 担保の効果並びにレポ

形式の取引及び信用取引その他これに類する海外の取引の

エクスポージャーを同時にモデル化すること。  

［号を加える。］  

二 当該担保の効果をモデル化しない場合 第六節第三款第

二目に規定する標準的ボラティリティ調整率による包括的

手法を用いること。  

［号を加える。］  

16 標準的手法を採用した場合の商工組合中央金庫は、次に掲

げる条件の全てを満たす場合に限り、派生商品取引並びにレ

ポ形式の取引及び信用取引その他これに類する海外の取引を

その対象とする法的に有効な相対ネッティング契約の効果を

勘案することができる。  

12 標準的手法を採用した場合の商工組合中央金庫は、次の各

号に定める全ての条件を満たす場合に限り、派生商品取引と

レポ形式の取引をその対象とする法的に有効な相対ネッティ

ング契約の効果を勘案することができる。  

一 当事者の一方に取引を終了させることができる事由（取

引相手が現金若しくは証券を引き渡す義務又は追加担保を

提供する義務その他の義務を履行しないこと及び債務超過

、破産手続開始の決定、再生手続開始の決定、更生手続開

始の決定、特別清算開始の命令その他これらに類する事由

の発生を含む。第五十九条の三第十四号及び第八十四条第

一項第一号において同じ。）が生じた場合に、他方の当事

者は、当該相対ネッティング契約下にある全ての取引を適

一 当事者の一方に取引を終了させることができる事由（取

引相手が現金若しくは証券を引き渡す義務又は追加担保を

提供する義務その他の義務を履行しないこと及び債務超過

、破産手続開始の決定、再生手続開始の決定、更生手続開

始の決定、特別清算開始の命令その他これらに類する事由

の発生を含む。第八十四条第一項第一号において同じ。）

が生じた場合に、他方の当事者は、当該相対ネッティング

契約下にある全ての取引を適時に終了させ、一の債権又は
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時に終了させ、一の債権又は債務とすることができること

。  
債務とすることができること。 

 
［二～四 略］  ［二～四 同左］  

17 直接清算参加者として間接清算参加者の適格中央清算機関

向けトレード・エクスポージャーに係る金融商品取引法第二

条第二十七項に規定する有価証券等清算取次ぎ、間接清算参

加者の適格中央清算機関向けトレード・エクスポージャーに

係る商品先物取引法第二条第二十項に規定する商品清算取引

その他間接清算参加者の適格中央清算機関向けトレード・エ

クスポージャーに係る取次ぎ又はこれらに類する海外の取引

を行うことにより生ずる間接清算参加者に対するトレード・

エクスポージャーについては、第十一項第一号の定めにかか

わらず、同号に掲げるネッティング・セットのリスクのマー

ジン期間を五営業日とすることができる。 

 

（承認の基準）  

13 直接清算参加者として間接清算参加者の適格中央清算機関

向けトレード・エクスポージャーに係る金融商品取引法第二

条第二十七項に規定する有価証券等清算取次ぎ、間接清算参

加者の適格中央清算機関向けトレード・エクスポージャーに

係る商品先物取引法第二条第二十項に規定する商品清算取引

その他間接清算参加者の適格中央清算機関向けトレード・エ

クスポージャーに係る取次ぎ又はこれらに類する海外の取引

を行うことにより生ずる間接清算参加者に対するトレード・

エクスポージャーについては、第七項第一号の定めにかかわ

らず、同号に掲げるネッティング・セットのリスクのマージ

ン期間を五営業日とすることができる。 

 

（承認の基準）  
第五十九条の三 経済産業大臣、財務大臣及び金融庁長官は、

期待エクスポージャー方式の使用について第五十九条第一項

の承認をしようとするときは、期待エクスポージャー計測モ

デルが当該承認に先立って一年以上にわたって内部管理にお

いて運用されており、かつ、期待エクスポージャー方式の使

用を開始する日以降において、内部管理に関する体制が次に

掲げる基準に適合することが見込まれるかどうかを審査する

ものとする。  

第五十九条の三 経済産業大臣、財務大臣及び金融庁長官は、

期待エクスポージャー方式の使用について第五十九条第一項

の承認をしようとするときは、次に掲げる基準に適合する期

待エクスポージャー計測モデルが当該承認に先立って一年以

上にわたって内部管理において運用されており、かつ、期待

エクスポージャー方式の使用を開始する日以降において、内

部管理に関する体制が当該基準に適合することが見込まれる

かどうかを審査するものとする。  
一 カウンターパーティ信用リスク（派生商品取引、レポ形

式の取引等の取引相手方に対する信用リスクをいう。以下

この条において同じ。）の管理体制の設計及び運営に責任

一 期待エクスポージャーの管理の過程の設計及び運営に責

任を負う部署（以下「期待エクスポージャー管理部署」と

いう。）が、信用リスク・アセットの額を算出する対象と
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を負う部署（以下この条において「期待エクスポージャー

管理部署」という。）が、信用リスク・アセットの額を算出

する対象となる取引に関わる部署から独立して設置されて

いること。  

なる取引に関わる部署から独立して設置されていること。  

二 期待エクスポージャー管理部署は、適切なストレス・テ

ストを実施し、期待エクスポージャー計測モデルについて

、将来のリスク・ファクターの変動に関する仮定を上回る

リスク・ファクターの変動が生じた場合に発生する実際の

エクスポージャーの額と期待エクスポージャーとの差異に

関する分析を行うこと。 

 

二 期待エクスポージャー管理部署は、適切なストレス・テ

スト（期待エクスポージャー計測モデルについて、将来の

リスク・ファクターの変動に関する仮定を上回るリスク・

ファクターの変動が生じた場合に発生する実際のエクスポ

ージャーの額と期待エクスポージャーの差異に関する分析

を行うことをいう。）を少なくとも月に一回以上実施し、

その実施手続を記載した書類を作成していること。  
［号を削る。］ 

 
二の二 期待エクスポージャー管理部署は、適切なバック・

テスティング（過去の期待エクスポージャー方式の適用対

象となるエクスポージャーの額と期待エクスポージャー計

測モデルから算出される期待エクスポージャーの比較の結

果に基づき、期待エクスポージャー計測モデルの正確性の

検定を行うことをいう。）を定期的に実施し、その実施手

続、検証手続及びリスク指標の算出手続を記載した書類を

作成していること。  
［号を削る。］  二の三 期待エクスポージャー管理部署は、一般誤方向リス

ク（取引相手方のPDと一般的な市場のリスク・ファクター

が正の相関を持つことによりエクスポージャーの額が増加

するリスクをいう。）及び個別誤方向リスクの特定、モニ

タリング及び管理を行うための体制を整備していること。  
三 前号のストレス・テストの実施に当たっては、次に掲げ

る要件の全てを満たすこと。  
三 期待エクスポージャー計測モデルの正確性が、期待エク

スポージャー管理部署により継続的に検証されること。  
イ 十分な期間にわたって、取引相手方ごとにカウンター  
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パーティ信用リスクを有する全ての形態の取引を捕捉す

ること。  
ロ 金利、外国為替、株価、コモディティ価格、クレジッ

ト・スプレッドその他の主要なマーケット・リスク・フ

ァクターに起因するエクスポージャーの変動について、

月次で分析し、感応度の偏りを特定すること。  

 

ハ 複数の要素の影響（深刻な経済状況及び市場変動の発

生、広範囲の市場流動性の低下並びに中核的な市場参加

者のポジション手仕舞いの影響を含む。）を想定したエ

クスポージャーの変動について、三月に一回以上の頻度

で分析し、ノン・ダイレクション・リスク（イールドカ

ーブ・エクスポージャー及びベーシス・リスクをいう。

）を評価すること。  

 

ニ 経済状況等の悪化によって影響を受けるエクスポージ

ャー変動及び取引相手方の信用力低下を同時に考慮した

ストレス・テストを、三月に一回以上の頻度で分析する

こと。  

 

ホ ロからニまでに規定する要素を考慮するストレス・テ

ストは、取引先の単位、取引先をグループ化した区分の

単位又は全ての取引先を合算した単位で実施すること。  

 

ヘ リスク・ファクターにおけるシナリオは、少なくとも

次に掲げるものを含むものとすること。  
 

⑴ 過去において経験した市場環境の悪化を想定したシ

ナリオ  
 

⑵ 合理的で過度のストレスを反映させたシナリオ   
⑶ 影響が限定されるが損失の発生の可能性がより高い

シナリオ  
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ト 一般誤方向リスクを特定するために、取引相手方の信

用力と正の相関があるリスク・ファクターを定めたスト

レス・シナリオを作成すること。  

 

チ リバース・ストレス・テスト（経営に甚大な影響を及

ぼす可能性が高く、かつ、蓋然性が認められるストレス

・シナリオを特定するためのストレス・テストをいう。

）を実施すること。  

 

リ ストレス・テストの結果が信用リスクの管理手続に組

み込まれており、かつ、取締役等への定期的な報告に基

づき過度な偏在又は集中したリスクに対し適切な対応が

講じられていること。  

 

ヌ ストレス・テストの実施手続を記載した文書を作成し

ていること。  
 

四 期待エクスポージャー管理部署が、期待エクスポージャ

ー計測モデルの開発から独立して、期待エクスポージャー

計測モデル及び当該期待エクスポージャー計測モデルから

生成されるリスク指標（実効EPE及び実効EPEの構成要素と

して計測される指標であってリスク管理上重要なものをい

う。以下この条において同じ。）の正確性に関する検証（以

下この条において「モデル検証」という。）を実施すること

。  

四 期待エクスポージャー計測モデルが、当該モデルの開発

から独立し、かつ、十分な能力を有する者により、開発時点

及びその後定期的に、かつ、期待エクスポージャー計測モ

デルへの重要な変更、市場の構造的な変化又はポートフォ

リオ構成の大きな変化によって期待エクスポージャー計測

モデルの正確性が失われるおそれが生じた場合に検証され

ており、かつ、当該モデルが適切に見直されるための体制

を整備していること。この場合において、当該検証は次に

掲げる事項を含むものとする。  
 イ 期待エクスポージャー計測モデルの用いる前提が不適

切であることによりリスクを過小に評価していないこと

。  
ロ 第二号の二に定めるバック・テスティングに加え、商

工組合中央金庫のポートフォリオと期待エクスポージャ
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ー計測モデルの構造に照らして適切な手法でモデルを検

証することにより、妥当な検証結果が得られること。  
ハ 仮想的なポートフォリオを使用した検証により、期待

エクスポージャー計測モデルが、ポートフォリオの構造

的な特性から生じ得る影響を適切に把握していると評価

できること。  
五 モデル検証の実施に当たっては、次に掲げる要件の全て

を満たすこと。  
［号を加える。］  

イ 期待エクスポージャー計測モデルの開発時点及びその

後定期的に実施すること。  
 

ロ IMMバック・テスティング（期待エクスポージャー計測

モデルにより算出したリスク指標と実際の計測値との比

較及び固定したポジションに基づく仮想のリスク指標の

変化と実際の計測値との比較をいう。チにおいて同じ。）

その他適切な検証手法を用いること。  

 

ハ モデル検証のプロセス及びリスク指標の計測方法につ

いての文書を作成すること。  
 

ニ 期待エクスポージャー計測モデルに係る正確性の評価

基準及び改善のプロセスを定めること。  
 

ホ モデル検証に用いる代表的ポートフォリオの構築方法

を定義すること。  
 

ヘ 予測分布を用いるエクスポージャー計測モデル及びリ

スク指標を検証する場合には、複数の統計的な分布を用

いること。  

 

ト 期待エクスポージャー計測モデルに用いる前提が不適

切であることによりリスクを過小に評価していないかど

うかを検証すること。  
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チ IMMバック・テスティングの実施に当たっては、次に掲

げる要件の全てを満たすものとする。  
 

⑴ マーケット・リスクの変動に関する過去のデータを

用いること。この場合において、当該データは、少なく

とも一年を超える予測期間を可能な限り多く考慮し、

かつ、初期設定日に幅を持たせるものとする。  

 

⑵ 期待エクスポージャー計測モデル及びリスク指標を

対象とすること。この場合において、担保付取引につ

いては、予測期間は最低一年間であり、かつ、典型的な

リスクのマージン期間を含むものとする。  

 

⑶ 代表的ポートフォリオを対象にポジションを固定す

る手法を用いること。  
 

⑷ 期待エクスポージャー計測モデルの重要な仮定とリ

スク指標を検証するように設計すること。  
 

リ 時価評価モデルについて、適切なベンチマークをおい

て定期的に検証すること。  
 

ヌ 取引固有の情報を正確に捕捉し、取引が適切なネッテ

ィング・セットに割り当てられることを検証すること。  
 

ル 金利、外国為替、株価、コモディティ価格その他の期

待エクスポージャー計測モデルのリスク・ファクターが

長期間にわたって予想され、かつ、ネッティング・セット

に含まれる全ての取引の契約期間にわたって期待エクス

ポージャーが計測されていること。  

 

ヲ 期待エクスポージャー計測モデル及びリスク指標の正

確性に関する直近の状況を考慮して検証すること。  
 

ワ 期待エクスポージャー計測モデルに用いるパラメータ

ーの更新頻度の適切性を検証すること。  
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六 期待エクスポージャー管理部署が、期待エクスポージャ

ー計測モデルの投入データの適切性を管理し、かつ、当該

期待エクスポージャー計測モデルから出力される情報を分

析（期待エクスポージャー計測モデルにより算出した取引

のエクスポージャーと限度額との比較に基づく分析を含む

。）すること。  

［号を加える。］  

七 取締役等が期待エクスポージャーに係るカウンターパー

ティ信用リスクの管理手続（モデル検証を含む。）に積極的

に関与していること。  

五 取締役等（取締役若しくは執行役又は執行役員（取締役

又は執行役に準じて社内で責任を負うものをいう。）をい

う。第八十八条第二項第三号及び第二百五十七条第二項第

五号において同じ。）が期待エクスポージャーに係る信用

リスクの管理手続に積極的に関与していること。  
八 期待エクスポージャー計測モデル及びリスク指標が通常

のリスク管理手続に密接に組み込まれており、かつ、商工

組合中央金庫の信用供与の管理に利用されていること。  

六 期待エクスポージャー計測モデル（期待エクスポージャ

ーを計測するためのシステムを含む。次号において同じ。

）が通常のリスク管理手続に密接に組み込まれていること

。  
九 期待エクスポージャー計測モデル及びリスク指標の運営

に関する内部の方針、管理及び手続（期待エクスポージャ

ー計測モデルの評価の基準及び当該基準に抵触した場合の

対応策を含む。）を記載した書類が作成され、それらが遵守

されるための手段が講じられていること。  

七 期待エクスポージャー計測モデルの運営に関する内部の

方針、管理及び手続（期待エクスポージャー計測モデルの

評価の基準及び当該基準に抵触した場合の対応策を含む。

）を記載した書類が作成され、それらが遵守されるための

手段が講じられていること。  
［号を削る。］  八 期待エクスポージャーに係る信用リスクの計測過程につ

いて原則として一年に一回以上の頻度で内部監査が行われ

ること。  
［号を削る。］  九 金利、為替、株価、コモディティ価格その他の期待エク

スポージャー計測モデルのリスク・ファクターが長期間に

わたって予想され、かつ、ネッティング・セットに含まれ

る全ての取引の契約期間にわたって、期待エクスポージャ
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ーが計測されていること。  
十 期待エクスポージャーに係るカウンターパーティ信用リ

スクの計測過程及びカウンターパーティ信用リスクの内部

管理（期待エクスポージャー管理部署の運用内容を含む。

）について、原則として一年に一回以上の頻度で内部監査

が行われること。  

十 前号のリスク・ファクターに対して大きな変動が生じた

場合に期待エクスポージャー計測モデルに及ぼす影響を検

証していること。  

［号を削る。］  十一 取引をモデル内の適切なネッティング・セットに割り

当てるために取引固有の情報を入手していること。  
十一・十二 ［略］  十二・十二の二 ［同左］  
十三 期待エクスポージャー管理部署は、一般誤方向リスク

及び個別誤方向リスクの特定、モニタリング及び管理を行

うための体制を整備していること。  

十三 αを独自に推計している場合には、第五十九条第四項

各号に掲げる要件を満たしていること。  

十四 クロス・プロダクト・ネッティング（複数の異なる取

引を合計し、一の債権又は債務とすることにより取引相手

方のエクスポージャーをネットで計測することをいう。以

下この号において同じ。）を一の取引相手方に対する複数

のレポ形式の取引若しくは複数の信用取引その他これに類

する海外の取引又は一の取引相手方に対する派生商品取引

並びにレポ形式の取引及び信用取引その他これに類する海

外の取引に適用する場合には、次に掲げる要件の全てを満

たすこと。  

［号を加える。］  

イ 次に掲げる法的要件   
⑴ 当事者の一方に取引を終了させることができる事由

が生じた場合において取引相手方から受領し、又は取

引相手方へ支払う額は、法的に有効なネッティング契

約に含まれるマスター・アグリーメントの清算価格及

び当該ネッティング契約に含まれる全ての取引の時価
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の合計額であること。  
⑵ 当事者の一方に取引を終了させることができる事由

が生じた場合に、他方の当事者は、クロス・プロダクト

・ネッティングの対象となる全ての取引を適時に終了

させ、一の債権又は債務とすることができること。  

 

⑶ クロス・プロダクト・ネッティングに係る契約が、

当該契約に関係する全ての法令（外国の法令を含む。）

に照らして有効であることを継続的に確認しているこ

と。  

 

⑷ 信用リスク削減手法の効果を反映する場合には、第

六節の規定に従うこと。  
 

⑸ クロス・プロダクト・ネッティングに係る契約に関

係する全ての文書が適切に保存されていること。  
 

ロ 次に掲げる運用要件   
⑴ クロス・プロダクト・ネッティングの効果を勘案し

た与信相当額が、通常のリスク管理手続に組み込まれ

ていること。  

 

⑵ 取引相手方の与信相当額を信用供与の管理及び経済

資本の額の計算に反映すること。  
 

十五 流動性リスク管理に関する方針において、担保の返還

や追加担保の差入れの可能性を考慮していること。  
［号を加える。］  

十六 第五十九条第四項の規定によりαを推計しようとする

場合には、同項各号に掲げる要件を満たしていること。  
［号を加える。］  

十七 派生商品取引並びにレポ形式の取引及び信用取引その

他これに類する海外の取引をその対象とする法的に有効な

相対ネッティング契約の効果を勘案している場合には、第

五十九条第十六項各号に掲げる条件を満たしていること。  

十三の二 派生商品取引とレポ形式の取引をその対象とする

法的に有効な相対ネッティング契約の効果を勘案している

場合には、第五十九条第十二項各号に掲げる条件を満たし

ていること。  
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［号を削る。］  十四 標準的手法を採用した場合の商工組合中央金庫が債券

等（第二百六十四条に規定する債券等をいう。）に係る個

別リスクの算出に当たって、第二百五十五条の承認を受け

ており、第二百五十三条の二第二項の規定により先進的リ

スク測定方式を用いて派生商品取引に係るＣＶＡリスク相

当額を算出する場合には、第二百五十三条の四の規定によ

り適切にＣＶＡリスク相当額を算出する体制を整備してい

ること。  
  

第六十条 ［略］  第六十条 ［同左］  
２ 標準的手法を採用した場合の商工組合中央金庫は、非同時

決済取引について、当該取引の相手方に対して有価証券等の

引渡し又は資金の支払を行った場合であって、反対取引の決

済が行われていないときは、次に定めるところに従うものと

する。  

２ ［同左］  

一 有価証券等の引渡し又は資金の支払を行った日から、反

対取引の約定決済日の四営業日後までの期間は、当該非同

時決済取引の約定額に、取引の相手方の種類に応じ、第三十

三条から第四十四条までに規定するリスク・ウェイトを乗

じて得た額を信用リスク・アセットの額とする。  

一 有価証券等の引渡し又は資金の支払を行った日から、反

対取引の約定決済日の四営業日後までの期間は、当該非同

時決済取引の約定額に、取引の相手方の種類に応じ、第三十

三条から第四十五条までに規定するリスク・ウェイトを乗

じて得た額を信用リスク・アセットの額とする。  
二 ［略］  二 ［同左］  

３ 商工組合中央金庫は、前項第一号の場合において、非同時

決済取引に係るエクスポージャーの合計額が重要でないと認

められるときは、第三十三条から第四十四条までに規定する

リスク・ウェイトに代えて、当該非同時決済取引の全てに百

パーセントのリスク・ウェイトを用いることができる。  

３ 商工組合中央金庫は、前項第一号の場合において、非同時

決済取引に係るエクスポージャーの合計額が重要でないと認

められるときは、第三十三条から第四十五条までに規定する

リスク・ウェイトに代えて、当該非同時決済取引の全てに百

パーセントのリスク・ウェイトを用いることができる。  
４ ［略］  ４ ［同左］  
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５ 前各項の場合において、信用リスク・アセットの額を算出

するときは、当該各項に規定する同時決済取引又は非同時決

済取引に係るエクスポージャーに対して、百パーセントの掛

目を適用するものとする。  

［項を加える。］  

  
（格付の使用）  （格付の使用）  

第六十二条 適格格付機関がエクスポージャーに付与する格付

に信用リスク削減手法の利用による効果が既に反映されてい

る場合には、商工組合中央金庫は、当該エクスポージャーに

係る信用リスク・アセットの額の算出において信用リスク削

減手法を適用しないものとする。  

第六十二条 適格格付機関がエクスポージャーに付与する格付

に信用リスク削減手法の利用による効果が既に反映されてい

る場合には、商工組合中央金庫は、当該エクスポージャーに

係る信用リスク・アセットの額の算出において信用リスク削

減手法を適用してはならない。  
２ 標準的手法を採用した場合の商工組合中央金庫は、信用リ

スク削減手法の適用において、元本のみの償還可能性を評価

した格付を用いないものとする。  

２ 標準的手法を採用した場合の商工組合中央金庫は、信用リ

スク削減手法の適用において、元本のみの償還可能性を評価

した格付を用いてはならない。  
  
（開示）  （開示）  

第六十三条 標準的手法を採用した場合の商工組合中央金庫は

、信用リスク削減手法を適用するためには、経済産業大臣、

財務大臣及び金融庁長官が別に定める事項を開示するものと

する。  

第六十三条 標準的手法を採用した場合の商工組合中央金庫は

、信用リスク削減手法を適用するためには、経済産業大臣、

財務大臣及び金融庁長官が別に定める事項を開示しなければ

ならない。  
  
（法的有効性の確保）  （法的有効性の確保）  

第六十四条 リスク・アセットの額の算出において信用リスク

削減手法を適用する場合には、当該信用リスク削減手法の契

約に係る文書は、取引に関係する全ての当事者を拘束すると

ともに、当該取引に関連する全ての法律に照らして有効なも

のとするものとする。  

第六十四条 リスク・アセットの額の算出において信用リスク

削減手法を適用する場合、当該信用リスク削減手法の契約に

係る文書は、取引に関係するすべての当事者を拘束するとと

もに、当該取引に関連するすべての法律に照らして有効なも

のでなければならない。  
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２ 標準的手法を採用した場合の商工組合中央金庫は、前項に

規定する法的有効性を継続的に検証するものとする。  
２ 標準的手法を採用した場合の商工組合中央金庫は、前項に

規定する法的有効性を継続的に検証しなければならない。  
  
 （信用リスク削減手法から生ずるリスクへの措置）   
第六十四条の二 標準的手法を採用した場合の商工組合中央金

庫は、信用リスク削減手法を用いる場合と信用リスク削減手

法を用いない場合とを比較し、信用リスク削減手法を用いる

場合に発生し得るリスクについて、適切に対応するための措

置を講ずるものとする。  

［条を加える。］  

  
（有価証券担保等のリスク・アセットの算出範囲）   

第六十六条の二 標準的手法を採用した場合の商工組合中央金

庫は、有価証券の貸付又は有価証券による担保を提供する場

合には、当該有価証券に係るエクスポージャーの信用リスク

・アセットの額又はマーケット・リスク相当額（マーケット・

リスク相当額の算出を行っている場合に限る。）及び取引の

相手方に対する信用リスク・アセットの額を算出するものと

する。  

［条を加える。］  

  
（担保の管理）  （担保の管理）  

第六十七条 標準的手法を採用した場合の商工組合中央金庫は

、適格金融資産担保を信用リスク削減手法として用いる場合

には、次の各号の条件を満たすものとする。  

第六十七条 標準的手法を採用した場合の商工組合中央金庫は

、適格金融資産担保を信用リスク削減手法として用いる場合

には、次の各号の条件を満たさなければならない。  
一 標準的手法を採用した場合の商工組合中央金庫は、適格

金融資産担保に係る担保権を維持し、実行するために必要

な全ての措置を講じていること。  

一 標準的手法を採用した場合の商工組合中央金庫は、適格

金融資産担保に係る担保権を維持し、実行するために必要

なすべての措置を講じていること。  
［二・三 略］  ［二・三 同左］  
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四 適格金融資産担保に係るマージン・アグリーメントが締

結されている場合には、標準的手法を採用した場合の商工

組合中央金庫は、追加担保の管理を適切に実行するために

必要となる体制を整備し、かつ、当該適格金融資産担保に係

るリスク管理方針を策定するとともに、次に掲げる項目の

全ての管理方針（定期的な管理、監視及び報告に係る方針を

含む。）を整備していること。  

［号を加える］ 

 

イ 当該契約において担保として授受した有価証券の価格

変動リスク及び流動性リスク  
 

 ロ 特定の種類の担保への集中リスク   
 ハ 受け入れた担保資産の再利用から生ずるリスク   
 ニ 取引相手方へ差し入れた担保の権利放棄   
五 ［略］  四 ［同左］  
  
（担保の相関）  （担保の相関）  

第六十八条 適格金融資産担保付取引の取引相手の信用リスク

と当該適格金融資産担保の信用リスクが顕著な正の相関を有

する場合には、標準的手法を採用した場合の商工組合中央金

庫は、これを信用リスク削減手法として用いないものとする

。  

第六十八条 適格金融資産担保付取引の取引相手の信用リスク

と当該適格金融資産担保の信用リスクが顕著な正の相関を有

する場合、標準的手法を採用した場合の商工組合中央金庫は

、これを信用リスク削減手法として用いてはならない。  

  
（オフ・バランス取引の担保）  （オフ・バランス取引の担保）  

第六十九条 標準的手法を採用した場合の商工組合中央金庫は

、第五十五条第一項の表の第七号に規定する取引において、

有価証券の貸付に際して受入れた担保資産、現金若しくは有

価証券による担保の提供において担保提供の原因となってい

る借入資産（取引の相手方に信用事由が発生したときに、担

第六十九条 標準的手法を採用した場合の商工組合中央金庫は

、第五十五条第一項第八号に規定する取引において、有価証

券の貸付に際して受入れた担保資産、現金若しくは有価証券

による担保の提供において担保提供の原因となっている借入

資産、買戻条件付資産売却における売却代金又は売戻条件付
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保と同等の効果を提供する資産（以下この条において「担保

としての機能を持つ資産」という。）である場合に限る。）、

買戻条件付資産売却における売却代金又は売戻条件付資産購

入における購入資産（担保としての機能を持つ資産である場

合に限る。）が次条各号又は第七十一条各号に掲げるもので

ある場合には、これを適格金融資産担保として扱うことがで

きる。  

資産購入における購入資産が次条又は第七十一条に掲げる資

産である場合には、これを担保として扱うことができる。  

  
（簡便手法を用いる場合の適格金融資産担保）  （簡便手法を用いる場合の適格金融資産担保）  

第七十条 簡便手法を用いる場合の適格金融資産担保は、次に

掲げるものとする。  
第七十条 ［同左］  

［一・二 略］  ［一・二 同左］  
三 日本国政府若しくは我が国の地方公共団体が発行する円

建ての債券又は国際決済銀行、国際通貨基金、欧州中央銀行

、欧州連合、欧州安定メカニズム、欧州金融安定ファシリテ

ィ若しくは標準的手法で零パーセントのリスク・ウェイト

が適用される国際開発銀行の発行する債券  

三 日本国政府若しくは我が国の地方公共団体が発行する円

建ての債券又は国際決済銀行、国際通貨基金、欧州中央銀行

、欧州共同体、欧州安定メカニズム、欧州金融安定ファシリ

ティ若しくは標準的手法で零パーセントのリスク・ウェイ

トが適用される国際開発銀行の発行する債券  
四 適格格付機関が格付を付与している債券であって、次の

イからハまでのいずれかに該当するもの。ただし、前号に該

当するものを除く。  

四 ［同左］  

イ ［略］  イ ［同左］  
ロ イに掲げる債券以外の債券であって、適格格付機関に

より付与された格付に対応する信用リスク区分（第三十

六条に掲げる主体の発行する債券に付与された格付につ

いては、第四十二条第一項の表を準用するものとする。次

号ニ⑴及びホ⑴において同じ。）が２―３、３―３、３の

２―３、４―３又は６―10（再証券化エクスポージャーに

ロ イに掲げる債券以外の債券であって、適格格付機関に

より付与された格付に対応する信用リスク区分（第四十

条又は第四十一条に掲げる主体の発行する債券に付与さ

れた格付については、第四十二条第一項の表を準用する

ものとする。次号及び第七十五条第一項第一号において

同じ。）が２―２、４―３又は６―10（再証券化エクスポ
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該当するものを除く。）以上であるもの  ージャーに該当するものを除く。）以上であるもの  
ハ 適格格付機関により付与された格付に対応する信用リ

スク区分（第三十六条に掲げる主体の発行する債券に付

与された格付については、第四十三条第一項の表を準用

するものとする。次号ニ⑵及びホ⑵において同じ。）が５

―３又は７―３（再証券化エクスポージャーに該当する

ものを除く。）以上である短期の債券  

ハ 適格格付機関により付与された格付に対応する信用リ

スク区分（第四十条又は第四十一条に掲げる主体の発行

する債券に付与された格付については、第四十三条第一

項の表を準用するものとする。次号及び第七十五条第一

項第一号において同じ。）が５―３又は７―３（再証券化

エクスポージャーに該当するものを除く。）以上である短

期の債券  
五 適格格付機関が格付を付与していない債券であって、次

に掲げる条件の全てを満たすもの  
五 適格格付機関が格付を付与していない債券であって、次

に掲げるすべての条件を満たすもの  
イ 発行者が第四十条から第四十一条の二までに掲げる主

体であること。  
イ 発行者が第四十条又は第四十一条に掲げる主体である

こと。  
［ロ・ハ 略］  ［ロ・ハ 同左］  
ニ 次の⑴又は⑵に掲げる発行者が負っている同順位の債

務の区分に応じ、適格格付機関が当該同順位の債務に当

該⑴又は⑵に定める格付を下回る格付を付与していない

こと。  

ニ 発行者が負っている同順位の債務に対し、適格格付機

関が、４―３又は５―３の信用リスク区分に対応する格

付を下回る格付を付与していないこと。  

⑴ 短期の債券以外の債券 ３―３の信用リスク区分に

対応する格付  
⑵ 短期の債券 ５―３の信用リスク区分に対応する格

付  

 

ホ 標準的手法を採用した場合の商工組合中央金庫が、当

該債券の信用度が次の⑴又は⑵に掲げる債券の区分に応

じ、当該⑴又は⑵に定める信用度を下回ると信ずるに足

る情報を有しないこと。  

ホ 標準的手法を採用した場合の商工組合中央金庫が、当

該債券の信用度が信用リスク区分において４―３又は５

―３を下回ると信ずるに足る情報を有しないこと。  

⑴ 短期の債券以外の債券 ３―３の信用リスク区分に

対応する格付  
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⑵ 短期の債券 ５―３の信用リスク区分に対応する格

付  
ヘ ［略］  ヘ ［同左］  

六 指定国（金融商品取引業者の市場リスク相当額、取引先

リスク相当額及び基礎的リスク相当額の算出の基準等を定

める件（平成十九年金融庁告示第五十九号）第一条第四十号

に規定する指定国をいう。以下同じ。）の代表的な株価指数

を構成する株式を発行する会社の株式等（株式及び株式に

転換する権利を付された社債をいう。以下この節において

同じ。）  

六 指定国の代表的な株価指数（金融商品取引業者の市場リ

スク相当額、取引先リスク相当額及び基礎的リスク相当額

の算出の基準等を定める件（平成十九年金融庁告示第五十

九号）第一条第二十四号に掲げる指定国の代表的な株価指

数をいう。以下同じ。）を構成する株式を発行する会社の株

式等（株式及び株式に転換する権利を付された社債をいう。

以下この節において同じ。）  
七 投資信託その他これに類する商品（以下「投資信託等」

という。）であって、次に掲げる条件の全てを満たすもの  
七 投資信託その他これに類する商品（以下「投資信託等」

という。）であって、次に掲げるすべての条件を満たすもの  
［イ・ロ 略］  ［イ・ロ 同左］  

  
（包括的手法を用いる場合の適格金融資産担保）  （包括的手法を用いる場合の適格金融資産担保）  

第七十一条 包括的手法を用いる場合の適格金融資産担保は、

前条各号に掲げるもの及び次に掲げるものとする。ただし、

レポ形式の取引であって、取引対象の資産がマーケット・リ

スク相当額の算出の対象になっているもの（再証券化エクス

ポージャーに該当するものを除く。）については、適格金融

資産担保の範囲を限定しない。  

第七十一条 包括的手法を用いる場合の適格金融資産担保は、

前条に掲げるもの及び次の各号に掲げるものとする。ただし

、レポ形式の取引であって、取引対象の資産がマーケット・

リスク相当額の算出の対象になっているもの（再証券化エク

スポージャーに該当するものを除く。）については、適格金

融資産担保の範囲を限定しない。  
一 ［略］  一 ［同左］  
二 次に掲げる条件の全てを満たす投資信託等  二 次に掲げるすべての条件を満たす投資信託等  
［イ・ロ 略］  ［イ・ロ 同左］  
  

（適格金融資産担保の計算方法の例外）   
第七十一条の二 標準的手法を採用した場合の商工組合中央金 ［条を加える。］  
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庫は、適格金融資産担保が次に掲げる要件の全てに該当する

場合には、包括的手法又は簡便手法を用いないものとする。

この場合において、エクスポージャーの額のうち当該適格金

融資産担保に相当する部分について、当該エクスポージャー

の取引相手方のリスク・ウェイトに代えて、第二号に規定す

る第三者の金融機関に対する直接のエクスポージャーに適用

されるリスク・ウェイトを適用することができる。  
一 第七十条第一号に該当するものであること。   
二 第三者の金融機関（外国銀行を含み、第一条第六号ロに

掲げる者を除く。）において管理されていること（ただし、

分別管理されている場合を除く。）。  

 

２ 前項の場合において、エクスポージャーと担保の通貨が異

なるときは、適格金融資産担保に相当する部分の額は、次の

算式により算出するものとする。  

 

C＊＝C×（1－Hfx）   
C＊は、エクスポージャーと担保の通貨が異なる場合におけ

る適格金融資産担保に相当する部分の額  
 

Cは、適格金融資産担保の額   
Hfxは、エクスポージャーと適格金融資産担保の通貨が異な

る場合に適用するボラティリティ調整率（次款に定める方

法により算出するものとする。）  

 

  
（所要自己資本の額の計算）  （所要自己資本の額の計算）  

第七十二条 標準的手法を採用した場合の商工組合中央金庫は

、包括的手法を使用する場合には、信用リスク削減手法を適

用した後のエクスポージャーの額（以下「信用リスク削減手

法適用後エクスポージャー額」という。）を、ボラティリティ

第七十二条 標準的手法を採用した場合の商工組合中央金庫は

、包括的手法を使用する場合、信用リスク削減手法を適用し

た後のエクスポージャーの額（以下「信用リスク削減手法適

用後エクスポージャー額」という。）を、ボラティリティ調整
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調整率（エクスポージャー又は適格金融資産担保の価格変動

リスクを勘案してエクスポージャー又は適格金融資産担保の

額を調整するための値をいう。以下同じ。）を用いて次の算

式により算出するものとする。  

率（エクスポージャー又は適格金融資産担保の価格変動リス

クを勘案してエクスポージャー又は適格金融資産担保の額を

調整するための値をいう。以下同じ。）を用いて次の算式に

より算出しなければならない。  
E＊＝E×（1＋He）－C×（1－Hc－Hfx）  E＊＝E×（1＋He）－C×（1－Hc－Hfx）  

E＊は、信用リスク削減手法適用後エクスポージャー額（ただ

し、零を下回らない値とする。）  
E＊は、信用リスク削減手法適用後エクスポージャー額（ただ

し、零を下回らない値とする。）  
Eは、エクスポージャーの額  Eは、エクスポージャーの額  
Heは、エクスポージャーが第五十五条第一項の表の第七号に

規定する与信相当額である場合において、取引相手方に引

き渡した資産の種類に応じて適用するボラティリティ調整

率  

Heは、エクスポージャーが第五十五条第一項第八号に規定す

る与信相当額である場合において、取引相手方に引き渡し

た資産の種類に応じて適用するボラティリティ調整率  

Cは、適格金融資産担保の額  Cは、適格金融資産担保の額  
Hcは、適格金融資産担保に適用するボラティリティ調整率  Hcは、適格金融資産担保に適用するボラティリティ調整率  
Hfxは、エクスポージャーと適格金融資産担保の通貨が異な

る場合に適用するボラティリティ調整率  
Hfxは、エクスポージャーと適格金融資産担保の通貨が異な

る場合に適用するボラティリティ調整率  
  
（ボラティリティ調整率の種類）  （ボラティリティ調整率の種類）  

第七十四条 標準的手法を採用した場合の商工組合中央金庫は

、ボラティリティ調整率について、次目に定める標準的ボラ

ティリティ調整率を用いるものとする。  

第七十四条 標準的手法を採用した場合の商工組合中央金庫は

、ボラティリティ調整率について、次目に定める標準的ボラ

ティリティ調整率又は第三目に定める自金庫推計ボラティリ

ティ調整率を用いるものとする。ただし、自金庫推計ボラテ

ィリティ調整率を用いる場合には、経済産業大臣、財務大臣

及び金融庁長官による承認の取消しがなされない限り、重要

性のないポートフォリオにおける取引を除き、推計が可能な

すべての取引についてこれを継続して用いなければならない

。  
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第七十五条 標準的手法を採用した場合の商工組合中央金庫が

標準的ボラティリティ調整率を用いるときにおいて、包括的

手法の計算の対象とする取引について毎営業日の時価評価又

は担保額調整を行っており、かつ、保有期間（ボラティリテ

ィ調整率を計算する際に、当該資産を保有すると仮定する期

間をいう。以下この目から第四目までにおいて同じ。）が十

営業日のときに用いるボラティリティ調整率は、次の各号に

掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。  

第七十五条 標準的手法を採用した場合の商工組合中央金庫が

標準的ボラティリティ調整率を用いるときにおいて、包括的

手法の計算の対象とする取引について毎営業日の時価評価又

は担保額調整を行っており、かつ、保有期間（ボラティリテ

ィ調整率を計算する際に、当該資産を保有すると仮定する期

間をいう。以下この目から第四目までにおいて同じ。）が十

営業日のときに用いるボラティリティ調整率は、次の各号に

掲げる場合において、当該各号に定めるものとする。  
一 適格金融資産担保が債券である場合 適格格付機関が債

券に付与した格付その他の条件、債券の残存期間及び発行

体に応じ、次の表に定めるボラティリティ調整率  

一 適格金融資産担保が債券である場合 適格格付機関が債

券に付与した格付その他の条件、債券の残存期間及び発行

体に応じて、次の表に定めるボラティリティ調整率  
      

適 格 格 付 機 関 の

格 付 に 対 応 す る

信 用 リ ス ク 区 分

等  

残存期間  

ボラティリティ調整率   
 特定の発

行体の場

合（パー

セント）  

特 定 の 発

行 体 以 外

の 発 行 体

で あ っ て

証 券 化 エ

ク ス ポ ー

ジ ャ ー 以

外の場合（

パ ー セ ン

ト）  

証 券 化 エ

ク ス ポ ー

ジ ャ ー の

場合（パー

セント）  

 

 信用リスク区分（

第 三 十 六 条 に 掲一年以下  〇・五  一  二  
 

        

適 格 格 付 機 関 の

格 付 に 対 応 す る

信 用 リ ス ク 区 分

等  

残存期間  

ボラティリティ調整率   
 特定の発

行体の場

合（パー

セント）  

特 定 の 発

行 体 以 外

の 発 行 体

で あ っ て

証 券 化 エ

ク ス ポ ー

ジ ャ ー 以

外の場合（

パ ー セ ン

ト）  

証 券 化 エ

ク ス ポ ー

ジ ャ ー の

場合（パー

セント）  

 

 信 用 リ ス ク 区 分

が１―１、２―１一年以下  〇・五  一  二  
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 げ る 主 体 の 発 行

す る 債 券 に 付 与

さ れ た 格 付 に つ

いては、第四十二

条 第 一 項 の 表 又

は 第 四 十 三 条 第

一 項 の 表 を 準 用

するものとする。

以 下 こ の 号 に お

いて同じ。）が１

―１、２―１、３

―１、３の２―１

、４―１、５―１

、６―１、６―２

、６―３、６―４

若 し く は ７ ― １

の 場 合 又 は 第 七

十 条 第 三 号 に 該

当する場合  

一 年 超 三

年以下  

二  

三  

八  

 

 
三 年 超 五

年以下  
四  

 

 
五 年 超 十

年以下  

四  

六  

十六  

 

 

十年超  十二  

 

 信 用 リ ス ク 区 分

が１―２、１―３

、２―２、２―３

、３―２、３―３

、３の２―２、３

一年以下  一  二  四  
 

 
一 年 超 三

年以下  
三  四  十二  

  

 、４―１、５―１

、６―１、６―２

、６―３、６―４

若 し く は ７ ― １

の 場 合 又 は 第 七

十 条 第 三 号 に 該

当する場合  

一 年 超 五

年以下  
二  四  八  

 

 

五年超  四  八  十六  

 

 信 用 リ ス ク 区 分

が１―２、１―３

、２―２、４―２

、４―３、５―２

、５―３、６―５

、６―６、６―７

、６―８、６―９

、６―10、７―２

若 し く は ７ ― ３

の 場 合 又 は 第 七

十 条 第 五 号 の 条

件を満たす場合  

一年以下  一  二  四  
 

 
一 年 超 五

年以下  
三  六  十二  

 

 

五年超  六  十二  二十四  

 

 信 用 リ ス ク 区 分

が １ ― ４ 又 は ２

―３の場合  

全 て の 期

間  
十五  ―  ―  
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 の２―３、４―２

、４―３、５―２

、５―３、６―５

、６―６、６―７

、６―８、６―９

、６―10、７―２

若 し く は ７ ― ３

の 場 合 又 は 第 七

十 条 第 五 号 の 条

件を満たす場合  

三 年 超 五

年以下  
六  

 

 
五 年 超 十

年以下  

六  

十二  

二十四  

 

 

十年超  二十  

 

 信 用 リ ス ク 区 分

が １ ― ４ 又 は ２

―４の場合  

全 て の 期

間  
十五  ―  ―  

 

       
 

（注） 特定の発行体とは、中央政府等（中央政府、中央銀

行、国際決済銀行、国際通貨基金、欧州中央銀行、欧州

連合、欧州安定メカニズム、欧州金融安定ファシリティ

及び零パーセントのリスク・ウェイトが適用される国際

開発銀行をいう。以下この節において同じ。）、我が国

の地方公共団体、地方公共団体金融機構及び我が国の政

府関係機関をいう。  

（注） 特定の発行体とは、中央政府等（中央政府、中央銀

行、国際決済銀行、国際通貨基金、欧州中央銀行、欧州

共同体、欧州安定メカニズム、欧州金融安定ファシリテ

ィ及び零パーセントのリスク・ウェイトが適用される国

際開発銀行をいう。以下この節において同じ。）、我が

国の地方公共団体、地方公共団体金融機構及び我が国の

政府関係機関をいう。  
二 ボラティリティ調整率を適用する対象である資産が次の

表に掲げる資産種別に該当する場合 その該当する資産種

別に応じ、同表の右欄に定めるボラティリティ調整率  

二 ボラティリティ調整率を適用する対象である資産が次の

表に掲げる資産種別に該当する場合 その該当する資産種

別に応じて、同表の右欄に定めるボラティリティ調整率  
資  産  種  別  ボラティリティ

調整率  
指定国の代表的な株価指数を構成する株 二十パーセント  

資  産  種  別  ボラティリティ

調整率  
指定国の代表的な株価指数を構成する株 十五パーセント  
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式を発行する会社の株式等及び金  
上場株式（指定国の代表的な株価指数を

構成する株式を発行する会社の株式等を

除く。）  
三十パーセント  

投資信託等  

投 資 信 託 等 の 投

資 対 象 に 適 用 さ

れ る ボ ラ テ ィ リ

テ ィ 調 整 率 の う

ち最も高いもの。

こ の 場 合 に お い

て、当該投資信託

等 の 個 々 の 資 産

及 び 取 引 を 直 接

保 有 す る 者 と み

な す こ と が で き

るときは、当該資

産 及 び 取 引 に 適

用 さ れ る ボ ラ テ

ィ リ テ ィ 調 整 率

の 加 重 平 均 値 を

用 い る こ と が で

きる。  
［略］  
適格金融資産担保以外の資産（当該資産

について第五十五条第一項の表の第七号

に定める与信相当額を算出する場合、Ｓ

三十パーセント  

式を発行する会社の株式等及び金  
上場株式（指定国の代表的な株価指数を

構成する株式を発行する会社の株式等を

除く。）  

二 十 五 パ ー セ ン

ト  

投資信託等  

 
 
 
 
 
 
投 資 信 託 等 の 投

資 対 象 に 適 用 さ

れ る ボ ラ テ ィ リ

テ ィ 調 整 率 の う

ち最も高いもの  
 
 
 
 
 
 
 

［同左］  
 

適格金融資産担保以外の資産（当該資産

について第五十五条第一項第八号に定め

る与信相当額を算出する場合、ＳＡ―Ｃ

二 十 五 パ ー セ ン

ト  
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Ａ―ＣＣＲを用いて派生商品取引若しく

は長期決済期間取引に係る与信相当額を

算出する場合においてこれらの取引に係

る与信相当額が算出される担保の提供に

用いるとき又は第七十一条ただし書の定

めるところによりレポ形式の取引につい

て第七十条各号及び第七十一条各号に掲

げるもの以外の資産を用いる場合に限る

。以下同じ。）  
 

ＣＲを用いて派生商品取引若しくは長期

決済期間取引に係る与信相当額を算出す

る場合においてこれらの取引に係る与信

相当額が算出される担保の提供に用いる

とき又は第七十一条ただし書の定めると

ころによりレポ形式の取引について第七

十条各号及び第七十一条各号に掲げるも

の以外の資産を用いる場合に限る。以下

同じ。）  
 

２ ［略］  ２ ［同左］  
  

第三目 削除  第三目 自金庫推計ボラティリティ調整率  
  
 （自金庫推計ボラティリティ調整率の使用の承認）  

第七十六条から第八十条まで 削除  第七十六条 標準的手法を採用した場合の商工組合中央金庫は

、経済産業大臣、財務大臣及び金融庁長官の承認を受けた場

合に、包括的手法におけるボラティリティ調整率として自金

庫推計ボラティリティ調整率を用いることができる。  
  
 （承認申請書の提出）  
 第七十七条 自金庫推計ボラティリティ調整率の使用について

前条の承認を受けようとする標準的手法を採用した場合の商

工組合中央金庫は、次に掲げる事項を記載した承認申請書を

経済産業大臣、財務大臣及び金融庁長官に提出しなければな

らない。  
 一 商号  
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 二 自己資本比率を把握し管理する責任者の氏名及び役職名  
 ２ 前項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければ

ならない。  
 一 理由書  

 二 前項第二号に規定する責任者の履歴書  
 三 ボラティリティ調整率について自金庫推計を行う方法及

び当該推計値の利用方法が承認の基準に適合していること

を示す書類  
 四 その他参考となるべき事項を記載した書類  
  
 （自金庫推計の承認の基準）  
 第七十八条 経済産業大臣、財務大臣及び金融庁長官は、第七

十六条の規定に基づき、包括的手法におけるボラティリティ

調整率として自金庫推計ボラティリティ調整率を用いること

を承認するときは、標準的手法を採用した場合の商工組合中

央金庫の推計が定性的基準及び定量的基準に適合するかどう

かを審査しなければならない。  
 ２ 前項の「定性的基準」とは、次に掲げるものをいう。  

 一 ボラティリティ調整率の推計に用いられる資産のボラテ

ィリティ及び保有期間に係るデータが、信用供与枠管理を

含む信用リスク管理において利用されていること。  
 二 リスク管理指針についての文書が作成され、その遵守態

勢が確立していること。  
 三 次の事項が、定期的に内部監査により確認されているこ

と。  
 イ 第一号に規定するデータが、信用供与枠管理を含む信

用リスク管理において利用されていること。  
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 ロ ボラティリティ調整率を推計する過程に関する重要な

変更が行われた場合、その変更が妥当なものであること。 
 ハ ボラティリティ調整率の推計を行うべき対象を確定す

るために、標準的手法を採用した場合の商工組合中央金

庫が行っている適格金融資産担保付取引の状況に関する

適切なデータが把握されていること。  
 ニ ボラティリティ調整率の推計で用いるデータが適時に

入手され、一貫性及び信頼性を有すること。  
 ホ ボラティリティ調整率の推計の前提が適切であること

。  
 ３ 第一項の「定量的基準」とは、次に掲げるものをいう。  

 一 適格格付機関が債券に１―３、２―３、４―３又は５―

３以上の信用リスク区分に対応する格付を付与している場

合、債券に関する発行者の種別、格付、残存期間及び修正デ

ュレーションを勘案した債券の区分ごとにボラティリティ

調整率を推計していること。ただし、推計値は、標準的手法

を採用した場合の商工組合中央金庫が実際に保有する債券

又は標準的手法を採用した場合の商工組合中央金庫に担保

として差し入れられた債券に基づくものでなくてはならな

い。  
 二 適格格付機関が１―３、２―３、４―３若しくは５―３

以上の信用リスク区分に対応する格付を下回る格付を付与

している債券、株式等、投資信託等又は適格金融資産担保以

外の資産に係るボラティリティ調整率を、個別の資産につ

いて推計していること。  
 三 適格金融資産担保とエクスポージャーの通貨が異なる場

合には、当該適格金融資産担保の表示通貨建ての価格のボ
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ラティリティ調整率及び当該表示通貨とエクスポージャー

の通貨の間の為替レートの間の相関を反映せず、ボラティ

リティ調整率を個別に推計していること。  
 四 ボラティリティ調整率の推計のための信頼区間が、片側

九十九パーセントであること。  
 五 保有期間の設定に当たって信用リスクの高い資産の流動

性が考慮されていること。  
 六 ボラティリティ調整率の推計に用いるヒストリカル・デ

ータの観測期間が一年以上であること。  
 七 ボラティリティ調整率の推計に用いるヒストリカル・デ

ータをその各数値に掛目を乗じて使用する場合は、各数値

を計測した日から算出基準日までの期間の長さにその掛目

を乗じて得たものの平均が六月以上であること。  
 八 ボラティリティ調整率の推計に用いるヒストリカル・デ

ータが、三月に一回以上の頻度で更新され、推計が行われて

いること。ただし、市場価格に大きな変動がみられた場合に

は、当該変動を反映するための更新及び推計が行われなけ

ればならない。  
  
 （変更に係る届出）  

 第七十九条 自金庫推計ボラティリティ調整率の使用について

第七十六条の承認を受けた標準的手法を採用した場合の商工

組合中央金庫は、次の各号のいずれかに該当する場合は、遅

滞なく、その旨及びその内容を経済産業大臣、財務大臣及び

金融庁長官に届け出なければならない。  
 一 承認申請書の記載事項に変更がある場合  
 二 承認申請書の添付書類の記載事項に重要な変更がある場
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合  
 三 前条に規定する承認の基準を満たさない事由が生じた場

合  
 ２ 前項第三号に規定する場合において、商工組合中央金庫は

、当該事由を改善する旨の計画を記載した書面又は承認の基

準を満たさないことが標準的手法を採用した場合のリスクの

観点から重要でない旨の説明を記載した書面を速やかに経済

産業大臣、財務大臣及び金融庁長官に提出しなければならな

い。  
  

 （承認の取消し）  
 第八十条 経済産業大臣、財務大臣及び金融庁長官は、前条第

一項各号に掲げる場合又は標準的手法を採用した場合の商工

組合中央金庫が同条第二項に定める提出義務を怠った場合で

あって、自金庫推計ボラティリティ調整率を継続して適用さ

せることが不適当と判断したときは、商工組合中央金庫につ

いて第七十六条の承認を取り消すことができる。  
  

第八十一条 適格金融資産担保付取引に包括的手法を用いる場

合には、標準的手法を採用した場合の商工組合中央金庫は、

最低保有期間によるボラティリティ調整率の調整及び担保額

調整又は時価評価の頻度によるボラティリティ調整率の調整

を行うものとする。  

第八十一条 適格金融資産担保付取引に包括的手法を用いる場

合、標準的手法を採用した場合の商工組合中央金庫は、最低

保有期間によるボラティリティ調整率の調整及び担保額調整

又は時価評価の頻度によるボラティリティ調整率の調整を行

わなければならない。  
２ 前項に定める「最低保有期間によるボラティリティ調整率

の調整」は、当該適格金融資産担保付取引に用いようとする

ボラティリティ調整率が前提としている保有期間及び第一号

イからホまでに掲げる適格金融資産担保付取引の種類に応じ

２ 前項に定める「最低保有期間によるボラティリティ調整率

の調整」は、当該適格金融資産担保付取引に用いようとする

ボラティリティ調整率が前提としている保有期間及び第一号

イからニまでに掲げる適格金融資産担保付取引の種類に応じ
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てそれぞれにおいて定める期間（以下「最低保有期間」とい

う。）に基づき、第二号の算式を用いて行うものとする。ただ

し、当該ボラティリティ調整率が前提としている保有期間が

最低保有期間を上回る場合には、最低保有期間によるボラテ

ィリティ調整率の調整を省略することができる。  

てそれぞれにおいて定める期間（以下「最低保有期間」とい

う。）に基づき、第二号の算式を用いて行うものとする。ただ

し、当該ボラティリティ調整率が前提としている保有期間が

最低保有期間を上回る場合には、最低保有期間によるボラテ

ィリティ調整率の調整を省略することができる。  
一 最低保有期間は、次のイからホまでに掲げる取引及びネ

ッティング・セットの区分に応じ、当該イからホまでに定め

る期間とする。  

一 最低保有期間は、次のイからニまでに掲げる取引の区分

に応じ、当該イからニまでに定める期間とする。  

イ レポ形式の取引のうち担保額調整に服しているもの及

び当該取引のみを含むネッティング・セット（ホに該当す

るものを除く。） 五営業日  

イ レポ形式の取引のうち担保額調整に服しているもの（

ニに該当するものを除く。） 五営業日  

ロ その他資本市場取引（適格金融資産担保付派生商品取

引及び信用取引その他これに類する海外の取引をいう。

以下同じ。）のうち担保額調整に服しているもの及び当該

その他資本市場取引のみを含むネッティング・セット（ホ

に該当するものを除く。） 十営業日  

ロ その他資本市場取引（適格金融資産担保付派生商品取

引及び信用取引その他これに類する海外の取引をいう。

以下同じ。）のうち担保額調整に服しているもの（ニに該

当するものを除く。） 十営業日  

ハ ［略］  ハ ［同左］  
ニ レポ形式の取引のうち担保額調整に服しているもの及

びその他資本市場取引に該当する取引を含むネッティン

グ・セット（いずれか一方の取引のみを含むネッティング

・セットを除く。） 十営業日  

［号の細目を加える。］  

ホ ［略］  ニ ［同左］  
一の二 前号の規定にかかわらず、算出基準日を含む四半期

の前の直近の連続する二の四半期の間に、ネッティング・セ

ットについて、担保額調整に係る係争により、同号の最低保

有期間を超える清算期間を要する場合が三回以上生じたと

きは、次の連続する二の四半期の間は、当該ネッティング・

一の二 前号の規定にかかわらず、算出基準日を含む四半期

の前の直近の連続する二の四半期の間に、同号イからニま

でに掲げるいずれかの取引について、担保額調整に係る係

争により、同号の最低保有期間を超える清算期間を要する

場合が三回以上生じたときは、次の連続する二の四半期の
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セットについては、同号に定める最低保有期間の少なくと

も二倍以上の期間を最低保有期間とみなす。  
間は、当該取引については、最低保有期間の少なくとも二倍

以上の期間を最低保有期間とみなす。  
二 「最低保有期間によるボラティリティ調整率の調整」を

行うための式は、次に定めるものとする。  
二 ［同左］  

H = H   T 10 H = H  T T  

HMは、当該取引に適用される最低保有期間の下で、毎営業

日の時価評価又は担保額調整を行っている場合に適用さ

れるボラティリティ調整率（以下同じ。）  

HMは、当該取引に適用される最低保有期間の下で、毎営業

日の時価評価又は担保額調整を行っている場合に適用さ

れるボラティリティ調整率（以下同じ。）  
TMは、前号に定める最低保有期間（以下同じ。）  
H10は、調整対象となる第七十五条に規定するボラティリテ

ィ調整率  
 

TMは、前号に定める最低保有期間（以下同じ。）  
HNは、調整対象となるボラティリティ調整率  
TNは、HNを算出するために用いた保有期間  

 

３ ［略］  ３ ［同左］  
  

（ボラティリティ調整率の適用除外）  （ボラティリティ調整率の適用除外）  
第八十二条 標準的手法を採用した場合の商工組合中央金庫は

、次に掲げる要件の全てを満たすレポ形式の取引については

、第七十二条又は第八十五条の算式においてボラティリティ

調整率を適用することを要しない。  

第八十二条 標準的手法を採用した場合の商工組合中央金庫は

、次に掲げる条件を満たし、中核的市場参加者を取引相手と

するレポ形式の取引については、第七十二条又は第八十五条

の算式においてボラティリティ調整率を適用することを要し

ない。  
一 当該レポ形式の取引が、中核的市場参加者を取引の相手

方とする取引であること。  
［号を加える。］  

二・三 ［略］  一・二 ［同左］  
四 当該レポ形式の取引が取引の実行日の翌営業日に終了す

ること、又は標準的手法を採用した場合の商工組合中央金

三 当該取引が取引の実行日の翌営業日に終了すること又は

標準的手法を採用した場合の商工組合中央金庫がエクスポ
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庫がエクスポージャーと適格金融資産担保の双方につき毎

営業日に時価評価を行うとともに担保額調整に服している

こと。  

ージャーと適格金融資産担保の双方につき毎営業日に時価

評価を行うとともに担保額調整に服していること。  

五～九 ［略］  四～八 ［同左］  
２ ［略］  ２ ［同左］  

  
（レポ形式の取引及び信用取引その他これに類する海外の取

引に対する法的に有効な相対ネッティング契約の適用）  
（レポ形式の取引に対する法的に有効な相対ネッティング契

約の適用）  
第八十四条 標準的手法を採用した場合の商工組合中央金庫は

、次に定める全ての条件を満たす場合に限り、レポ形式の取

引及び信用取引その他これに類する海外の取引について法的

に有効な相対ネッティング契約の効果を勘案することができ

る。  

第八十四条 標準的手法を採用した場合の商工組合中央金庫は

、次に定める全ての条件を満たす場合に限り、レポ形式の取

引について法的に有効な相対ネッティング契約の効果を勘案

することができる。  

一 当事者の一方に取引を終了させることができる事由が生

じた場合に、他方の当事者は、当該相対ネッティング契約下

にある全てのレポ形式の取引及び信用取引その他これに類

する海外の取引を適時に終了させ、一の債権又は債務とす

ることができること。  

一 当事者の一方に取引を終了させることができる事由が生

じた場合に、他方の当事者は、当該相対ネッティング契約下

にある全てのレポ形式の取引を適時に終了させ、一の債権

又は債務とすることができること。  

二 ［略］  二 ［同左］  
２ 前項に規定する場合において、法的に有効な相対ネッティ

ング契約の対象となる取引のうち一以上の取引がマーケット

・リスク相当額の算出の対象に含まれるときは、標準的手法

を採用した場合の商工組合中央金庫は、次に定める条件を満

たすときに限り、当該相対ネッティング契約の効果を勘案す

ることができる。  

２ ［同左］  

一 毎営業日において、当該相対ネッティング契約下にある

全ての取引を時価評価していること。  
一 毎営業日において、当該相対ネッティング契約下にある

すべての取引を時価評価していること。  

- 180 -



 

1
0
3 

二 ［略］  二 ［同左］  
  

（計算方法）  （計算方法）  
第八十五条 標準的手法を採用した場合の商工組合中央金庫は

、前条の条件を満たし、法的に有効な相対ネッティング契約

下にある複数のレポ形式の取引及び信用取引その他これに類

する海外の取引について相対ネッティング契約の効果を勘案

する場合には、信用リスク削減手法適用後エクスポージャー

額を次の算式により算出するものとする。  

第八十五条 標準的手法を採用した場合の商工組合中央金庫は

、前条の条件を満たし、法的に有効な相対ネッティング契約

下にある複数のレポ形式の取引について相対ネッティング契

約の効果を勘案する場合、信用リスク削減手法適用後エクス

ポージャー額を次の算式により算出しなければならない。  

E＊＝（ΣE－ΣC）＋0.4×ネット・エクスポージャー＋0.6
×（グロス・エクスポージャー／√N）＋Σ（Efx×Hfx）  

E＊＝（ΣE－ΣC）＋Σ（Es×Hs）＋Σ（Efx×Hfx）  

E＊は、当該複数のレポ形式の取引及び信用取引その他これ

に類する海外の取引の信用リスク削減手法適用後エクスポ

ージャー額（ただし、零を下回らない値とする。）  

E＊は、当該複数のレポ形式の取引の信用リスク削減手法適

用後エクスポージャー額（ただし、零を下回らない値とする

。）  
ΣEは、当該複数のレポ形式の取引及び信用取引その他これ

に類する海外の取引において相手方に提供している資産の

時価の合計額  

ΣEは、当該複数のレポ形式の取引のエクスポージャーの額

の合計額  

ΣCは、当該複数のレポ形式の取引及び信用取引その他これ

に類する海外の取引において相手方から受領している資産

の時価の合計額  

ΣCは、当該複数のレポ形式の取引の担保の額の合計額  

ネット・エクスポージャーは、Σ（Es×Hs）により算出され

る額の絶対値  
 

グロス・エクスポージャーは、Σ（Es×|Hs|）により算出さ

れる額  
 

√Nは、ネッティング・セットに含まれる証券の数を指すNの

平方根（ただし、Esがネッティング・セット内の最大のEs
の値の十パーセント未満の証券は、Nの数に含めない。）  
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Esは、証券ごとのネット・ポジションの時価の絶対値  Esは、証券ごとのネット・ポジションの額の絶対値  
Hsは、証券ごとのネット・ポジションの時価の符号が正の場

合にあっては当該証券に適用すべきボラティリティ調整率

、証券ごとのネット・ポジションの時価の符号が負の場合に

あっては当該証券に適用すべきボラティリティ調整率にマ

イナス一を乗じた値  

Hsは、当該証券に適用すべきボラティリティ調整率  

|Hs|は、Hsの絶対値   
Efxは、通貨ごとのネット・ポジションのうち、決済通貨と異

なる通貨によるポジションの額の絶対値  
Efxは、ネット・ポジションのうち、決済通貨と異なる通貨に

よるポジションの額の絶対値  
Hfxは、エクスポージャーと適格金融資産担保の通貨が異な

る場合に適用するボラティリティ調整率  
Hfxは、エクスポージャーと担保の通貨が異なる場合に適用

するボラティリティ調整率  
  
第七目 レポ形式の取引及び信用取引その他これ

に類する海外の取引におけるボラティリ

ティ調整率の下限  

第七目 法的に有効な相対ネッティング契約下に

あるレポ形式の取引に対するエクスポー

ジャー変動額推計モデルの使用  
  
（ボラティリティ調整率の下限の対象範囲）  （エクスポージャー変動額推計モデルの使用の承認）  

第八十六条 包括的手法を用いる標準的手法を採用した場合の

商工組合中央金庫が、特定の取引相手と行う次に掲げる取引

（第八十八条第一項及び第八十九条第一項において「対象証

券金融取引」という。）については、ボラティリティ調整率の

下限（適格金融資産担保による信用リスク削減効果を勘案で

きない取引を判定するための基準をいう。以下同じ。）を適

用するものとする。  
一 次に掲げる要件の全てを満たすレポ形式の取引  

イ 適格金融資産担保が中央政府等の債券以外であること

。  

第八十六条 前条の規定にかかわらず、標準的手法を採用した

場合の商工組合中央金庫は、第八十四条の条件を満たす場合

であって、経済産業大臣、財務大臣及び金融庁長官の承認を

受けたときは、法的に有効な相対ネッティング契約下にある

複数のレポ形式の取引について、標準的手法を採用した場合

の商工組合中央金庫のエクスポージャー変動額推計モデル（

法的に有効な相対ネッティング契約下にある複数のレポ形式

の取引について、債券の価格のボラティリティと相関を勘案

し、バリュー・アット・リスクと同様の方法を用いてエクス

ポージャー変動額（複数のレポ形式の取引におけるネッティ
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ロ 証券の借入先となる取引の相手方に対して現金による

担保の提供を行っていること、又は証券の売戻条件付購

入を行っていること。  
二 証券の貸借取引（取引の相手方に対して現金による担保

の提供を行っているものを除く。）のうち、第八十八条第一

項第二号ロに掲げる算式により算出される値が正の値であ

る取引  
三 適格金融資産担保付取引（取引の相手方が標準的手法を

採用した場合の商工組合中央金庫より借り入れた金銭を用

いて購入する有価証券を当該商工組合中央金庫に担保とし

て供するものであり、取引の相手方が個人でないものに限

る。）のうち、適格金融資産担保が中央政府等の債券以外で

ある取引  
四 前条の規定により信用リスク削減手法適用後のエクスポ

ージャー額を算出する法的に有効な相対ネッティング契約

下におけるレポ形式の取引及び信用取引その他これに類す

る海外の取引のネッティング・セットのうち、次に掲げる

ネッティング・セット（ただし、ネッティング・セットに含

まれる全ての取引が現金又は中央政府等の債券に係るもの

及び個人に対する法的に有効な相対ネッティング契約下に

ある前号に掲げる取引に係るものを除く。）  
イ 現金のネット・ポジションが正のネッティング・セッ

ト  
ロ 第八十九条第一項第二号に掲げる算式により算出され

る値が正の値であるネッティング・セット（イに該当す

るものを除く。）  
２ 前項の「特定の取引相手」とは、次に掲げる者以外の者を

ング後のエクスポージャーの変動額をいう。以下この目にお

いて同じ。）を推計するモデルをいう。以下同じ。）を使用し

て信用リスク削減手法適用後エクスポージャー額を算出する

ことができる。ただし、当該モデルを用いる場合には、経済

産業大臣、財務大臣及び金融庁長官による承認の取消しがな

された場合を除き、これを継続して使用しなければならない

。  
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いう。 

一 中央政府等、我が国の地方公共団体、地方公共団体金融

機構、我が国の政府関係機関及び外国の中央政府以外の公

共部門  
二 金融機関（第一条第六号ロに掲げる者を除く。）、銀行持

株会社、バーゼル銀行監督委員会の定める自己資本比率の

基準及び流動性比率の基準又はこれらと類似の基準の適用

を受ける外国銀行及び銀行持株会社に準ずる外国の会社、

第四十一条第一項においてリスク・ウェイトが規定されて

いる第一種金融商品取引業者（外国の者を除く。）及び経営

管理会社（外国の者を除く。）、バーゼル銀行監督委員会の

定める自己資本比率の基準及び流動性比率の基準又はこれ

らと類似の基準の適用を受ける第一種金融商品取引業者（

外国の者に限る。）及び経営管理会社（外国の者に限る。）、

第四十一条の二第一項においてリスク・ウェイトが規定さ

れている保険会社及び保険持株会社、バーゼル銀行監督委

員会の定める自己資本比率の基準及び流動性比率の基準又

はこれらと類似の基準の適用を受ける保険会社に準ずる外

国の者及び保険持株会社に準ずる外国の者、金融商品取引

法第二条第三十項に規定する証券金融会社、貸金業法施行

令第一条の二第三号に基づき金融庁長官が指定する短資会

社並びに前号に該当しない国際開発銀行  
三 中央清算機関  
  
（ボラティリティ調整率の下限の適用除外）  （承認申請書の提出）  

第八十七条 前条の規定にかかわらず、次に掲げる取引につい

ては、ボラティリティ調整率の下限を適用することを要しな

第八十七条 エクスポージャー変動額推計モデルの使用につい

て前条の承認を受けようとする標準的手法を採用した場合の
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い。  商工組合中央金庫は、次に掲げる事項を記載した承認申請書

を経済産業大臣、財務大臣及び金融庁長官に提出しなければ

ならない。  
一 商号  
二 自己資本比率を把握し管理する責任者の氏名及び役職名  

２ 前項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければ

ならない。  
一 理由書  
二 前項第二号に規定する責任者の履歴書  
三 エクスポージャー変動額推計モデル及びその運用が承認

の基準に適合していることを示す書類  
四 その他参考となるべき事項を記載した書類  

一 次のイ又はロに掲げる場合に該当する現金担保付証券貸

借取引（証券を借り入れて、かつ、現金を担保として差し

入れる取引をいう。）  
イ 証券が長期のマチュリティで貸し付けられる場合であ

って、取引の相手方が担保として差し入れられた現金を

同一又はより短いマチュリティにおいて再投資する場合 

ロ 証券が短期のマチュリティで貸し付けられる場合であ

って、取引の相手方が金融安定理事会による提言を勘案

した現金担保再投資の管理を行っていることについて疎

明できる場合 

二 前条第一項第二号に掲げる取引であって、取引の相手方

に担保として差し入れた証券が次に掲げる要件のいずれか

を満たすもの  
イ 再利用することが法令等により禁止されていること。  
ロ 再利用されないことを疎明できること。  

 
（適格金融資産担保による信用リスク削減効果を勘案できな

い対象証券金融取引）  
（エクスポージャー変動額推計モデルの承認の基準）  

第八十八条 包括的手法を用いる標準的手法を採用した場合の

商工組合中央金庫は、ネッティング・セットに含まれない単

一の証券（ポートフォリオ単位の取引を含む。）が取引され

る対象証券金融取引において、次の各号に掲げる場合の区分

に応じ、当該各号に定める要件を満たす場合には、当該対象

証券金融取引に適格金融資産担保を信用リスク削減手法とし

て用いないものとする。  

第八十八条 経済産業大臣、財務大臣及び金融庁長官は、第八

十六条の規定に基づき、エクスポージャー変動額推計モデル

の使用を承認するときは、定性的基準及び定量的基準に適合

するかどうかを審査しなければならない。  
２ 前項の「定性的基準」とは、次に掲げるものをいう。  

一 エクスポージャー変動額の管理の過程の設計及び運営に

責任を負う部署（以下「エクスポージャー変動額の管理部署

」という。）が、信用リスク削減手法適用後エクスポージャ一 第八十六条第一項第一号又は第三号に掲げる対象証券金
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融取引の場合 イに掲げる算式により算出される値がロに

掲げる値を下回ること。  
ー額を算出する対象となる取引に関わる部署から独立して

設置されていること。  
二 エクスポージャー変動額の管理部署は、適切なバック・

テスティング（次条第一項に定めるところにより、エクスポ

ージャー変動額推計モデルの正確性の検定を行うことをい

う。）及びストレス・テスト（エクスポージャー変動額推計

モデルについて、将来の価格変動に関する仮定を上回る価

格変動が生じた場合におけるエクスポージャー変動額に関

する分析を行うことをいう。）を定期的に実施し、それらの

実施手続を記載した書類を作成していること。  
三 標準的手法を採用した場合の商工組合中央金庫の取締役

等がレポ形式の取引に係るエクスポージャー変動額の管理

手続に積極的に関与していること。  
四 エクスポージャー変動額推計モデルが、通常のリスク管

理手続に密接に組み込まれていること。  
五 エクスポージャー変動額推計モデルの運営に関する内部

の方針、管理及び手続を記載した書類が作成され、それらが

遵守されるための手段が講じられていること。  
六 レポ形式の取引に係るエクスポージャー変動額の計測過

程について原則として一年に一回以上の頻度で内部監査が

行われること。  
３ 第一項の「定量的基準」とは、次に掲げるものをいう。  

一 エクスポージャー変動額の推計のための信頼区間が、片

側九十九パーセントであること。  
二 取引対象資産の保有期間（エクスポージャー変動額の推

計値を算出する際に、当該資産を保有すると仮定する期間

をいう。以下この目において同じ。）が、五営業日以上であ

イ     − 1 
Eは、エクスポージャーの額をいう。 

Cは、適格金融資産担保の額をいう。  
ロ 次項に規定する借入証券、担保として差し入れられた

証券又は売戻条件付購入した証券の種類に応じて適用さ

れるボラティリティ調整率の標準的下限（複数の証券で

ある場合には、証券の額で加重平均したボラティリティ

調整率の標準的下限とする。）  
二 第八十六条第一項第二号に掲げる対象証券金融取引の場

合 イに掲げる算式により算出される値がロに掲げる算式

により算出される値を下回ること。  

イ       − 1 

CAは、貸出証券又は担保として差し入れた証券の額をい

う。  
CBは、借入証券又は担保として差し入れられた証券の額

をいう。  

ロ          − 1  

  fAは、貸出証券又は担保として差し入れた証券に適用さ

れるボラティリティ調整率の標準的下限（ただし、中

央政府等の債券の場合は零とし、複数の証券である場

合は証券の額で加重平均したボラティリティ調整率の

標準的下限とする。）をいう。 
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  fBは、借入証券又は担保として差し入れられた証券に適

用されるボラティリティ調整率の標準的下限（ただし

、中央政府等の債券の場合は零とし、複数の証券であ

る場合は証券の額で加重平均したボラティリティ調整

率の標準的下限とする。）をいう。  

ること。ただし、五営業日を下回る保有期間によって算出し

たエクスポージャー変動額の推計値を次の算式により換算

した数値を、保有期間を五営業日として算出した数値とみ

なすことができる。  

エクスポージャー変動額の推計値 (t) ×  5t   

エクスポージャー変動額の推計値（ t）は、保有期間を t営業

日として算出したエクスポージャー変動額（ただし、tが五

を下回る場合に限る。）  
三 エクスポージャー変動額の推計に用いるヒストリカル・

データの観測期間が、一年以上であること。  
四 エクスポージャー変動額の推計に用いるヒストリカル・

データをその各数値に掛目を乗じて使用する場合は、各数

値を計測した日から算出基準日までの期間の長さにその掛

目を乗じて得たものの平均が、六月以上であること。  
五 エクスポージャー変動額の推計に用いるヒストリカル・

データが三月に一回以上の頻度で更新され、推計が行われ

ていること。ただし、市場価格に大きな変動がみられた場合

には、当該変動を反映するための更新及び推計が行われな

ければならない。  
４ 標準的手法を採用した場合の商工組合中央金庫は、推計の

対象となる取引で用いられる債券の流動性に鑑みて必要と認

められる場合、前項第二号に定める保有期間を五営業日より

も長い期間としなければならない。  
５ 標準的手法を採用した場合の商工組合中央金庫は、前項の

２ 前項の「ボラティリティ調整率の標準的下限」とは、証券

の種類に応じ、次の表に定めるものをいう。  

証券の種類 

ボラティリティ調整率の標準的下限 

当該証券の発行体が中

央政府等以外であって

、当該証券が証券化エ

クスポージャー以外で

ある場合（パーセント）

当該証券が証券化エ

クスポージャーであ

る場合（パーセント）

残 存 期 間 が

一 年 以 下 の

債 券 及 び 変

動 金 利 債  

〇・五 一 

残 存 期 間 が

一 年 超 五 年

以 下 の 債 券  

一・五 四 

残 存 期 間 が

五 年 超 十 年

以 下 の 債 券  

三 六 

残 存 期 間 が

十 年 超 の 債

券 

四 七 
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指 定 国 の 代

表 的 な 株 価

指 数 を 構 成

す る 株 式 を

発 行 す る 会

社 の 株 式 等  

六 

そ の 他 の 資

産 
十 

 

規定にかかわらず、第八十一条第二項第一号ニ及び第一号の

二の規定により算出する最低保有期間を適用する取引につい

ては、第三項第二号に定める保有期間には当該最低保有期間

を適用しなければならない。  

３ 取引の当事者（標準的手法を採用した場合の商工組合中央

金庫及び取引の相手方をいう。次条第二項において同じ。）

によって担保の徴求が行われた場合は、決済までの期間によ

らず、当該担保を第一項第一号イ並びに第二号イ及びロに掲

げる算式において勘案することができる。  
  

（適格金融資産担保による信用リスク削減効果を勘案できな

い法的に有効な相対ネッティング契約下にある対象証券金融

取引）  

 

第八十九条 包括的手法を用いる標準的手法を採用した場合の

商工組合中央金庫は、相対ネッティング契約下にある対象証

券金融取引において、ネッティング・セットごとに計算する

第一号に掲げる算式により算出される値が第二号に掲げる算

式により算出される値を下回る場合には、当該ネッティング

・セットに対して適格金融資産担保（前条第二項の表に掲げ

るものに限る。）を信用リスク削減手法として用いないもの

とする。この場合において、当該対象証券金融取引に対して

期待エクスポージャー方式を用いるときは、ネッティング・

第八十九条 経済産業大臣、財務大臣及び金融庁長官は、エク

スポージャー変動額推計モデルの使用を承認するに当たり、

前条に定める基準のほか、エクスポージャー変動額推計モデ

ルの検証に係る追加的な基準に適合するかどうかを審査しな

ければならない。  
２ 前項に規定する追加的な基準は、検証の適切性の確保の観

点から、経済産業大臣、財務大臣及び金融庁長官が別に定め

るものとする。  
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セットの与信相当額の算出に適格金融資産担保（同項の表に

掲げるものに限る。）を勘案しないものとする。  

一 
(∑    ∑     )∑     

Σ tCtは、ネッティング・セットに含まれるレポ形式の取引

及び信用取引その他これに類する海外の取引において、

ネット・ポジションでは借入れとなる証券又は現金の取

引額の合計額（次号において同じ。）  
ΣsEsは、ネッティング・セットに含まれるレポ形式の取引

及び信用取引その他これに類する海外の取引において、

ネット・ポジションでは貸付けとなる証券又は現金の取

引額の合計額（次号において同じ。）  

二   ∑  E 1 + f   ∑ E    ∑  C 1 + f   ∑ C     − 1 

Esは、ネッティング・セットに含まれるレポ形式の取引及

び信用取引その他これに類する海外の取引において、ネ

ット・ポジションでは貸付けとなる特定の証券又は現金

の取引額  
fsは、ネッティング・セットに含まれるレポ形式の取引及び

信用取引その他これに類する海外の取引において、ネッ

ト・ポジションでは貸付けとなる証券又は現金の前条第

二項に規定するボラティリティ調整率の標準的下限（た

だし、現金又は中央政府等の債券の場合は零とする。）

をいう。  
Ctは、ネッティング・セットに含まれるレポ形式の取引及

び信用取引その他これに類する海外の取引において、ネ
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ット・ポジションでは借入れとなる特定の証券又は現金

の取引額  
ftは、ネッティング・セットに含まれるレポ形式の取引及び

信用取引その他これに類する海外の取引において、ネッ

ト・ポジションでは借入れとなる証券又は現金の前条第

二項に規定するボラティリティ調整率の標準的下限（た

だし、現金の場合は零とする。）をいう。  
２ 取引の当事者によって担保の徴求が行われた場合には、決

済までの期間によらず、当該担保を前項各号に掲げる算式に

おいて勘案することができる。  
  
 （計算方法）  

第九十条から第九十三条まで 削除  第九十条 エクスポージャー変動額推計モデルを用いる場合、

法的に有効な相対ネッティング契約下にある複数のレポ形式

の取引について、信用リスク削減手法適用後のエクスポージ

ャー額を次の算式により算出する。  
 E＊＝（ΣE－ΣC）＋（算出基準日の前営業日におけるエ

クスポージャー変動額推計モデルによるエクスポージャ

ー変動額の推計値）  
 E＊は、当該複数のレポ形式の取引の信用リスク削減手法適

用後エクスポージャー額（ただし、零を下回らない値とす

る。）  
 ΣEは、当該複数のレポ形式の取引のエクスポージャーの額

の合計額  
 ΣCは、当該複数のレポ形式の取引の担保の額の合計額  
  
 （変更に係る届出）  
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 第九十一条 エクスポージャー変動額推計モデルの使用につい

て第八十六条の承認を受けた標準的手法を採用した場合の商

工組合中央金庫は、次の各号のいずれかに該当する場合は、

遅滞なく、その旨及びその内容を経済産業大臣、財務大臣及

び金融庁長官に届け出なければならない。  
 一 承認申請書の記載事項に変更がある場合  
 二 承認申請書の添付書類の記載事項に重要な変更がある場

合  
 三 第八十八条及び第八十九条に規定する承認の基準を満た

さない事由が生じた場合  
 ２ 前項第三号に規定する場合において、標準的手法を採用し

た場合の商工組合中央金庫は、当該事由を改善する旨の計画

を記載した書面又は承認の基準を満たさないことが標準的手

法を採用した場合の商工組合中央金庫のリスクの観点から重

要でない旨の説明を記載した書面を速やかに経済産業大臣、

財務大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。  
 ３ 第一項第三号に規定する場合において、標準的手法を採用

した場合の商工組合中央金庫は、前項の書面に記載する事項

について経済産業大臣、財務大臣及び金融庁長官の承認を得

るまでの間は、エクスポージャー変動額推計モデルに代えて

第八十五条の定めるところによりレポ形式の取引に係るエク

スポージャーを算出しなければならない。  
   

 （承認の取消し）  
 第九十二条 経済産業大臣、財務大臣及び金融庁長官は、前条

第一項各号に掲げる場合又は標準的手法を採用した場合の商

工組合中央金庫が同条第二項に定める提出義務を怠った場合
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であって、エクスポージャー変動額推計モデルを継続して使

用させることが不適当と判断したときは、商工組合中央金庫

について第八十六条の承認を取り消すことができる。  
  
 （その他資本市場取引への準用）  

 第九十三条 第八十六条から前条までの規定は、その他資本市

場取引のうち派生商品取引以外のものについて準用する。こ

の場合において、第八十八条第三項第二号及び第四項中「五

」とあるのは「十」と、「5」とあるのは「10」と読み替える

ものとする。  
  
第八目 包括的手法における担保付派生商品取引  第八目 削除  

  
（ＳＡ―ＣＣＲ等による計算方法）  第九十四条 削除  

第九十四条 標準的手法を採用した場合の商工組合中央金庫が

包括的手法を用いる場合であって、第五十六条第一項の規定

により先渡、スワップ、オプションその他の派生商品取引に

ついてＳＡ―ＣＣＲを使用し、かつ、適格金融資産担保を用

いるときのエクスポージャーの額は、次の算式により算出す

るものとする。  

 

E＊＝α×（RC＋PFE）   
E＊は、信用リスク削減手法適用後のエクスポージャー額（た

だし、零を下回る場合にあっては零とする。）  
αは、1.4 

 

RCは、第五十七条第一項に定める再構築コスト   
PFEは、第五十七条第一項に定める将来の潜在的なエクスポ

ージャー額  
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２ 前項の規定にかかわらず、標準的手法を採用した場合の商

工組合中央金庫が第五十九条第一項の承認を受けた場合には

、信用リスク削減手法適用後のエクスポージャー額を期待エ

クスポージャー方式により算出することができる。  

 

  
（前提条件）  （前提条件）  

第九十五条 標準的手法を採用した場合の商工組合中央金庫は

、適格金融資産担保について簡便手法を用いる場合には、次

の条件を満たすものとする。  

第九十五条 標準的手法を採用した場合の商工組合中央金庫は

、適格金融資産担保について簡便手法を用いる場合、次の条

件を満たさなければならない。  
一 ［略］  一 ［同左］  
二 当該適格金融資産担保が、時価評価され、かつ、少なく

とも六月に一回以上再評価されること。  
二 当該適格金融資産担保が、少なくとも六月に一回以上再

評価されること。  
  
（二十パーセント・フロアの適用除外）  （二十パーセント・フロアの適用除外）  

第九十七条 適格金融資産担保付取引が次に掲げるものである

場合には、前条の規定にかかわらず、当該各号に定めるリス

ク・ウェイトを適用することができる。  

第九十七条 ［同左］  

一 レポ形式の取引であって、第八十二条第一項各号に掲げ

る要件の全てを満たすとき。 零パーセント  
一 第八十二条に該当するレポ形式の取引であるとき。 零

パーセント  
二 レポ形式の取引であって、第八十二条第一項各号（第一

号を除く。）に掲げる要件の全てを満たすとき。 十パーセ

ント  

二 レポ形式の取引であって、取引相手が中核的市場参加者

に該当しないことを除き第八十二条の条件を満たすとき。  
十パーセント  

三 エクスポージャーと担保が同一の通貨建てであり、かつ

、次に掲げる要件のいずれかに該当するとき（前二号に該当

する場合を除く。）。 零パーセント  

三 エクスポージャーと担保が同一の通貨建てであり、かつ

、次のイ又はロに該当するとき（レポ形式の取引又は派生商

品取引である場合を除く。）。 零パーセント  
［イ・ロ 略］  ［イ・ロ 同左］  
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（担保付派生商品取引の計算方法等）   
第九十七条の二 前款第七目（第八十九条を除く。）及び第八

目の規定は、標準的手法を採用した場合の商工組合中央金庫

が、適格金融資産担保について簡便手法を用いる場合につい

て準用する。この場合において、第八十六条第一項、第八十

八条第一項、第九十四条第一項中「包括的手法」とあるのは

、「簡便手法」と読み替えるものとする。  

［条を加える。］  

  

第九十八条 標準的手法を採用した場合の商工組合中央金庫は

、次に掲げる条件を全て満たす場合には、相殺契約下にある

貸出金と自金庫預金の相殺後の額を信用リスク削減手法適用

後エクスポージャー額とすることができる。ただし、貸出金

と自金庫預金の通貨が同一でない場合には、第七十五条第二

項に定めるところに従って、担保とエクスポージャーの通貨

が異なる場合のボラティリティ調整率を預金の額に適用する

ことを要する。  

第九十八条 標準的手法を採用した場合の商工組合中央金庫は

、次に掲げる条件をすべて満たす場合には、相殺契約下にあ

る貸出金と自金庫預金の相殺後の額を信用リスク削減手法適

用後エクスポージャー額とすることができる。ただし、貸出

金と自金庫預金の通貨が同一でない場合には、第七十五条第

二項又は第七十八条第三項第三号に定めるところに従って、

担保とエクスポージャーの通貨が異なる場合のボラティリテ

ィ調整率を預金の額に適用することを要する。  
［一～四 略］  ［一～四 同左］  

２ ［略］  ２ ［同左］  
  

（保証及びクレジット・デリバティブに共通の条件）  （保証及びクレジット・デリバティブに共通の条件）  
第九十九条 標準的手法を採用した場合の商工組合中央金庫が

保証又はクレジット・デリバティブを信用リスク削減手法と

して用いる場合には、当該保証又はクレジット・デリバティ

ブは、次に掲げる条件の全てを満たすものとする。  

第九十九条 標準的手法を採用した場合の商工組合中央金庫が

保証又はクレジット・デリバティブを信用リスク削減手法と

して用いる場合、当該保証又はクレジット・デリバティブは

、次に掲げるすべての条件を満たさなければならない。  
［一～三 略］  ［一～三 同左］  
三の二 保証人又はプロテクション提供者が合意された残存

期間を事後において変更できないこと。  
［号を加える。］  
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［四～六 略］  ［四～六 同左］  
  
（保証に関する条件）  （保証に関する条件）  

第百条 標準的手法を採用した場合の商工組合中央金庫が保証

を信用リスク削減手法として用いる場合、当該保証は、前条

に定めるもののほか、次に掲げる条件の全てを満たすものと

する。  

第百条 標準的手法を採用した場合の商工組合中央金庫が保証

を信用リスク削減手法として用いる場合、当該保証は、前条

に定めるもののほか、次に掲げるすべての条件を満たさなけ

ればならない。  
［一・二 略］  ［一・二 同左］  

２ ［略］  ２ ［同左］  
  

（クレジット・デリバティブに関する条件）  （クレジット・デリバティブに関する条件）  
第百一条 標準的手法を採用した場合の商工組合中央金庫がク

レジット・デリバティブを信用リスク削減手法として用いる

場合、当該クレジット・デリバティブは、第九十九条に定め

るもののほか、次に掲げる条件の全てを満たすものとする。  

第百一条 標準的手法を採用した場合の商工組合中央金庫がク

レジット・デリバティブを信用リスク削減手法として用いる

場合、当該クレジット・デリバティブは、第九十九条に定め

るもののほか、次に掲げるすべての条件を満たさなければな

らない。  
［一～三 略］  ［一～三 同左］  
四 標準的手法を採用した場合の商工組合中央金庫は、プロ

テクション提供者に第一号に掲げる事由の発生を通知する

権利を有しており、かつ、当該事由の発生の有無を判断する

者が、明確であること。ただし、当該判断はプロテクション

提供者のみが行い得るものでないものとする。  

四 標準的手法を採用した場合の商工組合中央金庫は、プロ

テクション提供者に第一号に掲げる事由の発生を通知する

権利を有しており、かつ、当該事由の発生の有無を判断する

者が、明確であること。ただし、当該判断はプロテクション

提供者のみが行いうるものであってはならない。  
［五～七 略］  ［五～七 同左］  
  
（条件の一部を満たさない場合）  （条件の一部を満たさない場合）  

第百二条 クレジット・デリバティブが、前条第一号ハに掲げ

る事由の発生による支払を受けられないことを除き同条各号

第百二条 クレジット・デリバティブが、前条第一号ハに掲げ

る事由の発生による支払を受けられないことを除き同条に掲
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に掲げる条件の全てを満たす場合には、標準的手法を採用し

た場合の商工組合中央金庫は、同条の規定にかかわらず、原

債権のうち当該クレジット・デリバティブの想定元本額の六

十パーセントに相当する額について信用リスク削減効果を勘

案することができる。ただし、想定元本額が原債権の額を上

回る場合には、信用リスク削減効果を勘案できる額は、原債

権の額の六十パーセントを限度とする。  

げるすべての条件を満たす場合、標準的手法を採用した場合

の商工組合中央金庫は、同条の規定にかかわらず、原債権の

うち当該クレジット・デリバティブの想定元本額の六十パー

セントに相当する額について信用リスク削減効果を勘案する

ことができる。ただし、想定元本額が原債権の額を上回る場

合、信用リスク削減効果を勘案できる額は、原債権の額の六

十パーセントを限度とする。  
  
（保証人及びプロテクション提供者の適格性）  （保証人及びプロテクション提供者の適格性）  

第百三条 標準的手法を採用した場合の商工組合中央金庫が保

証又はクレジット・デリバティブを信用リスク削減手法とし

て用いる場合には、保証人又はプロテクション提供者は、次

に掲げるものとするものとする。  

第百三条 標準的手法を採用した場合の商工組合中央金庫が保

証又はクレジット・デリバティブを信用リスク削減手法とし

て用いる場合、保証人又はプロテクション提供者は、次に掲

げるものでなければならない。  
一 被保証債権又は原債権の債務者よりも低いリスク・ウェ

イトが適用される中央政府等、我が国の地方公共団体、地方

公共団体金融機構、我が国の政府関係機関、外国の中央政府

以外の公共部門、国際開発銀行及び第四十条から第四十一

条の二までに掲げる主体  

一 被保証債権又は原債権の債務者よりも低いリスク・ウェ

イトが適用される中央政府等、我が国の地方公共団体、地方

公共団体金融機構、我が国の政府関係機関、外国の中央政府

以外の公共部門、国際開発銀行及び第四十条又は第四十一

条に掲げる主体  
二 ［略］  二 ［同左］  

  
（内部取引によるヘッジ効果の反映）  （内部ヘッジの扱い）  

第百四条 第十一条の十又は第二十二条の十の規定により標準

的手法を採用した場合の商工組合中央金庫の保有するエクス

ポージャー（マーケット・リスク相当額の算出対象であるも

のを除く。）にクレジット・デリバティブ（保証と同等の信

用リスク削減効果を提供するクレジット・デフォルト・スワ

ップ及びトータル・リターン・スワップに限る。）を用いた

第百四条 標準的手法を採用した場合の商工組合中央金庫がマ

ーケット・リスク相当額の算出対象とされているクレジット

・デリバティブを標準的手法を採用した場合の商工組合中央

金庫の保有するエクスポージャー（マーケット・リスク相当

額の算出対象であるものを除く。）に対する信用リスク削減

手法として用いる場合、標準的手法を採用した場合の商工組
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内部取引によるヘッジ効果を反映する場合には、当該クレジ

ット・デリバティブによる信用リスク削減効果を当該エクス

ポージャーのうちヘッジ効果が反映される部分について勘案

することができる。  
２ 第十一条の十三第五項又は第二十二条の十三第五項の規定

により標準的手法を採用した場合の商工組合中央金庫の第五

十六条第一項に規定する派生商品取引の与信相当額にクレジ

ット・デリバティブ（保証と同等の信用リスク削減効果を提

供するクレジット・デフォルト・スワップに限る。）を用い

た内部取引をヘッジ手段として利用する場合には、当該クレ

ジット・デリバティブによる信用リスク削減効果を当該与信

相当額のうちヘッジ効果が反映される部分について勘案する

ことができる。  

合中央金庫は、前条に該当する第三者が信用リスク削減手法

により当該クレジット・デリバティブの信用リスクを負担し

ている場合に限り、当該クレジット・デリバティブによる信

用リスク削減効果を勘案することができる。この場合におい

て、標準的手法を採用した場合の商工組合中央金庫は、当該

エクスポージャーについて第三者から信用リスク削減効果の

提供を受けているものとして扱うものとする。  
２ 前項に規定する場合であって、マーケット・リスク相当額

を算出する対象となっているクレジット・デリバティブによ

る信用リスク削減効果を勘案するときは、当該クレジット・

デリバティブは、第六十四条、第九十九条及び第百一条又は

第百二条の規定を満たさなければならない。  
３ 第一項に規定する場合において、標準的手法を採用した場

合の商工組合中央金庫は、マーケット・リスク相当額を算出

する対象となっているクレジット・デリバティブについてマ

ーケット・リスク相当額を算出することを要しない。  
  

（計算方法）  （計算方法）  
第百五条 保証又はクレジット・デリバティブを用いた場合（

前条に規定する場合を除く。）には、標準的手法を採用した

場合の商工組合中央金庫は、エクスポージャーの額のうち被

保証部分又はプロテクションが提供されている部分（第百二

条に該当する場合は同条に定める額を限度とする。）につい

て、被保証債権又は原債権のリスク・ウェイトに代えて、保

証人又はプロテクション提供者のリスク・ウェイトを適用す

ることができる。ただし、第三十三条第二項、第三十五条第

一項、第三十七条の二第一項、第三十八条第一項及び第三十

第百五条 保証又はクレジット・デリバティブを用いた場合、

標準的手法を採用した場合の商工組合中央金庫は、エクスポ

ージャーの額のうち被保証部分又はプロテクションが提供さ

れている部分（第百二条に該当する場合は同条に定める額を

限度とする。）について、被保証債権又は原債権のリスク・

ウェイトに代えて、保証人又はプロテクション提供者のリス

ク・ウェイトを適用することができる。ただし、第三十三条

第二項、第三十五条第一項、第三十七条の二第一項、第三十

八条第一項及び第三十九条第一項に定めるリスク・ウェイト
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九条第一項に定めるリスク・ウェイトは、保証又はクレジッ

ト・デリバティブが円建てであり、かつ、標準的手法を採用

した場合の商工組合中央金庫の保有するエクスポージャーが

円建てで調達されたものである場合に限り適用できるものと

する。  

は、保証又はクレジット・デリバティブが円建てであり、か

つ、標準的手法を採用した場合の商工組合中央金庫の保有す

るエクスポージャーが円建てで調達されたものである場合に

限り適用できるものとする。  

２ 前条に規定する場合には、標準的手法を採用した場合の商

工組合中央金庫は、ヘッジ効果が反映される部分の額と当該

クレジット・デリバティブの想定元本の額とを相殺すること

ができる。  

［項を加える。］  

  
（免責額の扱い）  （免責額の扱い）  

第百六条 標準的手法を採用した場合の商工組合中央金庫が信

用リスク削減手法として用いる保証又はクレジット・デリバ

ティブが、被保証債権又は原債権に係る損失又は支払義務の

不履行が発生したにもかかわらず、その額が一定の水準を下

回る場合には保証人又はプロテクション提供者（第百四条に

規定する場合にあっては、第三者である適格プロテクション

提供者。次条、第百八条及び第百十一条第二号イにおいて同

じ。）が支払を行わないことができるものであるときは、標

準的手法を採用した場合の商工組合中央金庫は、当該水準に

相当する額に千二百五十パーセントのリスク・ウェイトを適

用するものとする。  

第百六条 標準的手法を採用した場合の商工組合中央金庫が信

用リスク削減手法として用いる保証又はクレジット・デリバ

ティブが、被保証債権又は原債権に係る損失又は支払義務の

不履行が発生したにもかかわらず、その額が一定の水準を下

回る場合には保証人又はプロテクション提供者が支払を行わ

ないことができるものであるときは、標準的手法を採用した

場合の商工組合中央金庫は、当該水準に相当する額について

第六章の規定を準用することにより定められるリスク・ウェ

イトを適用しなければならない。  

  
（階層化された保証又はクレジット・デリバティブ）  （階層化された保証又はクレジット・デリバティブ）  

第百八条 標準的手法を採用した場合の商工組合中央金庫がエ

クスポージャーに係る信用リスクの一部を一又は複数の階層

に分割して一又は複数の保証人又はプロテクション提供者に

第百八条 標準的手法を採用した場合の商工組合中央金庫がエ

クスポージャーに係る信用リスクの一部を一又は複数の階層

に分割して一又は複数の保証人又はプロテクション提供者に
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移転する場合において、標準的手法を採用した場合の商工組

合中央金庫が当該信用リスクの残部を留保し、かつ、移転さ

れたリスクと留保されたリスクの優先度が異なるときは、標

準的手法を採用した場合の商工組合中央金庫は、当該留保し

た部分について第六章の規定を準用することにより定められ

るリスク・ウェイトを適用するものとする。  

移転する場合において、標準的手法を採用した場合の商工組

合中央金庫が当該信用リスクの残部を留保し、かつ、移転さ

れたリスクと留保されたリスクの優先度が異なるときは、標

準的手法を採用した場合の商工組合中央金庫は、当該留保し

た部分について第六章の規定を準用することにより定められ

るリスク・ウェイトを適用しなければならない。  
  

（エクスポージャーの通貨と保証又はクレジット・デリバテ

ィブの通貨の不一致）  
（エクスポージャーの通貨と保証又はクレジット・デリバテ

ィブの通貨の不一致）  
第百九条 ［略］  第百九条 ［同左］  
２ 標準的手法を採用した場合の商工組合中央金庫は、前項の

ボラティリティ調整率について第八十一条第二項及び第三項

の規定によりボラティリティ調整率を調整するものとする。

この場合において、最低保有期間は十営業日とし、同項の調

整は、為替リスクに関する時価評価の間隔が一営業日よりも

長い場合において行うものとする。  

２ 標準的手法を採用した場合の商工組合中央金庫は、前項の

ボラティリティ調整率について第八十一条第二項及び第三項

の規定によりボラティリティ調整率を調整しなければならな

い。この場合において、最低保有期間は十営業日とし、同項

の調整は、為替リスクに関する時価評価の間隔が一営業日よ

りも長い場合において行うものとする。  
３ ［略］  ３ ［同左］  
  

（中央政府等又は我が国の地方公共団体による再保証等）  （中央政府等又は我が国の地方公共団体による再保証等）  
第百十条 エクスポージャーに対する保証について、中央政府

等又は我が国の地方公共団体が再保証を行っている場合には

、標準的手法を採用した場合の商工組合中央金庫は、次に掲

げる条件を満たすときに限り、当該保証を中央政府等又は我

が国の地方公共団体によるものとして扱うことができる。  

第百十条 ［同左］  

一 ［略］  一 ［同左］  
二 エクスポージャーに対する保証及び中央政府等又は我が

国の地方公共団体による再保証が、それぞれ保証の適格要

二 エクスポージャーに対する保証及び中央政府等又は我が

国の地方公共団体による再保証が、それぞれ保証の適格要
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件の全てを満たしていること。ただし、中央政府等又は我が

国の地方公共団体による再保証は第九十九条第一号及び第

二号の要件を満たすことを要しない。  

件のすべてを満たしていること。ただし、中央政府等又は我

が国の地方公共団体による再保証は第九十九条第一号及び

第二号の要件を満たすことを要しない。  
三 ［略］  三 ［同左］  

２ 前項の規定は、中央政府等又は我が国の地方公共団体が再

保証以外の形態で行う信用の補完を用いて信用リスク削減効

果を勘案しようとする場合について準用する。この場合にお

いて、同項中「再保証」とあるのは「再保証以外の形態で行う

信用の補完」と、同項第三号中「保証した」とあるのは「信用

の補完を行った」と、「保証の提供範囲」とあるのは「信用の

補完が行われる範囲」と読み替えるものとする。  

２ 前項の規定は、中央政府等又は我が国の地方公共団体が再

保証以外の形態で行う信用の補完が、保証と同等の効果を提

供している場合について準用することができる。  

  
（残存期間の定義）  （残存期間の定義）  

第百十一条 標準的手法を採用した場合の商工組合中央金庫は

、信用リスク削減手法を使用する場合には、次の各号の規定

に従い、エクスポージャーの残存期間及び信用リスク削減手

法（第百四条に規定する場合にあっては、内部取引のポジシ

ョンを完全に相殺する外部ヘッジ取引又は外部ＣＶＡヘッジ

取引。以下この款において同じ。）の残存期間をともに保守

的な値とするものとする。  

第百十一条 標準的手法を採用した場合の商工組合中央金庫は

、信用リスク削減手法を使用する場合、次の各号の規定に従

い、エクスポージャーの残存期間及び信用リスク削減手法の

残存期間を、ともに保守的な値としなければならない。  

一 エクスポージャーの残存期間は、原則として、債務の履

行がなされる期日として考え得るもののうち最も遅い期日

に基づいて計算するものとし、猶予期間（支払義務の不履行

が期限の利益を喪失させるまでに必要な期間をいう。以下

同じ。）が設けられている場合にはこれを残存期間に含める

ものとする。  

一 エクスポージャーの残存期間は、原則として、債務の履

行がなされる期日として考えうるもののうち最も遅い期日

に基づいて計算するものとし、猶予期間（支払義務の不履行

が期限の利益を喪失させるまでに必要な期間をいう。以下

同じ。）が設けられている場合にはこれを残存期間に含めな

ければならない。  
二 信用リスク削減手法の残存期間（前号に規定する場合に 二 信用リスク削減手法の残存期間（前号に規定する場合に
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おいて、標準的手法を採用した場合の商工組合中央金庫の

利用する信用リスク削減手法が当該猶予期間の終了時点ま

で延長されるものであり、かつ、猶予期間を考慮しない場合

のエクスポージャーの最終支払期日において当該延長を行

い得るものであるときは、信用リスク削減手法の残存期間

は、猶予期間を含むものとして扱うことができる。）は、原

則として、イ及びロに定めるほか、信用リスク削減手法に組

み込まれたオプションがその残存期間を短縮する可能性を

考慮に入れたうえで最短の残存期間を用いるものとする。  

おいて、標準的手法を採用した場合の商工組合中央金庫の

利用する信用リスク削減手法が当該猶予期間の終了時点ま

で延長されるものであり、かつ、猶予期間を考慮しない場合

のエクスポージャーの最終支払期日において当該延長を行

いうるものであるときは、信用リスク削減手法の残存期間

は、猶予期間を含むものとして扱うことができる。）は、原

則として、次のイ及びロに定めるほか、信用リスク削減手法

に組み込まれたオプションがその残存期間を短縮する可能

性を考慮に入れたうえで最短の残存期間を用いなければな

らない。  
イ 信用リスク削減効果（第百四条に規定する場合にあっ

ては、内部取引のポジションを完全に相殺する外部ヘッ

ジ取引又は外部ＣＶＡヘッジ取引によるヘッジ効果。ロ

において同じ。）を終了させる権利を保証人又はプロテク

ション提供者が持っている場合には、残存期間は当該終

了が可能となる最初の期日までとする。  

イ 信用リスク削減効果を終了させる権利を保証人又はプ

ロテクション提供者が持っている場合、残存期間は当該

終了が可能となる最初の期日までとする。  

ロ ［略］  ロ ［同左］  
  
（計算方法）  （計算方法）  

第百十三条 標準的手法を採用した場合の商工組合中央金庫は

、信用リスク削減手法の残存期間がエクスポージャーの残存

期間を下回る場合には、信用リスク削減手法の効果を、次の

算式により調整するものとする。  

第百十三条 標準的手法を採用した場合の商工組合中央金庫は

、信用リスク削減手法の残存期間がエクスポージャーの残存

期間を下回る場合、信用リスク削減手法の効果を、次の算式

により調整しなければならない。  
Pa＝P×｛（ t－0.25）／（T－0.25）｝  Pa＝P×｛（ t－0.25）／（T－0.25）｝  

Paは、残存期間調整後の信用リスク削減手法の額  Paは、残存期間調整後の信用リスク削減手法の額  
Pは、信用リスク削減手法の額（第百九条に定めるところによ

りボラティリティ調整率が適用される場合には、その調整

Pは、信用リスク削減手法の額（第百九条に定めるところによ

りボラティリティ調整率が適用される場合には、その調整
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後の額とする。）  後の額とする。）  
tは、信用リスク削減手法の残存期間を年数で表示した値。た

だし、 tがTよりも大きい場合にはTを用いる。  
tは、信用リスク削減手法の残存期間を年数で表示した値。た

だし、 tがTよりも大きい場合にはTを用いる。  
Tは、エクスポージャーの残存期間を年数で表示した値。ただ

し、エクスポージャーの残存期間が五年を超える場合には、

五を用いる。  

Tは、エクスポージャーの残存期間を年数で表示した値。ただ

し、エクスポージャーの残存期間が五年を超える場合には、

五を用いる。  
  

（複数の信用リスク削減手法）  （複数の信用リスク削減手法）  
第百十四条 標準的手法を採用した場合の商工組合中央金庫は

、一のエクスポージャーに複数の信用リスク削減手法の効果

を勘案する場合には、エクスポージャーをそれぞれの信用リ

スク削減手法を適用する部分に任意に分割し、分割後のエク

スポージャーごとに一の信用リスク削減手法を用いるものと

する。  

第百十四条 標準的手法を採用した場合の商工組合中央金庫は

、一のエクスポージャーに複数の信用リスク削減手法の効果

を勘案する場合、エクスポージャーをそれぞれの信用リスク

削減手法を適用する部分に任意に分割し、分割後のエクスポ

ージャーごとに一の信用リスク削減手法を用いなければなら

ない。  
  
（同一提供者による通貨又は残存期間の異なる保証又はクレ

ジット・デリバティブ）  
（同一提供者による通貨又は残存期間の異なる保証又はクレ

ジット・デリバティブ）  
第百十五条 一の主体が一のエクスポージャーに対して複数の

保証又はクレジット・デリバティブを提供している場合であ

って、それらの通貨又は残存期間が異なるときは、標準的手

法を採用した場合の商工組合中央金庫は、エクスポージャー

をそれぞれの保証又はクレジット・デリバティブを適用する

部分に分割するものとする。  

第百十五条 一の主体が一のエクスポージャーに対して複数の

保証又はクレジット・デリバティブを提供している場合であ

って、それらの通貨又は残存期間が異なるときは、標準的手

法を採用した場合の商工組合中央金庫は、エクスポージャー

をそれぞれの保証又はクレジット・デリバティブを適用する

部分に分割しなければならない。  
  

（プロテクションを取得した場合）  （プロテクションを取得した場合）  
第百十六条 標準的手法を採用した場合の商工組合中央金庫は

、信用リスク削減手法としてファースト・トゥ・デフォルト

第百十六条 標準的手法を採用した場合の商工組合中央金庫は

、信用リスク削減手法としてファースト・トゥ・デフォルト
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型クレジット・デリバティブを用いないものとする。  型クレジット・デリバティブを用いる場合、当該クレジット

・デリバティブによるプロテクションの提供対象となりうる

エクスポージャーのうち、当該クレジット・デリバティブの

想定元本額を限度としてプロテクション提供者のリスク・ウ

ェイトを適用したときに信用リスク・アセットの額の削減効

果が最も小さい一のエクスポージャーに限り、信用リスク削

減効果を勘案することができる。  
  
（プロテクションを取得した場合）  （プロテクションを取得した場合）  

第百十八条 標準的手法を採用した場合の商工組合中央金庫は

、信用リスク削減手法として特定順位参照型クレジット・デ

リバティブ（ファースト・トゥ・デフォルト型クレジット・デ

リバティブを除く。）を用いないものとする。  

第百十八条 標準的手法を採用した場合の商工組合中央金庫は

、信用リスク削減手法としてセカンド・トゥ・デフォルト型

クレジット・デリバティブを用いる場合、次の各号に定める

場合に限り、当該各号に定める扱いをすることができる。  
 一 標準的手法を採用した場合の商工組合中央金庫が、当該

セカンド・トゥ・デフォルト型クレジット・デリバティブに

加え、プロテクションの提供対象となりうるエクスポージ

ャーを同じくするファースト・トゥ・デフォルト型クレジッ

ト・デリバティブによってプロテクションを取得している

場合 プロテクションの提供対象となりうるエクスポージ

ャーのうち、当該セカンド・トゥ・デフォルト型クレジット

・デリバティブの想定元本額を限度としてプロテクション

提供者のリスク・ウェイトを適用したときに信用リスク・ア

セットの額の削減効果が二番目に小さい一のエクスポージ

ャーに限り、信用リスク削減効果を勘案する。  
 二 プロテクションの提供対象となりうるエクスポージャー

のいずれか一について既に信用事由が発生している場合  
プロテクションの提供対象となりうるエクスポージャーで
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あって信用事由の発生していないもののうち、当該セカン

ド・トゥ・デフォルト型クレジット・デリバティブの想定元

本額を限度としてプロテクション提供者のリスク・ウェイ

トを適用したときに信用リスク・アセットの額の削減効果

が最も小さい一のエクスポージャーに限り、信用リスク削

減効果を勘案する。  
  

（特定順位参照型クレジット・デリバティブのプロテクショ

ンを提供した場合）  
（特定順位参照型クレジット・デリバティブの扱い）  

第百二十条 第百十七条の規定は、標準的手法を採用した場合

の商工組合中央金庫が特定順位参照型クレジット・デリバテ

ィブ（ファースト・トゥ・デフォルト型クレジット・デリバテ

ィブ及びセカンド・トゥ・デフォルト型クレジット・デリバ

ティブを除く。）によるプロテクションの提供における信用

リスク・アセットの額を算出する場合について準用する。こ

の場合において、同条中「ファースト・トゥ・デフォルト型ク

レジット・デリバティブ」とあるのは「特定順位参照型クレ

ジット・デリバティブ（ファースト・トゥ・デフォルト型クレ

ジット・デリバティブ及びセカンド・トゥ・デフォルト型ク

レジット・デリバティブを除く。）」と、「信用リスク・アセ

ットの額を算出するものとする」とあるのは「信用リスク・

アセットの額を算出するものとする。ただし、プロテクショ

ンの提供対象となり得る複数のエクスポージャーのうち、当

該クレジット・デリバティブの想定元本額を限度としてプロ

テクション提供者のリスク・ウェイトを適用したときに、信

用リスク・アセットの額の削減効果において、最も小さい一

のエクスポージャーから数えて当該特定順位参照型クレジッ

第百二十条 前二条の規定は、特定順位参照型クレジット・デ

リバティブ（ファースト・トゥ・デフォルト型クレジット・デ

リバティブ及びセカンド・トゥ・デフォルト型クレジット・

デリバティブを除く。）について準用する。  
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ト・デリバティブにおけるあらかじめ特定された順位から一

を減じて得られる順位までのエクスポージャーについて削減

される信用リスク・アセットの額の合計額を控除することが

できる」と読み替えるものとする。  
   

（承認申請書の提出）  （承認申請書の提出）  
第百二十二条 商工組合中央金庫が内部格付手法の使用につい

て前条の承認を受けようとする場合は、次に掲げる事項を記

載した承認申請書を経済産業大臣、財務大臣及び金融庁長官

に提出するものとする。  

第百二十二条 商工組合中央金庫が内部格付手法の使用につい

て前条の承認を受けようとする場合は、次に掲げる事項を記

載した承認申請書を経済産業大臣、財務大臣及び金融庁長官

に提出しなければならない。  
［一・二 略］  ［一・二 同左］  

２ 前項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付するものと

する。  
２ 前項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければ

ならない。  
［一～六 略］  ［一～六 同左］  

３ 前項第四号に掲げる内部格付手法実施計画には、次に掲げ

る事項を記載するものとする。ただし、先進的内部格付手法

を採用した場合の商工組合中央金庫が一部の事業単位又は資

産区分（同一の事業単位において保有する事業法人向けエク

スポージャー、ソブリン向けエクスポージャー、金融機関等

向けエクスポージャー、居住用不動産向けエクスポージャー

、適格リボルビング型リテール向けエクスポージャー及びそ

の他リテール向けエクスポージャーをいう。以下この章にお

いて同じ。）のうち第百二十八条第二項各号に掲げるエクス

ポージャーに該当しないものについてLGD及びEADの自金

庫推計値を使用しないことを妨げない。  

３ 前項第四号に掲げる内部格付手法実施計画には、次に掲げ

る事項を記載しなければならない。ただし、先進的内部格付

手法を採用した場合に商工組合中央金庫が一部の事業単位又

は資産区分（同一の事業単位において保有する事業法人向け

エクスポージャー、ソブリン向けエクスポージャー、金融機

関等向けエクスポージャー、居住用不動産向けエクスポージ

ャー、適格リボルビング型リテール向けエクスポージャー、

その他リテール向けエクスポージャー及び株式等エクスポー

ジャーをいう。以下この章において同じ。）においてLGD及

びEADの自金庫推計値を使用しないことを妨げない。  

［一・二 略］  ［一・二 同左］  
４ 第二項第五号に掲げる先進的内部格付手法移行計画には、 ４ 第二項第五号に掲げる先進的内部格付手法移行計画には、
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第百二十八条第二項各号に掲げるエクスポージャーに該当し

ない事業法人等向けエクスポージャーについて、LGD及び

EADの自金庫推計値を使用する範囲及び使用を開始する時期

に関する事項を記載するものとする。ただし、一部の事業単

位又は資産区分についてLGD及びEADの自金庫推計値を使

用しないことを妨げない。  

事業法人等向けエクスポージャーについてLGD及びEADの

自金庫推計値を使用する範囲及び使用を開始する時期に関す

る事項を記載しなければならない。ただし、一部の事業単位

又は資産区分についてLGD及びEADの自金庫推計値を使用

しないことを妨げない。  

  
（予備計算）  （予備計算）  

第百二十三条 商工組合中央金庫が内部格付手法の使用につい

て承認を受けようとする場合は、内部格付手法の使用を開始

しようとする日の属する事業年度の前事業年度以降において

、承認を得ようとする内部格付手法に基づいて自己資本比率

を予備的に計算し、当該前事業年度の中間予備計算報告書（

事業年度開始の日から当該事業年度の九月三十日までの内部

格付制度（第百六十二条第一項に規定する内部格付制度をい

う。以下この款において同じ。）の運用状況及び当該事業年

度の九月三十日の自己資本比率の状況に関する事項を記載し

た書類をいう。以下この条において同じ。）及び当該前事業

年度の予備計算報告書（事業年度の内部格付制度の運用状況

及び当該事業年度の末日の自己資本比率の状況に関する事項

を記載した書類をいう。以下この条において同じ。）を作成

するものとする。ただし、使用を開始しようとする日が十月

一日以降である場合には当該前事業年度の中間予備計算報告

書に代えて、当該使用を開始しようとする日の属する事業年

度の中間予備計算報告書を作成するものとする。  

第百二十三条 商工組合中央金庫が内部格付手法の使用につい

て承認を受けようとする場合は、内部格付手法の使用を開始

しようとする日の属する事業年度の前事業年度以降において

、承認を得ようとする内部格付手法に基づいて自己資本比率

を予備的に計算し、当該前事業年度の中間予備計算報告書（

事業年度開始の日から当該事業年度の九月三十日までの内部

格付制度（第百六十二条第一項に規定する内部格付制度をい

う。以下この款において同じ。）の運用状況及び当該事業年

度の九月三十日の自己資本比率の状況に関する事項を記載し

た書類をいう。以下この条において同じ。）及び当該前事業

年度の予備計算報告書（事業年度の内部格付制度の運用状況

及び当該事業年度の末日の自己資本比率の状況に関する事項

を記載した書類をいう。以下この条において同じ。）を作成

しなければならない。ただし、使用を開始しようとする日が

十月一日以降である場合には当該前事業年度の中間予備計算

報告書に代えて、当該使用を開始しようとする日の属する事

業年度の中間予備計算報告書を作成しなければならない。  
２ 商工組合中央金庫が前項に定める自己資本比率の予備的な

計算を行おうとする場合は、前条第一項及び第二項の書類に

２ 商工組合中央金庫が前項に定める自己資本比率の予備的な

計算を行おうとする場合は、前条第一項及び第二項に掲げる
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準ずる書類を添付して、経済産業大臣、財務大臣及び金融庁

長官に届出を行うものとする。  
書類に準ずる書類を添付して、経済産業大臣、財務大臣及び

金融庁長官に届出を行わなければならない。  
３ 商工組合中央金庫は、承認申請書の提出に先立って、第一

項に掲げる中間予備計算報告書及び予備計算報告書に前条第

一項及び第二項の書類に準ずる書類を添付して、それぞれ当

該報告書の対象である期間の経過後三月以内に経済産業大臣

、財務大臣及び金融庁長官に提出するものとする。  

３ 商工組合中央金庫は、承認申請書の提出に先立って、第一

項に掲げる中間予備計算報告書及び予備計算報告書に前条第

一項及び第二項に掲げる書類に準ずる書類を添付して、それ

ぞれ当該報告書の対象である期間の経過後三月以内に経済産

業大臣、財務大臣及び金融庁長官に提出しなければならない

。  
  
（承認の基準）  （承認の基準）  

第百二十四条 経済産業大臣、財務大臣及び金融庁長官は、次

の各号に掲げる場合には、当該各号に定める基準に適合する

かどうかを審査するものとする。  

第百二十四条 経済産業大臣、財務大臣及び金融庁長官は、次

の各号に掲げる場合、当該各号に定める基準に適合するかど

うかを審査しなければならない。  
［一・二 略］  ［一・二 同左］  
  
（変更に係る届出）  （変更に係る届出）  

第百二十五条 内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金

庫は、次の各号のいずれかに該当することとなった場合には

、遅滞なく、その旨及びその内容を経済産業大臣、財務大臣

及び金融庁長官に届け出るものとする。  

第百二十五条 内部格付手法を採用した場合、商工組合中央金

庫は、次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、

遅滞なく、その旨及びその内容を経済産業大臣、財務大臣及

び金融庁長官に届け出なければならない。  
［一～三 略］  ［一～三 同左］  

２ 前項第三号に掲げる事由が生じた場合には、内部格付手法

を採用した場合の商工組合中央金庫は、当該事由に関する改

善計画を記載した書面又は当該事由が商工組合中央金庫のリ

スクの観点から重要でない旨の説明を記載した書面を速やか

に経済産業大臣、財務大臣及び金融庁長官に提出するものと

する。  

２ 前項第三号に掲げる事由が生じた場合、内部格付手法を採

用した場合の商工組合中央金庫は、当該事由に関する改善計

画を記載した書面又は当該事由が商工組合中央金庫のリスク

の観点から重要でない旨の説明を記載した書面を速やかに経

済産業大臣、財務大臣及び金融庁長官に提出しなければなら

ない。  
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（内部格付手法の適用）  （内部格付手法の適用）  

第百二十七条 内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金

庫は、全てのエクスポージャーに対して、内部格付手法を適

用するものとする。ただし、内部格付手法の適用を開始した

後の一定の期間について、事業単位ごと又は資産区分ごとに

標準的手法を適用する旨を内部格付手法実施計画に定めてい

る場合は、この限りでない。  

第百二十七条 内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金

庫は、全てのエクスポージャーについて、内部格付手法を適

用しなければならない。ただし、内部格付手法の適用を開始

した後の一定の期間について、事業単位ごと又は資産区分ご

とに標準的手法を適用する旨を内部格付手法実施計画に定め

ている場合は、この限りでない。  
２ 前項の規定にかかわらず、アセット・クラス（次に掲げる

エクスポージャーで構成されるポートフォリオの区分であっ

て、信用リスク・アセットの額の算出において内部格付手法

を適用する単位をいう。以下この項及び第百二十九条におい

て同じ。）のうち、内部格付手法が適さないと判断されるア

セット・クラスに対しては、内部格付手法を適用しないもの

とする。ただし、当該アセット・クラス内のポートフォリオ

構成の大きな変化その他の事情が生じた場合は、この限りで

ない。  

［項を加える。］  

一 ソブリン向けエクスポージャー（購入債権を除く。）   
二 金融機関等向けエクスポージャー（購入債権を除く。）   
三 事業法人向けエクスポージャー（特定貸付債権及び購入

債権を除く。）  
 

四 特定貸付債権（購入債権を除く。）   
五 購入事業法人等向けエクスポージャー   
六 居住用不動産向けエクスポージャー（購入債権を除く。

）  
 

七 適格リボルビング型リテール向けエクスポージャー（購

入債権を除く。）  
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八 その他リテール向けエクスポージャー（購入債権を除く

。）  
 

九 購入リテール向けエクスポージャー   
３ 前二項の規定にかかわらず、内部格付手法を採用した場合

の商工組合中央金庫は、商工組合中央金庫の信用リスク・ア

セットに関連する事業の大部分にわたる会社分割その他の特

段の事情がある場合には、経済産業大臣、財務大臣及び金融

庁長官の承認を得たときに限り、内部格付手法に代えて標準

的手法を用いることができる。  

２ 前項の規定にかかわらず、内部格付手法を採用した場合の

商工組合中央金庫は、商工組合中央金庫の信用リスク・アセ

ットに関連する事業の大部分にわたる会社分割その他の特段

の事情がある場合は、経済産業大臣、財務大臣及び金融庁長

官の承認を得たときに限り、内部格付手法に代えて標準的手

法を用いることができる。  
  

（先進的内部格付手法への移行）  （先進的内部格付手法への移行）  
第百二十八条 先進的内部格付手法を採用した場合の商工組合

中央金庫は、内部格付手法実施計画又は先進的内部格付手法

移行計画に従って、事業法人等向けエクスポージャーのLGD
及びEADを推計するものとする。  

第百二十八条 先進的内部格付手法を採用した場合の商工組合

中央金庫は、内部格付手法実施計画又は先進的内部格付手法

移行計画に従って、事業法人等向けエクスポージャーのLGD
及びEADを推計しなければならない。  

２ 前項の規定にかかわらず、先進的内部格付手法を採用した

場合の商工組合中央金庫は、事業法人等向けエクスポージャ

ー（ソブリン向けエクスポージャー及び特定貸付債権に該当

するものを除く。）のうち、次に掲げるエクスポージャーに

ついてLGD及びEADの自金庫推計値を用いないものとする。 

［項を加える。］  

一 事業法人の連結売上高（当該事業法人が連結財務諸表を

作成している場合及び内部格付手法を採用した場合の商工

組合中央金庫が同一のグループに属するものとして管理し

ている場合にあっては、連結の売上高であって直近三年間

の平均値又は三年ごとに更新される直近の値）が五百億円

を超える事業法人向けエクスポージャー  

 

二 次のイ又はロに掲げるものに対するエクスポージャー（  
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前号に該当するものを除く。）  
イ 規制金融機関   
ロ 金融業、保険業その他これらに類する業種に属する事

業を主たる事業として営む者（これに準ずる外国の者を

含む。）であって、イに該当しないもの（第百三十八条第

二項第二号及び第三号において「非規制金融機関等」と

いう。）  

 

  
（適用除外）  （適用除外）  

第百二十九条 前二条の規定にかかわらず、内部格付手法を採

用した場合の商工組合中央金庫は、内部格付手法実施計画又

は先進的内部格付手法移行計画に記載がある場合には、信用

リスク・アセットの額を算出するに当たって重要でない事業

単位又は資産区分に対して、標準的手法を適用することがで

きる。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。  

第百二十九条 前二条の規定にかかわらず、内部格付手法を採

用した場合の商工組合中央金庫は、内部格付手法実施計画又

は先進的内部格付手法移行計画に記載がある場合は、信用リ

スク・アセットの額を算出するに当たって重要でない事業単

位又は資産区分に対して、標準的手法を適用することができ

る。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。  
一 内部格付手法を適用するアセット・クラス内の標準的手

法を用いて算出する信用リスク・アセットの額の合計額の

内部格付手法を適用するアセット・クラスの信用リスク・ア

セットの額の合計額（内部格付手法を適用するアセット・ク

ラス内の標準的手法を用いて算出する信用リスク・アセッ

トの額の合計額を含む。次号において同じ。）に占める割合

が十パーセントを超える場合  

一 標準的手法を用いる事業単位又は資産区分に係る信用リ

スク・アセットの額の合計額が内部格付手法を採用した場

合の商工組合中央金庫の第百三十三条第一号及び第二号に

掲げる額の合計額に占める割合が十パーセントを超える場

合  

二 内部格付手法を適用するアセット・クラス内の標準的手

法を用いる一の事業単位又は資産区分に係る信用リスク・

アセットの額の合計額の内部格付手法を適用するアセット

・クラスの信用リスク・アセットの額の合計額に占める割

合が二パーセントを超える場合  

二 標準的手法を用いる一の事業単位又は資産区分に係る信

用リスク・アセットの額の合計額が内部格付手法を採用し

た場合の商工組合中央金庫の第百三十三条第一号及び第二

号に掲げる額の合計額に占める割合が二パーセントを超え

る場合  
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［項を削る。］  ２ 前二条の規定にかかわらず、内部格付手法を採用した場合

の商工組合中央金庫は、株式等エクスポージャーの直近一年

間における平均残高が総自己資本の額に十パーセントを乗じ

て得た額を超えない場合に限り、標準的手法に基づいて株式

等エクスポージャーの信用リスク・アセットの額を算出する

ことができる。ただし、株式等エクスポージャーのポートフ

ォリオが十未満の発行体の株式等エクスポージャーにより構

成されている場合は、総自己資本の額に五パーセントを乗じ

て得た額を超えない場合に限る。  
  

（スロッティング・クライテリアの利用）  （スロッティング・クライテリアの利用）  
第百三十条 内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金庫

は、第百三十四条第四項及び第六項の規定によりスロッティ

ング・クライテリアを利用する場合には、プロジェクト・フ

ァイナンス、オブジェクト・ファイナンス、コモディティ・フ

ァイナンス及び事業用不動産向け貸付けの区分ごとに利用す

るものとする。  

第百三十条 内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金庫

は、第百三十四条第四項及び第六項の規定によりスロッティ

ング・クライテリアを利用する場合は、プロジェクト・ファ

イナンス、オブジェクト・ファイナンス、コモディティ・ファ

イナンス及び事業用不動産向け貸付けの区分ごとに利用しな

ければならない。  
  

（期待損失額）  （期待損失額）  
第百三十一条 事業法人等向けエクスポージャー（第百三十四

条第四項及び第六項の規定によりスロッティング・クライテ

リアに割り当てられた特定貸付債権を除く。）及びリテール

向けエクスポージャーの期待損失額は、当該エクスポージャ

ーのPD、LGD及びEADを乗じた額とする。ただし、デフォル

トした場合は、第百九十九条第六項に定めるELdefaultにEAD
を乗じた額とする。  

第百三十一条 事業法人等向けエクスポージャー（第百三十四

条第四項及び第六項の規定によりスロッティング・クライテ

リアに割り当てられた特定貸付債権並びに第百三十六条に規

定するダブル・デフォルト効果を勘案したものを除く。）、リ

テール向けエクスポージャー（第百三十六条に規定するダブ

ル・デフォルト効果を勘案したものを除く。）及び第百四十

八条第九項に定めるPD／LGD方式の適用対象となる株式等

エクスポージャーの期待損失額は、当該エクスポージャーの
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PD、LGD及びEADを乗じた額とする。ただし、デフォルトし

た場合は、第百九十九条第六項に定めるELdefaultにEADを乗

じた額とする。  
［２・３ 略］  ［２・３ 同左］  
４ 第百十七条の規定は、前三項の規定による期待損失額を算

出する場合について準用する。この場合において、同条中「

標準的手法を採用した場合の商工組合中央金庫」とあるのは

「内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金庫」と、「

リスク・ウェイトを千二百五十パーセントを上限として合計

し、当該クレジット・デリバティブの与信相当額に当該リス

ク・ウェイトを乗ずることにより、信用リスク・アセットの

額を算出するものとする」とあるのは「PD及びLGDを乗じて

得た額を百パーセントを上限として合計し、これに当該クレ

ジット・デリバティブのEADを乗ずることにより、期待損失

額を算出するものとする」と読み替えるものとする。  

４ 第百十七条の規定は、前三項の規定による期待損失額の算

出において準用する。この場合において、「標準的手法を採

用した場合の商工組合中央金庫」とあるのは「内部格付手法

を採用した場合の商工組合中央金庫」と、「リスク・ウェイト

を千二百五十パーセントを上限として合計し、当該クレジッ

ト・デリバティブの与信相当額に当該リスク・ウェイトを乗

ずることにより、信用リスク・アセットの額を算出しなけれ

ばならない」とあるのは「PD及びLGDを乗じて得た額を百パ

ーセントを上限として合計し、これに当該クレジット・デリ

バティブのEADを乗ずることにより、期待損失額を算出しな

ければならない」と読み替えるものとする。  
５ 第百十九条の規定は、前各項の規定による期待損失額を算

出する場合について準用する。この場合において、同条中「

第百十七条」とあるのは「第百三十一条第四項において読み

替えて準用する第百十七条」と、「標準的手法を採用した場

合の商工組合中央金庫」とあるのは「内部格付手法を採用し

た場合の商工組合中央金庫」と、「信用リスク・アセットの額

を算出するものとする」とあるのは「算出するものとする」

と、「当該クレジット・デリバティブの想定元本額を限度と

してプロテクション提供者のリスク・ウェイトを適用したと

きに信用リスク・アセットの額の削減効果が最も小さい一の

エクスポージャーについて削減される信用リスク・アセット

の額を控除することができる」とあるのは「当該クレジット

５ 第百十九条の規定は、前各項の規定による期待損失額の算

出において準用する。この場合において、「第百十七条」とあ

るのは「第百三十一条第四項により読み替え後の第百十七条

」と、「標準的手法を採用した場合の商工組合中央金庫」とあ

るのは「内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金庫」

と、「信用リスク・アセットの額を算出しなければならない」

とあるのは「算出しなければならない」と、「当該クレジット

・デリバティブの想定元本額を限度としてプロテクション提

供者のリスク・ウェイトを適用したときに信用リスク・アセ

ットの額の削減効果が最も小さい一のエクスポージャーにつ

いて削減される信用リスク・アセットの額を控除することが

できる」とあるのは「当該クレジット・デリバティブのEAD
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・デリバティブのEADを限度としてプロテクション提供者の

所要自己資本率を適用したときに信用リスク・アセットの額

の削減効果が最も小さい一のエクスポージャーについて削減

される期待損失額を控除することができる」と読み替えるも

のとする。  

を限度としてプロテクション提供者の所要自己資本率を適用

したときに信用リスク・アセットの額の削減効果が最も小さ

い一のエクスポージャーについて削減される期待損失額を控

除することができる」と読み替えるものとする。  

６ 第百二十条の規定は、第一項から第四項までの規定による

期待損失額を算出する場合について準用する。この場合にお

いて、同条中「第百十七条」とあるのは「第百三十一条第四項

において読み替えて準用する第百十七条」と、「標準的手法

を採用した場合の商工組合中央金庫」とあるのは「内部格付

手法を採用した場合の商工組合中央金庫」と、「信用リスク・

アセットの額を算出するものとする」とあるのは「算出する

ものとする」と、「当該クレジット・デリバティブの想定元本

額を限度としてプロテクション提供者のリスク・ウェイトを

適用したときに、信用リスク・アセットの額の削減効果にお

いて、最も小さい一のエクスポージャーから数えて当該特定

順位参照型クレジット・デリバティブにおけるあらかじめ特

定された順位から一を減じて得られる順位までのエクスポー

ジャーについて削減される信用リスク・アセットの額の合計

額を控除することができる」とあるのは「当該クレジット・

デリバティブのEADを限度としてプロテクション提供者の所

要自己資本率を適用したときに、信用リスク・アセットの額

の削減効果において、最も小さい一のエクスポージャーから

数えて当該特定順位参照型クレジット・デリバティブにおけ

るあらかじめ特定された順位から一を減じて得られる順位ま

でのエクスポージャーについて削減される期待損失額を控除

することができる」と読み替えるものとする。  

［項を加える。］  
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７・８ ［略］  ６・７ ［同左］  
  

（一般貸倒引当金の配分）  （一般貸倒引当金の配分）  
第百三十二条 内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金

庫は、信用リスク・アセットの額の算出に当たり標準的手法

と内部格付手法を併用する場合には、一般貸倒引当金の総額

（証券化エクスポージャーに係るものを除く。）を標準的手

法により算出される信用リスクに対応する部分と内部格付手

法により算出される信用リスクに対応する部分に信用リスク

・アセットの額（証券化エクスポージャーに係るものを除く

。）の割合で区分するものとする。ただし、標準的手法を採用

した場合の商工組合中央金庫又はその連結子法人等が計上す

る一般貸倒引当金は、標準的手法により算出される信用リス

クに対応するものとし、内部格付手法のみを用いる場合の商

工組合中央金庫又はその連結子法人等が計上する一般貸倒引

当金（証券化エクスポージャーに係るものを除く。）は、内部

格付手法により算出される信用リスクに対応するものとする

。  

第百三十二条 内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金

庫は、信用リスク・アセットの額の算出に当たり標準的手法

と内部格付手法を併用する場合は、一般貸倒引当金の総額を

標準的手法により算出される信用リスクに対応する部分と内

部格付手法により算出される信用リスクに対応する部分に信

用リスク・アセットの額の割合で区分しなければならない。

ただし、標準的手法を採用した場合の商工組合中央金庫又は

その連結子法人等が計上する一般貸倒引当金は、標準的手法

により算出される信用リスクに対応するものとし、内部格付

手法のみを用いる場合の商工組合中央金庫又はその連結子法

人等が計上する一般貸倒引当金は、内部格付手法により算出

される信用リスクに対応するものとする。  

２ 内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金庫は、前項

の規定にかかわらず、信用リスク管理指針に別段の定めがあ

る場合には、当該信用リスク管理指針にのっとり、一般貸倒

引当金（証券化エクスポージャーに係るものを除く。）を区

分することができる。  

２ 内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金庫は、前項

の規定にかかわらず、信用リスク管理指針に別段の定めがあ

るときは、当該信用リスク管理指針にのっとり、一般貸倒引

当金を区分することができる。  

  
第百三十三条 内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金

庫の信用リスク・アセットの額の合計額とは、次に掲げる額

の合計額をいう。  

第百三十三条 ［同左］  
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一 内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金庫が内部

格付手法により算出する次に掲げる信用リスク・アセット

の額の合計額  
イ 事業法人等向けエクスポージャー及びリテール向けエ

クスポージャーについて算出した信用リスク・アセット

の額（購入債権、リース料（第百五十六条第一項に規定す

るリース料をいう。）、同時決済取引及び非同時決済取引

に係る信用リスク・アセットの額を含む。）  
ロ 第百四十九条の規定により算出される信用リスク・ア

セットの額  
ハ 第百六十一条の二の規定により算出される信用リスク

・アセットの額  
ニ 第百六十一条の三の規定により算出される信用リスク

・アセットの額  
ホ 第百六十一条の四の規定により算出される信用リスク

・アセットの額  
ヘ 株式等エクスポージャー、その他資産（第百六十一条

第二項に規定する資産をいう。）及びリース取引におけ

る見積残存価額の信用リスク・アセットの額  

一 内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金庫が内部

格付手法により事業法人等向けエクスポージャー、リテー

ル向けエクスポージャー及び株式等エクスポージャーにつ

いて算出した信用リスク・アセットの額（購入債権、リース

料（第百五十六条第一項に規定するリース料をいう。）、同

時決済取引及び非同時決済取引に係る信用リスク・アセッ

トの額を含む。）、第百四十八条第一項第二号に掲げるPD
／LGD方式の適用対象となる株式等エクスポージャーの期

待損失額に千二百五十パーセントのリスク・ウェイトを乗

じて得た額、第百四十九条第十項の規定により算出される

信用リスク・アセットの額、第百六十一条の二の規定により

算出される信用リスク・アセットの額並びに特定項目のう

ち第二条第一号又は第十四条第一号の算式における普通株

式等Ｔｉｅｒ１資本に係る調整項目の額に算入されなかっ

た部分に係るエクスポージャーの信用リスク・アセットの

額の合計額に一・〇六を乗じて得た額並びに第百四十九条（

第十項を除く。）の規定が適用されるエクスポージャー、そ

の他資産及びリース取引における見積残存価額の信用リス

ク・アセットの額の合計額  
［二～五 略］  ［二～五 同左］  
  
（事業法人等向けエクスポージャーの信用リスク・アセット

の額）  
（事業法人等向けエクスポージャーの信用リスク・アセット

の額）  
第百三十四条 事業法人等向けエクスポージャーの信用リスク

・アセットの額は、第百三十七条に定めるPD、第百三十八条

に定めるLGD、第百三十九条に定めるEAD及び第百四十条に

定めるマチュリティ（M）（ただし、PDが百パーセントの場

第百三十四条 ［同左］  
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合は一とする。以下同じ。）を用いて、第一号に掲げる算式に

より、同号に掲げる算式の算出に要する所要自己資本率（K）

は第二号に掲げる算式により、同号に掲げる算式の算出に要

する相関係数（R）及びマチュリティ調整（b）は、それぞれ

第三号及び第四号に掲げる算式により算出される額とする。  
一 ［略］  一 ［同左］  

二 所要自己資本率（K）＝ [LGD × N{(1 − R)  . × G(PD) 
+  R1 − R  . × G(0.999)} − EL] × {1 − 1.5 × b}   × {1 + (M − 2.5) × b} 

二 所要自己資本率（K）＝ [LGD × N{(1 − R)  . × G(PD) 
+  R1 − R  . × G(0.999)} − EL] × {1 − 1.5 × b}   × {1 + (M − 2.5) × b} 

ただし、零を下回る場合は零とする。  ただし、零を下回る場合は零とする。  
N｛x｝は、標準正規分布の累積分布関数。ただし、PDが

百パーセントの場合は一とする（以下同じ。）。  
N｛x｝は、標準正規分布の累積分布関数。ただし、PDが

百パーセントの場合は一とする（以下同じ。）。  
G（x）は、N｛x｝の逆関数（以下同じ。）  G（x）は、N｛x｝の逆関数（以下同じ。）  
ELは、PDにLGDを乗じた率。ただし、PDが百パーセン

トの場合は第百九十九条第六項に定めるELdefaultとす

る（以下同じ。）。  

ELは、PDにLGDを乗じた率。ただし、PDが百パーセン

トの場合は第百九十九条第六項に定めるELdefaultとす

る（第百三十六条第三項第三号を除き、以下同じ。）。 
［三・四 略］  ［三・四 同左］  

［２～６ 略］  ［２～６ 同左］  
７ 第百十七条の規定は、前各項の規定による信用リスク・ア

セットの額を算出する場合について準用する。この場合にお

いて、同条中「標準的手法を採用した場合の商工組合中央金

庫」とあるのは「内部格付手法を採用した場合の商工組合中

央金庫」と、第一項及び第四項において準用する場合に「リ

スク・ウェイトを千二百五十パーセントを上限として合計し

７ 第百十七条の規定は、前各項の規定による信用リスク・ア

セットの額の算出において準用する。この場合において、同

条中「標準的手法を採用した場合の商工組合中央金庫」とあ

るのは「内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金庫」

と、第一項及び第四項において準用する場合に「リスク・ウ

ェイトを千二百五十パーセントを上限として合計し、当該ク
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、当該クレジット・デリバティブの与信相当額に当該リスク

・ウェイトを乗ずることにより、信用リスク・アセットの額

を算出するものとする」とあるのは「所要自己資本率を百パ

ーセントを上限として合計し、これに当該クレジット・デリ

バティブのEAD及び千二百五十パーセントを乗ずることによ

り、信用リスク・アセットの額を算出するものとする。ただ

し、信用リスク・アセットの額及び期待損失額を八パーセン

トで除して得た額の合計額が、当該クレジット・デリバティ

ブのEADに千二百五十パーセントを乗じて得た額を超える場

合は、当該超える額を信用リスク・アセットの額から控除す

ることができる」と読み替えるものとする。  

レジット・デリバティブの与信相当額に当該リスク・ウェイ

トを乗ずることにより、信用リスク・アセットの額を算出し

なければならない」とあるのは「所要自己資本率を百パーセ

ントを上限として合計し、これに当該クレジット・デリバテ

ィブのEAD及び千二百五十パーセントを乗ずることにより、

信用リスク・アセットの額を算出しなければならない。ただ

し、信用リスク・アセットの額及び期待損失額を八パーセン

トで除して得た額の合計額が、当該クレジット・デリバティ

ブのEADに千二百五十パーセントを乗じて得た額を超える場

合は、当該超える額を信用リスク・アセットの額から控除す

ることができる」と読み替えるものとする。  
８ 第百十九条の規定は、第一項から第六項までの規定による

信用リスク・アセットの額を算出する場合について準用する

。この場合において、同条中「第百十七条」とあるのは「第百

三十四条第七項において読み替えて準用する第百十七条」と

、「標準的手法を採用した場合の商工組合中央金庫」とある

のは「内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金庫」と

、「「信用リスク・アセットの額を算出するものとする」」と

あるのは「「控除することができる」」と、「信用リスク・ア

セットの額を算出するものとする。ただし、プロテクション

の提供対象となり得る複数のエクスポージャーのうち、当該

クレジット・デリバティブの想定元本額を限度としてプロテ

クション提供者のリスク・ウェイトを適用したときに信用リ

スク・アセットの額の削減効果が最も小さい一のエクスポー

ジャーについて削減される信用リスク・アセットの額を控除

することができる」とあるのは「控除し、かつ、プロテクショ

ンの提供対象となり得る複数のエクスポージャーのうち、当

８ 第百十九条の規定は、前各項の規定による信用リスク・ア

セットの額の算出において準用する。この場合において、同

条中「第百十七条」とあるのは「第百三十四条第七項におい

て読み替えて準用する第百十七条」と、「標準的手法を採用

した場合の商工組合中央金庫」とあるのは「内部格付手法を

採用した場合の商工組合中央金庫」と、「「信用リスク・アセ

ットの額を算出しなければならない」」とあるのは「「控除す

ることができる」」と、「信用リスク・アセットの額を算出し

なければならない。ただし、プロテクションの提供対象とな

りうる複数のエクスポージャーのうち、当該クレジット・デ

リバティブの想定元本額を限度としてプロテクション提供者

のリスク・ウェイトを適用したときに信用リスク・アセット

の額の削減効果が最も小さい一のエクスポージャーについて

削減される信用リスク・アセットの額を控除することができ

る」とあるのは「控除し、かつ、プロテクションの提供対象と

なりうる複数のエクスポージャーのうち、当該クレジット・
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該クレジット・デリバティブのEADを限度としてプロテクシ

ョン提供者の所要自己資本率を適用したときに信用リスク・

アセットの額の削減効果が最も小さい一のエクスポージャー

について削減される信用リスク・アセットの額を控除するこ

とができる」と読み替えるものとする。  

デリバティブのEADを限度としてプロテクション提供者の所

要自己資本率を適用したときに信用リスク・アセットの額の

削減効果が最も小さい一のエクスポージャーについて削減さ

れる信用リスク・アセットの額を控除することができる」と

読み替えるものとする。  
９ 第百二十条の規定は、第一項から第六項までの規定による

信用リスク・アセットの額を算出する場合について準用する

。この場合において、同条中「第百十七条」とあるのは「第百

三十四条第七項において読み替えて準用する第百十七条」と

、「標準的手法を採用した場合の商工組合中央金庫」とある

のは「内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金庫」と

、「「信用リスク・アセットの額を算出するものとする」」と

あるのは「「控除することができる」」と、「信用リスク・ア

セットの額を算出するものとする。ただし、プロテクション

の提供対象となり得る複数のエクスポージャーのうち、当該

クレジット・デリバティブの想定元本額を限度としてプロテ

クション提供者のリスク・ウェイトを適用したときに、信用

リスク・アセットの額の削減効果において、最も小さい一の

エクスポージャーから数えて当該特定順位参照型クレジット

・デリバティブにおけるあらかじめ特定された順位から一を

減じて得られる順位までのエクスポージャーについて削減さ

れる信用リスク・アセットの額の合計額を控除することがで

きる」とあるのは「控除し、かつ、プロテクションの提供対象

となり得る複数のエクスポージャーのうち、当該クレジット

・デリバティブのEADを限度としてプロテクション提供者の

所要自己資本率を適用したときに、信用リスク・アセットの

額の削減効果において、最も小さい一のエクスポージャーか

［項を加える。］  
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ら数えて当該特定順位参照型クレジット・デリバティブにお

けるあらかじめ特定された順位から一を減じて得られる順位

までのエクスポージャーについて削減される信用リスク・ア

セットの額の合計額を控除することができる」と読み替える

ものとする。  
10 内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金庫は、ＢＡ

―ＣＶＡ又はＳＡ―ＣＶＡを用いてＣＶＡリスク相当額を計

測するネッティング・セットに含まれるエクスポージャーに

対し、第一項第二号に定める所要自己資本率（K）の算式を適

用する場合にあっては、当該算式における｛1‐1.5×b｝‐ 1×

｛1＋（M‐2.5）×b｝の部分について一を上限とすることが

できる。   

［項を加える。］  
 

  
（事業法人等向けエクスポージャーに保証又はクレジット・

デリバティブが付された場合の取扱い）  
（事業法人等向けエクスポージャーに保証又はクレジット・

デリバティブが付された場合の取扱い）  
第百三十五条 前条の規定にかかわらず、内部格付手法を採用

した場合の商工組合中央金庫は、事業法人等向けエクスポー

ジャーに保証又はクレジット・デリバティブが付されている

場合には、被保証債権の被保証部分又は原債権のプロテクシ

ョンが提供されている部分に保証又はクレジット・デリバテ

ィブに対応する信用リスク・アセットの額の算式、PD及び

LGDを適用することができる。ただし、保証人又はプロテク

ション提供者に対する直接のエクスポージャーの信用リスク

・アセットの額の算出において適用する方法が標準的手法で

ある場合は、被保証債権の被保証部分又は原債権のプロテク

ションが提供されている部分について、当該保証人又はプロ

テクション提供者に対する直接のエクスポージャーとみなす

第百三十五条 前条の規定にかかわらず、内部格付手法を採用

した場合の商工組合中央金庫は、事業法人等向けエクスポー

ジャーに保証又はクレジット・デリバティブが付されている

場合は、被保証債権の被保証部分又は原債権のプロテクショ

ンが提供されている部分に保証又はクレジット・デリバティ

ブに対応する信用リスク・アセットの額の算式、PD及びLGD
を適用することができる。  
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ことができる。  
２ 先進的内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金庫は

、第百二十八条第二項各号に掲げるエクスポージャーに該当

しない事業法人等向けエクスポージャー（以下「先進的内部

格付手法を適用できる事業法人等向けエクスポージャー」と

いう。）に保証又はクレジット・デリバティブが付されてい

る場合には、次の各号に掲げる保証人又はプロテクション提

供者に対する直接のエクスポージャーの信用リスク・アセッ

トの額の算出において適用される手法の区分に応じ、当該各

号に定める方法により保証又はクレジット・デリバティブの

信用リスク削減効果を勘案することができる。  

２ 先進的内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金庫は

、事業法人等向けエクスポージャーに保証又はクレジット・

デリバティブが付されている場合は、被保証債権の被保証部

分又は原債権のプロテクションが提供されている部分に保証

又はクレジット・デリバティブを勘案したPD又はLGDのいず

れかを適用することができる。  

一 先進的内部格付手法 被保証債権の被保証部分又は原債

権のプロテクションが提供されている部分に保証又はクレ

ジット・デリバティブを勘案したPD又はLGDのいずれかを

適用する方法  

 

二 基礎的内部格付手法 被保証債権の被保証部分又は原債

権のプロテクションが提供されている部分に保証又はクレ

ジット・デリバティブに対応する信用リスク・アセットの

額の算式、PD及びLGDを適用する方法  

 

三 標準的手法 被保証債権の被保証部分又は原債権のプロ

テクションが提供されている部分について、当該保証人又

はプロテクション提供者に対する直接のエクスポージャー

とみなす方法  

 

３ 先進的内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金庫は

、自金庫推計LGDを適用する先進的内部格付手法を適用でき

る事業法人等向けエクスポージャーに対して、ファースト・

トゥ・デフォルト型クレジット・デリバティブの信用リスク

３ 第一項の場合において、内部格付手法を採用した場合の商

工組合中央金庫は、被保証債権又は原債権の債務者の信用リ

スクが保証人又はプロテクション提供者により完全に代替さ

れないときは、同項に規定する保証又はクレジット・デリバ
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削減効果を勘案することができる。  ティブのリスク・ウェイトの算出において、保証人又はプロ

テクション提供者の債務者格付に対応するPDに代えて、保証

人又はプロテクション提供者の債務者格付と被保証債権又は

原債権の債務者の債務者格付の間に位置する債務者格付に相

当するPDを用いなければならない。  
４ 第六十四条、第九十九条から第百二条まで、第百六条から

第百十三条まで、第百十六条及び第百十八条の規定は、内部

格付手法を採用した場合の商工組合中央金庫が第一項（ただ

し書を除く。）の規定を適用する場合について準用する。こ

の場合において、これらの規定中「標準的手法を採用した場

合の商工組合中央金庫」とあるのは、「内部格付手法を採用

した場合の商工組合中央金庫」と読み替えるものとする。  

４ 第六十四条、第九十九条から第百二条まで、第百六条から

第百十条まで、第百十六条、第百十八条及び第百二十条の規

定は、第一項において準用する。この場合において、「標準的

手法を採用した場合の商工組合中央金庫」とあるのは「内部

格付手法を採用した場合の商工組合中央金庫」と読み替える

ものとする。  

５ 第六十四条、第九十九条から第百二条まで、第百六条から

第百十三条まで、第百十六条及び第百十八条の規定は、内部

格付手法を採用した場合の商工組合中央金庫が第一項ただし

書又は第二項（第三号に係る部分に限る。）の規定を適用す

る場合について準用する。この場合において、これらの規定

中「標準的手法を採用した場合の商工組合中央金庫」とある

のは、「内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金庫」

と読み替えるものとする。  

［項を加える。］  

  
 （ダブル・デフォルト効果の取扱い）  

第百三十六条 削除  第百三十六条 前二条の規定にかかわらず、内部格付手法を採

用した場合の商工組合中央金庫は、事業法人等向けエクスポ

ージャー（スロッティング・クライテリアを適用している特

定貸付債権を除く。）又はその他リテール向けエクスポージ

ャー（事業法人に対する一億円未満のエクスポージャーに限
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る。）に次に掲げる保証又はクレジット・デリバティブが付

されている場合であって、かつ、第九十九条から第百二条ま

で及び次項の追加的要件を満たすときに限り、ダブル・デフ

ォルト効果（被保証債権の債務者及び保証人又は原債権の債

務者及びプロテクション提供者が共にデフォルトするリスク

に基づいて信用リスクを削減することをいう。以下同じ。）

を勘案することができる。ただし、保証又はクレジット・デ

リバティブが第二号に掲げるものである場合には第百十六条

、第三号に該当する場合には第百十八条又は第百二十条の規

定に従うものとする。  
 一 単一の債務者の信用事由に基づいて信用リスク削減効果

が提供される保証又はクレジット・デリバティブ  
 二 ファースト・トゥ・デフォルト型クレジット・デリバテ

ィブ  
 三 特定順位参照型クレジット・デリバティブ（前号に掲げ

るものを除く。）  
 ２ 前項に規定する追加的要件は、次に掲げるものとする。  

 一 ダブル・デフォルト効果の勘案対象となる被保証債権又

は原債権のリスク・ウェイトが、他の信用リスク削減手法の

効果を勘案していないこと。  
 二 保証又はクレジット・デリバティブが、第百十条の規定

により中央政府等又は我が国の地方公共団体によるものと

して扱われるものでないこと。  
 三 保証人又はプロテクション提供者が、第四十条若しくは

第四十一条に掲げる主体又は保険会社若しくは外国保険業

者（保険業法第二条第六項に規定する外国保険業者をいう。

以下同じ。）のうち信用リスクの削減を目的とする保証又は
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クレジット・デリバティブを業として行っている者であり、

かつ、次に掲げる条件の全てを満たすこと。  
 イ バーゼル銀行監督委員会の定める自己資本比率の基準

若しくはこれと類似の基準の適用を受けていること又は

適格格付機関により付与された格付に対応する信用リス

ク区分が４―３以上であること。  
 ロ 保証又はクレジット・デリバティブが付されてから算

出基準日までのいずれかの時点において、４―２以上の

信用リスク区分（第四十条又は第四十一条に掲げる主体

の格付については、第四十二条第一項の表を準用するも

のとする。ハにおいて同じ。）に対応するPDに相当する

PDが割り当てられた内部格付が付与されていること。  
 ハ 算出基準日において、４―３以上の信用リスク区分に

対応するPDに相当するPDが割り当てられた内部格付が

付与されていること。  
 四 被保証債権又は原債権の債務者が次に掲げる者でないこ

と。  
 イ 第三十三条から第三十五条まで、第三十七条第二項及

び第三十七条の二から第四十一条までに掲げる主体  
 ロ 前号に掲げる保険会社及び外国保険業者  
 ハ 保証人又はプロテクション提供者の子法人等又は関連

法人等  
 ニ 保証人又はプロテクション提供者を子法人等又は関連

法人等とする主体  
 ホ デフォルトしている主体  

 五 内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金庫は、保

証人又はプロテクション提供者に対して、訴訟による請求
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を行うことなしに、速やかに支払（被保証債権又は原債権の

債務者が行うこととしていた支払予定に沿った支払の形態

を取るものを含む。）を請求できること。  
 六 保証又はクレジット・デリバティブに基づく支払を受け

るために、被保証債権又は原債権の債務者に対する貸出債

権、社債その他の債権を譲渡することが予定されている場

合には、内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金庫

は、法的確実性を確保して当該譲渡を行うことができるこ

と。  
 七 前号の場合において、内部格付手法を採用した場合の商

工組合中央金庫が譲渡対象債権を市場から調達することを

予定しているときは、当該市場に調達のための十分な流動

性があること。  
 八 希薄化リスクについて保証又はクレジット・デリバティ

ブの信用リスク削減効果を勘案する場合、当該保証人又は

プロテクション提供者がプロテクションの提供対象である

購入債権の売り手又は当該購入債権の売り手の子法人等若

しくは関連法人等でなく、かつ、当該購入債権の売り手を子

法人等又は関連法人等としていないこと。  
 九 保証人又はプロテクション提供者が、被保証債権又は原

債権の債務者とデフォルトの相関関係が過大となる要因を

有する者でないことが商工組合中央金庫の内部プロセスに

よって確認され、そのような関係がない場合にのみダブル・

デフォルト効果の勘案を行う扱いとなっていること。  
 ３ ダブル・デフォルト効果を適用したエクスポージャーの信

用リスク・アセットの額は、次条に定めるPD、第百三十八条

に定めるLGD、第百三十九条に定めるEAD及び第百四十条に
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定めるマチュリティ（M）（ただし、保証又はクレジット・デ

リバティブのMを用いるものとし、一年を下回ることはでき

ない。）を用いて、第一号に掲げる算式により、同号に掲げる

算式の算出に要するダブル・デフォルト効果を勘案した所要

自己資本率（KDD）は第二号に掲げる算式により、同号に掲げ

る算式の算出に要する所要自己資本率（Ko）は第三号に掲げ

る算式により、同号に掲げる算式の算出に要する相関係数（

R）及びマチュリティ調整（b）は、それぞれ第四号及び第五

号により算出される額とする。  
 一 信用リスク・アセットの額＝KDD×12.5×EADg 

 EADgは、保証人又はプロテクション提供者のEAD 
 二 K  = K ×  0.15 + 160 × PD    

 PDgは、保証人又はプロテクション提供者のPD 
 

三 所要自己資本率（Ko）＝   LGD  × N  (1 − R)  . ×
G(PD ) +        . ×G(0.999) − EL × {1 − 1.5 ×b}  × {1 + (M − 2.5) × b} 

 LGDgは、被保証債権若しくは原債権の債務者のLGD又は

保証人若しくはプロテクション提供者のLGDのうち、当

該取引の性質に照らして適切と認められる数値  
 PDoは、被保証債権又は原債権の債務者のPD 
 ELは、PDoにLGDgを乗じた率  

 四 相関係数（R）は、第百三十四条定めるところによる。  
 五 マチュリティ調整（b）は、第百三十四条第一項第四号に
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規定するところによる。この場合において、PDは、被保証

債権若しくは原債権の債務者又は保証人若しくはプロテク

ション提供者のPDのうち、いずれか低い方を用いるものと

する。  
 ４ 内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金庫は、第一

項及び第二項の要件を満たすエクスポージャーごとに、ダブ

ル・デフォルト効果を勘案するか否かを判断することができ

る。  
  

（事業法人等向けエクスポージャーのPD）  （事業法人等向けエクスポージャーのPD）  
第百三十七条 事業法人等向けエクスポージャーの信用リスク

・アセットの額の算式及び期待損失の算出に用いるPDは、当

該事業法人等向けエクスポージャーに付与された債務者格付

に係る一年間のPDの推計値とする。  

第百三十七条 事業法人等向けエクスポージャーの信用リスク

・アセットの額の算式に用いるPDは、当該事業法人等向けエ

クスポージャーに付与された債務者格付に係る一年間のPD
の推計値とする。  

２ 前項の規定にかかわらず、事業法人向けエクスポージャー

及び金融機関等向けエクスポージャーの信用リスク・アセッ

トの額の算式及び期待損失の算出に用いるPDは、〇・〇五パ

ーセントを下回らないものとする。  

２ 前項の規定にかかわらず、事業法人向けエクスポージャー

及び金融機関等向けエクスポージャーの信用リスク・アセッ

トの額の算式に用いるPDは、〇・〇三パーセントを下回らな

いものとする。  
３ ［略］  ３ ［同左］  
  

（事業法人等向けエクスポージャーのLGD）  （事業法人等向けエクスポージャーのLGD）  
第百三十八条 先進的内部格付手法を採用した場合の商工組合

中央金庫が先進的内部格付手法を適用できる事業法人等向け

エクスポージャーの信用リスク・アセットの額の算式及び期

待損失の算出に用いるLGDは、当該先進的内部格付手法を適

用できる事業法人等向けエクスポージャーについてデフォル

ト時に生ずる経済的損失額のEADに対する割合を百分率で表

第百三十八条 先進的内部格付手法を採用した場合の商工組合

中央金庫が事業法人等向けエクスポージャー（劣後債権を除

く。）の信用リスク・アセットの額の算式に用いるLGDは、

当該事業法人等向けエクスポージャーについてデフォルト時

に生じる経済的損失額のEADに対する割合を百分率で表した

推計値とする。  
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した推計値とする。  
２ 基礎的内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金庫が

事業法人等向けエクスポージャーの信用リスク・アセットの

額の算式及び期待損失の算出に用いるLGDは、次の各号に掲

げるエクスポージャーの区分に応じ、当該各号に定める値と

する。ただし、劣後債権の場合は、七十五パーセントとする。 

２ 基礎的内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金庫が

事業法人等向けエクスポージャーの信用リスク・アセットの

額の算式に用いるLGDは、四十五パーセントとする。ただし

、劣後債権の場合は、七十五パーセントとする。  

一 ソブリン向けエクスポージャー 四十五パーセント  ［号を加える。］  
二 規制金融機関及び非規制金融機関等に対するエクスポー

ジャー 四十五パーセント  
［号を加える。］  

三 事業法人向けエクスポージャー（規制金融機関及び非規

制金融機関等に対するエクスポージャーを除く。） 四十

パーセント  

［号を加える。］  

３ 前項の規定にかかわらず、事業法人等向けエクスポージャ

ー（劣後債権を除く。）に適格債権担保、適格不動産担保若し

くは適格その他資産担保（以下「適格資産担保」という。）又

は適格金融資産担保が設定されている場合には、基礎的内部

格付手法を採用した場合の商工組合中央金庫は、次の算式に

より信用リスク削減手法の効果を勘案することができる。た

だし、当該事業法人等向けエクスポージャーがレポ形式の取

引又は信用取引その他これに類する海外の取引であって、適

格金融資産担保の信用リスク削減効果を勘案する場合は、次

条第二項の規定によりEADを算出するものとし、LGDには前

項第一号又は第二号に定める値を用いるものとする。  

３ 前項の規定にかかわらず、事業法人等向けエクスポージャ

ー（劣後債権を除く。）に適格金融資産担保が設定されてい

る場合は、法的に有効な相対ネッティング契約下にあるレポ

形式の取引に関する場合を除き、基礎的内部格付手法を採用

した場合の商工組合中央金庫は、次に掲げる算式により信用

リスク削減手法の効果を勘案することができる。  
LGD＝45パーセント×（第四章第六節第三款に規定する包

括的手法に基づいて信用リスク削減手法の効果を

勘案した後の事業法人等向けエクスポージャーの

額）／（当該事業法人等向けエクスポージャーの額

）  LGD∗ = LGD ∙ E ∙ (1 + H ) − E E ∙ (1 + H ) + LGD ∙ E E ∙ (1 + H ) 

LGD*は、信用リスク削減手法の効果を勘案したLGDをいう。 
LGDUは、前項各号に掲げるエクスポージャーの区分に応じ
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て設定される値をいう。第六項において同じ。  
LGDSは、次項の表に掲げる担保資産の区分に応じ、同表にお

いて設定される値をいう。  
Eは、エクスポージャーの額をいう。第六項及び第八項並びに

第百四十六条第三項において同じ。  
ESは、C・(1－HC－H fx)により計算される値をいう（この場合

において、ESの上限をE・ (1＋HE)とする。）。第六項及び

第八項並びに第百四十六条第三項において同じ。  
Cは、受入担保の現在価値をいう。第六項において同じ。  
HCは、次項の表に掲げる担保資産の区分に応じ、同表におい

て設定されるボラティリティ調整率をいう。第六項におい

て同じ。  
H fxは、エクスポージャーと適格資産担保の通貨が異なる場合

において、前章第六節第三款の規定により適用するボラテ

ィリティ調整率をいう。第六項において同じ。  
HEは、エクスポージャーが第五十五条第一項の表の第七号に

該当する場合において、取引の相手方に引き渡した資産の

種類に応じて前章第六節第三款の規定により適用するボラ

ティリティ調整率をいう。第六項及び第八項並びに第百四

十六条第三項において同じ。  
４ 前項の算式を用いる場合において、基礎的内部格付手法を

採用した場合の商工組合中央金庫は、次の表に掲げる担保資

産の区分に応じ、同表に定めるLGDS及びボラティリティ調整

率を用いるものとする。  

［項を加える。］  

担保資産の区分  
LGDS 

（パーセント） 
ボラティリティ調

整率  
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（パーセント）  

適格金融資産担保  零  

担保の種類に応じ

て第七十五条第一

項に定めるボラテ

ィリティ調整率を

第八十一条の規定

により調整した値  
適格債権担保  二十  四十  

適格不動産担保  二十  四十  
適格その他資産担

保  
二十五  四十  

 

５ 基礎的内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金庫は

、第三項の規定により信用リスク削減手法の効果を勘案する

ためには、事業法人等向けエクスポージャー（劣後債権を除く

。）を被担保債権とする適格資産担保又は適格金融資産担保に

ついて、その担保の種類に応じて次に掲げる運用要件を満た

すものとする。  
 

４ 第二項の規定にかかわらず、事業法人等向けエクスポージ

ャー（劣後債権を除く。）を被担保債権として、適格債権担保

、適格不動産担保又は適格その他資産担保（以下「適格資産

担保」という。）が設定されており、次に掲げる運用要件を満

たす場合であって、当該エクスポージャーの額に対する適格

資産担保の額の割合が次の表に定める最低所要担保カバー率

以上であるときは、基礎的内部格付手法を採用した場合の商

工組合中央金庫は、当該事業法人等向けエクスポージャーに

ついて、当該適格資産担保の額を次の表に定める超過担保カ

バー率で除した額に相当する部分について、次の表に定める

LGDを適用することができる。ただし、同一の被担保債権に

複数の適格金融資産担保又は適格資産担保が設定されている

場合は、適格不動産担保及び適格その他資産担保の各最低所

要担保カバー率は、適格金融資産担保及び適格債権担保によ

る信用リスク削減手法の効果を勘案した後のエクスポージャ
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ーの額に対する適格不動産担保及び適格その他資産担保のそ

れぞれの額を基準として算出する。  
［表を削る。］   最 低 所 要 担 保

カバー率  
（パーセント）

超 過 担 保 カ バ

ー率  
（パーセント）

LGD 
（パーセント）

適格債権担保  零  百二十五  三十五  

適格不動産担

保  
三十  百四十  三十五  

適格その他資

産担保  
三十  百四十  四十  

 

一 適格債権担保の目的たる債権（以下この号において「適

格債権」という。）の運用要件は、次に掲げる要件をいう。 
一 適格債権担保の目的たる債権（以下この号において「適

格債権」という。）の「運用要件」は、次に掲げる要件をい

う。  
イ ［略］  イ ［同左］  
ロ 担保権の実行のために必要な措置が全て講じられてい

ること。  
ロ 担保権の実行のために必要な措置がすべて講じられて

いること。  
［ハ～ト 略］  ［ハ～ト 同左］  
チ 被担保債権の額と当該適格債権の額との差額には、回

収費用、当該適格債権のプールにおける一の第三債務者

の集中度合い、商工組合中央金庫のエクスポージャー全

体の中の集中リスクその他の勘案すべき要素が全て織り

込まれていること。  

チ 被担保債権の額と当該適格債権の額との差額には、回

収費用、当該適格債権のプールにおける一の第三債務者

の集中度合い、商工組合中央金庫のエクスポージャー全

体の中の集中リスクその他の勘案すべき要素がすべて織

り込まれていること。  
リ ［略］  リ ［同左］  

二 適格不動産担保の目的たる不動産（以下この号において

「適格不動産」という。）の運用要件は、次に掲げるものを

二 適格不動産担保の目的たる不動産（以下この号において

「適格不動産」という。）の「運用要件」は、次に掲げるも
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いう。  のをいう。  
［イ～ヘ 略］  ［イ～ヘ 同左］  
ト 適格不動産について、内部格付手法を採用した場合の

商工組合中央金庫よりも優先される法的に有効な請求権

（先順位の担保権を含む。）の設定額及びその内容が継続

的に監視されていること。  

ト 適格不動産について先順位の担保権の設定額及びその

内容を継続的に監視されていること。  

チ ［略］  チ ［同左］  
リ イに掲げる要件を満たす劣後する担保権が設定されて

いる場合は、ボラティリティ調整率を考慮した担保価値

から全ての先順位の担保権を保有する者のエクスポージ

ャーの額を控除した額（以下このリにおいて「先順位の担

保権考慮後の担保価値」という。）を適格不動産の担保価

値とすること。この場合において、同順位の担保権を保有

する者がいるときは、先順位の担保権考慮後の担保価値

を当該同順位の担保権を保有する者の担保権の設定額に

応じて按分して得た額を適格不動産の担保価値とするも

のとする。  

［号の細分を加える。］  

三 適格その他資産担保の目的たる資産（以下この号におい

て「適格その他資産」という。）の運用要件は次に掲げる要

件をいう。  

三 適格その他資産担保の目的たる資産（以下この号におい

て「適格その他資産」という。）の「運用要件」は次に掲げ

る要件をいう。  
イ 前号イからチまでに掲げる要件を満たすこと。この場

合において、これらの規定中「適格不動産担保」とあるの

は「適格その他資産担保」と、「不動産」とあるのは「資

産」と、「適格不動産」とあるのは「適格その他資産」と

、「登記」とあるのは「対抗要件が具備」と、「不動産鑑

定士又は担保評価額の評価の精度が高いと認めるに足り

る者により当該不動産」とあるのは「担保評価額の評価の

イ 前号イからチまでに掲げる要件を満たすこと。この場

合において、「適格不動産担保」とあるのは「適格その他

資産担保」と、「不動産」とあるのは「資産」と、「適格

不動産」とあるのは「適格その他資産」と、「登記」とあ

るのは「対抗要件が具備」と、「不動産鑑定士又は担保評

価額の評価の精度が高いと認めるに足りる者により当該

不動産」とあるのは「担保評価額の評価の精度が高いと認
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精度が高いと認めるに足りる者により当該資産」と、「優

先される法的に有効な請求権（先順位の担保権を含む。）

」とあるのは「優先される法的に有効な請求権」と読み替

えるものとする。  

めるに足りる者により当該資産」と読み替えるものとす

る。  

ロ ［略］  ロ ［同左］  
ハ 適格その他資産担保の設定に関する契約において、担

保の詳細、調査権及び内部格付手法を採用した場合の商

工組合中央金庫の求めに応じて担保価値が再評価される

ことについて記載されていること。  

ハ 適格その他資産担保の設定に関する契約において、担

保の詳細について記載されていること。  

［ニ～ト 略］  ［ニ～ト 同左］  
四 適格金融資産担保の目的たる資産の運用要件は、第六十

四条、第六十七条から第六十九条まで、第七十一条及び第百

十一条から第百十三条までに規定するものをいう。  

［号を加える。］  

［項を削る。］  
 

５ 前三項により一のエクスポージャーに複数の信用リスク削

減手法の効果を勘案する場合は、内部格付手法を採用した場

合の商工組合中央金庫は、任意に分割した被担保債権の価額

ごとに一の信用リスク削減手法のみを勘案することができる

。  
６ 第二項及び第三項の規定にかかわらず、担保資産の区分に

応じて前項各号に規定する運用要件を満たす複数の担保が事

業法人等向けエクスポージャーに設定されている場合は、次

の算式により信用リスク削減手法の効果を勘案することがで

きる。  LGD∗∗ = LGD ∙ E ∙ (1 + H ) − ∑ E   E ∙ (1 + H ) +  LGD  ∙ E  E ∙ (1 + H )  

LGD**は、複数の担保の信用リスク削減手法の効果を勘案し

たLGDをいう。  

［項を加える。］  
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𝑖は、設定された担保の担保資産の区分をいい、適格金融資産

担保、適格債権担保、適格不動産担保又は適格その他資産

担保をいう。  LGD  は、設定された担保の担保資産の区分に応じ、第四項の

規定により設定されるLGDSをいう。  E  は、設定された担保の担保資産の区分に応じ、C ∙ (1 − H −H  )により計算される値をいう。ただし、∑ E   がE ∙ (1 + H )
を上回る場合にあっては、∑ E   がE ∙ (1 + H )と等しくなるよ

う、当該担保の担保資産の区分に応じて算出されるC ∙ (1 −H − H  )を上限として値を調整するものとする。  
７ 第一項の規定にかかわらず、先進的内部格付手法を適用で

きる事業法人等向けエクスポージャーに該当する事業法人向

けエクスポージャー（以下この条及び次条において「先進的

内部格付手法を適用できる事業法人向けエクスポージャー」

という。）の信用リスク・アセットの額の算式及び期待損失

の算出に用いる自金庫推計したLGDは、二十五パーセントを

下回らないものとする。  

［項を加える。］  

８ 前項の規定にかかわらず、先進的内部格付手法を適用でき

る事業法人向けエクスポージャーに適格金融資産担保又は適

格資産担保が設定されている場合において、先進的内部格付

手法を採用した場合の商工組合中央金庫は、当該エクスポー

ジャーの信用リスク・アセットの額の算式及び期待損失の算

出に用いる自金庫推計したLGDの下限を、次の算式により算

出した信用リスク削減手法の効果を勘案した値とすることが

できる。  LGD     = LGD       ∙ E ∙ (1 + H ) − E E ∙ (1 + H ) + LGD       ∙ E E ∙ (1 + H ) 

［項を加える。］  
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LGD f loorは、信用リスク削減手法の効果を勘案したLGDの自

金庫推計値の下限をいう。  
LGDU floorは、二十五パーセント  
LGDS floorは、次項の表に掲げる担保資産の区分に応じ、同表

において設定される値をいう。  
９ 前項の算式を用いる場合において、先進的内部格付手法を

採用した場合の商工組合中央金庫は、次の表に掲げる担保資

産の区分に応じ、同表の右欄に定める値をLGDS f loorとして用

いるものとする。  

担保資産の区分  
LGDS floor 

（パーセント）  
金融資産担保  零  
債権担保  十  
不動産担保  十  
その他資産担保  十五  

 

［項を加える。］  

10 第五項の規定は、第八項の規定によりLGDの下限に信用リ

スク削減手法の効果を勘案する場合について準用する。この

場合において、第五項中「基礎的内部格付手法を採用した場

合の商工組合中央金庫」とあるのは「先進的内部格付手法を

採用した場合の商工組合中央金庫」と、「事業法人等向けエ

クスポージャー（劣後債権を除く。）」とあるのは「先進的内

部格付手法を適用できる事業法人向けエクスポージャー」と

読み替えるものとする。  

［項を加える。］  

11 先進的内部格付手法を適用できる事業法人等向けエクス

ポージャーがレポ形式の取引又は信用取引その他これに類す

る海外の取引であって、適格金融資産担保の信用リスク削減

［項を加える。］  

- 234 -



 

1
5
7 

効果を勘案する場合は、次条第二項の規定によりEADを算出

するものとし、担保による信用リスク削減効果を勘案しない

LGDを用いるものとする。  
12 第二項から第五項までの規定は、先進的内部格付手法を採

用した場合の商工組合中央金庫が先進的内部格付手法を適用

できる事業法人等向けエクスポージャーに該当しない事業法

人等向けエクスポージャーの信用リスク・アセットの額の算

式及び期待損失の算出に用いるLGDを設定する場合について

準用する。この場合において、これらの規定中「基礎的内部

格付手法を採用した場合の商工組合中央金庫」とあるのは「

先進的内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金庫」と

、「事業法人等向けエクスポージャー」とあるのは「事業法人

等向けエクスポージャー（先進的内部格付手法を適用できる

事業法人等向けエクスポージャーを除く。）」と、読み替える

ものとする。  

［項を加える。］  

13 第二項から第五項までの規定は、先進的内部格付手法を適

用できる事業法人等向けエクスポージャーのうち一部の事業

単位又は資産区分において、LGDの推計に係る次節に定める

最低要件を充足しない場合において、当該事業単位又は資産

区分に含まれるエクスポージャーの信用リスク・アセットの

額の算式及び期待損失の算出に用いるLGDを設定する場合に

ついて準用する。この場合において、これらの規定中「基礎

的内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金庫」とある

のは、「先進的内部格付手法を採用した場合の商工組合中央

金庫」と読み替えるものとする。  

［項を加える。］  

14 先進的内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金庫

が、先進的内部格付手法を適用できる事業法人等向けエクス

［項を加える。］  
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ポージャーのうち、担保が設定されていないエクスポージャ

ー（一部が担保により保全されているエクスポージャーのう

ち、担保により保全されていない部分を含む。）に適用する

LGDの推計についてのみ、当該推計に係る次節に定める最低

要件を充足する場合は、当該担保が設定されていないエクス

ポージャーの信用リスク・アセットの額の算式及び期待損失

の算出において自金庫推計したLGDを用いることができる。

この場合において、LGDの推計には担保の効果を勘案しては

ならず、先進的内部格付手法を適用できる事業法人向けエク

スポージャーのLGDは二十五パーセントを下回らないものと

する。  
15 第三項から第五項までの規定は、前項の場合において先進

的内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金庫が適格金

融資産担保又は適格資産担保が設定されている先進的内部格

付手法を適用できる事業法人等向けエクスポージャーのLGD
を推計する場合について準用する。この場合において、これ

らの規定中「基礎的内部格付手法を採用した場合の商工組合

中央金庫」とあるのは「先進的内部格付手法を採用した場合

の商工組合中央金庫」と、第三項中「前項各号に掲げるエク

スポージャーの区分に応じて設定される値をいう。第六項に

おいて同じ。」とあるのは「担保が設定されていないエクス

ポージャー（一部が担保により保全されているエクスポージ

ャーのうち、担保により保全されていない部分を含む。）に

適用する自金庫推計したLGD」と読み替えるものとする。  

［項を加える。］  

16 内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金庫は、前章

第六節第四款に規定する簡便手法を用いて信用リスク削減効

果を勘案しないものとする。  

［項を加える。］  
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（事業法人等向けエクスポージャーのEAD）   （事業法人等向けエクスポージャーのEAD）  

第百三十九条 事業法人等向けエクスポージャーの信用リスク

・アセットの額の算式及び期待損失の算出に用いるオン・バ

ランス資産項目のEADは、当該エクスポージャーを全額償却

した場合に減少する自己資本の額並びに個別貸倒引当金、部

分直接償却額及びデフォルトした購入債権をディスカウント

で購入した場合の当該ディスカウントの額（返金を要しない

ものに限る。）の合計額を下回らない額とする。  

第百三十九条 事業法人等向けエクスポージャーの信用リスク

・アセットの額の算式に用いるオン・バランス資産項目の

EADは、当該エクスポージャーを全額償却した場合に減少す

る自己資本の額並びに個別貸倒引当金、部分直接償却額及び

デフォルトした購入債権をディスカウントで購入した場合の

当該ディスカウントの額（返金を要しないものに限る。）の

合計額を下回らない額とする。  
２ 前項の規定にかかわらず、内部格付手法を採用した場合の

商工組合中央金庫は、第六十四条、第六十九条、第七十二条

から第八十九条まで、第九十八条、第百九条及び第百十一条

から第百十三条までの規定を準用し、次に定める信用リスク

削減手法の効果をEADで勘案することができる。この場合に

おいて、これらの規定中「標準的手法を採用した場合の商工

組合中央金庫」とあるのは、「内部格付手法を採用した場合

の商工組合中央金庫」と読み替えるものとする。  

２ 前項の規定にかかわらず、内部格付手法を採用した場合の

商工組合中央金庫は、第六十四条、第七十二条から第九十三

条まで、第九十八条、第百九条及び第百十一条から第百十三

条までの規定を準用し、次に定める信用リスク削減手法の効

果をEADで勘案することができる。この場合において、「標

準的手法を採用した場合の商工組合中央金庫」とあるのは「

内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金庫」と読み替

えるものとする。  
一 適格金融資産担保（レポ形式の取引及び信用取引その他

これに類する海外の取引に限る。）  
一 法的に有効な相対ネッティング契約（レポ形式の取引に

限る。）  
二 ［略］  二 ［同左］  

３ 先進的内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金庫が

先進的内部格付手法を適用できる事業法人等向けエクスポー

ジャーのうち、リボルビング型エクスポージャーの信用リス

ク・アセットの額の算式及び期待損失の算出に用いるオフ・

バランス資産項目のEADは、信用供与枠の未引出額に掛目の

自金庫推計値を乗じた額又は信用供与枠から直接的に推計さ

れる額とする。ただし、基礎的内部格付手法を採用した場合

３ 先進的内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金庫が

事業法人等向けエクスポージャーの信用リスク・アセットの

額の算式に用いるオフ・バランス資産項目のEADは、信用供

与枠の未引出額に掛目の自金庫推計値を乗じた額をいう。た

だし、基礎的内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金

庫において百パーセントの掛目が適用される場合は、掛目と

して百パーセントを乗じた額をいう。  
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の商工組合中央金庫において百パーセントの掛目が適用され

る場合にあっては掛目として百パーセントを乗じた額、リボ

ルビング型エクスポージャーに該当しない場合にあっては第

五項に規定する方法により算出した額とする。  
４ 第一項及び前項の規定にかかわらず、先進的内部格付手法

を適用できる事業法人向けエクスポージャーの信用リスク・

アセットの額の算式及び期待損失の算出に用いるオン・バラ

ンス資産項目及びオフ・バランス資産項目のEADの合計額は

、オン・バランス資産項目のEADの合計額及び第五十五条に

規定するオフ・バランス取引の与信相当額に五十パーセント

を乗じて得た額の合計額を下限とする。  

［項を加える。］  

５ 基礎的内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金庫が

事業法人等向けエクスポージャーの信用リスク・アセットの

額の算式及び期待損失の算出に用いるオフ・バランス資産項

目のEADは、信用供与枠の未引出額又は債務者の報告するキ

ャッシュ・フローに応じた信用供与可能額の上限の存在その

他の利用制限を勘案した額のいずれか低い方に第五十五条第

一項の表の左欄に掲げる掛目を乗じて得た額をいう。ただし

、信用供与枠を提供する約束がある場合には、内部格付手法

を採用した場合の商工組合中央金庫は、適用可能な掛目のう

ち低い方を適用するものとする。  

４ 基礎的内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金庫が

事業法人等向けエクスポージャーの信用リスク・アセットの

額の算式に用いるオフ・バランス資産項目のEADは、次に掲

げる場合を除き、信用供与枠の未引出額又は債務者の報告す

るキャッシュ・フローに応じた信用供与可能額の上限の存在

その他の利用制限を勘案した額のいずれか低い方に第五十五

条に掲げる掛目を乗じて得た額をいう。ただし、信用供与枠

を提供する約束がある場合は、内部格付手法を採用した場合

の商工組合中央金庫は、適用可能な掛目のうち低い方を適用

するものとする。  
［号を削る。］  一 コミットメント、NIFs（Note Issuance Facilities）及び

RUFs（Revolving Underwriting Facilities）の掛目は七十

五パーセントとする。ただし、任意の時期に無条件で取消し

可能な場合又は債務者の信用力の悪化に伴い自動的に取り

消しうる場合は、零パーセントとする。  
［号を削る。］  二 任意の時期に無条件で取消し可能な事業法人等向けの当
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座貸越枠の未引出額又はその他の信用供与枠の未引出額の

掛目は、零パーセントとする。  
６・７ ［略］  ５・６ ［同左］  
８ 第五項の規定は、先進的内部格付手法を採用した場合の商

工組合中央金庫が先進的内部格付手法を適用できる事業法人

等向けエクスポージャーに該当しない事業法人等向けエクス

ポージャーの信用リスク・アセットの額の算式及び期待損失

の算出に用いるオフ・バランス資産項目のEADを推計する場

合について準用する。この場合において、同項中「基礎的内

部格付手法を採用した場合の商工組合中央金庫」とあるのは

「先進的内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金庫」

と、「事業法人等向けエクスポージャー」とあるのは「事業法

人等向けエクスポージャー（先進的内部格付手法を適用でき

る事業法人等向けエクスポージャーを除く。）」と読み替え

るものとする。  

［項を加える。］  

９ 第五項の規定は、先進的内部格付手法を適用できる事業法

人等向けエクスポージャーのうち一部の事業単位又は資産区

分がEADの推計に係る次節に定める最低要件を充足しない場

合において、当該事業単位又は資産区分に含まれるエクスポ

ージャーの信用リスク・アセットの額の算式及び期待損失の

算出に用いるEADを設定するときについて準用する。この場

合において、同項中「基礎的内部格付手法を採用した場合の

商工組合中央金庫」とあるのは、「先進的内部格付手法を採

用した場合の商工組合中央金庫」と読み替えるものとする。  

［項を加える。］  

  
（有価証券担保等のリスク・アセットの算出範囲）   

第百三十九条の二 第六十六条の二の規定は、内部格付手法を ［条を加える。］  
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採用した場合の商工組合中央金庫が有価証券の貸付又は有価

証券による担保を提供する場合について準用する。この場合

において、同条中「標準的手法を採用した場合の商工組合中

央金庫」とあるのは、「内部格付手法を採用した場合の商工

組合中央金庫」と読み替えるものとする。  
  

（マチュリティ）  （マチュリティ）  
第百四十条 ［略］  第百四十条 ［同左］  
２ ［略］  ２ ［同左］  
３ 第一項ただし書の規定にかかわらず、次の各号に該当する

短期のエクスポージャーのうち契約当初の満期が一年未満の

ものについては、一年の下限を適用しない。この場合におい

て、マチュリティは、一日以上の実効マチュリティを用いる

ものとする。  

３ ［同左］  

一 ［略］  一 ［同左］  
二 次に掲げる要件の全てを満たすその他資本市場取引によ

るエクスポージャー  
二 次に掲げるすべての要件を満たすその他資本市場取引に

よるエクスポージャー  
イ ［略］  イ ［同左］  
ロ 毎営業日に時価評価を行うとともに担保額調整に服し

ていることが、契約上定められていること。  
ロ 毎営業日に時価評価を行うとともに担保額調整に服し

ていること。  
ハ 相手方の期限の利益喪失時又は担保額調整に係る義務

が履行されない場合に担保の速やかな処分又は相殺が可

能であることが、契約上定められていること。  

ハ 相手方の期限の利益喪失時又は担保額調整に係る義務

が履行されない場合に担保の速やかな処分又は相殺が可

能であること。  
三 短期かつ流動性の高い貿易取引及び貿易関連の信用状取

引その他これに類するもの  
三 短期かつ流動性の高い貿易関連偶発債務その他これに類

するもの  
四 前号に含まれない短期かつ流動性の高い貿易関連偶発債

務その他これに類するもの  
［号を加える。］  
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五 ［略］  四 ［同左］  
４ 前三項の規定にかかわらず、リボルビング型エクスポージ

ャーに係る実効マチュリティは取引の契約が終了する日まで

の期間その他の保守的な値を用いるものとする。  

［項を加える。］  

５ 派生商品取引又は第三項に規定する取引であって、法的に

有効な相対ネッティング契約の適用を受けるものについては

、第一項に定める実効マチュリティの算出に当たって、当該

取引に係る想定元本額その他の名目額で加重平均したマチュ

リティを用いるものとする。  

４ 派生商品取引又は前項に規定する取引であって、法的に有

効な相対ネッティング契約の適用を受けるものについては、

第一項に定める実効マチュリティの算出に当たって、当該取

引に係る想定元本額その他の名目額で加重平均したマチュリ

ティを用いるものとする。  
６ 前項の規定にかかわらず、第三項に該当する取引のうち法

的に有効な相対ネッティング契約の適用を受けるもののマチ

ュリティは、第八十一条第二項第一号に規定する最低保有期

間（当該相対ネッティング契約の適用対象に同号イからハま

でに該当する個別取引のうち複数の最低保有期間に該当する

ものを含む場合にあっては、それらの個別取引の最低保有期

間のうち最も長いものとする。）を下限とする。ただし、同号

に定めのない場合には五日を下限とする。  

５ 前項の規定にかかわらず、第三項に該当する取引のうち法

的に有効な相対ネッティング契約の適用を受けるもののマチ

ュリティは、第八十一条第二項第一号に規定する最低保有期

間（当該相対ネッティング契約の適用対象に複数の最低保有

期間に該当する取引を含む場合には、そのうち最も長い最低

保有期間）を下限とする。ただし、同号に定めのない場合に

は五日を下限とする。  

７ ［略］  ６ ［同左］  
８ 前項の規定にかかわらず、ネッティング・セットを構成す

る全ての取引における最も長い満期が一年未満であり、かつ

、全ての取引が第三項各号に掲げるものに係る取引である場

合には、当該ネッティング・セットを一のエクスポージャー

とみなして、第一項から第六項までの規定を適用する。  

７ 前項の規定にかかわらず、ネッティング・セットを構成す

るすべての取引における最も長い満期が一年未満であり、か

つ、すべての取引が第三項各号に掲げるものに係る取引であ

る場合には、当該ネッティング・セットを一のエクスポージ

ャーとみなして、第一項から第五項までの規定を適用する。  
［項を削る。］  
 

８ 前各項の規定にかかわらず、第六章の二第三節に定める先

進的リスク測定方式によりＣＶＡリスク相当額を算出する場

合において、第二百五十五条の承認を受けて用いる内部モデ

ルにより格付遷移リスクを計測しているときは、派生商品取
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引のマチュリティについて一年を上限とすることができる。  
  
（リテール向けエクスポージャーに保証又はクレジット・デ

リバティブが付された場合の取扱い）  
（リテール向けエクスポージャーに保証又はクレジット・デ

リバティブが付された場合の取扱い）  
第百四十四条 商工組合中央金庫が内部格付手法を採用してい

る場合に、リテール向けエクスポージャーに保証又はクレジ

ット・デリバティブが付されている場合で、債務者の信用リ

スクが保証人又はプロテクション提供者に完全に代替される

ときは、前三条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる保証

人又はプロテクション提供者に対する直接のエクスポージャ

ーの信用リスク・アセットの額の算出において適用される手

法の区分に応じ、当該各号に定める方法により保証又はクレ

ジット・デリバティブの効果を勘案することができる。  

第百四十四条 商工組合中央金庫が内部格付手法を採用してい

る場合に、リテール向けエクスポージャーに保証又はクレジ

ット・デリバティブが付されている場合で、債務者の信用リ

スクが保証人又はプロテクション提供者に完全に代替される

ときは、前三条の規定にかかわらず、被保証債権の被保証部

分又は原債権のプロテクションが提供されている部分に保証

又はクレジット・デリバティブを勘案したPD又はLGDのいず

れかを適用することができる。  

一 内部格付手法 被保証債権の被保証部分又は原債権のプ

ロテクションが提供されている部分について、保証又はク

レジット・デリバティブを勘案したPD又はLGDのいずれか

を適用する方法  

［号を加える。］  

二 標準的手法 被保証債権の被保証部分又は原債権のプロ

テクションが提供されている部分について、当該保証人又

はプロテクション提供者に対する直接のエクスポージャー

とみなす方法  

［号を加える。］  

２ 第六十四条、第九十九条から第百三条まで及び第百六条か

ら第百十三条までの規定は、内部格付手法を採用した場合の

商工組合中央金庫が前項（第二号に係る部分に限る。）の規

定を適用する場合について準用する。この場合において、こ

れらの規定中「標準的手法を採用した場合の商工組合中央金

庫」とあるのは、「内部格付手法を採用した場合の商工組合

［項を加える。］  
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中央金庫」と読み替えるものとする。  
  
（リテール向けエクスポージャーのPD）  （リテール向けエクスポージャーのPD）  

第百四十五条 リテール向けエクスポージャーの信用リスク・

アセットの額の算式及び期待損失の算出に用いるPDは、当該

リテール向けエクスポージャー又は当該リテール向けエクス

ポージャーの属するプールに対応する一年間のデフォルト確

率を百分率で表した推計値とする。  

第百四十五条 リテール向けエクスポージャーの信用リスク・

アセットの額の算式に用いるPDは、当該リテール向けエクス

ポージャー又は当該リテール向けエクスポージャーの属する

プールに対応する一年間のデフォルト確率を百分率で表した

推計値とする。ただし、〇・〇三パーセントを下回らないも

のとする。  
２ 前項のリテール向けエクスポージャーのPDは、次の各号に

掲げるエクスポージャーの区分に応じ、当該各号に定める値

を下回らないものとする。  

［項を加える。］  

一 トランザクターに対する適格リボルビング型リテール向

けエクスポージャー以外の適格リボルビング型リテール向

けエクスポージャー 〇・一パーセント  

 

二 前号に掲げるエクスポージャー以外のリテール向けエク

スポージャー 〇・〇五パーセント  
 

  
（リテール向けエクスポージャーのLGD）  （リテール向けエクスポージャーのLGD）  

第百四十六条 リテール向けエクスポージャーの信用リスク・

アセットの額の算式及び期待損失の算出に用いるLGDは、当

該リテール向けエクスポージャー又は当該リテール向けエク

スポージャーの属するプールについて、デフォルト時に生ず

る経済的損失額のEADに対する割合を百分率で表した推計値

とする。  

第百四十六条 リテール向けエクスポージャーの信用リスク・

アセットの額の算式に用いるLGDは、当該リテール向けエク

スポージャー又は当該リテール向けエクスポージャーの属す

るプールについて、デフォルト時に生じる経済的損失額の

EADに対する割合を百分率で表した推計値とする。  

２ リテール向けエクスポージャーの信用リスク・アセットの

額の算式及び期待損失の算出に用いるLGDは、次の各号に掲

［項を加える。］  
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げるエクスポージャーの区分に応じ、当該各号に定める値を

下回らないものとする。  
 一 居住用不動産向けエクスポージャー 五パーセント   

二 適格リボルビング型リテール向けエクスポージャー 五

十パーセント  
 

 三 その他リテール向けエクスポージャー 三十パーセント   
３ 前項第三号の規定にかかわらず、その他リテール向けエク

スポージャーに適格金融資産担保又は適格資産担保が設定さ

れている場合において、内部格付手法を採用した場合の商工

組合中央金庫は、当該エクスポージャーの信用リスク・アセ

ットの額の算式及び期待損失の算出に用いる自金庫推計した

LGDの下限を、次の算式により算出した信用リスク削減手法

の効果を勘案した値とすることができる。  LGD      = LGD        ∙ E ∙ (1 + H ) − E E ∙ (1 + H ) + LGD        ∙ E E ∙ (1 + H ) 

LGDRfloorは、信用リスク削減手法の効果を勘案したその他リ

テール向けエクスポージャーに適用されるLGDの自金庫推

計値の下限をいう。  
LGDRU floorは、三十パーセント  
LGDRS floorは、次項の表に掲げる担保資産の区分に応じ、同表

において設定される値をいう。  

［項を加える。］  

４ 前項の算式を用いる場合において、内部格付手法を採用し

た場合の商工組合中央金庫は、次の表に掲げる担保資産の区

分に応じ、同表の右欄に定める値をLGDRS floorとして用いる

ものとする。  
担保資産の区分  LGDRS floor 

［項を加える。］  
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（パーセント）  
金融資産担保  零  
債権担保  十  
不動産担保  十  
その他資産担保  十五  

 

５ 第百三十八条第五項の規定は、内部格付手法を採用した場

合の商工組合中央金庫が第三項の規定によりLGDの下限に担

保の信用リスク削減手法の効果を勘案する場合について準用

する。この場合において、同条第五項中「基礎的内部格付手

法を採用した場合の商工組合中央金庫」とあるのは「内部格

付手法を採用した場合の商工組合中央金庫」と、「第三項」と

あるのは「第百四十六条第三項」と、「事業法人等向けエクス

ポージャー」とあるのは「その他リテール向けエクスポージ

ャー」と読み替えるものとする。  

［項を加える。］  

  
（リテール向けエクスポージャーのEAD）  （リテール向けエクスポージャーのEAD）  

第百四十七条 リテール向けエクスポージャーの信用リスク・

アセットの額の算式及び期待損失の算出に用いるオン・バラ

ンス資産項目のEADは、当該リテール向けエクスポージャー

を全額償却した場合に減少する自己資本の額並びに個別貸倒

引当金、部分直接償却額及びデフォルトした購入債権をディ

スカウントで購入した場合の当該ディスカウントの額（返金

を要しないものに限る。）の合計額を下回らない額とする。  

第百四十七条 リテール向けエクスポージャーの信用リスク・

アセットの額の算式に用いるオン・バランス資産項目のEAD
は、当該リテール向けエクスポージャーを全額償却した場合

に減少する自己資本の額並びに個別貸倒引当金、部分直接償

却額及びデフォルトした購入債権をディスカウントで購入し

た場合の当該ディスカウントの額（返金を要しないものに限

る。）の合計額を下回らない額とする。ただし、内部格付手法

を採用した場合の商工組合中央金庫は、EADについて貸出金

と自金庫預金の相殺による効果を勘案するときは、第九十八

条及び第百十一条から第百十三条までの規定を準用すること
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ができる。この場合において、「標準的手法を採用した場合

の商工組合中央金庫」とあるのは「内部格付手法を採用した

場合の商工組合中央金庫」と読み替えるものとする。  
２ リテール向けエクスポージャーのうち、リボルビング型エ

クスポージャーの信用リスク・アセットの額の算式及び期待

損失の算出に用いるオフ・バランス資産項目のEADは、信用

供与枠の未引出額に掛目の自金庫推計値を乗じた額又は自金

庫推計した追加的な引出が行われ得る額とする。ただし、第

五十五条において百パーセントの掛目が適用されるオフ・バ

ランス資産項目にあっては当該未引出額に掛目として百パー

セントを乗じた額、リボルビング型エクスポージャーに該当

しない場合にあっては当該未引出額に同条第一項の表の中欄

に掲げるオフ・バランス取引の種類一から六までに応じた掛

目を乗じた額とする。  

２ リテール向けエクスポージャーの信用リスク・アセットの

額の算式に用いるオフ・バランス資産項目のEADは、信用供

与枠の未引出額に掛目の自金庫推計値を乗じた額又は自金庫

推計した追加的な引出が行われうる額とする。  

３ 前二項の規定にかかわらず、リテール向けエクスポージャ

ーの信用リスク・アセットの額の算式及び期待損失の算出に

用いるオン・バランス資産項目及びオフ・バランス資産項目

のEADの合計額は、オン・バランス資産項目のEADの合計額

及び第五十五条に規定するオフ・バランス取引の与信相当額

の合計額に五十パーセントを乗じて得た額の合計額を下限と

する。  

［項を加える。］  

４・５ ［略］  ３・４ ［同左］  
６ 内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金庫は、リテ

ール向けエクスポージャーのEADの推計において貸出金と自

金庫預金との相殺の効果を勘案することができる。  

［項を加える。］  

７ 第六十四条、第九十八条及び第百十一条から第百十三条ま

での規定は、内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金

［項を加える。］  
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庫が前項の規定により貸出金と自金庫預金の相殺の効果を勘

案する場合について準用する。この場合において、これらの

規定中「標準的手法を採用した場合の商工組合中央金庫」と

あるのは、「内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金

庫」と読み替えるものとする。  
  
（株式等エクスポージャーの信用リスク・アセットの額）  （株式等エクスポージャーの信用リスク・アセットの額）  

第百四十八条 第五十三条第一項及び第三項の規定は、内部格

付手法を採用した場合の商工組合中央金庫が株式等エクスポ

ージャーの信用リスク・アセットの額を算出する場合につい

て準用する。この場合において、同条第一項中「株式及び株

式と同等の性質を有するものに対するエクスポージャー（第

五十三条の四の規定によりリスク・ウェイトを判定するエク

スポージャーを除く。）」とあるのは、「株式等エクスポージ

ャー（第百四十九条の規定によりリスク・ウェイトを判定す

るエクスポージャーを除く。）」と読み替えるものとする。  

第百四十八条 株式等エクスポージャーの信用リスク・アセッ

トの額は、次の各号に掲げるいずれかの方式により算出する

。ただし、標準的手法において債権のリスク・ウェイトが零

パーセントとされる事業体に対する株式等エクスポージャー

には、第五十三条の規定に従い信用リスク・アセットの額を

算出することができる。  
一 マーケット・ベース方式  
二 PD／LGD方式  

２ 内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金庫は、株式

等エクスポージャーの信用リスク・アセットの額を算出する

に当たっては、各株式等エクスポージャーのポートフォリオ

ごとに一貫して同じ方式及び手法を用いなければならない。  
３ 第一項第一号に掲げる「マーケット・ベース方式」とは、

ポートフォリオごとに次の各号に掲げるいずれかの手法によ

り算出する方式をいう。  
一 簡易手法  
二 内部モデル手法  

４ 前項第一号に掲げる「簡易手法」とは、株式等エクスポー

ジャーの額に、上場株式については三百パーセント、非上場

株式については四百パーセントのリスク・ウェイトを乗じた
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 額をもって株式等エクスポージャーの信用リスク・アセット

の額とする方式をいう。  
５ 前項及び第九項の方式において、現物資産のショート・ポ

ジション及び派生商品取引のショート・ポジション（マーケ

ット・リスク相当額の算出の対象となっているものを除く。

次項において同じ。）は、当該ポジションが内部格付手法を

採用した場合の商工組合中央金庫の保有する特定の保有株式

のヘッジとして明示的に仕組まれており、かつ、それらの残

存マチュリティが一年以上である場合は、同一の個別銘柄の

ロング・ポジションと相殺することができる。ただし、マチ

ュリティ・ミスマッチがある場合は第百十一条から第百十三

条までを準用する。  
６ 前項に掲げる場合を除き、第一項第二号及び第三項第一号

の算出においては、現物資産のショート・ポジション及び派

生商品取引のショート・ポジションは、ロング・ポジション

とみなす。  
７ 第三項第二号に掲げる「内部モデル手法」とは、長期の標

本期間にわたって算出された、四半期の収益率と適切なリス

クフリー・レートとの差につき、片側九十九パーセントの信

頼区間を前提として内部格付手法を採用した場合の商工組合

中央金庫の内部のバリュー・アット・リスク・モデルを用い

て算出した、内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金

庫が保有する株式に係る損失額（以下内部モデル手法の対象

となる株式等エクスポージャーについては、当該損失額を所

要自己資本率（K）とする。）を八パーセントで除して得た額

をもって株式等エクスポージャーの信用リスク・アセットの

額とする手法をいう。ただし、個々の株式等エクスポージャ
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ーの信用リスク・アセットの額は、上場株式については株式

等エクスポージャーの額に二百パーセントを乗じた額を、非

上場株式については株式等エクスポージャーの額に三百パー

セントを乗じた額を下回らないものとする。  
８ 商工組合中央金庫が内部格付手法を採用する場合は、内部

モデル手法により計算する場合、エクイティ・デリバティブ

その他の信用リスク削減手法（担保の形態を取るものを除く

。）による信用リスク削減の効果を認識することができる。  
９ 第一項第二号に掲げる「PD／LGD方式」とは、株式等エク

スポージャーを事業法人等向けエクスポージャーとみなして

信用リスク・アセットの額を算出する方式をいう。ただし、

LGDは九十パーセント、マチュリティは五年とする。  
10 前項に規定するPD／LGD方式において、内部格付手法を

採用した場合の商工組合中央金庫は、株式等エクスポージャ

ーの対象となる事業法人に対して株式等エクスポージャー以

外のエクスポージャーを保有しておらず、かつ、当該事業法

人のデフォルトに関する十分な情報をもたない場合で、第四

節第一款から第八款までに定める最低要件を満たしていると

きは、自金庫推計したPDを用いて当該株式等エクスポージャ

ーの信用リスク・アセットの額を算出することができる。た

だし、当該信用リスク・アセットの額は、自金庫推計したPD
を用いて算出された額を一・五倍したものとする。  

11 第九項において、内部格付手法を採用した場合の商工組合

中央金庫は、株式等エクスポージャーの対象となる事業法人

に対する事業法人等向けエクスポージャーを保有していない

ために、当該事業法人のデフォルトに関する十分な情報をも

たない場合で、第四節第一款から第八款までに定める最低要
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件を満たしていないときは、第四項に定める簡易手法により

信用リスク・アセットの額を算出しなければならない。  
12 前三項の規定にかかわらず、個々の株式等エクスポージャ

ーの信用リスク・アセットの額及び当該株式等エクスポージ

ャーの期待損失額を八パーセントで除して得た額の合計額は

、当該株式等エクスポージャーの額に、上場株式については

二百パーセント、非上場株式については三百パーセントのリ

スク・ウェイトを乗じた額を下回らないものとし、千二百五

十パーセントのリスク・ウェイトを乗じた額を上回らないも

のとする。  
13 前項の規定にかかわらず、次に掲げる株式等エクスポージ

ャーの信用リスク・アセットの額及び当該株式等エクスポー

ジャーの期待損失額を八パーセントで除して得た額の合計額

は、当該株式等エクスポージャーのEADに百パーセントのリ

スク・ウェイトを乗じて得た額を下回らないものとする。  
一 上場株式であって、当該株式投資が長期的な顧客取引の

一部をなしており、短期的な売買により譲渡益を取得する

ことが期待されておらず、長期的にトレンド以上の譲渡益

を取得することが予定されていないもの  
二 非上場株式であって、当該株式投資に対する回収が譲渡

益ではなく定期的なキャッシュ・フローに基づいており、ト

レンド以上の将来の譲渡益又は利益を実現させることを予

定していないもの  
  

第百四十九条 ［略］  第百四十九条 ［同左］  
２ ［略］  ２ ［同左］  
３ 前項の場合において、内部格付手法を採用した場合の商工 ３ 前項の場合において、内部格付手法を採用した場合の商工
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組合中央金庫が保有エクスポージャーの裏付けとなる資産等

の信用リスク・アセットの総額を算出するに当たっては、当

該商工組合中央金庫を当該裏付けとなる資産等を直接保有す

る者とみなして、第百三十三条の規定を準用する。この場合

において、同条中「掲げる額の合計額」とあるのは「掲げる額

（第四号に掲げる額を除く。）の合計額」と、同条第一号中「

信用リスク・アセットの額を含む」とあるのは「信用リスク・

アセットの額を含むものとし、第二百五十三条の二第二項各

号に掲げる者以外の者を取引相手方とする派生商品取引につ

いては、第百三十九条第七項又は第百四十七条第五項の規定

により算出されるEADに一・五を乗じて得た額を当該派生商

品取引のEADとして算出した信用リスク・アセットの額とす

る」と、同条第二号中「と読み替える」とあるのは「と、同条

第一号中「与信相当額」とあるのは「与信相当額（当該派生商

品取引に第二百五十三条の二第二項各号に掲げる者以外の者

を取引相手方とする派生商品取引が含まれている場合にあっ

ては、オフ・バランス取引の与信相当額、当該派生商品取引

の与信相当額に一・五を乗じて得た額及び当該派生商品取引

以外の派生商品取引の与信相当額並びに長期決済期間取引の

与信相当額）」と読み替える」と読み替えるものとする。  

組合中央金庫が保有エクスポージャーの裏付けとなる資産等

の信用リスク・アセットの総額を算出するに当たっては、当

該商工組合中央金庫を当該裏付けとなる資産等を直接保有す

る者とみなして、第百三十三条の規定を準用する。この場合

において、同条中「掲げる額の合計額」とあるのは「掲げる額

（第四号に掲げる額を除く。）の合計額」と、同条第一号中「

信用リスク・アセットの額を含む」とあるのは「信用リスク・

アセットの額を含むものとし、第二百五十三条の二第一項各

号に掲げる者以外の者を取引相手方とする派生商品取引につ

いては、第百三十九条第六項又は第百四十七条第四項の規定

により算出されるEADに一・五を乗じて得た額を当該派生商

品取引のEADとして算出した信用リスク・アセットの額とす

る」と、同条第二号中「と読み替える」とあるのは「と、同条

第一号中「与信相当額」とあるのは「与信相当額（当該派生商

品取引に第二百五十三条の二第一項各号に掲げる者以外の者

を取引相手方とする派生商品取引が含まれている場合にあっ

ては、オフ・バランス取引の与信相当額、当該派生商品取引

の与信相当額に一・五を乗じて得た額及び当該派生商品取引

以外の派生商品取引の与信相当額並びに長期決済期間取引の

与信相当額）」と読み替える」と読み替えるものとする。  
４ 内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金庫が前項の

規定により保有エクスポージャーの裏付けとなる資産等の信

用リスク・アセットの総額を算出するに当たっては、当該保

有エクスポージャーの裏付けとなる資産等に含まれる証券化

エクスポージャーの信用リスク・アセットの額は次章第二節

第二款第三目に規定する外部格付準拠方式により算出するも

のとする。  

４ 内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金庫が前項の

規定により保有エクスポージャーの裏付けとなる資産等の信

用リスク・アセットの総額を算出するに当たっては、次の各

号に掲げる当該裏付けとなる資産等のエクスポージャーの信

用リスク・アセットの額を当該各号に定めるところにより算

出するものとする。  
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［号を削る。］  一 当該商工組合中央金庫が第百二十九条第二項の規定によ

り株式等エクスポージャーに標準的手法を適用している場

合において、保有エクスポージャーの裏付けとなる資産等

に含まれる株式等エクスポージャー 前条第三項第一号に

掲げる手法  
［号を削る。］  二 当該商工組合中央金庫が内部格付手法実施計画において

標準的手法を適用する旨を記載している事業単位における

保有エクスポージャーの裏付けとなる資産等に含まれる株

式等エクスポージャー（前条第一項第二号に掲げる方式を

適用する株式等エクスポージャーを除く。） 前号に定める

手法  
［号を削る。］  三 前号に規定する保有エクスポージャーの裏付けとなる資

産等に含まれる証券化エクスポージャー 次章第二節第二

款第三目に規定する外部格付準拠方式  
５ ［略］  ５ ［同左］  
６ 前項の規定により保有エクスポージャーの裏付けとなる資

産等の信用リスク・アセットの総額を算出する場合にあって

は、当該裏付けとなる資産等のエクスポージャーの信用リス

ク・アセットの額を、次の各号に掲げる当該エクスポージャ

ーの区分に応じ、当該各号に定めるところにより算出するも

のとする。  

６ 前項の規定により保有エクスポージャーの裏付けとなる資

産等の信用リスク・アセットの総額を算出する場合にあって

は、当該裏付けとなる資産等のエクスポージャーの信用リス

ク・アセットの額を、次の各号に掲げる当該エクスポージャ

ーの区分に応じて、当該各号に定めるところにより算出する

ものとする。  
一 株式等エクスポージャー 前項の第三者を当該株式等エ

クスポージャーを直接保有する内部格付手法を採用した場

合の商工組合中央金庫とみなして、第百三十三条の規定（第

一号に係る部分に限る。）を準用する。この場合において、

同条中「次に掲げる額の合計額」とあるのは、「第一号に掲

げる額（当該額の算出に当たっては、個々の資産及び取引に

一 株式等エクスポージャー 前項の第三者を当該株式等エ

クスポージャーを直接保有する内部格付手法を採用した場

合の商工組合中央金庫とみなして、第百三十三条の規定（第

一号に係る部分に限る。）を準用する。この場合において、

同条中「次に掲げる額の合計額」とあるのは「第一号に掲げ

る額（当該額の算出に当たっては、個々の資産及び取引に適
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適用するリスク・ウェイトに一・二を乗じる調整を行うもの

とする。）」と読み替えるものとする。  
用するリスク・ウェイトに一・二を乗じる調整を行うものと

する。）」と、「内部格付手法により」とあるのは「内部格

付手法（株式等エクスポージャーにあっては、第百四十八条

第三項第一号に掲げる手法に限る。）により」と読み替える

ものとする。  
［二・三 略］  ［二・三 同左］  

７ ［略］  ７ ［同左］  
８ 前項の場合において、内部格付手法を採用した場合の商工

組合中央金庫が保有エクスポージャーの裏付けとなる資産等

の信用リスク・アセットの総額を算出するに当たっては、同

項の資産運用基準に基づき信用リスク・アセットの総額が最

大となる裏付けとなる資産等の構成を想定するものとし、当

該裏付けとなる資産等のエクスポージャーの信用リスク・ア

セットの額を、当該構成における次の各号に掲げる裏付けと

なる資産等のエクスポージャーの区分に応じ、当該各号に定

めるところにより算出するものとする。  

８ 前項の場合において、内部格付手法を採用した場合の商工

組合中央金庫が保有エクスポージャーの裏付けとなる資産等

の信用リスク・アセットの総額を算出するに当たっては、同

項の資産運用基準に基づき信用リスク・アセットの総額が最

大となる裏付けとなる資産等の構成を想定するものとし、当

該裏付けとなる資産等のエクスポージャーの信用リスク・ア

セットの額を、当該構成における次の各号に掲げる裏付けと

なる資産等のエクスポージャーの区分に応じて、当該各号に

定めるところにより算出するものとする。  
一 株式等エクスポージャー 当該商工組合中央金庫を当該

株式等エクスポージャーを直接保有する者とみなして、第

百三十三条の規定（第一号に係る部分に限る。）を準用する

。この場合において、同条中「次に掲げる額の合計額」とあ

るのは、「第一号に掲げる額」と読み替えるものとする。  

一 株式等エクスポージャー 当該商工組合中央金庫を当該

株式等エクスポージャーを直接保有する者とみなして、第

百三十三条の規定（第一号に係る部分に限る。）を準用する

。この場合において、同条中「次に掲げる額の合計額」とあ

るのは「第一号に掲げる額」と、「内部格付手法により」と

あるのは「内部格付手法（株式等エクスポージャーにあって

は、第百四十八条第三項第一号に掲げる手法に限る。）によ

り」と読み替えるものとする。  
［二・三 略］  ［二・三 同左］  

［９～11 略］  ［９～11 同左］  
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（適格購入事業法人等向けエクスポージャーのデフォルト・

リスク相当部分の信用リスク・アセットの額）  
（適格購入事業法人等向けエクスポージャーのデフォルト・

リスク相当部分の信用リスク・アセットの額）  
第百五十二条 ［略］  第百五十二条 ［同左］  
２ 基礎的内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金庫は

、適格購入事業法人等向けエクスポージャーのPD推計が困難

である場合で、かつ、当該エクスポージャーの属する適格購

入事業法人等向けエクスポージャーのプールに劣後債権が含

まれない場合には、当該適格購入事業法人等向けエクスポー

ジャーのデフォルト・リスク相当部分の信用リスク・アセッ

トの額を算出するに当たって、第百三十七条に定めるPDに代

えて、適格購入事業法人等向けエクスポージャープールに対

応する一年間のデフォルト確率を百分率で表した推計値（た

だし、〇・〇五パーセントを下回らないものとする。）又は

ELを四十パーセントで除した値をPDとし、LGDを四十パー

セントとすることができる。  

２ 基礎的内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金庫は

、適格購入事業法人等向けエクスポージャーのPD推計が困難

である場合で、かつ、当該エクスポージャーの属する適格購

入事業法人等向けエクスポージャーのプールに劣後債権が含

まれない場合は、当該適格購入事業法人等向けエクスポージ

ャーのデフォルト・リスク相当部分の信用リスク・アセット

の額を算出するに当たって、第百三十七条に定めるPDに代え

て、適格購入事業法人等向けエクスポージャープールに対応

する一年間のデフォルト率を百分率で表した推計値（ただし

、〇・〇三パーセントを下回らないものとする。）又はELを

四十五パーセントで除した値をPDとし、LGDを四十五パーセ

ントとすることができる。  
３ ［略］  ３ ［同左］  
４ 先進的内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金庫は

、第百三十八条の規定にかかわらず、適格購入事業法人等向

けエクスポージャーのデフォルト・リスク相当部分の信用リ

スク・アセットの額を算出するに当たって、LGDの自金庫推

計値に代えて適格購入事業法人等向けエクスポージャープー

ルに対応する長期的な損失率（以下「長期的な損失率」とい

う。）をPDで除した値を用いることができる。ただし、長期

的な損失率をPDで除して得た値は、第百九十九条第一項に定

める長期平均デフォルト時損失率を下回らないものとする。  

４ 先進的内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金庫は

、第百三十八条の規定にかかわらず、適格購入事業法人等向

けエクスポージャーのデフォルト・リスク相当部分の信用リ

スク・アセットの額を算出するに当たって、LGDの自金庫推

計値に代えて適格購入事業法人等向けエクスポージャープー

ルに対応する長期的な損失率（以下「長期的な損失率」とい

う。）をPDで除した値を用いることができる。ただし、長期

的な損失率をPDで除して得た値は、第百九十九条第一項に定

める長期平均デフォルト時損失率を下回ってはならない。  
［５・６ 略］  ［５・６ 同左］  
７ リボルビング型購入債権に係る信用供与枠の未引出額に係 ７ リボルビング型購入債権に係る信用供与枠の未引出額に係
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るEADは、信用供与枠の未引出額に四十パーセントを乗じた

額から希薄化リスクに係る所要自己資本の額を除いた額とす

る。ただし、零を下回る場合は零とする。  

るEADは、信用供与枠の未引出額に七十五パーセントを乗じ

た額から希薄化リスクに係る所要自己資本の額を除いた額と

する。ただし、零を下回る場合は零とする。  
［８・９ 略］  ［８・９ 同左］  

  
（購入債権における保証の取扱い）  （購入債権における保証の取扱い）  

第百五十五条 ［略］  第百五十五条 ［同左］  
［２～６ 略］  ［２～６ 同左］  
［項を削る。］  ７ 第百三十六条の規定は、第一項及び第二項に規定する場合

について準用する。この場合において、保証が希薄化リスク

に関するものであるときは、同条第三項中「PDo」とあるのは

「ELdilut ion」と、「LGDg」とあるのは「百パーセント」と、

「第百四十条に定めるマチュリティ（M）（ただし、保証又は

クレジット・デリバティブのMを用いるものとし、一年を下

回ることはできない。）」とあるのは「第百五十四条第五項に

定めるマチュリティ」と読み替えるものとする。  
  

第百六十条 ［略］  第百六十条 ［同左］  
２ ［略］  ２ ［同左］  
３ 内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金庫は、前項

第一号の場合において、同号の規定にかかわらず、非同時決

済取引に係るエクスポージャーについて次に定める取扱いを

行うことができる。  

３ ［同左］  

一 ［略］  一 ［同左］  
二 当該非同時決済取引の約定額に第三十三条から第四十四

条までに規定するリスク・ウェイトを乗じて得た額を信用

リスク・アセットの額とすること。  

二 当該非同時決済取引の約定額に第三十三条から第四十五

条までに規定するリスク・ウェイトを乗じて得た額を信用

リスク・アセットの額とすること。  
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三 ［略］  三 ［同左］  
４ 先進的内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金庫は

、前項第一号の場合において、第百三十八条又は第百四十六

条の規定にかかわらず、当該非同時決済取引に係るエクスポ

ージャーのLGDを四十五パーセントとすることができる。  

４ 先進的内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金庫は

、前項第一号の場合において、第百三十八条第一項又は第百

四十六条の規定にかかわらず、当該非同時決済取引に係るエ

クスポージャーのLGDを四十五パーセントとすることができ

る。  
５ ［略］  ５ ［同左］  
  

（内部取引によるヘッジ効果の反映）   
第百六十一条の五 第百四条、第百五条第二項、第百六条から

第百九条まで及び第百十一条から第百十三条までの規定は、

内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金庫について準

用する。この場合において、これらの規定中「標準的手法を

採用した場合の商工組合中央金庫」とあるのは「内部格付手

法を採用した場合の商工組合中央金庫」と、第百四条第二項

中「第五十六条第一項」とあるのは「第百三十九条第七項又

は第百四十七条第五項において準用する第五十六条第一項」

と読み替えるものとする。  

［条を加える。］  

  
（内部格付制度）  （内部格付制度）  

第百六十二条 内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金

庫は、信用リスクの評価、エクスポージャーに対する内部格

付の付与並びにPD、LGD及びEADの推計（先進的内部格付手

法を適用できる事業法人等向けエクスポージャーのLGD及び

EADの推計については先進的内部格付手法を採用した場合に

限る。）を行う方法、手続、統制、データの収集及び情報シス

テム（以下「内部格付制度」と総称する。）を設けるものとす

第百六十二条 内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金

庫は、信用リスクの評価、エクスポージャーに対する内部格

付の付与並びにPD、LGD及びEADの推計（事業法人等向けエ

クスポージャーのLGD及びEADの推計については先進的内

部格付手法を採用した場合に限る。）を行う方法、手続、統制

、データの収集及び情報システム（以下「内部格付制度」と総

称する。）を設けなければならない。  
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る。  
２ ［略］  ２ ［同左］  
３ 内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金庫は、前項

に基づき複数の内部格付制度を設ける場合には、各債務者を

当該債務者のリスクを判定するのに最もふさわしい内部格付

制度に割り当てるための基準を作成し、当該基準を記載した

書類を整備するものとする。  

３ 内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金庫は、前項

に基づき複数の内部格付制度を設ける場合、各債務者を当該

債務者のリスクを判定するのに最もふさわしい内部格付制度

に割り当てるための基準を作成し、当該基準を記載した書類

を整備しなければならない。  
４ 内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金庫は、第二

項に基づき複数の内部格付制度を設ける場合には、自己資本

比率を向上させるために、債務者を内部格付制度に対して恣

意的に割り当てないものとする。  

４ 内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金庫は、第二

項に基づき複数の内部格付制度を設ける場合、自己資本比率

を向上させるために、債務者を内部格付制度に対して恣意的

に割り当ててはならない。  
  
（事業法人等向けエクスポージャーの内部格付制度）  （事業法人等向けエクスポージャーの内部格付制度）  

第百六十三条 内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金

庫は、事業法人等向けエクスポージャーについて債務者格付

と案件格付からなる内部格付制度を設けるものとする。ただ

し、内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金庫は、特

定貸付債権についてスロッティング・クライテリアを適用し

ている場合には、当該特定貸付債権については期待損失率に

応じた内部格付制度を用いることができる。  

第百六十三条 内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金

庫は、事業法人等向けエクスポージャーについて債務者格付

と案件格付からなる内部格付制度を設けなければならない。

ただし、内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金庫は

、特定貸付債権についてスロッティング・クライテリアを適

用している場合は、当該特定貸付債権については期待損失率

に応じた内部格付制度を用いることができる。  
２ 債務者格付は、次に掲げる性質の全てを有するものとする

。  
２ 債務者格付は、次に掲げる性質のすべてを有するものでな

ければならない。  
［一・二 略］  ［一・二 同左］  

３ 内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金庫は、信用

リスク管理指針に次に掲げる性質の全てを満たすような事業

法人等向けエクスポージャーの債務者格付に関する規定を記

載するものとする。  

３ 内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金庫は、信用

リスク管理指針に次に掲げる性質をすべて満たすような事業

法人等向けエクスポージャーの債務者格付に関する規定を記

載しなければならない。  
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［一～三 略］  ［一～三 同左］  
４ 内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金庫は、事業

法人等向けエクスポージャーについてLGDに対応した案件格

付を設けるものとする。ただし、基礎的内部格付手法を採用

した場合の商工組合中央金庫は、事業法人等向けエクスポー

ジャーの案件格付を設けるに当たっては、債務者及び取引に

特有の要素を勘案することができる。  

４ 内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金庫は、事業

法人等向けエクスポージャーについてLGDに対応した案件格

付を設けなければならない。ただし、基礎的内部格付手法を

採用した場合の商工組合中央金庫は、事業法人等向けエクス

ポージャーの案件格付を設けるに当たっては、債務者及び取

引に特有の要素を勘案することができる。  
  
（リテール向けエクスポージャーの内部格付制度）  （リテール向けエクスポージャーの内部格付制度）  

第百六十四条 内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金

庫は、リテール向けエクスポージャーについて債務者及びエ

クスポージャーに係る取引のリスクに基づく、これらの特性

を考慮した内部格付制度を設けるものとする。  

第百六十四条 内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金

庫は、リテール向けエクスポージャーについて債務者及びエ

クスポージャーに係る取引のリスクに基づく、これらの特性

を考慮した内部格付制度を設けなければならない。  
２ 内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金庫は、次に

掲げる要件を満たすように、リテール向けエクスポージャー

を各プールに割り当てるものとする。  

２ 内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金庫は、次に

掲げる要件を満たすように、リテール向けエクスポージャー

を各プールに割り当てなければならない。  
［一～三 略］  ［一～三 同左］  

３ 内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金庫は、前項

に掲げる各プールへの割当てに当たっては、次に掲げる要素

その他のリスク特性を考慮するものとする。  

３ 内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金庫は、前項

に掲げる各プールへの割当てに当たっては、次に掲げる要素

その他のリスク特性を考慮しなければならない。  
一 ［略］  一 ［同左］  
二 取引のリスク特性（共同担保条項がある場合は、これを

必ず考慮するものとする。）  
二 取引のリスク特性（共同担保条項がある場合は、これを

必ず考慮しなければならない。）  
三 ［略］  三 ［同左］  

４ 内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金庫は、リテ

ール向けエクスポージャーについてプールごとに、PD、LGD
及びEADを推計するものとする。ただし、複数のプールのPD

４ 内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金庫は、リテ

ール向けエクスポージャーについてプールごとに、PD、LGD
及びEADを推計しなければならない。ただし、複数のプール
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、LGD又はEADの推計値が同一となることを妨げない。  のPD、LGD又はEADの推計値が同一となることを妨げない。 
  

（事業法人等向けエクスポージャーの格付の構造）  （事業法人等向けエクスポージャーの格付の構造）  
第百六十五条 内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金

庫は、事業法人等向けエクスポージャーを各債務者格付及び

案件格付に過度に集中することのないよう適切に分布させる

ものとする。ただし、当該債務者格付に対応するPDの範囲及

び当該債務者格付が付与される債務者のデフォルト・リスク

が当該範囲に収まることが、十分な実証されたデータにより

裏付けられている場合は、この限りでない。  

第百六十五条 内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金

庫は、事業法人等向けエクスポージャーを各債務者格付及び

案件格付に過度に集中することのないよう適切に分布させな

ければならない。ただし、当該債務者格付に対応するPDの範

囲及び当該債務者格付が付与される債務者のデフォルト・リ

スクが当該範囲に収まることが、十分な実証されたデータに

より裏付けられている場合は、この限りでない。  
２ 内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金庫は、事業

法人等向けエクスポージャーについて、少なくともデフォル

トしていないエクスポージャーについて七以上の債務者格付

を、デフォルトしたエクスポージャーについて一以上の債務

者格付を設けるものとする。  

２ 内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金庫は、事業

法人等向けエクスポージャーについて、少なくともデフォル

トしていないエクスポージャーについて七以上の債務者格付

を、デフォルトしたエクスポージャーについて一以上の債務

者格付を設けなければならない。  
３ 内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金庫は、各債

務者格付の定義を規定するに当たっては、当該債務者格付を

付与される債務者に典型的なリスクの水準及び当該格付に相

当する信用リスクの程度を判断するために使用する基準を設

けるものとする。  

３ 内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金庫は、各債

務者格付の定義を規定するに当たっては、当該債務者格付を

付与される債務者に典型的なリスクの水準及び当該格付に相

当する信用リスクの程度を判断するために使用する基準を設

けなければならない。  
４ 先進的内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金庫は

、LGDが大きく異なるエクスポージャーに対して同一の案件

格付を付与することのないよう、十分な数の案件格付を設け

るものとする。  

４ 先進的内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金庫は

、LGDが大きく異なるエクスポージャーに対して同一の案件

格付を付与することのないよう、十分な数の案件格付を設け

なければならない。  
５ 先進的内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金庫が

案件格付の定義付けに用いる基準は、実証されたデータに基

づくものとする。  

５ 先進的内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金庫が

案件格付の定義付けに用いる基準は、実証されたデータに基

づくものでなければならない。  
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６ 前各項の規定にかかわらず、特定貸付債権についてスロッ

ティング・クライテリアを利用している内部格付手法を採用

した場合の商工組合中央金庫は、デフォルトしていない債権

について四以上の格付を、デフォルトした債権について一以

上の格付を設けるものとする。  

６ 前各項の規定にかかわらず、特定貸付債権についてスロッ

ティング・クライテリアを利用している内部格付手法を採用

した場合の商工組合中央金庫は、デフォルトしていない債権

について四以上の格付を、デフォルトした債権について一以

上の格付を設けなければならない。  
  
（リテール向けエクスポージャーの格付の構造）  （リテール向けエクスポージャーの格付の構造）  

第百六十六条 内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金

庫は、リテール向けエクスポージャーをプールに割り当てる

に当たり、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。  

第百六十六条 内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金

庫は、リテール向けエクスポージャーをプールに割り当てる

に当たり、次に掲げるすべての要件を満たさなければならな

い。  
［一～四 略］  ［一～四 同左］  

  
（格付の基準）  （格付の基準）  

第百六十七条 内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金

庫は、エクスポージャーに対して格付の体系の中の各格付を

付与し、又はエクスポージャーをプールに割り当てるために

、明確な格付及びプールの定義、手続及び基準を設けるもの

とする。  

第百六十七条 内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金

庫は、エクスポージャーに対して格付の体系の中の各格付を

付与し、又はエクスポージャーをプールに割り当てるために

、明確な格付及びプールの定義、手続及び基準を設けなけれ

ばならない。  
２ 内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金庫は、事業

部門、各部署及び地理的位置にかかわらず、同様のリスクを

有する債務者及びエクスポージャーに対して一貫して同一の

格付を付与し、又は同一のプールに割り当てることを可能と

するように、同一の格付及び同一のプールの定義及び基準を

十分に詳細に規定するものとする。  

２ 内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金庫は、事業

部門、各部署及び地理的位置にかかわらず、同様のリスクを

有する債務者及びエクスポージャーに対して一貫して同一の

格付を付与し、又は同一のプールに割り当てることを可能と

するように、同一の格付及び同一のプールの定義及び基準を

十分に詳細に規定しなければならない。  
３ 内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金庫は、債務

者及びエクスポージャーの種類により異なる格付の基準及び

３ 内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金庫は、債務

者及びエクスポージャーの種類により異なる格付の基準及び
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プールへの割当ての基準並びに格付の付与及びプールへの割

当ての手続を適用する場合には、不整合な点がないか監視す

るとともに、一貫性を向上するよう適時に格付基準を変更す

るものとする。  

プールへの割当ての基準並びに格付の付与及びプールへの割

当ての手続を適用する場合は、不整合な点がないか監視する

とともに、一貫性を向上するよう適時に格付基準を変更しな

ければならない。  
４ 内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金庫は、独立

した機能を有する内部の監査部署その他の第三者が格付の付

与を理解し、格付を付与する手続の再現を通して当該格付の

付与及びプールへの割当てが適切であることを評価すること

ができる程度に、格付及びプールの定義及び基準を明確かつ

詳細に規定するものとする。  

４ 内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金庫は、独立

した機能を有する内部の監査部署その他の第三者が格付の付

与を理解し、格付を付与する手続の再現を通して当該格付の

付与及びプールへの割当てが適切であることを評価すること

ができる程度に、格付及びプールの定義及び基準を明確かつ

詳細に規定しなければならない。  
５ 格付の付与及びプールへの割当ての基準は、内部格付手法

を採用した場合の商工組合中央金庫の信用供与の基準並びに

問題の生じた債務者及びエクスポージャーの取扱方針と一貫

したものとする。  

５ 格付の付与及びプールへの割当ての基準は、内部格付手法

を採用した場合の商工組合中央金庫の信用供与の基準並びに

問題の生じた債務者及びエクスポージャーの取扱方針と一貫

したものでなければならない。  
  
（情報の利用）  （情報の利用）  

第百六十八条 内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金

庫は、エクスポージャーに対して債務者格付及び案件格付を

付与し、又はエクスポージャーをプールに割り当てる場合に

は、入手可能であり、かつ、重要な関連する最新の情報を全

て考慮に入れるものとする。  

第百六十八条 内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金

庫は、エクスポージャーに対して債務者格付及び案件格付を

付与し、又はエクスポージャーをプールに割り当てる場合は

、入手可能であり、かつ、重要な関連する最新の情報をすべ

て考慮に入れなければならない。  
２ 内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金庫は、保有

する情報量が少ない場合には、債務者格付及び案件格付の付

与又はプールへの割当てを、より保守的に行うものとする。  

２ 内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金庫は、保有

する情報量が少ない場合は、債務者格付及び案件格付の付与

又はプールへの割当てを、より保守的に行わなければならな

い。  
３ ［略］  ３ ［同左］  
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（特定貸付債権の取扱い）  （特定貸付債権の取扱い）  
第百六十九条 内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金

庫は、特定貸付債権にスロッティング・クライテリアを用い

る場合には、当該特定貸付債権に対して、この節に定める最

低要件に合致した商工組合中央金庫の基準、格付の体系及び

手続に基づき格付を付与するものとする。  

第百六十九条 内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金

庫は、特定貸付債権にスロッティング・クライテリアを用い

る場合は、当該特定貸付債権に対して、この節に定める最低

要件に合致した商工組合中央金庫の基準、格付の体系及び手

続に基づき格付を付与しなければならない。  
２ 内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金庫は、前項

に掲げる格付を第百三十四条第四項及び第六項に定める区分

に紐付けるものとする。  

２ 内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金庫は、前項

に掲げる格付を第百三十四条第四項及び第六項に定める区分

に紐付けしなければならない。  
  

（格付の基準と格付付与手続の見直し等）  （格付の基準と格付付与手続の見直し等）  
第百七十条 内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金庫

は、現在の商工組合中央金庫の資産全体の構成と外部の状況

に対して格付及びプールの基準並びに格付の付与及びプール

への割当ての手続が十分に適用可能であるかどうかを判断す

るために、当該基準及び当該手続を定期的に見直すものとす

る。  

第百七十条 内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金庫

は、現在の商工組合中央金庫の資産全体の構成と外部の状況

に対して格付及びプールの基準並びに格付の付与及びプール

への割当ての手続が十分に適用可能であるかどうかを判断す

るために、当該基準及び当該手続を定期的に見直さなければ

ならない。  
  

（格付付与及びプールへの割当てにおける評価対象期間）  （格付付与及びプールへの割当てにおける評価対象期間）  
第百七十一条 内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金

庫は、事業法人等向けエクスポージャーに対する債務者格付

及びリテール向けエクスポージャーのプールへの割当てにつ

いて、一年以上にわたる期間を評価の対象とするものとする

。  

第百七十一条 内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金

庫は、事業法人等向けエクスポージャーに対する債務者格付

及びリテール向けエクスポージャーのプールへの割当てにつ

いて、一年以上にわたる期間を評価の対象としなければなら

ない。  
［項を削る。］  ２ 内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金庫は、事業

法人等向けエクスポージャーに対する債務者格付の付与及び

リテール向けエクスポージャーのプールへの割当てに当たっ
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て、経済状況の悪化又は予期せぬ事態の発生にもかかわらず

、債務者が契約に従って債務を履行する能力及び意思を次に

掲げる方法その他の適切な方法により評価しなければならな

い。  
 一 事業法人等向けエクスポージャーに対する債務者格付の

付与及びリテール向けエクスポージャーのプールについて

PD及びLGDの推計を行うに当たって特定の適切なストレ

ス・シナリオを利用すること。  
 二 経済状況の悪化又は予期せぬ事態に対する債務者の耐性

を反映する特質を適切に考慮すること。  
 三 債務者の特性に応じ、ストレスがかかった状況における

資産価値変動に対する債務者の耐性を適切に反映させるこ

と。  
［項を削る。］  ３ 前項に定める評価に当たって、内部格付手法を採用した場

合の商工組合中央金庫は、評価対象期間及び各産業又は地域

の景気循環の中で生じうる経済状況を考慮しなければならな

い。  
［項を削る。］  ４ 第二項に定める評価に当たって、内部格付手法を採用した

場合の商工組合中央金庫は、将来の事象及び将来の事象が特

定の債務者の財務状況に及ぼす影響を予測することが困難な

ことに鑑み、将来に関する予測情報を保守的に評価しなけれ

ばならない。  
［項を削る。］  ５ 第二項に定める評価に当たって、入手可能な将来に関する

情報が限定的である場合は、内部格付手法を採用した場合の

商工組合中央金庫は、より保守的に分析を行わなければなら

ない。  
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（格付付与及びプールへの割当てにおける評価方法）   
第百七十一条の二 内部格付手法を採用した場合の商工組合中

央金庫は、事業法人等向けエクスポージャーに対する債務者

格付の付与及びリテール向けエクスポージャーのプールへの

割当てに当たって、経済状況の悪化又は予期せぬ事態の発生

にもかかわらず、債務者が契約に従って債務を履行する能力

及び意思を評価するものとする。  

［条を加える。］  

２ 前項に規定する評価に当たって、内部格付手法を採用した

場合の商工組合中央金庫は、次に掲げる要件の全てを満たす

ものとする。  
一 評価において考慮する経済状況の範囲に、次に掲げる経

済状況が含まれていること。  
イ 現在の経済状況  
ロ 債務者の属する業種別又は地域別の景気循環において

発生し得る経済状況  
二 格付及びプールの遷移が、次に掲げる変化のいずれかに

起因して行われるよう設計されていること。  
イ エクスポージャー又は債務者における固有の変化  
ロ エクスポージャー又は債務者が属する事業環境におけ

る固有の変化  
ハ 景気循環の中で生じ得る変化  

三 債務者が高いレバレッジをかけている場合又は当該債務

者の保有資産が特定取引等に係る資産である場合には、ス

トレスがかかった状況におけるボラティリティに基づく原

資産のパフォーマンスに係る評価を反映したものであるこ

と。  
四 将来の事象及び将来の事象が特定の債務者の財務状況に
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及ぼす影響を予測することが困難なことに鑑み、将来に関

する予測情報が保守的に評価されていること。  
五 入手可能な将来に関する情報が限定的である場合には、

より保守的に分析が行われること。  
  

第百七十二条 内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金

庫は、債務者格付若しくは案件格付の付与又はPD、LGD及び

EADの推計に統計的モデルその他の機械的な手法（以下「モ

デル」という。）を用いる場合には、次に掲げる要件の全てを

満たすものとする。  

第百七十二条 内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金

庫は、債務者格付若しくは案件格付の付与又はPD、LGD及び

EADの推計に統計的モデルその他の機械的な手法（以下「モ

デル」と総称する。）を用いる場合は、次に掲げるすべての要

件を満たさなければならない。  
一 モデル及び入力値は、次に掲げる全ての性質を有するも

のであること。  
一 モデル及び入力値は、次に掲げるすべての性質を有する

ものであること。  
［イ～ハ 略］  ［イ～ハ 同左］  

［二・三 略］  ［二・三 同左］  
四 モデルを人的判断と組み合わせて用いている場合は、次

に掲げる要件の全てを満たすものであること。  
四 モデルを人的判断と組み合わせて用いている場合は、次

に掲げるすべての要件を満たすものであること。  
イ 人的判断は、モデルにおいて考慮されていない全ての

関連する重要な情報を網羅したものであること。  
イ 人的判断は、モデルにおいて考慮されていないすべて

の関連する重要な情報を網羅したものであること。  
ロ ［略］  ロ ［同左］  

［五・六 略］  ［五・六 同左］  
  

（内部格付制度及び運用に関する書類の作成）  （内部格付制度及び運用に関する書類の作成）  
第百七十三条 内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金

庫は、信用リスク管理指針に内部格付制度の設計及び運用に

ついて詳細に記載するものとする。  

第百七十三条 内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金

庫は、信用リスク管理指針に内部格付制度の設計及び運用に

ついて詳細に記載しなければならない。  
２ 前項に掲げる信用リスク管理指針は、内部格付手法を採用

した場合の商工組合中央金庫がこの節（第七款から第九款ま

２ 前項に掲げる信用リスク管理指針は、内部格付手法を採用

した場合の商工組合中央金庫がこの節（ただし、第七款から
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でを除く。）に掲げる最低要件を遵守していることを証明す

るものとする。  
第九款までを除く。）に掲げる最低要件を遵守していること

を証明するものでなければならない。  
３ 内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金庫は、信用

リスク管理指針に次に掲げる事項その他の事項を記載するも

のとする。  

３ 内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金庫は、信用

リスク管理指針に次に掲げる事項その他の事項を記載しなけ

ればならない。  
［一～六 略］  ［一～六 同左］  
  
（モデルに関する追加事項の記載）  （モデルに関する追加事項の記載）  

第百七十四条 内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金

庫は、格付の付与及びプールへの割当ての手続においてモデ

ルを使用している場合には、信用リスク管理指針に次に掲げ

る事項を記載するものとする。  

第百七十四条 内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金

庫は、格付の付与及びプールへの割当ての手続においてモデ

ルを使用している場合は、信用リスク管理指針に次に掲げる

事項を記載しなければならない。  
［一～三 略］  ［一～三 同左］  

  
（事業法人等向けエクスポージャーに対する格付の付与）  （事業法人等向けエクスポージャーに対する格付の付与）  

第百七十五条 内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金

庫は、事業法人等向けエクスポージャーについては、当該エ

クスポージャーの債務者及び保証人又はプロテクション提供

者（当該保証人又はプロテクション提供者による保証又はク

レジット・デリバティブにつき信用リスク削減効果を勘案す

る場合に限る。）に対して債務者格付を付与し、かつ、審査手

続において案件の特性に応じて当該エクスポージャーを案件

格付と関連付けるものとする。  

第百七十五条 内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金

庫は、事業法人等向けエクスポージャーについては、当該エ

クスポージャーの債務者及び保証人又はプロテクション提供

者（当該保証人又はプロテクション提供者による保証又はク

レジット・デリバティブにつき信用リスク削減効果を勘案す

る場合に限る。）に対して債務者格付を付与し、かつ、審査手

続において案件の特性に応じて当該エクスポージャーを案件

格付と関連付けなければならない。  
２ 内部格付手法を採用している場合の商工組合中央金庫は、

事業法人等向けエクスポージャーの債務者に債務者格付を付

与するときは、事業体等単位で個別に付与するものとする。

ただし、商工組合中央金庫が内部格付手法を採用している場

２ 商工組合中央金庫が内部格付手法を採用している場合は、

事業法人等向けエクスポージャーの債務者に債務者格付を付

与するときは、事業体等単位で個別に付与しなければならな

い。ただし、商工組合中央金庫が内部格付手法を採用してい
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合に当該事業体等の親法人等、子法人等及び関連法人等の一

部又は全部に同一の債務者格付を付与する方針を定めている

場合であって、当該方針に従い一括して同一の債務者格付を

付与しているときは、この限りでない。  

る場合に当該事業体等の親法人等、子法人等及び関連法人等

の一部又は全部に同一の債務者格付を付与する方針を定めて

いる場合であって、当該方針に従い一括して同一の債務者格

付を付与しているときは、この限りでない。  
３ 内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金庫が第五十

九条第一項の承認を受けている場合には、個別誤方向リスク

を特定する方法を定めるものとする。  

［項を加える。］  

  
（リテール向けエクスポージャーのプールへの割当て）  （リテール向けエクスポージャーのプールへの割当て）  

第百七十六条 内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金

庫は、リテール向けエクスポージャーについては、各エクス

ポージャーを信用供与の審査手続においてプールに割り当て

るものとする。  

第百七十六条 内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金

庫は、リテール向けエクスポージャーについては、各エクス

ポージャーを信用供与の審査手続においてプールに割り当て

なければならない。  
２ 前項におけるプールへの割当てにおいて、保証又はクレジ

ット・デリバティブによる信用リスク削減効果を勘案してい

る場合は、同項に掲げる割当ての他に、保証又はクレジット

・デリバティブがないと仮定した場合のプールへの割当て並

びにそれに基づくPD、LGD及びEADの推計を行うものとする

。  

２ 前項におけるプールへの割当てにおいて、保証又はクレジ

ット・デリバティブによる信用リスク削減効果を勘案してい

る場合は、同項に掲げる割当ての他に、保証又はクレジット

・デリバティブがないと仮定した場合のプールへの割当て並

びにそれに基づくPD、LGD及びEADの推計を行わなければな

らない。  
  

（事業法人等向けエクスポージャーに対する格付付与手続の

健全性の維持）  
（事業法人等向けエクスポージャーに対する格付付与手続の

健全性の維持）  
第百七十七条 内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金

庫は、事業法人等向けエクスポージャーについては一年に一

回以上、リスクの高い債務者や問題のあるエクスポージャー

についてはより頻繁に、債務者格付及び案件格付を見直すも

のとする。  

第百七十七条 内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金

庫は、事業法人等向けエクスポージャーについては一年に一

回以上、リスクの高い債務者や問題のあるエクスポージャー

についてはより頻繁に、債務者格付及び案件格付を見直さな

ければならない。  
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２ 内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金庫は、事業

法人等向けエクスポージャーの債務者又はエクスポージャー

について重要な情報が判明した場合には、速やかに債務者格

付又は案件格付を見直すものとする。  

２ 内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金庫は、事業

法人等向けエクスポージャーの債務者又はエクスポージャー

について重要な情報が判明した場合、速やかに債務者格付又

は案件格付を見直さなければならない。  
３ 最終的な格付の付与及び前二項に掲げる格付の見直しは、

信用供与によって直接利益を受けることがない立場にある者

が行うか又はその者の承諾を得るものとする。  

３ 最終的な格付の付与及び前二項に掲げる格付の見直しは、

信用供与によって直接利益を受けることがない立場にある者

が行うか又はその者の承諾を得なくてはならない。  
４ 内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金庫は、事業

法人等向けエクスポージャーについて、PDに影響する債務者

の特性並びにLGD及びEADに影響する案件の特性に関する

重要な情報を収集し、債務者格付及び案件格付を更新する有

効な手続を設けるものとする。  

４ 内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金庫は、事業

法人等向けエクスポージャーについて、PDに影響する債務者

の特性並びにLGD及びEADに影響する案件の特性に関する

重要な情報を収集し、債務者格付及び案件格付を更新する有

効な手続を設けなければならない。  
  
（リテール向けエクスポージャーのプールへの割当ての手続

の健全性の維持）  
（リテール向けエクスポージャーのプールへの割当ての手続

の健全性の維持）  
第百七十八条 内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金

庫は、リテール向けエクスポージャーについて、年一回以上

の割合で各プールの損失特性及び延滞状況を見直すものとす

る。  

第百七十八条 内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金

庫は、リテール向けエクスポージャーについて、年一回以上

の割合で各プールの損失特性及び延滞状況を見直さなければ

ならない。  
２ 内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金庫は、各リ

テール向けエクスポージャーが継続的に適切なプールに割り

当てられていることを確認するために、当該プールに属する

リテール向けエクスポージャーの代表的な標本の調査その他

の方法により、年一回以上各プール内の個々の債務者の状況

を見直すものとする。  

２ 内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金庫は、各リ

テール向けエクスポージャーが継続的に適切なプールに割り

当てられていることを確認するために、当該プールに属する

リテール向けエクスポージャーの代表的な標本の調査その他

の方法により、年一回以上各プール内の個々の債務者の状況

を見直さなければならない。  
  

第百七十九条 内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金 第百七十九条 内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金
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庫は、人的判断に基づく内部格付制度の運用を行っている場

合には、次に掲げる事項その他の格付及び推計値の変更に係

る事項について明確な規定を設けるものとする。  

庫は、人的判断に基づく内部格付制度の運用を行っている場

合は、次に掲げる事項その他の格付及び推計値の変更に係る

事項について明確な規定を設けなければならない。  
［一～三 略］  ［一～三 同左］  

２ 内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金庫は、モデ

ルに基づく内部格付制度の運用を行っている場合には、次に

掲げる事項を監視するための手続及びガイドラインを設ける

ものとする。  

２ 内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金庫は、モデ

ルに基づく内部格付制度の運用を行っている場合は、次に掲

げる事項を監視するための手続及びガイドラインを設けなけ

ればならない。  
［一～三 略］  ［一～三 同左］  

３ 前項に掲げるガイドラインは、格付付与又は推計結果の変

更に関する責任者を特定するものとする。  
３ 前項に掲げるガイドラインは、格付付与又は推計結果の変

更に関する責任者を特定するものでなければならない。  
４ 内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金庫は、格付

及び推計値について変更を行った場合には、当該変更ごとに

変更後の実績を記録するものとする。  

４ 内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金庫は、格付

及び推計値について変更を行った場合は、当該変更ごとに変

更後の実績を記録しなければならない。  
  

（事業法人等向けエクスポージャーに関するデータの維持管

理）  
（事業法人等向けエクスポージャーに関するデータの維持管

理）  
第百八十条 内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金庫

は、事業法人等向けエクスポージャーについて次に掲げる情

報を保存するものとする。  

第百八十条 内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金庫

は、事業法人等向けエクスポージャーについて次に掲げる情

報を保存しなければならない。  
［一～三 略］  ［一～三 同左］  

２ 先進的内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金庫は

、先進的内部格付手法を適用できる事業法人等向けエクスポ

ージャーについて次に掲げる情報を保存するものとする。  

２ 先進的内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金庫は

、事業法人等向けエクスポージャーについて次に掲げる情報

を保存しなければならない。  
［一～四 略］  ［一～四 同左］  
  
（リテール向けエクスポージャーに関するデータの維持管理 （リテール向けエクスポージャーに関するデータの維持管理
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）  ）  
第百八十一条 内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金

庫は、リテール向けエクスポージャーについて次に掲げる情

報を保存するものとする。  

第百八十一条 内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金

庫は、リテール向けエクスポージャーについて次に掲げる情

報を保存しなければならない。  
［一～四 略］  ［一～四 同左］  

  
（自己資本の充実度を評価するためのストレス・テスト）  （自己資本の充実度を評価するためのストレス・テスト）  

第百八十二条 内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金

庫は、自己資本の充実度を評価するために適切なストレス・

テストを実施するものとする。  

第百八十二条 内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金

庫は、自己資本の充実度を評価するために適切なストレス・

テストを実施しなければならない。  
２ 前項に掲げるストレス・テストは、経済状況の悪化、市場

環境の悪化及び流動性の悪化その他の商工組合中央金庫の信

用リスクに係るエクスポージャーに好ましくない効果を与え

る事態の発生又は経済状況の将来変化を識別するものであっ

て、こうした好ましくない変化に対する商工組合中央金庫の

対応能力の評価を含むものとする。  

２ 前項に掲げるストレス・テストは、経済状況の悪化、市場

環境の悪化及び流動性の悪化その他の商工組合中央金庫の信

用リスクに係るエクスポージャーに好ましくない効果を与え

る事態の発生又は経済状況の将来変化を識別するものであっ

て、かつ、こうした好ましくない変化に対する商工組合中央

金庫の対応能力の評価を含むものでなければならない。  
  
（信用リスクのストレス・テスト）  （信用リスクのストレス・テスト）  

第百八十三条 内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金

庫は、特定の条件が信用リスクに対する所要自己資本の額に

及ぼす影響を評価するために、商工組合中央金庫のエクスポ

ージャーの大部分を占めるポートフォリオについて、少なく

とも緩やかな景気後退シナリオの効果を考慮した有意義かつ

適度に保守的な信用リスクのストレス・テストを定期的に実

施するものとする。  

第百八十三条 内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金

庫は、特定の条件が信用リスクに対する所要自己資本の額に

及ぼす影響を評価するために、商工組合中央金庫のエクスポ

ージャーの大部分を占めるポートフォリオについて、少なく

とも緩やかな景気後退シナリオの効果を考慮した有意義かつ

適度に保守的な信用リスクのストレス・テストを定期的に実

施しなければならない。  
２ 内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金庫は、前項

に定めるストレス・テストを実施するに当たっては、次に掲

２ 内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金庫は、前項

に定めるストレス・テストを実施するに当たっては、次に掲
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げる要件を満たすものとする。  げる要件を満たさなければならない。  
［一～三 略］  ［一～三 同左］  

［項を削る。］  ３ 商工組合中央金庫が内部格付手法を採用し、かつ、第百三

十六条の規定を適用する場合は、第一項に定めるストレス・

テストを実施するに当たって、前項の要件に加えて次に掲げ

る要件も満たさなければならない。  
 一 保証人又はプロテクション提供者が格付の変化により第

百三十六条第二項第三号の要件を満たさないこととなると

きの影響を考慮すること。  
 二 保証人若しくは被保証債権の債務者のいずれか又はプロ

テクション提供者若しくは原債権の債務者のいずれかがデ

フォルトした場合の影響を考慮すること。  
  

（取締役会等）  （取締役会等）  
第百八十四条 内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金

庫は、内部統制について次に掲げる基準を満たすものとする

。  

第百八十四条 内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金

庫は、内部統制について次に掲げる基準を満たさなければな

らない。  
一 格付付与手続（事業法人等向けエクスポージャーに対す

る格付付与及びリテール向けエクスポージャーのプールへ

の割当て並びに各エクスポージャーのPD、LGD及びEADの

推計に関する一連の手続を総称していう。以下この款にお

いて同じ。）に関する全ての重要事項は、取締役会等及び執

行役員の承認を得ていること。  

一 格付付与手続（事業法人等向けエクスポージャーに対す

る格付付与及びリテール向けエクスポージャーのプールへ

の割当て並びに各エクスポージャーのPD、LGD及びEADの

推計に関する一連の手続を総称していう。以下この款にお

いて同じ。）に関するすべての重要事項は、取締役会等及び

執行役員の承認を得ていること。  
［二～七 略］  ［二～七 同左］  
  
（信用リスク管理部署）  （信用リスク管理部署）  

第百八十五条 内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金 第百八十五条 内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金
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庫は、内部格付制度の設計又は選択、実施及び実績について

責任を負い、独立して信用リスクを管理する部署（以下「信

用リスク管理部署」という。）を設けるものとする。  

庫は、内部格付制度の設計又は選択、実施及び実績について

責任を負い、独立して信用リスクを管理する部署（以下「信

用リスク管理部署」という。）を設けなければならない。  
２ 信用リスク管理部署は、与信部門及び与信業務の担当者か

ら機能的に独立したものとする。  
２ 信用リスク管理部署は、与信部門及び与信業務の担当者か

ら機能的に独立したものでなければならない。  
３ 信用リスク管理部署は、次に掲げる事項について責任を負

うものとする。  
３ 信用リスク管理部署は、次に掲げる事項について責任を負

うものでなければならない。  
［一～六 略］  ［一～六 同左］  

４ 信用リスク管理部署は、格付付与手続で使用するモデルの

開発、選択、実施及び検証に積極的に参画するものとする。  
４ 信用リスク管理部署は、格付付与手続で使用するモデルの

開発、選択、実施及び検証に積極的に参画しなければならな

い。  
５ 信用リスク管理部署は、前項に掲げるモデルについて管理

及び監督並びに当該モデルの継続的な見直し及び変更につい

て責任を負うものとする。  

５ 信用リスク管理部署は、前項に掲げるモデルについて管理

及び監督並びに当該モデルの継続的な見直し及び変更につい

て責任を負わなければならない。  
  
（監査）  （監査）  

第百八十六条 独立した機能を有する内部の監査部署は、年一

回以上の割合で信用リスク管理部署の管理状況、PD、LGD及

びEADの推計値、該当する全ての最低要件の遵守状況等、内

部格付制度及びその運用状況を見直し、その結果に関する監

査報告書を作成するものとする。  

第百八十六条 独立した機能を有する内部の監査部署は、年一

回以上の割合で信用リスク管理部署の管理状況、PD、LGD及

びEADの推計値、該当するすべての最低要件の遵守状況等並

びに内部格付制度及びその運用状況を見直し、その結果に関

する監査報告書を作成しなければならない。  
  

第百八十七条 格付並びにPD及びLGDは、内部格付手法を採用

した場合の商工組合中央金庫の与信審査、リスク管理、内部

の資本配賦及び内部統制において、重要な役割を果たすもの

とする。  

第百八十七条 格付並びにPD及びLGDは、内部格付手法を採用

した場合の商工組合中央金庫の与信審査、リスク管理、内部

の資本配賦及び内部統制において、重要な役割を果たすもの

でなければならない。  
２ 自己資本比率の算出のために使用するPD又はLGDと与信 ２ 自己資本比率の算出のために使用するPD又はLGDと与信
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審査、リスク管理、内部の資本配賦及び内部統制のために用

いる推計値が相違する場合には、内部格付手法を採用した場

合の商工組合中央金庫は、信用リスク管理指針に当該相違点

及びその理由を記載するものとする。  

審査、リスク管理、内部の資本配賦及び内部統制のために用

いる推計値が相違する場合は、内部格付手法を採用した場合

の商工組合中央金庫は、信用リスク管理指針に当該相違点及

びその理由を記載しなければならない。  
  

（デフォルトの定義）  （デフォルトの定義）  
第百八十八条 この章においてデフォルトとは、債務者につい

て次に掲げる事由（以下「デフォルト事由」という。）が生ず

ることをいう。  

第百八十八条 この章においてデフォルトとは、債務者につい

て次に掲げる事由（以下「デフォルト事由」という。）が生じ

ることをいう。  
一 内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金庫が、債

務者に対するエクスポージャーを金融再生法施行規則第四

条第二項に規定する「破産更生債権及びこれらに準ずる債

権」、同条第三項に規定する「危険債権」又は同条第四項に

規定する「要管理債権」に該当するものと査定する事由が生

ずること。ただし、リテール向けエクスポージャーについて

は、同項に規定する「三月以上延滞債権」に該当する事由が

生じた場合であっても、元金又は利息の支払が約定日の翌

日を起算日として延滞している期間が、六月を超えない範

囲で信用リスク管理指針に記載された一定の日数を超えな

いときは、除くものとする。  

一 内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金庫が、債

務者に対するエクスポージャーを金融機能の再生のための

緊急措置に関する法律施行規則（平成十年金融再生委員会

規則第二号）第四条第二項に規定する「破産更生債権及びこ

れらに準ずる債権」、同条第三項に規定する「危険債権」又

は同条第四項に規定する「要管理債権」に該当するものと査

定する事由が生じること。ただし、リテール向けエクスポー

ジャーについては、同項に規定する「三月以上延滞債権」に

該当する事由が生じた場合であっても、元金又は利息の支

払が約定日の翌日を起算日として延滞している期間が、百

八十日を超えない範囲で信用リスク管理指針に記載された

一定の日数を超えないときは、除くものとする。  
［二・三 略］  ［二・三 同左］  

２ ［略］  ２ ［同左］  
３ デフォルト事由が生じたエクスポージャーについて、デフ

ォルト事由が解消されたと認められる場合には、内部格付手

法を採用した場合の商工組合中央金庫は、当該エクスポージ

ャーに対してデフォルトしていない債権としての債務者格付

３ デフォルト事由が生じたエクスポージャーについて、デフ

ォルト事由が解消されたと認められる場合は、内部格付手法

を採用した場合の商工組合中央金庫は、当該エクスポージャ

ーに対してデフォルトしていない債権としての債務者格付を
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を付与し、先進的内部格付手法を採用した場合は、LGD及び

EADを推計するものとする。  
付与し、先進的内部格付手法を採用した場合は、LGD及び

EADを推計しなければならない。  
４ 前項のエクスポージャーについて再度デフォルト事由が生

じた場合には、内部格付手法を採用した場合の商工組合中央

金庫は、新たにデフォルト事由が生じたものとして扱うもの

とする。  

４ 前項のエクスポージャーについて再度デフォルト事由が生

じた場合は、内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金

庫は新たにデフォルト事由が生じたものとして扱わなければ

ならない。  
５ 第一項の規定にかかわらず、内部格付手法を採用した場合

の商工組合中央金庫は、次の各号に掲げる延滞の月数の長さ

の区分に応じ、当該各号に定める日数をデフォルト事由の判

定に用いることができる。  

［項を加える。］  

一 三月 九十日   
二 六月 百八十日   
  
（延滞日数の見直し等）  （延滞日数の見直し等）  

第百八十九条 内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金

庫は、エクスポージャーの延滞日数の見直し並びに既存の債

務に関する返済の猶予、繰延べ、契約内容の更改及び借換え

の承認その他の延滞日数の計算に関する事項（以下この条に

おいて「延滞日数の見直し等」という。）について、次に掲げ

る事項を含む、明確かつ書面に記載された方針を有している

ものとする。  

第百八十九条 内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金

庫は、エクスポージャーの延滞日数の見直し並びに既存の債

務に関する返済の猶予、繰延べ、契約内容の更改及び借換え

の承認その他の延滞日数の計算に関する事項（以下この条に

おいて「延滞日数の見直し等」という。）について、次に掲げ

る事項を含む、明確かつ書面に記載された方針を有していな

ければならない。  
［一～五 略］  ［一～五 同左］  

２ 内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金庫は、前項

に掲げる方針を一貫して長期にわたって利用するものとする

。  

２ 内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金庫は、前項

に掲げる方針を一貫して長期にわたって利用しなければなら

ない。  
３ 内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金庫は、延滞

日数の見直し等を行ったエクスポージャーを商工組合中央金

３ 内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金庫は延滞日

数の見直し等を行ったエクスポージャーを商工組合中央金庫
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庫の内部のリスク管理においてデフォルトしたエクスポージ

ャーと同様に取り扱っている場合には、当該エクスポージャ

ーを内部格付手法の適用上デフォルトしたエクスポージャー

として取り扱うものとする。  

の内部のリスク管理においてデフォルトしたエクスポージャ

ーと同様に取り扱っている場合は、当該エクスポージャーを

内部格付手法の適用上デフォルトしたエクスポージャーとし

て取り扱わなければならない。  
  
（当座貸越）  （当座貸越）  

第百九十条 内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金庫

は、当座貸越の供与の対象となる者の信用度を評価するため

の厳格な基準を設けるものとする。  

第百九十条 内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金庫

は、当座貸越の供与の対象となる者の信用度を評価するため

の厳格な基準を設けなければならない。  
  

（推計の対象）  （推計の対象）  
第百九十一条 内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金

庫は、別段の定めのある場合を除き、事業法人等向けエクス

ポージャーについて第三目の定めに従って各債務者格付に対

応するPDを、第三目から第六目までの規定によりリテール向

けエクスポージャーについて各プールに対応するPD、LGD及

びEADを推計するものとする。  

第百九十一条 内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金

庫は、別段の定めのある場合を除き、事業法人等向けエクス

ポージャーについて第三目の定めに従って各債務者格付に対

応するPDを、第三目から第六目までの規定によりリテール向

けエクスポージャーについて各プールに対応するPD、LGD及

びEADを推計しなければならない。  
２ 先進的内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金庫は

、別段の定めのある場合を除き、先進的内部格付手法を適用

できる事業法人等向けエクスポージャーについて第四目及び

第五目の規定によりLGD並びに第六目の規定によりEADを

推計するものとする。  

２ 先進的内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金庫は

、別段の定めのある場合を除き、事業法人等向けエクスポー

ジャーについて第四目及び第五目の規定によりLGD並びに第

六目の規定によりEADを推計しなければならない。  

  
（デフォルトの定義の参照）  （デフォルトの定義の参照）  

第百九十二条 内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金

庫は、デフォルト事由に基づき、内部格付手法の対象となる

資産区分ごとにデフォルト事由の発生を記録し、PD並びに（

第百九十二条 内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金

庫は、デフォルト事由に基づき、内部格付手法の対象となる

資産区分ごとにデフォルト事由の発生を記録し、PD並びに（
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関連があれば）LGD及びEADの推計を行うものとする。ただ

し、次に掲げる要件を満たす場合は、デフォルト事由と異な

る定義に基づく内部データ及び外部データを用いることがで

きる。  

関連があれば）LGD及びEADの推計を行わなければならない

。ただし、次に掲げる要件を満たす場合は、デフォルト事由

と異なる定義に基づく内部データ及び外部データを用いるこ

とができる。  
［一・二 略］  ［一・二 同左］  
  
（推計の共通要件）  （推計の共通要件）  

第百九十三条 内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金

庫は、PD、LGD及びEADを推計するに当たり、推計に関連す

る全ての重要かつ入手可能なデータ、情報及び手法を用いる

ものとする。ただし、内部データ及び外部データ（プールさ

れたデータを含む。）の利用は、当該データに基づく推計値

が長期的な実績を表している場合に限る。  

第百九十三条 内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金

庫は、PD、LGD及びEADを推計するに当たり、推計に関連す

るすべての重要かつ入手可能なデータ、情報及び手法を用い

なければならない。ただし、内部データ及び外部データ（プ

ールされたデータを含む。）の利用は、当該データに基づく

推計値が長期的な実績を表している場合に限る。  
２ 内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金庫は、格付

の付与及びプールの評価対象期間中において信用供与実務及

び回収の手続に変更があった場合には、当該変更を考慮に入

れるものとする。  

２ 内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金庫は、格付

の付与及びプールの評価対象期間中において信用供与実務及

び回収の手続に変更があった場合は、当該変更を考慮に入れ

なければならない。  
３ 内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金庫は、技術

的進歩及び新規データその他の情報を利用することが可能に

なり次第速やかに推計においてそれらを勘案するものとする

。  

３ 内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金庫は、技術

的進歩及び新規データその他の情報を利用することが可能に

なり次第速やかに推計においてそれらを勘案しなければなら

ない。  
４ 内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金庫は、実績

値及び実証的な根拠に基づいてPD、LGD及びEADを推計する

ものとする。  

４ 内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金庫は、実績

値及び実証的な根拠に基づいてPD、LGD及びEADを推計しな

ければならない。  
５ 内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金庫は、一年

に一回以上の頻度でPD、LGD及びEADの推計値を見直すもの

とする。  

５ 内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金庫は、一年

に一回以上の頻度でPD、LGD及びEADの推計値を見直さなけ

ればならない。  
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（データの抽出に関する要件）  （データの抽出に関する要件）  

第百九十四条 推計に用いるデータによって代表されるエクス

ポージャーの母集団、データが抽出された時の信用供与基準

及びその他の重要な特性は、内部格付手法を採用した場合の

商工組合中央金庫のエクスポージャー全体のそれとほぼ同様

であるか、少なくとも類するものとする。  

第百九十四条 推計に用いるデータによって代表されるエクス

ポージャーの母集団、データが抽出された時の信用供与基準

及びその他の重要な特性は、内部格付手法を採用した場合の

商工組合中央金庫のエクスポージャー全体のそれとほぼ同様

であるか、少なくとも類するものでなければならない。  
２ データの前提となっている経済的条件又は市場環境は、現

在及び予見可能な将来の経済的条件又は市場環境に対応した

ものとする。  

２ データの前提となっている経済的条件又は市場環境は、現

在及び予見可能な将来の経済的条件又は市場環境に対応した

ものでなければならない。  
３ 抽出標本中のエクスポージャーの数及び定量化に用いるデ

ータの期間は、当該推計が正確かつ頑健なものであると内部

格付手法を採用した場合の商工組合中央金庫が信頼するに足

りる程度とする。  

３ 抽出標本中のエクスポージャーの数及び定量化に用いるデ

ータの期間は、当該推計が正確かつ頑健なものであると内部

格付手法を採用した場合の商工組合中央金庫が信頼するに足

りる程度でなければならない。  
４ 推計に用いる手法は、抽出標本以外のデータによるテスト

で良好な成績を収めたものとする。  
４ 推計に用いる手法は、抽出標本以外のデータによるテスト

で良好な成績を収めたものでなければならない。  
  

（推計の誤差に応じた保守的な修正）  （推計の誤差に応じた保守的な修正）  
第百九十五条 内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金

庫は、予測される推計に誤差が生ずることを考慮してPD、

LGD及びEADの推計値を保守的に修正するものとする。  

第百九十五条 内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金

庫は、予測される推計に誤差が生じることを考慮してPD、

LGD及びEADの推計値を保守的に修正しなければならない。 
  

（事業法人等向けエクスポージャーのPD）  （事業法人等向けエクスポージャーのPD）  
第百九十六条 内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金

庫は、次に掲げる手法又はこれに類するその他の長期の経験

に合致した情報及び手法を一以上用いるものとする。この場

合において、内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金

第百九十六条 内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金

庫は、次に掲げる手法又はこれに類するその他の長期の経験

に合致した情報及び手法を一以上用いなければならない。  
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庫は、債務者の数に基づく単純平均で計算された一年間のデ

フォルト確率の平均により、各格付のPDを推計するものとし

、エクスポージャーの額の加重平均によるPDの推計は行わな

いものとする。  
［一～三 略］  ［一～三 同左］  

２ 内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金庫は、事業

法人等向けエクスポージャーの債務者格付のPDを推計する

に当たって、デフォルトの実績に関する内部データからPDを

推計する手法を用いる場合には、次に掲げる要件を満たすも

のとする。  

２ 内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金庫は、事業

法人等向けエクスポージャーの債務者格付のPDを推計する

に当たって、デフォルトの実績に関する内部データからPDを

推計する手法を用いる場合は、次に掲げる要件を満たさなけ

ればならない。  
一 内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金庫は、信

用供与の基準並びにデータ生成時の内部格付制度及び現在

の内部格付制度の相違点を反映し、信用リスク管理指針に

当該反映方法に関する分析を記載するものとする。  

一 内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金庫は、信

用供与の基準並びにデータ生成時の内部格付制度及び現在

の内部格付制度の相違点を反映し、信用リスク管理指針に

当該反映方法に関する分析を記載しなければならない。  
二 内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金庫は、入

手可能なデータが限定されている場合又は信用供与の基準

若しくは内部格付制度が変更された場合には、PDの推計を

保守的に修正するものとする。  

二 内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金庫は、入

手可能なデータが限定されている場合又は信用供与の基準

若しくは内部格付制度が変更された場合は、PDの推計を保

守的に修正しなければならない。  
三 内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金庫が複数

の金融機関でプールしたデータを使用する場合には、プー

ルにデータを提供する他の金融機関の内部格付制度及び基

準が、内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金庫の

内部格付制度及び基準と著しく乖離するものでないものと

する。  

三 内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金庫が複数

の金融機関でプールしたデータを使用する場合は、プール

にデータを提供する他の金融機関の内部格付制度及び基準

が、内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金庫の内

部格付制度及び基準と著しく乖離するものであってはなら

ない。  
３ 内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金庫は、事業

法人等向けエクスポージャーの債務者格付のPDを推計する

に当たって、マッピングを用いる場合には、次に掲げる要件

３ 内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金庫は、事業

法人等向けエクスポージャーの債務者格付のPDを推計する

に当たって、マッピングを用いる場合は、次に掲げる要件を
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を満たすものとする。  満たさなければならない。  
［一～四 略］  ［一～四 同左］  

４ 内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金庫は、事業

法人等向けエクスポージャーのPDを推計するに当たって、五

年以上の観測期間にわたる外部データ、内部データ又は複数

の金融機関でプールしたデータを一以上利用するものとする

。  

４ 内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金庫は、事業

法人等向けエクスポージャーのPDを推計するに当たって、五

年以上の観測期間にわたる外部データ、内部データ又は複数

の金融機関でプールしたデータを一以上利用しなければなら

ない。  
５ 内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金庫は、前項

に掲げるデータの利用に当たって、最も長い観測期間にわた

るデータをその対象に含めるものとし、かつ、当該データに

は代表的な好景気に当たる年度及び不景気に当たる年度を含

めるものとする。ただし、PDを推計するに当たって関連性が

低いもの又は重要でないものについては、この限りでない。  

５ 内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金庫は、前項

に掲げるデータの利用に当たって、最も長い観測期間にわた

るデータをその対象に含めなければならない。ただし、PDを

推計するに当たって関連性が低いもの又は重要でないものに

ついては、この限りでない。  

  
（リテール向けエクスポージャーのPD等）  （リテール向けエクスポージャーのPD等）  

第百九十七条 内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金

庫は、プールのPD、LGD及びEADを推計するに当たって、内

部データを一次的な情報源とするものとする。ただし、全て

の関連する重要なデータ・ソースに照らし、内部格付手法を

採用した場合の商工組合中央金庫がエクスポージャーを各プ

ールに割り当てる基準と外部のデータ提供者が用いている基

準及び内部データの構成と外部のデータの構成の間に、強い

関連性がある場合には、内部格付手法を採用した場合の商工

組合中央金庫は、外部のデータ又はモデルを推計に用いるこ

とができる。  

第百九十七条 内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金

庫は、プールのPD、LGD及びEADを推計するに当たって、内

部データを一次的な情報源としなければならない。ただし、

すべての関連する重要なデータ・ソースに照らし、内部格付

手法を採用した場合の商工組合中央金庫がエクスポージャー

を各プールに割り当てる基準と外部のデータ提供者が用いて

いる基準及び内部データの構成と外部のデータの構成の間に

、強い関連性がある場合は、内部格付手法を採用した場合の

商工組合中央金庫は、外部のデータ又はモデルを推計に用い

ることができる。  
２ 内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金庫は、リテ

ール向けエクスポージャーの長期平均PDを推計するに当た

２ 内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金庫は、リテ

ール向けエクスポージャーの長期平均PDを推計するに当た
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って、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。  って、五年以上の観測期間にわたる外部データ、内部データ

又は複数の金融機関でプールしたデータを一以上利用しなけ

ればならない。  
一 五年以上の観測期間にわたる外部データ、内部データ又

は複数の金融機関でプールしたデータを一以上利用するこ

と。  

［号を加える。］  

二 前号に規定するデータには、内部格付手法を採用した場

合の商工組合中央金庫のポートフォリオに関連する景気循

環期の代表的な好景気に当たる年度及び不景気に当たる年

度を含むものとする。  

［号を加える。］  

三 一年間のデフォルト確率の平均に基づくこと。  ［号を加える。］  
３ 内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金庫は、前項

第一号及び第二号に規定するデータの利用に当たって、最も

長い観測期間にわたるデータであって、関連性のあるものに

ついては、その対象に含めるものとする。この場合において

、PDを推計するに当たって関連性が低い観測期間のデータに

ついては、関連性の高い観測期間のデータと同等に扱うこと

を要しない。  

３ 内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金庫は、前項

に掲げるデータの利用に当たって、最も長い観測期間にわた

るデータであって、関連性のあるものについては、その対象

に含めなければならない。この場合において、PDを推計する

に当たって関連性が低い観測期間のデータについては、関連

性の高い観測期間のデータと同等に扱うことを要しない。  

４ 内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金庫は、リテ

ール向けエクスポージャーのPD及びLGDを推計するに当た

って、次の各号に掲げる推計値の区分に応じ、当該各号に定

める影響を考慮し、保守的な修正を加えるものとする。  

４ 内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金庫は、リテ

ール向けエクスポージャーについて、PDが信用供与の時期又

は経過期間に依存するものであって、短期的なPDの推計値を

用いることが不適切である場合は、PDの推計値を上方に修正

することを検討しなければならない。  
一 PD 債権に係る貸付が行われた時点又は取引を開始し

た時点からの経過年数の影響  
［号を加える。］  

二 LGD デフォルトが発生した時点からの経過年数の影

響  
［号を加える。］  
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（損失の定義）  （損失の定義）  

第百九十八条 内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金

庫は、LGDを推計するに当たり、次に掲げる要件の全てを満

たすものとする。  

第百九十八条 内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金

庫は、LGDを推計するに当たり、次に掲げるすべての要件を

満たさなければならない。  
［一・二 略］  ［一・二 同左］  
三 内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金庫の回収

に関する能力が勘案されていること。ただし、回収率に及ぼ

す影響について実証的な裏付けが十分でない場合には、内

部格付手法を採用した場合の商工組合中央金庫は、回収の

能力に基づくLGDの調整を保守的に行うものとする。  

三 内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金庫の回収

に関する能力が勘案されていること。ただし、回収率に及ぼ

す影響について実証的な裏付けが十分でない場合は、内部

格付手法を採用した場合の商工組合中央金庫は、回収の能

力に基づくLGDの調整を保守的に行わなければならない。  
  
（LGDの推計）  （LGDの推計）  

第百九十九条 内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金

庫は、LGDを推計するに当たっては、LGDが次に掲げる性質

の全てを満たす景気後退期を勘案したものとなるように、エ

クスポージャーごとに推計するものとする。  

第百九十九条 内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金

庫は、LGDを推計するに当たっては、LGDが次に掲げる性質

をすべて満たす景気後退期を勘案したものとなるように、エ

クスポージャーごとに推計しなければならない。  
一 当該エクスポージャーの種類のデータ・ソース内で生じ

た全てのデフォルト債権に伴う平均的な経済的損失に基づ

いて計算した長期平均デフォルト時損失率（以下この項に

おいて「長期平均デフォルト時損失率」という。）を下回る

ものでないこと。  

一 当該エクスポージャーの種類のデータ・ソース内で生じ

たすべてのデフォルト債権に伴う平均的な経済的損失に基

づいて計算した長期平均デフォルト時損失率（以下この項

において「長期平均デフォルト時損失率」という。）を下回

るものでないこと。  
二 ［略］  二 ［同左］  

２ 内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金庫は、LGD
の推計に当たり、債務者のリスクと担保又は担保提供者のリ

スクの相関を考慮し、顕著な正の相関がある場合には、保守

的に取り扱うものとする。  

２ 内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金庫は、LGD
の推計に当たり、債務者のリスクと担保又は担保提供者のリ

スクの相関を考慮し、顕著な正の相関がある場合は、保守的

に取り扱わなければならない。  
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３ 内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金庫は、原債

務と担保との表示通貨が異なる場合には、LGDの推計に当た

り、これを保守的に考慮するものとする。  

３ 内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金庫は、原債

務と担保との表示通貨が異なる場合は、LGDの推計に当たり

、これを保守的に考慮しなければならない。  
４ 内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金庫は、LGD

の推計に当たり、担保について推定される市場価値のみなら

ず、回収の実績値を基礎とするものとする。  

４ 内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金庫は、LGD
の推計に当たり、担保について推定される市場価値のみなら

ず、回収の実績値を基礎としなければならない。  
５ 内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金庫は、LGD

の推計に当たり、担保による信用リスク削減効果を勘案する

場合には、標準的手法で必要となる基準ともおおむね合致す

るような、担保管理、運用手続、法的確実性及びリスク管理

手続に関する内部基準を作るものとする。  

５ 内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金庫は、LGD
の推計に当たり、担保による信用リスク削減効果を勘案する

場合は、標準的手法で必要となる基準ともおおむね合致する

ような、担保管理、運用手続、法的確実性及びリスク管理手

続に関する内部基準を作らなくてはならない。  
６ 内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金庫は、デフ

ォルトしたエクスポージャーについては、経済状況及び当該

エクスポージャーの状態に鑑みて当該エクスポージャーに生

じ得る期待損失（ELdefault）を推計するものとする。ただし、

第百三十八条及び第百四十六条に定めるLGDの自金庫推計値

の下限を下回らないものとする。  

６ 内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金庫は、デフ

ォルトしたエクスポージャーについては、経済状況及び当該

エクスポージャーの状態に鑑みて当該エクスポージャーに生

じうる期待損失（ELdefault）を推計しなければならない。  

  
（事業法人等向けエクスポージャーのLGD推計に係る最低所

要観測期間）  
（事業法人等向けエクスポージャーのLGD推計に係る最低所

要観測期間）  
第二百条 先進的内部格付手法を採用した場合の商工組合中央

金庫は、先進的内部格付手法を適用できる事業法人等向けエ

クスポージャーのLGDを推計するに当たって、七年以上の観

測期間にわたる外部データ、内部データ又は複数の金融機関

でプールしたデータを一以上利用するものとする。  

第二百条 先進的内部格付手法を採用した場合の商工組合中央

金庫は、事業法人等向けエクスポージャーのLGDを推計する

に当たって、七年以上の観測期間にわたる外部データ、内部

データ又は複数の金融機関でプールしたデータを一以上利用

しなければならない。  
２ 先進的内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金庫は

、前項に定める観測期間にわたるデータが複数ある場合には

２ 先進的内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金庫は

、前項に定める観測期間にわたるデータが複数ある場合は、
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、最も長い観測期間にわたるデータを利用するものとする。

ただし、LGDを推計するに当たって関連性が低いものについ

ては、この限りでない。  

最も長い観測期間にわたるデータを利用しなければならない

。ただし、LGDを推計するに当たって関連性が低いものにつ

いては、この限りでない。  
  
（リテール向けエクスポージャーのLGD推計に係る最低所要

観測期間）  
（リテール向けエクスポージャーのLGD推計に係る最低所要

観測期間）  
第二百一条 内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金庫

は、リテール向けエクスポージャーのLGDを推計するに当た

り、五年以上の観測期間にわたる外部データ、内部データ又

は複数の金融機関でプールしたデータを一以上利用するもの

とする。  

第二百一条 内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金庫

は、リテール向けエクスポージャーのLGDを推計するに当た

り、五年以上の観測期間にわたる外部データ、内部データ又

は複数の金融機関でプールしたデータを一以上利用しなけれ

ばならない。  
  

（保証による信用リスク削減効果の勘案）  （保証による信用リスク削減効果の勘案）  
第二百二条 先進的内部格付手法を採用した場合の商工組合中

央金庫は、先進的内部格付手法を適用できる事業法人等向け

エクスポージャーについて保証を信用リスク削減手法として

用いる場合には、当該先進的内部格付手法を適用できる事業

法人等向けエクスポージャーのPD又はLGDのいずれかを調

整することができる。ただし、調整後のリスク・ウェイトは

保証人に対する直接のエクスポージャーに適用されるリスク

・ウェイトを下回らないものとする。  

第二百二条 先進的内部格付手法を採用した場合の商工組合中

央金庫は、事業法人等向けエクスポージャーについて保証を

信用リスク削減手法として用いる場合は、当該事業法人等向

けエクスポージャーのPD又はLGDのいずれかを調整するこ

とができる。ただし、第百三十六条に規定する場合を除き、

調整後のリスク・ウェイトは保証人に対する直接のエクスポ

ージャーに適用されるリスク・ウェイトを下回ってはならな

い。  
２ 内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金庫は、リテ

ール向けエクスポージャーについて保証を信用リスク削減手

法として用いる場合には、当該リテール向けエクスポージャ

ーのPD又はLGDのいずれかを調整することができる。ただし

、当該調整後のリスク・ウェイトは保証人に対する直接のエ

クスポージャーに適用されるリスク・ウェイトを下回らない

２ 内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金庫は、リテ

ール向けエクスポージャーについて保証を信用リスク削減手

法として用いる場合は、当該リテール向けエクスポージャー

のPD又はLGDのいずれかを調整することができる。ただし、

第百三十六条に規定する場合を除き、当該調整後のリスク・

ウェイトは保証人に対する直接のエクスポージャーに適用さ
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ものとする。  れるリスク・ウェイトを下回ってはならない。  
３ 内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金庫は、前二

項の調整方法について、それぞれいずれか一を選択し、継続

的に用いるものとする。  

３ 内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金庫は、前二

項の調整方法について、それぞれいずれか一を選択し、継続

的に用いなければならない。  
４ 内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金庫は、規制

上の最低所要自己資本を算定する上で、債務者のデフォルト

事由と保証人のデフォルト事由との相関関係が不完全である

ことを想定して信用リスク削減効果を勘案しないものとする

。  

４ 内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金庫は、第百

三十六条に規定する場合を除き、規制上の最低所要自己資本

を算定する上で、債務者のデフォルト事由と保証人のデフォ

ルト事由との相関関係が不完全であることを想定して信用リ

スク削減効果を勘案してはならない。  
  
（保証人に対する債務者格付等の付与）  （保証人に対する債務者格付等の付与）  

第二百三条 先進的内部格付手法を採用した場合の商工組合中

央金庫は、前条第一項に従って先進的内部格付手法を適用で

きる事業法人等向けエクスポージャーについて保証を信用リ

スク削減手法として用いる場合には、次に掲げる要件を満た

すものとする。  

第二百三条 先進的内部格付手法を採用した場合の商工組合中

央金庫は、前条第一項に従って事業法人等向けエクスポージ

ャーについて保証を信用リスク削減手法として用いる場合、

次に掲げる要件を満たさなければならない。  

［一・二 略］  ［一・二 同左］  
三 保証がないと仮定した場合における債務者の情報及び保

証人に関する全ての関連性のある情報を保有すること。  
三 保証がないと仮定した場合における債務者の情報及び保

証人に関するすべての関連性のある情報を保有すること。  
２ 内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金庫は、前条

第二項に従ってリテール向けエクスポージャーについて保証

を信用リスク削減手法として用いる場合には、次に掲げる要

件の全てを満たすものとする。  

２ 内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金庫は、前条

第二項に従ってリテール向けエクスポージャーについて保証

を信用リスク削減手法として用いる場合、次に掲げる要件を

満たさなければならない。  
［一・二 略］  ［一・二 同左］  
三 保証がないと仮定した場合における債務者の情報及び保

証人に関する全ての関連性のある情報を保有すること。  
三 保証がないと仮定した場合における債務者の情報及び保

証人に関するすべての関連性のある情報を保有すること。  
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（適格保証）  （適格保証）  
第二百四条 内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金庫

は、第二百二条第一項及び第二項に基づき、保証を信用リス

ク削減手法として用いる場合には、当該手法に基づく信用リ

スク・アセットの額の算出で用いる保証人の種類について特

定された基準を設けるものとする。  

第二百四条 内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金庫

に、第二百二条第一項及び第二項に基づき、保証を信用リス

ク削減手法として用いる場合は、当該手法に基づく信用リス

ク・アセットの額の算出で用いる保証人の種類について特定

された基準を設けなければならない。  
２ 内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金庫が、第二

百二条第一項及び第二項に基づき、保証を信用リスク削減手

法として用いる場合には、当該保証は、次に掲げる性質の全

てを有するものとする。  

２ 内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金庫が、第二

百二条第一項及び第二項に基づき、保証を信用リスク削減手

法として用いる場合は、当該保証は、次に掲げるすべての性

質を有するものでなければならない。  
［一～四 略］  ［一～四 同左］  

３ 内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金庫は、保証

が第九十九条第六号の条件を満たしていない場合には、信用

リスク削減手法として用いないものとする。ただし、保証が

付されたエクスポージャーが次の各号のいずれかに該当する

場合において、債権回収完了後に残存する損失のみが保証さ

れているときは、被保証部分について第二百二条第一項及び

第二項の規定により保証を信用リスク削減手法として用いる

ことができる。  

３ 内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金庫は、保証

が第九十九条第四号の条件を満たしていない場合であって、

保証に付された条件のために信用リスクの削減効果が減少す

る場合を想定して保証の効果を調整するための基準を設けて

いるときは、第二百二条第一項及び第二項並びに当該基準に

基づいて保証を信用リスク削減手法として用いることができ

る。  

一 自金庫推計LGDを適用する先進的内部格付手法を適用

できる事業法人等向けエクスポージャー  
二 内部格付手法を適用するリテール向けエクスポージャー  

 

  
（調整に関する基準）  （調整に関する基準）  

第二百五条 第二百二条第一項又は第二項に基づき信用リスク

削減効果を勘案する場合には、内部格付手法を採用した場合

の商工組合中央金庫は、次に掲げる性質の全てを満たす明確

第二百五条 第二百二条第一項又は第二項に基づき信用リスク

削減効果を勘案する場合、内部格付手法を採用した場合の商

工組合中央金庫は、次に掲げる性質をすべて満たす明確な基
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な基準を設けるものとする。  準を設けなければならない。  
［一～四 略］  ［一～四 同左］  
  
（クレジット・デリバティブについての取扱い）  （クレジット・デリバティブについての取扱い）  

第二百六条 ［略］  第二百六条 ［同左］  
２ ［略］  ２ ［同左］  
３ 内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金庫は、シン

グルネームのクレジット・デリバティブによる信用リスク削

減効果を勘案する場合には、次に掲げる性質の全てを満たす

基準を設けるものとする。  

３ 内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金庫は、シン

グルネームのクレジット・デリバティブによる信用リスク削

減効果を勘案する場合は、次に掲げる性質をすべて満たす基

準を設けなければならない。  
［一・二 略］  ［一・二 同左］  

  
（EADの推計方法）  （EADの推計方法）  

第二百七条 内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金庫

は、オン・バランスシート項目に係るEADの推計を行うに当

たり、現在において実行済の信用供与の額を下回る値を用い

ないものとする。ただし、第百三十九条第二項並びに第百四

十七条第六項及び第七項の規定により信用リスク削減手法の

効果を勘案する場合は、この限りでない。  

第二百七条 内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金庫

は、オン・バランスシート項目に係るEADの推計を行うに当

たり、現在において実行済の信用供与の額を下回る値を用い

てはならない。ただし、第百三十九条第二項及び第百四十七

条第一項ただし書の定めにより信用リスク削減手法の効果を

勘案する場合は、この限りでない。  
２ 内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金庫は、オフ

・バランスシート項目に係るEADの推計を行うに当たり、エ

クスポージャーの種類ごとに次に掲げる要件の全てを満たす

手続を設けるものとする。  

２ 内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金庫は、オフ

・バランスシート項目に係るEADの推計を行うに当たり、エ

クスポージャーの種類ごとに次に掲げる要件を満たす手続を

設けなければならない。  
一 デフォルト事由発生前及びデフォルト事由発生後に債務

者が追加的引出行為を行う可能性を勘案すること。ただし、

デフォルト事由発生後に債務者が追加的引出行為を行う可

能性については、クレジット・カードその他の将来の不確実

一 デフォルト事由発生前及びデフォルト事由発生後に債務

者が追加的引出行為を行う可能性を勘案すること。ただし、

デフォルト事由発生後に債務者が追加的引出行為を行う可

能性については、クレジット・カードその他の将来の不確実
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な引出を伴うリテール向けエクスポージャーのLGD推計に

おいて、デフォルト事由発生後の追加引出の実績又は見込

みを勘案している場合は、この限りでない。  

な引出を伴うリテール向けエクスポージャーのLGD推計に

おいて、デフォルト事由発生前の追加引出の実績又は見込

みを勘案している場合は、この限りでない。  
二 ［略］  二 ［同左］  

３ 内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金庫は、EAD
を推計するに当たり、EADが次に掲げる性質の全てを満たす

ものとなるように、エクスポージャーごとに推計するものと

する。  

３ 内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金庫は、EAD
を推計するに当たり、EADが次に掲げる性質をすべて満たす

ものとなるように、エクスポージャーごとに推計しなければ

ならない。  
［一～四 略］  ［一～四 同左］  

４ 内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金庫は、EAD
を推計するに当たり、次に掲げる性質の全てを満たすEADを

推計する基準を設けるものとする。  

４ 内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金庫は、EAD
を推計するに当たり、次に掲げる性質をすべて満たすEADを

推計する基準を設けなければならない。  
［一～三 略］  ［一～三 同左］  

５ 内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金庫は、EAD
の推計の対象となる全ての種類のエクスポージャーについて

、新しい重要な情報が明らかになった場合及び少なくとも年

一回、EADの推計値を見直すものとする。  

５ 内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金庫は、EAD
の推計の対象となるすべての種類のエクスポージャーについ

て、新しい重要な情報が明らかになった場合及び少なくとも

年一回、EADの推計値を見直さなければならない。  
  

（監視）  （監視）  
第二百八条 内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金庫

は、EADの推計の対象となるエクスポージャーについて、次

に掲げる事項その他の残高の監視及び支払に関する方針につ

いて相当な注意を払うものとする。  

第二百八条 内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金庫

は、EADの推計の対象となるエクスポージャーについて、次

に掲げる事項その他の残高の監視及び支払に関する方針につ

いて相当な注意を払わなければならない。  
［一・二 略］  ［一・二 同左］  
  
（EADの推計に係る参照データ）   

第二百八条の二 内部格付手法を採用した場合の商工組合中央 ［条を加える。］  
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金庫は、EADデータベース（EADの自金庫推計値を算出する

際に参照するデータをいう。次条及び第二百八条の四におい

て同じ。）に、観測起点日（対象となるエクスポージャーのデ

フォルト事由が生じた日として管理する日をいう。）から十

二月間にわたる過去における債務者及びエクスポージャーの

特性を反映するものとする。  
  
（エクスポージャーに係るEADの推計）   

第二百八条の三 内部格付手法を採用した場合の商工組合中央

金庫は、エクスポージャーに係るEADの推計において、当該

エクスポージャーの債務者、取引及び内部管理の特性を十分

に反映するものとし、かつ、当該エクスポージャーとは異な

る特性を有するエクスポージャーの影響を十分に排除した

EADデータベースに基づくものとする。  

［条を加える。］  

  
（EADの推計値の安定性の確保）   

第二百八条の四 内部格付手法を採用した場合の商工組合中央

金庫は、EADの推計において信用供与枠の未引出額に乗じる

掛目の自金庫推計値を用いる場合には、当該自金庫推計値の

推計に用いるEADデータベースに含まれる僅少な信用供与枠

の未引出額に起因して、不適切なEADの推計値が算出され得

る可能性を考慮に入れるものとする。  

［条を加える。］  

  
（EADの参照データの上限）   

第二百八条の五 EADの参照データは、想定元本額又は債権の

約定の限度額を上限としてはならず、未収利息、他の支払額

及び限度超過額を含めるものとする。  

［条を加える。］  
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（事業法人等向けエクスポージャーのEAD推計に係る最低所

要観測期間等）  
（事業法人等向けエクスポージャーのEAD推計に係る最低所

要観測期間等）  
第二百九条 先進的内部格付手法を採用した場合の商工組合中

央金庫は、先進的内部格付手法を適用できる事業法人等向け

エクスポージャーのEADの推計に当たって、七年以上の観測

期間にわたる外部データ、内部データ又は複数の金融機関で

プールしたデータを一以上利用するものとする。  

第二百九条 先進的内部格付手法を採用した場合の商工組合中

央金庫は、事業法人等向けエクスポージャーのEADの推計に

当たって、七年以上の観測期間にわたる外部データ、内部デ

ータ又は複数の金融機関でプールしたデータを一以上利用し

なければならない。  
２ 先進的内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金庫は

、前項に掲げるデータの利用に当たって、最も長い観測期間

にわたるデータをその対象に含めるものとする。ただし、EAD
を推計するに当たって関連性が低いものについてはこの限り

でない。  

２ 先進的内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金庫は

、前項に掲げるデータの利用に当たって、最も長い観測期間

にわたるデータをその対象に含めなければならない。ただし

、EADを推計するに当たって関連性が低いものについてはこ

の限りでない。  
３ 先進的内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金庫は

、EADを推計するに当たり、デフォルトした件数の加重平均

を用いるものとする。  

３ 先進的内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金庫は

、EADを推計するに当たり、デフォルトした件数の加重平均

を用いなければならない。  
  
（リテール向けエクスポージャーのEAD推計に係る最低所要

観測期間等）  
（リテール向けエクスポージャーのEAD推計に係る最低所要

観測期間等）  
第二百十条 内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金庫

は、リテール向けエクスポージャーのEADの推計に当たって

、五年以上の観測期間にわたる外部データ、内部データ又は

複数の金融機関でプールしたデータを一以上利用するものと

する。  

第二百十条 内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金庫

は、リテール向けエクスポージャーのEADの推計に当たって

、五年以上の観測期間にわたる外部データ、内部データ又は

複数の金融機関でプールしたデータを一以上利用しなければ

ならない。  
  
第二百十二条 内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金

庫は、ELdilut ionを推計するものとする。ただし、購入債権の譲

第二百十二条 内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金

庫は、ELdilut ionを推計しなければならない。ただし、購入債権
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渡人が購入債権に係る希薄化リスクの全部を保証している場

合は、この限りでない。  
の譲渡人が購入債権に係る希薄化リスクの全部を保証してい

る場合は、この限りでない。  
２ 内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金庫は、適格

購入事業法人等向けエクスポージャーについて、トップ・ダ

ウン・アプローチを用いてPD若しくはLGD（PD及びLGDに

ついてはELを用いて推計する場合を含む。以下この目におい

て同じ。）を推計する場合又はELdilut ionを推計する場合及び

購入リテール向けエクスポージャーについてPD、LGD又は

ELdilut ionを推計する場合には、適格購入事業法人等向けエク

スポージャー又は購入リテール向けエクスポージャーの属す

るプールと類似のプールについて商工組合中央金庫が内部格

付手法を採用したときに有するデータ又は購入債権の譲渡人

若しくは外部から提供されるデータその他全ての入手可能な

購入債権の質に関する情報を勘案するものとする。  

２ 内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金庫は、適格

購入事業法人等向けエクスポージャーについて、トップ・ダ

ウン・アプローチを用いてPD若しくはLGD（PD及びLGDに

ついてはELを用いて推計する場合を含む。以下この目におい

て同じ。）を推計する場合又はELdilut ionを推計する場合及び

購入リテール向けエクスポージャーについてPD、LGD又は

ELdilut ionを推計する場合は、適格購入事業法人等向けエクス

ポージャー又は購入リテール向けエクスポージャーの属する

プールと類似のプールについて当該商工組合中央金庫が内部

格付手法を採用したときに有するデータ又は購入債権の譲渡

人若しくは外部から提供されるデータその他すべての入手可

能な購入債権の質に関する情報を勘案しなければならない。  
３ 内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金庫は、購入

債権の譲渡人から提供されるデータが、当該購入債権の譲渡

契約で定める当該購入債権の種類、額、契約期間中の債権の

質その他の点に合致しているか否かを確認し、合致していな

い場合には、当該購入債権に関連するより多くの情報を取得

し、これを勘案するものとする。  

３ 内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金庫は、購入

債権の譲渡人から提供されるデータが、当該購入債権の譲渡

契約で定める当該購入債権の種類、額、契約期間中の債権の

質その他の点に合致しているか否かを確認し、合致していな

い場合は、当該購入債権に関連するより多くの情報を取得し

、これを勘案しなければならない。  
４ ［略］  ４ ［同左］  
  

（購入事業法人等向けエクスポージャーのリスクの定量化の

特則）  
（購入事業法人等向けエクスポージャーのリスクの定量化の

特則）  
第二百十三条 内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金

庫は、購入リテール向けエクスポージャー及びトップ・ダウ

ン・アプローチを用いる適格購入事業法人等向けエクスポー

第二百十三条 内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金

庫は、購入リテール向けエクスポージャー及びトップ・ダウ

ン・アプローチを用いる適格購入事業法人等向けエクスポー
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ジャーのデフォルト・リスク相当部分のPD、LGD（トップ・

ダウン・アプローチを用いる適格購入事業法人等向けエクス

ポージャーについては、先進的内部格付手法を採用した場合

に限る。）及びELdilut ionを正確に、かつ、一貫して推計するに

足りる程度に当該エクスポージャーを均質なプールに割り当

てるものとする。  

ジャーのデフォルト・リスク相当部分のPD、LGD（トップ・

ダウン・アプローチを用いる適格購入事業法人等向けエクス

ポージャーについては、先進的内部格付手法を採用した場合

に限る。）及びELdilut ionを正確に、かつ、一貫して推計するに

足りる程度に当該エクスポージャーを均質なプールに割り当

てなければならない。  
２ 内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金庫は、適格

購入事業法人等向けエクスポージャーのリスクを定量化する

場合には、第二百二条の規定（第二百六条により準用される

場合を含む。）にかかわらず、PD及びLGDの推計において譲

渡人又は第三者による保証又は補償を考慮しないものとする

。  

２ 内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金庫は、適格

購入事業法人等向けエクスポージャーのリスクを定量化する

場合は、第二百二条の規定（第二百六条により準用される場

合を含む。）にかかわらず、PD及びLGDの推計において譲渡

人又は第三者による保証又は補償を考慮してはならない。  

３ ［略］  ３ ［同左］  
  
（トップ・ダウン・アプローチ等の最低要件）  （トップ・ダウン・アプローチ等の最低要件）  

第二百十五条 内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金

庫は、購入事業法人等向けエクスポージャーについてトップ

・ダウン・アプローチを用いてPD、LGD及びEADを推計する

場合、ELdilut ionを推計する場合並びに購入リテール向けエク

スポージャーについてPD、LGD、EAD及びELdilut ionを推計す

る場合には、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。  

第二百十五条 内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金

庫は、購入事業法人等向けエクスポージャーについてトップ

・ダウン・アプローチを用いてPD、LGD及びEADを推計する

場合、ELdilut ionを推計する場合並びに購入リテール向けエク

スポージャーについてPD、LGD、EAD及びELdilut ionを推計す

る場合は、次に掲げる要件のすべてを満たさなければならな

い。  
［一～四 略］  ［一～四 同左］  
五 全ての主要な金庫内の指針及び手続の遵守に関する基準

を満たしていること。  
五 すべての主要な金庫内の指針及び手続の遵守に関する基

準を満たしていること。  
２ ［略］  ２ ［同左］  
３ 第一項第一号の「法的枠組みに関する基準」とは、次に掲 ３ ［同左］  
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げるものをいう。  
一 エクスポージャーに係る取引の仕組上、購入債権の譲渡

人又はサービサーの業況の悪化又は倒産その他の予測可能

な全ての状況において、内部格付手法を採用した場合の商

工組合中央金庫が購入債権の元利払い等について法的に有

効な権利を有しており、かつ、当該元利払い等を監督してい

ること。  

一 エクスポージャーに係る取引の仕組上、購入債権の譲渡

人又はサービサーの業況の悪化又は倒産その他の予測可能

なすべての状況において、内部格付手法を採用した場合の

商工組合中央金庫が購入債権の元利払い等について法的に

有効な権利を有しており、かつ、当該元利払い等を監督して

いること。  
［二・三 略］  ［二・三 同左］  

４ 第一項第二号の「監視に関する基準」とは、次に掲げるも

のをいう。  
４ ［同左］  

［一～三 略］  ［一～三 同左］  
四 内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金庫が、特

定又は全ての購入債権のプールにおける総額ベースで一債

務者に対する信用供与の集中を監視する有効な指針及び手

続を設けていること。ただし、第二項に規定する購入リテー

ル向けエクスポージャーについては、この限りでない。  

四 内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金庫が、特

定又はすべての購入債権のプールにおける総額ベースで一

債務者に対する信用供与の集中を監視する有効な指針及び

手続を設けていること。ただし、第二項に規定する購入リテ

ール向けエクスポージャーについては、この限りでない。  
五 ［略］  五 ［同左］  

５ ［略］  ５ ［同左］  
６ 第一項第四号の「担保、購入債権の債権者から債務者への

信用供与の上限及び回収された資金の管理に関する明確かつ

有効な基準」は、次に掲げる性質の全てを満たすものとする

。  

６ 第一項第四号の「担保、購入債権の債権者から債務者への

信用供与の上限及び回収された資金の管理に関する明確かつ

有効な基準」は、次に掲げる性質をすべて満たすものでなけ

ればならない。  
一 利率、適格となる担保、必要書類、信用供与の集中制限、

回収金の取扱いその他の債権購入に関する全ての主要な事

項が書面で定められており、かつ、当該主要事項を定めるに

当たって、購入債権の譲渡人又はサービサーの財務状態、リ

スクの集中、購入債権の質及び購入債権の譲渡人の顧客基

一 利率、適格となる担保、必要書類、信用供与の集中制限、

回収金の取扱いその他の債権購入に関するすべての主要な

事項が書面で定められており、かつ、当該主要事項を定める

に当たって、購入債権の譲渡人又はサービサーの財務状態、

リスクの集中、購入債権の質及び購入債権の譲渡人の顧客
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盤の傾向その他全ての関連する重要な要素が考慮されてい

ること。  
基盤の傾向その他すべての関連する重要な要素が考慮され

ていること。  
二 ［略］  二 ［同左］  

７ 第一項第五号の「全ての主要な金庫内の指針及び手続の遵

守に関する基準」とは、次に掲げる事項並びにその他全ての

主要な指針及び手続に係る遵守状況を評価するための実効的

な内部手続が設けられていることをいう。  

７ 第一項第五号の「すべての主要な金庫内の指針及び手続の

遵守に関する基準」とは、次に掲げる事項並びにその他すべ

ての主要な指針及び手続に係る遵守状況を評価するための実

効的な内部手続が設けられていることをいう。  
一 購入債権の購入がプログラムに基づく場合は、当該プロ

グラムにおける全ての重要な段階における定期的な内部査

定又は外部査定  

一 購入債権の購入がプログラムに基づく場合は、当該プロ

グラムにおけるすべての重要な段階における定期的な内部

査定又は外部査定  
［二・三 略］  ［二・三 同左］  

  
（検証）  （検証）  

第二百十六条 内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金

庫は、内部格付制度及びその運用、PD、LGD及びEADの推計

値の正確性並びにその一貫性を検証する頑健な制度を設ける

ものとする。  

第二百十六条 内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金

庫は、内部格付制度及びその運用、PD、LGD及びEADの推計

値の正確性並びにその一貫性を検証する頑健な制度を設けな

ければならない。  
  
（バック・テスティング）  （バック・テスティング）  

第二百十七条 内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金

庫は、事業法人等向けエクスポージャーについて債務者格付

ごとに年一回以上の割合で定期的にPDの推計値と実績値を

比較し、PDの推計値と実績値の乖離の度合いが当該格付につ

いて想定された範囲内にあることを検証するものとする。  

第二百十七条 内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金

庫は、事業法人等向けエクスポージャーについて債務者格付

ごとに年一回以上の割合で定期的にPDの推計値と実績値を

比較し、PDの推計値と実績値の乖離の度合いが当該格付につ

いて想定された範囲内にあることを検証しなければならない

。  
２ 先進的内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金庫は

、先進的内部格付手法を適用できる事業法人等向けエクスポ

２ 先進的内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金庫は

、事業法人等向けエクスポージャーについて年一回以上の頻
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ージャーについて年一回以上の頻度で定期的にLGDの推計値

と実績値を比較し、LGDの推計値と実績値の乖離の度合いが

当該エクスポージャーに付与された案件格付又は当該エクス

ポージャーについて想定された範囲内にあることを検証する

ものとする。  

度で定期的にLGDの推計値と実績値を比較し、LGDの推計値

と実績値の乖離の度合いが当該エクスポージャーに付与され

た案件格付又は当該エクスポージャーについて想定された範

囲内にあることを検証しなければならない。  

３ 先進的内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金庫は

、先進的内部格付手法を適用できる事業法人等向けエクスポ

ージャーについてエクスポージャーごとに年一回以上の割合

で定期的にEADの推計値と実績値を比較し、EADの推計値と

実績値の乖離の度合いが当該エクスポージャーについて想定

された範囲内にあることを検証するものとする。  

３ 先進的内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金庫は

、事業法人等向けエクスポージャーについてエクスポージャ

ーごとに年一回以上の割合で定期的にEADの推計値と実績値

を比較し、EADの推計値と実績値の乖離の度合いが当該エク

スポージャーについて想定された範囲内にあることを検証し

なければならない。  
４ 内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金庫は、リテ

ール向けエクスポージャーについてプールごとに年一回以上

の割合で定期的にPD、LGD及びEADの推計値とそれぞれの実

績値を比較し、それぞれのPD、LGD及びEADの推計値と実績

値の乖離の度合いが当該プールについて想定された範囲内に

あることを検証するものとする。  

４ 内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金庫は、リテ

ール向けエクスポージャーについてプールごとに年一回以上

の割合で定期的にPD、LGD及びEADの推計値とそれぞれの実

績値を比較し、それぞれのPD、LGD及びEADの推計値と実績

値の乖離の度合いが当該プールについて想定された範囲内に

あることを検証しなければならない。  
５ 前各項に掲げる比較及び検証は、次に掲げる条件の全てを

満たすものとする。  
５ 前各項に掲げる比較及び検証は、次に掲げるすべての条件

を満たすものでなければならない。  
［一・二 略］  ［一・二 同左］  
  
（外部データによる内部格付制度の検証）  （外部データによる内部格付制度の検証）  

第二百十八条 内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金

庫は、前条に掲げる検証の手法以外の定量的な検証の手法及

び関連する外部のデータ・ソースとの比較を行うものとする

。  

第二百十八条 内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金

庫は、前条に掲げる検証の手法以外の定量的な検証の手法及

び関連する外部のデータ・ソースとの比較を行わなければな

らない。  
２ 前項に掲げる検証の手法は、次に掲げる性質の全てを満た ２ 前項に掲げる検証の手法は、次に掲げる性質をすべて満た
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すものとする。  すものでなければならない。  
［一～四 略］  ［一～四 同左］  
  
（推計値の是正）  （推計値の是正）  

第二百十九条 内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金

庫は、PD、LGD又はEADの推計値と実績値が著しく乖離し、

推計値の妥当性が疑われる状況について明確な基準を設ける

ものとする。  

第二百十九条 内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金

庫は、PD、LGD又はEADの推計値と実績値が著しく乖離し、

推計値の妥当性が疑われる状況について明確な基準を設けな

ければならない。  
２ 前項に掲げる基準を設けるに当たっては、内部格付手法を

採用した場合の商工組合中央金庫は、事業環境の変化その他

デフォルトの実績率の構造的な変動要因を考慮に入れるもの

とする。  

２ 前項に掲げる基準を設けるに当たっては、内部格付手法を

採用した場合の商工組合中央金庫は、景気循環その他デフォ

ルトの実績率の構造的な変動要因を考慮に入れなければなら

ない。  
３ PD、LGD又はEADの実績値が推計値を上回る状況が続く

場合は、内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金庫は

、PD、LGD又はEADの実績値を反映するように、推計方法及

び推計値を修正するものとする。  

３ PD、LGD又はEADの実績値が推計値を上回る状況が続く

場合は、内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金庫は

、PD、LGD又はEADの実績値を反映するように、推計方法及

び推計値を修正しなければならない。  
  

第二百二十条 内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金

庫は、経済産業大臣、財務大臣及び金融庁長官が別に定める

事項を開示するものとする。  

第二百二十条 内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金

庫は、経済産業大臣、財務大臣及び金融庁長官が別に定める

事項を開示しなければならない。  
  

第九款 法的に有効な相対ネッティング契約下にあ

るレポ形式の取引及び信用取引その他これ

に類する海外の取引に対するエクスポージ

ャー変動額推計モデルの使用  

第九款 株式等エクスポージャーに対する内部モデ

ル手法の最低要件  

  
 （エクスポージャー変動額推計モデルの使用の承認等）  （株式等エクスポージャーに対する内部モデル手法の承認）  
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第二百二十二条 内部格付手法を採用した場合の商工組合中央

金庫は、経済産業大臣、財務大臣及び金融庁長官の承認を受

けた場合又は内部モデル方式採用金庫である場合には、法的

に有効な相対ネッティング契約下にある複数のレポ形式の取

引及び信用取引その他これに類する海外の取引について、エ

クスポージャー変動額推計モデル（法的に有効な相対ネッテ

ィング契約下にある複数のレポ形式の取引及び信用取引その

他これに類する海外の取引について、債券の価格のボラティ

リティと相関を勘案し、バリュー・アット・リスクと同様の

方法を用いてエクスポージャー変動額（複数のレポ形式の取

引及び信用取引その他これに類する海外の取引におけるネッ

ティング後のエクスポージャーの変動額をいう。以下この款

において同じ。）を推計するモデルをいう。以下同じ。）を使

用して信用リスク削減手法適用後エクスポージャー額を算出

することができる。ただし、エクスポージャー変動額推計モ

デルを使用する場合には、経済産業大臣、財務大臣及び金融

庁長官による承認の取消しがあった場合を除き、これを継続

して使用するものとする。  

第二百二十二条 内部格付手法を採用した場合の商工組合中央

金庫は、第百四十八条第七項に規定する内部モデル手法を用

いるときには、あらかじめ、経済産業大臣、財務大臣及び金

融庁長官の承認を受けるものとする。  

２ 第八十四条の規定は、エクスポージャー変動額推計モデル

を使用する内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金庫

について準用する。この場合において、同条中「標準的手法

を採用した場合の商工組合中央金庫」とあるのは、「内部格

付手法を採用した場合の商工組合中央金庫」と読み替えるも

のとする。 

 

  
（内部モデル方式採用金庫におけるエクスポージャー変動額

推計モデル使用に係る届出）  
（承認申請書の提出）  
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第二百二十三条 内部格付手法を採用した場合の内部モデル方

式採用金庫は、エクスポージャー変動額推計モデルを使用す

る場合には、あらかじめ、その旨及びその内容を記載した届

出書を経済産業大臣、財務大臣及び金融庁長官に提出するも

のとする。  
２ 内部格付手法を採用した場合の内部モデル方式採用金庫は

、前項に規定する届出書に変更があったとき、又はやむを得

ない理由によりエクスポージャー変動額推計モデルの利用を

中止するときは、遅滞なく、その旨及びその内容を記載した

変更届出書を経済産業大臣、財務大臣及び金融庁長官に提出

するものとする。  

第二百二十三条 内部モデル手法の使用について前条の承認を

受けようとする商工組合中央金庫は、承認申請書に次に掲げ

る事項を記載した書類を添付しなければならない。  
一 商号  
二 自己資本比率を把握し管理する責任者の氏名及び役職名  

２ 前項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければ

ならない。  
一 理由書  
二 前項第二号に規定する責任者の履歴書  
三 商工組合中央金庫が用いる内部モデルの手法及び内部モ

デル推計値の利用方法が、次条第一項各号に掲げる基準に

適合していることを示す書類  
 四 その他承認に係る審査において参考となるべき事項を記

載した書類  
  
（承認申請書の提出）  （内部モデル手法の承認の基準）  

第二百二十四条 第二百二十二条第一項の承認を受けようとす

る内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金庫は、次に

掲げる事項を記載した承認申請書を経済産業大臣、財務大臣

及び金融庁長官に提出するものとする。  
一 商号  
二 自己資本比率を把握し管理する責任者の氏名及び役職名  

２ 前項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付するものと

する。  
一 理由書  
二 前項第二号に規定する責任者の履歴書  
三 エクスポージャー変動額推計モデル及びその運用が承認

第二百二十四条 経済産業大臣、財務大臣及び金融庁長官は、

第二百二十二条の内部モデル手法の承認をしようとする場合

、承認申請書を提出した商工組合中央金庫が次に掲げる基準

に適合しているかどうかを審査しなければならない。  
一 リスクの定量化に関する基準を満たすための態勢を整備

していること。  
二 内部統制に関する基準を満たすための態勢を整備してい

ること。  
三 検証に関する基準を満たすための態勢を整備しているこ

と。  
２ 前項第一号の「リスクの定量化に関する基準」とは、次に
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の基準に適合していることを示す書類  
四 その他参考となるべき事項を記載した書類  

掲げるものをいう。  
一 内部モデルに基づき算出された損失額が、商工組合中央

金庫が保有する株式等エクスポージャーの長期のリスク特

性に関連する市況の悪化に対して頑健なものであること。  
二 株式投資の収益率分布を導出するに当たって、商工組合

中央金庫が保有する株式等エクスポージャーのリスク特性

を表すのに入手可能かつ有効な限りにおいて、最も長期の

標本期間にわたるデータが用いられていること。  
三 所要自己資本の額の算出に当たって、保守的かつ統計的

に信頼できる推計結果を得るのに十分なデータが用いられ

ていること。  
四 第一号に掲げる市況の悪化を考慮する結果、関連する長

期の市況又は景気の循環における潜在的な損失の推計が保

守的に導出されていること。  
 五 内部モデル及び推計に用いるデータその他所要自己資本

の額の算出の過程に加える調整が、保守的かつ一貫性のあ

るものであって、かつ、次に掲げる要件のすべてを満たすも

のであること。  
 イ 内部モデルによる推計の際に、商工組合中央金庫の保

有する株式等エクスポージャーに関連する景気後退期を

含む長期のデータを用いていない場合は、内部モデルに

適切な調整が加えられたものであること又は内部モデル

の推計結果が長期のデータを用いた場合と同様に保守的

かつ実際的なものとなるよう入手可能なデータの実証分

析に基づき様々な要因に調整が加えられていること。  
 ロ バリュー・アット・リスク・モデルを構築する際に四半

期より短いデータを四半期データと同等なものへと変換
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して用いる場合は、当該変換手法が実証的根拠に基づく

適切なものであること。  
 ハ データが不十分な場合又は適切な推計が困難となるよ

うな技術的制約がある場合は、推計値が適切となるよう

に保守的な修正が加えられていること。  
 六 内部モデルが、商工組合中央金庫の保有する株式等エク

スポージャーのポートフォリオの信用リスクの特性及び複

雑性に見合ったものであること。  
 七 株式等エクスポージャーの収益率のボラティリティを推

計するに当たって、利用可能で関連のある重要なデータ及

び手法が用いられており、かつ、次に掲げる要件がすべて満

たされていること。  
 イ 抽出標本の数及びデータ期間が、当該推計値が正確か

つ頑健であることを信頼させるに足りるものであること

。  
 ロ 収益率のボラティリティを推計するに当たっては、標

本バイアス及び生存者バイアスを抑制するために、適切

な措置が取られていること。  
 八 厳格かつ包括的なストレス・テストが実施されているこ

と。  
 九 内部モデルが次に掲げる要件のすべてを満たすものであ

ること。  
 イ 一般的な市場リスク及び商工組合中央金庫が保有する

株式等エクスポージャーのポートフォリオに特有のリス

クその他の株式等エクスポージャーの収益に関するすべ

ての重要なリスクを適切に捕捉できるものであること。  
 ロ 過去の価格変動を適切に説明し、潜在的な集中の構成
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の程度及び変化を捕捉し、かつ、市場環境の悪化に対して

頑健なものであること。  
 ハ 推計に用いるデータとして抽出されたエクスポージャ

ーの母集団が、商工組合中央金庫が保有する株式等エク

スポージャーの母集団と類似又は合致したものであるこ

と。  
 十 分散・共分散法その他の手法により株式等エクスポージ

ャーのポートフォリオの明示的な相関を内部モデルに組み

込む場合は、当該相関が実証分析によって裏付けられてい

ること。  
 十一 個別の株式等エクスポージャーと代理変数、市場指標

及びリスク・ファクターを紐付ける場合は、次に掲げる要件

のすべてを満たすものであること。  
 イ 当該紐付けの方法は信頼するに足りるものであって、

確からしく、かつ、概念的に健全なものであること。  
 ロ 紐付けの手法及び過程が、商工組合中央金庫が保有す

る個別の株式等エクスポージャーに対して適切であるこ

とが理論的及び実証的な根拠によって裏付けられている

こと。  
 ハ 商工組合中央金庫の保有に係る株式等エクスポージャ

ーの収益率のボラティリティを推計するに当たって、人

的判断が定量的手法と組み合わされている場合は、定量

的手法では考慮されなかった関連する重要な情報が人的

判断において考慮されていること。  
 十二 ファクター・モデルを使用する場合は、当該ファクタ

ー・モデルは、次に掲げる要件のすべてを満たすものである

こと。  
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 イ 使用されるリスク・ファクターは、商工組合中央金庫の

保有に係る株式等エクスポージャーのポートフォリオに

固有のリスク特性を捕捉するのに十分なものであること

。  
 ロ 使用されるリスク・ファクターは、商工組合中央金庫の

保有に係る株式等エクスポージャーの主要な部分が属す

る市場の適切な特性に対応したものであること。  
 ハ 一般的な市場リスク及び商工組合中央金庫の保有に係

る株式等エクスポージャーに特有のリスクを捕捉できる

ことその他の当該リスク・ファクターの選択の適切性が

実証的な分析によって裏付けられていること。  
 ３ 第一項第二号の「内部統制に関する基準」とは、次に掲げ

るものをいう。  
 一 内部モデルと内部モデルを構築する過程について確立し

た指針、手続及び統制が設けられていること。  
 二 内部モデルが、商工組合中央金庫全体の経営情報システ

ム及び内部格付手法の適用対象である株式等エクスポージ

ャーのポートフォリオの管理と統合されており、かつ、次に

掲げる事項について利用されていること。  
 イ 最低投資利回りの設定及び代替的な投資の評価  
 ロ 株式等エクスポージャーのポートフォリオのリスク調

整後の実績その他の運用実績の測定及び評価  
 ハ 保有株式に対する資本の配賦及び総合的な自己資本の

適切性の評価  
 三 内部モデルの修正の承認、内部モデルの入力値の審査、

内部モデルの出力値の検証その他の内部モデルを構築する

過程に係るすべての要素について定期的かつ独立した見直
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しが行われるように、確立した経営システム、手続及び統制

機能が設けられていること。  
 四 投資限度が設けられており、かつ、株式等エクスポージ

ャーの額を監視する適切なシステム及び手続が設けられて

いること。  
 五 内部モデルの設計及び運用について責任を負う部署が、

個々の投資の管理について責任を負う部署から機能的に独

立していること。  
 六 内部モデルの設計に関わるすべての部署が十分な能力を

持っており、かつ、十分な技能をもった人員が当該部署に配

属されていること。  
 ４ 第一項第三号の「検証に関する基準」とは、次に掲げるも

のをいう。  
 一 内部モデル及び内部モデルを構築する過程の有効性及び

一貫性について検証を行うシステムが設けられており、か

つ、当該検証は、商工組合中央金庫をして内部モデル及び内

部モデルを構築する過程について有意義かつ一貫性のある

評価を行うことを可能ならしめるものであること。  
 二 年一回以上、景気循環を含む可能な限り長期のデータを

用いて、実現及び未実現の損益から算出される収益率の実

績値と内部モデルに基づく収益率の推計値との乖離の度合

いを比較し、当該実績値が商工組合中央金庫の保有する個

別の株式等エクスポージャー及び株式等エクスポージャー

のポートフォリオについて予想された範囲内に収まってい

ることを示すことができること。  
 三 次に掲げる要件を満たす外部データを用いて定量的な手

法に基づく検証及び比較を実施していること。  

- 302 -



 

2
2
5 

 イ 商工組合中央金庫の保有する株式等エクスポージャー

のポートフォリオに照らして適切なものであること。  
 ロ 定期的に更新され、適切な観測期間を包含するもので

あること。  
 ハ 様々な経済的状況を含む長期にわたるものであること

。  
 四 前号に掲げる定量的な検証の手法及び用いるデータが一

貫性を持つこと。  
 五 次に掲げる要件を満たす内部モデルを見直すための明確

な基準を設けていること。  
 イ 内部モデルに基づく推計値が実績値から有意に乖離し

た場合その他の内部モデルの有効性が疑わしくなった場

合における対処方法が設けられていること。  
 ロ 景気循環その他の株式等エクスポージャーの収益の構

造的な変動要因の影響が考慮されていること。  
 六 商工組合中央金庫の株式等エクスポージャーに対する投

資における四半期収益の実績値及び内部モデルに基づく推

計値のデータを保存する適切なデータベースが構築され、

かつ、維持されていること。  
 七 内部モデルでボラティリティを用いている場合はその推

計値及び内部モデルで用いた代理変数の適切性について事

後的な検証が行われていること。  
 八 四半期の予測に関するデータを異なる期間の予測に関す

るデータに変換した上で保存されており、かつ、保存された

当該データを基に事後的な検証が行われていること。  
  
（エクスポージャー変動額推計モデルの承認の基準）  （書類の整備）  

- 303 -



 

2
2
6 

第二百二十五条 経済産業大臣、財務大臣及び金融庁長官は、

第二百二十二条第一項の規定に基づき、エクスポージャー変

動額推計モデルの使用を承認するときは、定性的基準及び定

量的基準に適合するかどうかを審査するものとする。  
２ 前項の「定性的基準」とは、次に掲げるものをいう。  

一 エクスポージャー変動額推計モデルの承認に先立って一

定期間にわたるモニタリング及び実際の取引データを利用

したテストが実施されていること。  

第二百二十五条 第二百二十二条の承認を受けた内部格付手法

を採用した場合の商工組合中央金庫は、内部モデル及び当該

内部モデルを作成する過程に係るすべての主要な事項を記載

した書類を整備しなければならない。  
２ 前項に掲げる書類は、内部モデルの設計及びその運用の詳

細にわたるものであって、かつ、リスクの定量化に関する基

準、内部統制に関する基準及び検証に関する基準を遵守して

いることを証するものでなければならない。  
３ 第一項に掲げる書類には、次に掲げる事項を記載しなけれ

ばならない。  
一 内部モデルを当該モデルの作成の際に用いたポートフォ

リオのセグメントと異なるポートフォリオのセグメントに

属する株式等エクスポージャーへの適用状況  
二 当該内部モデルに基づく推計の手法  
三 内部モデルの作成、内部モデルの承認及び内部モデルの

検証を担当する部署の責任  
四 内部モデルの承認及び内部モデルの見直しに関する手続  
五 内部モデルの手法を採用した理由（当該内部モデル及び

内部モデル作成の手続によれば、商工組合中央金庫が保有

する株式等エクスポージャーのリスクを適切に判別する推

計結果が導かれることを裏付ける分析を含むもの）  
六 内部モデルの主要な変更履歴及び直近の検証結果に基づ

く内部モデルを作成する手続の変更並びに当該変更と前条

第四項第五号に掲げる内部モデルの検証基準との整合性（

当該検証基準に基づき当該変更が行われた場合に限る。）  
七 当該内部モデルの基礎となる理論、前提、係数及び変数

の数学的及び実証的な根拠並びにモデルの推計に使用した

二 エクスポージャー変動額の管理の過程の設計及び運営に

責任を負う部署（以下「エクスポージャー変動額の管理部

署」という。）が、信用リスク削減手法適用後エクスポージ

ャー額を算出する対象となる取引に関わる部署から独立し

て設置されていること。  
三 エクスポージャー変動額を管理するシステムにおいて、

エクスポージャー変動額推計モデルを用いる内部格付手法

を採用した場合の商工組合中央金庫が保有する重要なリス

クが網羅的に把握され、かつ、可能な限り考慮されている

こと。  
四 フロント・オフィス部門のみならず、リスク管理部門及

び内部監査を行う部門並びに必要に応じてバック・オフィ

ス部門において、高度なモデルの使用に習熟した人員が十

分に確保されていること。  
五 エクスポージャー変動額に係るストレス・テスト（エク

スポージャー変動額推計モデルについて、将来の価格変動

に関する仮定を上回る価格変動が生じた場合におけるエク

スポージャー変動額に関する分析を行うことをいう。）が定

期的に実施されていること。  
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六 前号のストレス・テストが第二百五十六条に規定する内

部モデル方式に係るストレス・テストの要件と同等である

こと。  

データ・ソースの詳細な内容  
八 モデルの作成に利用した評価対象期間以外の期間及びモ

デルの作成に利用した標本以外の標本を利用したテストそ

の他の説明変数の選択の適切性を検証するための統計的な

手続  
九 当該内部モデルが十分に機能しなくなる状況  

４ 前条第二項第十一号に掲げる代理変数、市場指標及び紐付

けを用いている場合は、第一項に掲げる書類に、次に掲げる

事項を記載しなければならない。  
一 商工組合中央金庫が保有する株式等エクスポージャーの

リスクと用いる代理変数及び紐付けが整合的であること。  
二 代理変数及び紐付けは、商工組合中央金庫が保有する株

式等エクスポージャーに関連する重要な過去の経済状況及

び市場状況に基づくものであるか、又は適切な調整が行わ

れたものであること。  
三 代理変数及び紐付けが、商工組合中央金庫の保有する株

式等エクスポージャーの潜在的リスクの推計を頑健なもの

としていること。  
５ 前条第二項第五号イからハまでに掲げる調整、変換又は修

正の内容及びこれらの基礎となる分析  
６ 前条第二項第十号に掲げる相関を内部モデルに組み込む際

に用いる手法の詳細  
７ 前条第四項第二号に掲げる実績値と内部モデルに基づく推

計値の乖離の度合いの比較及び同項第三号に掲げる内部モデ

ルに基づく推計の結果と外部データ・ソースとの比較におい

て用いた手法及び手法の変更履歴並びにデータ及びデータの

変更履歴  

七 エクスポージャー変動額の管理部署によるエクスポージ

ャー変動額に係るレポVaRモデルバック・テスティング（第

二百五十四条の三第三項第七号に規定するバック・テステ

ィングによりエクスポージャー変動額推計モデルの正確性

の検定を行うことをいう。）が実施されていること。  
八 エクスポージャー変動額推計モデルを用いる場合は、エ

クスポージャー変動額推計モデルに係るリスク理論損益（

エクスポージャー変動額推計モデルに関連するフロント・

オフィス部門が用いるリスク管理モデルにより計算される

損益をいう。）とエクスポージャー変動額推計モデルに係る

仮想損益とを比較することにより、当該エクスポージャー

変動額推計モデルの頑健性を説明できること。  
九 エクスポージャー変動額推計のモデル検証部署（エクス

ポージャー変動額推計モデルの設計・運用を行う部署から

独立し、十分な能力を有する者が属する部署又は機能をい

う。次号において同じ。）は、エクスポージャー変動額推計

モデルに用いる全てのモデルについて、承認時及びその後

一年に一回以上の頻度で検証すること。この場合において

、当該検証は次に掲げる事項を含むものとする。  
イ エクスポージャー変動額推計モデルの全ての過程が適

切であって、リスクを過小評価していないことを証明す

る検証（モデルが仮定する分布及び時価評価モデルの適

切性の検証を含む。）が行われていること。  
ロ モデルの検証には、仮想的なポートフォリオを用いた
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検証（市場の構造的な変更又はポートフォリオ構成の大

きな変化（以下この号において「構造的特性」という。）

によって、モデルの正確性が失われる可能性を把握する

検証をいう。）が含まれ、かつ、当該仮想的なポートフォ

リオを用いて、発生可能性のある構造的特性をエクスポ

ージャー変動額推計モデルで説明可能であるかどうかが

確認されていること。  
ハ ロの仮想的なポートフォリオを用いた検証において、

代理変数を使用する場合は、次に掲げる事項が確保され

ていること。  
⑴ 代理変数を用いるリスク・ファクターが保守的な結

果を算出することを確認すること。  
⑵ 重要なベーシス・リスク（第二百五十五条の七第二

項第四号ロに規定するベーシス・リスクをいう。）が十

分に反映されていること。  
⑶ 分散化されていないポートフォリオで生ずる可能性

がある集中リスクが反映されていること。  
十 エクスポージャー変動額推計のモデル検証部署は、第五

号に規定するエクスポージャー変動額に係るストレス・テ

ストの結果、第七号に規定するエクスポージャー変動額に

係るレポVaRモデルバック・テスティングの結果、第八号に

規定するエクスポージャー変動額推計モデルの頑健性、前

号に規定するモデルの検証の結果及び取引相手方の信用リ

スクの管理状況を定期的に取締役会等に報告すること。  
十一 取締役会等は、レポ形式の取引及び信用取引その他こ

れに類する海外の取引に係る取引相手方の信用リスクの管

理に積極的に関与し、適切な経営資源を投入すること。  
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十二 エクスポージャー変動額の管理者は、各トレーダーの

ポジションの削減を指示する権限を有すること。  
十三 エクスポージャー変動額の計測の正確性を示す記録が

保存されていること。  
十四 エクスポージャー変動額推計モデルの運営に関する内

部の方針、管理及び手続を記載した書類が作成され、それ

らが遵守されるための手段が講じられていること。  
十五 エクスポージャー変動額の計測過程について原則とし

て一年に一回以上の頻度で内部監査が行われること。  
３ 第一項の「定量的基準」とは、次に掲げるものをいう。  

一 エクスポージャー変動額の推計のための信頼水準が、片

側九十九パーセントであること。  
二 取引対象資産の保有期間（エクスポージャー変動額の推

計値を算出する際に、当該取引対象資産を保有すると仮定

する期間をいう。以下この款において同じ。）が、次のイ又

はロに掲げる取引の区分に応じ、当該イ又はロに定める営

業日以上であること。  
イ レポ形式の取引のうち担保額調整に服しているもの  

五営業日 

ロ イに掲げる取引以外の取引 十営業日 

三 エクスポージャー変動額の推計に用いるヒストリカル・

データの観測期間が、一年以上であること。  
四 エクスポージャー変動額の推計に用いるヒストリカル・

データをその各数値に掛目を乗じて使用する場合は、各数

値を計測した日から算出基準日までの期間の長さにその掛

目を乗じて得たものの平均が、六月以上であること。  
五 エクスポージャー変動額の推計に用いるヒストリカル・
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データが三月に一回以上の頻度で更新され、推計が行われ

ていること。ただし、市場価格に大きな変動がみられた場合

には、当該変動を反映するための更新及び推計を行うもの

とする。  
４ 推計の対象となる取引で用いられる債券の流動性に鑑みて

必要と認められる場合は、保有期間を前項第二号に規定する

営業日よりも長い期間とするものとする。  
５ 前二項の規定にかかわらず、算出基準日を含む四半期の前

の直近の連続する二の四半期の間に最低保有期間を超える清

算期間を要する場合が三回以上生じたネッティング・セット

は、次の連続する二の四半期の間は、当該最低保有期間に二

十営業日を適用するものとする。  
  
（計算方法）  （届出）  

第二百二十六条 内部格付手法を採用した場合の商工組合中央

金庫は、エクスポージャー変動額推計モデルを用いる場合に

は、法的に有効な相対ネッティング契約下にある複数のレポ

形式の取引及び信用取引その他これに類する海外の取引につ

いて、信用リスク削減手法適用後のエクスポージャー額を次

の算式により算出するものとする。  

第二百二十六条 第二百二十二条の承認を受けた内部格付手法

を採用した場合の商工組合中央金庫は、次の各号のいずれか

に該当することとなったときは、遅滞なく、その旨及びその

内容を経済産業大臣、財務大臣及び金融庁長官に届け出なけ

ればならない。  
一 第二百二十三条第一項各号の事項に変更があった場合  
二 内部モデルを変更した場合  
三 リスクの定量化に関する基準、内部統制に関する基準又

は検証に関する基準のいずれかを満たさない事由が生じた

場合  

E＊＝（ΣE－ΣC）＋（算出基準日の前営業日におけるエク

スポージャー変動額推計モデルによるエクスポージャ

ー変動額の推計値）  
E＊は、当該複数のレポ形式の取引及び信用取引その他これに

類する海外の取引の信用リスク削減手法適用後エクスポー

ジャー額（ただし、零を下回らない値とする。）  
ΣEは、当該複数のレポ形式の取引及び信用取引その他これに
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類する海外の取引のエクスポージャーの額の合計額  
ΣCは、当該複数のレポ形式の取引及び信用取引その他これに

類する海外の取引の担保の額の合計額  
 

  
（変更に係る届出）  （要件逸脱時の改善計画）  

第二百二十七条 第二百二十二条第一項の承認を受けた内部格

付手法を採用した場合の商工組合中央金庫は、次の各号のい

ずれかに該当する場合には、遅滞なく、その旨及びその内容

を記載した届出書を経済産業大臣、財務大臣及び金融庁長官

に提出するものとする。  

第二百二十七条 前条第三号に掲げる事由が生じた場合、第二

百二十二条の承認を受けた内部格付手法を採用した場合の商

工組合中央金庫は、速やかに当該事由を改善するための計画

について経済産業大臣、財務大臣及び金融庁長官の承認を得

なければならない。  
２ 前項に規定する場合において、内部格付手法を採用した場

合の商工組合中央金庫は、当該事由を改善する旨の計画の完

了について経済産業大臣、財務大臣及び金融庁長官の承認を

得るまでの間は、内部モデル手法に代えて簡易手法を用いて

株式等エクスポージャーの信用リスク・アセットの額を算出

しなければならない。  

一 承認申請書の記載事項に変更があった場合  
二 承認申請書の添付書類の記載事項に重要な変更があった

場合  
三 第二百二十五条に規定する承認の基準を満たさない事由

が生じた場合 

２ 前項第三号に規定する場合において、内部格付手法を採用

した場合の商工組合中央金庫は、当該事由を改善する旨の計

画を記載した書面又は承認の基準を満たさないことが当該商

工組合中央金庫のリスクの観点から重要でない旨の説明を記

載した書面を速やかに提出するものとする。  
３ 第一項第三号に規定する場合において、内部格付手法を採

用した場合の商工組合中央金庫は、前項の書面に記載する事

項について経済産業大臣、財務大臣及び金融庁長官の承認を

得るまでの間は、エクスポージャー変動額推計モデルに代え

て第八十五条に定めるところによりレポ形式の取引及び信用

取引その他これに類する海外の取引に係るエクスポージャー

を算出するものとする。 
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（承認の取消し）  （承認の取消し）  

第二百二十八条 経済産業大臣、財務大臣及び金融庁長官は、

前条第一項各号に掲げる場合又は内部格付手法を採用した場

合の商工組合中央金庫が同条第二項に定める提出義務を怠っ

た場合において、エクスポージャー変動額推計モデルを継続

して使用させることが不適当と判断したときは、当該商工組

合中央金庫について第二百二十二条第一項の承認を取り消す

ことができる。  

第二百二十八条 経済産業大臣、財務大臣及び金融庁長官は、

次の各号のいずれかの事由が生じた場合において、内部格付

手法を採用した場合の商工組合中央金庫に内部モデル手法を

用いて株式等エクスポージャーの信用リスク・アセットの額

を算出することが不適当と判断したときは、内部格付手法を

採用した場合の商工組合中央金庫の第二百二十二条の承認を

取り消すことができる。  
 一 リスクの定量化に関する基準、内部統制に関する基準又

は検証に関する基準のいずれかを満たさない事由が生じた

とき。  
 二 第二百二十五条に掲げる書類を作成しなかった場合又は

整備しなかった場合  
  

（証券化エクスポージャーの信用リスク・アセットの額）  （証券化エクスポージャーの信用リスク・アセットの額）  
第二百三十一条の四 ［略］  第二百三十一条の四 ［同左］  
２ ［略］  ２ ［同左］  
３ 第一項において、オフ・バランス資産項目の証券化エクス

ポージャーの額を算出するに当たっては、次の各号に掲げる

証券化エクスポージャーの区分に応じ、当該証券化エクスポ

ージャーの名目額に当該各号に定める掛目を乗じて得た額を

当該証券化エクスポージャーの額とする。  

３ 第一項において、オフ・バランス資産項目の証券化エクス

ポージャーの額を算出するに当たっては、次の各号に掲げる

証券化エクスポージャーの区分に応じて、当該証券化エクス

ポージャーの名目額に当該各号に定める掛目を乗じて得た額

を当該証券化エクスポージャーの額とする。  
一 適格なサービサー・キャッシュ・アドバンスの信用供与

枠のうち未実行部分 十パーセント  
一 適格なサービサー・キャッシュ・アドバンスの信用供与

枠のうち未実行部分 零パーセント  
二 ［略］  二 ［同左］  

４ 第一項において、派生商品取引に係る証券化エクスポージ ４ 第一項において、派生商品取引に係る証券化エクスポージ
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ャーの額を算出するに当たっては、ＳＡ―ＣＣＲ又は期待エ

クスポージャー方式のいずれかを用いるものとする。  
ャーの額を算出するに当たっては、ＳＡ―ＣＣＲ、期待エク

スポージャー方式又はカレント・エクスポージャー方式のい

ずれかを用いるものとする。  
５ ［略］  ５ ［同左］  

  
（内部格付手法による裏付資産の所要自己資本率（KIRB））  （内部格付手法による裏付資産の所要自己資本率（KIRB））  

第二百三十七条 証券化エクスポージャーが IRBプールに係る

証券化エクスポージャーである場合には、前二条の内部格付

手法による裏付資産の所要自己資本率（KIRB）は、裏付資産

のエクスポージャー（オフ・バランス資産項目に係るエクス

ポージャーを含む。以下この条及び次条において同じ。）に

ついて内部格付手法により算出される所要自己資本の額（期

待損失額及び信用リスク・アセットの額の八パーセントを合

計した額をいう。第四項及び第七項において同じ。）の合計

額（以下この条及び次条において「裏付資産の所要自己資本

の額の合計額」という。）を、当該裏付資産のエクスポージャ

ーの総額で除して得た値を小数で表したものとする。  

第二百三十七条 証券化エクスポージャーが IRBプールに係る

証券化エクスポージャーである場合には、前二条の内部格付

手法による裏付資産の所要自己資本率（KIRB）は、裏付資産

のエクスポージャー（オフ・バランス資産項目に係るエクス

ポージャーを含む。以下この条及び次条において同じ。）に

ついて内部格付手法により算出される所要自己資本の額（期

待損失額及び信用リスク・アセットの額に一・〇六を乗じて

得た額の八パーセントを合計した額をいう。第四項及び第七

項において同じ。）の合計額（以下この条及び次条において「

裏付資産の所要自己資本の額の合計額」という。）を、当該裏

付資産のエクスポージャーの総額で除して得た値を小数で表

したものとする。  
［２～８ 略］  ［２～８ 同左］  

  
（原資産プールの延滞率（W））  （原資産プールの延滞率（W））  

第二百四十九条 第二百四十七条第一項の原資産プールの延滞

率（W）は、原資産プールを構成するエクスポージャーのうち

、第四十八条第一項に規定する延滞エクスポージャー及び次

に掲げる事由のいずれかが発生した場合のエクスポージャー

の総額を、原資産プールのエクスポージャーの総額で除して

得られる値とする。  

第二百四十九条 第二百四十七条第一項の原資産プールの延滞

率（W）は、原資産プールを構成するエクスポージャーのうち

、第四十八条第一項に規定する三月以上延滞エクスポージャ

ー及び次に掲げる事由のいずれかが発生した場合のエクスポ

ージャーの総額を、原資産プールのエクスポージャーの総額

で除して得られる値とする。  
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［一～三 略］  ［一～三 同左］  
  
（証券化エクスポージャーに適用するリスク・ウェイトの上

限）  
（証券化エクスポージャーに適用するリスク・ウェイトの上

限）  
第二百五十条 商工組合中央金庫は、第二目から前目までの規

定にかかわらず、最優先証券化エクスポージャー（再証券化

エクスポージャーを除く。）を保有する場合であって、その

裏付資産の構成を常に把握することができるときは、次の各

号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める値を当該最

優先証券化エクスポージャーに適用されるリスク・ウェイト

の上限とすることができる。  

第二百五十条 商工組合中央金庫は、第二目から前目までの規

定にかかわらず、最優先証券化エクスポージャー（再証券化

エクスポージャーを除く。）を保有する場合であって、その

裏付資産の構成を常に把握することができるときは、次の各

号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める値を当該

最優先証券化エクスポージャーに適用されるリスク・ウェイ

トの上限とすることができる。  
一 当該最優先証券化エクスポージャーが IRBプールに係る

証券化エクスポージャーである場合 前章の規定により算

出される信用リスク・アセットの額と期待損失の額に十二・

五を乗じて得た額の合計額を当該最優先証券化エクスポー

ジャーの額で除して得た割合をリスク・ウェイトとして使

用して、当該裏付資産の全てのエクスポージャーを対象に

算出される金額を加重平均したリスク・ウェイト  

一 当該最優先証券化エクスポージャーが IRBプールに係る

証券化エクスポージャーである場合 前章の規定により算

出される信用リスク・アセットの額に一・〇六を乗じて得た

額と期待損失の額に十二・五を乗じて得た額の合計額を当

該最優先証券化エクスポージャーの額で除して得た割合を

リスク・ウェイトとして使用して、当該裏付資産の全てのエ

クスポージャーを対象に算出される金額を加重平均したリ

スク・ウェイト  
二 ［略］  二 ［同左］  
三 当該最優先証券化エクスポージャーが混合プールに係る

証券化エクスポージャーであり、商工組合中央金庫が内部

格付手法準拠方式を用いる場合 当該裏付資産のエクスポ

ージャーのうち第一条第六十八号イ及びロに掲げる要件の

全てを満たすものにあっては前章の規定により算出される

信用リスク・アセットの額と期待損失の額に十二・五を乗じ

て得た額の合計額を当該最優先証券化エクスポージャーの

三 当該最優先証券化エクスポージャーが混合プールに係る

証券化エクスポージャーであり、商工組合中央金庫が内部

格付手法準拠方式を用いる場合 当該裏付資産のエクスポ

ージャーのうち第一条第六十八号イ及びロに掲げる要件の

全てを満たすものにあっては前章の規定により算出される

信用リスク・アセットの額に一・〇六を乗じて得た額と期待

損失の額に十二・五を乗じて得た額の合計額を当該最優先
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額で除して得た割合をリスク・ウェイトとして使用し、それ

以外のものにあっては第四章の規定により算出されるリス

ク・ウェイトを使用した場合の当該裏付資産の全てのエク

スポージャーを対象に算出される金額を加重平均したリス

ク・ウェイト  

証券化エクスポージャーの額で除して得た割合をリスク・

ウェイトとして使用し、それ以外のものにあっては第四章

の規定により算出されるリスク・ウェイトを使用した場合

の当該裏付資産の全てのエクスポージャーを対象に算出さ

れる金額を加重平均したリスク・ウェイト  
四 ［略］  四 ［同左］  
  
（適格STC証券化エクスポージャーのリスク・ウェイト）  （適格STC証券化エクスポージャーのリスク・ウェイト）  

第二百五十条の二 ［略］  第二百五十条の二 ［同左］  
２ ［略］  ２ ［同左］  
３ 第一項の「適格STC証券化エクスポージャー」とは、次に

掲げる要件の全てを満たすことをオリジネーター及び投資家

が常に確認することができる資産譲渡型証券化取引（ABCP
及びABCPプログラムにおける証券化目的導管体に対する貸

付け並びに再証券化取引を除く。）に係るエクスポージャー

をいう。  

３ ［同左］  

［一～十九 略］  ［一～十九 同左］  
二十 原資産のカットオフ日（証券化目的導管体に譲渡する

原資産を確定する基準日をいう。次号において同じ。）にお

いて、原資産が事業用不動産関連エクスポージャーではな

く、かつ、第四章の規定により算出される原資産のリスク・

ウェイト（信用リスク削減手法の効果を勘案することがで

きる場合にあっては、当該効果の勘案後のリスク・ウェイト

）が、次のイからハまでに掲げる原資産の種類に応じ、当該

イからハまでに定める要件を満たしていること。  

二十 原資産のカットオフ日（証券化目的導管体に譲渡する

原資産を確定する基準日をいう。次号において同じ。）にお

いて、原資産が不動産取得等事業向けエクスポージャーで

はなく、かつ、第四章の規定により算出される原資産のリス

ク・ウェイト（信用リスク削減手法の効果を勘案することが

できる場合にあっては、当該効果の勘案後のリスク・ウェイ

ト）が、次のイからハまでに掲げる原資産の種類に応じ、当

該イからハまでに定める要件を満たしていること。  
イ 自己居住用不動産等向けエクスポージャー又は賃貸用

不動産向けエクスポージャー 当該自己居住用不動産等

イ 抵当権付住宅ローン又は十分な保証が付された住宅ロ

ーン 当該住宅ローンで構成される原資産のポートフォ
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向けエクスポージャー又は当該賃貸用不動産向けエクス

ポージャーで構成される原資産のポートフォリオにおけ

る金額加重平均リスク・ウェイトが四十パーセント以下

であること。  

リオにおける金額加重平均リスク・ウェイトが四十パー

セント以下であること。  

ロ 中堅中小企業等向けエクスポージャー又は個人向けエ

クスポージャー（イに該当するものを除く。） 個々の原

資産のリスク・ウェイトが七十五パーセント以下である

こと。  

ロ 中小企業等向けエクスポージャー又は個人向けエクス

ポージャー（イに該当するものを除く。） 個々の原資産

のリスク・ウェイトが七十五パーセント以下であること。 

ハ ［略］  ハ ［同左］  
［二十一・二十二 略］  ［二十一・二十二 同左］  
  
（証券化エクスポージャーに対する信用リスク削減手法の適

用に係る総則）  
（証券化エクスポージャーに対する信用リスク削減手法の適

用に係る総則）  
第二百五十一条 商工組合中央金庫が保有する証券化エクスポ

ージャーの信用リスク・アセットの額を算出するに当たって

は、証券化エクスポージャーに対して提供される保証又はク

レジット・デリバティブによる信用リスク削減効果のほか、

次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める担保

（証券化目的導管体から提供される担保を含む。）による信

用リスク削減効果を勘案することができるものとする。  

第二百五十一条 商工組合中央金庫が保有する証券化エクスポ

ージャーの信用リスク・アセットの額を算出するに当たって

は、証券化エクスポージャーに対して提供される保証又はク

レジット・デリバティブによる信用リスク削減効果のほか、

次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める担

保（証券化目的導管体から提供される担保を含む。）による

信用リスク削減効果を勘案することができるものとする。  
一 当該証券化エクスポージャーに適用するリスク・ウェイ

トの算出に当たり、内部格付手法準拠方式を用いる場合  
次に掲げる担保  

一 ［同左］  

イ ［略］  イ ［同左］  
ロ 第百三十八条第五項に規定する運用要件を満たす適格

資産担保  
ロ 第百三十八条第四項に規定する適格資産担保  

二 ［略］  二 ［同左］  
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２ 第四章第六節並びに第百三十五条第一項、第四項及び第五

項の規定は、前項の規定により保証又はクレジット・デリバ

ティブによる信用リスク削減効果を勘案する場合について準

用する。この場合において、同節中「標準的手法を採用した

場合の商工組合中央金庫」とあるのは「商工組合中央金庫」

と、第百三条第二号中「適格格付機関が格付を付与している

もの」とあるのは「適格格付機関が、３―３以上の信用リス

ク区分に対応する格付を付与しており、かつ、信用リスク削

減手法を勘案する当初の時点において、３―２以上の信用リ

スク区分に対応する格付を付与しているもの」と、「関連会

社を含む」とあるのは「関連会社を含み、証券化目的導管体

を除く」と、第百十二条中「エクスポージャーの残存期間」

とあるのは「エクスポージャーの残存期間（一の信用リスク

削減手法が残存期間の異なる複数の証券化エクスポージャー

に対して提供されている場合にあっては、残存期間が最も長

い証券化エクスポージャーのものとする。次条において同じ

。）」と、第百三十五条第一項中「前条の規定にかかわらず、

内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金庫」とあるの

は「内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金庫」と、

「事業法人等向けエクスポージャー」とあるのは「証券化エ

クスポージャー」と、同条第四項及び第五項中「第百六条」

とあるのは「第百六条、第百九条」と読み替えるものとする

。  

２ 第四章第六節並びに第百三十五条第一項及び第四項の規定

は、前項の規定により保証又はクレジット・デリバティブに

よる信用リスク削減効果を勘案する場合について準用する。

この場合において、同節中「標準的手法を採用した場合の商

工組合中央金庫」とあるのは「商工組合中央金庫」と、第百

三条第二号中「適格格付機関が格付を付与しているもの」と

あるのは「適格格付機関が、４―３以上の信用リスク区分に

対応する格付を付与しており、かつ、信用リスク削減手法を

勘案する当初の時点において、４―２以上の信用リスク区分

に対応する格付を付与しているもの」と、「関連会社を含む

」とあるのは「関連会社を含み、証券化目的導管体を除く」

と、第百十二条中「エクスポージャーの残存期間」とあるの

は「エクスポージャーの残存期間 (一の信用リスク削減手法が

残存期間の異なる複数の証券化エクスポージャーに対して提

供されている場合にあっては、残存期間が最も長い証券化エ

クスポージャーのものとする。次条において同じ。)」と、第

百三十五条第一項中「前条の規定にかかわらず、内部格付手

法を採用した場合の商工組合中央金庫」とあるのは「内部格

付手法を採用した場合の商工組合中央金庫」と、「事業法人

等向けエクスポージャー」とあるのは「証券化エクスポージ

ャー」と、同条第四項中「第百六条から第百十条まで」とあ

るのは「第百六条、第百九条、第百十条」と読み替えるもの

とする。  
３ ［略］  ３ ［同左］  
４ 第百三十八条第三項（ただし書を除く。）から第五項（第

四号を除く。）までの規定は、第一項（第一号ロに係る部分

に限る。）の規定により適格資産担保による信用リスク削減

４ 第百三十八条第四項の規定は、第一項（第一号ロに係る部

分に限る。）の規定により適格資産担保による信用リスク削

減効果を勘案する場合について準用する。この場合において
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効果を勘案する場合について準用する。この場合において、

これらの規定中「基礎的内部格付手法を採用した場合の商工

組合中央金庫」とあるのは「内部格付手法を採用した場合の

商工組合中央金庫」と、「前項の規定にかかわらず、事業法

人等向けエクスポージャー（劣後債権を除く。）」とあるの

は「証券化エクスポージャー」と、「又は適格金融資産担保

が設定されている場合」とあるのは「が設定されている場合

」と、「事業法人等向けエクスポージャー」とあるのは「証

券化エクスポージャー」と、「事業法人等向けエクスポージ

ャー（劣後債権を除く。）」とあるのは「証券化エクスポー

ジャー」と読み替えるものとする。  

、第百三十八条第四項中「第二項の規定にかかわらず、事業

法人等向けエクスポージャー（劣後債権を除く。）」とある

のは「証券化エクスポージャー」と、「基礎的内部格付手法

を採用した場合の商工組合中央金庫」とあるのは「内部格付

手法を採用した場合の商工組合中央金庫」と、「事業法人等

向けエクスポージャー」とあるのは「証券化エクスポージャ

ー」と読み替えるものとする。  
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第六章の二 ＣＶＡリスク 

第一節 総則 

第六章の二 ［同左］ 

第一節 算出方式 

  

（ＣＶＡリスク相当額の算出） （ＣＶＡリスク相当額の算出） 

第二百五十三条の二 商工組合中央金庫は、ＣＶＡカバー取引

を有する場合には、ＣＶＡリスク相当額を算出するものとす

る。 

第二百五十三条の二 商工組合中央金庫は、次節に定める標準

的リスク測定方式を用いて、次の各号に掲げる者以外の者を

取引相手方とする派生商品取引に係るＣＶＡリスク相当額を

算出しなければならない。 

［号を削る。］ 一 中央清算機関 

［号を削る。］ 二 商工組合中央金庫が適格中央清算機関の間接清算参加者

である場合であって、次に掲げる要件の全てを満たす取引

に係る直接清算参加者 

イ 間接清算参加者のトレード・エクスポージャーについ

て、次に掲げる場合における間接清算参加者の損失の発

生を防ぐための方策を適格中央清算機関又は直接清算参

加者が講じていること。 

⑴ 直接清算参加者が債務不履行又は支払不能となった

場合 

⑵ 他の間接清算参加者が債務不履行又は支払不能とな

った場合 

ロ 間接清算参加者がその適格中央清算機関に対するトレ

ード・エクスポージャーに係る清算取次ぎ等を委託して

いる直接清算参加者が債務不履行又は支払不能により適

格中央清算機関の清算参加者としての資格を失った場合

においても、間接清算参加者が追加的な負担をすること

なく他の直接清算参加者又は適格中央清算機関と当該ト

レード・エクスポージャーに関する契約を継続又は承継
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するための枠組みが存在していること。 

［号を削る。］ 三 資金清算機関等 

２ 前項の「ＣＶＡカバー取引」とは、次に掲げる者以外の者

を取引相手方とする派生商品取引又は商工組合中央金庫の財

務会計において時価評価の対象となるレポ形式の取引（重要

性が低いものを除く。）をいう。 

 

 

 

 

 

一 適格中央清算機関 

二 商工組合中央金庫が適格中央清算機関の間接清算参加者

である場合であって、次に掲げる要件の全てを満たす取引

に係る直接清算参加者 

イ 間接清算参加者のトレード・エクスポージャーについ

て、次に掲げる場合における間接清算参加者の損失の発

生を防ぐための方策を適格中央清算機関又は直接清算参

加者が講じていること。 

 ⑴ 直接清算参加者が債務不履行又は支払不能となった

場合 

 ⑵ 他の間接清算参加者が債務不履行又は支払不能とな

った場合 

ロ 間接清算参加者がその適格中央清算機関に対するトレ

ード・エクスポージャーに係る清算取次ぎ等を委託して

いる直接清算参加者が債務不履行又は支払不能により適

格中央清算機関の清算参加者としての資格を失った場合

２ 前項の規定にかかわらず、商工組合中央金庫が債券等（第

二百六十四条に規定する債券等をいう。以下この章において

同じ。）に係る個別リスクの算出について第二百五十五条の

承認を受けており、かつ、第五十九条第一項（第百三十九条

第六項及び第百四十七条第四項において準用する場合を含

む。）の承認を受けている場合には、第三節に定める先進的

リスク測定方式を用いて、次の各号に掲げる者以外の者を取

引相手方とする派生商品取引に係るＣＶＡリスク相当額を算

出するものとする。 

一 中央清算機関 

二 商工組合中央金庫が中央清算機関の間接清算参加者であ

る場合であって、前項第二号に掲げる要件の全てを満たす

取引に係る直接清算参加者 

［号の細分を加える。］ 

 

 

 

 

 

 

 

［号の細分を加える。］ 
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においても、間接清算参加者が追加的な負担をすること

なく他の直接清算参加者又は適格中央清算機関と当該ト

レード・エクスポージャーに関する契約を継続し、又は

承継するための枠組みが存在していること。 

三 ［略］ 

 

 

 

 

 

三 ［同左］ 

（ＣＶＡリスク相当額の算出手法及び算出範囲） 

第二百五十三条の二の二 商工組合中央金庫は、ＢＡ―ＣＶＡ

又はＳＡ―ＣＶＡを用いてＣＶＡリスク相当額を算出するも

のとする。 

２ 商工組合中央金庫は、前条第二項に規定するＣＶＡカバー

取引及び第二百五十三条の三の二に規定する適格ＢＡ―ＣＶ

Ａヘッジ取引又は第二百五十三条の四の十三第一項に規定す

る適格ＳＡ―ＣＶＡヘッジ取引（以下この章において「ＣＶ

Ａポートフォリオ」という。）を対象としてＣＶＡリスク相

当額を算出するものとする。 

 

 

［条を加える。］ 

（ＣＶＡリスクに係るヘッジ取引） 

第二百五十三条の二の三 外部ＣＶＡヘッジ取引がその取引の

取引相手方の取引として第二百五十三条の二第二項に規定す

るＣＶＡカバー取引に該当する場合には、当該外部ＣＶＡヘ

ッジ取引の取引相手方に対するＣＶＡリスク相当額を算出す

るものとする。 

 

 

［条を加える。］ 
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第二節 ＢＡ―ＣＶＡ 

 

 （完全なＢＡ―ＣＶＡと限定的なＢＡ―ＣＶＡ） 

第二百五十三条の三 ＢＡ―ＣＶＡを用いてＣＶＡリスク相当

額を算出しようとする商工組合中央金庫が次条に規定する適

格ＢＡ―ＣＶＡヘッジ取引のヘッジ効果を反映するときは、

第二百五十三条の三の三に定める方法（次条及び第二百五十

三条の三の三第一項において「完全なＢＡ―ＣＶＡ」とい

う。）によるものとする。ただし、商工組合中央金庫がＣＶ

Ａヘッジ取引のヘッジ効果を反映しないときは、第二百五十

三条の三の四に定める方法（同条において「限定的なＢＡ―

ＣＶＡ」という。）によるものとする。 

第二節 標準的リスク測定方式 

 

  （標準的リスク測定方式によるＣＶＡリスク相当額） 

第二百五十三条の三 標準的リスク測定方式を用いて算出する

ＣＶＡリスク相当額は、次に掲げる算式により算出した所要

自己資本額（K）とする。 

所要自己資本額 (K) = 2.33 × ℎ . ×   Σ 0.5 × 𝑤 ×  𝑀 × 𝐸𝐴𝐷       −𝑀      × 𝐵  − Σ   𝑤   × 𝑀   × 𝐵     
 +Σ 0.75 × 𝑤  ×  𝑀 × 𝐸𝐴𝐷      − 𝑀      
 × 𝐵 ) ) .  

hは、保有期間（ただし、hの値は一とする。） 

wiは、取引相手方ｉに係る掛目 

Miは、第百四十条第一項に規定する実効マチュリティであっ

て取引相手方ｉに係る派生商品取引に係るものとする。こ

の場合において、同項中「一年に満たない場合は一年とし

、五年を超える場合は五年とする。」とあるのは、「一年

に満たない場合は一年とする。」と読み替えるものとする

。 

EAD t o t a l  

i     は、取引相手方ｉに係るネッティング・セットの与

信相当額の割引現在価値 

M h e d g e  

i     は、ＣＶＡリスクのヘッジ手段として用いる取引相手

方ｉに係る取引のマチュリティ 

Biは、ＣＶＡリスクのヘッジ手段として用いる取引相手方ｉ

に係る取引の想定元本額の割引現在価値 

wi ndは、ＣＶＡリスクのヘッジ手段として用いるインデック

ス・クレジット・デフォルト・スワップに係る掛目 
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Mi ndは、ＣＶＡリスクのヘッジ手段として用いるインデック

ス・クレジット・デフォルト・スワップのマチュリティ 

Bi ndは、ＣＶＡリスクのヘッジ手段として用いるインデック

ス・クレジット・デフォルト・スワップの想定元本額の割

引現在価値 

  

 

２ 前項のwiは、適格格付機関により付与された取引相手方ｉ

に係る格付に対応する信用リスク区分（第三十三条第一項に

掲げる主体以外の主体についても、同項第一号の表を準用す

るものとする。）に応じ、次の表の左欄に定めるものとする

。 

 信 用 リ ス

ク区分 

１ ―

１ 

１ ―

２ 

１ ―

３ 

１ ―

４ 

１ ―

５ 

１ ―

６ 

ウェイト

wi（パー

セント） 

〇 ・

七 

〇 ・

八 

一 ・

〇 

二 ・

〇 

三 ・

〇 

十 ・

〇 

 

 ３ 第一項の wind は、インデックス・クレジット・デフォル

ト・スワップを構成する単一の債務者に係るクレジット・デ

リバティブのクレジット・スプレッドの加重平均に対応する

信用リスク区分に応じ、前項の表の左欄に定めるものとす

る。 

 ４ 第一項の EAD total 

i   は、次の各号に掲げる場合の区分に応

じ、当該各号に定める取引相手方 i に係るネッティング・セ

ットごとに算出した額とする。 

一 ＳＡ―ＣＣＲを用いる場合 第五十七条第一項に規定す

る与信相当額の割引現在価値 

二 期待エクスポージャー方式を用いる場合 第五十九条第
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二項に規定する与信相当額 

 ５ 第一項並びに前項第一号の割引現在価値は、次に掲げる算

式により算出するものとする。 

 （割引現在価値）＝（想定元本額又は与信相当額） 

×(1-EXP(-0.05×Mx))／(0.05×Mx)  

Mxは、対応するMi、Mhedge 

i    又はMind 

 ６ 第一項の規定によりＣＶＡリスク相当額を算出する場合に

は、次に掲げる取引であってＣＶＡリスクのヘッジを目的と

するものに限り、ＣＶＡリスクに対するヘッジ効果を反映さ

せることができる。 

一 単一の債務者を参照するクレジット・デフォルト・スワ

ップ 

二 単一の債務者を参照するコンティンジェント・クレジッ

ト・デフォルト・スワップ 

三 前二号に掲げるものと同等であると認められるヘッジ手

段に係る取引 

四 インデックス・クレジット・デフォルト・スワップ 

 

（ＢＡ―ＣＶＡにおけるヘッジの適格要件） 

第二百五十三条の三の二 商工組合中央金庫は、完全なＢＡ―

ＣＶＡによりＣＶＡリスク相当額を算出するに当たっては、

ＣＶＡリスクに係るヘッジ取引のうち次に掲げる要件の全て

を満たすもの（次条第一項において「適格ＢＡ―ＣＶＡヘッ

ジ取引」という。）に限り、ＣＶＡリスクに対するヘッジ効

果を反映させることができる。 

一 内部ＣＶＡヘッジ取引が第七章第三節に定めるところに

よりカーベチャー・リスク、デフォルト・リスク及び残余

 

［条を加える。］ 
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リスク・アドオンに対するマーケット・リスク相当額の計

測対象となる場合には、ＣＶＡデスクの取引相手方となる

トレーディング・デスクがＣＶＡデスクに対するポジショ

ンを完全に相殺する取引を第三者との間で実行しているこ

と。 

二 ＣＶＡリスクにおける取引相手方のクレジット・スプレ

ッドの変動を低減させる目的で使用され、及び管理される

取引であって、ヘッジ対象及びヘッジ手段に係る文書が作

成されていること。 

三 次に掲げる取引であること。 

イ 単一の債務者を参照するクレジット・デフォルト・ス

ワップ又は単一の債務者を参照するコンティンジェン

ト・クレジット・デフォルト・スワップであって、次の

いずれかを参照するもの 

⑴ 取引相手方 

⑵ 取引相手方と法的に関連する企業 

⑶ 取引相手方と同一のセクター及び地域に属する企業 

ロ インデックス・クレジット・デフォルト・スワップ 

 

（完全なＢＡ―ＣＶＡによるＣＶＡリスク相当額） 

第二百五十三条の三の三 商工組合中央金庫が適格ＢＡ―ＣＶ

Ａヘッジ取引のヘッジ効果を反映して算出する完全なＢＡ―

ＣＶＡによるＣＶＡリスク相当額は、次の算式により算出し

た所要自己資本額（Kfull）に割引係数（DSBA-CVA）〇・六五を

乗じて得た額とする。 

 

［条を加える。］ 

𝐾    = 𝛽 ∙ 𝐾       + (1 − 𝛽) ∙ 𝐾        
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𝐾       =   𝜌 ∙  𝑆𝐶𝑉𝐴    (1 − 𝜌 ) ∙  𝑆𝐶𝑉𝐴    

 𝐾      
=   𝜌 ∙  (𝑆𝐶𝑉𝐴 − 𝑆𝑁𝐻 ) − 𝐼𝐻  + (1 − 𝜌 ) ∙  (𝑆𝐶𝑉𝐴 − 𝑆𝑁𝐻 ) +  𝐻𝑀𝐴    

 

βは、〇・二五 

SCVACは、取引相手方cとの全てのネッティング・セットに対

するCVA資本賦課 

ρは、〇・五 

SNHCは、取引相手方cのCVAリスクに対する全てのシングル・

ネーム・ヘッジを用いたヘッジ効果の値 

IHは、インデックスを用いたヘッジ取引から生ずる全ての取

引相手方のCVAリスクに対するヘッジ効果の値 

HMAC は、取引相手方 c の CVA リスクに対する全てのヘッジ取

引の値  

 

２ 前項の SCVAC は、次の算式により算出するものとし、取引

相手方 c との全てのネッティング・セットを含むものとす

る。 

 

 𝑆𝐶𝑉𝐴 = 1𝛼 ∙ 𝑅𝑊 ∙  𝑀  ∙  𝐸𝐴𝐷  ∙ 𝐷𝐹    

αは、一・四。ただし、第五十九条第一項の承認を受けて期

待エクスポージャー方式を用いて与信相当額を算出する場

合であって、取引相手方の信用リスクに関する固有の特徴

があるときは、当該特徴に応じたより保守的なαを用いる

ものとする。 
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RWCは、次項の表に定める値 

MNSの算出に当たっては、第百四十条第一項から第六項まで

の規定を準用する。この場合において、同条第一項ただし

書中「一年に満たない場合は一年とし、五年を超える場合

は五年とする」とあるのは、「一年に満たない場合は、一

年とする」と読み替えるものとする。ただし、商工組合中

央金庫が第五十九条第一項の承認を受けた場合には、MNS

は、第百四十条第一項の規定により算出される実効マチュ

リティとする。 

EADNSは、ネッティング・セットの与信相当額であり、ＳＡ

―ＣＣＲを用いる場合には第五十七条第一項の規定により

算出される与信相当額とし、第五十九条第一項の承認を受

けて期待エクスポージャー方式を用いる場合には同条第二

項の規定により算出される与信相当額とする。ただし、こ

れらの与信相当額に対しＣＶＡの影響は、勘案しないもの

とする。 

DFNS は、次の算式により算出する値。ただし、第五十九条第

一項の承認を受けた商工組合中央金庫は一を用いる。 

 

𝐷𝐹  = 1 − 𝑒𝑥𝑝(−0.05 ∙ 𝑀  )0.05 ∙ 𝑀   
 

３ 前項の RWC は、次の表に掲げる取引相手方のセクターの区

分及び適格格付機関が取引相手方に付与する格付に対応する

取引相手方の信用力の区分に応じ、同表に定めるリスク・ウ

ェイトとする。ただし、適格格付機関が取引相手方に格付を

付与していない場合には、内部格付手法を採用した場合の商

工組合中央金庫は、内部格付を適格格付機関が付与する格付

に紐付けすることにより判断された取引相手方の信用力に基
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づき、同表に定めるリスク・ウェイトを適用することができ

る。 

取引相手方のセクタ

ー 

取引相手方の信用力 

投資適格（ IG）

（パーセント） 

投 機 的 格 付

（ HY） 及 び 無 格

付（NR） 

（パーセント） 

ソブリン（中央銀行

及び国際開発銀行を

含む。） 

〇・五 二・〇 

地方自治体、政府支

援法人（非金融）、

教育機関及び行政機

関 

一・〇 四・〇 

金融（政府系金融機

関を含む。） 

五・〇 十二・〇 

素材、エネルギー、

工 業 、 農 業 、 製 造

業、鉱業及び採石業 

三・〇 七・〇 

消費財・サービス、

運輸及び倉庫並びに

行政支援サービス業 

三・〇 八・五 

テクノロジー及び通

信 

二・〇 五・五 

ヘルスケア、公益事

業及び専門・技術関

一・五 五・〇 
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連業 

その他のセクター 五・〇 十二・〇 
 

４ 第一項の SNHC は、次の算式により算出するものとする。  𝑆𝑁𝐻 =  𝑟  ∙ 𝑅𝑊 ∙ 𝑀    ∈ ∙ 𝐵   ∙ 𝐷𝐹     

𝑟   は、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に定

める値（以下この節において同じ。）  

 

取引相手方 cの単一の債務者を参照す

るクレジット・デフォルト・スワッ

プによるヘッジ h 

𝑟  の値 

（パーセント） 

取引相手方 c を直接参照するもの 100 

取引相手方 cと法的に関連する組織を

参照するもの 

80 

取引相手方 cと同じセクターで同じ地

域に属する組織を参照するもの 

50 

 

 

RWh は、単一の債務者を参照するヘッジ取引 h のリスク・ウ

ェイトであり、前項の表に掲げる取引相手方のセクターの

区分及び適格格付機関が取引相手方に付与する格付に対応

する取引相手方の信用力の区分に応じ、同表に定めるリス

ク・ウェイト（以下この節において同じ。） 

 

MSN 

h は、単一の債務者を参照するヘッジ取引hの実効マチュリ

ティ（以下この節において同じ。） 

BSN 

h は、単一の債務者を参照するヘッジ取引hの想定元本額（

以下この節において同じ。）。なお、単一の債務者を参照

するコンティンジェント・クレジット・デフォルト・スワ

ップを用いる場合には、参照ポートフォリオ又は参照商品
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の市場価格を想定元本額とする。 

DF SN  

h は、ディスカウント・ファクターであり、次の算式に

より算出される値（以下この節において同じ。） 𝐷𝐹   = 1 − 𝑒𝑥𝑝 −0.05 ∙ 𝑀    0.05 ∙ 𝑀    
 

５ 第一項の IH は、次の算式により算出するものとする。  𝐼𝐻 =  𝑅𝑊 ∙ 𝑀     ∙ 𝐵    ∙ 𝐷𝐹      

Mind 

i は、インデックス・ヘッジiの残存マチュリティ 

Bind 

i は、インデックス・ヘッジiの想定元本額 

DF ind  

i は、ディスカウント・ファクターであり、次の算式に

より算出される値 

 

𝐷𝐹    = 1 − 𝑒𝑥𝑝 −0.05 ∙ 𝑀     0.05 ∙ 𝑀     
 

６ 前項のRWiは、インデックス・ヘッジに適用されるリスク

・ウェイトであり、第三項の表に掲げる取引相手方のセクタ

ーの区分及び適格格付機関が取引相手方に付与する格付に対

応する取引相手方の信用力の区分に応じ、同表に定めるリス

ク・ウェイトとする。この場合において、次の各号に掲げる

場合の区分に応じ、当該各号に定める調整を行うものとする

。 

一 インデックスの全ての構成銘柄が同一のセクターに属し

、かつ、同一の信用力である場合 第三項の表に定めるリ

スク・ウェイトに〇・七を乗じて得た値をリスク・ウェイ

トとする。 

二 インデックスの全ての構成銘柄が同一のセクターに属す

る場合でない場合又はインデックスが投資適格並びに投機
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的格付及び無格付の双方を含む場合 第三項の表に定める

リスク・ウェイトを銘柄数に応じて加重平均し、〇・七を

乗じて得た値をリスク・ウェイトとする。 

７ 第一項の HMAC は、次の算式により算出するものとする。  𝐻𝑀𝐴 =  (1 − 𝑟   ) ∙  𝑅𝑊 ∙ 𝑀   ∙ 𝐵   ∙ 𝐷𝐹      ∈   

 

（限定的なＢＡ―ＣＶＡによるＣＶＡリスク相当額） 

第二百五十三条の三の四 限定的なＢＡ―ＣＶＡによるＣＶＡ

リスク相当額は、前条第一項の算式において β を一として

算出した Kfull の値に割引係数〇・六五を乗じて得た額とす

る。 

 

 

 

［条を加える。］ 

第三節 ＳＡ―ＣＶＡ 

第一款 承認手続等 

第三節 先進的リスク測定方式 

 

 

（ＳＡ―ＣＶＡの承認） 

第二百五十三条の四 商工組合中央金庫は、ＳＡ―ＣＶＡを用

いるときは、あらかじめ、経済産業大臣、財務大臣及び金融

庁長官の承認を受けるものとする。 

２ 前項の承認を受けた商工組合中央金庫は、第二百五十三条

の四の五の規定に基づき承認が取り消された場合を除き、Ｓ

Ａ―ＣＶＡを継続して用いるものとする。 

 

（先進的リスク測定方式によるＣＶＡリスク相当額） 

第二百五十三条の四 先進的リスク測定方式を用いて算出する

ＣＶＡリスク相当額は、第二百五十五条の承認を受けて用い

る内部モデルに基づき算出した次に掲げる額の合計額とする

。 

一 算出基準日のＣＶＡバリュー・アット・リスク（クレジ

ット・スプレッドをマーケット・リスク・ファクターとし

た場合におけるＣＶＡのバリュー・アット・リスクをいう

。以下この節において同じ。）に三を乗じて得た額 

二 算出基準日のＣＶＡストレス・バリュー・アット・リス
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ク（クレジット・スプレッドをマーケット・リスク・ファ

クターとした場合におけるストレス期間の市場データに基

づくＣＶＡのバリュー・アット・リスクをいう。以下この

節において同じ。）に三を乗じて得た額 

 ２ ＣＶＡバリュー・アット・リスクを算出する場合には、期

待エクスポージャーの算出に用いた現在の市場データを使用

しなければならない。 

  ３ ＣＶＡストレス・バリュー・アット・リスクを算出する場

合には、期待エクスポージャーの算出に用いたストレス期間

のうち適切な一年間をストレス期間として使用しなければな

らない。 

 ４ ＣＶＡバリュー・アット・リスク及びＣＶＡストレス・バ

リュー・アット・リスクを算出する場合には、次の各号に掲

げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法を用いなけれ

ばならない。 

一 ポジションの時価を再計算することによりマーケット・

リスク相当額を算出する内部モデルを使用している場合 

次に掲げる算式により得られる値を用いてＣＶＡバリュー

・アット・リスク及びＣＶＡストレス・バリュー・アット

・リスクを算出する方法 

 𝐶𝑉𝐴 = (𝐿𝐺𝐷   ) × ∑ 𝑀𝑎𝑥  0, 𝐸𝑋𝑃  −     ×                    
    − 𝐸𝑋𝑃  −   ×          ×       ×        ×      

 LGDMKTは、取引相手方に係る債券等の市場におけるスプレ

ッドに基づく当該取引相手方のLGD（以下この節におい

て同じ。） 
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tiは、現時点からEEiをⅰ回目に再評価するまでの期間（

以下この節において同じ。） 

tTは、取引相手方とのネッティング・セットにおける最長

の契約満期（以下この節において同じ。） 

siは、期間tiに対応する取引相手方のクレジット・スプレ

ッド（以下この節において同じ。） 

Diは、期間tiに対応するディスカウント・ファクター（期

間tiが経過する時点における価値を一とした場合の割引

現在価値であってリスクフリー・レートを用いて算出し

たものをいう。ただし、D0の値は一とする。以下この節

において同じ。） 

EEiは、期間tiにおける取引相手方に対する期待エクスポー

ジャー（以下この節において同じ。） 

 二 特定の期間帯におけるクレジット・スプレッドの変動に

対する感応度を用いてマーケット・リスク相当額を算出す

る内部モデルを使用している場合 次に掲げる算式により

得られるスプレッドの変動に対する感応度を用いてＣＶＡ

バリュー・アット・リスク及びＣＶＡストレス・バリュー

・アット・リスクを算出する方法 

 𝑅𝑒𝑔𝑢𝑙𝑎𝑡𝑜𝑟𝑦 𝐶𝑆01 = 0.0001 × 𝑡 × 𝐸𝑋𝑃  −   ×         
         ×       ×          ×        (i＜Tのとき ) 
𝑅𝑒𝑔𝑢𝑙𝑎𝑡𝑜𝑟𝑦 𝐶𝑆01 = 0.0001 × 𝑡 × 𝐸𝑋𝑃  −   ×         
         ×       ×        ×      (i＝Tのとき )  
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 三 パラレル・シフトを仮定したクレジット・スプレッドの

変動に対する感応度を用いてマーケット・リスク相当額を

算出する内部モデルを使用している場合 次に掲げる算式

により得られるスプレッドの変動に対する感応度を用いて

ＣＶＡバリュー・アット・リスク及びＣＶＡストレス・バ

リュー・アット・リスクを算出する方法 

 
 𝑅𝑒𝑔𝑢𝑙𝑎𝑡𝑜𝑟𝑦 𝐶𝑆01 = 0.0001 × ∑  𝑡 × 𝐸𝑋𝑃  −   ×         − 𝑡       
        × 𝐸𝑋𝑃  −     ×            ×       ×    ＋    ×     

 ５ ＣＶＡバリュー・アット・リスク及びＣＶＡストレス・バ

リュー・アット・リスクを算出する場合には、前条第六項各

号に掲げる取引であってＣＶＡリスクのヘッジを目的とする

ものに限り、ＣＶＡリスクに対するヘッジ効果を反映させる

ことができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 前項の場合において、インデックス・クレジット・デフォ

ルト・スワップによるＣＶＡリスクに対するヘッジ効果を反

映させるときは、当該インデックス・クレジット・デフォル

ト・スワップと単一の債務者に係るクレジット・スプレッド

の間のベーシス・リスクを反映させなければならない。ただ

し、ＣＶＡリスク相当額の算出に当たって、インデックス・

クレジット・デフォルト・スワップの想定元本額の五十パー

セントを上限としている場合は、この限りでない。 

 

（ＳＡ―ＣＶＡに係る承認申請書の提出） 

第二百五十三条の四の二 ＳＡ―ＣＶＡを用いることについて

前条第一項の承認を受けようとする商工組合中央金庫は、次

 

 

［条を加える。］ 
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に掲げる事項を記載した承認申請書を経済産業大臣、財務大

臣及び金融庁長官に提出するものとする。 

一 商号 

二 自己資本比率を把握し管理する責任者の氏名及び役職名 

２ 前項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付するものと

する。 

一 理由書 

二 前項第二号に規定する責任者の履歴書 

三 ＣＶＡリスク相当額の算出並びにエクスポージャー計測

モデルの構築及び利用その他のＳＡ―ＣＶＡの運用が第三

款に規定する承認の基準に適合していることを示す書類 

四 その他承認に係る審査において参考となるべき事項を記

載した書類 

 

 

（ＳＡ―ＣＶＡに係る承認の基準） 

第二百五十三条の四の三 経済産業大臣、財務大臣及び金融庁

長官は、第二百五十三条の四第一項の承認をしようとする場

合には、エクスポージャー計測モデルが当該承認に先立って

一年以上にわたって商工組合中央金庫のリスク管理において

運用されており、かつ、ＳＡ―ＣＶＡの使用を開始する日以

降において、第三款に規定する承認の基準に適合することが

見込まれるかどうかを審査するものとする。 

 

 

［条を加える。］ 

（ＳＡ―ＣＶＡに係る変更に係る届出） 

第二百五十三条の四の四 ＳＡ―ＣＶＡを採用した場合の商工

組合中央金庫は、次のいずれかに該当することとなった場合

には、遅滞なく、その旨及びその内容を経済産業大臣、財務

 

［条を加える。］ 
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大臣及び金融庁長官に届け出るものとする。 

一 承認申請書の記載事項に変更があった場合 

二 承認申請書の添付書類の記載事項に重要な変更があった

場合 

三 第三款に規定する承認の基準を満たさない事由が生じた

場合 

２ 前項第三号に規定する事由が生じた場合には、ＳＡ―ＣＶ

Ａを採用した場合の商工組合中央金庫は、当該事由に関する

改善計画を記載した書面又は当該事由が当該ＳＡ―ＣＶＡを

採用した場合の商工組合中央金庫のリスクの観点から重要で

ない旨の説明を記載した書面を速やかに提出するものとす

る。 

 

 

（ＳＡ―ＣＶＡに係る承認の取消し） 

第二百五十三条の四の五 経済産業大臣、財務大臣及び金融庁

長官は、前条第一項第三号に掲げる場合において、ＳＡ―Ｃ

ＶＡを用いてＣＶＡリスク相当額を算出することが不適当と

判断したときは、第二百五十三条の四第一項の承認を取り消

すことができる。 

 

 

［条を加える。］ 

（経済産業大臣、財務大臣及び金融庁長官への報告） 

第二百五十三条の四の六 ＳＡ―ＣＶＡを採用した場合の商工

組合中央金庫は、月ごとに、ＣＶＡリスク相当額を経済産業

大臣、財務大臣及び金融庁長官に報告するものとする。 

 

 

［条を加える。］ 

 

［条を削る。］  

（適用除外） 

第二百五十三条の五 前条の規定にかかわらず、取引相手方に
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係る債券等の個別リスクを内部モデル方式を用いて適切に計

測できない場合には、当該取引相手方に係る派生商品取引に

係るＣＶＡリスク相当額を、前節に定める標準的リスク測定

方式を用いて算出することができる。 

２ 第二百五十三条の二第二項に規定する場合において、期待

エクスポージャー方式を用いないで与信相当額を算出する特

定のポートフォリオに含まれる派生商品取引については、あ

らかじめ経済産業大臣、財務大臣及び金融庁長官に届け出た

場合に限り、当該派生商品取引に係るＣＶＡリスク相当額を

前節に定める標準的リスク測定方式を用いて算出することが

できる。 

 

第二款 ＳＡ―ＣＶＡによるＣＶＡリスク相当額の

算出方法 

第一目 総則 

［款を加える。］ 

 

 

 

（ＳＡ―ＣＶＡによるＣＶＡリスク相当額） 

第二百五十三条の四の七 ＳＡ―ＣＶＡを用いて算出するＣＶ

Ａリスク相当額は、デルタ・リスクに係るＣＶＡリスク相当

額及びベガ・リスクに係るＣＶＡリスク相当額を合計して得

た額とする。 

 

 

２ 前項の「デルタ・リスクに係るＣＶＡリスク相当額」とは

、次に掲げるリスク・クラスごとに算出されるデルタ・リス

クに係るＣＶＡリスク相当額を合計したものをいう。 

一 金利リスク 

二 外国為替リスク 

三 取引相手方のクレジット・スプレッド・リスク 
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四 参照先のクレジット・スプレッド・リスク 

五 株式リスク 

六 コモディティ・リスク 

３ 第一項の「ベガ・リスクに係るＣＶＡリスク相当額」と

は、前項各号（第三号を除く。）に掲げるリスク・クラスご

とに算出されるベガ・リスクに係るＣＶＡリスク相当額を合

計したものをいう。 

 

 

（リスク・クラスごとのＣＶＡリスク相当額） 

第二百五十三条の四の八 前条第二項のリスク・クラスごとに

算出されるデルタ・リスクに係るＣＶＡリスク相当額及び同

条第三項のリスク・クラスごとに算出されるベガ・リスクに

係るＣＶＡリスク相当額は、この款の規定により次に掲げる

項目を計測することにより算出するものとする。 

一 ネット感応度 

二 加重感応度 

三 ネット加重感応度 

四 バケットごとのＣＶＡリスク相当額 

 

 

２ 前項第一号に掲げる「ネット感応度」とは、次に掲げる感

応度をいう。 

一 第二百五十三条の二第二項に規定するＣＶＡカバー取引

を対象に計測されるＣＶＡの合計値に対するリスク・ファ

クターごとの感応度（次項において「ネット感応度sCVA 

k  」

という。） 

二 全ての第二百五十三条の四の十三第一項に規定する適格

ＳＡ―ＣＶＡヘッジ取引の市場価格の合計値に対するリス

ク・ファクターごとの感応度（次項において「ネット感応
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度 sHdg 

k   」という。） 

３ 第一項第二号に掲げる「加重感応度」とは、次の算式によ

りリスク・ファクターごとに計測したものをいう。 

 

𝑊𝑆    = 𝑅𝑊 𝑠      𝑊𝑆    = 𝑅𝑊 𝑠    
  

加重感応度WS CVA 

k  は、ネット感応度s CVA 

k に対して、第二百五十

三条の四の十五第五項、第二百五十三条の四の十六第四項

、第二百五十三条の四の十七第四項、第二百五十三条の四

の十九第三項、第二百五十三条の四の二十第三項、第二百

五十三条の四の二十二第三項、第二百五十三条の四の二十

四第三項、第二百五十三条の四の二十五第三項、第二百五

十三条の四の二十七第三項及び第六項並びに第二百五十三

条の四の二十九第三項に定めるリスク・ウェイトを乗じて

得たリスク・ファクターごとの値  

加重感応度 WSHdg 

k  は、ネット感応度 s Hdg 

k  に対して、第二百五十

三条の四の十五第五項、第二百五十三条の四の十六第四項

、第二百五十三条の四の十七第四項、第二百五十三条の四

の十九第三項、第二百五十三条の四の二十第三項、第二百

五十三条の四の二十二第三項、第二百五十三条の四の二十

四第三項、第二百五十三条の四の二十五第三項、第二百五

十三条の四の二十七第三項及び第六項並びに第二百五十三

条の四の二十九第三項に定めるリスク・ウェイトを乗じて

得たリスク・ファクターごとの値 

 

４ 第一項第三号に掲げる「ネット加重感応度」とは、次の算

式によりリスク・ファクターごとに計測したものをいう。 

 

 𝑊𝑆 = 𝑊𝑆    − 𝑊𝑆    
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５ 第一項第四号に掲げる「バケットごとのＣＶＡリスク相当

額」とは、前項において計測することにより算出したネット

加重感応度を次の算式によりバケットごとに計測したものを

いう。 

 

  𝐾 
=  max  0,  𝑊𝑆   ∈ +   𝜌   ∈ ,   𝑊𝑆  ∈ 𝑊𝑆  + 𝑅 ∙    𝑊𝑆        ∈  

 

𝜌  は、リスク・ファクターの感応度の相関係数 

Rは、ヘッジング・ディスアローアンス（ＣＶＡリスクが完

全にヘッジされない可能性を考慮したＣＶＡリスク相当額

の追加分をいう。）であり、〇・〇一とする。 

 

６ リスク・クラスごとに算出されるデルタ・リスクに係るＣ

ＶＡリスク相当額及びリスク・クラスごとに算出されるベガ

・リスクに係るＣＶＡリスク相当額は、前項において計測し

たバケットごとのＣＶＡリスク相当額を用いて、次の算式に

より算出する。 

 

𝐾 = 𝑚     𝐾   +   𝛾  𝑆 𝑆      

 

𝛾   は、各リスク・クラスに適用される相関係数 

Sb は、次の算式により、バケットbに含まれる全てのリスク

・ファクターkに係る加重感応度WSk を合計して計測する

ものとし、-Kbを下限、Kbを上限とする。この場合におい

て、Scは、Sbと同様の方法で計測する。  
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  𝑆 = 𝑚𝑎𝑥  −𝐾 ; 𝑚𝑖𝑛   𝑊𝑆 ; 𝐾  ∈    
  𝑆 = 𝑚𝑎𝑥  −𝐾 ; 𝑚𝑖𝑛   𝑊𝑆 ; 𝐾  ∈    
 

 

（ネット感応度の計測） 

第二百五十三条の四の九 ネット感応度（前条第二項に規定す

るネット感応度をいう。以下この節において同じ。）は、リ

スク・ファクターの現在価値の微小な変化幅に対するＣＶＡ

の合計値又は全ての適格ヘッジ手段の市場価格の合計値の変

化率とする。  

２ 各リスク・ファクターの変化幅は、第二百五十三条の四の

十五第三項及び第四項、第二百五十三条の四の十六第二項及

び第三項、第二百五十三条の四の十七第二項及び第三項、第

二百五十三条の四の十九第二項、第二百五十三条の四の二十

第二項、第二百五十三条の四の二十二第二項、第二百五十三

条の四の二十四第二項、第二百五十三条の四の二十五第二項

、第二百五十三条の四の二十七第二項及び第五項並びに第二

百五十三条の四の二十九第二項及び第五項の規定にかかわら

ず、商工組合中央金庫の内部のリスク管理における計算方法

と整合する限りにおいて、より小さな変化幅を用いることが

できる。 

３ ベガ・リスクに係るネット感応度は、エクスポージャー計

測モデルにおいて、次に掲げるボラティリティを変化させる

ことにより算出する。この場合において、ベガ・リスクに係
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るネット感応度は、ＣＶＡポートフォリオにオプション性を

有する取引が含まれていない場合であっても算出するものと

する。 

一 リスク・ファクターのパスの生成に用いるボラティリテ

ィ 

二 オプションの公正価値の評価に用いるボラティリティ 

 

（乗数）  

第二百五十三条の四の十 第二百五十三条の四の八第六項の算

式中乗数mCVAは一とする。 

２ 経済産業大臣、財務大臣及び金融庁長官は、商工組合中央

金庫のＣＶＡの計算に係るモデル・リスクに対処するために

必要と判断した場合には、前項の乗数を引き上げるものとす

る。 

 

 

 

（インデックスをヘッジ手段に用いる場合のネット感応度の

計測） 

第二百五十三条の四の十一 第二百五十三条の四の九第一項の

規定にかかわらず、インデックスを用いてＣＶＡリスクのヘ

ッジを行う場合における当該インデックスのネット感応度は

、当該インデックスの価格に影響を及ぼす全てのリスク・フ

ァクターの現在価値の微小な変化幅に対するリスク・ファク

ターの影響を受ける全ての構成銘柄に対する影響を通して計

測された当該インデックスの市場価格の変化率とする。 
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（適格インデックスの指定）  

第二百五十三条の四の十二 ＳＡ―ＣＶＡを採用した場合の商

工組合中央金庫は、一定の要件を満たすインデックス（クレ

ジット・インデックス又は株式インデックスであって、デル

タ・リスクに係るネット感応度の計測における第二百六十七

条第四項各号に掲げる要件を満たすインデックス及びベガ・

リスクに係るネット感応度の計測における全てのインデック

スをいう。以下この節において「適格インデックス」という

。）を第二百五十三条の四の二十一第一項、第二百五十三条

の四の二十三第一項又は第二百五十三条の四の二十六第一項

の表における適格インデックスのバケットに割り当てること

により、バケットごとに計測された複数のネット感応度を当

該適格インデックスに対する単一のネット感応度とすること

ができる。ただし、当該適格インデックスを構成する銘柄の

うち同一のセクターに区分される銘柄の割合（ただし、当該

適格インデックスに定められた構成銘柄の重み付けを考慮し

て算出された割合とする。）が七十五パーセントを超える場

合には、当該適格インデックスのバケットに代えて、当該セ

クターが属するバケットを割り当てるものとする。 

 

 

 

 

 

 

（ＳＡ―ＣＶＡにおけるヘッジの適格要件） 

第二百五十三条の四の十三 ＳＡ―ＣＶＡを用いてＣＶＡリス

ク相当額を算出するに当たっては、次に掲げる要件の全てを

満たすヘッジ取引（以下この節において「適格ＳＡ―ＣＶＡ

ヘッジ取引」という。）に限り、ＣＶＡリスクに対するヘッ

ジ効果を反映させることができる。ただし、第二百五十四条

の二第六項各号に掲げる商品を用いたヘッジ取引については
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、これを適格ＳＡ―ＣＶＡヘッジ取引とはしないものとする

。 

一 ＣＶＡリスクを軽減する目的で使用され、かつ、管理さ

れている取引であって、ヘッジ対象及びヘッジ手段に係る

文書が作成されていること。 

二 内部ＣＶＡヘッジ取引が第七章第三節に定めるところに

よりカーベチャー・リスク、デフォルト・リスク及び残余

リスク・アドオンに対するマーケット・リスク相当額の計

測対象となる場合には、ＣＶＡデスクの取引相手方となる

トレーディング・デスクがＣＶＡデスクに対するポジショ

ンを完全に相殺する取引を第三者との間で実行しているこ

と。 

２ 適格ＳＡ―ＣＶＡヘッジ取引は、ヘッジ期間にわたり一の

取引として扱い、複数に分割しないものとする。 

３ クレジット・スプレッド・リスクのデルタ・リスクに対す

る適格ＳＡ―ＣＶＡヘッジ取引がある場合には、適格ＳＡ―

ＣＶＡヘッジ取引の全体を取引相手方のクレジット・スプレ

ッド・リスクのリスク・クラス又は参照先のクレジット・ス

プレッド・リスクのリスク・クラスに割り当てるものとする

。 

 

（ＳＡ―ＣＶＡとＢＡ―ＣＶＡとの併用） 

第二百五十三条の四の十四 ＳＡ―ＣＶＡを採用した場合の商

工組合中央金庫は、ＳＡ―ＣＶＡを用いることが適切でない

と判断するネッティング・セットに対しては、ＢＡ―ＣＶＡ

を用いてＣＶＡリスク相当額を算出するものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、ＳＡ―ＣＶＡを採用した場合の
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商工組合中央金庫は、次に掲げる要件の全てを満たす場合に

は、一のネッティング・セットを二に分割し、その一方に対

しＳＡ―ＣＶＡを用い、かつ、他方に対しＢＡ―ＣＶＡを用

いるものとする。 

一 ネッティング・セットの分割の方法が、会計ＣＶＡ（財

務会計に反映させることを目的として計測されたＣＶＡを

いう。以下この章において同じ。）における分割の方法と

一致していること。 

二 ネッティング・セットに含まれる取引のうち、ＳＡ―Ｃ

ＶＡを用いてＣＶＡリスク相当額を算出することが適切で

ない取引があること。 

 

第二目 金利リスクに係るバケット、リスク・フ

ァクター、感応度、リスク・ウェイト及

び相関 

 

 

（金利リスクのバケットにおける感応度等） 

第二百五十三条の四の十五 金利リスクに係るデルタ・リスク

及びベガ・リスクのバケットは、個々の通貨ごとに定めるも

のとする。 

２ 商工組合中央金庫の報告通貨（商工組合中央金庫の財務報

告において用いられる通貨をいう。以下同じ。）、アメリカ

合衆国通貨（USD）、欧州経済通貨統合参加国通貨（EUR）、

英国通貨（GBP）、オーストラリア通貨（AUD）、カナダ通貨

（CAD）、スウェーデン通貨（SEK）及び本邦通貨に対する金

利リスクのデルタ・リスク・ファクターは、インフレ率の絶

対変化及び次に掲げるテナー（満期までの年限をいう。以下

 

 

 

- 343 -



 

 
 

2
8
 

同じ。）の種類ごとのリスクフリー・イールドカーブの絶対

変化とする。 

一 一年 

二 二年 

三 五年 

四 十年 

五 三十年 

３ 前項の「インフレ率の絶対変化」とは、インフレ率を一ベ

ーシス・ポイント変化させた場合におけるＣＶＡ又はＣＶＡ

ヘッジ手段の価値の変動を〇・〇〇〇一で除して得た値をい

う。 

４ 第二項の「リスクフリー・イールドカーブの絶対変化」と

は、特定の通貨のリスクフリー・イールドカーブを一ベーシ

ス・ポイントの幅で変化させた場合におけるＣＶＡ又はＣＶ

Ａヘッジ手段の価値の変動を〇・〇〇〇一で除して得た値を

いう。 

５ 第二項に規定するリスク・ファクターのリスク・ウェイト

RWkは、次の表の当該リスク・ファクターの区分に応じ、次

の表の下欄に定めるものとする。 

リス

ク・

ファ

クタ

ー 

一年 二年 五年 十年 三十年 インフ

レ率 

リス

ク・

一・一

一 

〇・九

三 

〇・七

四 

〇・七

四 

〇・七

四 

一・一

一 
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ウェ

イト 

（パ

ーセ

ント

） 
 

６ 第二項に規定するリスク・ファクター間の相関係数 𝜌  は
、当該リスク・ファクターの区分に応じ、次の表に定めるも

のとする。 

 

（パ

ーセ

ント

） 

一年 二年 五年 十年 三十年 イ ン フ

レ率 

一年 百      

二年 九十一 百     

五年 七十二 八十七 百    

十年 五十五 七十二 九十一 百   

三十

年 

三十一 四十五 六十八 八十三 百  

イン

フレ

率 

四十 四十 四十 四十 四十 百 

 

 

７ 第一項に規定する金利に係るデルタ・リスクのバケット間

及びベガ・リスクのバケット間の相関係数 𝛾  は、全ての通

貨について〇・五とする。 
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（定めのない通貨に係る金利のデルタ・リスク・ファクター

の感応度等） 

第二百五十三条の四の十六 前条第二項に規定する通貨以外の

通貨に対する金利リスクのデルタ・リスク・ファクターは、

インフレ率の絶対変化及びリスクフリー・イールドカーブの

パラレル・シフトの絶対変化とする。 

２ 前項の「インフレ率の絶対変化」とは、インフレ率を一ベ

ーシス・ポイント変化させた場合におけるＣＶＡ又はＣＶＡ

ヘッジ手段の価値の変動を〇・〇〇〇一で除して得た値をい

う。 

３ 第一項の「リスクフリー・イールドカーブのパラレル・シ

フトの絶対変化」とは、通貨のリスクフリー・イールドカー

ブを一ベーシス・ポイントの幅でパラレル・シフトさせた場

合におけるＣＶＡ又はＣＶＡヘッジ手段の価値の変動を〇・

〇〇〇一で除して得た値をいう。 

４ 第一項に規定するリスク・ファクターのリスク・ウェイト

RWkは、一・五八パーセントとする。 

５ 第一項に規定するリスクフリー・イールドカーブとインフ

レ率との間の相関係数𝜌  は、四十パーセントとする。 

 

 

 

 

（金利リスクのベガ・リスク・ファクターの感応度等） 

第二百五十三条の四の十七 金利リスクのベガ・リスク・ファ

クターは、通貨のインフレ率に対する全てのボラティリティ

の相対変化及び金利に対する全てのボラティリティの相対変

化とする。 

２ 前項の「通貨のインフレ率に対する全てのボラティリティ

の相対変化」とは、インフレ率に対する全てのボラティリテ
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ィを現在価値に対して同時に一パーセント変化させた場合に

おけるＣＶＡ又はＣＶＡヘッジ手段の価値の変動を〇・〇一

で除して得た値をいう。 

３ 第一項の「金利に対する全てのボラティリティの相対変化

」とは、金利に対する全てのボラティリティを現在価値に対

して同時に一パーセント変化させた場合におけるＣＶＡ又は

ＣＶＡヘッジ手段の価値の変動を〇・〇一で除して得た値を

いう。 

４ 第一項に規定するリスク・ファクターのリスク・ウェイト

RWkは、百パーセントとする。 

５ 第一項に規定する通貨のインフレ率に対するボラティリテ

ィと金利に対するボラティリティとの間の相関係数 𝜌  は、

四十パーセントとする。 

 

第三目 外国為替に係るバケット、リスク・ファ

クター、感応度、リスク・ウェイト及び

相関 

 

 

（外国為替リスクのバケットにおける感応度等） 

第二百五十三条の四の十八 外国為替に係るデルタ・リスク及

びベガ・リスクのバケットは、商工組合中央金庫の報告通貨

を除く個々の通貨ごとに定めるものとする。 

２ 前項に規定する外国為替に係るデルタ・リスクのバケット

間及びベガ・リスクのバケット間の相関係数 𝛾  は、全ての

通貨について〇・六とする。 

 

 

 

 

- 347 -



 

 
 

3
2
 

（外国為替に係るデルタ・リスク・ファクターの感応度等） 

第二百五十三条の四の十九 外国為替に係るデルタ・リスク・

ファクターは、外国通貨と商工組合中央金庫の報告通貨との

間における直物為替レート（商工組合中央金庫の報告通貨で

表示された当該外国通貨一単位の市場価格をいう。次項及び

次条第二項において同じ。）の相対変化とする。 

２ 前項の「直物為替レートの相対変化」とは、直物為替レー

トをその現在価値に対して一パーセント変化させた場合にお

けるＣＶＡ又はＣＶＡヘッジ手段の価値の変動を〇・〇一で

除して得た値をいう。この場合において、商工組合中央金庫

の報告通貨でない通貨（以下この項及び次条第二項において

「非報告通貨」という。）間の為替レートを参照する取引を

行うときは、商工組合中央金庫の報告通貨と各非報告通貨と

の間の直物為替レートの感応度を計測するものとする。 

３ 第一項に規定するリスク・ファクターのリスク・ウェイト

RWkは、十一パーセントとする。 

 

 

 

（外国為替に係るベガ・リスク・ファクターの感応度等） 

第二百五十三条の四の二十 外国為替に係るベガ・リスク・フ

ァクターは、外国通貨と商工組合中央金庫の報告通貨との間

における為替レートに対する全てのボラティリティの相対変

化とする。 

２ 前項の「為替レートに対する全てのボラティリティの相対

変化」とは、外国通貨と報告通貨との間の為替レートに対す

る全てのボラティリティを現在価値に対して同時に一パーセ

ント変化させた場合におけるＣＶＡ又はＣＶＡヘッジ手段に

生じた価値の変動を〇・〇一で除して得た値をいう。この場
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合において、非報告通貨間の為替レートを参照する取引を行

うときは、商工組合中央金庫の報告通貨と各非報告通貨との

間の直物為替レートのボラティリティを計測するものとする

。 

３ 第一項に規定するリスク・ファクターのリスク・ウェイト

RWkは、百パーセントとする。 

 

第四目 取引相手方のクレジット・スプレッドに

係るバケット、リスク・ファクター、感

応度、リスク・ウェイト及び相関 

 

 

（取引相手方のクレジット・スプレッドに係る感応度等） 

第二百五十三条の四の二十一 取引相手方のクレジット・スプ

レッドに係るデルタ・リスクのバケットは、取引相手方のセ

クターの区分に応じ、次の表のとおりとする。ただし、取引

相手方のクレジット・スプレッドに係るベガ・リスクについ

ては、ＣＶＡリスク相当額の算出を要しないものとする。 

 

 

 

バケット番号 取引相手方のセクター 

１a） ソブリン（中央銀行及び国際開発銀行を含

む。） 

１b） 地方自治体、政府支援法人（非金融）、教育

機関及び行政機関 

２ 金融（政府系金融機関を含む。） 

３ 素材、エネルギー、工業、農業、製造業、

鉱業及び採石業 

４ 消費財・サービス、運輸及び倉庫並びに行
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政支援サービス業 

５ テクノロジー及び通信 

６ ヘルスケア、公益事業及び専門・技術関連業 

７ その他のセクター 

８ 適格インデックス 
 

２ 取引相手方のクレジット・スプレッドに係るデルタ・リス

クのバケット間の相関係数 𝛾  は、バケット番号（前項の規

定により分類したバケットに対応して定めた番号をいう。次

条第三項において同じ。）に応じ、次の表に定めるものとす

る。 

 

バ ケ

ッ ト

番 号

（ 表

に 定

め る

値 は

パ ー

セ ン

ト） 

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ 

１ 
百        

２ 
十 百       

３ 
二十 五 百      
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４ 
二十

五 

十五 二十 百     

５ 
二十 二十 二十

五 

二十

五 

百    

６ 
十五 五 五 五 五 百   

７ 
零 零 零 零 零 零 百  

８ 
四十

五 

四十

五 

四十

五 

四十

五 

四十

五 

四十

五 

零 百 

 

 

（取引相手方に対するクレジット・スプレッドに係るデルタ

・リスク・ファクターの感応度等） 

第二百五十三条の四の二十二 取引相手方に対するクレジット

・スプレッドに係るデルタ・リスク・ファクターは、次に掲

げるテナーの種類ごとの個社（取引相手方及び取引相手方に

対するクレジット・スプレッドのヘッジ手段に係る参照銘柄

をいう。）及び適格インデックスのクレジット・スプレッド

の絶対変化とする。 

一 半年 

二 一年 

三 三年 

四 五年 

五 十年 

２ 前項の「クレジット・スプレッドの絶対変化」とは、クレ

ジット・スプレッドを一ベーシス・ポイント変化させた場合
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におけるＣＶＡ又はＣＶＡヘッジ手段の価値の変動を〇・〇

〇〇一で除して得た値をいう。 

３ 第一項に規定するリスク・ファクターのリスク・ウェイト

RW kは、テナーの全ての種類について、バケット番号及び信

用力の区分に応じ、次の表に定めるものとする。 

【表 別葉一を挿入】 

４ 前項の表のバケット番号１から７までに係る加重感応度

WSk及びWSlの相関係数𝜌  は、次の算式により得た値とする。 

 

  𝜌  = 𝜌     ∙ 𝜌    ∙ 𝜌         

５ 前項の場合において、次の各号に掲げる相関係数の値は、

当該各号に定めるものとする。  
 

一 相関係数 𝜌      次のイ又はロに掲げる場合の区分に応

じ、当該イ又はロに定める値 

イ 双方のテナーが同一の場合 百パーセント 

ロ イに掲げる場合以外の場合 九十パーセント 

二 相関係数 𝜌     次のイからハまでに掲げる場合の区分

に応じ、当該イからハまでに定める値 

イ 双方の銘柄が同一の場合 百パーセント 

ロ 双方の銘柄が同一ではなく、かつ、法的に関連する場

合 九十パーセント 

ハ イ及びロに掲げる場合以外の場合 五十パーセント 

三 相関係数𝜌        次のイ又はロに掲げる場合の区分に応

じ、当該イ又はロに定める値 

イ 双方の銘柄の信用力が同一の場合（双方の銘柄が投資

適格である場合、双方の銘柄が投機的格付である場合、

双方の銘柄が無格付である場合又は一方の銘柄が投機的
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格付であって他方の銘柄が無格付である場合をいう。）

 百パーセント 

ロ イに掲げる場合以外の場合 八十パーセント 

６ 第三項の表のバケット番号８に係るネット加重感応度WSk

及びWSlの相関係数𝜌  は、次の算式により得た値とする。 

 

  𝜌  = 𝜌     ∙ 𝜌    ∙ 𝜌         

７ 前項の場合において、次の各号に掲げる相関係数の値は、

当該各号に定めるものとする。  
 

一 相関係数 𝜌      次のイ又はロに掲げる場合の区分に応

じ、当該イ又はロに定める値 

イ 双方のテナーが同一の場合 百パーセント 

ロ イに掲げる場合以外の場合 九十パーセント 

二 相関係数 𝜌     次のイからハまでに掲げる場合の区分

に応じ、当該イからハまでに定める値 

イ 双方のインデックスの名称が同一であって、双方のイ

ンデックスのシリーズが同一である場合 百パーセント 

ロ 双方のインデックスの名称が同一であって、双方のイ

ンデックスのシリーズが同一でない場合 九十パーセン

ト 

ハ イ及びロに掲げる場合以外の場合 八十パーセント 

三 相関係数𝜌        次のイ又はロに掲げる場合の区分に応

じ、当該イ又はロに定める値 

イ 双方のインデックスの信用力が同一の場合（双方のイ

ンデックスが投資適格である場合又は双方のインデック

スが投機的格付である場合をいう。） 百パーセント 

ロ イに掲げる場合以外の場合 八十パーセント 
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第五目 参照先のクレジット・スプレッドに係る

バケット、リスク・ファクター、感応度

、リスク・ウェイト及び相関 

 

 

（参照先のクレジット・スプレッドに係るＣＶＡ感応度等） 

第二百五十三条の四の二十三 参照先のクレジット・スプレッ

ドに係るデルタ・リスク及びベガ・リスクのバケットは、参

照先の信用力及びセクターの区分に応じ、次の表のとおりと

する。 

 

 

 

 

バケ

ット

番号 

信用力 参照先のセクター 

１ 投資適格（IG） ソブリン（中央銀行及び国際開発

銀行を含む。） 

２ 地方自治体、政府支援法人（非金

融）、教育機関及び行政機関 

３ 金融（政府系金融機関を含む。） 

４ 素材、エネルギー、工業、農業、

製造業、鉱業及び採石業 

５ 消費財・サービス、運輸及び倉庫

並びに行政支援サービス業 

６ テクノロジー及び通信 

７ ヘルスケア、公益事業及び専門・

技術関連業 

８ 投機的格付（HY

）及び無格付（

ソブリン（中央銀行及び国際開発

銀行を含む。） 
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９ NR） 地方自治体、政府支援法人（非金

融）、教育機関及び行政機関 

10 金融（政府系金融機関を含む。） 

11 素材、エネルギー、工業、農業、

製造業、鉱業及び採石業 

12 消費財・サービス、運輸及び倉庫

並びに行政支援サービス業 

13 テクノロジー及び通信 

14 ヘルスケア、公益事業及び専門・

技術関連業 

15 投資適格（IG）

、投機的格付（

HY）及び無格付

（NR） 

その他のセクター 

16 投資適格（IG） 適格インデックス 

17 投機的格付（HY

） 

適格インデックス 

 

２ 前項に規定する参照先のクレジット・スプレッドに係るデ

ルタ・リスクのバケット間及びベガ・リスクのバケット間の

相関係数 𝛾  は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該

各号に定めるものとする。 

一 双方のバケットの信用力が同一である場合 バケット番

号（前項の規定により分類したバケット番号をいう。次号

及び次条第三項において同じ。）に応じ、次の表に定める

値 

 【表 別葉二を挿入】   
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二 双方のバケットの信用力が同一でない場合 バケット番

号に応じ、前号の表に定める値を二で除して得た値 

 

 

（参照先のクレジット・スプレッドに係るデルタ・リスク・

ファクターの感応度等） 

第二百五十三条の四の二十四 参照先のクレジット・スプレッ

ドに係るデルタ・リスク・ファクターは、バケット内の全て

の参照先に係る全てのテナーのクレジット・スプレッドの絶

対変化とする。 

２ 前項の「クレジット・スプレッドの絶対変化」とは、バケ

ット内の全ての参照先に係る全てのテナーのクレジット・ス

プレッドを一ベーシス・ポイント変化させた場合におけるＣ

ＶＡ又はＣＶＡヘッジ手段の価値の変動を〇・〇〇〇一で除

して得た値をいう。 

３ 第一項に規定するリスク・ファクターのリスク・ウェイト

RWkは、バケット番号に応じ、次の表に定めるものとする。 

 

 

 

【表 別葉三を挿入】    

  

（参照先のクレジット・スプレッドに係るベガ・リスク・フ

ァクター） 

第二百五十三条の四の二十五 参照先のクレジット・スプレッ

ドに係るベガ・リスク・ファクターは、バケット内の全ての

参照先に係る全てのテナーのクレジット・スプレッドの全て

のボラティリティの相対変化とする。 

２ 前項の「クレジット・スプレッドの全てのボラティリティ

の相対変化」とは、バケット内の全ての参照先に係る全ての

テナーのボラティリティを現在価値に対して同時に一パーセ
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ント変化させた場合におけるＣＶＡ又はＣＶＡヘッジ手段の

価値の変動を〇・〇一で除して得た値をいう。 

３ 第一項に規定するリスク・ファクターのリスク・ウェイト

RWkは、百パーセントとする。 

 

第六目 株式に係るバケット、リスク・ファクタ

ー、感応度、リスク・ウェイト及び相関 

 

 

 

（株式リスクのバケットに係るＣＶＡ感応度） 

第二百五十三条の四の二十六 株式リスクのバケットは、次の

表に掲げる時価総額、経済及び株式の発行体のセクターの各

区分に応じ、同表のとおりとする。 

 

 

 

 

バ ケ ッ

ト番号 

時 価

総 額 

経済 株式の発行体のセクター 

１ 大 新興市場 消費財・サービス、運輸及び

倉庫、行政支援サービス業、

ヘルスケア並びに公益事業 

２  通信及び工業 

３  素材、エネルギー、農業、製

造業、鉱業及び採石業 

４  金融（政府系金融機関を含む

。）、不動産業及びテクノロジ

ー 

５ 先進市場 消費財・サービス、運輸及び

倉庫、行政支援サービス業、

ヘルスケア並びに公益事業 
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６  通信及び工業 

７  素材、エネルギー、農業、製

造業、鉱業及び採石業 

８  金融（政府系金融機関を含む

。）、不動産業及びテクノロジ

ー 

９ 小 新興市場 バケット番号１から４までの

全てのセクター 

10 先進市場 バケット番号５から８までの

全てのセクター 

11 その他のセクター 

12 時価総額が大である先進市場における株式インデ

ックス 

13 その他の株式インデックス 
 

（注１）表の「時価総額」欄の分類に当たっては、次に掲げる

要件を満たすものとする。 

１．世界各国の証券市場において、同一の上場法人又は法人

グループの発行済株式総数の市場価額に基づく時価総額の

合計を用いること。 

２．法人グループの発行済株式総数は、グループ内の上場親

会社の発行済株式総数とすること。 

３．法人グループの発行済株式総数に複数の関連上場法人の

時価総額を含めないこと。 

４．時価総額が二十億合衆国ドル以上の場合には「大」に分

類し、それ以外の場合には「小」に分類すること。 

（注２）表の「経済」欄の分類に当たっては、次に掲げる要件
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を満たすものとする。 

１．「先進市場」は、カナダ、米国、メキシコ、ユーロ圏、

非ユーロ圏の西欧諸国（英国、ノルウェー、スウェーデン

、デンマーク及びスイス）、日本、オセアニア（オースト

ラリア及びニュージーランド）、シンガポール及び香港特

別行政区とすること。 

２．「新興市場」は、「先進市場」以外の国又は地域とする

こと。 

（注３）表の「株式の発行体のセクター」欄の分類に当たって

は、次に掲げる事項に留意するものとする。 

１．市場で一般的に使用されるセクターを基に割り当てるも

のとする。 

２．各発行体は表のセクターのいずれかに割り当てるものと

し、同一の業に属する発行体は同一のセクターに割り当て

るものとする。 

３．適切なセクターに割り当てることが困難な場合には、バ

ケット番号11に割り当てるものとする。 

４．異なる経済に属する発行体又は複数のセクターに属する

発行体については、当該発行体が事業活動を行う最も重要

な経済又はセクターに該当するバケットに割り当てるもの

とする。 

 

２ 株式のデルタ・リスクのバケット間及びベガ・リスクのバ

ケット間の相関係数 𝛾  は、バケット番号（前項の規定によ

り分類したバケット番号をいう。次条第三項において同じ。

）に応じ、次の表のとおりとする。 

 

【表 別葉四を挿入】   
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（株式に係るデルタ及びベガ・リスク・ファクターの感応度

等） 

第二百五十三条の四の二十七 株式に係るデルタ・リスク・フ

ァクターは、バケット内の全ての参照銘柄のスポット価格の

相対変化とする。 

２ 前項の「参照銘柄のスポット価格の相対変化」とは、バケ

ット内の全ての参照銘柄のスポット価格を現在価値に対して

同時に一パーセント変化させた場合におけるＣＶＡ又はＣＶ

Ａヘッジ手段の価値の変動を〇・〇一で除して得た値をいう

。 

３ 第一項に規定するリスク・ファクターのリスク・ウェイト

RWkは、参照銘柄のバケット番号に応じ、次の表のとおりと

する。 

 

 

 

 

バケット番号 リスク・ウェイト 

（パーセント） 

１ 五十五 

２ 六十 

３ 四十五 

４ 五十五 

５ 三十 

６ 三十五 

７ 四十 

８ 五十 

９ 七十 

10 五十 
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11 七十 

12 十五 

13 二十五 
 

４ 株式に係るベガ・リスク・ファクターは、バケット内の全

ての参照銘柄のボラティリティの相対変化とする。 

５ 前項の「参照銘柄のボラティリティの相対変化」とは、バ

ケット内の全ての参照銘柄に係る全てのボラティリティを現

在価値に対して同時に一パーセント相対変化させた場合にお

けるＣＶＡ又はＣＶＡヘッジ手段の価値の変動を〇・〇一で

除して得た値をいう。 

６ 第四項に規定するリスク・ファクターのリスク・ウェイト

RWkは、前条第一項の表のバケット番号１から８まで及び12

にあっては七十八パーセントとし、バケット番号９から11ま

で及び13にあっては百パーセントとする。 

 

 

第七目 コモディティに係るバケット、リスク・

ファクター、感応度、リスク・ウェイト

及び相関 

 

 

（コモディティ・リスクのバケット）  

第二百五十三条の四の二十八 コモディティに係るデルタ・リ

スク及びベガ・リスクのバケットは、コモディティ・グルー

プの区分に応じ、次の表のとおりとする。 

 

 

 

バケッ

ト番号 

コモディティ・グ

ループ 

例 

１ エネルギーのうち 石炭、木炭、木質ペレット
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、固体可燃物 及び核燃料（ウラン等） 

２ エネルギーのうち

、液体可燃物 

原油（軽質スイート原油、

重質油、WTI、ブレント等）

、バイオ燃料（バイオエタ

ノール、バイオディーゼル

等）、石油化学製品（プロパ

ン、エタン、ガソリン、メ

タノール、ブタン等）及び

精製燃料（ジェット燃料、

ケロシン、軽油、重油、燃

料油、ナフサ、灯油、ディ

ーゼル等） 

３ エネルギーのうち

、電力及び炭素排

出権取引 

電力（スポット、先日付、

ピーク、オフピーク等）、炭

素排出権取引（認証排出削

減量、EU排出枠（限月）、温

室効果ガス地域イニシアチ

ブ（ RGGI）における二酸化

炭素排出枠、グリーン電力

証書等） 

４ 貨物輸送 ドライバルク船（ケープサ

イズ、パナマックス、ハン

ディサイズ、スーパーマッ

クス等）、リキッドバルク船

及び天然ガス輸送船（スエ

ズマックス、アフラマック
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ス、超大型タンカー等） 

５ 金属・非貴金属 ベースメタル（アルミニウ

ム、銅、鉛、ニッケル、す

ず、亜鉛等）、鋼素材（鋼片

、鋼線、スチールコイル、

鋼くず、鋼棒、鉄鉱石、タ

ングステン、バナジウム、

チタン、タンタル等）、希少

金属（コバルト、マンガン

、モリブデン等） 

６ ガス燃料 天然ガス及び液化天然ガス 

７ 貴金属 金、銀、プラチナ及びパラ

ジウム 

８ 穀物及び油糧種子 トウモロコシ、小麦、大豆

（大豆種子、大豆油、大豆

ミール等）、オート麦、ヤシ

油、キャノーラ油、大麦、

菜種（菜種種子、菜種油及

び菜種ミール等）、小豆、モ

ロコシ、ココナッツ油、オ

リーブ油、ピーナッツ油、

ヒマワリ油及び米 

９ 畜産及び乳製品 畜牛（生牛及び肥育素牛）、

豚、家きん、子羊、魚、エ

ビ、乳製品（牛乳、ホエー

、バター、チーズ等）及び
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卵 

10 

 

ソフト・コモディ

ティ及びその他の

農産物 

ココア、コーヒー（アラビ

カ、ロブスタ等）、茶、かん

きつ類ジュース（オレンジ

ジュースを含む。）、芋、砂

糖、綿、羊毛、木材・パル

プ及びゴム 

11 その他のコモディ

ティ 

工業鉱物（カリ、肥料、リ

ン鉱石等）、レアアース、テ

レフタル酸及び板ガラス 
 

２ コモディティのデルタ・リスクのバケット間及びベガ・リ

スクのバケット間の相関係数 𝛾  は、一方又は双方が前項の

表のバケット番号11である場合にあっては零パーセントとし

、それ以外の場合にあっては二十パーセントとする。 

 

 

（コモディティに係るデルタ及びベガ・リスク・ファクター

の感応度等） 

第二百五十三条の四の二十九 コモディティに係るデルタ・リ

スク・ファクターは、バケット内の全てのコモディティのス

ポット価格の相対変化とする。 

２ 前項の「コモディティのスポット価格の相対変化」とは、

バケット内の全てのコモディティのスポット価格を現在価値

に対して同時に一パーセント相対変化させた場合におけるＣ

ＶＡ又はＣＶＡヘッジ手段の価値の変動を〇・〇一で除して

得た値をいう。 

３ 第一項に規定するリスク・ファクターのリスク・ウェイト
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RWkは、バケット番号（前条第一項の規定により分類したバ

ケット番号をいう。）に応じ、次の表のとおりとする。 

【表 別葉五を挿入】    

４ コモディティに係るベガ・リスク・ファクターは、バケッ

ト内の全てのコモディティのボラティリティの相対変化とす

る。 

５ 前項の「コモディティのボラティリティの相対変化」とは

、バケット内の全てのコモディティに係る全てのボラティリ

ティを現在価値に対して同時に一パーセント相対変化させた

場合におけるＣＶＡ又はＣＶＡヘッジ手段の価値の変動を〇

・〇一で除して得た値をいう。 

６ 第四項に規定するリスク・ファクターのリスク・ウェイト

RWkは、百パーセントとする。  

  

 

第三款 承認の基準 

第一目 ＣＶＡの計測方法 

［款を加える。］ 

 

 

（取引相手ごとのＣＶＡの計測） 

第二百五十三条の四の三十 ＳＡ―ＣＶＡを採用した場合の商

工組合中央金庫は、第二百五十三条の四の八第一項第一号に

掲げるネット感応度を計測するために、次条から第二百五十

三条の四の三十五までに規定するところにより取引相手方ご

とにＣＶＡを計測するものとする。 
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（ＣＶＡの計測要素） 

第二百五十三条の四の三十一 ＣＶＡは、取引相手方のデフォ

ルトによって生ずる損失の額の期待値（正の値とする。）と

して計測するものとする。この場合において、ＳＡ―ＣＶＡ

を採用した場合の商工組合中央金庫のデフォルト・リスクは

、考慮しないものとする。 

２ ＣＶＡは、次に掲げる要素に基づき計測するものとする。 

一 マーケット・インプライドPD 

二 マーケット・コンセンサスELGD 

三 将来エクスポージャー 

 

 

  

（マーケット・インプライドPD） 

第二百五十三条の四の三十二 前条第二項第一号に掲げる「マ

ーケット・インプライドPD」とは、市場で観測されるクレジ

ット・スプレッドその他の信用リスクに係る指標（次項にお

いて「クレジット指標」という。）から推計して得た期間構

造を有するデフォルト確率をいう。 

２ 前項の規定にかかわらず、クレジット指標の流動性が低い

取引相手方（以下この項において「流動性の低い取引相手方

」という。）に係る前項に規定するマーケット・インプライ

ドPDは、当該流動性の低い取引相手方のクレジット指標を代

替するクレジット指標から推計するものとする。この場合に

おいて、その推計は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、

当該各号に定める要件を満たすものとする。 

一 流動性の低い取引相手方と信用力を構成する要素に関し

て類似する企業（以下この号及び第三号において「類似企

業」という。）のクレジット指標が存在し、その流動性が
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高い場合 当該類似企業の流動性の高いクレジット指標を

用い、かつ、次に掲げる変数その他クレジット指標に影響

を及ぼす変数を考慮した分析手法を用いること。 

イ 信用力指標 

ロ セクター 

ハ 地域 

二 流動性の低い取引相手方を流動性の高いクレジット指標

を有する参照銘柄に割り当てる場合 マッピングの妥当性

を確保すること。 

三 流動性の低い取引相手方の類似企業の流動性の高いクレ

ジット指標が存在しない場合 信用リスクに関する包括的

な分析に基づくこと。ただし、ヒストリカルPD（過去に実

際に発生した信用力の変動を表すデータを用いて得たデフ

ォルト確率をいう。）のみを包括的な分析に用いてはなら

ず、デフォルト確率はクレジット指標に関連するものとす

る。 

 

（マーケット・コンセンサスELGD） 

第二百五十三条の四の三十三 第二百五十三条の四の三十一第

二項第二号に掲げる「マーケット・コンセンサスELGD」とは

、クレジット・スプレッドからリスク中立的なデフォルト確

率を算出するために用いたLGDと同一のものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、エクスポージャーが無担保のシ

ニア債よりも優先する場合にあっては、同項に規定するマー

ケット・コンセンサスELGDの値に必要な調整を加えたものを

用いることができる。ただし、取引相手方が差し入れた担保

によって、エクスポージャーの優先順位は変更されないもの
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とする。 

 

（将来エクスポージャー） 

第二百五十三条の四の三十四 第二百五十三条の四の三十一第

二項第三号に掲げる「将来エクスポージャー」とは、シミュ

レーションにより生成されるパスを用いて得られた将来のエ

クスポージャーを現在価値に割り引いたものをいう。  

２ 将来エクスポージャー（前項に規定する将来エクスポージ

ャーをいう。以下この款において同じ。）の計測は、次に掲

げる要件の全てを満たすものとする。 

一 関連するマーケット・リスク・ファクター（ＣＶＡリス

ク相当額の算出の対象となる取引の価格に影響を及ぼす金

利その他の原因の区分をいう。以下この項及び第二百五十

三条の五第四項第三号において同じ。）をシミュレーショ

ンすることにより生成されるパスに基づき取引相手方との

全てのデリバティブ取引を評価し、リスクフリー・レート

を用いて現時点までの割引計算を行うことによって構築す

ること。 

二 取引相手方との取引において重要な全てのマーケット・

リスク・ファクターは、満期が最も長い取引の期間にわた

り、適切な時点に設定された適切な数のパスを発生させる

ように確率過程を用いてシミュレーションされること。 

三 取引相手方の信用力との間に高い相関関係がある取引に

ついては、当該相関関係を考慮すること。 

四 リスク・ファクターのドリフト（確率変数の単位時間当

たりの平均的な方向性をいう。以下この号において同じ。

）は、リスク中立測度で求めること。ただし、ヒストリカ
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ル・データに基づくドリフトの水準調整は認められないも

のとする。 

五 マーケット・リスク・ファクターのボラティリティ及び

相関係数は、十分な市場データが存在する場合には、当該

市場データを用いて水準を調整すること。ただし、十分な

市場データが存在しない場合には、ヒストリカル・データ

に基づき水準の調整をすることが認められるものとする。 

六 モデル化されたリスク・ファクターの分布は、将来エク

スポージャーの分布が正規分布でない可能性（ファット・

テールである可能性を含む。）を考慮すること。 

３ 将来エクスポージャーは、会計ＣＶＡを計測するために商

工組合中央金庫が用いるモデルに基づき計測するものとする

。この場合において、会計ＣＶＡがこの目に規定するＣＶＡ

の計測方法を満たさないときは、必要な調整を行うものとす

る。 

４ 将来エクスポージャーを計測する際に用いる次に掲げる要

素は、会計ＣＶＡを計測する際に用いるものと同一とする。 

一 リスクのマージン期間を除くモデルの水準調整プロセス 

二 ＣＶＡの算出に用いる市場データ及び実際の取引データ 

５ ネッティングの認識は会計ＣＶＡの計測における取扱いと

同様とし、かつ、ネッティングの不確実性はＣＶＡの計測に

おいて考慮するものとする。 

  

（マージン・アグリーメント） 

第二百五十三条の四の三十五 マージン・アグリーメントを締

結した取引相手方との取引においては、次に掲げる要件の全

てを満たす場合に限り、受け入れた担保の効果を認識するこ
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とができる。 

一 第五十九条の三第十二号に掲げる基準を満たしているこ

と。  

二 担保付取引で使用される全ての文書が、取引に関係する

全ての当事者を拘束し、全ての関連する法域において強制

執行を行うことを可能にさせるものであること。 

三 前号に掲げる要件が、十分な法的調査及び法的論拠に基

づいて導かれており、強制執行可能性が継続的に維持され

ていることを適時に確認していること。 

２ マージン・アグリーメントを締結した取引相手方に係る将

来エクスポージャーの算出においては、次に掲げる要件の全

てを満たすものとする。 

一 将来エクスポージャーにリスク削減手法として認識され

る担保効果をパスに沿って勘案すること。 

二 マージン・アグリーメントの性質、担保徴求の頻度、担

保種別、閾値、独立担保額、当初証拠金及び最低引渡担保

額その他関連する全ての契約上の特徴をエクスポージャー

計測モデルにおいて適切に勘案すること。 

三 エクスポージャーの計測をする時点の直前の一定期間内

に取引相手方との間で担保の授受をしないことを前提とす

ること。この場合において、当該一定期間の日数は、次の

イ又はロに掲げるリスクのマージン期間の区分に応じ、当

該イ又はロに定める最低期間を下回らないものとする。 

イ レポ形式の取引及び間接清算参加者に対するトレード

・エクスポージャーに係るリスクのマージン期間 四＋

Ｎ営業日（Ｎは、担保契約で定められている担保授受の

間隔に基づくものをいい、日次又は日中の担保交換が定
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められている場合にあっては一とする。ロにおいて同じ

。） 

ロ イに掲げるリスクのマージン期間以外のリスクのマー

ジン期間 九＋Ｎ営業日 

 

第二目 体制整備 

 

  

（ＣＶＡリスク相当額の計算体制） 

第二百五十三条の四の三十六 ＳＡ―ＣＶＡを採用した場合の

商工組合中央金庫は、前款の規定によりＣＶＡリスク相当額

を月ごとに算出する体制を整備するものとする。 

 

 

  

（ＣＶＡリスク相当額の報告体制） 

第二百五十三条の四の三十七 ＳＡ―ＣＶＡを採用した場合の

商工組合中央金庫は、ＣＶＡリスク相当額を経済産業大臣、

財務大臣及び金融庁長官に月ごとに報告する体制を整備する

ものとする。 

 

 

  

（ＣＶＡの管理体制） 

第二百五十三条の五 ＳＡ―ＣＶＡを採用した場合の商工組合

中央金庫は、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。 

一 内部統制に関する要件 

二 エクスポージャー計測モデルの運用に関する要件 

三 エクスポージャー計測モデルの検証に関する要件 

四 内部監査に関する要件 
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２ 前項第一号に掲げる「内部統制に関する要件」とは、次に

掲げる要件をいう。 

一 ＣＶＡに関するリスク管理（商工組合中央金庫が有する

ＣＶＡリスクについて、識別、計測、管理、承認及び内部

報告の枠組みに基づき管理することをいう。）の体制が整

備されており、かつ、適切に運用されていること。 

二 エクスポージャー計測モデルによりＣＶＡ及び感応度が

計測され、承認に先立って一年以上にわたって適切に運用

されていること。 

三 次に掲げる要件の全てを満たすＣＶＡデスクが設置され

ていること。 

イ エクスポージャー計測モデルの利用に関する責任を負

い、ＣＶＡに関するリスク管理方針の策定及びＣＶＡに

関するリスク管理業務の運営において、主導的な役割を

果たしていること。 

ロ 内部ヘッジ取引又は外部ヘッジ取引を執行するトレー

ダー（ハにおいて「ＣＶＡトレーダー」という。）を配

置すること。 

ハ ＣＶＡデスク及びＣＶＡトレーダーの役割及び権限が

明確に規定され、当該役割及び権限に基づき適切に運営

されていること。 

ニ 一週間に一回以上の頻度でＣＶＡに関するリスク管理

の状況を示す書類が作成され、ＣＶＡに関するリスク管

理の状況その他必要な情報が取締役等に定期的に報告さ

れていること。 

ホ ＣＶＡの残高、その変動による損益その他のＣＶＡを

管理するための指標が定義され、ＣＶＡデスクの運営に
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組み込まれていること。 

四 取締役等が、ＣＶＡに関するリスク管理に積極的に関与

しており、かつ、ＣＶＡに関するリスク管理の適切な遂行

に必要な経営資源を投入していること。 

五 会計ＣＶＡのエクスポージャーを計測するためのシステ

ムを適切に運用するために、文書化された内部方針、内部

統制及び手続を遵守する体制が整備されていること。 

六 エクスポージャー計測モデルを検証する部署（第五項に

おいて「ＣＶＡエクスポージャー計測モデル検証部署」と

いう。）であって次に掲げる要件の全てを満たすものが設

置されていること。 

イ エクスポージャー計測モデルの開発時の検証及び運用

後の定期的な検証を実施する責任を負うこと。 

ロ 信用リスク・アセットの額を算出する対象となる取引

に関わる部署、マーケット・リスク相当額を算出する対

象となる取引に関わる部署及びＣＶＡデスクから独立し

て設置されていること。 

ハ 十分な能力を有する人員が配置されていること。 

ニ 取締役等に対してエクスポージャー計測モデルの管理

状況を直接報告するものであること。 

３ 第一項第二号に掲げる「エクスポージャー計測モデルの運

用に関する要件」とは、次に掲げる要件をいう。 

一 取引固有の情報を正確に捕捉し、取引をネッティング・

セットに適切に割り当てることにより、ネッティング・セ

ット単位でエクスポージャーを適切に計測するものである

こと。 

二 エクスポージャー計測モデルが次に掲げる要件に従って
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適切に管理されていること。 

イ 取引条件がエクスポージャー計測モデルに適時に反映

されており、かつ、網羅的及び保守的なものであること

。 

ロ 取引条件がエクスポージャー計測モデルに正確かつ保

守的に反映されていることを継続的に確認するために、

エクスポージャー計測モデルと取引条件を蓄積するシス

テムとの間に照合プロセスが整備されていること。 

三 ＣＶＡリスク相当額を算出するために用いる市場データ

が次に掲げる要件に従って管理されていること。 

イ 市場データは、フロント・オフィス部門から独立して

取得すること。 

ロ 財務会計において使用するデータと整合的なものであ

ること。 

ハ エクスポージャー計測に必要な全ての市場データが適

時に取得されており、かつ、当該市場データが必要な期

間にわたり保存されていること。 

ニ 不正確又は異常な市場データを適切に把握できる体制

が整備されていること。 

ホ エクスポージャー計測モデルが必要とする市場データ

を取得できない場合であって代替的な市場データ（以下

ホにおいて「代理変数」という。）を使用するときは、

あらかじめ文書で適切な代理変数を特定し、かつ、当該

代理変数が市況の悪化を保守的に反映していることを示

すこと。 
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４ 第一項第三号に掲げる「エクスポージャー計測モデルの検

証に関する要件」とは、次に掲げる要件をいう。 

一 エクスポージャー計測モデルの開発時の検証及び運用後

の継続的な検証のプロセスを明確に記載した規程が、次に

掲げる要件に従って作成されていること。 

イ モデルの運用方法、前提及び利用制限について第三者

が理解可能なものとなっており、かつ、検証の再現の可

能性が確保されていること。 

ロ 定期的な検証の最低限の頻度及び追加的な検証の実施

の条件（市場の急激な変化を含む。）が定められている

こと。 

ハ データ・フロー（データの入力、処理及びモデル間の

データの受渡しの状況をいう。第二百五十五条の八第二

項第五号において同じ。）及びポートフォリオに関する

検証方法並びに商工組合中央金庫の代表的なＣＶＡポー

トフォリオの構築方法が定められていること。 

二 次に掲げる事項を定めた指針が策定されていること。 

イ エクスポージャー計測モデル及び当該エクスポージャ

ー計測モデルへのインプット（将来エクスポージャーを

計測する際に用いる仮定及び市場データをいう。）を評

価する要件 

ロ エクスポージャー計測モデルについて、その正確性の

評価及び継続的な改善に係るプロセス 

三 エクスポージャー計測モデルの開発時及び運用後の継続

的な検証において、マーケット・リスク・ファクターをシ

ミュレーションすることにより生成されるパスに基づきエ

クスポージャーを算出する価格評価モデルを、幅広い市況
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に対応した独立した適切なベンチマークに照らして検証す

ること。この場合において、オプションの価格評価モデル

においては、マーケット・リスク・ファクターに関して、

オプション価値の非線形性を考慮すること。 

四 取引が適切なネッティング・セットに割り当てられるこ

とを確認すること。 

５ 第一項第四号に掲げる「内部監査に関する要件」とは、Ｃ

ＶＡに係るリスク管理の全体のプロセス（ＣＶＡデスク及び

ＣＶＡエクスポージャー計測モデル検証部署の運用を含む。

）に対し、少なくとも一年に一回以上の頻度で内部監査を行

う部門による独立した監査が実施されることをいう。 

 

 

（中央清算機関に対するトレード・エクスポージャー及び直

接清算参加者向けトレード・エクスポージャーの信用リスク

・アセット） 

第二百五十三条の七 ［略］ 

［２・３ 略］ 

４ 第一項の規定により第四章の規定を準用する場合において

、期待エクスポージャー方式を用いるときは、第五十九条第

十一項第一号中「イからニまで」とあるのは「イ、ロ又はニ

」と、同号イ中「ロ又はハ」とあるのは「ロ」と、同号ニ中

「イからハまで」とあるのは「イ又はロ」と読み替えるもの

とする。ただし、当該適格中央清算機関が支払不能となった

場合において、当該適格中央清算機関から変動証拠金として

受け入れることが予定されている担保に対する損失の発生を

防ぐための方策が講じられていないときは、リスクのマージ

ン期間は、ネッティング・セットに含まれる取引の残存期間

（中央清算機関に対するトレード・エクスポージャー及び直

接清算参加者向けトレード・エクスポージャーの信用リスク

・アセット） 

第二百五十三条の七 ［同左］ 

［２・３ 同左］ 

４ 第一項の規定により第四章の規定を準用する場合において

、期待エクスポージャー方式を用いるときは、第五十九条第

七項第一号中「イからニまで」とあるのは「イ、ロ又はニ」

と、同号イ中「ロ又はハ」とあるのは「ロ」と、同号ニ中「

イからハまで」とあるのは「イ又はロ」と読み替えるものと

する。ただし、当該適格中央清算機関が支払不能となった場

合において、当該適格中央清算機関から変動証拠金として受

け入れることが予定されている担保に対する損失の発生を防

ぐための方策が講じられていないときは、リスクのマージン

期間は、ネッティング・セットに含まれる取引の残存期間の
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のうちの最も長い営業日数（十営業日を下回る場合には、十

営業日とする。）と一年間の営業日数のうちいずれか短い営

業日数とする。 

５ 第一項の規定により第四章の規定を準用する場合において

、第八十一条第二項第一号ホ中「流動性の低い担保又は再構

築の困難な派生商品取引を含むネッティング・セット及び算

出基準日を含む四半期の一期前の四半期内のいずれかの時点

で取引件数が五千件を超えたネッティング・セット」とある

のは、「流動性の低い担保又は再構築の困難な派生商品取引

を含むネッティング・セット」と読み替えるものとする。こ

の場合において、当該適格中央清算機関が支払不能となった

際に当該適格中央清算機関から変動証拠金として受け入れる

ことが予定されている担保に対する損失の発生を防ぐための

方策が講じられていないときは、最低保有期間は、ネッティ

ング・セットに含まれる取引の残存期間のうちの最も長い営

業日数（十営業日を下回る場合には、十営業日とする。）と

一年間の営業日数のうちいずれか短い営業日数とする。 

６ ［略］ 

 

うちの最も長い営業日数（十営業日を下回る場合には、十営

業日とする。）と一年間の営業日数のうちいずれか短い営業

日数とする。 

５ 第一項の規定により第四章の規定を準用する場合において

、第八十一条第二項第一号ニ中「流動性の低い担保又は再構

築の困難な派生商品取引を含むネッティング・セット及び算

出基準日を含む四半期の一期前の四半期内のいずれかの時点

で取引件数が五千件を超えたネッティング・セット」とある

のは「流動性の低い担保又は再構築の困難な派生商品取引を

含むネッティング・セット」と読み替えるものとする。この

場合において、当該適格中央清算機関が支払不能となった際

に当該適格中央清算機関から変動証拠金として受け入れるこ

とが予定されている担保に対する損失の発生を防ぐための方

策が講じられていないときは、最低保有期間は、ネッティン

グ・セットに含まれる取引の残存期間のうちの最も長い営業

日数（十営業日を下回る場合には、十営業日とする。）と一

年間の営業日数のうちいずれか短い営業日数とする。 

６ ［同左］ 
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第一節 マーケット・リスク相当額の算出方式及び

計測対象 

 

第一節 算出方式の選択 

（マーケット・リスク相当額の算出） 

第二百五十四条 マーケット・リスク相当額の計測対象とな

るリスクは、次に掲げるものとする。 

一 トレーディング勘定の商品に係るデフォルト・リスク

、金利リスク、信用スプレッド・リスク、株式リスク、外

国為替リスク及びコモディティ・リスク 

二 バンキング勘定の商品に係る外国為替リスク及びコモ

ディティ・リスク 

三 前二号に掲げるリスクに類似するリスク 

２ 商工組合中央金庫は、保有している構造為替ポジション

が次に掲げる要件の全てを満たし、かつ、あらかじめ経済

産業大臣、財務大臣及び金融庁長官に届け出た場合に限り

、当該構造為替ポジションをマーケット・リスク相当額に

算入しないことができる。 

一 為替レートの変動によって生ずる自己資本比率の低下

を完全に又は部分的にヘッジする目的で保有しているこ

と。 

二 取引を行う前提で保有するものでないこと。 

三 為替レートの変動によって生ずる自己資本比率の低下

を相殺する範囲内で行うものであること。 

（マーケット・リスク相当額の算出） 

第二百五十四条 マーケット・リスク相当額の合計額とは、

一般市場リスク、個別リスク、追加的リスク及び包括的リ

スク（第二百八十五条の八の規定に基づき、コリレーショ

ン・トレーディングの個別リスクの額に代えて包括的リス

クの額を用いている場合に限る。）に係るマーケット・リ

スク相当額の合計額をいう。 

２ 商工組合中央金庫は、マーケット・リスク相当額の算出

に当たっては、次節に定める内部モデル方式又は第三節に

定める標準的方式を用いるものとする。ただし、内部モデ

ル方式を用いる場合には、第二百六十二条の規定に基づき

承認が取り消された場合を除き、これを継続して使用しな

ければならない。 

３ 商工組合中央金庫は、リスク・カテゴリーの別、拠点の

別又は個別リスク若しくは一般市場リスクの別に、次節に

定める内部モデル方式及び第三節に定める標準的方式の適

用対象を定め、算出結果の合計を商工組合中央金庫のマー

ケット・リスク相当額とすることができる。 
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四 六月以上の期間にわたってマーケット・リスク相当額

から除外する前提で行われるものであること。 

五 当該構造為替ポジションの構築及び変更に係る方針を

整備していること。 

六 当該構造為替ポジションのマーケット・リスク相当額

からの除外は一貫した手法で行うものであること。 

七 当該構造為替ポジションの概要及び金額を記した文書

を作成し、当該文書について経済産業大臣、財務大臣及

び金融庁長官の求めに応じて提出できるよう整備してい

ること。 

３ 前項の規定による届出には、次に掲げる事項を記載した

書類を添付するものとする。 

一 前項各号に掲げる要件を満たす旨の説明 

二 その他参考とすべき事項 

  

（マーケット・リスク相当額の算出方式） 

第二百五十四条の二 マーケット・リスク相当額の合計額は、

内部モデル方式、標準的方式及び簡易的方式を用いて算出

するマーケット・リスク相当額の合計額をいう。 

２ 内部モデル方式採用金庫は、内部モデル方式を用いるト

レーディング・デスクにおいて、次に掲げるマーケット・

リスク相当額を算出し、その額を経済産業大臣、財務大臣

及び金融庁長官に一月に一回報告するものとする。 

 

［条を加える。］ 
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一 内部モデル方式を用いるトレーディング・デスクの保

有する商品について、標準的方式を用いて算出したトレ

ーディング・デスクごとのマーケット・リスク相当額 

二 内部モデル方式を用いるトレーディング・デスクの保

有する商品について、トレーディング・デスク間の相殺

を考慮せずに内部モデル方式を用いて算出したトレーデ

ィング・デスクごとのマーケット・リスク相当額 

３ 商工組合中央金庫は、内部モデル方式を用いないトレー

ディング・デスクにおいて、標準的方式を用いてマーケッ

ト・リスク相当額を算出するものとする。 

４ 前項の規定にかかわらず、商工組合中央金庫が内部モデ

ル方式を用いない場合は、次の各号に掲げる場合の区分に

応じ、当該各号に定める要件を満たす場合には、簡易的方

式を用いてマーケット・リスク相当額を算出することがで

きる。 

一 特定取引勘定を設けている場合 次に掲げる要件の全

て 

イ 直近の期末から算出基準日までの間における特定取

引勘定の資産及び負債の合計額のうち最も大きい額が

千億円未満であること。 

ロ 直近の期末から算出基準日までの間における外国為

替リスク・カテゴリーの全体のネット・ポジションの

額のうち最も大きい額が千億円未満であること。 
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ハ 算出基準日が期末である場合には、当該算出基準日

における特定取引勘定の資産及び負債の合計額が千億

円未満であること。 

ニ 算出基準日が期末である場合には、当該算出基準日

における外国為替リスク・カテゴリーの全体のネット

・ポジションの額が千億円未満であること。 

二 特定取引勘定を設けていない場合 次に掲げる要件の

全て 

イ 直近の期末から算出基準日までの間における商品有

価証券勘定及び売付商品債券勘定の合計額のうち最も

大きい額が千億円未満であること。 

ロ 直近の期末から算出基準日までの間における外国為

替リスク・カテゴリーの全体のネット・ポジションの

額のうち最も大きい額が千億円未満であること。 

ハ 算出基準日が期末である場合には、当該算出基準日

における商品有価証券勘定及び売付商品債券勘定の合

計額が千億円未満であること。 

ニ 算出基準日が期末である場合には、当該算出基準日

における外国為替リスク・カテゴリーの全体のネット

・ポジションの額が千億円未満であること。 

５ 商工組合中央金庫が前項各号に定める要件を満たさない

場合であって、その連結子法人等のマーケット・リスク相

当額が商工組合中央金庫のマーケット・リスク相当額の一
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パーセント未満である場合には、あらかじめ経済産業大臣

、財務大臣及び金融庁長官に届け出たときに限り、当該連

結子法人等のマーケット・リスク相当額の算出に簡易的方

式を用いることができる。 

６ 内部モデル方式採用金庫は、次に掲げる商品については

、標準的方式を用いてマーケット・リスク相当額を算出す

るものとする。 

一 証券化エクスポージャー 

二 第十一条の三第三項第二号ロ及び第二十二条の三第三

項第二号ロに掲げる要件に該当し、かつ、マーケット・

リスク相当額の算出対象となるファンドへの出資であっ

て、ルックスルーができないもの 

７ 商工組合中央金庫は、第三項の規定により算出したマー

ケット・リスク相当額を経済産業大臣、財務大臣及び金融

庁長官に一月に一回報告するものとする。 

 

  

（トレーディング・デスクの要件） 

第二百五十四条の三 内部モデル方式採用金庫又は標準的方

式採用金庫は、トレーディング・デスクを設置するものと

する。 

２ 各トレーディング・デスクは、次の各号に掲げる算出方

式の区分に応じ、当該各号に定める要件を満たすものとす

る。 

 

［条を加える。］ 
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一 内部モデル方式 次項各号に掲げる要件の全て（バン

キング勘定の商品に係る外国為替リスク及びコモディテ

ィ・リスクを扱うトレーディング・デスク又は内部取引

担当デスクである場合にあっては、同項第十号に掲げる

要件） 

二 標準的方式 次項各号（第十号ロを除く。）に掲げる

要件の全て（バンキング勘定の商品に係る外国為替リス

ク及びコモディティ・リスクを扱うトレーディング・デ

スク又は内部取引担当デスクである場合にあっては、同

項第十号（ロを除く。）に掲げる要件） 

３ トレーディング・デスクの要件は、次に掲げるものとす

る。 

一 各トレーディング・アカウントは、一つのトレーディ

ング・デスクに対してのみ割り当てるものとし、トレー

ディング業務における収益を管理するための区分となっ

ていること。 

二 トレーダー又はトレーディング・アカウントのグルー

プを直接管理するヘッド・トレーダーを一名のみ置くも

のであること。ただし、ヘッド・トレーダーの役割、責

任及び権限が明確に区分されている場合又は一方が他方

に対して最終的な監督権限を有する場合には、二名のヘ

ッド・トレーダーを置くことができる。 

三 トレーダー又はトレーディング・アカウントの役割及
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び権限が明確に定められていること。 

四 トレーディング・デスクの目的と整合的なリスク許容

範囲を設定しており、かつ、当該リスク許容範囲に当該

トレーディング・デスクが許容するリスク・クラス及び

それに関連するリスク・ファクターが含まれていること

。 

五 取締役会等への明確な報告態勢が整備されていること

。 

六 トレーダーの報酬がトレーディング・デスクの業績と

連動する報酬体系である場合には、トレーディング・デ

スクの目的と整合的な報酬体系が整備されていること。 

七 トレーダーは、一つのトレーディング・デスクにのみ

配置させるものであること。ただし、健全な管理及び業

務運営並びに資源配分の観点から適当であることを経済

産業大臣、財務大臣及び金融庁長官に対して説明するこ

とができる場合には、トレーダーは複数のトレーディン

グ・デスクに配置することができる。この場合において

、トレーダーの複数のトレーディング・デスクへの配置

は、バック・テスティング（バリュー・アット・リスクに

対して日次の仮想損益及び実損益を比較するプロセスを

いう。第十号ロ及び次節において同じ。）又は損益要因

分析テストの結果を操作することを目的としてはならな

い。 
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八 事業戦略（次に掲げる事項を含む。）に係る文書が作成

されていること。 

イ 事業戦略の背景となる経済的側面 

ロ 取引可能な商品の種類及び頻繁に取引される商品の

種類 

ハ ヘッジについての方法、乖離の特定方法及びポジシ

ョンの予想保有期間 

ニ トレーディング・デスクの管理者（ヘッド・トレー

ダーを含む。）が承認した年次計画（予算及び人員計

画を含む。） 

ホ 定期的な経営情報（トレーディング・デスクの収益

、費用及びマーケット・リスク相当額を含む。） 

九 次に掲げる要件の全てを満たすトレーディング・デス

クに係るリスク管理態勢を整備していること。 

イ トレーディング・デスクの業務を独立して監視する

部署及び執行役員（マーケット・リスクの管理につい

て業務執行権限を授権されたものをいう。）を設置し

ていること。 

ロ トレーディング・デスクの事業戦略に基づいたトレ

ーディング・リミット（次に掲げる事項を含む。）が

明確に定められており、かつ、当該トレーディング・

リミットが取締役会等により一年に一回以上見直され

ていること。 
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⑴ トレーディング・デスクごとに設定された残高限

度額（想定元本による残高限度額を含む。） 

⑵ トレーディング勘定全体の残高限度額 

⑶ トレーディング・デスクの運営方針 

十 一週間に一回以上の頻度でトレーディング・デスクに

係るリスク管理報告書（次に掲げるものを含む。）が作

成されていること。 

イ 損益報告（プロダクト・コントローラー（公正価値

算定結果に対する独立検証及び評価調整の役割を担う

者をいう。）により定期的に又は必要に応じて行われる

検証の結果を含む。） 

ロ バリュー・アット・リスク及び期待ショート・フォ

ールに関する報告（バリュー・アット・リスクを算出

した結果、期待ショート・フォールを算出した結果、

リスク・ファクターに対する感応度、バック・テステ

ィング及びＰ値（仮想損益又は実損益が九十九パーセ

ントの信頼水準のバリュー・アット・リスクの棄却域

に含まれる確率をいう。第二百五十八条の八第一項に

おいて同じ。）を含む内部管理及び規制上のリスク計

測に関する報告を含む。） 

十一 次に掲げる報告書が作成され、かつ、経済産業大臣

、財務大臣及び金融庁長官の求めに応じて提出できるよ

うに整備されていること。 
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イ 商品の保有期間報告書 

ロ トレーディング・リミットの超過の事実及びそれに

対する措置に関する日次報告書 

ハ 商工組合中央金庫が高頻度かつ多額な日中取引を行

う場合については、日中トレーディング・リミットの

利用状況及び超過の事実に関する日次報告書 

ニ 市場流動性の評価に係る報告書 

  

（内部モデル方式に関するトレーディング・デスクに係る

承認の申請） 

第二百五十四条の四 第二百五十五条の承認を受けようとす

る商工組合中央金庫は、経済産業大臣、財務大臣及び金融

庁長官の承認を受けた場合に、トレーディング・デスクを

設置することができる。 

２ 前項の承認を受けようとする商工組合中央金庫は、次に

掲げる事項を記載した承認申請書を経済産業大臣、財務大

臣及び金融庁長官に提出するものとする。 

一 商号 

二 トレーディング・デスクを管理する責任者の氏名及び

役職名 

３ 前項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付するもの

とする。 

一 前項第二号に規定する責任者の履歴書 

 

 

［条を加える。］ 

- 387 -



 

 
 

11
 

二 各トレーディング・デスクが前条第三項各号に掲げる

要件を満たしていることを示す書類 

三 その他参考となるべき事項を記載した書類 

  

（承認の基準） 

第二百五十四条の五 経済産業大臣、財務大臣及び金融庁長

官は、前条第一項の承認をしようとするときは、第二百五

十四条の三第三項各号に掲げる要件を満たしているかどう

かを審査するものとする。 

 

［条を加える。］ 

  

（内部モデル方式に関するトレーディング・デスクに係る

変更の届出） 

第二百五十四条の六 第二百五十四条の四第一項の承認を受

けた商工組合中央金庫は、次の各号のいずれかに該当する

こととなった場合には、遅滞なく、その旨及びその内容を

記載した変更届出書を経済産業大臣、財務大臣及び金融庁

長官に提出するものとする。 

一 承認申請書の記載事項に変更があった場合 

二 承認申請書の添付書類の記載事項に重要な変更があっ

た場合 

三 そのトレーディング・デスクが第二百五十四条の三第

三項各号に掲げる要件を満たさない事由が生じた場合 

２ 第二百五十四条の四第一項の承認を受けた商工組合中央

 

 

［条を加える。］ 
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金庫は、前項第三号に規定する事由が生じた場合には、当

該事由に関する改善計画を記載した書面又は当該事由が商

工組合中央金庫のリスクの観点から重要でない旨の説明を

記載した書面を速やかに提出するものとする。 

  

（承認の取消し） 

第二百五十四条の七 経済産業大臣、財務大臣及び金融庁長

官は、内部モデル方式採用金庫が第二百五十四条の三第三

項各号に掲げる要件を満たしていない場合には、第二百五

十四条の四第一項の承認を取り消すことができる。 

 

［条を加える。］ 

  

（標準的方式採用金庫によるトレーディング・デスクの届

出） 

第二百五十四条の八 標準的方式採用金庫は、標準的方式を

用いるトレーディング・デスクを設置しようとするときは、

あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を経済産業

大臣、財務大臣及び金融庁長官に提出するものとする。 

一 商号 

二 トレーディング・デスクを管理する責任者の氏名及び

役職名 

２ 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付するものとす

る。 

一 前項第二号に規定する責任者の履歴書 

 

 

［条を加える。］ 
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二 各トレーディング・デスクが第二百五十四条の三第三

項各号（第十号ロを除く。）に掲げる要件を満たしている

ことを示す書類 

三 その他参考となるべき事項を記載した書類 

  

（標準的方式採用金庫によるトレーディング・デスクに係

る変更の届出） 

第二百五十四条の九 前条の届出書を提出した標準的方式採

用金庫は、次の各号のいずれかに該当することとなった場

合には、遅滞なく、その旨及びその内容を記載した変更届

出書を経済産業大臣、財務大臣及び金融庁長官に提出する

ものとする。 

一 届出書の記載事項に変更があった場合 

二 届出書の添付書類の記載事項に重要な変更があった場

合 

三 そのトレーディング・デスクが第二百五十四条の三第

三項各号（第十号ロを除く。）に掲げる要件を満たさな

い事由が生じた場合 

２ 標準的方式採用金庫は、前項第三号に規定する事由が生

じた場合には、当該事由に関する改善計画を記載した書面

又は当該事由が商工組合中央金庫のリスクの観点から重要

でない旨の説明を記載した書面を速やかに提出するものと

する。 
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第二節 内部モデル方式 第二節 内部モデル方式 

第一款 一般的規定 

 

 

（内部モデル方式に係る承認の申請） 

第二百五十五条の二 商工組合中央金庫が、内部モデル方式

の使用について前条の承認を受けようとする場合には、次

に掲げる事項を記載した承認申請書を経済産業大臣、財務

大臣及び金融庁長官に提出するものとする。 

一 商号 

二 自己資本比率を把握し管理する責任者の氏名及び役職

名 

２ 前項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付するもの

とする。 

一 理由書 

二 前項第二号に規定する責任者の履歴書 

三 次条に規定する内部モデル方式の承認の基準に適合し

ていることを示す書類 

四 次に掲げる場合に該当するときは、それぞれ参考とな

るべき事項を記載した書類 

イ 第二百五十七条の四第一項第一号に掲げる方法を使

用する場合 

ロ 第二百五十七条の五第二項第一号ロに定める手法を
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使用する場合 

ハ 第二百五十八条の五第四項に規定する実損益からマ

ーケット・リスクに関する時価調整を控除する場合 

ニ 第二百五十八条の五第五項に規定する仮想損益から

マーケット・リスクに関する時価調整を控除する場合 

ホ 第二百五十八条の六第一項に規定するリスク理論損

益の入力データの調整をする場合 

ヘ 第二百五十九条の二第三項に規定する流動性ホライ

ズン 𝑛の水準を調整する場合 

ト 第二百五十九条の三第一項に規定する低減したリス

ク・ファクターを使用する場合 

チ 第二百六十条第三項第十八号に規定する簡素化した

モデルを使用する場合 

リ 第二百六十条第三項第十九号イに規定する市場価格

に基づくPDを使用する場合 

五 その他承認に係る審査において参考となるべき事項を

記載した書類 

  

（内部モデル方式に係る承認の基準） 

第二百五十五条の三 経済産業大臣、財務大臣及び金融庁長

官は、内部モデル方式の使用について第二百五十五条の承

認をしようとするときは、第二百五十五条の六から第二百

五十六条まで並びに次款及び第三款に規定する要件に適合
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しているかどうかを審査するものとする。 

  

（内部モデル方式に係る変更に係る届出） 

第二百五十五条の四 内部モデル方式採用金庫は、次の各号

のいずれかに該当することとなった場合には、遅滞なく、

その旨及びその内容を記載した変更届出書を経済産業大

臣、財務大臣及び金融庁長官に提出するものとする。 

一 承認申請書の記載事項に変更があった場合 

二 承認申請書の添付書類の記載事項に重要な変更があっ

た場合 

三 前条に規定する要件を満たさない事由が生じた場合 

２ 前項第三号に規定する事由が生じた場合には、内部モデ

ル方式採用金庫は、当該事由に関する改善計画を記載した

書面又は当該事由が商工組合中央金庫のリスクの観点から

重要でない旨の説明を記載した書面を速やかに提出するも

のとする。 

 

［条を加える。］ 

  

（内部モデル方式に係る承認の取消し） 

第二百五十五条の五 経済産業大臣、財務大臣及び金融庁長

官は、前条第一項第三号に掲げる場合であって、内部モデ

ル方式を用いてマーケット・リスク相当額を算出すること

が不適当と判断したときは、第二百五十五条の承認を取り

消すことができる。 
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（内部モデル方式の一般的要件） 

第二百五十五条の六 内部モデル方式採用金庫は、次に掲げ

る要件の全てを満たすものとする。 

一 マーケット・リスクの管理システムにおいて、商工組

合中央金庫が保有する重要なリスクが網羅的に把握され

、かつ、可能な限り考慮されていること。 

二 フロント・オフィス部門のみならず、リスク管理部門

及び内部監査を行う部門並びに必要に応じてバック・オ

フィス部門において、高度なモデルの使用に習熟した人

員が十分に確保されていること。 

三 内部モデル方式によるマーケット・リスク相当額の計

測の正確性を示す記録が保存されていること。 

四 ストレス・テスト（第二百五十六条に規定するストレ

ス・テストをいう。次号において同じ。）が定期的に実

施され、かつ、当該ストレス・テストの結果が次に掲げ

るものに利用されていること。 

イ 取締役会等による一月に一回以上の頻度で行われる

議論 

ロ 自己資本の充実度の評価 

ハ 取締役等によるリスク管理に関する方針の策定及び

残高限度額をはじめとするリミットの設定 

五 ストレス・テストの実施により、特定の事象に対する
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脆弱性が明らかとなった場合には、当該脆弱性に適切に

対処する方策を速やかに講ずる態勢が整備されているこ

と。 

六 内部モデル方式を使用することが承認されたトレーデ

ィング・デスクが第二百五十八条の三に規定する各トレ

ーディング・デスクに対するバック・テスティング及び

第二百五十八条の四に規定する損益要因分析テストに合

格していること。 

七 内部モデル方式の承認に先立って第二百五十八条の二

に規定する全社的なバック・テスティングの結果を十二

月分提出すること。 

八 内部モデル方式の承認に先立って一定期間にわたるモ

ニタリング及び実際の取引データを利用したテストが実

施されていること。 

九 内部モデル方式を採用するポートフォリオの範囲は、

直近の各トレーディング・デスクのリスク・ファクター

のモデル化可能性テスト、バック・テスティング及び損

益要因分析テストの結果に基づき、四半期ごとに更新す

ること。 

十 内部モデル方式を使用するトレーディング・デスクが

、次に掲げる要件の全てを満たしたものであること。 

イ 内部モデル方式を使用するトレーディング・デスク

の指定が次に掲げる要件の全てを満たすこと。 
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⑴ 内部モデル方式を使用するトレーディング・デス

ク及び使用しないトレーディング・デスクを指定し

、その指定の根拠を文書により明確化すること。 

⑵ 内部モデル方式を使用するトレーディング・デス

クのマーケット・リスク相当額の合計額が商工組合

中央金庫全体のマーケット・リスク相当額の十パー

セント以上となっていることを四半期ごとに評価す

ること。 

⑶ 標準的方式により算出されたマーケット・リスク

相当額が内部モデル方式により算出されたマーケッ

ト・リスク相当額よりも小さいことを理由に、トレ

ーディング・デスクに内部モデル方式を使用しない

ものとして指定しないこと。 

⑷ 内部モデル方式の使用について第二百五十五条の

承認を受けるときに、内部モデル方式の承認の申請

の対象にしないトレーディング・デスクは、直近で

内部モデル方式の使用が承認された日から一年間は

、内部モデル方式の承認の申請の対象としないこと

。 

ロ 内部モデル方式によるマーケット・リスク相当額の

算出に当たっては、次に掲げる手順によること。 

⑴ 各トレーディング・デスクの損益要因分析テスト

を継続的に満たすリスク・ファクターを特定するこ
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と。 

⑵ 各トレーディング・デスクが第二百五十八条の二

及び第二百五十八条の三に規定するバック・テステ

ィングの要件を継続的に満たすこと。 

⑶ バック・テスティング及び損益要因分析テストを

四半期ごとに実施し、トレーディング・デスクのバ

ック・テスティング及び損益要因分析テストにおけ

る分類を更新すること。 

⑷ リスク・ファクターのモデル化可能性テストを満

たすリスク・ファクターに対するマーケット・リス

ク相当額は、期待ショート・フォールを用いて算出

すること。 

⑸ リスク・ファクターのモデル化可能性テストを満

たさないリスク・ファクターに対するマーケット・

リスク相当額は、ストレス期待ショート・フォール

を用いて算出すること。 

十一 マーケット・リスク管理部署が設置されていること

。 

十二 マーケット・リスク管理部署は、次に掲げる項目を

含む報告書を日次で作成すること。 

イ 各トレーダーのポジションの状況 

ロ トレーディング・デスクのリスク管理モデルから得

られる結果及びその分析（エクスポージャーの計測値
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及びトレーディング・リミットとの関係に係る分析を

含む。） 

十三 マーケット・リスク管理部署は、取締役会等にマー

ケット・リスクの管理状況を報告すること。 

十四 取締役等は、マーケット・リスク管理部署から第十

二号に規定する報告書について日次で報告を受け、確認

すること。 

十五 モデル検証部署（内部モデル方式の設計・運用を行

う部署から独立し、かつ、十分な能力を有する者が属す

る部署又は機能をいう。次号及び第二十二号イにおいて

同じ。）は、内部モデル方式に用いる全てのモデルにつ

いて、承認時及びその後一年に一回以上の頻度で検証す

ること。 

十六 モデル検証部署は、前号に規定する検証の結果につ

いて、取締役会等に報告すること。 

十七 取締役会等は、マーケット・リスクの管理に積極的

に関与し、適切な経営資源を投入すること。 

十八 マーケット・リスク管理部署の管理者は、各トレー

ダーのポジションの削減を指示する権限を有すること。 

十九 内部モデル方式が内部モデル方式採用金庫の内部管

理で用いられるモデル（以下「内部管理モデル」という

。）と異なる場合には、次に掲げる要件の全てを満たす

こと。 
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イ 内部モデル方式及び内部管理モデルに用いられる時

価評価モデルが可能な限り同一のものであること。 

ロ トレーディング・デスクが有する価格変動リスクの

特定、計測、管理及び内部報告について、内部モデル

方式及び内部管理モデルが可能な限り同一のものであ

ること。 

ハ 内部管理モデルは、マーケット・リスク相当額の計

測対象となっている全てのポジションを計測対象にし

ていること。 

ニ トレーディング・デスクのリスク管理モデルにおけ

るリスク・ファクターの特定、パラメーターの推計及

び代理変数の設計が、原則として内部管理モデルで用

いる手法に基づき行われていること。 

ホ マーケット・リスク相当額の算出に用いるモデルと

内部管理モデルは、原則として同一のリスク・ファク

ターを対象とすること。 

二十 内部管理モデルの運用、方針、管理及び手続に係る

文書が作成され、かつ、それらを遵守する態勢が整備さ

れていること。 

二十一 内部モデル方式、標準的方式又は簡易的方式によ

るマーケット・リスク相当額の算出に用いる全てのモデ

ルについて、適切な理論及び計算に基づく数値を正確に

報告する態勢を整備すること。 
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二十二 内部モデル方式を含むマーケット・リスク計測に

関連するシステムが次に掲げる要件の全てを満たすこと

。 

イ 内部監査を行う部門及びモデル検証部署又は外部監

査を行う者のいずれかによって一年に一回以上の頻度

で検証が行われるものであること。 

ロ イの検証の対象には、トレーディング部署及びリス

ク管理部署の双方の業務を含むものであること。 

ハ イの検証は、マーケット・リスク計測に関連するシ

ステムに欠陥があった場合における当該欠陥が影響を

及ぼすトレーディング・デスクを特定できるものであ

ること。 

ニ イの検証は、次に掲げる事項を含むものであること

。 

⑴ マーケット・リスク管理部署の体制の適切性 

⑵ リスク管理モデルの理論及びモデル管理の手順に

係る文書の十分性 

⑶ リスク管理モデルの正確性及び適切性 

⑷ リスク管理モデルに用いる入力データの整合性、

適時性、信頼性及び独立性 

⑸ フロント・オフィス部門及びバック・オフィス部

門の担当者が用いている時価評価モデルの運用体制

（時価評価の承認過程を含む。）の適切性 
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⑹ トレーディング・デスクのリスク管理モデルが対

象とするマーケット・リスクの範囲の適切性 

⑺ 経営情報システムの完全性 

⑻ ポジションに関するデータの正確性及び網羅性 

⑼ ボラティリティ及び相関に関する仮定の正確性及

び適切性 

⑽ 時価評価及びリスク量に係る算定方法の正確性 

⑾ 定期的なバック・テスティング及び損益要因分析

テストを通じたトレーディング・デスクのリスク管

理モデルの正確性に係る検証の適切性 

⑿ マーケット・リスク相当額の算出に用いるモデル

と内部管理モデルとの整合性 

  

（内部モデル方式に係る検証基準） 

第二百五十五条の七 内部モデル方式採用金庫は、使用する

内部モデル方式の検証を実施するものとする。 

２ 前項の検証は、次に掲げる基準を満たすものとする。 

一 内部モデル方式の全ての仮定が適切であって、リスク

を過小評価していないことを証明する検証（モデルが仮

定する分布及び時価評価モデルの適切性の検証を含む。

）が行われていること。 

二 モデルの検証にはバック・テスティング及び損益要因

分析テストが含まれ、かつ、当該バック・テスティング
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においては仮想損益の算出方法を検証すること。 

三 モデルの検証には、仮想的なポートフォリオを用いた

検証（市場の構造的な変更又はポートフォリオ構成の大

きな変化（以下この号において「構造的特性」という。）

によって、モデルの正確性が失われる可能性を把握する

検証をいう。）が含まれ、かつ、当該仮想的なポートフ

ォリオを用いて、発生可能性のある構造的特性を内部モ

デル方式で説明可能であるかどうかが確認されているこ

と。 

四 代理変数を使用する場合は、次に掲げる事項が確保さ

れていること。 

イ 代理変数を用いるリスク・ファクターが保守的な結

果を算出することを確認すること。 

ロ 重要なベーシス・リスク（同一の主体に関するポジ

ションのうち、期間、優先劣後関係、信用事由その他

の差異の存在により、類似するが同一といえないポジ

ションの有するリスクをいう。以下この章において同

じ。）が十分に反映されていること。 

ハ 分散化されていないポートフォリオで生ずる可能性

がある集中リスクが反映されていること。 

  

（内部モデル方式に係る外部調査） 

第二百五十五条の八 内部モデル方式採用金庫は、使用する
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内部モデル方式について、外部監査による検証の実施を検

討するものとする。 

２ 前項の外部監査による検証は、次に掲げる要件の全てを

満たすものとする。 

一 商工組合中央金庫による内部モデル方式の検証が前条

第二項に規定する基準を満たしているかどうかを確認す

ること。 

二 マーケット・リスク相当額の算出及びオプション取引

その他の複雑な商品の時価評価に当たって使用される算

式の適切性がフロント・オフィス部門から独立した部署

によって検証されていることを確認すること。 

三 内部モデル方式が業務の観点及び地理的な観点から適

切なものであるかどうかを確認すること。 

四 内部モデル方式が潜在的な損失に関する信頼性の高い

数値を算出できることを確保する観点から内部モデル方

式に係るバック・テスティング及び損益要因分析テスト

の結果を確認すること。 

五 リスク計測システム（マーケット・リスク相当額を算

出するモデルを含む。）に関連するデータ・フローの透

明性及び利用可能性を確認すること。 

  

（内部モデル方式に係るストレス・テスト） 

第二百五十六条 内部モデル方式採用金庫に求められるスト

（承認申請書の提出） 

第二百五十六条 内部モデル方式の使用について前条の承認
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レス・テストは、次に掲げる要件の全てを満たすものとす

る。 

一 ストレス・テストの計測対象には、マーケット・リス

ク、信用リスク、オペレーショナル・リスクその他の商

工組合中央金庫全体の主要なリスク（発生確率が低い事

象を含む。）を含むものとなっていること。 

二 各トレーディング・デスク及び商工組合中央金庫全体

のストレスを含むものとなっており、かつ、内部モデル

方式採用金庫のリスク特性を反映したものとなっている

こと。 

三 ストレス・テストに用いるストレス・シナリオ（以下

この条において単に「ストレス・シナリオ」という。）が

、次に掲げる要素を含むものとなっていること。 

イ トレーディング・ポートフォリオに大きな損失が生

ずる可能性 

ロ ポートフォリオのリスク管理を困難にする状況 

四 ストレス・シナリオが、価格の線形及び非線形の特性

を捕捉できるものとなっていること。 

五 ストレス・シナリオが、市場混乱時において潜在的に

被り得るマーケット・リスク及び市場流動性リスクを適

切に勘案したものとなっていること。 

六 ストレス・シナリオは、次のイからニまでに掲げるシ

ナリオの区分に応じ、当該イからニまでに定めるものを

を受けようとする商工組合中央金庫は、次に掲げる事項を

記載した承認申請書を経済産業大臣、財務大臣及び金融庁

長官に提出しなければならない。 

一 商号 

二 自己資本比率を把握し管理する責任者の氏名及び役職

名 

２ 前項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなけれ

ばならない。 

一 理由書 

二 前項第二号に規定する責任者の履歴書 

三 リスク計測モデル（商工組合中央金庫がマーケット・

リスク相当額を計測するために内部で構築されている手

法をいう。以下同じ。）の構築及び利用その他の内部モ

デル方式の運用が承認の基準に適合していることを示す

書類 

四 その他参考となるべき事項を記載した書類 
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用いること。 

イ 当局設定シナリオ 必要に応じて経済産業大臣、財

務大臣及び金融庁長官が提示するシナリオ 

ロ ヒストリカル・シナリオ 過去のストレス期におけ

る商品の価格変動及び流動性の急激な低下を勘案した

シナリオ 

ハ ボラティリティ・相関シナリオ ボラティリティ及

び相関に極端な数値を適用したシナリオ 

ニ 仮想シナリオ 自己のポートフォリオの特性に基づ

き発生し得る最大損失を想定し、開発するシナリオ 

七 潜在的に被り得る重大な損失に対する自己資本の吸収

能力評価及びリスクを削減し自己資本を保持するための

措置を特定していること。 

八 ストレス・テストの結果について、日常的に取締役等

に報告するとともに、定期的に取締役会へ報告するもの

であること。 

九 ストレス・テストの結果について、経済産業大臣、財

務大臣及び金融庁長官の求めに応じて提出できるよう整

備していること。 

 

第二款 内部モデル方式の要件 （一般市場リスクを算出するリスク計測モデルの承認の基

準） 

第二百五十七条 経済産業大臣、財務大臣及び金融庁長官は

 

（リスク・ファクターの特定） 
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第二百五十七条 内部モデル方式のリスク・ファクターは、

次に掲げる要件の全てを満たすものとする。 

一 時価評価に用いる全てのリスク・ファクターが含まれ

ること。この場合において、当該リスク・ファクターが

トレーディング・デスクの内部リスク管理モデルに含ま

れない場合には、その理由を示すものとする。 

二 次節に定める標準的方式に対応するリスク・クラスに

係るリスク・ファクター（第二百六十六条第三項及び第

四項に定める証券化商品に係るリスク・ファクターを除

く。）が含まれること。この場合において、当該リスク・

ファクターが内部モデル方式に含まれない場合には、そ

の理由を示すものとする。 

三 期待ショート・フォール、市場混乱時を想定した期待

ショート・フォール及びストレス期待ショート・フォー

ルは、オプションその他の関連商品の非線形リスク、相

関リスク及び関連するベーシス・リスクを含むこと。 

四 リスク・ファクターに係る市場データの取得が困難な

場合において代理変数を使用するときは、当該代理変数

を使用することの合理性を示すこと。 

五 内部モデル方式の一般金利リスクに係るリスク・ファ

クターは、次に掲げる要件の全てを満たすものであるこ

と。 

イ トレーディング・デスクのリスク管理モデルにおい

、一般市場リスクの算出について第二百五十五条の承認を

しようとするときは、定性的基準及び定量的基準に適合す

るかどうかを審査しなければならない。 

２ 前項の「定性的基準」とは、次に掲げるものをいう。 

一 マーケット・リスクの管理の過程の設計及び運営に責

任を負う部署（以下「マーケット・リスク管理部署」と

いう。）が、マーケット・リスク相当額を算出する対象

となる取引に関わる部署から独立して設置されているこ

と。 

二 マーケット・リスク管理部署は、適切なバック・テス

ティング（第二百六十条に定める要領で行う日ごとの損

益とリスク計測モデルから算出される損益の比較の結果

に基づき、リスク計測モデルの正確性の検定を行うこと

をいう。次条第四項第六号において同じ。）及びストレ

ス・テスト（リスク計測モデルについて、将来の価格変

動に関する仮定を上回る価格変動が生じた場合に発生す

る損益に関する分析を行うことをいう。）を定期的に実

施し、それらの実施手続を記載した書類を作成している

こと。 

三 リスク計測モデルの正確性が、マーケット・リスク管

理部署により継続的に検証されること。 

四 リスク計測モデルが、当該モデルの開発から独立し、

かつ、十分な能力を有する者により、開発時点及びその
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ては、一般的に用いられる方法を用いてイールド・カ

ーブをモデル化していること。 

ロ イールド・カーブは、複数の期間を設定し、当該期

間に対応するイールド・カーブに沿った金利のボラテ

ィリティを含めること。 

ハ 主要な通貨及び主要な市場における金利変動に対す

る重要なエクスポージャーについては、少なくとも六

個のリスク・ファクターを用いてイールド・カーブを

モデル化すること。 

ニ 使用するリスク・ファクターの数は、トレーディン

グの方針を考慮して定めること。 

六 信用スプレッド・リスクのリスク・ファクターは、一

般金利リスクと分離された信用スプレッド・リスクを捕

捉するためのリスク・ファクターが含まれていることを

前提とした上で、特定されるものであること。 

七 内部モデル方式の外国為替リスクに関して、次に掲げ

る要件の全てを満たしたリスク・ファクターが特定され

ているものであること。 

イ 外貨建てのポジションの各外国通貨に対応するリス

ク・ファクターを含むこと。 

ロ 報告通貨及び重要なエクスポージャーを有する為替

レートに対するリスク・ファクターを含むこと。 

八 内部モデル方式の株式リスクに関して、次に掲げる方

後定期的に、かつ、リスク計測モデルへの重要な変更、

市場の構造的な変化又はポートフォリオ構成の大きな変

化によってリスク計測モデルの正確性が失われるおそれ

が生じた場合に検証されること。この場合において、当

該検証は次に掲げる事項を含まなければならない。 

イ リスク計測モデルの用いる前提が不適切であること

によりリスクを過小に評価していないこと。 

ロ 第二号に定めるバック・テスティングに加え、商工

組合中央金庫のポートフォリオとリスク計測モデルの

構造に照らして適切な手法でモデルを検証することに

より、妥当な検証結果が得られること。 

ハ 仮想的なポートフォリオを使用した検証により、リ

スク計測モデルが、ポートフォリオの構造的な特性か

ら生じうる影響を適切に把握していると評価できるこ

と。 

五 取締役等がマーケット・リスクの管理手続に積極的に

関与していること。 

六 リスク計測モデルが通常のリスク管理手続に密接に組

み込まれていること。 

七 リスク計測モデルの運営に関する内部の方針、管理及

び手続を記載した書類が作成され、それらが遵守される

ための手段が講じられていること。 

八 マーケット・リスクの計測過程について原則として一
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法のいずれかにより、重要なポジションを有する株式市

場に対応するリスク・ファクターが特定されるものであ

ること。この場合において、株式市場全体又は株式市場

のセクターにおける個別銘柄のポジションの集中度を考

慮するものとする。 

イ 株式市場全体の株価の変動を反映するリスク・ファ

クターを使用する方法（個別銘柄又は業種別指数のポ

ジションを市場全体の指数と対比したベータ換算額に

よって表す方法を含む。） 

ロ 株式市場のセクターに対応するリスク・ファクター

を使用する方法（各セクターに属する個別銘柄のポジ

ションを当該セクターの指数と対比したベータ換算額

によって表す方法を含む。） 

ハ 個別銘柄のボラティリティに対応するリスク・ファ

クターを使用する方法 

九 内部モデル方式のコモディティ・リスクに関して、次

のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに

定める方法により重要なポジションを有するコモディテ

ィ商品に対応するリスク・ファクターが特定されるもの

であること。 

イ コモディティを原資産とする商品ポジションが限定

的である場合 簡便的な手法を用いてリスク・ファク

ターを特定する方法（各コモディティ価格に対して一

年に一回以上の頻度で内部監査が行われること。 

３ 第一項の「定量的基準」とは、次に掲げるものをいう。 

一 バリュー・アット・リスクを算出する場合には、片側

九十九パーセントの信頼区間を使用し、保有期間（ポジ

ションを保有すると仮定する期間をいう。以下同じ。）

は十営業日以上とすること。ただし、十営業日を下回る

保有期間によって算出したバリュー・アット・リスクに

ついては、適切であると認められる方法により換算した

数値をもって、保有期間を十営業日として算出した数値

とみなすことができる。 

二 バリュー・アット・リスクの算出に用いるヒストリカ

ル・データの観測期間は一年以上であること。 

三 ヒストリカル・データをその各数値に掛目を乗じて使

用する場合は、各数値を計測した日から算出基準日まで

の期間の長さにその掛目を乗じて得たものの平均が、六

月以上であること。ただし、より保守的なバリュー・ア

ット・リスクが算出される場合は、この限りでない。 

四 ヒストリカル・データが一月に一回以上更新されてい

ること。ただし、市場価格に大きな変動がみられた場合

には、当該変動を反映するための更新及び推計が行われ

なければならない。 

五 マーケット・リスク・ファクター（マーケット・リス

ク相当額の算出の対象となる取引の価格に影響を及ぼす
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個のリスク・ファクターを用いる方法及び受渡地域の

異なるコモディティのリスク・ファクターを代用する

方法を含む。） 

ロ コモディティ取引を活発に行っている場合 デリバ

ティブ・ポジションとコモディティの現物ポジション

との間のコンビニエンス・イールド（現物コモディテ

ィを直接所持することによる便益及び費用を反映する

率をいう。）の変動を考慮する方法 

十 内部モデル方式のファンドへの出資に係るリスクに関

して、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ

又はロに定める方法によりリスク・ファクターが特定さ

れるものであること。 

イ トレーディング勘定へ分類されたファンドへの出資

についてルックスルーができる場合 ファンドを構成

する個別のポジションのリスクを特定する方法（当該

方法において、当該ファンドが割り当てられたトレー

ディング・デスクにこれらのポジションを割り当てる

ものに限る。） 

ロ トレーディング勘定へ分類されたファンドへの出資

についてルックスルーができず、かつ、当該ファンド

の日次の価格及び運用基準又はマーケット・リスク相

当額に関する情報を取得している場合 当該ファンド

のマーケット・リスク相当額の算出に標準的方式を使

金利その他の原因の区分をいう。以下同じ。）について

は、金利、株式、外国為替及びコモディティに関するも

のを設定すること。そのうち、金利については、六以上

のマーケット・リスク・ファクターを設定すること。 

六 前号のマーケット・リスク・ファクターの設定に当た

って、全てのプライシング・ファクター（金融商品の価

格に影響を及ぼす金利その他の原因の区分をいう。）を

用いていること。ただし、プライシング・ファクターの

うち、一部又は全部を用いないことにつき正当な理由が

ある場合には、この限りでない。 

七 オプション取引のリスクについては、リスク・カテゴ

リー（マーケット・リスクを発生させる原因の区分をい

う。以下同じ。）ごとに正確に把握すること。 

八 金利、株式、外国為替及びコモディティの各リスク・

カテゴリー間において、ヒストリカル・データから計測

される相関関係に基づいてポジション同士を相殺する場

合には、これを合理的に説明した事項を記載した書類を

作成し、保存すること。 

九 ストレス・バリュー・アット・リスク（適切なストレ

ス期間を含む十二月を特定し、当該ストレス期間におけ

るヒストリカル・データを商工組合中央金庫が現に保有

するポートフォリオに適用して算出したバリュー・アッ

ト・リスクをいう。以下同じ。）を算出する場合には、当
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用する方法 該ヒストリカル・データの選出及び定期的な見直しの基

準が適切であると認められること。 

十 第二条第三号及び第十四条第三号の算式により得られ

る比率が八パーセント以上であること。 

  

（実在価格の観測に関する要件） 

第二百五十七条の二 内部モデル方式採用金庫は、前条の規

定により特定されたリスク・ファクターについてリスク・

ファクターのモデル化可能性テストを実施し、モデル化可

能なリスク・ファクターとモデル化不可能なリスク・ファ

クターとに分類するものとする。ただし、金融市場又は資

本市場の状況その他の事情を勘案して必要であるときは、

リスク・ファクターのモデル化可能性テストにおいて不合

格としたリスク・ファクターについて、あらかじめ経済産

業大臣、財務大臣及び金融庁長官に届け出た場合に限り、

モデル化可能なリスク・ファクターに分類を変更すること

ができる。 

２ リスク・ファクターのモデル化可能性テストにおいては

、次に掲げる要件のいずれかに該当する実在価格を用いる

ものとする。 

一 次に掲げる要件の全てを満たし、かつ、直近十二月に

二十四個以上の実在価格の観測値を特定すること。 

イ 直近十二月におけるいずれの九十日間においても実

 

［条を加える。］ 
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在価格の観測値が四個以上存在すること。 

ロ 実在価格の観測値の特定は、一日につき一個とする

こと。 

ハ イ及びロに掲げる要件を満たしているかどうかにつ

いて、一月に一回の頻度でモニタリングすること。 

二 直近十二月に百個以上（一日につき一個に限る。）の

実在価格の観測値を特定すること。 

３ 実在価格は、次に掲げる価格のいずれかに該当するもの

とする。ただし、証拠金（金融商品取引業等に関する内閣

府令（平成十九年内閣府令第五十二号）第百二十三条第一

項第二十一号の十に規定する変動証拠金及び同項第二十一

号の十一に規定する当初証拠金をいう。）に係る担保授受

において参照される価格は、実在価格に含まないものとす

る。 

一 自己が行った取引の価格 

二 第三者の間で行われた実際の取引の価格（価格につい

て妥当性を検証できるものに限る。） 

三 確定気配値（第三者ベンダー（金融取引に係る情報を

提供するものであって、商工組合中央金庫及びその連結

子法人等以外のものをいう。以下この条において同じ。

）、取引所（金融商品取引法第二条第十六項に規定する

金融商品取引所若しくは商品先物取引法第二条第四項に

規定する商品取引所又は海外におけるこれらと類似のも
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のをいう。以下同じ。）又は取引基盤（第三者ベンダー

又は取引所に類するものであって、金融取引に係る情報

を提供する仕組みをいう。）によって認証された価格を

いう。次号において同じ。）を参照した価格 

四 第三者ベンダーから取得した価格であって、次に掲げ

る要件のいずれかを満たすもの 

イ 当該第三者ベンダーにより収集された確定気配値及

び取引価格であること。 

ロ 確定気配値及び取引価格を証する書類を経済産業大

臣、財務大臣及び金融庁長官の求めに応じて提出する

ことを第三者ベンダーとの間で合意していること。 

ハ 前三号に掲げる価格のいずれかに該当するものであ

ること。 

４ 前項第四号に該当する実在価格を用いる場合には、次に

掲げる要件の全てを満たすものとする。 

一 当該実在価格の観測数及び観測日に係る情報を第三者

ベンダーから取得できること。 

二 リスク・ファクターとの関連付けを確認するために必

要な情報を第三者ベンダーから取得できること。 

三 第三者ベンダーが当該実在価格について外部監査を受

けており、かつ、経済産業大臣、財務大臣及び金融庁長

官の求めに応じ当該外部監査の結果を提出することにつ

いて、第三者ベンダーとの間で合意していること。 
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５ 内部モデル方式採用金庫は、リスク・ファクターのモデ

ル化可能性テストで用いた実在価格及び当該実在価格とリ

スク・ファクターを関連付ける手順について、その適切性

を判断するために必要な情報を記した文書を作成するもの

とする。 

  

第二百五十七条の三 前条第二項に規定する実在価格の観測

値の特定に当たっては、次の各号に掲げる場合の区分に応

じ、当該各号に定める要件を満たすものとする。 

一 パラメトリック関数のパラメーターをリスク計測シス

テムにおけるリスク・ファクターとして設定する場合 

パラメトリック関数のパラメーターの水準調整に用いた

市場データが、前条第二項から第四項までに規定する要

件を満たすものであること。 

二 信用スプレッド及び株式のリスク・ファクターを設定

する場合 次に掲げる要件の全てを満たすこと。 

イ 特定の経済、地域及びセクター全体の変動を表すリ

スク・ファクター（ロ及びハにおいて「全般的なリス

ク・ファクター」という。）を用いること。 

ロ 市場指数及び個別の発行体の商品に係る実在価格に

ついては、全般的なリスク・ファクターと同じ属性を

有する場合に限り、当該全般的なリスク・ファクター

の実在価格の観測値に含めるものとすること。 

［条を加える。］ 
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ハ 全般的なリスク・ファクターが期間構造を有するも

のである場合には、当該全般的なリスク・ファクター

を満期ごとに分類し、実在価格の観測をすること。 

  

（リスク・ファクターのリスク・バケットへの分類） 

第二百五十七条の四 内部モデル方式採用金庫は、次に掲げ

る方法のいずれかにより、リスク・ファクターをリスク・

バケットに分類するものとする。 

一 内部管理において使用するリスク・バケットへ分類す

る方法 

二 第三項で定めるリスク・バケットへ分類する方法 

２ 前項第一号に掲げる方法を用いる場合にあっては、次に

掲げる要件の全てを満たし、かつ、経済産業大臣、財務大

臣及び金融庁長官の承認を受けるものとする。 

一 リスク・ファクターは、一つのリスク・バケットに分

類すること。 

二 リスク・バケットは重複していないこと。 

３ 第一項第二号に掲げる方法を用いる場合には、次の各号

に掲げるリスク・ファクターの種類の区分に応じ、当該各

号に定めるリスク・バケットにリスク・ファクターを分類

するものとする。 

一 満期の区分を一つ有する一般金利、外国為替及びコモ

ディティのリスク・ファクター（インプライド・ボラテ

 

［条を加える。］ 
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ィリティを除く。） 次の表の左欄に掲げる満期の区分

に応じ、同表の右欄に定めるリスク・バケット 

満期 リスク・バケット 

零年以上〇・七五年未満 Ａ１ 

〇・七五年以上一・五年

未満 

Ａ２ 

一・五年以上四年未満 Ａ３ 

四年以上七年未満 Ａ４ 

七年以上十二年未満 Ａ５ 

十二年以上十八年未満 Ａ６ 

十八年以上二十五年未満 Ａ７ 

二十五年以上三十五年未満 Ａ８ 

三十五年以上 Ａ９ 
 

 

二 満期の区分を複数有する一般金利、外国為替及びコモ

ディティのリスク・ファクター（インプライド・ボラテ

ィリティを除く。） 次の表の左欄に掲げる満期の区分

に応じ、同表の右欄に定めるリスク・バケット 

 

満期 リスク・バケット 

零年以上〇・七五年未満 Ｂ１ 

〇・七五年以上四年未満 Ｂ２ 

四年以上十年未満 Ｂ３ 

十年以上十八年未満 Ｂ４ 
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十八年以上三十年未満 Ｂ５ 

三十年以上 Ｂ６ 
 

三 満期の区分を一つ又は複数有する信用スプレッド・リ

スク及び株式のリスク・ファクター（インプライド・ボ

ラティリティを除く。） 次の表の左欄に掲げる満期の

区分に応じ、同表の右欄に定めるリスク・バケット 

 

満期 リスク・バケット 

零年以上一・五年未満 Ｃ１ 

一・五年以上三・五年未満 Ｃ２ 

三・五年以上七・五年未満 Ｃ３ 

七・五年以上十五年未満 Ｃ４ 

十五年以上 Ｃ５ 
 

 

四 権利行使価格の区分を一つ又は複数有するリスク・フ

ァクター 次の表の左欄に掲げる原資産に対する感応度

の区分に応じ、同表の右欄に定めるリスク・バケット 

 

原資産に対する感応度 リスク・バケット 

零以上〇・〇五未満 Ｄ１ 

〇・〇五以上〇・三未満 Ｄ２ 

〇・三以上〇・七未満 Ｄ３ 

〇・七以上〇・九五未満 Ｄ４ 

〇・九五以上一・〇〇未満 Ｄ５ 
 

 

五 権利行使期限の区分及び権利行使価格の区分を有する  
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インプライド・ボラティリティのリスク・ファクター（

金利スワップションのものを除く。） 次の表に掲げる

原資産に対する感応度及び満期の区分に応じ、同表に定

めるリスク・バケット 

 原資産に対する感応度 

零 以

上 

〇・〇

五 未

満 

〇・〇

五 以

上 

〇・三

未 満 

〇・三

以 上 

〇・七

未 満 

 

〇・七

以 上

〇・九

五 未

満 

 

〇・九

五 以

上 

一・〇

〇 未

満 

満期 零 年

以 上

一・五

年 未

満 

Ｃ １

Ｄ１ 

Ｃ １

Ｄ２ 

Ｃ １

Ｄ３ 

Ｃ １

Ｄ４ 

Ｃ １

Ｄ５ 

一・五

年 以

上 

三・五

年 未

満 

Ｃ ２

Ｄ１ 

Ｃ ２

Ｄ２ 

Ｃ ２

Ｄ３ 

Ｃ ２

Ｄ４ 

Ｃ ２

Ｄ５ 

三・五 Ｃ ３ Ｃ ３ Ｃ ３ Ｃ ３ Ｃ ３
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年 以

上 

七・五

年 未

満 

Ｄ１ Ｄ２ Ｄ３ Ｄ４ Ｄ５ 

七・五

年 以

上 

十 五

年 未

満 

Ｃ ４

Ｄ１ 

Ｃ ４

Ｄ２ 

Ｃ ４

Ｄ３ 

Ｃ ４

Ｄ４ 

Ｃ ４

Ｄ５ 

十 五

年 以

上 

Ｃ ５

Ｄ１ 

Ｃ ５

Ｄ２ 

Ｃ ５

Ｄ３ 

Ｃ ５

Ｄ４ 

Ｃ ５

Ｄ５ 

 

六 満期の区分、権利行使期限の区分及び権利行使価格の

区分を有する金利スワップションのインプライド・ボラ

ティリティのリスク・ファクター 満期の区分、権利行

使期限の区分及び権利行使価格の区分の組合せにより作

成されるリスク・バケット 

 

４ 前項第六号の「満期の区分」、「権利行使期限の区分」

及び「権利行使価格の区分」とは、それぞれ次の各号の表

に定めるものをいう。 

一 満期の区分の表 
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満期 リスク・バケット 

零年以上〇・七五年未満 Ｂ１ 

〇・七五年以上四年未満 Ｂ２ 

四年以上十年未満 Ｂ３ 

十年以上十八年未満 Ｂ４ 

十八年以上三十年未満 Ｂ５ 

三十年以上 Ｂ６ 
 

 

二 権利行使期限の区分の表  

権利行使期限 リスク・バケット 

零年以上一・五年未満 Ｃ１ 

一・五年以上三・五年未満 Ｃ２ 

三・五年以上七・五年未満 Ｃ３ 

七・五年以上十五年未満 Ｃ４ 

十五年以上 Ｃ５ 
 

 

三 権利行使価格の区分の表  

原資産に対する感応度 リスク・バケット 

零以上〇・〇五未満 Ｄ１ 

〇・〇五以上〇・三未満 Ｄ２ 

〇・三以上〇・七未満 Ｄ３ 

〇・七以上〇・九五未満 Ｄ４ 

〇・九五以上一・〇〇未満 Ｄ５ 
 

 

５ 第一項第二号に掲げる方法を用いる場合において、負債  
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性商品が直近の十二月以内に満期を迎えたときは、その期

間内に特定した実在価格の観測値を当初のリスク・バケッ

トの区分に分類するものとする。 

６ 第一項第二号に掲げる方法を用いる場合において、ある

特定の満期のリスク・バケットに属する信用スプレッド・

リスク・ファクターのモデル化の必要がなくなったときは

、当該リスク・バケットに隣接するリスク・バケットのう

ち、短い満期の区分に分類することができる。 

  

（リスク・ファクターのモデル化可能性テスト） 

第二百五十七条の五 内部モデル方式採用金庫は、リスク・

ファクターのモデル化可能性テストを四半期ごとに実施す

るものとする。 

２ リスク・ファクターのモデル化可能性テストは、次に掲

げる要件の全てを満たすものとする。 

一 モデル化可能なリスク・ファクターへの分類に当たっ

ては、モデル化可能なリスク・ファクターの組合せによ

り得られたリスク・ファクターのみを用い、かつ、次の

イ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定

める手法を用いること。 

イ モデル化可能なリスク・ファクターの組合せによる

内挿（観測された複数の順序付けされたデータに基づ

いて、その間にある観測されていない値を算出するこ

 

［条を加える。］ 
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とをいう。以下このイにおいて同じ。）を用いる場合

 内挿がリスク理論損益を算出する際に用いた内挿の

手法と整合していること。この場合において、情報量

を可能な限り保ちながらリスク・ファクターの数を圧

縮するときは、モデル化可能なリスク・ファクターの

観測値からパラメーターを導出することができる。 

ロ モデル化可能なリスク・ファクターの組合せによる

外挿（観測された複数の順序付けされたデータに基づ

いて、その外側にある観測されていない値を算出する

ことをいう。以下このロにおいて同じ。）を用いる場

合 外挿が複数のモデル化可能なリスク・ファクター

のデータを用いて算出する方法によることとし、かつ

、当該外挿がリスク理論損益を算出する際に用いた外

挿の手法と整合していること。この場合において、当

該外挿を用いるときは、あらかじめ、経済産業大臣、

財務大臣及び金融庁長官の承認を受けるものとする。 

二 期待ショート・フォールを算出するモデル（以下この

条及び第二百五十八条の六第二項第二号において「期待

ショート・フォールモデル」という。）は、一般市場リス

ク及び個別リスクを捕捉するものとし、一方又は双方の

リスクを捕捉していない場合には、モデル化不可能なリ

スク・ファクターを用いてマーケット・リスク相当額を

算出すること。 

- 421 -



 

 
 

45
 

三 期待ショート・フォールモデルにあってはリスク・ポ

ジションのボラティリティ及び相関係数を勘案し、当該

ボラティリティ及び相関係数のデータにあっては次に掲

げる事項を勘案すること。 

イ 実在価格のデータを用いていること。 

ロ ボラティリティが過小に評価されていないこと。 

ハ 相関係数が実在価格間の相関に適切に近似した値で

あること。 

ニ リスク・ファクターを変換する場合は、ボラティリ

ティが過小に評価されておらず、かつ、期待ショート

・フォールモデルにおいて用いたリスク・ファクター

から生ずる相関が正確に反映されていること。 

四 内部モデル方式に用いるデータは、次に掲げる要件の

全てを満たすこと。 

イ 実在価格に基づかないデータを用いる場合は、当該

データが実在価格を代替するものであることを疎明す

ること。この場合においては、当該データとフロント

・オフィス部門及びバック・オフィス部門で用いる価

格データとの整合性を確認するものとする。 

ロ 市場で観測された価格からリスク・ファクターを導

出する場合は、導出の手法を記した文書を作成するこ

と。 

ハ データ・ソースを更新するための業務手続が整備さ
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れており、かつ、データが月次の頻度で更新されてい

ること（当該データが日次の頻度で更新可能なもので

ある場合にあっては、当該データが日次の頻度で更新

されていること。）。 

ニ リスク・ファクターのパラメーターを推計するため

に回帰分析を用いる場合は、当該パラメーターの推計

値を定期的に再計算すること。 

ホ 時価評価モデルにおけるキャリブレーション（期待

ショート・フォールモデルその他のマーケット・リス

ク相当額の算出に関連するモデルから算出される価格

の理論値が、市場価格を含む実際の取引の価格に可能

な限り適合するよう推計することをいう。）は、十分

な頻度で実施すること。 

ヘ リスク・ファクターの欠損値を補完する場合には、

明確な方針を策定すること。 

五 第二百五十九条の三第一項に規定する市場混乱時を想

定した期待ショート・フォールのリスク・ファクターは

、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。 

イ 実際の取引の価格又は気配値から推計された価格が

用いられていること。 

ロ 景気循環を含む可能な限り長期のデータを入手する

こと。 

ハ 現在取引される金融商品の性質がストレス期間にお
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いて取引される金融商品の性質と異なる場合において

、現在取引される金融商品を用いることが過去のデー

タに基づき適切であることを疎明すること。 

ニ 現在取引される金融商品がストレス期間に存在しな

かった場合は、リスク・ファクターがストレス期間の

類似する金融商品の価格やスプレッドの変動とおおむ

ね同等であることを疎明し、かつ、次に掲げる要件の

全てを満たすこと。この場合において、ストレス期間

以降に性質が変化した金融商品については、現在の市

場データを用いることが妥当であることを十分に説明

できないときは、ストレス期間のリスク・ファクター

から除くものとする。 

⑴ 第二百五十九条の三第二項第一号ロに掲げる要件

を満たすこと。 

⑵ 期待ショート・フォールの算出に係る特定の金融

商品のリスク・ファクターについて、ストレス期間

に係る当該金融商品のデータが入手できない場合は

、当該金融商品のリスク・ファクターの個別リスク

は、第二百五十九条の三第一項に規定する低減した

リスク・ファクターに含めないこと。 

⑶ 現在取引される金融商品のリスク・ファクターに

含まれ、かつ、第二百五十九条の三第一項に規定す

る低減したリスク・ファクターに含まれないリスク
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・ファクターに対するエクスポージャーは、当該低

減したリスク・ファクターに含まれる最も適切なリ

スク・ファクターに分類すること。 

六 代理変数の利用に当たっては、対象となる金融商品の

取引に係る地域、種類その他の性質を適切に反映し、か

つ、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又

はロに定める要件を満たすこと。 

イ マルチ・ファクター（金融商品の取引に係る地域、

種類その他の性質に係る各要素をいう。）に基づくモ

デル（以下このイにおいて「マルチ・ファクターモデ

ル」という。）において代理変数を生成する場合 次

に掲げる要件の全てを満たすこと。 

⑴ マルチ・ファクターモデルにおいて複数のインデ

ックスを利用する場合は、それぞれのインデックス

の間にある相関関係を捕捉すること。この場合にお

いて、相関関係で説明できないインデックスの間の

リスクについては、無相関を前提とすること。 

⑵ マルチ・ファクターモデルが資産の価格変動に対

して有意な説明力を有し、かつ、代理変数の使用に

より説明できない誤差の存在を把握すること。 

⑶ マルチ・ファクターモデルの係数は、過去のデー

タに基づいて推計すること。この場合において、当

該係数を主観的な判断に基づき設定するときは、モ
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デル化不可能なリスク・ファクターに分類するもの

とする。 

ロ 期待ショート・フォールモデルにおいて、代理変数

を用いる場合 代理変数とリスク・ファクターとの間

のベーシスを特定し、当該ベーシスをモデル化可能な

リスク・ファクター又はモデル化不可能なリスク・フ

ァクターに分類すること。この場合において、当該ベ

ーシスがモデル化可能リスク・ファクターに分類され

たときは、次に掲げるリスク・ファクターのいずれか

をマーケット・リスク相当額及びリスク理論損益に反

映すること。 

⑴ 代理変数のリスク・ファクター及びベーシスのリ

スク・ファクター 

⑵ 市場で観測されるリスク・ファクター 

  

第三款 バック・テスティング及び損益要因分析

テストに係る要件 

（個別リスク及び追加的リスクを算出するリスク計測モデ

ルの承認の基準） 

第二百五十八条 商工組合中央金庫は、一般市場リスクの算

出について内部モデル方式を用いる場合に限り、個別リス

クの算出について内部モデル方式を用いることができる。 

２ 商工組合中央金庫は、債券等（第二百六十四条に規定す

る債券等をいう。以下この項及び第五項において同じ。）

に係る個別リスクを内部モデル方式を用いて計測する場合

 

（バック・テスティング及び損益要因分析テストに係る総

則） 

第二百五十八条 内部モデル方式採用金庫は、次に掲げるテ

ストを行うものとする。 

一 全社的なバック・テスティング 
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二 各トレーディング・デスクに対するバック・テスティ

ング 

三 各トレーディング・デスクに対する損益要因分析テス

ト 

２ 内部モデル方式を用いるトレーディング・デスクは、前

項第二号及び第三号に掲げるテストに合格したものとする

。 

には、当該債券等に係る追加的リスクを内部モデル方式を

用いて計測し、マーケット・リスク相当額の合計額に加え

なければならない。この場合において、商工組合中央金庫

は、上場株式及びこれの派生商品取引の追加的リスクを内

部モデル方式を用いて計測し、マーケット・リスク相当額

の合計額に加えることができる。 

３ 経済産業大臣、財務大臣及び金融庁長官は、個別リスク

及び追加的リスクの算出についても第二百五十五条の承認

をしようとするときは、前条第二項の定性的基準及び同条

第三項の定量的基準のほか、個別リスクに係るリスク計測

モデル（以下この項及び次項において「個別リスク計測モ

デル」という。）について次項に規定する基準に適合する

かどうかを審査するとともに、前項の規定に基づいて追加

的リスクを内部モデルを用いて計測する場合には、追加的

リスクに係るリスク計測モデル（以下「追加的リスク計測

モデル」という。）について第五項に規定する基準に適合

するかどうかについても審査しなければならない。ただし

、個別リスクの算出のために商工組合中央金庫が入手可能

なヒストリカル・データが不十分である場合又はポジショ

ン若しくはポートフォリオの実際のボラティリティを反映

していない場合であって、代理変数によってこれを補完す

ることが十分に保守的であることを商工組合中央金庫が示

すことができるときは、前条第三項の規定にかかわらず、
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個別リスク計測モデルの使用を認めることができる。この

場合において、ヒストリカル・データを代理変数によって

補完することによる影響は、同条第二項第四号ハに規定す

る影響に当たるものとする。 

４ 個別リスク計測モデルの基準は、次のとおりとする。 

一 ポートフォリオに関する過去の価格変動を説明できる

こと。 

二 リスクの集中度も含めたポートフォリオの構成の変化

がマーケット・リスク全体に与える影響を把握している

こと。 

三 市場環境の悪化がマーケット・リスク全体に与える影

響を把握していること。 

四 同一の主体に関するポジションのうち、期間、優先劣

後関係、信用事由その他の差異の存在により、類似する

が同一といえないポジションの有するリスク（次項第七

号において「ベーシス・リスク」という。）を把握してい

ること。 

五 イベント・リスク（個別リスクのうち、例外的な事態

が生じた場合に発生し得る危険（追加的リスクを除く。

）をいう。以下同じ。）を正確に把握していること。 

六 バック・テスティングの結果から、個別リスクを正確

に把握していることを説明できること。 

七 流動性の劣るポジション又は価格の透明性が限られて
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いるポジションから発生し得るリスクを、現実的な市場

シナリオのもとで保守的に把握していること。 

５ 追加的リスク計測モデルの基準は、次のとおりとする。 

一 計測対象ポジションの流動性、集中度、ヘッジ状況及

びオプション性に関する特性に応じて調整のうえ、第五

章に規定する基準を適切に充足していること。この場合

において、商工組合中央金庫の管理の状況に応じ、ポー

トフォリオのリスクが一定の水準にあるとの前提を置く

ことができる。 

二 追加的リスクを算出する場合には、片側九十九・九パ

ーセントの信頼区間を使用し、保有期間は一年以上とす

ること。ただし、保有期間に流動性ホライズン（保有す

るポジションの市場価値に影響を与えることなく、当該

ポジションを全て入れ替えるために必要な期間（三月以

上に限る。）をいう。第八号及び第九号において同じ。）

を用いて算出した追加的リスクを基礎として一年以上の

保有期間を用いて算出した追加的リスクに換算すること

が適切であると認められる場合は、この限りでない。 

三 債務者間でのデフォルト及び格付遷移が連鎖すること

により追加的リスクが増幅される効果を勘案しているこ

と。 

四 追加的リスクとその他のリスクとの間の分散効果を勘

案していないこと。 
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五 集中リスクを把握していること。 

六 同一の金融商品に係るショート・ポジションとロング

・ポジションとの間以外でのエクスポージャーの額の相

殺をしていないこと。 

七 主要なベーシス・リスクを把握していること。 

八 債券等の満期が流動性ホライズンを上回ることが確実

でないと見込まれ、かつ、それによる影響が重大と認め

られるときは、当該債券等の流動性ホライズンよりも短

い期間に償還されることに伴う潜在的なリスクを把握し

ていること。 

九 ダイナミック・ヘッジにおける流動性ホライズンより

も短い期間におけるヘッジのリバランスの効果について

、次に掲げる要件を満たしている場合にのみ当該効果を

認識し、当該ダイナミック・ヘッジにより軽減されない

リスクを反映していること。 

イ 追加的リスク計測モデルにおいて、マーケット・リ

スク相当額の計測対象となるポジションに対しヘッジ

のリバランスによる影響を勘案していること。 

ロ 商工組合中央金庫が当該リバランスの効果を認識す

ることがリスクの把握の向上に寄与することを説明し

ていること。 

ハ 商工組合中央金庫がヘッジに用いる金融商品が取引

される市場が十分に流動的であることを説明している
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こと。 

十 債券等の非線形リスクを把握していること。 

  

（全社的なバック・テスティングに係る要件） 

第二百五十八条の二 内部モデル方式採用金庫は、全社的な

バック・テスティングにおいて、評価日を含む直近二百五

十営業日の日次のバリュー・アット・リスクと日次の仮想

損益及び実損益とを比較するものとする。 

２ 全社的なバック・テスティングは、九十九パーセントの

信頼水準のバリュー・アット・リスクを次に掲げる要件に

基づき算出するものとする。 

一 トレーディング・ポートフォリオ全体において、バッ

ク・テスティングの超過（仮想損益又は実損益がバリュ

ー・アット・リスクを上回ることをいう。以下この節に

おいて同じ。）の回数（以下この条及び次条において「

超過回数」という。）を算出し、仮想損益又は実損益の

いずれか多い超過回数をバック・テスティングの結果に

用いること。 

二 次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イ

からハまでに定める超過回数の調整を行うこと。 

イ 実損益のみが観測できない場合 実損益の超過回数

に一を加える。 

ロ 仮想損益のみが観測できない場合 仮想損益の超過

 

［条を加える。］ 
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回数に一を加える。 

ハ イ及びロに掲げる場合以外の場合（仮想損益、実損

益及び日次のバリュー・アット・リスクの全てが観測

できる場合を除く。） 仮想損益及び実損益の超過回

数にそれぞれ一を加える。 

３ バック・テスティングの超過の要因がモデル化不可能な

リスク・ファクターに関連するものであるときは、経済産

業大臣、財務大臣及び金融庁長官に届け出た場合に限り、

当該バック・テスティングの超過を超過回数に含めないこ

とができる。この場合においては、関連するマーケット・

リスク相当額の変動の推移及び超過の要因について文書に

記録し、保存するものとする。 

４ 全社的なバック・テスティングの結果は、次の表の左欄

に掲げる超過回数の区分に応じ、同表の右欄に定めるバッ

ク・テスティングゾーン（グリーン・ゾーン（モデルの品

質及び精度に問題がないとする結果をいう。以下この項及

び次項において同じ。）、アンバー・ゾーン（モデルに問題

がある可能性が示唆されるが決定的でないとする結果をい

う。以下この項及び次項において同じ。）又はレッド・ゾ

ーン（モデルに問題がある可能性が非常に高いとする結果

をいう。以下この項及び次項において同じ。）をいう。）に

区分するものとする。 

超過回数 乗数 バック・テステ  
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ィングゾーン 

零 一・五〇 

グリーン・ゾーン 

一 一・五〇 

二 一・五〇 

三 一・五〇 

四 一・五〇 

五 一・七〇 

アンバー・ゾーン 

六 一・七六 

七 一・八三 

八 一・八八 

九 一・九二 

十以上 二・〇〇 レッド・ゾーン 
 

５ 前項の規定に基づき区分した結果については、前項の表

のとおりマーケット・リスク相当額に乗数を乗じるものと

する。 

６ 内部モデル方式採用金庫は、全社的なバック・テスティ

ングの超過について、内容及び要因を文書に記録し、保存

するものとする。 

７ 内部モデル方式採用金庫は、九十九パーセント以外の信

頼水準に基づいたバック・テスティングその他統計的な手

法により内部モデル方式を検証することができる。 
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（各トレーディング・デスクのバック・テスティング） 

第二百五十八条の三 内部モデル方式採用金庫は、各トレー

ディング・デスクに対するバック・テスティングにおいて、

評価日を含む直近二百五十営業日の日次のバリュー・アッ

ト・リスクと日次の仮想損益及び実損益とを比較するもの

とする。 

２ 各トレーディング・デスクに対するバック・テスティン

グは、各トレーディング・デスクに対し、九十七・五パー

セント及び九十九パーセントの信頼水準のバリュー・アッ

ト・リスクを次に掲げる要件に基づき算出するものとする

。この場合において、バリュー・アット・リスクは、直近十

二月の時系列データについて均等に重み付けたものを用い

るものとする。 

一 仮想損益又は実損益のいずれか多い超過回数をバック

・テスティングの結果に用いること。 

二 次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イ

からハまでに定める超過回数の調整を行うこと。 

イ 実損益のみが観測できない場合 実損益の超過回数

に一を加える。 

ロ 仮想損益のみが観測できない場合 仮想損益の超過

回数に一を加える。 

ハ イ及びロに掲げる場合以外の場合（仮想損益、実損

益及び日次のバリュー・アット・リスクの全てが観測

 

［条を加える。］ 
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できる場合を除く。） 仮想損益及び実損益の超過回

数にそれぞれ一を加える。 

３ バック・テスティングの超過の要因がモデル化不可能な

リスク・ファクターに関連するものであるときは、経済産

業大臣、財務大臣及び金融庁長官に届け出た場合に限り、

当該バック・テスティングの超過を超過回数に含めないこ

とができる。この場合においては、モデル化不可能なリス

ク・ファクターに関連するマーケット・リスク相当額の変

動の推移及びモデル化不可能なリスク・ファクターがバッ

ク・テスティングの超過の要因について、文書に記録し、

保存するものとする。 

４ 各トレーディング・デスクに対するバック・テスティン

グの結果について、次の各号に掲げる信頼水準の区分に応

じ、当該各号に定める回数を超える超過が直近十二月に生

じた場合には、当該トレーディング・デスクに対するマー

ケット・リスク相当額は標準的方式を用いて算出するもの

とする。 

一 九十七・五パーセントの信頼水準 三十回 

二 九十九パーセントの信頼水準 十二回 

５ 内部モデル方式採用金庫は、各トレーディング・デスク

に対するバック・テスティングの超過について、内容及び

要因を文書で記録し、保存するものとする。 

６ 内部モデル方式採用金庫は、九十九パーセント以外の信
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頼水準に基づいたバック・テスティングその他統計的な手

法により内部モデル方式を検証することができる。 

  

（損益要因分析テストに係る要件） 

第二百五十八条の四 損益要因分析テストは、フロント・オ

フィス部門のモデルと内部モデル方式とを比較し、内部モ

デル方式の簡易化（内部モデル方式の時価評価モデルにお

いて、フロント・オフィス部門の時価評価モデルよりも計

算負荷を軽減させることをいう。以下この条において同

じ。）の重要性を評価するため、トレーディング・デスクご

とにリスク理論損益と仮想損益とを日次で比較するものと

する。 

２ 内部モデル方式採用金庫は、損益要因分析テストにおい

て、内部モデル方式の簡易化が重要性を有すると判断され

た場合には、当該内部モデル方式の使用を制限し、又は停

止するものとする。 

３ 内部モデル方式採用金庫は、各トレーディング・デスク

に対する損益要因分析テストについて、内部モデル方式の

簡易化の内容、リスク理論損益及び仮想損益の定義並びに

当該損益要因分析テストの結果及び当該結果を受けた対応

方針に係る文書を作成するものとする。 

 

［条を加える。］ 

  

（バック・テスティング及び損益要因分析テストに用いる  
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損益） 

第二百五十八条の五 損益要因分析テストにおいて、リスク

理論損益の算出に用いるトレーディング・デスクのリスク

管理モデルのリスク・ファクターは、全てのモデル化可能

なリスク・ファクター及び全てのモデル化不可能なリスク・

ファクターを含むものとする。 

２ 損益要因分析テストにおけるリスク理論損益の算出に当

たって、トレーディング・デスクのリスク管理モデルが追

加的な残余リスク（トレーディング・デスクのリスク管理

モデルのリスク・ファクターでは捕捉されているが、内部

モデル方式に係る内部モデルでは捕捉されていないリスク

をいう。）を含むデータを使用している場合には、当該ト

レーディング・デスクのリスク管理モデルに用いている全

てのリスク・ファクターの変動を含むものとする。 

３ バック・テスティング及び損益要因分析テストに用いる

仮想損益は、同一のものとする。 

４ 実損益は、日次で更新できるかどうかにかかわらず、マ

ーケット・リスクに関する時価調整を含むものとする。こ

の場合において、経済産業大臣、財務大臣及び金融庁長官

の承認を受けたときは、当該マーケット・リスクに関する

時価調整を控除することができる。 

５ 仮想損益は、日次で更新できるマーケット・リスクに関

する時価調整を含むものとする。この場合において、経済

 

［条を加える。］ 
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産業大臣、財務大臣及び金融庁長官の承認を受けたときは

、当該マーケット・リスクに関する時価調整を控除するこ

とができる。 

６ トレーディング・デスクのリスク管理モデルにおいて算

出できない時価調整は、各トレーディング・デスクに対す

るバック・テスティングに用いる仮想損益と実損益に含め

ることを要しない。 

７ 仮想損益及び実損益の算出に当たっては、同一の時価評

価モデルを用いるものとする。 

  

（損益要因分析テストの入力データの調整） 

第二百五十八条の六 内部モデル方式採用金庫は、損益要因

分析テストに使用する場合において、経済産業大臣、財務

大臣及び金融庁長官の承認を受けたときに限り、リスク理

論損益のリスク・ファクターに係る入力データを仮想損益

で用いる入力データに合わせるための調整（以下この条に

おいて「リスク理論損益の入力データの調整」という。）を

行うことができる。 

２ リスク理論損益の入力データの調整は、次に掲げる方法

のいずれかによるものとする。 

一 リスク理論損益の入力データを仮想損益の入力データ

に置き換える方法 

二 仮想損益の入力データをリスク理論損益及び期待ショ

 

［条を加える。］ 
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ート・フォールモデルで使用するリスク・ファクターの

入力データとする方法 

３ リスク理論損益の入力データの調整を行う場合には、次

に掲げる要件の全てを満たすものとする。 

一 リスク理論損益の入力データの調整を適切に実施する

ために社内規則（方針及び手続を含む。）を定めている

こと。 

二 使用するリスク・ファクター及び算出手法の差異が適

切であることを実証していること。 

三 リスク理論損益の入力データの調整に係る検証を適切

に実施するものであること。 

四 リスク理論損益の入力データの調整がリスク理論損益

及び損益要因分析テストに与える影響度についての評価

（入力データの調整前後の比較を含む。）を実施するも

のであること。 

４ リスク理論損益の入力データの調整において、同一の市

場データから評価に必要なパラメーターを算出する場合に

おいて、リスク理論損益及び仮想損益の当該パラメーター

に係る算出方法が異なるときは、算出方法の差異をリスク

理論損益又は仮想損益の算出結果に反映するものとする。 

５ 損益要因分析テストにおけるリスク理論損益の入力デー

タの調整においては、次に掲げる調整を行わないものとす

る。 
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一 仮想損益とリスク理論損益のリスク・ファクターを一

致させるための調整 

二 リスク理論損益及び仮想損益の算出において、異なる

システム及び時点による差異を解消するための調整 

三 前項に規定する場合において算出されたパラメーター

の調整 

  

（損益要因分析テストの指標） 

第二百五十八条の七 損益要因分析テストの指標は、次に掲

げるものとする。 

一 リスク理論損益と仮想損益との間の順位相関を評価す

るスピアマンの順位相関指標（第三項及び次条第一項に

おいて単に「スピアマンの順位相関指標」という。） 

二 リスク理論損益と仮想損益との間の分布の近似性を評

価するコルモゴロフ・スミルノフ検定（第四項及び次条

第一項において「KS検定」という。）のテスト指標 

２ 前項各号に掲げる指標の算出に当たっては、直近二百五

十営業日に観測されたリスク理論損益及び仮想損益の時系

列データを用いるものとする。 

３ スピアマンの順位相関指標は、次の算式により算出する

ものとする。 

 

［条を加える。］ 

𝑟 = 𝑐𝑜𝑣(𝑅   , 𝑅    )𝜎    × 𝜎      
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𝑟 は、スピアマンの順位相関指標 𝑐𝑜𝑣(𝑅   , 𝑅    )は、𝑅   と𝑅    との間の共分散 𝜎    は、𝑅   の標準偏差 𝜎     は、𝑅    の標準偏差 𝑅   は、仮想損益を大きさに基づいて変換した順位データ 𝑅    は、リスク理論損益を大きさに基づいて変換した順位

データ 

 

４ KS検定の指標は、次に掲げる経験的累積分布関数の間で

観測される差額の絶対値のうち最大のものとする。 

一 リスク理論損益の各損失額に対応する順位に〇・〇〇

四（一営業日を二百五十営業日で除して得た値をいう。

次号において同じ。）を乗じて得た経験的累積分布関数 

二 仮想損益の各損失額に対応する順位に〇・〇〇四を乗

じて得た経験的累積分布関数 

 

  

（損益要因分析テストの実施） 

第二百五十八条の八 内部モデル方式採用金庫は、内部モデ

ル方式を用いる各トレーディング・デスクに対して実施し

た損益要因分析テストの結果を、次の各号に掲げる場合の

区分に応じ、当該各号に定めるゾーンに分類するものとす

る。 

一 スピアマンの順位相関指標が〇・八〇を超え、かつ、K

S検定のテスト指標が〇・〇九（Ｐ値にあっては、〇・二

 

［条を加える。］ 
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六四）未満の場合 グリーン・ゾーン 

二 スピアマンの順位相関指標が〇・七〇未満の場合又は

KS検定のテスト指標が〇・一二（Ｐ値にあっては、〇・

〇五五）を超える場合 レッド・ゾーン 

三 前二号に掲げる場合以外の場合 アンバー・ゾーン 

２ 損益要因分析テストの結果がグリーン・ゾーンに分類さ

れたトレーディング・デスクは、内部モデル方式を用いる

ことができる。 

３ 損益要因分析テストの結果がレッド・ゾーンに分類され

たトレーディング・デスクは、標準的方式を用いるものと

する。 

４ 前項の規定により標準的方式を用いるものとされたトレ

ーディング・デスクは、次に掲げる要件の全てを満たす場

合に限り、内部モデル方式の使用を再開することができる

。 

一 改めて実施した損益要因分析テストにおいて、グリー

ン・ゾーンに分類されるものであること。 

二 直近十二月にわたって、各トレーディング・デスクに

対するバック・テスティングの結果について第二百五十

八条の三第四項に規定する超過が生じていないものであ

ること。 

５ 損益要因分析テストの結果がアンバー・ゾーンに分類さ

れたトレーディング・デスクは、第二百六十二条に規定す
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る資本サーチャージの適用対象とすることにより、内部モ

デル方式を継続して用いることができる。 

６ 損益要因分析テストの結果がアンバー・ゾーンに分類さ

れたトレーディング・デスクは、次に掲げる要件の全てを

満たす場合に限り、グリーン・ゾーンに分類するものとす

る。 

一 改めて実施した損益要因分析テストにおいて、グリー

ン・ゾーンの要件に該当すること。 

二 直近十二月にわたって、各トレーディング・デスクに

対するバック・テスティングの結果について第二百五十

八条の三第四項に規定する超過が生じていないものであ

ること。 

  

（バック・テスティング及び損益要因分析テストの結果に

係る届出） 

第二百五十八条の九 内部モデル方式採用金庫は、トレーデ

ィング・デスクが次に掲げる場合に該当することとなった

ときは、遅滞なく、その旨を記載した届出書に原因及び対

処方針を記載した書類を添付して経済産業大臣、財務大臣

及び金融庁長官に提出するものとする。 

一 第二百五十八条の二に規定する全社的なバック・テス

ティングにおいて、アンバー・ゾーン又はレッド・ゾー

ンに分類された場合 

 

 

［条を加える。］ 
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二 各トレーディング・デスクに対するバック・テスティ

ングの結果について第二百五十八条の三第四項に規定す

る超過が生じた場合 

三 前条に規定する各トレーディング・デスクに対する損

益要因分析テストにおいて、アンバー・ゾーン又はレッ

ド・ゾーンに分類された場合 

  

（市場の特殊要因等に起因するバック・テスティングの超

過及び損益要因分析テストの不合格時の対応） 

第二百五十八条の十 内部モデル方式採用金庫は、前条各号

に規定する分類を行った場合において、当該分類に市場の

特殊な要因等に起因する事象が含まれていると認められる

ときは、当該分類に用いたバック・テスティングの超過及

び損益要因分析テストの不合格の結果を取り消すことがで

きる。 

 

 

［条を加える。］ 

  

第四款 内部モデル方式によるマーケット・リス

ク相当額 

（内部モデル方式によるマーケット・リスク相当額） 

第二百五十九条 内部モデル方式を用いて算出する一般市場

リスク及び個別リスクに係るマーケット・リスク相当額は

、次に掲げる額の合計額とする。ただし、バリュー・アッ

ト・リスクは一営業日に一回以上の頻度で計測するものと

し、ストレス・バリュー・アット・リスクは、一週間に一回

以上の頻度で計測するものとする。 

 

（モデル化可能なリスク・ファクターに基づくマーケット

・リスク相当額） 

第二百五十九条 内部モデル方式採用金庫は、内部モデル方

式を用いるトレーディング・デスクにおけるモデル化可能
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なリスク・ファクターについて、次条から第二百五十九条

の四までの規定により期待ショート・フォールによりマー

ケット・リスク相当額を算出するものとする。 

一 次のイ及びロに掲げる額のうちいずれか大きい額 

イ 算出基準日のバリュー・アット・リスク 

ロ 算出基準日を含む直近六十営業日のバリュー・アッ

ト・リスクの平均値に次条に定める乗数を乗じて得た

額 

二 次のイ及びロに掲げる額のうちいずれか大きい額 

イ 算出基準日のストレス・バリュー・アット・リスク 

ロ 算出基準日を含む直近六十営業日のストレス・バリ

ュー・アット・リスクの平均値に前号ロで使用した乗

数を乗じて得た額 

 ２ 内部モデル方式を用いて算出する追加的リスクに係るマ

ーケット・リスク相当額は、次の各号に掲げる額のうちい

ずれか大きい額とする。ただし、追加的リスク計測モデル

により算出される追加的リスクの額は、一週間に一回以上

の頻度で計測するものとする。 

一 算出基準日の追加的リスクの額 

二 算出基準日を含む直近十二週間の追加的リスクの額の

平均値 

  

（期待ショート・フォール算出に係る流動性ホライズンの

勘案） 

第二百五十九条の二 内部モデル方式採用金庫は、内部モデ

ル方式を用いるトレーディング・デスク全体及びトレーデ

 

 

［条を加える。］ 
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ィング・デスク単位のポートフォリオにおいて、次の算式

を用いて期待ショート・フォールを日次で算出するものと

する。この場合において、当該算式には、片側九十七・五

パーセントの信頼水準及び十日間の流動性ホライズン（以

下この項において「ベース・ホライズン」という。）を用い

るものとする。 

𝐸𝑆 =   𝐸𝑆 (𝑃)  +   𝐸𝑆 (𝑃, 𝑗)  𝐿𝐻 − 𝐿𝐻    𝑇   
    

 

𝐸𝑆は、期待ショート・フォールにより算出したマーケット

・リスク相当額 𝐸𝑆 (𝑃)は、ベース・ホライズンを前提としたポジション𝑃 =(𝑝 )に対する全てのリスク・ファクターのショックに係る

期待ショート・フォールにより算出したマーケット・リ

スク相当額 𝑇は、ベース・ホライズンの長さ 𝐿𝐻 は、次項に規定する期間 𝐸𝑆 (𝑃, 𝑗)は、ポジション𝑃 = (𝑝 )のリスク・ファクターの集合𝑄(𝑝 , 𝑗)の各ポジション 𝑝 へのショック（第三項に規定する

流動性ホライズン 𝑛が 𝐿𝐻 以上であるリスク・ファクター

を変動させた場合における各ポジション 𝑝 に対するショ

ックをいう。）を勘案した期待ショート・フォールによ

り算出したマーケット・リスク相当額 
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２ 前項の 𝐿𝐻 は、次の表の左欄に掲げる流動性ホライズンの

区分に応じ、同表の右欄に定める期間とする。 

 

流動性ホライズンの区分（𝑗） 
期間（日） 

１ 十 

２ 二十 

３ 四十 

４ 六十 

５ 百二十 
 

 

３ 流動性ホライズン 𝑛は、次の表の左欄に掲げるリスク・ク

ラス及び中欄に掲げるリスク・ファクター・カテゴリーの

区分に応じ、同表の右欄に定める期間とする。ただし、内

部モデル方式採用金庫は、経済産業大臣、財務大臣及び金

融庁長官の承認を受けた場合は、当該期間よりも長い期間

を設定することができる。この場合において、当該期間よ

りも長い期間は、二十日、四十日、六十日又は百二十日と

するものとする。 

 

 

リスク・クラス 
リスク・ファクタ

ー・カテゴリー 
期間（日） 

金利リスク 

金利（特定通貨） 十 

特 定 通 貨 以 外 の

通貨 
二十 

ボラティリティ 六十 
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その他の種類 六十 

信用スプレッド

・リスク 

ソブリン（投資適

格（IG）） 
二十 

ソブリン（投機的

格付（HY）） 
四十 

コーポレート（投

資適格（IG）） 
四十 

コーポレート（投

機的格付（HY）） 
六十 

ボラティリティ 百二十 

その他の種類 百二十 

株式リスク 

株価（大型株） 十 

株価（小型株） 二十 

株価（大型株）に

係 る ボ ラ テ ィ リ

ティ 

二十 

株価（小型株）に

係 る ボ ラ テ ィ リ

ティ 

六十 

そ の 他 の 種 類 の

株式 
六十 

外国為替リスク 
為 替 レ ー ト に 係

る特定通貨ペア 
十 
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為 替 レ ー ト に 係

る通貨ペア（特定

通貨ペアを除く。

） 

二十 

為 替 に 係 る ボ ラ

ティリティ 
四十 

為 替 に 係 る そ の

他の種類 
四十 

コモディティ・リ

スク 

エ ネ ル ギ ー 及 び

二 酸 化 炭 素 排 出

権取引価格 

二十 

貴 金 属 及 び 非 鉄

金属価格 
二十 

そ の 他 の コ モ デ

ィティ価格 
六十 

エ ネ ル ギ ー 及 び

二 酸 化 炭 素 排 出

権 取 引 価 格 に 係

る ボ ラ テ ィ リ テ

ィ 

六十 

貴 金 属 及 び 非 鉄

金 属 価 格 に 係 る

ボラティリティ 

六十 
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そ の 他 の コ モ デ

ィ テ ィ 価 格 に 係

る ボ ラ テ ィ リ テ

ィ 

百二十 

コ モ デ ィ テ ィ に

係 る そ の 他 の 種

類 

百二十 

 

（注１） 特定通貨とは、欧州経済通貨統合参加国通貨（E

UR）、アメリカ合衆国通貨（USD）、英国通貨（GB

P）、オーストラリア通貨（AUD）、スウェーデン通

貨（SEK）、カナダ通貨（CAD）及び本邦通貨をいう

（第二百六十八条の二第四項において同じ。）。 

（注２） 特定通貨ペアとは、特定通貨、スイス通貨（CHF

）、メキシコ通貨（MXN）、中華人民共和国通貨（

CNY）、ニュージーランド通貨（NZD）、ロシア通貨

（RUB）、中華人民共和国（香港特別行政区）通貨

（HKD）、シンガポール通貨（SGD）、トルコ通貨（

TRY）、大韓民国通貨（KRW）、南アフリカ共和国通

貨（ZAR）、インド通貨（INR）、ノルウェー通貨（

NOK）及びブラジル通貨（BRL）のうち二の通貨の

組合せによる通貨ペアをいう。 

 

４ 前項ただし書の承認を受けようとする内部モデル方式採

用金庫は、次に掲げる要件の全てに適合していることを示
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す書類を添付した承認申請書を経済産業大臣、財務大臣及

び金融庁長官に提出するものとする。 

一 リスク・ファクター・カテゴリーごとの流動性ホライ

ズンについて、経済産業大臣、財務大臣及び金融庁長官

の求めに応じて情報を提出できる態勢を整備すること。 

二 流動性ホライズンの設定に係る方針を策定すること。 

三 流動性ホライズンの設定について、リスク管理部門に

よる検証及び内部監査を定期的に実施する態勢を整備す

ること。 

  

（市場混乱時を想定した期待ショート・フォールの算出） 

第二百五十九条の三 内部モデル方式採用金庫は、内部モデ

ル方式を用いる全てのトレーディング・デスクに対して、

市場混乱時を想定した期待ショート・フォールにより算出

したマーケット・リスク相当額を次の算式により算出する

ものとする。 

 

［条を加える。］ 

𝐸𝑆 = 𝐸𝑆 , × 𝑚𝑎𝑥  𝐸𝑆 , 𝐸𝑆 , , 1   

𝐸𝑆は、市場混乱時を想定した期待ショート・フォールによ

り算出したマーケット・リスク相当額 𝐸𝑆 , は、低減したリスク・ファクターについて、市場混乱時

を想定した期待ショート・フォールにより算出したマー

ケット・リスク相当額 
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𝐸𝑆 , は、低減したリスク・ファクターに基づく直近十二月

の期待ショート・フォールにより算出したマーケット・

リスク相当額 𝐸𝑆 , は、全てのリスク・ファクターに基づく直近十二月の

期待ショート・フォールにより算出したマーケット・リ

スク相当額 

２ 前項の規定による算出に当たっては、次に掲げる要件の

全てを満たすものとする。 

一 低減したリスク・ファクターが次に掲げる要件の全て

を満たし、かつ、経済産業大臣、財務大臣及び金融庁長

官の承認を受けたものであること。 

イ 十分な観測期間を有したモデル化可能なリスク・フ

ァクターであること。 

ロ 低減したリスク・ファクターの期待ショート・フォ

ールを全てのリスク・ファクターに基づく期待ショー

ト・フォールで除して得た割合に係る直近十二週間の

平均値が七十五パーセント以上であること。 

二 ストレス期間に算出した期待ショート・フォールに係

るデータは、均等に重み付けすること。 

三 前項の算式中 𝐸𝑆 , に係るストレス期間の見直しは、四

半期に一回以上の頻度及びリスク・ファクターに重要な

変更が生じた場合に行うこと。 

四 前項の算式中 𝐸𝑆 , に係るストレス期間を変更する場合
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には、低減したリスク・ファクターを見直すこと。 

五 前二号の見直しの参照日は、リスク・ファクターのモ

デル化可能性テストの参照日と一致するものとすること

。 

六 前項の算式中 𝐸𝑆 , の算出に用いたデータの更新は、四

半期に一回以上の頻度及び市場価格の著しい変動が生じ

た場合に行うこと。 

３ 第一項の期待ショート・フォールが同一のリスク・クラ

スの場合は、過去のデータから観測される相関を反映する

ことができる。この場合においては、相関をリスク・ファ

クターごとの前条第三項に規定する流動性ホライズン 𝑛と
整合的なものとし、かつ、相関の算出及び使用方法に係る

文書を作成するものとする。 

４ 第一項の期待ショート・フォールは、前条第三項に規定

するリスク・ファクター・カテゴリーにおいて、オプショ

ンの非線形リスク及びボラティリティ曲面を適切に勘案す

るものとする。 

５ 第一項の算出に当たって、内部モデル方式は、トレーデ

ィング・デスクが設定するリスク許容範囲に係る重要なリ

スク・ファクターを全て含むものとする。 

６ 第一項の算出に当たっては、ヒストリカル・シミュレー

ション法、モンテカルロ・シミュレーション法その他適切

な計測手法を使用することができる。 
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７ 経済産業大臣、財務大臣及び金融庁長官は、価格のボラ

ティリティが短期間に大きく上昇し、価格変動をより適切

に反映させることが妥当と判断した場合には、より短期の

観測期間を使用した市場混乱時を想定した期待ショート・

フォールの算出を求めることができる。この場合において

、観測期間は、六月以上とする。 

  

（市場混乱時を想定したモデル化可能なリスク・ファクタ

ーに基づくマーケット・リスク相当額） 

第二百五十九条の四 内部モデル方式採用金庫は、市場混乱

時を想定した期待ショート・フォールを用いて、モデル化

可能なリスク・ファクターに基づくマーケット・リスク相

当額を、次の算式により算出するものとする。 

 

 

［条を加える。］ 

𝐼𝑀𝐶𝐶 = 𝜌 𝐼𝑀𝐶𝐶(𝐶) + (1 − 𝜌)   𝐼𝑀𝐶𝐶(𝐶 ) 
      

𝐼𝑀𝐶𝐶(𝐶) = 𝐸𝑆 , × 𝐸𝑆 , 𝐸𝑆 ,   

𝐼𝑀𝐶𝐶(𝐶 ) = 𝐸𝑆 , , × 𝐸𝑆 , , 𝐸𝑆 , ,   

𝐼𝑀𝐶𝐶は、モデル化可能なリスク・ファクターに基づくマー

ケット・リスク相当額 𝐼𝑀𝐶𝐶(𝐶)は、全リスク・クラスを対象とした市場混乱時を想

定した期待ショート・フォールにより算出したマーケッ
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ト・リスク相当額 𝐼𝑀𝐶𝐶(𝐶 )は、五つの各リスク・クラスを対象とした市場混乱

時を想定した期待ショート・フォールにより算出したマ

ーケット・リスク相当額 𝐸𝑆 , , は、低減したリスク・ファクターについて、五つの各

リスク・クラスを対象とし、ストレス期間を想定して算

出した期待ショート・フォールにより算出したマーケッ

ト・リスク相当額 𝐸𝑆 , , は、五つの各リスク・クラスを対象とし、低減したリ

スク・ファクターに基づく直近十二月の期待ショート・

フォールにより算出したマーケット・リスク相当額 𝐸𝑆 , , は、五つの各リスク・クラスを対象の全てのリスク・

ファクターに基づく直近十二月の期待ショート・フォー

ルにより算出したマーケット・リスク相当額 𝜌は、〇・五 𝐵は、リスク・クラスの総数 

  

（モデル化不可能なリスク・ファクターに基づくマーケッ

ト・リスク相当額） 

第二百五十九条の五 内部モデル方式採用金庫は、トレーデ

ィング・デスクにおけるモデル化不可能なリスク・ファク

ターについて、ストレス・シナリオを用いてマーケット・

リスク相当額を算出するものとする。この場合において、

 

 

［条を加える。］ 
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マーケット・リスク相当額は、それぞれのモデル化不可能

なリスク・ファクターに基づき算出されたマーケット・リ

スク相当額を合計したものとする。 

２ 前項のマーケット・リスク相当額を合計したものは、次

の算式を用いて算出するものとする。 

𝑆𝐸𝑆 =   𝐼𝑆𝐸𝑆  ,   
   +   𝐼𝑆𝐸𝑆  ,   

   
+   𝜌 ∙  𝑆𝐸𝑆  ,  

     + (1 − 𝜌 ) ∙  𝑆𝐸𝑆  ,   
    

 

𝑆𝐸𝑆は、モデル化不可能なリスク・ファクターに基づくマー

ケット・リスク相当額を合計したもの 𝑖は、信用スプレッドに係るモデル化不可能なリスク・ファ

クター 𝑗は、株式の個別リスクに係るモデル化不可能なリスク・フ

ァクター 𝑘は、内部モデル方式を用いるトレーディング・デスクにお

けるモデル化不可能なリスク・ファクター（ 𝑖又は 𝑗に該当

するものを除く。） 𝐼𝑆𝐸𝑆  , は、信用スプレッドのリスク・ファクター 𝑖に対する

マーケット・リスク相当額 𝐼𝑆𝐸𝑆  , は、株式の個別リスクのリスク・ファクター 𝑗に対す

 

- 456 -



 

 
 

80
 

るマーケット・リスク相当額 𝑆𝐸𝑆  , は、モデル化不可能なリスク・ファクター 𝑘に対する

マーケット・リスク相当額 𝜌は、〇・六 

３ 第一項のストレス・シナリオは、次に掲げる要件の全て

を満たすものとする。 

一 九十七・五パーセントの信頼水準に基づき損失を算出

するものであること。 

二 ストレス期間は、同一のリスク・クラスにおける全て

のモデル化不可能なリスク・ファクターについて、共通

の十二月を使用するものであること。 

三 前号に規定する共通の十二月に係る妥当性を記した文

書を作成すること。ただし、当該妥当性を説明できない

場合には、発生可能性のある最大損失額を勘案したスト

レス・シナリオを用いること。 

 

４ 第二項のモデル化不可能なリスク・ファクターに基づく

マーケット・リスク相当額の算出に用いる流動性ホライズ

ン 𝑛 は、第二百五十九条の二第三項の表の左欄に掲げるリ

スク・クラス及び中欄に掲げるリスク・ファクター・カテ

ゴリーの区分に応じ、同表の右欄に定める期間（当該期間

が二十日未満の場合にあっては、二十日）とする。 

 

５ 経済産業大臣、財務大臣及び金融庁長官は、市場の流動

性の低下を適切に反映させることが妥当と判断した場合に
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は、前項の流動性ホライズン 𝑛 を、より長い期間にするこ

とを求めることができる。 

６ 内部モデル方式採用金庫は、第二項の算式中の信用スプ

レッドの個別リスクと株式の個別リスクとの合算において

、その相関係数を零とすることができる。この場合におい

て、内部モデル方式採用金庫は、その妥当性を示す文書を

作成し、当該文書について経済産業大臣、財務大臣及び金

融庁長官の求めに応じて提出できるように整備するものと

する。 

 

  

（デフォルト・リスクに対するマーケット・リスク相当額

） 

第二百六十条 内部モデル方式採用金庫は、ＤＲＣモデルを

用いて、トレーディング・デスクにおけるクレジット商品

及び株式に係るデフォルト・リスクに対するマーケット・

リスク相当額を算出するものとする。 

２ デフォルト・リスクに対するマーケット・リスク相当額

は、ＤＲＣモデルにより算出された次に掲げる額のいずれ

か大きい額とする。 

一 直近の計測値に基づく額 

二 直近十二週間の計測の平均値に基づく額 

３ ＤＲＣモデルは、次に掲げる要件の全てを満たすものと

する。 

（乗数） 

 

第二百六十条 内部モデル方式における乗数は、次の表の左

欄に掲げる超過回数（内部モデルを用いる部分について、

算出基準日を含む直近二百五十営業日の日ごとの損益（実

際に発生した損益又はポートフォリオを固定した場合にお

いて発生したと想定される損益をいう。）のうち、その日

ごとの損失の額が、保有期間を一日としてリスク計測モデ

ル（追加的リスク計測モデル及び第二百八十五条の十第三

項第三号に規定する包括的リスク計測モデルを除く。）を

使用して算出した日ごとのバリュー・アット・リスクを上

回る回数をいう。以下この条において同じ。）に応じ、同

表の右欄に定める値とする。 
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一 片側九十九・九パーセントの信頼水準により、週次で

デフォルト・リスクに係る信用バリュー・アット・リス

ク（特定のポジションを一定期間（第五号において「保

有期間」という。）保有すると仮定した場合において、

将来の債務者又は株式等の発行体（以下この項において

「債務者等」という。）のデフォルトにより一定の確率

の範囲内で予想される最大の損失額をいう。）を計測す

ること。 

二 二種類の全般的なリスク・ファクターを用いたデフォ

ルト・シミュレーション・モデル（債務者のデフォルト

時損失（債務者のデフォルト前の格付の低下による損失

を除く。）を見積もるモデルをいう。）を用いること。 

三 債務者等に係るデフォルトの相関は、信用スプレッド

又は上場株式の価格に基づき推計すること。 

四 前号の規定による推計は、少なくとも十年間（ストレ

ス期間を含む。）のデータに基づくものであること。 

五 保有期間は一年間と仮定すること。ただし、株式に係

るポートフォリオの場合は、六十日間と仮定することが

できる。 

六 株式に係るポジションは、株価が零になることを想定

して発行体のデフォルトをモデル化すること。 

七 デフォルト・リスクは、債務者等ごとに計測すること

。 

超 過 回 数 乗     数 

零 三・〇〇 

一 三・〇〇 

二 三・〇〇 

三 三・〇〇 

四 三・〇〇 

五 三・四〇 

六 三・五〇 

七 三・六五 

八 三・七五 

九 三・八五 

十以上 四・〇〇 

２ 前項の規定にかかわらず、超過回数が五回以上十回未満

であって、超過が市場の特殊要因等に起因すると認められ

る場合には、当該超過回数以下の超過回数に係る乗数とす

ることができる。 

３ 内部モデル方式を用いている場合の商工組合中央金庫は

、超過回数が五回以上となったときは、その都度、直ちに

、その旨を記載した届出書に超過回数が五回以上となった

原因を記載した書類を添付して経済産業大臣、財務大臣及

び金融庁長官に提出しなければならない。 
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八 デフォルト・リスクには、評価日時点の評価損益に加

え、デフォルト時に生ずる損失を考慮すること。 

九 債務者等がデフォルトした場合には、対象となる全て

のポジションについて、自己が被ると想定される現在の

時価評価に対する追加的な損失額を算出すること。 

十 モデルが想定する損失額に、景気循環の影響が反映さ

れていること。 

十一 同一の債務者等に対するロング・エクスポージャー

とこれに対応するショート・エクスポージャーとを相殺

すること。この場合において、エクスポージャーが同一

の債務者等に対する異なる商品を含むものであるときは

、当該異なる商品間の優先劣後関係等を勘案すること。 

十二 異なる債務者等に対するロング・エクスポージャー

とショート・エクスポージャーとの間のベーシス・リス

クをモデルに含めること。この場合において、異なる債

務者等にまたがるロング・エクスポージャーとショート

・エクスポージャーとの間のデフォルト・リスクの相殺

は、デフォルト・リスクのモデル化を通じて行うこと。 

十三 モデルに投入する前のポジションの相殺は行わない

こと。 

十四 異なる債務者等の間のデフォルトの相関は、次に掲

げる要件の全てを満たすこと。 

イ 相関は客観的なデータに基づき、自己のポジション
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の構成に基づく恣意的な相関の水準の調整をしないこ

と。 

ロ 自己のポートフォリオに係る相関のモデル化の手法

及び全般的なリスク・ファクターの選択の適切性を検

証すること。この場合において、内部モデル方式採用

金庫は、当該手法に係る文書を作成すること。 

ハ 相関は一年以上の保有期間を想定すること。 

ニ 全ての重要なベーシス・リスクを相関に反映するこ

と。 

十五 ポジションとそのヘッジの間で生ずる重要なミスマ

ッチを全て捕捉すること。 

十六 ストレス期間における特定の債務者等又は市場への

集中による効果を全ての商品の種別について適切に勘案

すること。 

十七 オプション及びその他のポジションに係る非線形リ

スクの影響を反映すること。 

十八 複数の原資産を有する株式デリバティブのポジショ

ンに対して、簡素化したモデルを使用する場合は、経済

産業大臣、財務大臣及び金融庁長官の承認を受けること

。 

十九 モデルに投入するPDは、〇・〇三パーセントを下限

とし、信用リスクに係る内部格付手法に使用する推計値

が存在する場合には当該推計値を用い、当該推計値が存
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在しない場合には次に掲げる要件の全てを満たすPDを算

出すること。ただし、当該推計値が存在しない場合にお

いて、第三十三条から第三十五条まで及び第三十七条第

三項の規定によりリスク・ウェイトを零パーセントとす

ることが認められるエクスポージャーについては、当該

下限を適用しないことができる。 

イ 市場価格に基づくPDは使用しないこと。ただし、当

該使用について、経済産業大臣、財務大臣及び金融庁

長官の承認を受けている場合は、この限りでない。 

ロ 観測した過去のデフォルト実績に基づくPDを使用す

ること。ただし、内部モデル方式採用金庫は、過去の

デフォルト実績に基づくPDと乖離していないことを疎

明できる場合には、理論値に基づくPDを使用すること

ができる。 

ハ 取引所に上場されている有価証券のデータに基づき

PDの水準を調整する場合には、景気循環を含む最低五

年の観測期間とすること。 

ニ 外部データ・ソースから提供されるPDを用いる場合

は、自己のポートフォリオに関連性があることを疎明

すること。 

二十 モデルに投入するLGDは、信用リスクに係る内部格付

手法に使用する推計値が存在する場合には当該推計値を

用い、当該推計値が存在しない場合には次に掲げる要件
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の全てを満たすLGDを算出すること。 

イ ポジションの現在市場価値からデフォルト時点のポ

ジションの期待市場価値を差し引いた金額に基づき算

出すること。 

ロ ポジションの種類と優先劣後構造を反映するもので

あること。ただし、零を下回る場合にあっては、零と

する。 

ハ 十分な過去データに基づくものであること。 

ニ 外部データ・ソースから提供されるLGDを用いる場合

は、自己のポートフォリオに関連性があることを疎明

すること。 

二十一 PD及びLGDの入手方法に関する優先順位付けを行

い、恣意的に選択しないこと。 

４ 内部モデル方式採用金庫は、ＤＲＣモデルについて、適

切な運用に必要な管理規程（信用スプレッド又は株価の使

用要件、相関並びにPD及びLGDに係る管理手続（水準調整及

び検証を含む。）を含む。）を文書で定めるものとする。 

５ 内部モデル方式採用金庫は、ＤＲＣモデルについて、ス

トレス・テスト、感応度分析、シナリオ分析その他これら

に類する手法により評価するものとする。この場合におい

て、内部モデル方式採用金庫は、過去の経験から得られた

事象その他の事象を想定した検証を実施するものとする。 

６ 内部モデル方式採用金庫は、ＤＲＣモデルの全般的な正

- 463 -



 

 
 

87
 

確性を評価するためのベンチマークを構築するものとする

。 

７ 内部モデル方式採用金庫は、ＤＲＣモデルの検証につい

て、具体的な検証手続を整備するものとする。 

 

８ ＤＲＣモデルを使用してマーケット・リスク相当額を算

出するトレーディング・デスクは、期待ショート・フォー

ル又はストレス期待ショート・フォールを用いてマーケッ

ト・リスク相当額を算出するものとする。 

 

  

（内部モデル方式を使用しないトレーディング・デスクに

よるマーケット・リスク相当額の算出） 

第二百六十一条 内部モデル方式を使用しないトレーディン

グ・デスクに関連するマーケット・リスク相当額は、標準

的方式又は簡易的方式を用いて算出するものとする。 

（変更に係る届出） 

 

第二百六十一条 商工組合中央金庫が内部モデル方式の使用

について承認を受けた場合に、次の各号のいずれかに該当

する場合は、遅滞なく、その旨及びその内容を経済産業大

臣、財務大臣及び金融庁長官に届け出なければならない。 

一 承認申請書の記載事項に変更がある場合 

二 承認申請書の添付書類の記載事項に重要な変更がある

場合 

三 第二百五十七条及び第二百五十八条に規定する承認の

基準を満たさない事由が生じた場合 

２ 前項第三号に基づく届出を行う場合には、商工組合中央

金庫は、商工組合中央金庫が承認の基準を満たさない事項

に関する改善計画を当該届出とあわせて、又はその後速や
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かに経済産業大臣、財務大臣及び金融庁長官に提出しなけ

ればならない。 

  

（マーケット・リスク相当額の合算） 

第二百六十二条 内部モデル方式及び標準的方式に基づくマ

ーケット・リスク相当額は、次の算式を用いて算出するも

のとする。 

（承認の取消し） 

第二百六十二条 経済産業大臣、財務大臣及び金融庁長官は

、次の各号に該当する場合、第二百五十五条の承認を取り

消すことができる。 

一 第二百六十条第一項に規定する超過回数が十回以上で

あって、内部モデル方式を用いてマーケット・リスク相

当額を算出することが不適当と認められる場合 

二 商工組合中央金庫が第二百六十条第三項に定める届出

を怠った場合、前条第一項第二号の届出を怠った場合又

は同項第三号に該当する場合において、内部モデル方式

を継続して用いさせることが不適当と判断したとき。 

𝐴𝐶𝑅       = min 𝐼𝑀𝐴 , + 資本サーチャージ + 𝐶 ; 𝑆𝐴           + max 0; 𝐼𝑀𝐴 , − 𝑆𝐴 ,    𝐶 = max 𝐼𝑀𝐶𝐶   + 𝑆𝐸𝑆   ; 𝑚 ∙ 𝐼𝑀𝐶𝐶   + 𝑆𝐸𝑆     
資本サーチャージ = 𝑘 ∙ max 0, 𝑆𝐴 , − 𝐼𝑀𝐴 ,   
𝑘 = 0.5 × ∑ 𝑆𝐴  ∈ ∑ 𝑆𝐴  ∈ ,  

𝐴𝐶𝑅     は、内部モデル方式及び標準的方式に基づくマーケ

ット・リスク相当額 𝐼𝑀𝐴 , は、𝐶 及び𝐷𝑅𝐶の合計額 𝐷𝑅𝐶は、第二百六十条第二項の規定により算出された内部

モデル方式を用いるトレーディング・デスクにおけるデ

フォルト・リスクに対するマーケット・リスク相当額 𝑆𝐴        は、全てのトレーディング・デスクについて標準的

方式を用いて算出した場合のマーケット・リスク相当額 
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𝑆𝐴        は、全てのトレーディング・デスクについて標準的

方式を用いて算出した場合のマーケット・リスク相当額 𝑆𝐴 , は、第二百五十八条の八第一項の規定によりグリーン

・ゾーン（G）又はアンバー・ゾーン（A）に分類されたト

レーディング・デスクについて標準的方式を用いて算出

した場合のマーケット・リスク相当額 𝑆𝐴 は、第二百五十八条の八第一項の規定によりアンバー・

ゾーン（A）に分類されたトレーディング・デスクについ

て標準的方式を用いて算出した場合のマーケット・リス

ク相当額 𝐶 は、𝐷𝑅𝐶以外の内部モデル方式による資本賦課の合計額 𝐼𝑀𝐶𝐶   は、算出基準日における 𝐼𝑀𝐶𝐶（第二百五十九条の四

の規定に基づくモデル化可能なリスク・ファクターに対

するマーケット・リスク相当額。以下この条において同

じ。） 𝑆𝐸𝑆   は、算出基準日における 𝑆𝐸𝑆（第二百五十九条の五第

二項の規定に基づくモデル化不可能なリスク・ファクタ

ーに対するマーケット・リスク相当額。以下この条にお

いて同じ。） 𝑚 は、第二百五十八条の二第四項の表の中欄に掲げる乗数

又は当該乗数に経済産業大臣、財務大臣及び金融庁長官

が指定する定性的アドオンを加えたもの 𝐼𝑀𝐶𝐶   は、算出基準日を含む直近六十営業日の 𝐼𝑀𝐶𝐶の平均
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値 𝑆𝐸𝑆   は、算出基準日を含む直近六十営業日の 𝑆𝐸𝑆の平均値 𝑆𝐴 は、トレーディング・デスク 𝑖について、標準的方式を用

いて算出した場合のマーケット・リスク相当額 

  

第三節 標準的方式 ［節を加える。］ 

第一款 標準的方式に係る一般的規定及び構造  

  

（標準的方式）  

第二百六十三条 標準的方式によるマーケット・リスク相当

額とは、次に掲げるマーケット・リスク相当額の合計額を

いう。 

一 リスク感応度方式に基づくマーケット・リスク相当額 

二 デフォルト・リスクに対するマーケット・リスク相当

額 

三 残余リスク・アドオンに対するマーケット・リスク相

当額 

 

  

第二款 標準的方式に係るリスク感応度方式  

第一目 リスク感応度方式による算出方法  

  

（リスク感応度方式における用語）  
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第二百六十三条の二 この節において、次の各号に掲げる用

語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

一 リスク・クラス 次に掲げる区分をいう。 

イ 一般金利リスク 

ロ 信用スプレッド・リスク（非証券化商品に係るもの

に限る。） 

ハ 信用スプレッド・リスク（証券化商品のうち非コリ

レーション・トレーディング・ポートフォリオ（以下

この節において「証券化商品（非 CTP）」という。）に係

るものに限る。） 

ニ 信用スプレッド・リスク（証券化商品のうちコリレ

ーション・トレーディング・ポートフォリオ（以下こ

の節において「証券化商品（CTP）」という。）に係るも

のに限る。） 

ホ 株式リスク 

ヘ コモディティ・リスク 

ト 外国為替リスク 

 

二 コリレーション・トレーディング・ポートフォリオ 

次に掲げるポジションをいう。 

 

イ 次に掲げる要件の全てを満たす証券化商品のポジシ

ョン 

⑴ コリレーション・トレーディング（証券化商品の

トランシェの受取額に対して比例した持分を提供し
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ない証券化商品のエクスポージャーに係る派生商品

取引を除く。）であること。 

⑵ 第四十四条から第四十七条の二までに規定するエ

クスポージャーに係る原資産を参照していないこと

。 

⑶ 証券化目的導管体に対する債権を参照していない

こと。 

 

 

ロ 証券化商品に該当しないポジション（以下この節に

おいて「非証券化商品」という。）であってイに掲げ

るポジションをヘッジする目的であるもの 

 

  

（リスク感応度方式に基づくマーケット・リスク相当額）  

第二百六十四条 リスク感応度方式に基づくマーケット・リ

スク相当額とは、デルタ・リスク、ベガ・リスク及びカー

ベチャー・リスクに対するマーケット・リスク相当額の合

計額をいう。 

 

  

（リスク感応度方式の対象商品）  

第二百六十五条 デルタ・リスク、ベガ・リスク及びカーベ

チャー・リスクの対象となる商品は、次の各号に掲げるリ

スクの区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 

 

一 デルタ・リスク 標準的方式を用いる全てのトレーデ

ィング・デスクが保有する商品（証券化商品（非 CTP）を
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除く。） 

二 ベガ・リスク 次に掲げる商品 

イ オプション性を有する商品 

ロ 繰上返済のオプションが組み込まれている商品 

 

三 カーベチャー・リスク 前号イ及びロに掲げる商品。

ただし、次に掲げる要件の全てを満たす場合に限り、同

号イ及びロ以外の商品のうち標準的方式を用いる全ての

トレーディング・デスクで保有する商品をカーベチャー

・リスクの対象とすることができる。 

イ 第一号に定めるデルタ・リスクの対象となる商品の

うちオプション性を有さないものであること。 

ロ カーベチャー・リスクの対象商品は継続して適用す

ること。 

 

  

（デルタ・リスク及びベガ・リスクに対するマーケット・

リスク相当額） 

 

第二百六十五条の二 デルタ・リスク及びベガ・リスクに対

するマーケット・リスク相当額の算出は、次項から第七項

までに定めるところによる。 

 

２ デルタ・リスク及びベガ・リスクに対する各リスク・フ

ァクターの感応度（ 𝑠 ）は第三目の規定に基づき自己の計算

により算出し、同一のリスク・ファクターに関する感応度

はネッティングするものとする。 
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３ 各リスク・ファクター（ 𝑘）に対するリスク加重後の感応

度（リスク・ウェイトを乗じた後の感応度をいう。以下同

じ。）は、次の算式により算出するものとする。 

 

𝑊𝑆 = 𝑅𝑊 ∙ 𝑠   𝑊𝑆 は、各リスク・ファクターに対するリスク加重後の感応

度 

 

𝑅𝑊 は、リスク・ファクター 𝑘に適用されるリスク・ウェイ

ト 

 

４ 各バケットに対するマーケット・リスク相当額(𝐾 )は、

次の算式により算出するものとする。 

 

𝐾 =  max  0,  𝑊𝑆  +   𝜌  𝑊𝑆 𝑊𝑆         

𝐾 は、各バケットに対するマーケット・リスク相当額  𝜌  は、リスク・ファクター 𝑘と 𝑙との間の相関係数  

５ 各リスク・クラスにおけるマーケット・リスク相当額は

、次の算式により算出するものとする。 

 

各リスク・クラスにおけるデルタ・リスク及びベガ・リ

スクに対する各マーケット・リスク相当額 

 

 =   𝐾  +   𝛾  𝑆 𝑆       
 

𝑆 =  𝑊𝑆   
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𝑆 =  𝑊𝑆   

𝛾  は、バケット 𝑏と 𝑐との間の相関係数 𝑆 は、リスク加重後の感応度𝑊𝑆 のバケット 𝑏の合計額 𝑆 は、リスク加重後の感応度𝑊𝑆 のバケット 𝑐の合計額 

 

６ 前項の算式における平方根の計算において実数解が得ら

れない場合は、𝑆 及び 𝑆 を次の算式により算出し、当該 𝑆 及
び 𝑆 を用いて同項の算式により各リスク・クラスにおける

デルタ・リスク及びベガ・リスクに対する各マーケット・

リスク相当額を算出するものとする。 

 

𝑆 = max  min   𝑊𝑆 , 𝐾   , −𝐾   
𝑆 = max  min   𝑊𝑆 , 𝐾   , −𝐾   

 

７ デルタ・リスク及びベガ・リスクに対するマーケット・

リスク相当額は、前二項の規定により算出した各リスク・

クラスのマーケット・リスク相当額を合算した額とする。 

 

  

（カーベチャー・リスクに対するマーケット・リスク相当

額） 

 

第二百六十五条の三 カーベチャー・リスクに対するマーケ

ット・リスク相当額の算出は、次項から第七項までに定め

るところによる。 
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２ カーベチャー・リスクを有するリスク・ファクターにお

いて、リスク・ウェイトを上方及び下方に移動した場合の

感応度（デルタ・リスクの加重平均感応度を除く。）は、次

の算式により算出するものとする。 

 

𝐶𝑉𝑅  = −   𝑉  𝑥 (         )  − 𝑉 (𝑥 ) − 𝑅𝑊 (         ) × 𝑠     

𝐶𝑉𝑅  = −   𝑉  𝑥 (         )  − 𝑉 (𝑥 ) + 𝑅𝑊 (         ) × 𝑠     

 

𝐶𝑉𝑅  は、リスク・ファクター 𝑘が上方に移動した場合におけ

るカーベチャー・リスクのリスク加重後の感応度（デル

タ・リスクのリスク加重後の感応度を除く。） 

 

𝐶𝑉𝑅  は、リスク・ファクター 𝑘が下方に移動した場合におけ

るカーベチャー・リスクのリスク加重後の感応度（デル

タ・リスクのリスク加重後の感応度を除く。） 

 

𝑖は、リスク・ファクター 𝑘に関連するカーベチャー・リスク

を有する商品 

 

𝑥 は、リスク・ファクター 𝑘の現在の水準  𝑉 (𝑥 )は、リスク・ファクター 𝑘の 𝑥 における商品 𝑖の時価  𝑉  𝑥   (         )  は、リスク・ファクター 𝑘が上方に移動した場

合の商品 𝑖の時価 𝑉  𝑥   (         )  は、リスク・ファクター 𝑘が下方に移動した場

合の商品 𝑖の時価 

 

𝑅𝑊 (         )
は、商品 𝑖のリスク・ファクター 𝑘に適用される  
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リスク・ウェイト 𝑠  は、商品 𝑖のリスク・ファクター 𝑘のデルタ・リスクの感応

度 

 

３ 前項の感応度の算出に当たっては、次の各号に掲げる場

合の区分に応じ、当該各号に定める手法を用いるものとす

る。 

 

一 一般金利リスクの場合 ある通貨内の全てのリスクフ

リー・イールド・カーブを全てのテナーについて上方及

び下方に移動することにより算出する。 

 

二 商品価格が複数のリスク・ファクターにより決定され

る場合 各リスク・ファクターに対して個別に算出する

。 

 

４ 前項のリスク・ファクター 𝑘のデルタ・リスクの感応度（𝑠  ）は、次の各号に掲げるリスクの区分に応じ、当該各号

に定めるものとする。 

一 外国為替リスク及び株式リスク 商品 𝑖のデルタ・リス

クの感応度 

二 一般金利リスク、信用スプレッド・リスク及びコモデ

ィティ・リスク リスク・ファクター 𝑘に関して、商品 𝑖の
関連するイールド・カーブの全てのテナーに対するデル

タ・リスクの感応度の合計 

 

５ 各バケットにおけるマーケット・リスク相当額（𝐾 ）は、

次の算式により算出するものとする。 
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𝐾 = max(𝐾  , 𝐾  ) 

⎩⎪⎨
⎪⎧𝐾  =  max  0,  max(𝐶𝑉𝑅  , 0)  +   𝜌  𝐶𝑉𝑅  𝐶𝑉𝑅  𝛹(𝐶𝑉𝑅  , 𝐶𝑉𝑅  )     

𝐾  =  max  0,  max(𝐶𝑉𝑅  , 0)  +   𝜌  𝐶𝑉𝑅  𝐶𝑉𝑅  𝛹(𝐶𝑉𝑅  , 𝐶𝑉𝑅  )      
 

𝜌  は、リスク・ファクター間の相関係数であり、デルタ・リ

スクの相関関数を二乗した値 

 

𝛹(𝐶𝑉𝑅 , 𝐶𝑉𝑅 )は、𝐶𝑉𝑅 及び𝐶𝑉𝑅 がいずれも負の場合には零、

それ以外の場合には一 

 

６ 各リスク・クラスのカーベチャー・リスクに対するマー

ケット・リスク相当額は、次の算式により算出するものと

する。 

 

各リスク・クラスにおけるカーベチャー・リスクに対す

る各マーケット・リスク相当額 

 =  max  0,  𝐾   +   𝛾  𝑆 𝑆 𝛹(𝑆 , 𝑆 )      
 

𝛾  は、デルタ・リスクの相関関数を二乗した値  

𝑆 = ⎩⎪⎨
⎪⎧ 𝐶𝑉𝑅   ,上方に移動した場合

 𝐶𝑉𝑅   ,下方に移動した場合
 

 

𝛹(𝑆 , 𝑆 )は、 𝑆 及び 𝑆 のいずれも負の場合には零、それ以外  
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の場合には一 

７ カーベチャー・リスクに対するマーケット・リスク相当

額は、前項の規定により算出した各リスク・クラスのカー

ベチャー・リスクに対するマーケット・リスク相当額を合

算した額とする。 

 

  

（リスク感応度方式におけるストレスを想定した相関係数

） 

 

第二百六十五条の四 第二百六十五条の二第四項及び第五項

並びに前条第五項及び第六項の算式においては、次の各号

に掲げるシナリオの区分に応じ、当該各号に定める方法に

より設定された相関係数を用いるものとする。 

 

一 中間相関のシナリオ 第四目又は第五目の規定により

算出された相関係数（𝜌  ）及び相関係数（ 𝛾  ）に調整を

加えずに用いる方法 

 

二 高相関のシナリオ 第四目又は第五目の規定により算

出された相関係数（ 𝜌  ）及び相関係数（ 𝛾  ）を、それぞ

れ一・二五を乗じて得た相関係数（一を超える場合は一

とする。）に置き換える方法 

 

三 低相関のシナリオ 第四目又は第五目の規定により算

出された相関係数（ 𝜌  ）及び相関係数（ 𝛾  ）を、それぞ

れ max(2 × 𝜌  − 100%; 75% × 𝜌  )及 び max(2 × γ  − 100%; 75%× γ  )により算出した相関係数に置き換える方法 
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２ 前項の規定により算出したトレーディング・デスクごと

のマーケット・リスク相当額を同項各号に掲げるシナリオ

ごとに合算して得た額を、当該シナリオのリスク感応度方

式に基づくマーケット・リスク相当額とする。 

 

３ 前項の規定により算出されたシナリオごとのマーケット

・リスク相当額のうち最も大きい額を、リスク感応度方式

に基づくマーケット・リスク相当額とする。 

 

  

第二目 リスク感応度方式に係るリスク・ファ

クター 

 

 

（デルタ・リスク、ベガ・リスク及びカーベチャー・リス

クに対するリスク・ファクター） 

 

第二百六十六条 一般金利リスクに対するリスク・ファクタ

ーは、次の各号に掲げるリスクの区分に応じ、当該各号に

定めるところにより設定するものとする。 

一 デルタ・リスク 次のイからハまでに掲げるカーブの

区分に応じ、当該イからハまでに定めるところにより設

定すること。 

イ 各通貨のリスクフリー・イールド・カーブ 次に掲

げる要件の全てを満たすこと。 

⑴ 各通貨において、マーケット・リスク相当額の計

測対象となる信用リスクが最も低いマネー・マーケ
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ット商品又はポジションを時価評価するために用い

るマーケット・インプライド・スワップ・カーブに

基づくカーブを一以上設定すること。 

⑵ 各通貨のリスクフリー・イールド・カーブのテナ

ーは、〇・二五年、〇・五年、一年、二年、三年、五

年、十年、十五年、二十年及び三十年を用いること

。 

⑶ 中央政府の発行する債券の市場データを用いて作

成されたカーブによりリスクフリー・イールド・カ

ーブに代替しようとするときは、マーケット・イン

プライド・スワップ・カーブに関するデータが不十

分な場合に限ること。この場合において、同一通貨

の域内に複数国の中央政府が発行する債券があると

きは、当該域内のリスクを代表する適切な中央政府

を選ぶこと。 

⑷ 一般金利リスクについて債券から決定される感応

度にスワップ・カーブを適用する場合には、信用ス

プレッド・リスク・クラスにおいて債券カーブとク

レジット・デフォルト・スワップ・カーブとの間の

ベーシス・リスクを捕捉すること。 

⑸ 各通貨のリスクフリー・イールド・カーブの構築

に当たっては、次に掲げるカーブの組合せの場合に

は、当該組合せにおけるカーブを異なるカーブとし
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て設定すること。 

(ⅰ) 翌日物金利スワップ（OIS）・カーブ及び銀行間

取引（BOR）スワップ・カーブ 

(ⅱ) テナーが異なる複数の銀行間取引（BOR）カーブ 

(ⅲ) オンショア市場及びオフショア市場のカーブ 

ロ 各通貨の市場におけるインフレ率のフラット・カー

ブ 次に掲げる要件の全てを満たすこと。 

⑴ イールド・カーブの期間構造を認識しないこと。 

⑵ インフレ型商品（キャッシュ・フローがインフレ

ーションの指標に関連する商品をいう。以下この⑵

及び⑶において同じ。）のインプライド・クーポン（

インフレ型商品の市場で観測された価格から逆算さ

れた当該商品の予想される利率をいう。）からインフ

レ率に対する感応度を算出し、各通貨のインフレ・

リスク（物価の変動により保有商品の価格が下落す

るリスクをいう。以下この項において同じ。）を合

算すること。 

⑶ インフレ率のリスク・ファクターは、インフレ型

商品にのみ含まれることとし、インフレ・リスク以

外の一般金利リスクのリスク・ファクターは、イン

フレ・リスクの対象とする商品に含まれること。 

⑷ インフレ・リスクは、同一通貨の関連するリスク

フリー・イールド・カーブの期間構造に割り当てる
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こと。 

ハ 各通貨（基軸通貨（商工組合中央金庫が設定する一

の通貨であって、アメリカ合衆国通貨（USD）又は欧州

経済通貨統合参加国通貨（EUR）をいう。以下このハに

おいて同じ。）を除く。）のクロスカレンシー・ベーシ

スのフラット・カーブ 次に掲げる要件の全てを満た

すこと。 

⑴ イールド・カーブの期間構造を認識しないこと。 

⑵ クロスカレンシー・ベーシスは、基軸通貨に対す

るベーシスとすること。 

⑶ 基軸通貨に関連しないクロスカレンシー・ベーシ

スは、基軸通貨に対するクロスカレンシー・ベーシ

スを組み合わせて設定すること。 

⑷ 同一商品の一般金利リスクに対する感応度に加え

て、クロスカレンシー・ベーシス・リスクを含むこ

と。この場合において、クロスカレンシー・ベーシ

ス・リスクは、同一通貨の関連するリスクフリー・

イールド・カーブの期間構造に割り当てること。 

二 ベガ・リスク 次に掲げる要件の全てを満たすように

設定すること。 

 

イ 各通貨において、一般金利リスクに対して感応度を

有する原資産を参照するオプションのインプライド・

ボラティリティをリスク・ファクターとして設定する
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こと。 

ロ オプションの満期については、オプションのインプ

ライド・ボラティリティを一以上のテナー（〇・五年

、一年、三年、五年又は十年とする。）のいずれかに関

連付けること。 

 

ハ オプションの行使期間満了日時点におけるオプショ

ンの原資産の残存満期については、オプションのイン

プライド・ボラティリティを満期までの一以上の残存

満期のテナー（〇・五年、一年、三年、五年又は十年と

する。）のいずれかに関連付けること。 

 

ニ 一般金利リスクについて債券から決定される感応度

にスワップ・カーブを適用する場合には、信用スプレ

ッド・リスク・クラスにおいて債券カーブとクレジッ

ト・デフォルト・スワップ・カーブとの間のベーシス

・リスクを捕捉すること。 

 

三 カーベチャー・リスク 次に掲げる要件の全てを満た

すように設定すること。 

 

イ 各通貨のリスクフリー・イールド・カーブを平行移

動することにより算出すること。 

 

ロ インフレ・リスク及びクロスカレンシー・ベーシス

・リスクについては、カーベチャー・リスクの計測の

対象外とすること。 

 

ハ 一般金利リスクについて債券から決定される感応度  
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にスワップ・カーブを適用する場合には、信用スプレ

ッド・リスク・クラスにおいて債券カーブとクレジッ

ト・デフォルト・スワップ・カーブとの間のベーシス

・リスクを捕捉すること。 

２ 非証券化商品に係る信用スプレッド・リスクに対するリ

スク・ファクターは、次の各号に掲げるリスクの区分に応

じ、当該各号に定めるところにより設定するものとする。 

 

一 デルタ・リスク 次に掲げる要件の全てを満たすよう

に設定すること。 

 

イ 債券及びクレジット・デフォルト・スワップに関連

する発行体の信用スプレッド・カーブの特性に応じて

定めるものであること。 

 

ロ テナー（〇・五年、一年、三年、五年又は十年とする

。）に応じて定めるものであること。 

 

二 ベガ・リスク 次に掲げる要件の全てを満たすように

設定すること。 

 

イ 債券及びクレジット・デフォルト・スワップに関連

する発行体の銘柄を原資産として参照するオプション

のインプライド・ボラティリティであること。 

 

ロ オプションの満期においては、インプライド・ボラ

ティリティを満期（〇・五年、一年、三年、五年又は十

年とする。）に関連付けること。 

 

三 カーベチャー・リスク 債券及びクレジット・デフォ  
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ルト・スワップに関連する発行体の信用スプレッド・カ

ーブに設定されたテナーの全てを平行移動することによ

り算出すること。 

３ 証券化商品（非 CTP）に係る信用スプレッド・リスクに対

するリスク・ファクターは、次の各号に掲げるリスクの区

分に応じ、当該各号に定めるところにより設定するものと

する。 

 

一 デルタ・リスク 次に掲げる要件の全てを満たすよう

に設定すること。 

 

イ 当該証券化商品（非 CTP）の原資産のスプレッドでは

なく、保有するトランシェのスプレッドであること。 

 

ロ トランシェの信用スプレッド・カーブの特性に基づ

くこと。 

 

ハ テナー（〇・五年、一年、三年、五年又は十年とする

。）に基づくこと。 

 

二 ベガ・リスク 次に掲げる要件の全てを満たすように

設定すること。 

 

イ 証券化商品（非 CTP）を原資産として参照するオプシ

ョンのインプライド・ボラティリティであること。 

 

ロ オプションの満期においては、インプライド・ボラ

ティリティを満期（〇・五年、一年、三年、五年又は十

年とする。）に関連付けること。 
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三 カーベチャー・リスク 保有するトランシェの信用ス

プレッド・カーブに設定されたテナーの全てを平行移動

することにより算出すること。 

 

４ 証券化商品（CTP）に係る信用スプレッド・リスクに対す

るリスク・ファクターは、次の各号に掲げるリスクの区分

に応じ、当該各号（インプライド・ボラティリティを取得

できないトランシェにあっては、第二号を除く。）に定め

るところにより設定するものとする。 

 

一 デルタ・リスク 次に掲げる要件の全てを満たすよう

に設定すること。 

 

イ 証券化商品の原資産の銘柄又は特定順位参照型商品

に対するものであること。 

 

ロ 保有する原資産の信用スプレッド・カーブの特性に

応じて定めるものであること。 

 

ハ テナー（〇・五年、一年、三年、五年又は十年とする

。）に基づくこと。 

 

二 ベガ・リスク 次に掲げる要件の全てを満たすように

設定すること。 

 

イ 証券化商品（CTP）を原資産として参照するオプショ

ンのインプライド・ボラティリティであること。 

 

ロ オプションの満期においては、インプライド・ボラ

ティリティを満期（〇・五年、一年、三年、五年又は十

年とする。）に関連付けること。 

 

- 484 -



 

 
 

10
8 

三 カーベチャー・リスク 保有するトランシェの信用ス

プレッド・カーブに設定されたテナーの全てを平行移動

することにより算出すること。 

 

５ 株式リスクに対するリスク・ファクターは、次の各号に

掲げるリスクの区分に応じ、当該各号に定めるところによ

り設定するものとする。 

 

一 デルタ・リスク 株式等の現物価格及び株式等レポ・

レート（配当利回りを含む。以下同じ。）を勘案するこ

と。 

 

二 ベガ・リスク 次に掲げる要件の全てを満たすように

設定すること。 

 

イ 株式等の現物価格を原資産として参照するオプショ

ンのインプライド・ボラティリティであること。 

 

ロ オプションの満期においては、インプライド・ボラ

ティリティを満期（〇・五年、一年、三年、五年又は十

年とする。）に関連付けること。 

 

ハ 株式等レポ・レートは、ベガ・リスク・ファクター

に含めないこと。 

 

三 カーベチャー・リスク 株式等の現物価格について設

定すること。この場合において、株式等レポ・レートは

、カーベチャー・リスク・ファクターに含めないこと。 

 

６ コモディティ・リスクに対するリスク・ファクターは、

次の各号に掲げるリスクの区分に応じ、当該各号に定める

 

- 485 -



 

 
 

10
9 

ところにより設定するものとする。 

一 デルタ・リスク コモディティの現物価格とし、かつ

、次に掲げる要件の全てを満たすように設定すること。

ただし、先物価格での取引が現物価格での取引よりも頻

繁に行われるコモディティについては、関連するリスク

・ファクターに先物価格を用いることができる。 

 

イ コモディティの取引条件に含まれる受渡場所を勘案

して定めること。 

 

ロ 満期までの残存期間（零年、〇・二五年、〇・五年、

一年、二年、三年、五年、十年、十五年、二十年又は三

十年とする。）に基づくこと。 

 

二 ベガ・リスク 次に掲げる要件の全てを満たすように

設定すること。 

 

イ コモディティの現物価格を原資産として参照するオ

プションのインプライド・ボラティリティとすること

。 

 

ロ 原資産の満期又は受渡場所に応じてコモディティの

現物価格を区別することは求めないものとすること。 

 

ハ オプションの満期においては、インプライド・ボラ

ティリティを満期（〇・五年、一年、三年、五年又は十

年とする。）に関連付けること。 

 

三 カーベチャー・リスク 各コモディティの現物価格に

設定されたテナーの全てを平行移動することにより算出
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すること。 

７ 外国為替リスクに対するリスク・ファクターは、次の各

号に掲げるリスクの区分に応じ、当該各号に定めるところ

により設定するものとする。この場合において、同一為替

レートのオンショア又はオフショアを異なる為替レートと

して区分することは要しないものとする。 

 

一 デルタ・リスク 次に掲げる要件の全てを満たすよう

に設定すること。 

 

イ 商品の通貨と報告通貨との間の全ての為替レートを

用いて設定すること。ただし、報告通貨以外の通貨間

の為替レートを参照する取引の場合には、為替のデル

タ・リスク・ファクターは、報告通貨と報告通貨以外

の通貨との間の全ての為替レートを用いて設定するこ

と。 

 

ロ 基準通貨方式（経済産業大臣、財務大臣及び金融庁

長官に届け出て、報告通貨の代わりに報告通貨以外の

通貨（以下この条及び第二百六十六条の三第一項第六

号において「基準通貨」という。）を用いる方式をい

う。以下この条において同じ。）を用いる場合は、次

に掲げる要件の全てを満たすこと。 

 

⑴ 基準通貨は、単一通貨であること。  

⑵ 基準通貨に対する為替リスクを算出することによ

り、自己のポートフォリオの適切なリスクを表すこ
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と及び基準通貨と報告通貨との間の換算リスクの考

慮を説明できること。 

⑶ 次に掲げる外国為替リスクも含めてマーケット・

リスク相当額を算出すること。 

 

(ⅰ) 基準通貨に対する外国為替リスク  

(ⅱ) 報告通貨と基準通貨との間の外国為替リスク  

⑷ 基準通貨方式に基づく外国為替リスクは、基準通

貨と報告通貨との間の外国為替リスクを反映した算

出基準日の直物為替レートを用いて、報告通貨のマ

ーケット・リスク相当額に換算すること。 

 

二 ベガ・リスク 次に掲げる要件の全てを満たすように

設定すること。 

 

イ 為替レートを参照するオプションのインプライド・

ボラティリティとすること。 

 

ロ オプションの満期においては、インプライド・ボラ

ティリティを満期（〇・五年、一年、三年、五年又は十

年とする。）に関連付けること。 

 

三 カーベチャー・リスク 次に掲げる要件の全てを満た

すように設定すること。 

 

イ 商品の通貨と報告通貨との間の全ての為替レートを

用いて特定すること。ただし、報告通貨以外の通貨間

の為替レートを参照する取引の場合には、次に掲げる
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通貨間の全ての為替レートを用いて特定すること。 

⑴ 報告通貨  

⑵ 当該商品の通貨及び当該商品が参照する当該通貨

以外の通貨 

 

ロ 基準通貨方式に基づく外国為替リスクは、基準通貨

と報告通貨との間の外国為替リスクを反映した算出基

準日の直物為替レートを用いて、報告通貨のマーケッ

ト・リスク相当額に換算すること。 

 

  

第三目 リスク感応度方式に係る感応度  

 

（感応度） 

 

第二百六十六条の二 商工組合中央金庫は、各リスク・クラ

スに対する感応度について、報告通貨により表示するもの

とする。 

 

２ 感応度の算出は、独立したリスク管理部署がマーケット

・リスク相当額又は実損益を取締役等に報告するために使

用する商品価格又は時価評価モデルに基づくものとする。 

 

  

（デルタ・リスクの感応度）  

第二百六十六条の三 デルタ・リスクの感応度は、次の各号

に掲げるリスク・クラスの区分に応じ、当該各号に定める
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ところにより算出するものとする。 

一 一般金利リスク 次の算式によるものとする。  

𝑠 ,  = 𝑉 (𝑟 + 0.0001, 𝑐𝑠 ) − 𝑉 (𝑟 , 𝑐𝑠 )0.0001  
 

𝑠 ,  は、一般金利リスクのデルタ・リスクの感応度  𝑟 は、期間 𝑡におけるリスクフリー・レート  𝑐𝑠 は、期間 𝑡における信用スプレッド  𝑉 (𝑟 , 𝑐𝑠 )は、リスクフリー・レート及び信用スプレッドを

変数とする関数であり、商品 𝑖の市場価値を表すもの 

 

二 非証券化商品、証券化商品（非 CTP）及び証券化商品（

CTP）に係る信用スプレッド・リスク 次の算式によるも

のとする。 

 

𝑠 ,   = 𝑉 (𝑟 , 𝑐𝑠 + 0.0001) − 𝑉 (𝑟 , 𝑐𝑠 )0.0001  
 

𝑠 ,   は、非証券化商品、証券化商品（非 CTP）及び証券化

商品（CTP）に係る信用スプレッド・リスクのデルタ・

リスクの感応度 

 

𝑟 は、期間 𝑡におけるリスクフリー・レート  𝑐𝑠 は、期間 𝑡における信用スプレッド  𝑉 (𝑟 , 𝑐𝑠 )は、リスクフリー・レート及び信用スプレッドを

変数とする関数であり、商品 𝑖の市場価値を表すもの 

 

三 株式等の現物価格に係る株式リスク 次の算式による  
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ものとする。 

𝑠 = 𝑉 (1.01𝐸𝑄 ) − 𝑉 (𝐸𝑄 )0.01  
 

𝑠 は、株式等のデルタ・リスクの感応度  𝑘は、所与の株式等の商品  𝐸𝑄 は、株式等 𝑘の現物価格  𝑉 (𝐸𝑄 )は、株式等 𝑘の現物価格を変数とする関数であり、

商品 𝑖の市場価値を表すもの 

 

四 株式等レポ・レートに係る株式リスク 次の算式によ

るものとする。 

 

𝑠 = 𝑉 (𝑅𝑇𝑆 + 0.0001) − 𝑉 (𝑅𝑇𝑆 )0.0001  
 

𝑠 は、株式等レポ・レートのデルタ・リスクの感応度  𝑘は、所与の株式等の商品  𝑅𝑇𝑆 は、株式等 𝑘のレポ・レート  𝑉 (𝑅𝑇𝑆 )は、株式等 𝑘のレポ・レートを変数とする関数であ

り、商品 𝑖の市場価値を表すもの 

 

五 コモディティ・リスク 次の算式によるものとする。  

𝑠 = 𝑉 (1.01𝐶𝑇𝑌 ) − 𝑉 (𝐶𝑇𝑌 )0.01  
 

𝑠 は、コモディティのデルタ・リスクの感応度  𝑘は、所与のコモディティ  
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𝐶𝑇𝑌 は、コモディティ 𝑘の現物価格  𝑉 (𝐶𝑇𝑌 )は、コモディティ 𝑘の現物価格を変数とする関数

であり、商品 𝑖の市場価値を表すもの 

 

六 外国為替リスク 次の算式によるものとする。  

𝑠 = 𝑉 (1.01𝐹𝑋 ) − 𝑉 (𝐹𝑋 )0.01  
 

𝑠 は、外国為替リスクのデルタ・リスクの感応度  𝑘は、所与の通貨（報告通貨以外のもの）  𝐹𝑋 は、所与の通貨に対する商工組合中央金庫の報告通貨

又は基準通貨との間の為替レート 

 

𝑉 (𝐹𝑋 )は、通貨 𝑘の直物為替レートを変数とする関数であ

り、商品 𝑖の市場価値を表すもの 

 

２ 前項の規定にかかわらず、商工組合中央金庫は、内部リ

スク管理のために必要と認めるときは、独自の手法を用い

てデルタ・リスクの感応度を算出することができる。この

場合において、独自の手法を用いる商工組合中央金庫は、

あらかじめその旨を経済産業大臣、財務大臣及び金融庁長

官に届け出るものとする。 

 

  

（ベガ・リスクの感応度）  

第二百六十六条の四 ベガ・リスクの感応度は、次の各号に

定めるところにより算出するものとする。 
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一 次の算式によるものとする。  

𝑠 = 𝑉 (𝜎 + Δ𝜎 ) − 𝑉 (𝜎 )Δ𝜎 × 𝜎    (= 𝑣𝑒𝑔𝑎 × 𝜎 )  

𝑠 は、オプション・リスクのベガ・リスクの感応度  𝜎 は、オプション性を含む商品 𝑖のインプライド・ボラテ

ィリティ 

 

𝜎 + Δ𝜎 は、商品 𝑖のインプライド・ボラティリティを微小

な変化幅（Δ𝜎 ）で変化させた値 

 

𝑉 (𝜎 )は、商品 𝑖のインプライド・ボラティリティを変数と

する関数であり、商品 𝑖の市場価値を表すもの 

 

二 オプション性を有する商品のうち、次のイ又はロに掲

げる商品に該当するものは、当該イ又はロに定める方法

を用いること。 

 

イ 満期のないオプション 所定の最長の満期テナーを

適用する方法。この場合において、最長の満期テナー

を適用することにより捕捉できないリスクについては

、第二百七十五条第一項に規定する残余リスク・アド

オンの対象とすること。 

 

ロ 権利行使価格及びバリアのないオプション性商品並

びに複数の権利行使価格又はバリアを有するオプショ

ン性商品 内部管理で用いるオプション時価評価と同

様に権利行使価格及び満期を認識する方法 
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三 インプライド・ボラティリティについては、次のいず

れかを用いること。 

 

イ スティッキー・ストライク（原資産価格の変化に伴

ってボラティリティ曲面の位置又は形状が変化しない

ことをいう。）の手法に基づくインプライド・ボラテ

ィリティ 

 

ロ スティッキー・デルタ（原資産価格の変化と同じ方

向及び量だけボラティリティ曲面の位置が変化するこ

とをいう。）の手法に基づくインプライド・ボラティ

リティであって、デルタ・リスクの感応度の水準に対

して変化しないもの 

 

四 ベガ・リスクの感応度の算出に用いる時価評価モデル

の分布は、次のイ又はロに掲げるリスク・クラスの区分

に応じ、当該イ又はロに定めるものを用いること。 

 

イ 一般金利リスク及び信用スプレッド・リスク 対数

正規分布又は正規分布 

 

ロ 株式リスク、コモディティ・リスク及び外国為替リ

スク 対数正規分布 

 

五 ＣＶＡリスクの影響を考慮しないこと。  

２ 前項の規定にかかわらず、商工組合中央金庫は、内部リ

スク管理のために必要と認めるときは、独自の手法を用い

てベガ・リスクの感応度を算出することができる。この場

合において、独自の手法を用いる商工組合中央金庫は、あ

 

- 494 -



 

 
 

11
8 

らかじめその旨を経済産業大臣、財務大臣及び金融庁長官

に届け出るものとする。 

  

（複数の原資産を有する商品に対するデルタ・リスク及び

カーベチャー・リスクの取扱い） 

第二百六十七条 商工組合中央金庫は、複数の原資産を有す

る商品に係るデルタ・リスク及びカーベチャー・リスクに

対するマーケット・リスク相当額の算出に当たっては、ル

ックスルー・アプローチ（資産を直接保有しているとみな

して、構成資産を把握することによりマーケット・リスク

相当額を算出する手法をいう。以下同じ。）を用いるものと

する。 

２ ルックスルー・アプローチの使用に当たっては、次に掲

げる事項に留意するものとする。 

一 証券化商品（CTP）のインデックス商品については、当

該商品を単一のリスク・ファクターとし、発行体レベル

での感応度の相殺は行わないこと。 

二 インデックス商品ごとに一貫した手法を用いること。 

３ ルックスルー・アプローチを用いて証券化商品（CTP）以

外のインデックス商品及び複数の原資産を有するオプショ

ンのマーケット・リスク相当額を算出する場合は、インデ

ックス商品又はオプションの構成銘柄のリスク・ファクタ

ーに対する感応度と単一銘柄に対する感応度とを相殺する
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ことができる。 

４ 第一項の規定にかかわらず、上場されている株式インデ

ックス又はクレジット・インデックスを参照している商品

について、次に掲げる要件の全てを満たす場合は、次項に

定めるところによりマーケット・リスク相当額を算出する

ことができる。 

一 構成資産を把握することができること。 

二 インデックスが二十以上の銘柄で構成されていること

。 

三 インデックス商品を構成する銘柄のうち一の構成銘柄

の価値のインデックス商品全体の価値に占める割合が二

十五パーセント未満であること。 

四 インデックス商品を構成する銘柄の価値の上位十パー

セントの構成銘柄の価値のインデックス商品全体の価値

に占める割合が六十パーセント未満であること。 

五 インデックス商品を構成する銘柄全体の価値が四百億

合衆国ドル以上であること。 

５ デルタ・リスク及びカーベチャー・リスクに対するマー

ケット・リスク相当額の算出に当たって、前項の規定によ

りルックスルー・アプローチを用いない場合は、次に定め

るところによりマーケット・リスク相当額を算出するもの

とする。 

一 市場で一般的に取引されるインデックスの指標ごとに
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単一の感応度を用いること。 

二 インデックス商品に対する感応度は、次のイ又はロに

掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定めるバケッ

トに分類すること。 

イ インデックス商品を構成する銘柄のうち七十五パー

セントを超える構成銘柄が特定のセクター・バケット

（第二百六十八条の三第一項第一号の表中バケット番

号１から 16 までのいずれか及び第二百六十九条第一

項第一号の表中バケット番号１から 11 までのいずれ

かに該当するバケットをいう。以下このイ及び第二百

六十七条の三第二号イにおいて同じ。）に分類される場

合 特定のセクター・バケット 

ロ イに掲げる場合以外の場合 第二百六十八条の三第

一項第一号の表中バケット番号 17 又は 18 及び第二百

六十九条第一項第一号の表中バケット番号 12 又は 13

のバケット 

  

（ファンドへの出資の取扱い）  

第二百六十七条の二 構成銘柄についてルックスルーができ

るファンド（次に掲げるものを除く。）への出資について

は、ルックスルー・アプローチを用いてマーケット・リス

ク相当額を算出するものとする。 

 

一 前条第四項各号に掲げる要件の全てを満たすファンド  
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二 インデックス・ベンチマークをトラッキングしている

ファンド（次に掲げる要件の全てを満たすものに限る。

） 

 

イ フィー及びコミッションを除いたファンドのトラッ

キングの差異（ファンドとそのトラッキング対象のイ

ンデックス・ベンチマークとの間の直近十二月におけ

る年率リターンの差異をいう。）の絶対値が、一パー

セント・ポイント未満であること。 

 

ロ イのファンドのトラッキングの差異について、一年

に一回以上の頻度で検証が行われていること。 

 

２ 構成銘柄についてルックスルーができないファンドであ

って、日々の相場価格及び運用基準に関する情報を入手で

きるものへの出資については、次に掲げる方法のいずれか

を用いてマーケット・リスク相当額を算出することができ

る。この場合において、第一号に掲げる方法は、ファンド

が前項第二号に掲げるものであるときに限り、用いること

ができる。 

 

一 当該ファンドがトラッキングしているインデックスを

保有しているものとみなして、前条第五項第二号の規定

に基づき当該ファンドの感応度をバケットに分類する方

法 

 

二 あらかじめ経済産業大臣、財務大臣及び金融庁長官に

届け出て、ファンドの構成商品を、段階的に投資する仮
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想ポートフォリオ（当該ファンドの運用基準において許

容される最大限（リスク感応度方式に基づくマーケット

・リスク相当額が最大となる状態をいう。）まで投資す

ることを想定した後に、マーケット・リスク相当額が低

くなる資産に段階的に投資することを想定したポートフ

ォリオをいう。）とみなす方法。この場合において、当

該仮想ポートフォリオのマーケット・リスク相当額は、

単独で、かつ、次のイ又はロに掲げるリスク相当額の区

分に応じ、当該イ又はロに定める方法により算出するも

のとする。 

イ 派生商品取引の信用リスク・アセットの額 内部格

付手法を採用しない場合は第五十三条の四第七項に定

める方法、内部格付手法を採用した場合は第百四十九

条第八項に定める方法 

 

ロ ＣＶＡリスク相当額 取引相手方との派生商品取引

の信用リスク・アセットの額に十二パーセントを乗じ

て得た額に第二十五条から第五十三条の三の二までに

定めるリスク・ウェイトを乗じる方法 

 

三 第二百六十九条第二項の表中のバケット番号 11 に分

類される無格付の株式に対するエクスポージャーとして

マーケット・リスク相当額を算出する方法 

 

３ ファンドへのエクイティ出資が第十一条の三第三項第二

号又は第二十二条の三第三項第二号に掲げる出資に該当し
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ない場合には、当該ファンドへの出資に対する所要自己資

本の計算は、次の各号に掲げるポジションの区分に応じ、

当該各号に定める方法により算出するものとする。 

一 ネット・ロング・ポジション 内部格付手法を採用し

ない場合は第五十三条の四第七項に定める方法、内部格

付手法を採用した場合は第百四十九条第八項に定める方

法 

 

二 ネット・ショート・ポジション マーケット・リスク

相当額の算出を要しない代わりに当該ネット・ポジショ

ンに百パーセントを乗じて得た額を所要自己資本の額か

ら控除する方法 

 

  

（複数の原資産を有する商品のベガ・リスクの取扱い）  

第二百六十七条の三 複数の原資産を有する商品のベガ・リ

スクに係る感応度は、次の各号に掲げる感応度の区分に応

じ、当該各号に定める方法により算出するものとする。 

 

一 複数の原資産を有するオプションの感応度 ルックス

ルーをせず、当該複数の原資産を有するオプションのイ

ンプライド・ボラティリティに基づき算出する方法 

 

二 インデックス商品の感応度 次のイ又はロに掲げる場

合の区分に応じ、当該イ又はロに定めるバケットに分類

する方法 

 

イ インデックス商品を構成する銘柄のうち、特定のセ  
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クター・バケットに分類される銘柄の価値が七十五パ

ーセントを超える場合 特定のセクター・バケット 

ロ イに掲げる場合以外の場合 インデックス商品用の

バケット 

 

  

第四目 リスク感応度方式に係るデルタ・リス

クのバケット、リスク・ウェイト及び

相関 

 

 

（デルタ・リスクのバケット、リスク・ウェイト及び相関

） 

 

第二百六十八条 デルタ・リスクに対するマーケット・リス

ク相当額を算出する場合において、各リスク・クラスのバ

ケット、リスク・ウェイト及び相関係数については、次条

から第二百六十九条の三までに定めるところによる。 

２ リスク・ウェイト及び相関係数は、各リスク・クラスに

係る流動性ホライズンを勘案するものとする。 

 

 

  

（一般金利リスクに係るデルタ・リスクのバケット、リス

ク・ウェイト及び相関） 

 

第二百六十八条の二 一般金利リスクのデルタ・リスクにつ

いて、同一通貨のリスクフリー・イールド・カーブに含ま

れる全てのリスク・ファクターは、同一のバケットに分類
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するものとする。 

２ リスクフリー・イールド・カーブにおけるリスク加重後

の感応度の計算に用いる各テナーのリスク・ウェイトは、

次の表の左欄に掲げるテナーの区分に応じ、同表の右欄に

定める値とする。 

 

テナー 
リスク・ウェイト 

（パーセント） 

〇・二五年 一・七 

〇・五年 一・七 

一年 一・六 

二年 一・三 

三年 一・二 

五年 一・一 

十年 一・一 

十五年 一・一 

二十年 一・一 

三十年 一・一 
 

 

３ インフレ率のフラット・カーブ及びクロスカレンシー・

ベーシスのフラット・カーブにおけるリスク加重後の感応

度の計算に用いるリスク・ウェイトは、一・六パーセント

とする。 

 

４ 特定通貨のカーブについては、前二項に規定するリスク  
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・ウェイトを二の平方根で除した値をリスク・ウェイトと

することができる。 

５ 一般金利リスクのデルタ・リスクにおける同一バケット

内のリスク加重後の感応度の合算に当たっては、次の各号

に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める相関係数（𝜌  ）を用いるものとする。 

 

一 同一テナーかつ異なるカーブの合算の場合 九十九・

九パーセント 

 

二 異なるテナーかつ同一のカーブの合算の場合 カーブ

が分類されたテナーの年限に基づき、次の表に掲げる値 

 

【表 別葉六を挿入】  

三  異なるテナー及び異なるカーブを合算する場合 𝑊𝑆 
と 𝑊𝑆 とが関連付けられたテナーの年限に基づき前号の

表に定める相関係数に九十九・九パーセントを乗じて得

た値 

 

四 インフレ率のフラット・カーブのリスク加重後の感応

度に対し、リスクフリー・イールド・カーブの各テナー

のリスク加重後の感応度を合算する場合 四十パーセン

ト 

 

五 クロスカレンシー・ベーシスのフラット・カーブのリ

スク加重後の感応度に対し、次に掲げるカーブのリスク

加重後の感応度を合算する場合 零パーセント 

 

イ リスクフリー・イールド・カーブの各テナーの感応  
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度 

ロ インフレ率のフラット・カーブの感応度  

ハ 当該クロスカレンシー・ベーシスのフラット・カー

ブ以外のクロスカレンシー・ベーシスのフラット・カ

ーブの感応度 

 

６ 前項の規定にかかわらず、同一通貨内のオンショアカー

ブに関連するクロスカレンシーのフラット・カーブのリス

ク加重後の感応度とオフショアカーブに関連するクロスカ

レンシーのフラット・カーブのリスク加重後の感応度とを

合算する場合には、リスク加重後の感応度を単純合計する

ことができる。 

 

７ 一般金利リスクのデルタ・リスクにおける異なるバケッ

ト間のリスク加重後の感応度を合算する際に用いる相関係

数（ 𝛾  ）は、五十パーセントとする。 

 

  

（非証券化商品に係る信用スプレッド・リスクのデルタ・

リスクのバケット、リスク・ウェイト及び相関） 

 

第二百六十八条の三 非証券化商品に係る信用スプレッド・

リスクのデルタ・リスクについて、リスク・ファクターは、

次に定めるところにより分類するものとする。 

 

一 次の表の中欄に掲げる信用度及び右欄に掲げるセクタ

ーの区分に応じ、十八のバケットに分類すること。 
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バケッ

ト番号 
信用度 セクター 

１ 

投資適格（IG） 

ソブリン（中央銀行及び国際開

発銀行を含む。） 

２ 
地方自治体、政府支援法人（非

金融）、教育機関及び行政機関 

３ 
金融（政府系金融機関を含む。

） 

４ 
素材、エネルギー、工業、農業

、製造業、鉱業及び採石業 

５ 
消費財・サービス、運輸及び倉

庫並びに行政支援サービス業 

６ テクノロジー及び通信 

７ 
ヘルスケア、公益事業及び専門

・技術関連業 

８ カバード・ボンド 

９ 

投機的格付（H

Y）及び無格付

（NR） 

ソブリン（中央銀行及び国際開

発銀行を含む。） 

10 
地方自治体、政府支援法人（非

金融）、教育機関及び行政機関 

11 
金融（政府系金融機関を含む。

） 

12 素材、エネルギー、工業、農業
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、製造業、鉱業及び採石業 

13 
消費財・サービス、運輸及び倉

庫並びに行政支援サービス業 

14 テクノロジー及び通信 

15 
ヘルスケア、公益事業及び専門

・技術関連業 

16 その他のセクター 

17 IG インデックス 

18 HY インデックス 
 

二 前号のセクターの分類に当たっては、市場で一般に用

いられる分類に基づくとともに、次に掲げる要件の全て

を満たすこと。 

 

イ 各発行体をいずれか一のバケット番号に分類するこ

と。 

 

ロ 各発行体を個別のセクターに分類できない場合には

、バケット番号 16 に分類すること。 

 

２ 非証券化商品に係る信用スプレッド・リスクのデルタ・

リスクに用いるリスク・ウェイトは、次の表の左欄に掲げ

るバケット番号（前項の規定により分類したバケット番号

をいう。以下この条において同じ。）の区分に応じ、同表

の右欄に定めるものとする。この場合において、各バケッ

ト内の全てのテナー（〇・五年、一年、三年、五年又は十年

とする。）のリスク・ウェイトは、同一とする。 
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バケット番号 
リスク・ウェイト 

（パーセント） 

１ 〇・五 

２ 一・〇 

３ 五・〇 

４ 三・〇 

５ 三・〇 

６ 二・〇 

７ 一・五 

８ 二・五 

９ 二・〇 

10 四・〇 

11 十二・〇 

12 七・〇 

13 八・五 

14 五・五 

15 五・〇 

16 十二・〇 

17 一・五 

18 五・〇 
 

 

（注） バケット番号８に分類された発行体が第四十条の

二第六項各号に掲げる要件の全てを満たしており、
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かつ、信用リスク区分が３の２―１である場合には

、リスク・ウェイトを一・五パーセントとすること

ができる。 

３ 非証券化商品に係る信用スプレッド・リスクのデルタ・

リスクに用いるリスク・ファクター間の相関係数（ 𝜌  ）は

、バケット番号１から 18 まで（バケット番号 16 を除く。

）のいずれかに該当する場合には、次の算式により算出す

るものとする。 

 

𝜌  = 𝜌  (    ) ∙ 𝜌  (     ) ∙ 𝜌  (     )
  

４ 前項の算式中 𝜌  (    )
、 𝜌  (     )

及び 𝜌  (     )
の値は、バケット

番号１から 15 までのいずれかに該当する場合には、次の各

号に掲げる相関係数の区分に応じ、当該各号に定めるもの

とする。 

 

一 𝜌  (    )
 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当

該イ又はロに定めるもの 

 

イ 感応度 𝑘と感応度 𝑙の銘柄が同一である場合 百パー

セント 

 

ロ イに掲げる場合以外の場合 三十五パーセント  

二 𝜌  (     )
 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当

該イ又はロに定めるもの 

 

イ 感応度 𝑘と感応度 𝑙のテナーが同一である場合 百パ

ーセント 
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ロ イに掲げる場合以外の場合 六十五パーセント  

三 𝜌  (     )
 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該

イ又はロに定めるもの 

 

イ 感応度 𝑘と感応度 𝑙が同一のカーブに関連する場合 

百パーセント 

 

ロ イに掲げる場合以外の場合 九十九・九パーセント  

５ 第三項の算式中 𝜌  (    )
、 𝜌  (     )

及び 𝜌  (     )
の値は、バケッ

ト番号 17 又は 18 に該当する場合には、次の各号に掲げる

相関係数の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 

 

一 𝜌  (    )
 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当

該イ又はロに定めるもの 

 

イ 感応度 𝑘と感応度 𝑙の銘柄が同一である場合 百パー

セント 

 

ロ イに掲げる場合以外の場合 八十パーセント  

二 𝜌  (     )
 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当

該イ又はロに定めるもの 

 

イ 感応度 𝑘と感応度 𝑙のテナーが同一である場合 百パ

ーセント 

 

ロ イに掲げる場合以外の場合 六十五パーセント  

三 𝜌  (     )
 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該

イ又はロに定めるもの 

 

イ 感応度 𝑘と感応度 𝑙が同一のカーブに関連する場合  
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百パーセント 

ロ イに掲げる場合以外の場合 九十九・九パーセント  

６ 第二百六十五条の二第四項の規定にかかわらず、非証券

化商品に係る信用スプレッド・リスクのデルタ・リスクに

ついて、バケット番号 16 に該当するセクター内でリスク加

重後の感応度を合算する場合には、次の算式により算出す

るものとする。 

 

𝐾 (            ) =  |𝑊𝑆 |  
 

７ 非証券化商品に係る信用スプレッド・リスクのデルタ・

リスクに用いるバケット間の相関関数 (𝛾  )は、次の算式に

より算出するものとする。 

 

𝛾  = 𝛾  (      ) ∙ 𝛾  (      )
  

８ 前項の算式中 𝛾  (      )
及び 𝛾  (      )

の値は、次の各号に掲げ

る相関係数の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 

 

一 𝛾  (      )
 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当

該イ又はロに定めるもの 

 

イ  合算するバケットの双方がバケット番号１から 15

までのいずれかに該当し、かつ、バケット番号に対応

する信用度が異なる場合 五十パーセント 

 

ロ イに掲げる場合以外の場合 百パーセント  

二 𝛾  (      )
 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当  
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該イ又はロに定めるもの 

イ 合算するバケットの双方が同一のセクターに該当す

る場合 百パーセント 

 

ロ イに掲げる場合以外の場合 次の表のバケット番号

の組合せに応じて定める相関係数 

 

【表 別葉七を挿入】  

  

（証券化商品（CTP）に係る信用スプレッド・リスクのデル

タ・リスクのバケット、リスク・ウェイト及び相関） 

 

第二百六十八条の四 証券化商品（CTP）に係る信用スプレッ

ド・リスクのデルタ・リスクについて、リスク・ファクタ

ーは、次に定めるところにより分類するものとする。 

 

一 次の表の中欄に掲げる信用度及び右欄に掲げるセクタ

ーの区分に応じ、十六のバケットに分類すること。 

 

バケッ

ト番号 
信用度 セクター 

１ 

投資適格（IG） 

ソブリン（中央銀行及び国際開

発銀行を含む。） 

２ 
地方自治体、政府支援法人（非

金融）、教育機関及び行政機関 

３ 
金融（政府系金融機関を含む。

） 
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４ 
素材、エネルギー、工業、農業

、製造業、鉱業及び採石業 

５ 
消費財・サービス、運輸及び倉

庫並びに行政支援サービス業 

６ テクノロジー及び通信 

７ 
ヘルスケア、公益事業及び専門

・技術関連業 

８ カバード・ボンド 

９ 

投機的格付（H

Y）及び無格付

（NR） 

ソブリン（中央銀行及び国際開

発銀行を含む。） 

10 
地方自治体、政府支援法人（非

金融）、教育機関及び行政機関 

11 
金融（政府系金融機関を含む。

） 

12 
素材、エネルギー、工業、農業

、製造業、鉱業及び採石業 

13 
消費財・サービス、運輸及び倉

庫並びに行政支援サービス業 

14 テクノロジー及び通信 

15 
ヘルスケア、公益事業及び専門

・技術関連業 

16 その他のセクター 
 

二 前号のセクターの分類に当たっては、市場で一般に用  
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いられる分類に基づくとともに、次に掲げる要件の全て

を満たすこと。 

イ 各発行体をいずれか一のバケット番号に分類するこ

と。 

 

ロ 各発行体を個別のセクターに分類できない場合には

、バケット番号 16 に分類すること。 

 

２ 証券化商品（CTP）に係る信用スプレッド・リスクのデル

タ・リスクに用いるリスク・ウェイトは、次の表の左欄に

掲げるバケット番号（前項の規定により分類したバケット

番号をいう。以下この条において同じ。）の区分に応じ、

同表の右欄に定めるものとする。この場合において、各バ

ケット内の全てのテナー（〇・五年、一年、三年、五年又は

十年とする。）のリスク・ウェイトは同一とする。 

 

バケット番号 
リスク・ウェイト 

（パーセント） 

１ 四・〇 

２ 四・〇 

３ 八・〇 

４ 五・〇 

５ 四・〇 

６ 三・〇 

７ 二・〇 

８ 六・〇 
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９ 十三・〇 

10 十三・〇 

11 十六・〇 

12 十・〇 

13 十二・〇 

14 十二・〇 

15 十二・〇 

16 十三・〇 
 

３ 証券化商品（CTP）に係る信用スプレッド・リスクのデル

タ・リスクに用いるリスク・ファクター間の相関係数（ 𝜌  
）は、次の算式により算出するものとする。 

 

𝜌  = 𝜌  (    ) ∙ 𝜌  (     ) ∙ 𝜌  (     )
  

４ 前項の算式中 𝜌  (    )
、 𝜌  (     )

及び 𝜌  (     )
の値は、次の各号

に掲げる相関係数の区分に応じ、当該各号に定めるものと

する。 

 

一 𝜌  (    )
 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当

該イ又はロに定めるもの 

 

イ 感応度 𝑘と感応度 𝑙の銘柄が同一である場合 百パー

セント 

 

ロ イに掲げる場合以外の場合 三十五パーセント  

二 𝜌  (     )
 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当

該イ又はロに定めるもの 
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イ 感応度 𝑘と感応度 𝑙のテナーが同一である場合 百パ

ーセント 

 

ロ イに掲げる場合以外の場合 六十五パーセント  

三 𝜌  (     )
 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該

イ又はロに定めるもの 

 

イ 感応度 𝑘と感応度 𝑙が同一のカーブに関連する場合 

百パーセント 

 

ロ イに掲げる場合以外の場合 九十九・〇パーセント  

５ 証券化商品（CTP）に係る信用スプレッド・リスクのデル

タ・リスクに用いるバケット間の相関関数（ 𝛾  ）は、次の

算式により算出するものとする。 

 

𝛾  = 𝛾  (      ) ∙ 𝛾  (      )
  

６ 前項の算式中 𝛾  (      )
及び 𝛾  (      )

の値は、次の各号に掲げ

る相関係数の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 

 

一 𝛾  (      )
 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当

該イ又はロに定めるもの 

 

イ  合算するバケットの双方がバケット番号１から 15

までのいずれかに該当し、かつ、バケット番号に対応

する信用度が異なる場合 五十パーセント 

 

ロ イに掲げる場合以外の場合 百パーセント  

二 𝛾  (      )
 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当

該イ又はロに定めるもの 
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イ 合算するバケットの双方が同一のバケット番号に該

当する場合 百パーセント 

 

ロ イに掲げる場合以外の場合 前条第八項第二号ロの

表のバケット番号の組合せに応じて定める相関係数 

 

  

（証券化商品（非 CTP）に係る信用スプレッド・リスクのデ

ルタ・リスクのバケット、リスク・ウェイト及び相関） 

 

第二百六十八条の五 証券化商品（非 CTP）に係る信用スプレ

ッド・リスクのデルタ・リスクについて、リスク・ファク

ターは、次に定めるところにより分類するものとする。 

 

一 次の表の中欄に掲げる信用度及び右欄に掲げるセクタ

ーの区分に応じ、二十五のバケットに分類すること。 

 

バケッ

ト番号 
信用度 セクター 

１ 

シニア投資

適格（IG） 

住宅ローン担保証券（RMBS）―

プライム 

２ RMBS―ミッド・プライム 

３ RMBS―サブ・プライム 

４ 商業用不動産担保証券（CMBS） 

５ 
資産担保証券（ABS）―学生ロー

ン 

６ ABS―クレジットカード 
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７ ABS―自動車 

８ ローン担保証券（CLO）―非 CTP 

９ 

非シニア投

資適格（IG） 

RMBS―プライム 

10 RMBS―ミッド・プライム 

11 RMBS―サブ・プライム 

12 CMBS 

13 ABS―学生ローン 

14 ABS―クレジットカード 

15 ABS―自動車 

16 CLO―非 CTP 

17 

投機的格付

（HY）及び

無格付（NR） 

RMBS―プライム 

18 RMBS―ミッド・プライム 

19 RMBS―サブ・プライム 

20 CMBS 

21 ABS―学生ローン 

22 ABS―クレジットカード 

23 ABS―自動車 

24 CLO―非 CTP 

25 その他のセクター 
 

二 前号のセクターの分類に当たっては、市場で一般に用

いられる分類に基づくとともに、次に掲げる要件の全て

を満たすこと。 
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イ 各トランシェをいずれか一のバケット番号に分類す

ること。 

 

ロ 各トランシェを個別のセクターに分類できない場合

には、バケット番号 25 に分類すること。 

 

２ 証券化商品（非 CTP）に係る信用スプレッド・リスクのデ

ルタ・リスクに用いるリスク・ウェイトは、次の表の左欄

に掲げるバケット番号（前項の規定により分類したバケッ

ト番号をいう。以下この条において同じ。）の区分に応じ

、同表の右欄に定めるものとする。 

 

バケット番号 
リスク・ウェイト 

（パーセント） 

１ 〇・九 

２ 一・五 

３ 二・〇 

４ 二・〇 

５ 〇・八 

６ 一・二 

７ 一・二 

８ 一・四 

９ 一・一二五 

10 一・八七五 

11 二・五 
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12 二・五 

13 一・〇 

14 一・五 

15 一・五 

16 一・七五 

17 一・五七五 

18 二・六二五 

19 三・五 

20 三・五 

21 一・四 

22 二・一 

23 二・一 

24 二・四五 

25 三・五 
 

３ 証券化商品（非 CTP）に係る信用スプレッド・リスクのデ

ルタ・リスクに用いるリスク・ファクター間の相関係数（𝜌  ）は、バケット番号１から 24 までのいずれかに該当する

場合には、次の算式により算出するものとする。 

 

𝜌  = 𝜌  (       ) ∙ 𝜌  (     ) ∙ 𝜌  (     )
  

４ 前項の算式中 𝜌  (       )
、𝜌  (     )

及び 𝜌  (     )
の値は、次の各号

に掲げる相関係数の区分に応じ、当該各号に定めるものと

する。 
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一 𝜌  (       )
 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当

該イ又はロに定めるもの 

 

イ 感応度 𝑘と感応度 𝑙の銘柄が同一であり、かつ、同一の

証券化商品のトランシェとみなされる場合 百パーセ

ント 

 

ロ イに掲げる場合以外の場合 四十パーセント  

二 𝜌  (     )
 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当

該イ又はロに定めるもの 

 

イ 感応度 𝑘と感応度 𝑙のテナーが同一である場合 百パ

ーセント 

 

ロ イに掲げる場合以外の場合 八十パーセント  

三 𝜌  (     )
 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該

イ又はロに定めるもの 

 

イ 感応度 𝑘と感応度 𝑙が同一のカーブに関連する場合 

百パーセント 

 

ロ イに掲げる場合以外の場合 九十九・九パーセント  

５ 第二百六十五条の二第四項の規定にかかわらず、証券化

商品（非 CTP）に係る信用スプレッド・リスクのデルタ・リ

スクについて、バケット番号 25 に該当するセクター内でリ

スク加重後の感応度を合算する場合には、次の算式により

算出するものとする。 
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𝐾 (            ) =  |𝑊𝑆 |  
 

６ 証券化商品（非 CTP）に係る信用スプレッド・リスクのデ

ルタ・リスクに用いるバケット（バケット番号 25 を除く。

）間の相関係数（ 𝛾  ）は、零パーセントとする。 

 

７ 証券化商品（非 CTP）のマーケット・リスク相当額は、第

五項の算式により算出したバケット番号 25 のリスク加重

後の感応度と、前項に規定する相関係数（ 𝛾  ）を用いて第

二百六十五条の二第五項の算式により算出したバケット番

号 25 以外のバケット番号のマーケット・リスク相当額の合

算値を合計して得た額とする。 

 

  

（株式リスクのデルタ・リスクのバケット、リスク・ウェ

イト及び相関） 

 

第二百六十九条 株式リスクのデルタ・リスクについて、リ

スク・ファクターは、次に定めるところにより分類するも

のとする。 

一 次の表の第二欄に掲げる時価総額、同表の第三欄に掲

げる経済及び同表の第四欄に掲げるセクターの区分に応

じ、十三のバケットに分類するものとする。 

バケ

ット

番号 

時価

総額 
経済 セクター 
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１ 

大 

新興市場 

消費財・サービス、運輸及び

倉庫、行政支援サービス業、

ヘルスケア並びに公益事業 

２ 通信及び工業 

３ 
素材、エネルギー、農業、製

造業、鉱業及び採石業 

４ 

金融（政府系金融機関を含む

。）、不動産関連業及びテク

ノロジー 

５ 

先進市場 

消費財・サービス、運輸及び

倉庫、行政支援サービス業、

ヘルスケア並びに公益事業 

６ 通信及び工業 

７ 
素材、エネルギー、農業、製

造業、鉱業及び採石業 

８ 

金融（政府系金融機関を含む

。）、不動産関連業及びテク

ノロジー 

９ 

小 

新興市場 
バ ケ ッ ト 番 号 １ か ら ４ ま で

に記載された全セクター 

10 先進市場 
バ ケ ッ ト 番 号 ５ か ら ８ ま で

に記載された全セクター 

11 その他のセクター 
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12 
時価総額が大であって、先進市場の株式インデ

ックス（セクターは特定されていない。） 

13 
その他の株式インデックス（セクターは特定さ

れていない。） 
 

二 前号の表の「時価総額」欄における「大」及び「小」の

分類は、次に定めるところによる。 

 

イ 時価総額が二十億合衆国ドル以上の場合にあっては

「大」と、それ以外の場合にあっては「小」と分類す

るものとする。 

 

ロ 世界各国の証券市場において、同一の上場法人又は

法人グループの発行済株式総数の市場価額に基づく時

価総額の合計を用いるものとする。 

 

ハ 法人グループの発行済株式総数は、グループ内の上

場親会社の発行済株式総数とするものとする。 

 

ニ 法人グループの発行済株式総数には、複数の関連上

場法人の時価総額を含まないものとする。 

 

三 第一号の表の「先進市場」とは、米国、カナダ、メキシ

コ、ユーロ圏、英国、ノルウェー、スウェーデン、デンマ

ーク、スイス、日本、オーストラリア、ニュージーラン

ド、シンガポール及び香港特別行政区をいう。 

 

四 第一号の分類に当たっては、市場で一般に用いられる

分類に基づくとともに、次に定めるところによる。 
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イ バケットのうちいずれか一つに分類（複数の地域及

びセクターに該当する場合には、経済及びセクターに

応じた一つのバケットに分類）するものとする。 

 

ロ 個別のセクターに分類できない場合は、バケット番

号 11 に分類するものとする。 

 

２ 株式リスクのデルタ・リスクに用いるリスク・ウェイト

は、次の表の左欄に掲げるバケット番号（前項の規定によ

り分類したバケット番号をいう。以下この条において同じ

。）の区分に応じ、同表の中欄又は右欄に定めるものとす

る。 

 

バケッ

ト番号 

株式の現物価格に係

るリスク・ウェイト 

（パーセント） 

株式のレポ・レートに係

るリスク・ウェイト 

（パーセント） 

１ 五十五 〇・五五 

２ 六十 〇・六〇 

３ 四十五 〇・四五 

４ 五十五 〇・五五 

５ 三十 〇・三〇 

６ 三十五 〇・三五 

７ 四十 〇・四〇 

８ 五十 〇・五〇 

９ 七十 〇・七〇 

10 五十 〇・五〇 
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11 七十 〇・七〇 

12 十五 〇・一五 

13 二十五 〇・二五 
 

３ 株式リスクのデルタ・リスクに用いるリスク・ファクタ

ー間の相関係数（ 𝜌  ）は、バケット番号１から 13 まで（バ

ケット番号 11 を除く。）のいずれかに該当する場合には、

次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるも

のとする。 

 

一 次に掲げる要件のいずれかを満たす場合 九十九・九

パーセント 

 

イ 感応度の一方が株式等の現物価格に対するものであ

り、かつ、他方が株式等レポ・レートに対するもので

あること。 

 

ロ 感応度の双方が同一の株式等に関連しているもので

あること。 

 

二 感応度の双方が株式等の現物価格又は株式等レポ・レ

ートに対するものである場合 次のイからホまでに掲げ

るバケット番号の区分に応じ、当該イからホまでに定め

るものとする。 

 

イ バケット番号１から４まで（時価総額が大、かつ、

新興市場） 十五パーセント 

 

ロ バケット番号５から８まで（時価総額が大、かつ、  
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先進市場） 二十五パーセント 

ハ バケット番号９（時価総額が小、かつ、新興市場）

 七・五パーセント 

 

ニ バケット番号 10（時価総額が小、かつ、先進市場）

 十二・五パーセント 

 

ホ バケット番号 12 又は 13 八十パーセント  

三 次に掲げる要件のいずれかに該当する場合 前号イか

らホまでに定める値に九十九・九パーセントを乗じた値

とする。 

 

イ 感応度の一方が株式等の現物価格に対するものであ

り、かつ、他方が株式等レポ・レートに対するもので

あること。 

 

ロ 感応度の双方がそれぞれ異なる株式等に関連してい

るものであること。 

 

４ 株式リスクのデルタ・リスクに用いるリスク・ファクタ

ー間の相関係数（ 𝜌  ）は、バケット番号 11 に該当する場合

には、次の算式により算出するものとする。 

 

𝐾 (            ) =  |𝑊𝑆 |  
 

５ 株式リスクのデルタ・リスクに用いるバケット間の相関

係数（ 𝛾  ）は、次の各号に掲げるバケット番号の区分に応

じ、当該各号に定めるものとする。 
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一 合算するバケットの双方がバケット番号１から 10 ま

でのいずれかに該当する場合 十五パーセント 

 

二 合算するバケットの一方がバケット番号 11 に該当す

る場合 零パーセント 

 

三 バケット番号 12 とバケット番号 13 との合算である場

合 七十五パーセント 

 

四 前三号に掲げる場合以外の場合 四十五パーセント  

  

（コモディティ・リスクのデルタ・リスクのバケット、リ

スク・ウェイト及び相関） 

 

第二百六十九条の二 コモディティ・リスクのデルタ・リス

クについて、リスク・ファクターは、次の表の中欄に掲げ

るコモディティのバケット及び右欄に掲げる各コモディテ

ィのバケットに割り当てられたコモディティの例の区分に

応じ、十一のバケットに分類するものとする。 

 

バケッ

ト番号 

コ モ デ ィ テ

ィ の バ ケ ッ

ト 

各コモディティのバケットに割

り当てられたコモディティの例

（ただし、これらに限定されな

い。） 

１ 

エ ネ ル ギ ー

のうち、固体

可燃物 

石炭、木炭、木質ペレット及び核

燃料（ウラン等） 
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２ 

エ ネ ル ギ ー

のうち、液体

可燃物 

原油（軽質スイート原油、重質油

、WTI、ブレント等） 

バイオ燃料（バイオエタノール、

バイオディーゼル等） 

石油化学製品（プロパン、エタン

、ガソリン、メタノール、ブタン

等） 

精製燃料（ジェット燃料、灯油、

軽油、重油、ナフサ、暖房用石油

、ディーゼル等） 

３ 

エ ネ ル ギ ー

のうち、電力

及 び 炭 素 排

出権取引 

電力（スポット、先日付、ピーク

、オフピーク等） 

炭素排出権取引（認証排出削減

量、EU 排出枠（限月）、温室効果

ガス地域イニシアチブ（RGGI）に

おける二酸化炭素排出枠、グリ

ーン電力証書等） 

４ 貨物輸送 

ドライバルク船（ケープサイズ、

パナマックス、ハンディサイズ、

スーパーマックス等） 

リキッドバルク及び天然ガス輸

送船（スエズマックス、アフラマ

ックス、超大型タンカー等） 
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５ 
金属・非貴金

属 

ベースメタル（アルミニウム、銅

、鉛、ニッケル、すず、亜鉛等） 

鋼素材（鋼片、鋼線、鋼コイル、

鋼くず、鋼鉄筋、鉄鉱石、タング

ステン、バナジウム、チタン、タ

ンタル等） 

希少金属（コバルト、マンガン、

モリブデン等） 

６ ガス燃料 天然ガス及び液化天然ガス 

７ 貴金属 金、銀、プラチナ及びパラジウム 

８ 
穀 物 及 び 油

糧種子 

トウモロコシ、小麦、大豆（大豆

種子、大豆油、大豆ミール等）、

オート麦、パーム油、カローナ、

大麦、菜種（菜種種子、菜種油、

菜種ミール等）、小豆、モロコシ

、ココナッツ油、ピーナッツ油、

ヒマワリ油及び米 

９ 
畜 産 及 び 乳

製品 

畜牛（生牛及び肥育素牛）、豚、

家きん、子羊、魚、エビ、乳製品

（牛乳、ホエー、バター、チーズ

等）及び卵 

10 
ソフト・コモ

デ ィ テ イ 及

ココア、コーヒー（アラビカ、ロ

ブスタ等）、茶、かんきつ類ジュ
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び そ の 他 の

農作物 

ース（オレンジジュースを含む。

）、芋、砂糖、綿、羊毛、木材、

パルプ及びゴム 

11 
そ の 他 の コ

モディティ 

工業鉱物（カリ、肥料、リン鉱石

等） 

レアアース、テレフタル酸及び

板ガラス 
 

２ コモディティ・リスクのデルタ・リスクに用いるリスク

・ウェイトは、次の表の左欄に掲げるバケット番号（前項

の規定により分類したバケット番号をいう。以下この条に

おいて同じ。）の区分に応じ、同表の右欄に定めるものと

する。 

 

バケット番号 
リスク・ウェイト 

（パーセント） 

１ 三十 

２ 三十五 

３ 六十 

４ 八十 

５ 四十 

６ 四十五 

７ 二十 

８ 三十五 

９ 二十五 

 

- 530 -



 

 
 

15
4 

10 三十五 

11 五十 
 

３ コモディティ・リスクのデルタ・リスクに用いるリスク

・ファクター間の相関係数（ 𝜌  ）は、バケット番号１から

11 までのいずれかに該当する場合には、次の算式により算

出するものとする。 

 

𝜌  = 𝜌  (   ) ∙ 𝜌  (     ) ∙ 𝜌  (     )
  

４ 前項の算式中 𝜌  (   )
、𝜌  (     )

及び 𝜌  (     )
は、次の各号に掲げ

る相関係数の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 

 

一 𝜌  (   )
 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該

イ又はロに定めるもの 

 

イ 感応度 𝑘と感応度 𝑙のコモディティが同一である場合

 百パーセント 

 

ロ イに掲げる場合以外の場合 次の表のバケット番号

の区分に応じ、同表の右欄に定めるもの 

 

バケッ

ト番号 
コモディティのバケット 

相関係数 𝜌  (   )
 

（パーセント） 

１ 
エネルギーのうち、固体可燃

物 
五十五 

２ 
エネルギーのうち、液体可燃

物 
九十五 

３ エネルギーのうち、電力及び 四十 
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排出権取引 

４ 貨物輸送 八十 

５ 金属・非貴金属 六十 

６ ガス燃料 六十五 

７ 貴金属 五十五 

８ 穀物及び油糧種子 四十五 

９ 畜産及び乳製品 十五 

10 
ソフト・コモディテイ及びそ

の他の農産物 
四十 

11 その他のコモディティ 十五 
 

二 𝜌  (     )
 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当

該イ又はロに定めるもの 

 

イ 感応度 𝑘と感応度 𝑙のテナーが同一である場合 百パ

ーセント 

 

ロ イに掲げる場合以外の場合 九十九・〇パーセント  

三 𝜌  (     )
 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該

イ又はロに定めるもの 

 

イ 二つの感応度に係るコモディティの受渡場所が同一

である場合 百パーセント 

 

ロ イに掲げる場合以外の場合 九十九・〇パーセント  

５ コモディティ・リスクのデルタ・リスクに係る同一バケ

ット内のリスク加重後の感応度の合算において、次に掲げ
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るコモディティの合算に当たっては、合算する感応度のそ

れぞれを個別のコモディティとして認識するものとする。 

一 同一の商品種類であり、かつ、受渡場所が異なるコモ

ディティ間の合算 

 

二 バケット番号３に該当する場合は、次のイ又はロに掲

げるコモディティの合算 

 

イ 電力供給時間帯又は金融市場で締結された電力契約

時間帯が異なるコモディティ間の合算 

 

ロ 別々の地域で発電された電力に係るコモディティ間

の合算 

 

三 バケット番号４に該当する場合は、次のイ又はロに掲

げるコモディティの合算 

 

イ 運輸種別又は運用航路が異なるコモディティ間の合

算 

 

ロ 貨物の受渡週が異なるコモディティ間の合算  

６ コモディティ・リスクのデルタ・リスクに用いるバケッ

ト間の相関係数（ 𝛾  ）は、次の各号に掲げる場合の区分に

応じ、当該各号に定めるものとする。 

 

一 合算するバケットの双方がバケット番号１から 10 ま

でのいずれかに該当する場合 二十パーセント 

 

二 合算するバケットの一方がバケット番号 11 に該当す

る場合 零パーセント 
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（外国為替リスクのバケット、リスク・ウェイト及び相関

） 

 

第二百六十九条の三 外国為替リスクのデルタ・リスクにつ

いて、リスク・ファクターは、商品が表示されている外国

通貨と報告通貨との間の為替レートごとに各バケットに分

類するものとする。 

 

２ 外国為替リスクのデルタ・リスクに用いるリスク・ウェ

イトは、全ての為替レートの感応度に対し十五パーセント

とする。 

 

３ 前項の規定にかかわらず、アメリカ合衆国通貨（USD）、

欧州経済通貨統合参加国通貨（EUR）、本邦通貨、英国通貨

（GBP）、オーストラリア通貨（AUD）、カナダ通貨（CAD）、

スイス通貨（CHF）、メキシコ通貨（MXN）、中華人民共和国

通貨（CNY）、ニュージーランド通貨（NZD）、ロシア通貨（R

UB）、中華人民共和国（香港特別行政区）通貨（HKD）、シン

ガポール通貨（SGD）、トルコ通貨（TRY）、大韓民国通貨（K

RW）、スウェーデン通貨（SEK）、南アフリカ共和国通貨（ZA

R）、インド通貨（INR）、ノルウェー通貨（NOK）及びブラジ

ル通貨（BRL）のうちの二つの間の為替レートの場合は、前

項に規定するリスク・ウェイトを二の平方根で除して得た

値をリスク・ウェイトとすることができる。 

 

４ 外国為替リスクのデルタ・リスクに用いるバケット間の  
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相関係数（ 𝛾  ）は、六十パーセントとする。 

  

第五目 リスク感応度方式に係るベガ・リスク

及びカーベチャー・リスクのバケット

、リスク・ウェイト及び相関 

 

  

（ベガ・リスクのバケット、リスク・ウェイト及び相関）  

第二百七十条 各リスク・クラスのベガ・リスクについて、

リスク・ファクターは、次の各号に掲げるリスク・クラス

の区分に応じ、当該各号に定めるところにより各バケット

に分類するものとする。 

一 一般金利リスク 第二百六十八条の二第一項の規定を

準用する。この場合において、同項中「デルタ・リスク」

とあるのは、「ベガ・リスク」と読み替えるものとする。 

二 非証券化商品に係る信用スプレッド・リスク 第二百

六十八条の三第一項の規定を準用する。この場合におい

て、同項中「デルタ・リスク」とあるのは、「ベガ・リス

ク」と読み替えるものとする。 

三 証券化商品（CTP）に係る信用スプレッド・リスク 第

二百六十八条の四第一項の規定を準用する。この場合に

おいて、同項中「デルタ・リスク」とあるのは、「ベガ・

リスク」と読み替えるものとする。 

四 証券化商品（非 CTP）に係る信用スプレッド・リスク 
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第二百六十八条の五第一項の規定を準用する。この場合

において、同項中「デルタ・リスク」とあるのは、「ベガ

・リスク」と読み替えるものとする。 

五 株式リスク 第二百六十九条第一項の規定を準用する

。この場合において、同項中「デルタ・リスク」とあるの

は、「ベガ・リスク」と読み替えるものとする。 

六 コモディティ・リスク 第二百六十九条の二第一項の

規定を準用する。この場合において、同項中「デルタ・

リスク」とあるのは、「ベガ・リスク」と読み替えるもの

とする。 

七 外国為替リスク 前条第一項の規定を準用する。この

場合において、同項中「デルタ・リスク」とあるのは、「

ベガ・リスク」と読み替えるものとする。 

２ 各リスク・クラスのベガ・リスクに用いるリスク・ウェ

イトは、次の表の左欄に掲げるリスク・クラスの区分に応

じ、同表の右欄に定めるものとする。 

リスク・クラス 
流動性ホ

ライズン 

リスク・ウェイト 

（パーセント） 

一般金利リスク 六十 百 

非証券化商品に係る信

用スプレッド・リスク 
百二十 百 

証券化商品（CTP）に

係る信用スプレッド・
百二十 百 
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リスク  

証券化商品（非 CTP）

に係る信用スプレッド

・リスク  

百二十 百 

株式リスク（大型株及

びインデックス） 
二十 七十七・七八 

株式リスク（小型株及

びその他のセクター） 
六十 百 

コモディティ・リスク 百二十 百 

外国為替リスク 四十 百 
 

３ 各リスク・クラスのベガ・リスクに用いるリスク・ファ

クター間の相関係数（ 𝜌  ）は、次の各号に掲げるリスク・

クラスの区分に応じ、当該各号に定めるところにより算出

するものとする。 

 

一 一般金利リスク 次の算式によるものとする。  𝜌  = min  𝜌  (               ) ∙ 𝜌  (                   ); 1   

二 一般金利リスク以外のリスク・クラス 次の算式によ

るものとする。 

 

𝜌  = min  𝜌  (     ) ∙ 𝜌  (               ); 1   

４  前項各号の算式中 𝜌  (               )
、 𝜌  (                   )

及び𝜌  (     )
の値は、次の各号に掲げる相関係数の区分に応じ、

当該各号に定めるところにより算出するものとする。 
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一 𝜌  (               )
 次の算式によるものとする。  𝜌  (               ) = exp  −𝛼 ∙ |𝑇 − 𝑇 |min{𝑇 ; 𝑇 }   

𝛼は、一パーセント  𝑇 は、オプション商品 𝑘のオプション権利行使日までの年

数 

 

𝑇 は、オプション商品 𝑙のオプション権利行使日までの年

数 

 

exp(𝑥)は、自然対数の底を 𝑥乗した値  

二 𝜌  (                   )
 次の算式によるものとする。  

𝜌  (                   ) = exp  −𝛼 ∙ |𝑇  − 𝑇  |min{𝑇  ; 𝑇  }   

𝛼は、一パーセント  𝑇  は、オプション商品 𝑘の原資産となる金利派生商品の契

約期間の年数 

 

𝑇  は、オプション商品 𝑙の原資産となる金利派生商品の契

約期間の年数 

 

exp(𝑥)は、自然対数の底を 𝑥乗した値  

三 𝜌  (     )
 ベガ・リスク・ファクター 𝑘とベガ・リスク・

ファクター 𝑙に対応するデルタ・リスク・ファクター間に

適用される相関係数を用いるものとする。 

 

５ 第二百六十五条の二第四項及び前二項の規定にかかわら  
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ず、各リスク・クラスのベガ・リスクに係る同一バケット

内のリスク加重後の感応度の合算については、バケットが

第二百六十八条の三第一項第一号の表中バケット番号 16、

第二百六十八条の四第一項第一号の表中バケット番号 16、

第二百六十八条の五第一項第一号の表中バケット番号 25

又は第二百六十九条第一項第一号の表中バケット番号 11

に該当する場合には、次の算式により算出するものとする

。 𝐾 (            ) =  |𝑊𝑆 |  
 

６ 各リスク・クラスのベガ・リスクに用いるバケット間の

相関係数（ 𝛾  ）は、次の各号に掲げるリスク・クラスの区

分に応じ、当該各号に定めるところによるものとする。 

 

一 一般金利リスク 第二百六十八条の二第七項の規定を

準用する。この場合において、同項中「デルタ・リスク」

とあるのは、「ベガ・リスク」と読み替えるものとする。 

 

二 非証券化商品に係る信用スプレッド・リスク 第二百

六十八条の三第七項及び第八項の規定を準用する。この

場合において、同条第七項中「デルタ・リスク」とある

のは、「ベガ・リスク」と読み替えるものとする。 

 

三 証券化商品（CTP）に係る信用スプレッド・リスク 第

二百六十八条の四第五項及び第六項の規定を準用する。

この場合において、同条第五項中「デルタ・リスク」と

 

- 539 -



 

 
 

16
3 

あるのは、「ベガ・リスク」と読み替えるものとする。 

四 証券化商品（非 CTP）に係る信用スプレッド・リスク 

第二百六十八条の五第六項の規定を準用する。この場合

において、同項中「デルタ・リスク」とあるのは、「ベガ

・リスク」と読み替えるものとする。ただし、第一項第

四号の規定による分類におけるバケット番号 25 とバケ

ット番号 25 以外のバケット番号との間の相関係数（ 𝛾  ）
は、百パーセントとする。 

 

五 株式リスク 第二百六十九条第五項の規定を準用する

。この場合において、同項中「デルタ・リスク」とあるの

は、「ベガ・リスク」と読み替えるものとする。 

 

六 コモディティ・リスク 第二百六十九条の二第六項の

規定を準用する。この場合において、同項中「デルタ・

リスク」とあるのは、「ベガ・リスク」と読み替えるもの

とする。 

 

七 外国為替リスク 前条第四項の規定を準用する。この

場合において、同項中「デルタ・リスク」とあるのは、「

ベガ・リスク」と読み替えるものとする。 

 

  

（カーベチャー・リスクのバケット、リスク・ウェイト及

び相関） 

 

第二百七十条の二 各リスク・クラスのカーベチャー・リス

クにおいて、リスク・ファクターは、次の各号に掲げるリ
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スク・クラスの区分に応じ、当該各号に定めるところによ

り各バケットに分類するものとする。 

一 一般金利リスク 第二百六十八条の二第一項の規定を

準用する。この場合において、同項中「デルタ・リスク」

とあるのは、「カーベチャー・リスク」と読み替えるもの

とする。 

 

二 非証券化商品に係る信用スプレッド・リスク 第二百

六十八条の三第一項の規定を準用する。この場合におい

て、同項中「デルタ・リスク」とあるのは、「カーベチャ

ー・リスク」と読み替えるものとする。 

 

三 証券化商品（CTP）に係る信用スプレッド・リスク 第

二百六十八条の四第一項の規定を準用する。この場合に

おいて、同項中「デルタ・リスク」とあるのは、「カーベ

チャー・リスク」と読み替えるものとする。 

 

四 証券化商品（非 CTP）に係る信用スプレッド・リスク 

第二百六十八条の五第一項の規定を準用する。この場合

において、同項中「デルタ・リスク」とあるのは、「カー

ベチャー・リスク」と読み替えるものとする。 

 

五 株式リスク 第二百六十九条第一項の規定を準用する

。この場合において、同項中「デルタ・リスク」とあるの

は、「カーベチャー・リスク」と読み替えるものとする。 

 

六 コモディティ・リスク 第二百六十九条の二第一項の

規定を準用する。この場合において、同項中「デルタ・
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リスク」とあるのは、「カーベチャー・リスク」と読み替

えるものとする。 

七 外国為替リスク 第二百六十九条の三第一項の規定を

準用する。この場合において、同項中「デルタ・リスク」

とあるのは、「カーベチャー・リスク」と読み替えるもの

とする。 

 

２ 各リスク・クラスのカーベチャー・リスクに用いるリス

ク・ウェイトは、次の各号に掲げるリスク・クラスの区分

に応じ、当該各号に定めるところによる。 

 

一 一般金利リスク 次に掲げるカーブの区分に応じ、当

該各号に定めるところによる。 

 

イ リスクフリー・イールド・カーブ 第二百六十八条

の二第二項の表の右欄に定めるリスク・ウェイトのう

ち最大の値とする。 

 

ロ インフレ率のフラット・カーブ及びクロスカレンシ

ー・ベーシスのフラット・カーブ 第二百六十八条の

二第三項の規定を準用する。 

 

ハ 特定通貨のカーブ 第二百六十八条の二第二項の表

の右欄に定めるリスク・ウェイトのうち最大のものを

二の平方根で除した値とする。 

 

二 非証券化商品に係る信用スプレッド・リスク 第二百

六十八条の三第二項の規定を準用する。この場合におい

て、同項中「デルタ・リスク」とあるのは、「カーベチャ
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ー・リスク」と読み替えるものとする。 

三 証券化商品（CTP）に係る信用スプレッド・リスク 第

二百六十八条の四第二項の規定を準用する。この場合に

おいて、同項中「デルタ・リスク」とあるのは、「カーベ

チャー・リスク」と読み替えるものとする。 

 

四 証券化商品（非 CTP）に係る信用スプレッド・リスク 

第二百六十八条の五第二項の規定を準用する。この場合

において、同項中「デルタ・リスク」とあるのは、「カー

ベチャー・リスク」と読み替えるものとする。 

 

五 株式リスク 第二百六十九条第二項の規定（株式の現

物価格に係るリスク・ウェイトに係る部分に限る。）を準

用する。この場合において、同項中「デルタ・リスク」と

あるのは、「カーベチャー・リスク」と読み替えるものと

する。 

 

六 コモディティ・リスク 第二百六十九条の二第二項の

規定を準用する。この場合において、同項中「デルタ・

リスク」とあるのは、「カーベチャー・リスク」と読み替

えるものとする。 

 

七 外国為替リスク 第二百六十九条の三第二項及び第三

項の規定を準用する。この場合において、同条第二項中

「デルタ・リスク」とあるのは、「カーベチャー・リスク

」と読み替えるものとする。 

 

３ 各リスク・クラスのカーベチャー・リスクに用いるリス  
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ク・ファクター間の相関係数（ 𝜌  ）は、次の各号に掲げる

リスク・クラスの区分に応じ、当該各号に定めた値を二乗

した値とする。 

一 一般金利リスク 第二百六十八条の二第五項の規定を

準用して算出した相関係数 𝜌  の値とする。この場合にお

いて、同項中「デルタ・リスク」とあるのは、「カーベチ

ャー・リスク」と読み替えるものとする。 

 

二 非証券化商品に係る信用スプレッド・リスク 次のイ

又はロに掲げる第一項第二号の規定により分類したバケ

ットの区分に応じ、当該イ又はロの場合に応じた値とす

る。 

イ バケット番号１から 15 まで 第二百六十八条の三

第四項第一号の規定を準用して算出した 𝜌  (    )
の値 

ロ バケット番号 16 又は 17 第二百六十八条の三第五

項第一号の規定を準用して算出した 𝜌  (    )
の値 

 

三 証券化商品（CTP）に係る信用スプレッド・リスク 第

二百六十八条の四第四項第一号の規定を準用して算出し

た 𝜌  (    )
の値とする。 

 

四 証券化商品（非 CTP）に係る信用スプレッド・リスク 

第二百六十八条の五第四項第一号の規定を準用して算出

した 𝜌  (       )
の値とする。 

 

五 株式リスク 第二百六十九条第三項又は第四項の規定

を準用して算出した 𝜌  の値とする。この場合において、
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同条中「デルタ・リスク」とあるのは、「カーベチャー・

リスク」と読み替えるものとする。 

六 コモディティ・リスク 第二百六十九条の二第四項第

一号の規定を準用して算出した 𝜌  (   )
の値とする。 

 

４ 第二百六十五条の三第五項及び前項の規定にかかわらず

、各リスク・クラスのカーベチャー・リスクにおいて、同

一バケット内のリスク加重後の感応度の合算は、第一項の

規定により分類したバケットが第二百六十八条の三第一項

第一号の表中バケット番号 16、第二百六十八条の四第一項

第一号の表中バケット番号 16、第二百六十八条の五第一項

第一号の表中バケット番号 25 又は第二百六十九条第一項

第一号の表中バケット番号 11 に該当する場合には、次の算

式によるものとする。 

 

𝐾 (            ) = max   max(𝐶𝑉𝑅  , 0),  (𝐶𝑉𝑅  , 0)     

５ 各リスク・クラスのカーベチャー・リスクに用いるバケ

ット間の相関係数（ 𝛾  ）は、次の各号に掲げるリスク・ク

ラスの区分に応じ、当該各号に定める相関係数（ 𝛾  ）の値

を二乗した値とする。 

 

一 一般金利リスク 第二百六十八条の二第七項の規定を

準用して算出した値とする。この場合において、同項中

「デルタ・リスク」とあるのは、「カーベチャー・リスク

」と読み替えるものとする。 
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二 非証券化商品に係る信用スプレッド・リスク 第二百

六十八条の三第七項及び第八項の規定を準用して算出し

た値とする。この場合において、同条第七項中「デルタ

・リスク」とあるのは、「カーベチャー・リスク」と読み

替えるものとする。 

 

三 証券化商品（CTP）に係る信用スプレッド・リスク 第

二百六十八条の四第五項及び第六項の規定を準用して算

出した値とする。この場合において、同条第五項中「デ

ルタ・リスク」とあるのは、「カーベチャー・リスク」と

読み替えるものとする。 

 

四 証券化商品（非 CTP）に係る信用スプレッド・リスク 

第二百六十八条の五第六項及び第七項の規定を準用して

算出した値とする。この場合において、同条第六項中「

デルタ・リスク」とあるのは「カーベチャー・リスク」と

、「バケット（バケット番号 25 を除く。）間」とあるのは

「バケット間」と読み替えるものとする。 

 

五 株式リスク 第二百六十九条第五項の規定を準用して

算出した値とする。この場合において、同項中「デルタ

・リスク」とあるのは、「カーベチャー・リスク」と読み

替えるものとする。 

 

六 コモディティ・リスク 第二百六十九条の二第六項の

規定を準用して算出した値とする。この場合において、

同項中「デルタ・リスク」とあるのは、「カーベチャー・
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リスク」と読み替えるものとする。 

七 外国為替リスク 第二百六十九条の三第四項の規定を

準用して算出した値とする。この場合において、同項中

「デルタ・リスク」とあるのは、「カーベチャー・リスク

」と読み替えるものとする。 

 

  

（外国為替リスクに係るカーベチャー・リスクの感応度の

調整） 

第二百七十条の三 商工組合中央金庫が外国為替リスクに係

るカーベチャー・リスクを計測する場合には、報告通貨以

外の通貨の組合せを原資産とした商品について、第二百六

十五条の三第二項において算出した感応度の値を一・五で

除することができる。 

２ 商工組合中央金庫が外国為替リスクに係るカーベチャー

・リスクを計測する場合には、経済産業大臣、財務大臣及

び金融庁長官に届け出た場合に限り、報告通貨を含む全て

の通貨の組合せを原資産とした商品について、第二百六十

五条の三第二項において算出した感応度の値を一・五で除

することができる。 

 

  

第三款 標準的方式に係るデフォルト・リスクに

対するマーケット・リスク相当額 

 

第一目 総則  
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（デフォルト・リスクに対するマーケット・リスク相当額

の算出の概要） 

 

第二百七十一条 デフォルト・リスクに対するマーケット・

リスク相当額は、リスク感応度方式では捕捉できない JTD

リスクを捕捉し、次に定めるところにより算出するものと

する。 

一 次に掲げる商品の区分に分類して算出する。 

イ 非証券化商品（ハに分類される商品を除く。） 

ロ 証券化商品（非 CTP） 

ハ 証券化商品（CTP） 

 

二 エクスポージャーごとにグロスの JTD リスク・ポジシ

ョン（商品の現在価値のうち、債務者等のデフォルトに

より損失が生ずる可能性のある部分をいう。以下同じ。）

を算出する。 

 

三 グロスの JTD リスク・ポジションのうち、同一の債務

者等に対するロング・ポジションの額とショート・ポジ

ションの額とを相殺し、ネットの JTD リスク・ポジショ

ンを算出する。 

 

四 前号のロング・ポジションとショート・ポジションの

区分に当たっては、デフォルト時に損失が生ずるポジシ

ョンをロング・ポジションとする。 

 

五 ネットの JTD リスク・ポジションを各バケットに分類  
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する。 

六 ネットの JTD リスク・ポジションにリスク・ウェイト

を乗じて、同一バケットに属するものを合算する。この

場合においては、ロング・ポジションとショート・ポジ

ションとの間のヘッジ効果を勘案するため、ロング・ポ

ジションからショート・ポジションにヘッジ効果比率を

乗じた額を控除する。 

 

七 前号で算出した各バケットのマーケット・リスク相当

額を単純合算した額をデフォルト・リスクに対するマー

ケット・リスク相当額とする。 

 

２ デフォルト・リスクに対するマーケット・リスク相当額

の算出においては、次に掲げる要件の全てを満たすものと

する。 

 

一 前項第一号イからハまでに掲げるポートフォリオの間

では、分散効果を認識しないこと。 

 

二 非証券化商品であるバスケット型の上場クレジット・

デリバティブ及び株式デリバティブに係る構成銘柄の各

発行体の JTD リスク・ポジションの算出は、ルックスル

ー・アプローチを用いること。 

 

三 証券化商品（CTP）における非証券化商品によるヘッジ

は、デフォルト・リスクに対するマーケット・リスク相

当額の算出を要しないこと。 

 

四 第三十三条から第三十五条まで及び第三十七条第三項  
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の信用リスクのリスク・アセットの額の算出において、

リスク・ウェイトを零パーセントとするエクスポージャ

ーについては、リスク・ウェイトを零パーセントとする

ことができること。 

五 第二百六十七条の二第二項第三号に掲げる方法により

マーケット・リスク相当額を算出しているファンドへの

出資は、無格付の株式関連商品とすること。 

 

六 ファンドの運用基準において投機的格付又は財務不振

の銘柄への投資を許容する場合には、当該運用基準にお

いて想定される最大のリスクに係る仮想ポジションを用

いて実効平均リスク・ウェイトを算出すること。この場

合において、当該実効平均リスク・ウェイトの算出のた

めの仮想ポジションにより生じたエクスポージャーと他

のエクスポージャーとの間の相殺及び分散の勘案は行わ

ないこと。 

 

  

第二目 非証券化商品に係るデフォルト・リス

クに対するマーケット・リスク相当額 

 

  

（非証券化商品のグロスの JTD リスク・ポジション）  

第二百七十二条 非証券化商品に係るグロスの JTD リスク・

ポジションは、次に定めるところにより算出するものとす

る。 
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一 エクスポージャーごとに、グロスの JTD リスク・ポジ

ションについてロング・ポジションとショート・ポジシ

ョンを次の算式により算出する。 JTD ロング  = max 𝐿𝐺𝐷 × 想定元本 + 𝑃&𝐿, 0  JTD ショート  = min 𝐿𝐺𝐷 × 想定元本 + 𝑃&𝐿, 0   

𝐿𝐺𝐷は、デフォルト時損失率（ただし、商品の価格が参照

する債務者のデフォルト時の回収率に連動していない

場合には、 𝐿𝐺𝐷は用いない。） 𝑃&𝐿は、時価評価損益（債券の市場価額に相当する価額か

ら想定元本を差し引いたもの） 

 

二 前号の算式中想定元本又は P&Lの符号は、次のイ又はロ

に掲げる変数の区分に応じ、当該イ又はロに定めるもの

とする。 

 

イ 想定元本 ロング・ポジションの場合にあっては正

の値、ショート・ポジションの場合にあっては負の値 

 

ロ 𝑃&𝐿 評価益の場合にあっては正の値、評価損の場合

にあっては負の値 

 

三 第一号の算式中 𝐿𝐺𝐷は、次のイからハまでに掲げる商品

の区分に応じ、当該イからハまでに定める値とする。 

 

イ 株式関連商品及び負債性商品（ロ及びハに掲げる商

品を除く。） 百パーセント 

 

ロ シニア債務商品（ハに掲げる商品を除く。） 七十  
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五パーセント 

ハ カバード・ボンド 二十五パーセント  

四 第一号の算式中想定元本及び𝑃&𝐿の額は、次の表の第一

欄に掲げる商品の区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に

定める想定元本及び同表の第四欄に定める𝑃&𝐿とする。 

 

ロング・クレジット・ポジションに係る JTD の算出の構

成要素の例 

商品 想定元本 

債 券 に 相 当

す る 市 場 価

額 

𝑃&𝐿  

債券 
債 券 の 額 面

価額 

債 券 の 市 場

価額 

市 場 価 額 ―

額面価額 

CDS 
C D S の 想 定

元本 

C D S の 想 定

元 本 ― |C D S

の時価評価（

MtM）額| 

―|CDS の Mt

M 額| 

債 券 の 売 建

プット・オプ

ション 

オ プ シ ョ ン

の想定元本 

権 利 行 使 価

格―|オプシ

ョ ン の M t M

額| 

（ 権 利 行 使

価格―|オプ

ションの Mt

M 額|）―想

定元本 

債 券 の 買 建

コール・オプ
零 

オ プ シ ョ ン

の MtM 額 

オ プ シ ョ ン

の MtM 額 
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ション 
 

五 前号の表の第一欄に掲げる商品の区分に分類できない

JTD リスク・ポジションは、同欄に掲げる商品の区分に可

能な限り分解し、マーケット・リスク相当額を算出する

。 

 

六 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又は

ロに定める満期までの残存期間の範囲に含まれるように

、満期までの残存期間が一年未満の全てのエクスポージ

ャーに対する JTD リスク・ポジションに満期までの残存

期間を年換算した値（〇・二五を下回らない値に限る。）

を乗じる（以下この号及び次条において「スケール調整

」という。）。ただし、満期までの残存期間が一年以上の

場合には、スケール調整を行わないものとする。 

 

イ 株式等の現物ポジションの場合 一年以上の残存期

間又は三月の残存期間 

 

ロ 派生商品取引のエクスポージャーの相殺の基準を定

める場合 当該派生商品取引の契約上の残存期間（三

月を下らない期間に限る。） 

 

  

（非証券化商品のネット JTD 額）  

第二百七十二条の二 非証券化商品のネット JTD 額は、次に

定めるところにより同一のエクスポージャーに対するグロ

ス JTD 額のロング・ポジション額とショート・ポジション
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額とを相殺して算出するものとする。 

一 ショート・ポジションは、ロング・ポジションと比較

してデフォルト時の弁済順位が同一又は劣後する場合に

相殺することができる。 

 

二 満期までの残存期間が一年に満たない複数のエクスポ

ージャーは、ポジション額をスケール調整した上で相殺

するものとする。 

 

２ 前項のロング・ポジション及びショート・ポジションの

相殺において、双方のポジションの満期までの残存期間が

一年未満の場合には、スケール調整した上で相殺するもの

とする。 

 

３ 非証券化商品のネット JTD 額の算出に当たって、保証付

債券が第九十九条及び第百条に定める信用リスク削減手法

に係る条件に適合する場合には、当該債券の保証割合に応

じ、債務者に対するエクスポージャーを保証人に対するエ

クスポージャーとみなして、前二項の規定を適用する。 

 

４ 前三項の規定により算出された債務者ごとのネット JTD

額が正の値となった場合はこれをロング・ポジションとな

っているネット JTD リスク・ポジションとし、当該ネット

JTD 額が負の値となった場合はこれをショート・ポジショ

ンとなっているネット JTD リスク・ポジションとする。 

 

  

（非証券化商品に係るデフォルト・リスクに対するマーケ  
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ット・リスク相当額の算出） 

第二百七十二条の三 非証券化商品に係るネットの JTD リス

ク・ポジションは、次の各号に掲げるエクスポージャーの

区分に応じ、当該各号に定めるバケットに分類するものと

する。 

 

一 第四十条に定める金融機関向けエクスポージャー、第

四十一条に定める第一種金融商品取引業者向けエクスポ

ージャー、第四十一条の二に定める保険会社向けエクス

ポージャー、第四十二条に定める法人等向けエクスポー

ジャー、第四十四条に定める適格中堅中小企業等向けエ

クスポージャーその他これらに類するもの 事業法人等

のバケット 

 

二 第三十三条に定める中央政府及び中央銀行向けエクス

ポージャー、第三十四条に定める国際決済銀行等向けエ

クスポージャー、第三十七条に定める国際開発銀行向け

エクスポージャー、第三十八条に定める我が国の政府関

係機関向けエクスポージャーその他これらに類するもの

 中央政府等のバケット 

 

三 第三十五条に定める我が国の地方公共団体向けエクス

ポージャー、第三十六条に定める外国の中央政府等以外

の公共部門向けエクスポージャー、第三十七条の二に定

める地方公共団体金融機構向けエクスポージャー、第三

十九条に定める地方三公社向けエクスポージャーその他
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これらに類するもの 地方公共団体等のバケット 

２ 非証券化商品に係るネットの JTD リスク・ポジションに

乗じるリスク・ウェイトは、次の表の左欄に掲げる信用リ

スク区分の区分に応じ、同表の右欄に定めるものとする。 

 

信用リスク区分 

デフォルトのリスク・ウ

ェイト 

（パーセント） 

８―１ 〇・五 

８―２ 二・〇 

８―３ 三・〇 

８―４ 六・〇 

８―５ 十五・〇 

８―６ 三十・〇 

８―７ 五十・〇 

無格付 十五・〇 

デフォルト 百 
 

 

３ 非証券化商品に係る同一バケットに属するリスク加重後

のネットの JTD リスク・ポジションの合算に当たって、ロ

ング・ポジションとショート・ポジションとの間のヘッジ

効果を勘案するために用いる係数は、次の算式により得た

値とする。 
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𝐻𝐵𝑅 = ∑ 𝑛𝑒𝑡𝐽𝑇𝐷  ∈    ∑ 𝑛𝑒𝑡𝐽𝑇𝐷  ∈    + ∑ |𝑛𝑒𝑡𝐽𝑇𝐷 | ∈       

𝐻𝐵𝑅 は、バケット 𝑏におけるヘッジ効果の係数（次項の算式

において同じ。） 𝑖は、バケット 𝑏に属する商品 ∑ 𝑛𝑒𝑡𝐽𝑇𝐷  ∈    は、バケット 𝑏におけるロング・ポジションと

なっている商品 𝑖のネットの JTD リスク・ポジションの合

計額（次項及び第二百七十四条の二第三項の算式におい

て同じ。） ∑ |𝑛𝑒𝑡𝐽𝑇𝐷 | ∈     は、バケット 𝑏におけるショート・ポジション

となっている商品 𝑖のネット JTD リスク・ポジションの絶

対値の合計額（次項及び第二百七十四条の二第三項の算

式において同じ。）  

 

４ 非証券化商品に係る同一バケット内に属するリスク加重

後のネットの JTD リスク・ポジションの合算は、次の算式

によるものとする。 

 

𝐷𝑅𝐶  
 = max    𝑅𝑊 𝑛𝑒𝑡𝐽𝑇𝐷  ∈     − 𝐻𝐵𝑅 ∙   𝑅𝑊 ∙ ∈     |𝑛𝑒𝑡𝐽𝑇𝐷 | , 0  

 

𝐷𝑅𝐶 は、バケット 𝑏におけるデフォルト・リスクに対するマ

ーケット・リスク相当額 𝑖は、バケット 𝑏に属する商品 
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𝑅𝑊 は、第二項に定めるリスク・ウェイト 

５ 非証券化商品に係るデフォルト・リスクに対するマーケ

ット・リスク相当額は、前項で算出した各バケットのマー

ケット・リスク相当額を単純合算して得た額とする。 

 

  

第三目 証券化商品（非 CTP）に係るデフォルト

・リスクに対するマーケット・リスク

相当額 

 

 

（証券化商品（非 CTP）に係るネットの JTD リスク・ポジシ

ョン） 

 

第二百七十三条 証券化商品（非 CTP）のグロスの JTD リス

ク・ポジションについては、次に掲げるエクスポージャー

間において相殺しないものとする。 

一 異なる原資産を参照する証券化エクスポージャー等（

原資産に係る信用リスクを第三者に移転する性質を有す

る取引をいう。以下同じ。）の間（アタッチメント・ポイ

ント（証券化エクスポージャーに最初に損失が生ずるポ

イントをいう。第二百七十四条第三項において同じ。）及

びデタッチメント・ポイント（証券化エクスポージャー

に割り当てる信用損失が元本全体に及ぶポイントをいう

。同項において同じ。）が同一の証券化エクスポージャ

ー間を含む。） 
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二 同一の原資産を参照する証券化商品に係る異なるトラ

ンシェから生ずる証券化エクスポージャー等の間 

 

２ 証券化商品（非 CTP）のデフォルト・リスクについては、

次に掲げるエクスポージャー間において相殺をすることが

できる。 

 

一 満期以外の条件が同一である証券化エクスポージャー

等の間 

 

二 ロング・ポジション及びショート・ポジションの証券

化エクスポージャー等の原資産を参照する個別の資産に

分解することで得た同一の個別の参照資産間 

 

３ 第二百七十二条から前条までの規定は、証券化商品（非

CTP）の JTD リスク・ポジションの算出について準用する。

この場合において、これらの規定中「非証券化商品」とあ

るのは、「証券化商品（非 CTP）」と読み替えるものとする。 

 

  

（証券化商品（非 CTP）に係るデフォルト・リスクに対する

マーケット・リスク相当額の算出） 

 

第二百七十三条の二 証券化商品（非 CTP）のデフォルト・リ

スクについては、次の表の中欄に掲げるセクターの区分及

び同表の右欄に掲げる地域の区分に応じ、四十六のバケッ

トに分類するものとする。 

 

バケッ セクター 地域  
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ト番号 

１ 

事業法人向け債権等 を担保と

する証券（資産担保コマーシャ

ルペーパー、中小企業向け債権

等を担保とする証券及び CDO

スクエアドを除く。） 

全地域 

２ 

資産担保コマーシャ ルペーパ

ー（ABCP） 

アジア 

３ 欧州 

４ 北米 

５ その他地域 

６ 

自動車ローン及びリ ースを担

保とする証券 

アジア 

７ 欧州 

８ 北米 

９ その他地域 

10 

住宅ローン担保証券（RMBS） 

アジア 

11 欧州 

12 北米 

13 その他地域 

14 

クレジットカード債 権を担保

とする証券 

アジア 

15 欧州 

16 北米 

17 その他地域 
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18 

商業用不動産担保証券（CMBS） 

アジア 

19 欧州 

20 北米 

21 その他地域 

22 

ローン担保証券（CLO） 

アジア 

23 欧州 

24 北米 

25 その他地域 

26 

CDO スクエアド（CDO を担保と

する証券） 

アジア 

27 欧州 

28 北米 

29 その他地域 

30 中小企業向け債権等 を担保と

する証券（資産担保コマーシャ

ルペーパー及びロー ン担保証

券を除く。） 

アジア 

31 欧州 

32 北米 

33 その他地域 

34 

学生ローンを担保とする証券 

アジア 

35 欧州 

36 北米 

37 その他地域 

38 その他リテール向け 債権等を

担保とする証券（自動車ローン

アジア 

39 欧州 
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40 及びリースを担保とする証券、

住宅ローン担保証券 並びにク

レジットカード債権 を担保と

する証券を除く。） 

北米 

41 その他地域 

42 その他ホールセール 向け債権

等を担保とする証券（事業法人

向け債権等を担保とする証券、

資産担保コマーシャ ルペーパ

ー、ローン担保証券及び CDO ス

クエアドを除く。） 

アジア 

43 欧州 

44 北米 

45 その他地域 

46 

その他バケット（バケット番号

１から 45 までのいずれにも属

さない証券化商品） 

全地域 

２ 前項の分類に当たっては、市場で一般的に用いられてい

る分類に基づくとともに、次に定めるところによるものと

する。 

一 いずれか一のバケットに分類すること。  

二 原資産の種類と地域が同一の証券化商品エクスポージ

ャーは同一のバケット番号に分類すること。 

 

三 個別のセクターに分類できない場合には、バケット番

号 46 に分類すること。 

 

３ 証券化商品（非 CTP）のネットの JTD リスク・ポジション

に乗じるリスク・ウェイトは、第六章第二節第二款に規定
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する証券化エクスポージャーのリスク・ウェイトの算出方

式に基づき算出したものを十二・五で除して得た値とする

。この場合において、JTD リスク・ポジションとなる証券化

商品の満期までの期間は、一年を想定するものとする。 

４ 証券化商品（非 CTP）内の個々の証券化エクスポージャー

等の現物ポジションに対する標準的方式に基づくマーケッ

ト・リスク相当額は、取引の公正価値を上限とするものと

する。 

 

５ 証券化商品（非 CTP）に係る同一のバケット番号に属する

マーケット・リスク相当額の合算は、第二百七十二条の三

第三項及び第四項に規定する算式により算出するものとす

る。 

 

６ 証券化商品（非 CTP）に係るデフォルト・リスクに対する

マーケット・リスク相当額は、前項で算出した各バケット

のマーケット・リスク相当額を単純合算して得た額とする

。 

 

  

第四目 証券化商品（CTP）に係るデフォルト・

リスクに対するマーケット・リスク相

当額 

 

  

（証券化商品（CTP）に係るグロスの JTD リスク・ポジショ

ン） 
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第二百七十四条 第二百七十三条の規定は、証券化商品（CT

P）のうち証券化エクスポージャー等に該当する商品のグロ

スの JTD リスク・ポジションの算出について準用する。こ

の場合において、同条中「証券化商品（非 CTP）」とあるの

は、「証券化商品（CTP）」と読み替えるものとする。 

２ 証券化商品（CTP）に含まれる証券化エクスポージャー等

に該当しない商品のポジションのグロスの JTD リスク・ポ

ジションは、当該商品の市場価値とする。 

 

３ 特定順位参照型クレジット・デリバティブは、次の算式

により算出されたアタッチメント・ポイント及びデタッチ

メント・ポイントを有するトランシェ分けした証券化商品

として扱うものとする。 

アタッチメント・ポイント＝（N-1）÷総銘柄数 

デタッチメント・ポイント＝N÷総銘柄数 

N は、あらかじめ特定された順位に相当する数値 

総銘柄数は、原資産のプールにおける銘柄の総数 

 

４ 前条第三項の規定は、証券化商品（CTP）のネットの JTD

リスク・ポジションの算出について準用する。この場合に

おいて、同項中「証券化商品（非 CTP）」とあるのは、「証券

化商品（CTP）」と読み替えるものとする。 

 

５ 証券化商品（CTP）のネットの JTD リスク・ポジションの

算出に当たっては、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、

当該各号に定める相殺をすることができる。 
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一 インデックス参照型の証券化商品のロング・ポジショ

ンとショート・ポジションが参照するインデックスの種

類及びそのシリーズ並びに保有トランシェが同一である

場合 証券化エクスポージャー等のロング・ポジション

とショート・ポジションとの相殺（満期が異なる場合に

おける相殺を含む。） 

 

二 インデックス参照型の証券化商品を個別の債務者のエ

クスポージャーに分解し、次に掲げる要件の全てを満た

す場合 同一の個別の債務者のロング・ポジションとシ

ョート・ポジションとの相殺 

 

イ 評価モデルを用いた分解をする場合にあっては、証

券化商品の構成銘柄である単一の債務者のグロスの J

TD リスク・ポジションは、単一の債務者のデフォルト

による回収を零と想定した場合の証券化商品の価値と

市場慣行に従った回収率を用いた場合の証券化商品の

価値との差額とすること。 

 

ロ 個別の債務者の JTD リスク・ポジションに分解する

に当たって、証券化商品の個別の債務者のデフォルト

の影響を考慮し、分解した個別の債務者に係る JTD リ

スク・ポジションの合計は、分解前の証券化商品の JT

D リスク・ポジションと一貫性があるものとすること。 

 

ハ 分解はバニラ証券化商品（エキゾチックな証券化商

品以外の証券化商品をいう。）に限定すること。 
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三 インデックス参照型商品のうち、トランシェ分けされ

たもの並びにトランシェ分けされていない証券化エクス

ポージャー等のロング・ポジション及びショート・ポジ

ションのインデックスの種類及びそのシリーズが同一で

ある場合 当該証券化エクスポージャー等のロング・ポ

ジション及びショート・ポジションを分解及び複製（前

号ロに掲げる要件を満たすように分解前の証券化エクス

ポージャー等を再現することをいう。）することによる

相殺 

 

四 インデックス参照型商品のロング・ポジション及びシ

ョート・ポジションについて、一方のポジションの複数

のトランシェの証券化商品のエクスポージャーの組合せ

により、他方のポジションのトランシェ分けされていな

いインデックス参照型商品のエクスポージャーを複製で

きる場合 当該複製後の証券化商品のポジションと当該

インデックス参照型商品のポジションとの相殺 

 

五 インデックス参照型商品とインデックス参照型商品に

含まれる単一の債務者の構成銘柄によるロング・ポジシ

ョンとショート・ポジションの組合せの場合 インデッ

クス参照型商品を分解することにより得られた単一の構

成銘柄に対応するロング・ポジションとショート・ポジ

ションとの相殺 

 

６ 次に掲げる相殺は行わないものとする。  
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一 同一のインデックス及び同一のシリーズにおける異な

るトランシェ間の相殺 

 

二 同一のインデックスにおける異なるシリーズのポジシ

ョン間の相殺 

 

三 異なるインデックス・ファミリーのポジション間の相

殺 

 

  

（証券化商品（CTP）に係るデフォルト・リスクに対するマ

ーケット・リスク相当額の算出） 

 

第二百七十四条の二 証券化商品（CTP）のデフォルト・リス

クについては、インデックスごとにバケットを設定するも

のとする。この場合において、トランシェ分けされた証券

化エクスポージャー等は、トランシェ分け前のポートフォ

リオと整合的なインデックスのバケットに分類するものと

する。 

 

２ 証券化商品（CTP）のデフォルト・リスクに係るリスク・

ウェイトは、次の各号に掲げる商品の区分に応じ、当該各

号に定めるものとする。 

 

一 トランシェ分けされた商品 第六章第二節第二款に規

定する証券化エクスポージャーのリスク・ウェイトの算

出方式に基づき算出されたリスク・ウェイトを十二・五

で除して得た値 

 

二 前号に掲げる商品以外の商品 第二百七十二条の三第  
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二項に定める非証券化商品のリスク・ウェイトと同一の

値 

３ 証券化商品（CTP）に係るデフォルト・リスクに対するマ

ーケット・リスク相当額の合計額は、次の算式を用いて算

出するものとする。 

 

𝐷𝑅𝐶   =   (max[𝐷𝑅𝐶 , 0] + 0.5 × min [𝐷𝑅𝐶 , 0]), 0    

𝐷𝑅𝐶  
 =   𝑅𝑊 ∙ 𝑛𝑒𝑡𝐽𝑇𝐷  ∈     − 𝐻𝐵𝑅   , ∙   𝑅𝑊 ∙ |𝑛𝑒𝑡𝐽𝑇𝐷 | ∈       

 

𝐻𝐵𝑅   , = ∑ 𝑛𝑒𝑡𝐽𝑇𝐷  ∈    ∑ 𝑛𝑒𝑡𝐽𝑇𝐷  ∈    + ∑ |𝑛𝑒𝑡𝐽𝑇𝐷 | ∈     
 

𝐷𝑅𝐶   は、証券化商品（CTP）のデフォルト・リスクに対す

るマーケット・リスク相当額 𝐷𝑅𝐶 は、バケット 𝑏におけるデフォルト・リスクに対するマ

ーケット・リスク相当額 𝑖は、バケット 𝑏に属する商品 𝑅𝑊 は、商品 𝑖に適用するリスク・ウェイト 𝐻𝐵𝑅   , は、証券化商品（CTP）のバケット 𝑏におけるヘッジ

効果の係数 
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第四款 標準的方式に係る残余リスク・アドオン  

  

（残余リスク・アドオンに対するマーケット・リスク相当

額） 

 

第二百七十五条 標準的方式においては、リスク感応度方式

によるマーケット・リスク相当額及びデフォルト・リスク

に対するマーケット・リスク相当額では捕捉できないリス

クに対するマーケット・リスク相当額（以下この条におい

て「残余リスク・アドオン」という。）を算出するものとす

る。 

２ 残余リスク・アドオンの算出は、次に掲げる商品を対象

とする。 

一 複雑な原資産を有する商品（デルタ・リスク、ベガ・

リスク及びカーベチャー・リスクについてリスク感応度

方式で捕捉できないリスクが含まれる商品又はデフォル

ト・リスクに対するマーケット・リスク相当額の算出に

おいて捕捉できないリスクが含まれる商品をいう。） 

二 前号に掲げる商品以外のものであって、残余リスクを

有する商品 

 

３ 前項の規定にかかわらず、次に掲げる商品は残余リスク

・アドオンの算出対象から除外するものとする。 

 

一 第三者取引と同一条件の取引の対象となっている商品 

二 上場商品及び清算集中されている商品 
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４ 第二項第二号に掲げる商品は、次に掲げる商品を含むも

のとする。 

一 ベガ・リスク又はカーベチャー・リスクに対するマー

ケット・リスク相当額の計測対象であり、かつ、株価、

コモディティ価格、為替レート、債券価格、CDS 価格又は

金利スワップを単一の原資産として有するプレーン・オ

プションの結合によって再現できないペイオフを有する

商品 

二 コリレーション・トレーディングに該当する商品（マ

ーケット・リスク相当額の算出においてコリレーション

・トレーディングを適切にヘッジする商品を除く。） 

三 次に掲げるリスクのいずれかが含まれる商品  

イ ギャップ・リスク（原資産の微小な変化によりオプ

ションのベガ・パラメータが大幅に変化するリスクを

いう。） 

 

ロ コリレーション・リスク（複数の原資産を有する商

品の価値を決定するために必要となるコリレーション

・パラメータの変動リスクをいう。） 

 

ハ 行動オプション・リスク（人口統計学的な特性や社

会的要因等の要因に基づき、権利行使が行われること

により生ずるリスクをいう。） 

 

５ 次に掲げるリスクは、残余リスク・アドオンの算出は要

しない。 
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一 最割安銘柄オプションによるリスク  

二 スマイル・リスク（同一の原資産と満期を有するオプ

ション性商品の権利行使の水準が異なることによりイン

プライド・ボラティリティが変化するリスクをいう。） 

 

三 複数の原資産を有するヨーロピアン・タイプ又はアメ

リカン・タイプのプレーン・オプション及びこれらのオ

プションの一次結合として表されるオプションから生ず

る相関リスク 

 

四 原資産が配当金の支払のみで構成されているものでな

いデリバティブ商品から生ずる配当リスク 

 

６ 次に掲げる商品のいずれかに該当する場合には、残余リ

スク・アドオンの算出は要しない。 

 

一 第二百六十七条に定める方法によりデルタ・リスク及

びカーベチャー・リスクに対するマーケット・リスク相

当額の算出がされているインデックス参照型商品（オプ

ション性を有する商品を除く。） 

 

二 第二百六十七条に定める方法によりデルタ・リスク及

びカーベチャー・リスクに対するマーケット・リスク相

当額が算出されており、かつ、第二百六十七条の三に定

める方法によりベガ・リスクに対するマーケット・リス

ク相当額の算出がされている複数の原資産を有するオプ

ション 

 

三 第二百六十七条の二第二項各号に掲げる方法によりマ  
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ーケット・リスク相当額の算出がされているファンドへ

の出資 

７ 残余リスク・アドオンに対するマーケット・リスク相当

額は、次の各号に掲げる商品の区分に応じ、当該各号に定

めるリスク・ウェイトを当該商品のグロスの想定元本額の

単純合計に乗じて得た額を単純合算したものとする。 

 

一 第二項第一号に掲げる商品 一・〇パーセント  

二 第二項第二号に掲げる商品 〇・一パーセント  

  

第四節 簡易的方式 第三節 標準的方式 

第一款 簡易的方式によるマーケット・リスク相

当額 

第一款 標準的方式によるマーケット・リスク相

当額 

  

第二百七十六条 簡易的方式においては、次に掲げるリスク

・カテゴリー（これらのリスク・カテゴリーに分類される

オプション取引を含む。）に対するマーケット・リスク相当

額を算出するものとする。 

第二百六十三条 標準的方式を用いて算出するマーケット・

リスク相当額は、第一号から第四号までの各リスク・カテ

ゴリーについて算出するマーケット・リスク相当額及び第

五号のオプション取引に係るマーケット・リスク相当額の

合計額とする。 

［一～四 略］ ［一～四 同左］ 

［号を削る。］ 五 オプション取引 

２ 簡易的方式によるマーケット・リスク相当額の合計額は

、前項各号に掲げるリスク・カテゴリー（これらのリスク

［項を加える。］ 
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・カテゴリーに分類されるオプション取引を含む。）ごと

に算出したマーケット・リスク相当額を、次の算式を用い

て合算して得た額とする。  𝐶𝑅   ∗ 𝑆𝐹   + 𝐶𝑅  ∗ 𝑆𝐹  + 𝐶𝑅  ∗ 𝑆𝐹  + 𝐶𝑅    ∗ 𝑆𝐹      𝐶𝑅   は、金利リスク・カテゴリー及び当該カテゴリーのオ

プション取引に分類されるマーケット・リスク相当額 𝐶𝑅  は、株式リスク・カテゴリー及び当該カテゴリーのオ

プション取引に分類されるマーケット・リスク相当額 𝐶𝑅  は、外国為替リスク・カテゴリー及び当該カテゴリー

のオプション取引に分類されるマーケット・リスク相当

額 𝐶𝑅    は、コモディティ・リスク・カテゴリー及び当該カ

テゴリーのオプション取引に分類されるマーケット・リ

スク相当額 𝑆𝐹   は、一・三〇 𝑆𝐹  は、三・五〇 𝑆𝐹  は、一・二〇 𝑆𝐹    は、一・九〇 

 

  

（金利リスク・カテゴリー） （金利リスク・カテゴリー） 

第二百七十七条 前条第一項第一号に掲げる金利リスク・カ

テゴリーのマーケット・リスク相当額は、債券、譲渡性預

金、転換権のない優先株その他の金融商品並びにこれらの

第二百六十四条 前条第一号に掲げる金利リスク・カテゴリ

ーのマーケット・リスク相当額は、債券、譲渡性預金、転

換権のない優先株その他の金融商品並びにこれらの派生商
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派生商品取引及びこれらのオフ・バランスのポジション（

以下「債券等」という。）に係る個別リスクの額及び一般市

場リスクの額の合計額とする。この場合において、異なる

通貨間でポジションを相殺してはならない。なお、派生商

品取引については、関連する原資産のポジションに変換の

上、次条及び第二百七十七条の三に定める要領に留意して

、個別リスクの額及び一般市場リスクの額を算出するもの

とする。 

品取引及びこれらのオフ・バランスのポジション（以下「

債券等」という。）に係る個別リスクの額及び一般市場リ

スクの額の合計額とする。この場合において、異なる通貨

間でポジションを相殺してはならない。なお、派生商品取

引については、関連する原資産のポジションに変換の上、

次条及び第二百六十六条に定める要領に留意して、個別リ

スクの額及び一般市場リスクの額を算出するものとする。 

２ ［略］  ２ ［同左］  

  

（クレジット・デリバティブ以外の派生商品取引のポジシ

ョンの相殺） 

（クレジット・デリバティブ以外の派生商品取引のポジシ

ョンの相殺） 

第二百七十七条の二 クレジット・デリバティブ以外の派生

商品取引のポジションの相殺の要領は次に定めるところに

よる。 

第二百六十五条 ［同左］ 

一 発行者、表面利率、通貨及び満期が等しい同一商品の

両側のポジションについては、現物のポジション又は想

定上のポジションのいずれの場合であっても、簡易的方

式によるリスク算出対象から、個別リスク及び一般市場

リスクの双方について除外することができる。 

一 発行者、表面利率、通貨及び満期が等しい同一商品の

両側のポジションについては、現物のポジション又は想

定上のポジションのいずれの場合であっても、標準的方

式によるリスク算出対象から、個別リスク及び一般市場

リスクの双方について除外することができる。 

二 ［略］ 二 ［同左］ 

三 債券等の派生商品取引のロング・ポジション又はショ

ート・ポジションは、同一の原資産に関連するものであ

三 債券等の派生商品取引のロング・ポジション又はショ

ート・ポジションは、同一の原資産に関連するものであ
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り、名目価値が同額であり、かつ、同一通貨建てである

場合には、次のイからハまでに掲げる取引の区分に応じ

、当該イからハまでに定める条件を満たせば、相殺する

ことができる。なお、異なるスワップ取引の片側のポジ

ション同士も、同様の条件を満たせば相殺することがで

きる。 

り、名目価値が同額であり、かつ、同一通貨建てである

場合には、次のイからハまでの取引の区分に応じ、当該

イからハまでに掲げる条件を満たせば、相殺することが

できる。なお、異なるスワップ取引の片側のポジション

同士も、同様の条件を満たせば相殺することができる。 

［イ～ハ 略］ ［イ～ハ 同左］ 

  

（クレジット・デリバティブのポジションの相殺） （クレジット・デリバティブのポジションの相殺） 

第二百七十七条の三 クレジット・デリバティブによりヘッ

ジされたポジションに関する個別リスクの相殺の要領は次

に定めるところによる。 

第二百六十六条 ［同左］ 

一 ［略］ 一 ［同左］ 

二 商工組合中央金庫は、次に掲げる要件の全てを満たす

場合のほか、ロング・ポジション及びショート・ポジシ

ョンの価値のうち一方が増加するときに他方が常に減少

する場合であって、その増加額と減少額がおおむね同じ

程度であるとは認められないときは、個別リスクの高い

方のポジションの八十パーセントと他方のポジションの

全額を相殺することができる。ただし、クレジット・デ

フォルト・スワップ又はクレジット・リンク債に支払額

を固定する条項や第百六条に定める場合等の制限的な支

払条項が存在する場合には、その影響を相殺割合につい

二 商工組合中央金庫は、次の要件のすべてを満たす場合

のほか、ロング・ポジション及びショート・ポジション

の価値のうち一方が増加するときに他方が常に減少する

場合であって、その増加額と減少額がおおむね同じ程度

であるとは認められないときは、個別リスクの高い方の

ポジションの八十パーセントと他方のポジションの全額

を相殺することができる。ただし、クレジット・デフォ

ルト・スワップ又はクレジット・リンク債に支払額を固

定する条項や第百六条に定める場合等の制限的な支払条

項が存在する場合には、その影響を相殺割合について考
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て考慮するものとする。 慮しなければならない。 

［イ～ホ 略］ ［イ～ホ 同左］ 

三 商工組合中央金庫は、次のいずれかに定める場合のほ

か、ロング・ポジション及びショート・ポジションの価

値が通常反対の方向に動く場合は、個別リスクの高い方

のポジションのみを自己資本賦課の対象とすることがで

きる。 

三 商工組合中央金庫は、次のイからニまでのいずれかに

定める場合のほか、ロング・ポジション及びショート・

ポジションの価値が通常反対の方向に動く場合は、個別

リスクの高い方のポジションのみを自己資本賦課の対象

とすることができる。 

［イ～ニ 略］ ［イ～ニ 同左］ 

四 ［略］ 四 ［同左］ 

  

（金利リスク・カテゴリーの個別リスク） （金利リスク・カテゴリーの個別リスク） 

第二百七十七条の四 第二百七十六条第一項第一号に掲げる

金利リスク・カテゴリーの個別リスクの額は、債券等の銘

柄ごとのネット・ポジションの額に、次の表の左欄に掲げ

る区分に応じ同表の右欄に定めるリスク・ウェイトを乗じ

て得た額の合計額とする。ただし、日本国政府又は我が国

の地方公共団体の発行する円建ての債券等のうち円建てで

調達されたものについては、リスク・ウェイトを零パーセ

ントとすることができる。 

［表略］ 

第二百六十七条 第二百六十三条第一号に掲げる金利リスク

・カテゴリーの個別リスクの額は、債券等の銘柄ごとのネ

ット・ポジションの額に、次の表の左欄に掲げる区分に応

じ同表の右欄に定めるリスク・ウェイトを乗じて得た額の

合計額とする。ただし、日本国政府又は我が国の地方公共

団体の発行する円建ての債券等のうち円建てで調達された

ものについては、リスク・ウェイトを零パーセントとする

ことができる。 

［同左］ 

（注１） ［略］ （注１） ［同左］ 

（注２） 「優良債」とは、公共部門又は国際開発銀行の （注２） 「優良債」とは、公共部門又は国際開発銀行の
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発行した債券等、金融機関（第一条第六号ロに掲

げる者を除く。）、外国銀行、銀行持株会社、銀

行持株会社に準ずる外国の会社、第一種金融商品

取引業者、経営管理会社、保険会社及び保険持株

会社の発行した債券等のうち第四十条、第四十一

条又は第四十一条の二の基準に照らして二十パー

セントのリスク・ウェイトとすることが認められ

ているもの並びに適格格付機関により付与された

格付に対応する信用リスク区分が４―３又は５―

３以上である債券等をいう。 

発行した債券等及び金融機関（第一条第六号ロに

掲げる者を除く。）、外国銀行、銀行持株会社、

銀行持株会社に準ずる外国の会社、第一種金融商

品取引業者又は経営管理会社の発行した債券等の

うち第四十条又は第四十一条の基準に照らして二

十パーセントのリスク・ウェイトとすることが認

められているもの並びに適格格付機関により付与

された格付に対応する信用リスク区分が４―３又

は５―３以上である債券等をいう。 

  

（金利リスク・カテゴリーの一般市場リスク） （金利リスク・カテゴリーの一般市場リスク） 

第二百七十七条の五 第二百七十六条第一項第一号に掲げる

金利リスク・カテゴリーの一般市場リスクの額は、次条に

定めるマチュリティ法又は第二百七十七条の七に定めるデ

ュレーション法を用いて通貨ごとに算出した次に掲げるも

のの合計額とする。ただし、商工組合中央金庫がデュレー

ション法を用いる場合には、価格感応度の計測方法に関す

る事項を記載した書類を作成し、保存するとともに当該計

測方法を継続して使用するものとする。 

第二百六十八条 第二百六十三条第一号に掲げる金利リスク

・カテゴリーの一般市場リスクの額は、次条に定めるマチ

ュリティ法又は第二百七十条に定めるデュレーション法を

用いて通貨ごとに算出した次に掲げるものの合計額とする

。ただし、商工組合中央金庫がデュレーション法を用いる

場合には、価格感応度の計測方法に関する事項を記載した

書類を作成し、保存するとともに当該計測方法を継続して

使用しなければならない。 

一 ［略］ 一 ［同左］ 

二 マチュリティ法を用いる場合は次のイの表、デュレー

ション法を用いる場合は次のロの表に掲げる各期間帯内

二 マチュリティ法を用いる場合はイの表、デュレーショ

ン法を用いる場合はロの表に掲げる各期間帯内で対当し
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で対当しているポジション間のバーティカル・ディスア

ローアンス（同一期間帯内において対当するポジション

同士を相殺する場合において、対当している部分に一定

の割合を乗じて得られるものであって、マーケット・リ

スク相当額に追加する部分をいう。以下同じ。）の額 

ているポジション間のバーティカル・ディスアローアン

ス（同一期間帯内において対当するポジション同士を相

殺する場合において、対当している部分に一定の割合を

乗じて得られるものであって、マーケット・リスク相当

額に追加する部分をいう。以下同じ。）の額 

イ マチュリティ法の期間帯等 

［表略］ 

イ ［同左］ 

［同左］ 

（注） ゼロ・クーポン債は表面利率三パーセント

未満の債券として扱うものとする。 

（注） ゼロ・クーポン債は表面利率三パーセント

未満の債券として扱うこととする。 

ロ ［略］ ロ ［同左］ 

三 ［略］ 三 ［同左］ 

  

（マチュリティ法） （マチュリティ法） 

第二百七十七条の六 マチュリティ法による算出方法は、次

に定めるところによる。 

第二百六十九条 ［同左］ 

一 前条第二号イの表に掲げる十三又は十五の期間帯から

成るマチュリティ・ラダー（マチュリティ法を用いて金

利リスク・カテゴリーの一般市場リスクの額を算出する

際に使用する、対象となる取引を残存期間等により分類

して計算するための表をいう。以下この条において同じ

。）を通貨ごとに作成し、債券等のロング・ポジション

又はショート・ポジションを、マチュリティ・ラダーに

投入する。 

一 前条第二号イの表に掲げる十三又は十五の期間帯から

成るマチュリティ・ラダー（マチュリティ法を用いて金

利リスク・カテゴリーの一般市場リスクの額を算出する

際に使用する、対象となる取引を残存期間等により分類

して計算するための表をいう。以下同じ。）を通貨ごと

に作成し、債券等のロング・ポジション又はショート・

ポジションを、マチュリティ・ラダーに投入する。 

- 578 -



 

 
 

20
2 

［二～五 略］ ［二～五 同左］ 

  

（デュレーション法） （デュレーション法） 

第二百七十七条の七 デュレーション法による算出方法は、

次に定めるところによる。 

第二百七十条 ［同左］ 

一 第二百七十七条の五第二号ロの表に掲げる十五の期間

帯から成るデュレーション・ラダー（デュレーション法

を用いて金利リスク・カテゴリーの一般市場リスクの額

を算出する際に使用する、対象となる取引のポジション

に価格感応度を乗じて得たものを残存期間等により分類

して計算するための表をいう。以下この号において同じ

。）を通貨ごとに作成し、各対象取引の残存期間等に対

応する期間帯ごとに定められた同表の右欄に定める想定

金利変動幅に対する各債券等の価格感応度を計測し、こ

れに各債券等のポジションを乗じて得たものを、デュレ

ーション・ラダーに投入する。 

一 第二百六十八条第二号ロの表に掲げる十五の期間帯か

ら成るデュレーション・ラダー（デュレーション法を用

いて金利リスク・カテゴリーの一般市場リスクの額を算

出する際に使用する、対象となる取引のポジションに価

格感応度を乗じて得たものを残存期間等により分類して

計算するための表をいう。以下同じ。）を通貨ごとに作

成し、各対象取引の残存期間等に対応する期間帯ごとに

定められた同表の右欄に定める想定金利変動幅に対する

各債券等の価格感応度を計測し、これに各債券等のポジ

ションを乗じて得たものを、デュレーション・ラダーに

投入する。 

［二・三 略］ ［二・三 同左］ 

  

（株式リスク・カテゴリー） （株式リスク・カテゴリー） 

第二百七十八条 第二百七十六条第一項第二号に掲げる株式

リスク・カテゴリーのマーケット・リスク相当額は、株式

（転換権のない優先株を除く。）、株式と同様の価格変動性

を示す転換証券及び株式売買に係るコミットメント並びに

第二百七十一条 第二百六十三条第二号に掲げる株式リスク

・カテゴリーのマーケット・リスク相当額は、株式（転換

権のない優先株を除く。）、株式と同様の価格変動性を示

す転換証券及び株式売買に係るコミットメント並びにこれ
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これらの派生商品取引及びこれらのオフ・バランスのポジ

ション（以下「株式等」という。）に係る個別リスクの額及

び一般市場リスクの額の合計額とする。ただし、派生商品

取引については、関連する原資産のポジションに変換の上

、個別リスクの額及び一般市場リスクの額を算出するもの

とする。 

らの派生商品取引及びこれらのオフ・バランスのポジショ

ン（以下「株式等」という。）に係る個別リスクの額及び一

般市場リスクの額の合計額とする。ただし、派生商品取引

については、関連する原資産のポジションに変換の上、個

別リスクの額及び一般市場リスクの額を算出するものとす

る。 

  

（株式リスク・カテゴリーの個別リスク） （株式リスク・カテゴリーの個別リスク） 

第二百七十八条の二 第二百七十六条第一項第二号に掲げる

株式リスク・カテゴリーの個別リスクの額は、株式等の全

てのロング・ポジションの額及び全てのショート・ポジシ

ョンの額の合計額に、八パーセントを乗じて得た額とする。

この場合において、同一銘柄又は同一の株価指数のポジシ

ョン同士は相殺することができる。 

第二百七十二条 第二百六十三条第二号に掲げる株式リスク

・カテゴリーの個別リスクの額は、株式等の全てのロング

・ポジションの額及び全てのショート・ポジションの額の

合計額に、八パーセントを乗じて得た額とする。この場合

において、同一銘柄又は同一の株価指数のポジション同士

は相殺することができる。 

２ ［略］ ２ ［同左］ 

３ 同一の株価指数の先物取引について異なる日付若しくは

異なる取引所で裁定取引を行っている場合又は同一でなく

類似した株価指数の先物取引について同じ日付で裁定取引

を行っている場合においては、一方の取引についてのみ個

別リスクの額を算出し、他方の取引については個別リスク

の額を算出しないことができる。 

３ 同一の株価指数の先物取引について、異なる日付又は異

なる取引所（金融商品取引法第二条第十六項に規定する金

融商品取引所及び商品取引所法（昭和二十五年法律第二百

三十九号）第二条第一項に規定する商品取引所並びに海外

におけるこれらと類似のものをいう。以下同じ。）で裁定

取引を行っている場合においては、一方の取引についての

み個別リスクの額を算出し、他方の取引については個別リ

スクの額を算出しないことができる。 
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４ 広範な株式により構成される指数に基づく先物取引を株

式のバスケットに対当している場合は、個別リスクに対す

るマーケット・リスク相当額の算出を要しない。 

［項を加える。］ 

  

（株式リスク・カテゴリーの一般市場リスク） （株式リスク・カテゴリーの一般市場リスク） 

第二百七十八条の三 第二百七十六条第一項第二号に掲げる

株式リスク・カテゴリーの一般市場リスクの額は、各取引

所について商工組合中央金庫が保有する全てのロング・ポ

ジションの額と全てのショート・ポジションの額の差の絶

対値に八パーセントを乗じて得た額の合計額とする。 

第二百七十三条 第二百六十三条第二号に掲げる株式リスク

・カテゴリーの一般市場リスクの額は、各取引所について

商工組合中央金庫が保有するすべてのロング・ポジション

の額とすべてのショート・ポジションの額の差の絶対値に

八パーセントを乗じて得た額の合計額とする。 

  

（外国為替リスク・カテゴリーのマーケット・リスク相当

額） 

（外国為替リスク・カテゴリーのマーケット・リスク相当

額） 

第二百七十九条 第二百七十六条第一項第三号に掲げる外国

為替リスク・カテゴリーのマーケット・リスク相当額は、

金及び外国為替のポジションを対象とし、次条に定める方

法により算出する全体のネット・ポジションの額に八パー

セントを乗じて得た額とする。 

第二百七十四条 第二百六十三条第三号に掲げる外国為替リ

スク・カテゴリーのマーケット・リスク相当額は、金及び

外国為替のポジション（財務諸表上、取得価額で表示され

ている外貨建の長期にわたる出資等に係るポジションを除

く。）を対象とし、次条に定める方法により算出する全体

のネット・ポジションの額に八パーセントを乗じて得た額

とする。 

  

（外国為替リスク・カテゴリーの全体のネット・ポジショ

ンの額の算出方法） 

（外国為替リスク・カテゴリーの全体のネット・ポジショ

ンの額の算出方法） 
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第二百七十九条の二 外国為替リスク・カテゴリーの全体の

ネット・ポジションの額の算出方法は、次に定めるところ

による。 

第二百七十五条 ［同左］ 

一 通貨ごとに、次に掲げる項目（リスク管理上必要がな

いと認められる場合にあっては、ニに掲げる項目を除く

ことができる。）を合計する。ただし、金のポジション

については、標準的な測定単位（オンス）で表示し、円

に換算してネット・ポジションの額を算出するものとし

、連結子法人等及び支店については、内部管理上保有す

ることができる外国為替持高の限度額をネット・ポジシ

ョンの額とみなすことができるものとする。 

一 通貨ごとに、次のイからホまでに掲げる項目（リスク

管理上必要がないと認められる場合にあっては、ニに掲

げる項目を除くことができる。）を合計する。ただし、

金のポジションについては、標準的な測定単位（オンス

）で表示し、円に換算してネット・ポジションの額を算

出するものとし、連結子法人等及び支店については、内

部管理上保有することができる外国為替持高の限度額を

ネット・ポジションの額とみなすことができるものとす

る。 

［イ～ホ 略］ ［イ～ホ 同左］ 

［二・三 略］ ［二・三 同左］ 

  

（コモディティ・リスク・カテゴリーのマーケット・リス

ク相当額） 

（コモディティ・リスク・カテゴリーのマーケット・リス

ク相当額） 

第二百八十条 第二百七十六条第一項第四号に掲げるコモデ

ィティ・リスク・カテゴリーのマーケット・リスク相当額

は、コモディティ（金を除く。）及びその派生商品取引並び

にそのオフ・バランスのポジション（以下「コモディティ

等」という。）を対象とし、次条に定めるマチュリティ・ラ

ダー方式又は第二百八十条の三に定める簡便的な方式を用

第二百七十六条 第二百六十三条第四号に掲げるコモディテ

ィ・リスク・カテゴリーのマーケット・リスク相当額は、

コモディティ（金を除く。）及びその派生商品取引並びに

そのオフ・バランスのポジション（以下「コモディティ等

」という。）を対象とし、各コモディティ等のネット・ポジ

ションの額に十五パーセントを乗じて得た額及び当該コモ
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いて算出するものとする。 ディティ等のロング・ポジションの額とショート・ポジシ

ョンの額の合計額に三パーセントを乗じて得た額の合計額

とする。 

２ 前項のマーケット・リスク相当額を算出する際には、標

準的な測定単位（バレル、キログラム、グラム等）で表示

された、各コモディティ等のネット・ポジションを円に換

算するものとする。この場合において、ポジション間で相

殺するためには、同一のコモディティ等の間又は相互に決

済するために引渡し可能なコモディティ等の間において、

直近の一年間又はそれ以上の期間の価格変動間の相関係数

が〇・九以上であって、その適切性を検証する体制を整備

するものとする。 

２ 前項のマーケット・リスク相当額を算出する際には、標

準的な測定単位（バレル、キログラム、グラム等）で表示

された、各コモディティ等のネット・ポジションを円に換

算するものとする。この場合において、ポジション間で相

殺するためには、同一のコモディティ等の間又は相互に決

済するために引渡し可能なコモディティ等の間において、

直近の一年間又はそれ以上の期間の価格変動間の相関係数

が〇・九以上でなくてはならない。 

  

（マチュリティ・ラダー方式）  

第二百八十条の二 マチュリティ・ラダー方式によるコモデ

ィティ・リスク・カテゴリーのマーケット・リスク相当額

の算出方法は、次に定めるところにより算出した額の合計

額とする。この場合において、各コモディティ等のネット・

ポジションを算出基準日の現物価格によって各国通貨に換

算した後に、第一号の表に掲げる七の期間帯から成るマチ

ュリティ・ラダーを各コモディティ等で作成し、当該各コ

モディティ等のロング・ポジションの額とショート・ポジ

ションの額を、マチュリティ・ラダーに投入するものとす

［条を加える。］ 
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る。ただし、現物の在庫がある場合については、一月以下

の期間帯に投入するものとし、日次の受渡日がある市場に

ついては十日以内に期限を迎えるロング・ポジションの額

とショート・ポジションの額は対当しているポジションの

額とすることができる。 

一 各期間帯内において対当している各コモディティ等の

ロング・ポジションの額とショート・ポジションの額の

合計額に、スポット価格（売買締結日から二営業日以内

にコモディティ（金を除く。）を受け渡す取引で成立した

価格をいう。）及び次の表に定めるスプレッド・レートを

それぞれ乗じて得た額を算出する。 

期間帯（残存期間等） 
スプレッド・レート 

（パーセント） 

一月以下 一・五 

一月超三月以下 一・五 

三月超六月以下 一・五 

六月超十二月以下 一・五 

一年超二年以下 一・五 

二年超三年以下 一・五 

三年超 一・五 
 

 

二 前号の各期間帯内において対当していない各コモディ

ティ等のロング・ポジションの額又はショート・ポジシ

ョンの額については、当該ポジションの額に〇・六パー
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セントを乗じて得た額を算出する。この場合において、

当該ポジションは、隣接する期間帯からポジションがあ

る期間帯（ただし、三年超の期間帯を上限とする。）に持

ち越される。 

三 前号の持ち越されたポジションの額は、各期間帯内に

おいて対当している各コモディティ等のロング・ポジシ

ョンの額又はショート・ポジションの額との合計額に第

一号の表に定めるスプレッド・レートを乗じて得た額と

する。 

 

四 前三号の算出において期間帯に残存する各コモディテ

ィ等のネット・ポジションについては、当該ネット・ポ

ジションに十五パーセントを乗じて得た額とする。 

 

  

（簡便的な方式）  

第二百八十条の三 簡便的な方式によるコモディティ・リス

ク・カテゴリーのマーケット・リスク相当額は、各コモデ

ィティ等のネット・ポジションの額に十五パーセントを乗

じて得た額及び当該コモディティ等のロング・ポジション

の額とショート・ポジションの額の合計額に三パーセント

を乗じて得た額の合計額とする。 

［条を加える。］ 

  

（オプション取引のマーケット・リスク相当額） （オプション取引のマーケット・リスク相当額） 

第二百八十一条 第二百七十六条第一項各号に掲げるリスク 第二百七十七条 第二百六十三条第五号に掲げるオプション
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・カテゴリーに分類されるオプション取引とその関連の原

資産のポジション（以下「オプション取引等」という。）に

対するマーケット・リスク相当額は、これらを一体として

、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める

方法を用いて算出するものとする。 

取引とその関連の原資産のポジション（以下「オプション

取引等」という。）に係るマーケット・リスク相当額は、こ

れらを一体として、次の各号に掲げる場合において、当該

各号に定める方法を用いて算出するものとする。 

一 ［略］ 一 ［同左］ 

二 デルタ（原資産価格の微小な変化に対する当該オプシ

ョンの価格の変化の割合を表す数値をいう。第二百八十

三条において同じ。）、ガンマ（原資産価格の微小な変

化に対する当該オプションのデルタの変化の割合を表す

数値をいう。同条において同じ。）及びベガ（原資産価

格のボラティリティ（オプション取引における原資産価

格の予測変動率をいう。同条において同じ。）の微小な

変化に対する当該オプションのポジションの市場価値の

変化額をいう。同条において同じ。）の計測方法に関す

る事項を記載した書類を作成し、保存する場合 デルタ

・プラス法 

二 デルタ（原資産価格の微小な変化に対する当該オプシ

ョンの価格の変化の割合を表す数値をいう。第二百七十

九条において同じ。）、ガンマ（原資産価格の微小な変

化に対する当該オプションのデルタの変化の割合を表す

数値をいう。同条において同じ。）及びベガ（原資産価

格のボラティリティ（オプション取引における原資産価

格の予測変動率をいう。同条第三号及び第二百八十五条

において同じ。）の微小な変化に対する当該オプション

のポジションの市場価値の変化額をいう。第二百七十九

条において同じ。）の計測方法に関する事項を記載した

書類を作成し、保存する場合 デルタ・プラス法 

三 第二百八十四条第一項の承認を受けた場合 シナリオ

法 

三 第二百八十条の承認を受けた場合 シナリオ法 

  

（簡便法） （簡便法） 

第二百八十二条 簡便法を用いる場合のオプション取引等に

対するマーケット・リスク相当額は、次の各号に掲げる場

第二百七十八条 簡便法を用いる場合のオプション取引等に

係るマーケット・リスク相当額は、次の各号に掲げる場合
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合の区分に応じ、当該各号に定めるところにより算出した

マーケット・リスク相当額の合計額とする。 

の区分に応じ、それぞれに定めるところにより算出したマ

ーケット・リスク相当額の合計額とする。 

一 現物のロング・ポジションとプット・オプションのロ

ング・ポジションを組み合わせた場合又は現物のショー

ト・ポジションとコール・オプションのロング・ポジシ

ョンを組み合わせた場合 原資産の市場価値（キャップ

、フロア、スワップションその他の原資産の市場価値が

零となり得る商品については、名目価値を用いる。）に

、原資産に係る個別リスクのリスク・ウェイト及び一般

市場リスクのリスク・ウェイトの合計を乗じて得た額を

マーケット・リスク相当額とする。この場合において、

イン・ザ・マネーのオプションの市場価値（残存期間等

が六月超のオプション取引については、ストライク・プ

ライスを先物価格と比較する。これができない場合は、

イン・ザ・マネーの市場価値は零とする。なお、トレー

ディング勘定に含まれない外国為替リスク又はコモディ

ティ・リスクを伴う取引又は財産を評価する場合におい

ては、簿価を用いることができる。）を当該乗じて得た

額を上回らない範囲で控除することができる。 

一 現物のロング・ポジションとプット・オプションのロ

ング・ポジションを組み合わせた場合又は現物のショー

ト・ポジションとコール・オプションのロング・ポジシ

ョンを組み合わせた場合 原資産の市場価値（キャップ

、フロア、スワップションその他の原資産の市場価値が

零となりうる商品については、名目価値を用いる。）に

、原資産に係る個別リスクのリスク・ウェイト及び一般

市場リスクのリスク・ウェイトの合計を乗じて得た額を

マーケット・リスク相当額とする。この場合において、

イン・ザ・マネーのオプションの市場価値（残存期間等

が六月超のオプション取引については、ストライク・プ

ライスを先物価格と比較する。これができない場合は、

イン・ザ・マネーの市場価値は零とする。なお、特定取

引勘定及び特定取引等に含まれない外国為替リスク又は

コモディティ・リスクを伴う取引又は財産を評価する場

合においては、簿価を用いることができる。）を当該乗

じて得た額を上回らない範囲で控除することができる。 

二 ［略］  二 ［同左］ 

   

（デルタ・プラス法） （デルタ・プラス法） 

第二百八十三条 第二百八十一条第二号のデルタ・プラス法 第二百七十九条 第二百七十七条第二号のデルタ・プラス法

- 587 -



 

 
 

21
1 

を用いる場合には、オプション取引等に対するマーケット

・リスク相当額は、第二号に定めるガンマ・リスク及び第

三号に定めるベガ・リスクに対するマーケット・リスク相

当額の合計額とし、デルタについては、第一号に定めると

ころによるものとする。 

を用いる場合、オプション取引等に係るマーケット・リス

ク相当額は、第二号に定めるガンマ・リスク及び第三号に

定めるベガ・リスクに係るマーケット・リスク相当額の合

計額とし、デルタについては、第一号に定めるところによ

るものとする。 

一 ［略］ 一 ［同左］ 

二 ガンマ・リスクに対するマーケット・リスク相当額の

算出方法は、次に定めるところによる。 

二 ガンマ・リスクに係るマーケット・リスク相当額の算

出方法は、次に定めるところによる。 

イ 各オプション取引等について、次の算式によりガン

マ・インパクトを算出する。 

イ ［同左］ 

ガンマ・インパクト＝1／2×ガンマ×VU2  

（VU：次の表の左欄に掲げる原資産の区分に応じ、同表

の右欄に定める算出方法により算出した値とする。） 

 

原資産の区分 VU の 算 出 方 法 

債券等 

原資産の市場価値×第二百七十七条の

五第二号イの表に定めるリスク・ウェ

イト 

金利 

第二百七十七条の五第二号イの表の想

定金利変動幅に相当する金利変動によ

る原資産の市場価値の変化額 

［略］ 
 

原資産の区分 VU の 算 出 方 法 

債券等 

原資産の市場価値×第二百六十八条第

二号イの表に定めるリスク・ウェイト 

 

金利 

第二百六十八条第二号イの表の想定金

利変動幅に相当する金利変動による原

資産の市場価値の変化額 

［同左］ 
 

ロ ［略］ ロ ［同左］ 

ハ ガンマ・リスク及び次号のベガ・リスクを算出する ハ ［同左］ 
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場合並びに第二百八十五条のシナリオ法を用いる場合

においては、次の⑴から⑶までに掲げるオプション取

引等に係るポジションのうち、当該⑴から⑶までに定

める条件を満たすものは、原資産が同一であるとみな

すことができる。 

⑴ 債券等及び金利 残存期間等に対応する第二百七

十七条の五第二号イの表（デュレーション法を用い

る場合は、同号ロの表）の期間帯が同一であり、か

つ、通貨が同一であること。 

⑴ 債券等及び金利 残存期間等に対応する第二百六

十八条第二号イの表（デュレーション法を用いる場

合は、同号ロの表）の期間帯が同一であり、かつ、

通貨が同一であること。 

［⑵・⑶ 略］ ［⑵・⑶ 同左］ 

三 ［略］ 三 ［同左］ 

  

（シナリオ法の承認） （シナリオ法の承認） 

第二百八十四条 ［略］ 第二百八十条 ［同左］ 

２ 前項の承認を受けた場合において、商工組合中央金庫は

第二百八十四条の五の規定に基づき承認が取り消された場

合を除き、シナリオ法を継続して用いるものとする。 

２ 前項の承認を受けた場合、商工組合中央金庫は第二百八

十四条に基づき承認が取り消された場合を除き、シナリオ

法を継続して用いなければならない。 

  

（承認申請書の提出） （承認申請書の提出） 

第二百八十四条の二 商工組合中央金庫がシナリオ法の使用

について前条の承認を受けようとする場合には、次に掲げ

る事項を記載した承認申請書を経済産業大臣、財務大臣及

第二百八十一条 商工組合中央金庫がシナリオ法の使用につ

いて前条の承認を受けようとする場合には、次に掲げる事

項を記載した承認申請書を経済産業大臣、財務大臣及び金
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び金融庁長官に提出するものとする。 融庁長官に提出しなければならない。 

［一・二 略］ ［一・二 同左］ 

２ 前項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付するもの

とする。 

２ 前項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなけれ

ばならない。 

［一～四 略］ ［一～四 同左］ 

  

（シナリオ法の承認の基準） （シナリオ法の承認の基準） 

第二百八十四条の三 経済産業大臣、財務大臣及び金融庁長

官は、シナリオ法の使用に関する承認をしようとするとき

は、商工組合中央金庫の業務内容に照らし必要な範囲で次

に掲げる基準に適合しているかどうかを審査するものとす

る。 

第二百八十二条 経済産業大臣、財務大臣及び金融庁長官は

、シナリオ法の使用に関する承認をしようとするときは、

商工組合中央金庫の業務内容に照らし必要な範囲で次に掲

げる基準に適合しているかどうかを審査しなければならな

い。 

［一～六 略］ ［一～六 同左］ 

  

（変更に係る届出） （変更に係る届出） 

第二百八十四条の四 商工組合中央金庫がシナリオ法の使用

についての承認を受けた場合には、次の各号のいずれかに

該当する場合は、遅滞なく、その旨及びその内容を経済産

業大臣、財務大臣及び金融庁長官に届け出るものとする。 

第二百八十三条 商工組合中央金庫がシナリオ法の使用につ

いての承認を受けた場合には、次の各号のいずれかに該当

する場合は、遅滞なく、その旨及びその内容を経済産業大

臣、財務大臣及び金融庁長官に届け出なければならない。 

［一～三 略］ ［一～三 同左］ 

２ 前項第三号に基づく届出を行う場合には、商工組合中央

金庫は、商工組合中央金庫が承認の基準を満たさない事項

２ 前項第三号に基づく届出を行う場合には、商工組合中央

金庫は、商工組合中央金庫が承認の基準を満たさない事項
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に関する改善計画を当該届出とあわせて、又はその後速や

かに提出するものとする。 

に関する改善計画を当該届出とあわせて、又はその後速や

かに経済産業大臣、財務大臣及び金融庁長官に提出しなけ

ればならない。 

  

（承認の取消し） （承認の取消し） 

第二百八十四条の五 経済産業大臣、財務大臣及び金融庁長

官は、商工組合中央金庫が前条第一項第二号の届出を怠っ

た場合又は同項第三号に該当する場合において、商工組合

中央金庫がシナリオ法を継続して使用することが不適当と

判断したときは、商工組合中央金庫について第二百八十四

条第一項の承認を取り消すことができる。 

第二百八十四条 経済産業大臣、財務大臣及び金融庁長官は

、商工組合中央金庫が前条第一項第二号の届出を怠った場

合又は同項第三号に該当する場合において、商工組合中央

金庫がシナリオ法を継続して使用することが不適当と判断

したときは、商工組合中央金庫について第二百八十条第一

項の承認を取り消すことができる。 

  

（シナリオ法の算出要領） （シナリオ法の算出要領） 

第二百八十五条 シナリオ法を用いる場合のオプション取引

等に対するマーケット・リスク相当額は、次に定めるとこ

ろにより算出された額とする。 

第二百八十五条 シナリオ法を用いる場合のオプション取引

等に係るマーケット・リスク相当額は、第一号から第四号

までに定めるところにより算出された額とする。 

一 原資産が同一であるオプション取引等ごとに、想定上

の原資産価格及びその想定上のボラティリティを次に定

めるところにより設定する。 

一 ［同左］ 

イ 想定上の原資産価格は、算出基準日の水準から、次

の⑴から⑷までに掲げる原資産の区分に応じ、当該⑴

から⑷までに定める範囲内で、七以上の数値を等間隔

に設定する。この場合において、設定する数値は範囲

イ ［同左］ 
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の両端及び算出基準日の水準を含むものとする。 

⑴ 債券等及び金利 第二百七十七条の五第二号イの

表に掲げる期間帯に応じた想定金利変動幅（金利の

期間帯については、六以上の期間帯群（期間帯をま

とめたものをいう。以下同じ。）にまとめることが

できるが、四以上の期間帯を一の期間帯群にまとめ

てはならない。この場合において、想定金利変動幅

については、各期間帯群にまとめられた期間帯に応

じ同表に定める想定金利変動幅のうち、最大のもの

を用いるものとする。） 

⑴ 債券等及び金利 第二百六十八条第二号イの表に

掲げる期間帯に応じた想定金利変動幅（金利の期間

帯については、六以上の期間帯群（期間帯をまとめ

たものをいう。以下同じ。）にまとめることができ

るが、四以上の期間帯を一の期間帯群にまとめては

ならない。この場合において、想定金利変動幅につ

いては、各期間帯群にまとめられた期間帯に応じ同

表に定める想定金利変動幅のうち、最大のものを用

いるものとする。） 

［⑵～⑷ 略］ ［⑵～⑷ 同左］ 

ロ ［略］ ロ ［同左］ 

二 前号で設定された想定上の原資産価格と想定上のボラ

ティリティの全ての組合せについて、それぞれの場合に

おける想定上のオプション取引等の市場価値を算出する

。 

二 前号で設定された想定上の原資産価格と想定上のボラ

ティリティのすべての組合せについて、それぞれの場合

における想定上のオプション取引等の市場価値を算出す

る。 

［三・四 略］ ［三・四 同左］ 

  

第五節 ［略］ 第四節 ［同左］ 

 

（証券化エクスポージャーの個別リスク） 

 

（証券化エクスポージャーの個別リスク） 

第二百八十五条の二 前各節の規定にかかわらず、商工組合 第二百八十五条の二 前三節の規定にかかわらず、商工組合
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中央金庫が証券化エクスポージャーの個別リスクの額を算

出する場合には、当該証券化エクスポージャーについて次

項の規定により第二百三十一条の四第一項の規定を準用し

て算定したリスク・ウェイトを十二・五で除した値をリス

ク・ウェイトとし、第二百七十七条の二又は第二百七十七

条の三に規定する要領に基づき証券化エクスポージャーの

銘柄ごとに相殺した後のネット・ポジションの額に当該リ

スク・ウェイトを乗じて得た額を個別リスクの額とする。 

中央金庫が証券化エクスポージャーの個別リスクの額を算

出する場合には、当該証券化エクスポージャーについて次

項の規定により第二百三十一条の四第一項の規定を準用し

て算定したリスク・ウェイトを十二・五で除した値をリス

ク・ウェイトとし、第二百六十五条又は第二百六十六条に

規定する要領に基づき証券化エクスポージャーの銘柄ごと

に相殺した後のネット・ポジションの額に当該リスク・ウ

ェイトを乗じて得た額を個別リスクの額とする。 

２ ［略］ ２ ［同左］ 

  

（証券化エクスポージャーのショート・ポジションの個別

リスク） 

（証券化エクスポージャーのショート・ポジションの個別

リスク） 

第二百八十五条の三 第二百七十七条第二項の規定は、証券

化エクスポージャーの個別リスクの額の計算について準用

する。 

第二百八十五条の三 第二百六十四条第二項の規定は、証券

化エクスポージャーの個別リスクの額の計算について準用

する。 

  

第六節 ［略］ 第五節 ［同左］ 

 

（特定順位参照型クレジット・デリバティブの個別リスク

） 

 

（特定順位参照型クレジット・デリバティブの個別リスク

） 

第二百八十五条の五 前各節の規定にかかわらず、ファース

ト・トゥ・デフォルト型クレジット・デリバティブに係る

個別リスクの額は、第二百七十七条の二又は第二百七十七

第二百八十五条の五 第一節から前節までの規定にかかわら

ず、ファースト・トゥ・デフォルト型クレジット・デリバ

ティブに係る個別リスクの額は、第二百六十五条又は第二
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条の三に定める要領に基づき銘柄ごとに相殺した後のネッ

ト・ポジションの額における次の各号に掲げる額のうち、

いずれか小さい額とする。 

百六十六条に定める要領に基づき銘柄ごとに相殺した後の

ネット・ポジションの額における次の各号に掲げる額のう

ち、いずれか小さい額とする。 

［一・二 略］ ［一・二 同左］ 

２ 特定順位参照型クレジット・デリバティブ（ファースト

・トゥ・デフォルト型クレジット・デリバティブに係るも

のを除く。以下この項において同じ。）に係る個別リスク

の額は、第二百七十七条の二又は第二百七十七条の三に定

める要領に基づき銘柄ごとに相殺した後のネット・ポジシ

ョンの額における次に掲げる額のうち、いずれか小さい額

とする。 

２ 特定順位参照型クレジット・デリバティブ（ファースト

・トゥ・デフォルト型クレジット・デリバティブに係るも

のを除く。以下この項において同じ。）に係る個別リスク

の額は、第二百六十五条又は第二百六十六条に定める要領

に基づき銘柄ごとに相殺した後のネット・ポジションの額

における次の各号に掲げる額のうち、いずれか小さい額と

する。 

［一・二 略］ ［一・二 同左］ 

３ 第二百七十七条第二項の規定は、特定順位参照型クレジ

ット・デリバティブの個別リスクの額の計算について準用

する。 

３ 第二百六十四条第二項の規定は、特定順位参照型クレジ

ット・デリバティブの個別リスクの額の計算について準用

する。 

４ ［略］ ４ ［同左］ 

  

第七節 ［略］ 第六節 ［同左］ 

 

（コリレーション・トレーディングに係る個別リスクの算

出） 

 

（コリレーション・トレーディングに係る個別リスクの算

出） 

第二百八十五条の七 商工組合中央金庫は、コリレーション・ 第二百八十五条の七 商工組合中央金庫は、コリレーション
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トレーディングに係る個別リスクの算出に当たっては、次

条に定める修正標準方式によって算出される個別リスクの

額を用いるものとする。 

・トレーディングに係る個別リスクの算出に当たっては、

次条に定める修正標準方式によって算出される個別リスク

の額又は第二百八十五条の十から第二百八十五条の十三ま

でに定める内部モデル方式によって算出される包括的リス

クの額を用いることができる。ただし、内部モデル方式を

用いる場合には、第二百八十五条の十三の規定に基づき承

認が取り消された場合を除き、これを継続して使用しなけ

ればならない。 

  

（修正標準方式による個別リスクの額） （修正標準方式による個別リスクの額） 

第二百八十五条の八 修正標準方式を用いて算出するコリレ

ーション・トレーディングの個別リスクの額は、次に掲げ

る額のうちいずれか大きい額とする。 

第二百八十五条の八 修正標準方式を用いて算出するコリレ

ーション・トレーディングの個別リスクの額は、次の各号

に掲げる額のうちいずれか大きい額とする。 

一 第二百七十七条の二又は第二百七十七条の三に定める

要領に基づき相殺した後のロング・ポジションについて

、前三節の規定により算出した個別リスクの額の合計額 

一 第二百六十五条又は第二百六十六条に定める要領に基

づき相殺した後のロング・ポジションについて、第三節

から前節までの規定により算出した個別リスクの額の合

計額 

二 第二百七十七条の二又は第二百七十七条の三に定める

要領に基づき相殺した後のショート・ポジションについ

て、前三節の規定により算出した個別リスクの額の合計

額 

二 第二百六十五条又は第二百六十六条に定める要領に基

づき相殺した後のショート・ポジションについて、第三

節から前節までの規定により算出した個別リスクの額の

合計額 

  

 （内部モデル方式の承認） 
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［条を削る。］ 第二百八十五条の九 商工組合中央金庫は、経済産業大臣、

財務大臣及び金融庁長官の承認を受けた場合には、前条の

規定に基づいて算出されるコリレーション・トレーディン

グの個別リスクの額に代えて、内部モデル方式によって算

出されるコリレーション・トレーディングの包括的リスク

の額を用いることができる。 

 ２ 前項の承認を受けようとする商工組合中央金庫は、次に

掲げる事項を記載した承認申請書を経済産業大臣、財務大

臣及び金融庁長官に提出しなければならない。 

 一 商号 

 二 自己資本比率を把握し管理する責任者の氏名及び役職

名 

 ３ 前項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなけれ

ばならない。 

 一 理由書 

 二 前項第二号に規定する責任者の履歴書 

 三 包括的リスクに係るリスク計測モデル（次項において

「包括的リスク計測モデル」という。）の構築及び利用

その他の内部モデル方式の運用が承認の基準に適合して

いることを示す書類 

 四 その他参考となるべき事項を記載した書類 

 ４ 経済産業大臣、財務大臣及び金融庁長官は、第一項の承
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認をしようとするときは、次に掲げる基準に適合するかど

うかを審査しなければならない。 

 一 包括的リスク計測モデルが少なくとも次に掲げるもの

を含むリスクを計測するものであること。 

 イ デフォルト・リスク 

 ロ 格付遷移リスク 

 ハ 複合的なデフォルトに係るリスク 

 ニ クレジット・スプレッドに係るリスク 

 ホ インプライド・コリレーションのボラティリティに

係るリスク 

 ヘ ベーシス・リスク 

 ト 回収率の変動に係るリスク 

 チ ヘッジのリバランスに係るリスク 

 二 主要なリスクを把握するための十分な市場に関する情

報を保有していること。 

 三 包括的リスク計測モデルがコリレーション・トレーデ

ィングのポートフォリオに関する過去の価格変動を説明

できること。 

 四 内部モデル方式を用いているポジションと用いていな

いポジションが明確に区別されていること。 

 五 包括的リスク計測モデルに対し少なくとも毎週ストレ

ス・テストを実施していること。 
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 六 前号に規定するストレス・テストの結果の概要を四半

期ごとに（当該ストレス・テストの結果が包括的リスク

に係る所要自己資本の不足を示している場合には、速や

かに）経済産業大臣、財務大臣及び金融庁長官へ報告す

るために必要な体制が整備されていること。 

  

 （内部モデル方式による包括的リスクの額） 

［条を削る。］ 第二百八十五条の十 内部モデル方式を用いて算出するコリ

レーション・トレーディングの包括的リスクの額は、次に

掲げる額のうち最も大きい額とする。ただし、包括的リス

クの額は一週間に一回以上の頻度で計測するものとする。 

 一 算出基準日の包括的リスクの額 

 二 算出基準日を含む直近十二週間の包括的リスクの額の

平均値 

 三 第二百八十五条の九の規定により算出された個別リス

クの額に八パーセントを乗じて得た額 

  

 （変更に係る届出） 

［条を削る。］ 第二百八十五条の十一 内部モデル方式の使用について承認

を受けた商工組合中央金庫は、次の各号のいずれかに該当

する場合は、遅滞なく、その旨及びその内容を経済産業大

臣、財務大臣及び金融庁長官に届け出なければならない。 
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 一 承認申請書の記載事項に変更がある場合 

 二 承認申請書の添付書類の記載事項に重要な変更がある

場合 

 三 第二百八十五条の十第四項に規定する承認の基準を満

たさない事由が生じた場合 

 ２ 前項第三号に基づく届出を行う場合には、商工組合中央

金庫は、商工組合中央金庫が承認の基準を満たさない事項

に関する改善計画を当該届出とあわせて、又はその後速や

かに提出しなければならない。 

  

 （承認の取消し） 

［条を削る。］ 第二百八十五条の十二 経済産業大臣、財務大臣及び金融庁

長官は、商工組合中央金庫が前条第一項第二号の届出を怠

った場合又は同項第三号に該当する場合において、内部モ

デル方式を継続して用いさせることが不適当と判断したと

きは、第二百八十五条の十第一項の承認を取り消すことが

できる。 

  

第八節 ［略］ 

 

第七節 ［同左］ 

（特定項目のうち調整項目に算入されない部分に係る特例

） 

（特定項目のうち調整項目に算入されない部分に係る特例

） 
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第二百八十五条の九 第百六十一条の三の規定は、マーケッ

ト・リスク相当額を算出する場合について準用する。この

場合において、同条中「内部格付手法を採用した場合の商

工組合中央金庫にあっては、第百三十四条から前条までの

規定にかかわらず」とあるのは「商工組合中央金庫にあっ

ては、第七章第一節から第七節までの規定にかかわらず」

と、「に係るエクスポージャーの信用リスク・アセットの額」

とあるのは「のマーケット・リスク相当額」と、「当該エク

スポージャーの額（EAD をいう。）」とあるのは「当該部分の

額」と、「二百五十パーセント」とあるのは「二十パーセン

ト」と読み替えるものとする。 

第二百八十五条の十三 第百六十一条の三の規定は、マーケ

ット・リスク相当額を算出する場合について準用する。こ

の場合において、同条中「内部格付手法を採用した場合の

商工組合中央金庫にあっては、第百三十四条から前条まで

の規定にかかわらず」とあるのは「前六節の規定にかかわ

らず」と、「に係るエクスポージャーの信用リスク・アセ

ットの額」とあるのは「のマーケット・リスク相当額」と、

「当該エクスポージャーの額（EAD をいう。）」とあるのは

「当該部分の額」と、「二百五十パーセント」とあるのは「

二十パーセント」と読み替えるものとする。 

  

- 600 -



 

1
 

（オペレーショナル・リスク相当額の算出） 

第二百八十六条 商工組合中央金庫は、オペレーショナル・リ

スク相当額の算出に当たっては、標準的計測手法を用いるも

のとする。 

（オペレーショナル・リスク相当額の算出） 

第二百八十六条 商工組合中央金庫は、オペレーショナル・リ

スク相当額の算出に当たっては、基礎的手法、粗利益配分手

法又は先進的計測手法を用いるものとする。 

２ 標準的計測手法の対象は、法人単位（商工組合中央金庫及

びその連結子法人等をいう。第二百九十条において同じ。）

によるものとする。 

［項を加える。］ 

 

  

（標準的計測手法） 

第二百八十七条 前条の「標準的計測手法」とは、事業規模要

素（以下「ＢＩＣ」という。）の額に内部損失乗数（以下

「ＩＬＭ」という。）を乗じて得た額をもってオペレーショ

ナル・リスク相当額とする手法をいう。 

（基礎的手法） 

第二百八十七条 基礎的手法を用いて算出するオペレーショナ

ル・リスク相当額は、一年間の粗利益（業務粗利益から国債

等債券売却益及び国債等債券償還益を除き、国債等債券売却

損、国債等債券償還損、国債等債券償却及び役務取引等費用

を加えたものをいう。以下この章において同じ。）に〇・一

五を乗じて得た額の直近三年間の平均値とする。ただし、直

近三年間のうち一年間の粗利益が正の値とならない年がある

場合には、当該正の値とならない年以外の年の粗利益の合計

額に〇・一五を乗じて得た額を当該正の値とならない年以外

の年数で除して得た額とする。 

２ 商工組合中央金庫は、前項に定める粗利益の計算におい

て、役務取引等費用のうちアウトソーシング（商工組合中央

金庫の業務の一部が他の者に委託され、当該他の者の日常的

な管理の下で行われることをいう。）の費用に当たらないも

のについては、役務取引等費用から除くことができる。 

  

（ＢＩＣの算出方法）  
第二百八十八条 ＢＩＣの額は、金利要素（ＢＩＣの構成要素

（粗利益配分手法）  
第二百八十八条 粗利益配分手法を用いて算出するオペレーシ
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のうち、預金業務等の規模部分をいう。以下「ＩＬＤＣ」と

いう。）、役務要素（ＢＩＣの構成要素のうち、役務取引等の

規模部分をいう。以下「ＳＣ」という。）及び金融商品要素

（ＢＩＣの構成要素のうち、金融商品取引の規模部分をい

う。以下「ＦＣ」という。）の合計額で表される事業規模指

標（以下「ＢＩ」という。）に、ＢＩの額に応じて定める掛

目を乗じて算出するものとする。  
２ ＩＬＤＣ、ＳＣ及びＦＣの額は、次のとおりとする。この

場合において、次の各号の算式中の用語の意義は別表第一に

よるものとし、当該算式中の上線部分はそれぞれ直近三年間

の平均値を合計した額を用いるものとする。  
一 ＩＬＤＣ 次の算式により資金運用収益から資金調達費

用を減じた値の絶対値又は金利収益資産に二・二五パーセ

ントを乗じた値のいずれか小さい値に、受取配当金の値を

加えて算出される額 

ョナル・リスク相当額は、一年間の粗利益を業務区分（別表

第一の中欄に掲げるものをいう。以下同じ。）に配分した上

で、当該業務区分に応じ、同表の左欄に掲げる掛目を乗じて

得た額（次項及び第三百二条第一項第四号において「業務区

分配分値」という。）をすべての業務区分について合計した

もの及び同表の注４に規定するある業務の粗利益を特定の業

務区分に配分することができない場合における当該粗利益に

十八パーセントの掛目を乗じて得た額（次項において「配分

不能値」という。）を合算したもの（以下この項及び第三百

二条第一項第四号において「年間合計値」という。）の直近

三年間の平均値とする。ただし、年間合計値が負の値である

場合には、零として平均値を計算するものとする。 

２ 前項において、一の業務区分に係る業務区分配分値又は配

分不能値が負の値である場合には、当該業務区分配分値又は

配分不能値を他の業務区分に係る業務区分配分値又は配分不

能値のうち正の値であるものと相殺することができる。 

３ 前条第二項の規定は、第一項に規定する粗利益について準

用する。 

ILDC = Min[Abs 資金運用収益 − 資金調達費用  ; 2.25% × 金利収益資産 ] + 受取配当金 

二 ＳＣ 次の算式により役務取引等収益又は役務取引等費

用のいずれか大きい値に、その他業務収益又はその他業務

費用のいずれか大きい値を加えて算出される額  SC = Max  役務取引等収益 ;役務取引等費用   +Max  その他業務収益 ;その他業務費用    

三 ＦＣ 次の算式により特定取引勘定のネット損益の絶対

値に、特定取引勘定以外の勘定のネット損益の絶対値を加

えて算出される額  
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FC = Abs 特定取引勘定のネット損益   +Abs 特定取引勘定以外の勘定のネット損益    

３ 商工組合中央金庫が特定取引勘定を設けていない場合にお

ける前項第三号の規定の適用については、同号中「特定取引

勘定」とあるのは、「商品有価証券勘定及び売付商品債券勘

定」とする。 

 

４ 第一項の「ＢＩの額に応じて定める掛目」とは、次の各号

に掲げるＢＩの額の区分に応じ、当該各号に定めるものをい

う。 

一 千億円以下の額 十二パーセント 

二 千億円を超えており、かつ、三兆円以下の額 十五パー

セント 

三 三兆円を超える額 十八パーセント 

 

５ ＢＩの算出に当たっては、第一項の規定にかかわらず、よ

り保守的な方法を用いることができる。  
 

  

（ＩＬＭの算出方法） 

第二百八十九条 ＩＬＭの値は、次の各号に掲げる場合の区分

に応じ、当該各号に定める方法により算出するものとする。 

一 ＢＩの額が千億円を超えており、かつ、第二百九十三条

第一号に定める基準を満たす場合 直近十年間の内部損失

データのうち、特殊損失（第三百条の規定により除外する

ことができる損失をいう。以下この章において同じ。）を

除く二百万円を超える全てのネット損失（同号トに規定す

るネットの損失をいう。）を用いて算出した直近十年間の

オペレーショナル・リスク損失の年間平均額に十五を乗じ

て得た額（以下この号において「損失実績」という。）を

（粗利益配分手法の承認） 

第二百八十九条 商工組合中央金庫は、経済産業大臣、財務大

臣及び金融庁長官の承認を受けた場合に、粗利益配分手法を

用いることができる。 

２ 前項の承認を受けた商工組合中央金庫は、第二百九十三条

に基づき承認が取り消された場合又は先進的計測手法の使用

につき第二百九十五条第一項の承認を受けた場合を除き、粗

利益配分手法を継続して用いなければならない。 
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用いて、次の算式により算出する方法 ILM = Ln  exp(1) − 1 +  LCBIC  .    

ILMは、内部損失乗数 

Ln(x)は、xの自然対数 

exp(x)は、自然対数の底をx乗した値 

LCは、損失実績 

BICは、事業規模要素 

 

二 ＢＩの額が千億円以下であり、かつ、第二百九十三条第

一号に定める基準を満たす場合 イ又はロに掲げる方法 

イ 前号に定める方法 

ロ ＩＬＭの値に一を用いる方法  
三 ＢＩの額が千億円以下であり、かつ、第二百九十三条第

一号に定める基準を満たさない場合 ＩＬＭの値に一を用

いる方法 

四 ＢＩの額が千億円を超えており、かつ、第二百九十三条

第一号に定める基準を満たさない場合 ＩＬＭの値に保守

的な見積値（ＩＬＭについて一を下限として保守的に見積

もった値をいう。以下同じ。）を用いる方法 

 

２ 前項に定めるＩＬＭの算出において、次に掲げる項目は含

まないものとする。 

一 有形固定資産の一般的な保守契約に関する費用 

二 オペレーショナル・リスク損失の事象発生後に業務改善

に要した費用（機能向上並びにリスク評価の実施及び強化

に要した費用を含む。） 

三 保険料 
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（一部の連結子法人等又は事業部門に係るＩＬＭの算出の取

扱い） 

第二百九十条 前条第一項の規定にかかわらず、商工組合中央

金庫は、法人単位にあっては第二百九十三条第一号に定める

基準を満たさない場合において、当該基準を満たさない一部

の連結子法人等又は事業部門を除いた法人単位にあっては当

該基準を満たすときは、次条の承認を受けた場合に限り、次

の各号に掲げる対象の区分に応じ、当該各号に定める方法に

よりＩＬＭの値を算出することができる。 

一 当該連結子法人等又は事業部門 ＩＬＭの値に保守的な

見積値を用いる方法 

二 法人単位（前号に掲げるものを除く。以下この号及び次

項第二号において同じ。） 法人単位における前条第一項

第一号に定める方法 

２ 前項におけるオペレーショナル・リスク相当額は、次に掲

げる額の合計額とするものとする。 

一 当該連結子法人等又は事業部門を対象とするＢＩＣの額

に前項第一号に定める方法により算出したＩＬＭを乗じて

得た額 

二 法人単位を対象とするＢＩＣの額に前項第二号に定める

方法により算出したＩＬＭを乗じて得た額 

（承認申請書の提出）  
 

第二百九十条 商工組合中央金庫は、粗利益配分手法の使用に

ついて前条第一項の承認を受けようとする場合には、次に掲

げる事項を記載した承認申請書を経済産業大臣、財務大臣及

び金融庁長官に提出しなければならない。 

一 商号 

二 自己資本比率を把握し管理する責任者の氏名及び役職名 

２ 前項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければ

ならない。 

一 理由書 

二 前項第二号に規定する責任者の履歴書 

三 オペレーショナル・リスク管理指針（オペレーショナル

・リスク（商工組合中央金庫の業務の過程、役職員の活動

若しくはシステムが不適切であること又は外生的な事象に

より損失が発生しうる危険をいう。以下同じ。）の評価及

び管理に関する方針並びに手続について記載した書類をい

う。） 

四 粗利益を業務区分に配分する基準及び手順について明確

かつ詳細に記載した書類 

五 その他参考となるべき事項を記載した書類 

  

（ＩＬＭの利用の承認等） 

第二百九十一条 商工組合中央金庫は、経済産業大臣、財務大

臣及び金融庁長官の承認を受けた場合に、第二百八十九条第

一項第一号に定める方法（前条第一項第二号の規定により適

用する場合を含む。以下同じ。）により算出したＩＬＭをオ

（承認の基準） 

第二百九十一条 経済産業大臣、財務大臣及び金融庁長官は、

粗利益配分手法の使用について第二百八十九条第一項の承認

をしようとするときは、次に掲げる基準に適合するかどうか

を審査しなければならない。 
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ペレーショナル・リスク相当額の算出に用いることができ

る。  
２ 商工組合中央金庫は、経済産業大臣、財務大臣及び金融庁

長官の承認を受けた場合に、第二百八十九条第一項第四号に

定める方法（前条第一項第一号の規定により適用する場合を

含む。以下同じ。）により算出したＩＬＭをオペレーショナ

ル・リスク相当額の算出に用いることができる。 

３ 第一項の承認を受けた商工組合中央金庫は、第二百九十五

条第一項の規定に基づき承認が取り消された場合を除き、継

続して第二百八十九条第一項第一号に定める方法により算出

したＩＬＭをオペレーショナル・リスク相当額の算出に用い

るものとする。 

４ 第二百八十九条第一項第四号に該当する場合又は前条第一

項第一号に該当する場合（第一項の承認を受けている場合に

限る。）において、第二項の承認を受けていない商工組合中

央金庫は、経済産業大臣、財務大臣及び金融庁長官が指定し

た値をＩＬＭとしてオペレーショナル・リスク相当額の算出

に用いるものとする。 

一 オペレーショナル・リスクを管理するための体制（以下

この章において「管理体制」という。）の整備について、

取締役会等及び執行役員（オペレーショナル・リスクの管

理について業務執行権限を授権されたものをいう。以下こ

の条及び別表第一の注において同じ。）の責任が明確化さ

れていること。 

二 営業部門から独立したオペレーショナル・リスクの管理

を行う部門（以下この条において「管理部門」という。）

を設置していること。 

三 管理部門、各業務部門及び内部監査を行う部門において

、オペレーショナル・リスクの管理のために十分な人材が

確保されていること。 

四 管理部門により、オペレーショナル・リスクを特定し、

評価し、把握し、管理し、かつ、削減するための方策が策

定されていること。 

五 オペレーショナル・リスクを評価するための体制が、管

理体制と密接に関連していること。 

六 オペレーショナル・リスク損失（別表第二に定めるオペ

レーショナル・リスクの損失事象の結果として生じる損失

をいう。以下同じ。）のうち重大なものを含むオペレーシ

ョナル・リスクの情報について、管理部門から各業務部門

の責任者、取締役会等及び執行役員に定期的に報告が行わ

れ、当該報告に基づき適切な措置をとるための体制が整備

されていること。 

七 内部監査を行う部門により、管理部門及び各業務部門に

おける活動状況を含めた管理体制に対して定期的な監査が

行われていること。 
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（ＩＬＭの利用に係る承認の申請） 

第二百九十二条 前条第一項又は第二項の承認を受けようとす

る商工組合中央金庫は、次に掲げる事項を記載した承認申請

書を経済産業大臣、財務大臣及び金融庁長官に提出するもの

とする。 

一 商号 

二 自己資本比率を把握し管理する責任者の氏名及び役職名 

２ 前項の承認申請書には、次の各号に掲げる場合の区分に応

じ、当該各号に定める書類を添付するものとする。 

一 第二百八十九条第一項第一号に定める方法によりＩＬＭ

を算出する場合 次に掲げる書類 

イ 理由書 

ロ 前項第二号に規定する責任者の履歴書 

ハ ＩＬＭの使用開始日、対象範囲及び試算値を記載した

書類 

ニ ＩＬＭの試算値に係るオペレーショナル・リスク相当

額及び自己資本比率の試算値を記載した書類 

ホ 承認の基準に適合していることを示す書類 

ヘ その他参考となるべき事項を記載した書類 

（変更に係る届出） 

第二百九十二条 商工組合中央金庫が粗利益配分手法を採用し

た場合に、次の各号のいずれかに該当することとなった場合

は、遅滞なく、その旨及びその内容を経済産業大臣、財務大

臣及び金融庁長官に届け出なければならない。 

一 承認申請書の記載事項に変更がある場合 

二 承認申請書の添付書類の記載事項に重要な変更がある場

合 

三 前条に規定する承認の基準を満たさない事由が生じた場

合 

２ 前項第三号に掲げる事由が生じた場合、商工組合中央金庫

は、当該事由に関する改善計画を記載した書面又は当該事由

が商工組合中央金庫のオペレーショナル・リスクの管理の観

点から重要でない旨の説明を記載した書面を速やかに経済産

業大臣、財務大臣及び金融庁長官に提出しなければならない

。 

二 保守的な見積値を用いる方法によりＩＬＭを算出する場

合 次に掲げる書類 

イ 理由書 

ロ 前項第二号に規定する責任者の履歴書 

ハ 保守的な見積値の算出方法及び手続規程 

ニ 保守的な見積値の使用開始日、対象範囲及び見積値を

記載した書類 

 

- 607 -



 

8
 

ホ 保守的な見積値に係るオペレーショナル・リスク相当

額及び自己資本比率の試算値を記載した書類  
ヘ その他参考となるべき事項を記載した書類 

  

（ＩＬＭの利用に係る承認の基準） 

第二百九十三条 経済産業大臣、財務大臣及び金融庁長官は、

第二百九十一条第一項又は第二項の承認をしようとするとき

は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める

基準に適合しているかどうかを審査するものとする。 

一 第二百八十九条第一項第一号に定める方法によりＩＬＭ

を算出する場合 次に掲げる基準 

イ 直近十年間の内部損失データを保有していること。 

ロ 客観的な基準を用いた内部損失データの特定、収集及

び取扱いが行われるよう、手続及びプロセスが文書化さ

れ整備されていること。また、当該手続及びプロセスが

内部損失データをオペレーショナル・リスク相当額の算

出に利用する前に検証され、定期的に監査を受けている

こと。 

ハ 内部損失データが、別表第二に定めるオペレーショナ

ル・リスク損失事象の種類に応じて配分され、経済産業

大臣、財務大臣及び金融庁長官の求めに応じて提出でき

るように整備されていること。また、配分の基準が文書

によって規定されていること。 

ニ 内部損失データが包括的かつ正確に収集されているこ

と。 

ホ オペレーショナル・リスクの各損失事象について、発

生日、発覚日及び損失額を会計処理した日（以下「会計

（承認の取消し） 

第二百九十三条 経済産業大臣、財務大臣及び金融庁長官は、

商工組合中央金庫が第二百八十九条第一項の承認を受けた場

合に第二百九十一条各号に掲げる基準に適合しないこととな

った場合であって、粗利益配分手法を用いてオペレーショナ

ル・リスク相当額を算出することが不適当と判断したときは

、当該承認を取り消すことができる。 
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処理日」という。）が特定されていること。ただし、会

計処理日が特定できない場合は、少なくとも各損失事象

の損失額を会計処理した事業年度（中間事業年度を含

む。）が特定されていること。 

ヘ 回収額（オペレーショナル・リスク損失に関連して、

当該損失を塡補する目的で受領した金額をいう。以下同

じ。）及び回収額の会計処理日が特定されていること。 

ト グロスの損失（オペレーショナル・リスク損失につい

て、回収額を控除する前の損失をいう。第二百九十六条

において同じ。）及びネットの損失（オペレーショナ

ル・リスク損失について、回収額を控除した後の損失を

いう。同条において同じ。）が損失事象ごとに計上され

ていること。 

チ オペレーショナル・リスク損失の回収額に関する情報

及びオペレーショナル・リスク損失事象の原因に関する

情報が収集されていること。この場合において、当該情

報は、オペレーショナル・リスク損失の額の大きさに応

じて詳細なものとすること。 

リ 信用リスクに関連する内部損失データについては、信

用リスク・アセットとして計上されているものは含めな

いこと。 

ヌ マーケット・リスクに関連するオペレーショナル・リ

スク損失が含まれていること。 

ル 内部損失データの包括性及び正確性を独立的に検証す

るためのプロセスが整備されていること。 

二 ＩＬＭに保守的な見積値を用いる場合 第二百八十九条

第一項第一号に定める方法により算出したＩＬＭと比較し
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て、適切な値と認められること。 

  

（変更に係る届出） 

第二百九十四条 商工組合中央金庫は、次の各号のいずれかに

該当する場合には、遅滞なく、その旨及びその内容を経済産

業大臣、財務大臣及び金融庁長官に届け出るものとする。 

一 第二百九十二条の承認申請書の記載事項に変更があった

場合 

二 第二百九十二条の承認申請書の添付書類の記載事項に重

要な変更があった場合 

三 前条に規定する承認の基準に適合しない事由が生じた場

合 

（先進的計測手法） 

第二百九十四条 先進的計測手法を用いて算出するオペレーシ

ョナル・リスク相当額は、商工組合中央金庫の内部管理にお

いて用いられるオペレーショナル・リスクの計測手法に基づ

き、片側九十九・九パーセントの信頼区間で、期間を一年間

として予想される最大のオペレーショナル・リスク損失の額

に相当する額とする。ただし、当該期間におけるオペレーシ

ョナル・リスク損失の額の期待値が適切に把握され、当該期

待値に相当する額の引当が行われている場合には、当該最大

のオペレーショナル・リスク損失の額から当該期待値を除い

た額をオペレーショナル・リスク相当額とすることができる

。 

  

（ＩＬＭの利用に係る承認の取消し） 

第二百九十五条 経済産業大臣、財務大臣及び金融庁長官は、

第二百九十一条第一項又は第二項の承認を受けた商工組合中

央金庫が、第二百九十三条に規定する承認の基準に適合しな

いこととなった場合において、次の各号のいずれかに該当す

るときは、当該承認を取り消すことができる。 

一 第二百八十九条第一項第一号に定める方法により算出し

たＩＬＭを用いてオペレーショナル・リスク相当額を算出

することが不適当と判断した場合 

二 ＩＬＭの値に保守的な見積値を用いてオペレーショナ

ル・リスク相当額を算出することが不適当と判断した場合 

２ 経済産業大臣、財務大臣及び金融庁長官は、前項に定める

（先進的計測手法の承認） 

第二百九十五条 商工組合中央金庫は、経済産業大臣、財務大

臣及び金融庁長官の承認を受けた場合に、先進的計測手法を

用いることができる。 

２ 前項の承認を受けた商工組合中央金庫は、第三百条に基づ

き承認が取り消された場合を除き、先進的計測手法を継続し

て用いなければならない。 
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ところにより、承認を取り消したときは、商工組合中央金庫

のＩＬＭの値を指定するものとする。 

  

（内部損失データ） 

第二百九十六条 商工組合中央金庫は、内部損失データの収集

及び保有において、次に掲げる事項について詳細な定義を定

めた手続の規程を策定するものとする。 

一 回収額 

二 グロスの損失 

三 ネットの損失 

２ 商工組合中央金庫は、全てのオペレーショナル・リスク損

失事象について、回収額、グロスの損失及びネットの損失を

特定できるように記録するものとする。この場合において、

回収額は、保険金による回収額と保険金以外による回収額と

を区別して記録し、経済産業大臣、財務大臣及び金融庁長官

の求めに応じて提出できるように管理するものとする。  
３ 商工組合中央金庫は、グロスの損失について、次に掲げる

項目を含めるものとする。 

一 オペレーショナル・リスク損失をもたらす事象が直接の

原因となり、財務諸表に影響を与える償却又は損失 

二 オペレーショナル・リスク損失をもたらす事象に直接関

連する費用及びオペレーショナル・リスク損失をもたらす

事象の発生前の状態に回復するために生じた修復又は交換

コスト 

三 オペレーショナル・リスク損失をもたらし得る事象に備

えて計上された引当金、準備金及び仮勘定の繰入額 

四 オペレーショナル・リスク損失をもたらす事象に起因し

（承認申請書の提出） 

第二百九十六条 商工組合中央金庫は、先進的計測手法の使用

について前条第一項の承認を受けようとする場合には、次に

掲げる事項を記載した承認申請書を経済産業大臣、財務大臣

及び金融庁長官に提出しなければならない。 

一 商号 

二 自己資本比率を把握し管理する責任者の氏名及び役職名 

２ 前項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければ

ならない。 

一 理由書 

二 前項第二号に規定する責任者の履歴書 

三 オペレーショナル・リスク管理指針（オペレーショナル

・リスクの計測（オペレーショナル・リスク相当額の算出

方法を含む。）及び管理に関する方針並びに手続について

記載した書類をいう。） 

四 先進的計測手法実施計画 

五 その他参考となるべき事項を記載した書類 

３ 前項第四号に掲げる先進的計測手法実施計画には、次に掲

げる事項を記載しなければならない。 

一 先進的計測手法を用いる範囲及び使用を開始する日 

二 先進的計測手法を用いない業務区分又は法人単位（オペ

レーショナル・リスク相当額を算出する範囲に含まれる商

工組合中央金庫及び連結の範囲に含まれる法人等をいう。

以下この章において同じ。） 
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て過去の財務情報を修正する目的で計上する損失 

４ 商工組合中央金庫は、オペレーショナル・リスクの各損失

事象について、発生日、発覚日及び損失額の会計処理日を記

録するものとする。 

５ 商工組合中央金庫は、内部損失データにおいて、会計処理

日を基準とするものとする。 

６ 商工組合中央金庫は、共通の原因によるオペレーショナル

・リスク損失について、複数年にわたって財務諸表に計上す

る損失を含め一件の損失事象とみなし、損失額を合計して記

録するものとする。 

  

（ＢＩの算出に係る除外特例） 

第二百九十七条 商工組合中央金庫は、処分した連結子法人等

又は事業部門について、経済産業大臣、財務大臣及び金融庁

長官の承認を受けた場合には、ＢＩの算出からこれらを除外

することができる。 

（予備計算） 

第二百九十七条 商工組合中央金庫は、先進的計測手法の使用

について第二百九十五条第一項の承認を受けようとする場合

には、先進的計測手法の使用を開始しようとする日の属する

事業年度の前事業年度以降において、先進的計測手法に基づ

いて自己資本比率を予備的に計算し、当該前事業年度の中間

予備計算報告書（事業年度開始の日から当該事業年度の九月

三十日までの管理体制の運用状況及び当該事業年度の九月三

十日の自己資本比率の状況に関する事項を記載した書類をい

う。以下この条において同じ。）及び当該前事業年度の予備

計算報告書（事業年度の管理体制の運用状況及び当該事業年

度の末日の自己資本比率の状況に関する事項を記載した書類

をいう。以下この条において同じ。）を作成しなければなら

ない。ただし、合併、会社分割その他の組織再編成後に商工

組合中央金庫が先進的計測手法の使用について承認を受けよ

うとする場合において、当該組織再編成が先進的計測手法に
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基づく自己資本比率の計算の継続性に重要な影響を及ぼすも

のでなく、かつ、商工組合中央金庫が当該組織再編成前の数

値等に基づく中間予備計算報告書及び予備計算報告書に準ず

る書類を作成することができるときは、この限りでない。 

 ２ 商工組合中央金庫は前項に定める自己資本比率の予備的な

計算を行おうとする場合には、前条第一項及び第二項に掲げ

る書類に準ずる書類を添付して、経済産業大臣、財務大臣及

び金融庁長官に届出を行わなければならない。 

３ 商工組合中央金庫は、前条第一項に定める承認申請書の提

出に先立って、第一項に掲げる中間予備計算報告書及び予備

計算報告書に同条第一項及び第二項に掲げる書類に準ずる書

類を添付して、それぞれ当該報告書の対象である期間の経過

後三月以内に経済産業大臣、財務大臣及び金融庁長官に提出

しなければならない。 

４ 先進的計測手法の使用を開始しようとする日が十月一日以

降である場合における前三項の規定の適用については、第一

項中「当該前事業年度の中間予備計算報告書」とあるのは、

「当該使用を開始しようとする日の属する事業年度の中間予

備計算報告書」とする。 

  

（ＢＩの算出に係る除外特例に係る承認の申請） 

第二百九十八条 前条の承認を受けようとする商工組合中央金

庫は、次に掲げる事項を記載した承認申請書を経済産業大臣

、財務大臣及び金融庁長官に提出するものとする。 

一 第二百九十二条第一項第一号及び第二号に掲げる事項 

二 前条の規定によるＢＩの算出に係る除外の特例を受けよ

うとする連結子法人等又は事業部門の名称及び概要 

（承認の基準） 

第二百九十八条 経済産業大臣、財務大臣及び金融庁長官は、

第二百九十五条第一項の承認をしようとするときは、定性的

基準及び定量的基準（第三項第十号を除く。）に適合し、か

つ、同号及び第五項に掲げる内容に適合する見込みがあるか

どうかを審査しなければならない。 

２ 前項の「定性的基準」とは、次に掲げるものをいう。 
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三 前号の特例の適用開始日 

四 第二号の特例を適用した場合及び適用しなかった場合の

ＢＩの額 

五 第二号の特例を適用した場合及び適用しなかった場合の

オペレーショナル・リスク相当額及び自己資本比率の試算

値 

２ 前項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付するものと

する。 

一 理由書 

二 前項第二号の連結子法人等又は事業部門が処分済みであ

ることを示す書類 

三 前項第二号の連結子法人等又は事業部門に類似した業務

を現在行っておらず、かつ、将来にわたって類似した業務

を行う予定がないことを示す書類 

四 その他参考となるべき事項を記載した書類 

一 第二百九十一条各号に規定する基準（この場合において

、同条第二号中「営業部門」とあるのは「他の部門」と、

同条第四号中「評価し」とあるのは「計測し」と、同条第

五号中「評価する」とあるのは「計測する」とする。） 

二 各業務部門におけるオペレーショナル・リスクの管理の

向上のために、オペレーショナル・リスク損失の額、オペ

レーショナル・リスク相当額その他のオペレーショナル・

リスクに関する情報を適切に活用していること。 

三 オペレーショナル・リスクの計測手法におけるオペレー

ショナル・リスクに関する情報の取扱い方法が明確化され

ており、経済産業大臣、財務大臣及び金融庁長官が必要に

応じて検証することができるように整備されていること。 

四 先進的計測手法実施計画が合理的なものであること。 

３ 第一項の「定量的基準」とは、次に掲げるものをいう。 

一 オペレーショナル・リスクの計測手法において、オペレ

ーショナル・リスクの損失事象が適切に把握されているこ

と。 

 二 リスクの特性、損失事象の種類（別表第二の左欄に掲げ

るものをいう。以下同じ。）、業務区分その他の区分に応

じてオペレーショナル・リスク相当額を算出する場合は、

当該区分に応じて算出されたオペレーショナル・リスク相

当額を合計すること。ただし、当該区分に応じて算出され

た各オペレーショナル・リスク相当額の間の相関関係が適

切に把握されているときは、当該相関関係に基づいてオペ

レーショナル・リスク相当額の調整を行うことができる。 

三 オペレーショナル・リスク相当額の算出において、内部

損失データ（商工組合中央金庫の内部で生じたオペレーシ
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ョナル・リスク損失に関する情報をいう。以下同じ。）、

外部損失データ（商工組合中央金庫の外部から収集したオ

ペレーショナル・リスク損失に関する情報であって、商工

組合中央金庫におけるオペレーショナル・リスクの管理に

資するものをいう。以下同じ。）及びシナリオ分析（重大

なオペレーショナル・リスク損失の額及び発生頻度につい

て、専門的な知識及び経験並びにオペレーショナル・リス

クに関する情報に基づいて推計する手法をいう。以下同じ

。）が適切に用いられていること。また、業務環境及び内

部統制要因（オペレーショナル・リスクに影響を与える要

因であって、商工組合中央金庫の業務の環境及び内部統制

の状況に関するものをいう。以下同じ。）が適切に反映さ

れていること。 

四 オペレーショナル・リスク相当額の算出において、三年

以上の期間にわたり商工組合中央金庫が収集した内部損失

データが用いられていること。 

五 内部損失データの収集について、次に掲げる基準が満た

されていること。 

イ 内部で定める客観的な基準を用いて過去の内部損失デ

ータに含まれるオペレーショナル・リスク損失の額及び

回収額を業務区分ごとに、損失事象の種類に応じて配分

した結果について、経済産業大臣、財務大臣及び金融庁

長官の求めに応じて提出できるよう整備していること。 

ロ 内部損失データには、商工組合中央金庫の全ての業務

における一定の閾値以上のオペレーショナル・リスク損

失のデータが全て含まれていること。 

ハ ロに定める閾値は、百万円以下で商工組合中央金庫が
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定めた値とすること。 

ニ 内部損失データは、各損失事象が発生した日付（発生

した日付が不明な場合は発覚した日付とすることができ

る。）、当該損失事象についてのオペレーショナル・リ

スク損失の額、回収額及び発生要因に関する情報を含む

こと。損失事象の発生要因に関する情報は、オペレーシ

ョナル・リスク損失の額の大きさに応じて詳細なものと

すること。 

ホ 情報システム部門その他の複数の業務区分に関係する

特定の業務を集中的に行う部門におけるオペレーショナ

ル・リスク損失のデータ及び複数の業務区分にまたがる

活動におけるオペレーショナル・リスク損失のデータを

業務区分に分類する基準並びに異なる時点に発生した相

互に関連する複数の損失事象から発生したオペレーショ

ナル・リスク損失のデータを損失事象の種類に応じて分

類する際の基準を作成していること。 

ヘ 信用リスクに該当するとともにオペレーショナル・リ

スクにも該当する損失は、信用リスク・アセットの額の

算出において反映されていること。また、当該損失のう

ち重要なものは、オペレーショナル・リスク・データベ

ース（オペレーショナル・リスク損失に関する情報の集

合物であって、特定のオペレーショナル・リスク損失に

関する情報を検索できるように体系的に構成したものを

いう。）において全て特定されていること。 

ト マーケット・リスクに該当するとともにオペレーショ

ナル・リスクにも該当する損失は、オペレーショナル・

リスク相当額の算出において反映されていること。 
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 六 外部損失データには、オペレーショナル・リスク損失の

額、損失事象が発生した業務の規模に関する情報、発生の

要因及び状況に関する情報並びに当該損失データを参照す

ることの妥当性を判断するために必要なその他の情報が含

まれていること。また、外部損失データをオペレーショナ

ル・リスク相当額の算出のために使用する条件及び方法並

びにそれらを決定するための手続が体系的に規定されてお

り、かつ、当該規定が定期的に検証されていること。 

七 シナリオ分析においては、損失額が大きい損失事象の発

生が合理的に想定されていること。また、その結果につい

ては、実際のオペレーショナル・リスク損失との比較によ

る検証が適切に行われていること。 

八 オペレーショナル・リスクの計測手法に、業務環境及び

内部統制要因を反映するに当たって、以下の基準が満たさ

れていること。 

イ 各要因のオペレーショナル・リスク相当額への影響が

可能な限り定量化されていること。 

ロ 各要因のオペレーショナル・リスク相当額への影響を

定量化する際には、各要因の変化に対するリスク感応度

及び要因ごとの重要性が合理的に考慮されていること。

また、業務活動の複雑化及び業務量の増加による潜在的

なリスクの増大の可能性が適切に勘案されていること。 

 九 内部損失データ及び外部損失データの使用方法並びに業

務環境及び内部統制要因の反映方法の適切性が検証されて

いること。 

十 第二条第三号及び第十四条第三号の算式により得られる

比率が八パーセント以上であること。 
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 ４ 先進的計測手法を採用した場合の商工組合中央金庫は、先

進的計測手法の使用を開始する日から一年を経過した日以後

一年間は、四年以上の期間にわたり、先進的計測手法の使用

を開始する日から二年を経過した日以後は、五年以上の期間

にわたり、商工組合中央金庫が収集した内部損失データに基

づいてオペレーショナル・リスク相当額を算出しなければな

らない。 

５ 先進的計測手法を採用した場合の商工組合中央金庫は、経

済産業大臣、財務大臣及び金融庁長官が別に定める事項を開

示しなければならない。 

  

（ＢＩの算出に係る除外特例に係る承認の基準）  
第二百九十九条 経済産業大臣、財務大臣及び金融庁長官は、

第二百九十七条の承認をしようとするときは、次に掲げる基

準の全てに適合するかどうかを審査するものとする。  
一 第二百九十七条の規定による除外の特例を受けようとす

る連結子法人等又は事業部門が処分済みであること。  
二 前号の連結子法人等又は事業部門に類似した業務を現在

行っておらず、かつ、将来にわたって類似した業務を行う

予定がないこと。 

（変更に係る届出） 

第二百九十九条 先進的計測手法を採用した場合の商工組合中

央金庫は、次の各号のいずれかに該当することとなった場合

は、遅滞なく、その旨及びその内容を経済産業大臣、財務大

臣及び金融庁長官に届け出なければならない。 

一 承認申請書の記載事項に変更がある場合 

二 承認申請書の添付書類の記載事項に重要な変更がある場

合 

三 前条第二項から第五項までに規定する承認の基準を満た

さない事由が生じた場合 

２ 前項第三号に掲げる事由が生じた場合、先進的計測手法を

採用した場合の商工組合中央金庫は、当該事由に関する改善

計画を記載した書面又は当該事由が商工組合中央金庫のオペ

レーショナル・リスクの管理の観点から重要でない旨の説明

を記載した書面を速やかに経済産業大臣、財務大臣及び金融

庁長官に提出しなければならない。 
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（ＩＬＭの算出に係る除外特例） 

第三百条 商工組合中央金庫は、内部損失データのうち、現在

のリスク特性には無関係なオペレーショナル・リスク損失に

ついて、経済産業大臣、財務大臣及び金融庁長官の承認を受

けた場合には、ＩＬＭの算出から除外することができる。 

（承認の取消し） 

第三百条 経済産業大臣、財務大臣及び金融庁長官は、前条第

一項第三号に規定する場合であって、先進的計測手法を用い

てオペレーショナル・リスク相当額を算出することが不適当

と判断したときは、第二百九十五条第一項の承認を取り消す

ことができる。 

  

（ＩＬＭの算出に係る除外特例に係る承認の申請） 

第三百一条 前条の承認を受けようとする商工組合中央金庫は

、次に掲げる事項を記載した承認申請書を経済産業大臣、財

務大臣及び金融庁長官に提出するものとする。 

一 第二百九十二条第一項第一号及び第二号に掲げる事項 

二 前条の規定によるＩＬＭの算出に係る除外の特例の適用

開始日 

三 前号の特例を適用した場合及び適用しなかった場合のＩ

ＬＭの値 

四 第二号の特例を適用した場合及び適用しなかった場合の

オペレーショナル・リスク相当額及び自己資本比率の試算

値 

２ 前項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付するものと

する。 

一 理由書 

二 特殊損失が現在行っている業務と関連していないことを

示す書類 

三 特殊損失を発生させた業務に類似した業務を現在行って

おらず、かつ、再発するおそれがないことを示す書類 

（先進的計測手法の適用範囲の原則） 

第三百一条 先進的計測手法を採用した場合の商工組合中央金

庫は、すべての業務区分及び法人単位について、先進的計測

手法を用いなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、先進的計測手法を採用した場合

の商工組合中央金庫は、先進的計測手法の使用を開始した後

の一定の期間について、業務区分ごと又は法人単位ごとに基

礎的手法又は粗利益配分手法を用いる旨を先進的計測手法実

施計画において定めている場合は、その定めに従って先進的

計測手法を用いることができる。ただし、先進的計測手法を

採用した場合の商工組合中央金庫は、先進的計測手法の使用

を開始する時点において、オペレーショナル・リスク相当額

の相当部分を先進的計測手法で算出していなければならない

。 
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四 特殊損失の額が対象計測期間に生じた全てのオペレーシ

ョナル・リスク損失の年間平均額の五パーセントを超える

ことを示す書類 

五 特殊損失が少なくとも三年間、内部損失データベースに

記録されていることを示す書類 

六 その他参考となるべき事項を記載した書類 

  

（ＩＬＭの算出に係る除外特例に係る承認の基準）   
第三百二条 経済産業大臣、財務大臣及び金融庁長官は、第三

百条の承認をしようとするときは、次に掲げる基準の全てに

適合するかどうかを審査するものとする。  
一 特殊損失が現在行っている業務と関連していないこと。  
二 特殊損失を発生させた業務に類似した業務を現在行って

おらず、かつ、再発するおそれがないこと。  
三 特殊損失の額が対象計測期間に生じた全てのオペレーシ

ョナル・リスク損失の年間平均額の五パーセントを超える

こと。  
四 特殊損失が少なくとも三年間、内部損失データベースに

記録されていること。 

（部分適用の特例） 

第三百二条 前条第一項の規定にかかわらず、先進的計測手法

を採用した場合の商工組合中央金庫は、先進的計測手法実施

計画に記載がある場合には、次に掲げる基準に適合するとき

に限り、業務区分又は法人単位の一部について先進的計測手

法を用い、その他の業務区分又は法人単位については基礎的

手法又は粗利益配分手法（業務区分の一部について先進的計

測手法を用いない場合には、粗利益配分手法に限る。）を用

いることができる。 

一 すべての業務区分及び法人単位について、先進的計測手

法、基礎的手法又は粗利益配分手法のいずれかの手法によ

りオペレーショナル・リスク相当額が算出されていること

。 

二 先進的計測手法の対象となるすべての業務区分又は法人

単位について、先進的計測手法を使用するための定性的基

準を満たしており、粗利益配分手法を用いてオペレーショ

ナル・リスク相当額を算出する業務区分又は法人単位が、

第二百九十一条に掲げる基準を満たしていること。 

三 先進的計測手法を採用した場合の商工組合中央金庫が法

人単位ごとに異なる手法を用いるときは、すべての重要な
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法人単位（異なる手法を適用することにより、算出される

オペレーショナル・リスク相当額が当該法人単位のオペレ

ーショナル・リスクを適切に反映しなくなるおそれがある

と考えられる法人単位及び当該法人単位の粗利益が商工組

合中央金庫の連結財務諸表に基づく粗利益の二パーセント

以上を占める法人単位をいう。）について先進的計測手法

を用いること。 

四 先進的計測手法を採用した場合の商工組合中央金庫が業

務区分ごとに異なる手法を用いる場合には、重要な業務区

分（年間合計値に占める業務区分配分値の割合が、三年連

続して商工組合中央金庫の連結財務諸表に基づく粗利益の

二パーセント以上を占める業務区分又は過去三年以内に重

大なオペレーショナル・リスク損失が発生した業務区分を

いう。）については先進的計測手法を使用し、かつ、業務

区分ごとに適切な管理体制を構築していること。 

五 先進的計測手法を使用しない業務区分又は法人単位の粗

利益の合計が先進的計測手法を採用した場合の商工組合中

央金庫の連結財務諸表に基づく粗利益の十パーセントを超

えないこと。 

 ２ 前項第四号において、「過去三年」とあるのは、先進的計

測手法の使用を開始する日から一年を経過した日以後一年間

は、「過去四年」と、先進的計測手法の使用を開始する日か

ら二年を経過した日以後は、「過去五年」とする。 

 ３ 第一項の場合において、先進的計測手法を採用した場合の

商工組合中央金庫が、前条第二項の規定により先進的計測手

法を用いてオペレーショナル・リスク相当額を算出する業務

区分又は法人単位を段階的に拡大しようとするときは、段階
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的な拡大の期間の終了の時点において、すべての重要な業務

区分又は法人単位について先進的計測手法を用いていること

を要するものとする。 

  

（除外特例の承認の取消し） （リスク削減） 

第三百三条 経済産業大臣、財務大臣及び金融庁長官は、第二

百九十七条又は第三百条の承認を受けた商工組合中央金庫

が、当該承認を受けた連結子法人等若しくは事業部門又は特

殊損失を継続して除外させることが不適当と認めた場合に

は、当該承認を取り消すことができる。 

第三百三条 先進的計測手法を採用した場合の商工組合中央金

庫は、次に掲げる要件を満たす場合には、オペレーショナル

・リスク相当額の二十パーセントを限度として、オペレーシ

ョナル・リスクに対する保険契約に基づく保険金支払限度額

の範囲において、オペレーショナル・リスク相当額の削減を

行うことができる。 

一 先進的計測手法を採用した場合の商工組合中央金庫が契

約する保険会社又は外国保険業者が、適格格付機関から４

－２以上の信用リスク区分に対応する格付を付与されてい

ること。 

二 契約当初の保険契約期間が一年未満でないこと。契約の

残存期間が一年未満の契約については、当該残存期間の減

少に応じてオペレーショナル・リスク相当額の削減効果が

小さくなるように適切な調整を行うこと。ただし、当該残

存期間が九十日以内の場合には、保険によるオペレーショ

ナル・リスク相当額の削減は認められない。 

三 保険会社又は外国保険業者からの通知により保険契約の

解約が可能な場合には、九十日以上の事前通知期間が設け

られていること。 

 四 保険契約において、先進的計測手法を採用した場合の商

工組合中央金庫が行政処分を受けた場合又は破綻した場合

について保険の対象から除外される規定又は保険が制限さ
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れる規定が設けられていないこと。 

五 オペレーショナル・リスク相当額の削減額の算出に当た

っては、保険契約に定める補償の範囲とオペレーショナル

・リスク損失の額及び発生頻度との関係が明確であること

。 

六 保険が、先進的計測手法を採用した場合の商工組合中央

金庫の子法人等及び関連法人等以外の者その他の実質的な

第三者（子法人等、関連法人等その他の商工組合中央金庫

が支配を行い、又は影響を与えうる者以外の者をいう。）

である保険会社又は外国保険業者より提供されていること

。ただし、実質的な第三者ではない者により保険が提供さ

れている場合であって、第一号の要件を満たす実質的な第

三者である保険会社又は外国保険業者にオペレーショナル

・リスクがさらに移転されているときは、この限りでない

。 

七 当該保険によるオペレーショナル・リスク相当額の削減

に関する合理的な方法及び手続を記載した書類が作成され

、それらが遵守されるための手段が講じられていること。 

八 オペレーショナル・リスク相当額の削減額の算出に当た

っては、保険契約の解約及び非更新の条件、契約の残存期

間、保険金支払の不確実性並びに保険契約の補償範囲とオ

ペレーショナル・リスクの損失事象との関係が適切に考慮

されていること。 

九 第七号に規定する書類が開示されていること。 
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別表第一（第二百八十八条第二項関係）  

ＢＩＣの各構成要素の用語の意義 

Ｂ Ｉ Ｃ の 構 成 要

素 

損 益 計 算 書 又 は

貸 借 対 照 表 に お

ける項目 

一般的な内容 一般的な小分類 

ＩＬＤＣ 資金運用収益 受 取 配 当 金 を 除

く 全 て の 金 融 資

産 に 係 る 資 金 運

用 収 益 （ リ ー ス

に 係 る 収 益 を 含

む。） 

・ 貸 出 金 、 有 価

証 券 、 預 け 金

及 び リ ー ス に

係る受取利息 

・ ヘ ッ ジ 会 計 適

用 デ リ バ テ ィ

ブ に 係 る 受 取

利息 

・ そ の 他 の 資 金

運用収益 

資金調達費用 全 て の 金 融 負 債

に 係 る 資 金 調 達

費 用 及 び そ の 他

の 資 金 調 達 費 用

（ リ ー ス に 係 る

支 払 費 用 を 含

む。） 

・ 預 金 、 借 用

金 、 証 券 債 務

及 び リ ー ス に

係る支払利息 

・ ヘ ッ ジ 会 計 適

用 デ リ バ テ ィ

ブ に 係 る 支 払

利息 

・ そ の 他 の 資 金

調達費用 

金利収益資産 

（ 貸 借 対 照 表 項

目） 

・各事業年度末時点で測定された

貸出金、利付証券（政府債を含

む。）及びリース投資資産 

受取配当金 ・連結対象外の会社の株式及びフ

ァンドに対する投資に係る受取

配当金（非連結の子会社、関連

会社及びジョイントベンチャー

からの受取配当金を含む。） 

ＳＣ 役務取引等収益 助 言 ・ サ ー ビ ス

提 供 に 係 る 役 務

取 引 等 収 益 （ 金

融 サ ー ビ ス の 受

・ 有 価 証 券 関 連

役 務 （ 発 行 、

組 成 、 受 入

れ 、 移 管 及 び

（別表第一） 

掛目 業務区分 備     考 

12％ リテール・バンキング 
リ テ ー ル （ 中 小 企 業 等 及 び 個

人）向け預貸関連業務等 

15％ 
コマーシャル・バンキン

グ 

リテール向け以外の預貸関連業

務等 

18％ 決済業務 決済に係る業務 

12％ 
リテール・ブローカレッ

ジ 

主として小口の顧客を対象とす

る証券関連業務 

18％ 
トレーディング及びセー

ルス 

特定取引に係る業務及び主とし

て 大 口 の 顧 客 を 対 象 と す る 証

券、為替、金利関連業務等 

18％ 
コーポレート・ファイナ

ンス 

企業の合併・買収の仲介、有価

証券の引受・売出・募集の取扱

い等、その他顧客の資金調達関

連業務等（リテール・バンキン

グ及びコマーシャル・バンキン

グに該当するものを除く。） 

15％ 代理業務 顧客の代理として行う業務 

12％ 資産運用 
顧客のために資産の運用を行う

業務 

(注) 粗利益配分手法においては、以下の要領に従うものとする。 

１．商工組合中央金庫のすべての業務から発生する粗利益のすべて

が、相互に重複することなくこの表に掲げる業務区分に配分されな

ければならない（４．に規定する場合を除く。）。 

２．この表に掲げる業務区分を適用する場合において、信用リスク・

アセットの額及びマーケット・リスク相当額を算出する際に用いる

基準に類似の区分があるときは、原則として、両者の区分は整合的

でなくてはならない。この原則に従わない場合には、文書により明

確な理由が示されていなければならない。 

３．この表に掲げる業務区分に含まれている業務に付随する業務（以

下「付随業務」という。）の粗利益については、当該業務区分に配

分されなければならない。付随業務が複数の業務区分に含まれる業

務に付随している場合は、商工組合中央金庫が自ら定める客観的な

基準を用いて粗利益が配分されなければならない。 

４．ある業務の粗利益を特定の業務区分に配分することができない場
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託 者 と し て 受 け

取 っ た 利 息 を 含

む。） 

顧 客 の た め の

取 引 執 行 ） に

係る収益 

・ 清 算 及 び 決

済 、 資 産 運

用 、 カ ス ト デ

ィ 、 信 託 取

引 、 支 払 業

務 、 ス ト ラ ク

チ ャ ー ド フ ァ

イ ナ ン ス 、 証

券 化 に 係 る サ

ー ビ シ ン グ 、

ロ ー ン コ ミ ッ

ト メ ン ト 又 は

保 証 の 供 与 並

び に 外 国 為 替

取 引 等 の 役 務

に係る収益 

役務取引等費用 助 言 ・ サ ー ビ ス

の 受 け 入 れ に 係

る 役 務 取 引 等 費

用 （ 金 融 サ ー ビ

ス の 提 供 を 受 け

た こ と に 対 す る

委 託 手 数 料 を 含

む 。 た だ し 、 非

金 融 サ ー ビ ス に

支 払 っ た 手 数 料

を除く。） 

・ 清 算 及 び 決

済 、 カ ス ト デ

ィ 、 証 券 化 に

係 る サ ー ビ シ

ン グ 、 ロ ー ン

コ ミ ッ ト メ ン

ト 又 は 保 証 の

取 得 並 び に 外

国 為 替 取 引 等

の 役 務 に 係 る

費用 

その他業務収益 他 の Ｂ Ｉ 構 成 要

素 に 含 ま れ な い

商 工 組 合 中 央 金

庫 業 務 に 係 る 収

益 （ リ ー ス に 係

る収益を除く。） 

・ オ ペ レ ー シ ョ

ナ ル ・ リ ス ク

損 失 を 塡 補 す

る た め の 準 備

金の取崩額 

・ 投 資 不 動 産 に

係る賃貸料 

・ 非 継 続 事 業 に

該 当 し な い 売

却 目 的 に 分 類

合には、十八パーセントの掛目を乗じるものとする。 

５．複数の業務区分に粗利益を配分するに当たって、商工組合中央金

庫は財務会計又は管理会計に基づく適切な基準を用いなければなら

ない。ただし、配分した粗利益の額の合計が、基礎的手法を使用す

る場合に用いられる粗利益の額と等しくなければならない。 

６．粗利益の配分の手順は、取締役会等の承認に基づき執行役員が責

任を持つものでなければならない。 

７．粗利益の配分の手順は、内部監査を行う部門による検証を受けな

ければならない。 

 

- 625 -



 

2
6
 

さ れ た 非 流 動

資 産 及 び 売 却

グ ル ー プ か ら

の 収 益 （ 国 際

財 務 報 告 基 準

（ Ｉ Ｆ Ｒ Ｓ ）

第 ５ 号 第 37項

） 

その他業務費用 他 の Ｂ Ｉ 構 成 要

素 に 含 ま れ な い

商 工 組 合 中 央 金

庫 業 務 に 係 る 費

用 及 び オ ペ レ ー

シ ョ ナ ル ・ リ ス

ク 事 象 に 係 る 損

失 （ リ ー ス に 係

る 費 用 ・ 損 失 を

除く。） 

・ オ ペ レ ー シ ョ

ナ ル ・ リ ス ク

損 失 を 塡 補 す

る た め の 準 備

金の繰入額 

・ 未 引 当 又 は 準

備 金 が 積 み 立

て ら れ て い な

い オ ペ レ ー シ

ョ ナ ル ・ リ ス

ク 事 象 に 係 る

損 失 （ 罰 金 、

ペ ナ ル テ ィ 、

和 解 及 び 損 害

を 受 け た 資 産

の 再 調 達 費 用

等） 

・ 非 継 続 事 業 に

該 当 し な い 売

却 目 的 に 分 類

さ れ た 非 流 動

資 産 及 び 売 却

グ ル ー プ か ら

の 損 失 （ 国 際

財 務 報 告 基 準

（ Ｉ Ｆ Ｒ Ｓ ）

第 ５ 号 第 37項

） 

ＦＣ 特 定 取 引 勘 定 の

ネット損益 

・ ト レ ー デ ィ ン グ 資 産 及 び 負 債

（証券業務あるいは特定取引の

ヘッジ目的として取引する有価

証券、デリバティブ及び特定取
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2
7
 

引として取引するデリバティブ

及び金融資産）に係るネット損

益 

特 定 取 引 勘 定 以

外のネット損益 

・公正価値で測定され、損益認識

する金融資産及び負債に係るネ

ット損益 

・公正価値で測定されない金融資

産及び負債に係る実現損益（貸

出金、国債等有価証券及び償却

原価で測定される金融負債） 

・ヘッジ会計・為替差額に係るネ

ット損益 

（注１） 

以下の損益項目については、いずれもＢＩＣの構成要素に関連しな

いものである。 

１．保険業務又は再保険業務に係る損益 

２．加入した保険契約又は再保険契約において支払った保険料及び返

戻金・受取保険金 

３．管理費（従業員関連費用、非金融サービスに支払った委託手数料

（ロジスティック、ＩＴ及び人事を含む。）及びその他管理費（水道

光熱費、電話代、出張費、事務用品費及び郵送料を含む。）） 

４．回収管理費（顧客のための回収（顧客から徴求した税）を含む。） 

５．固定資産に係る費用（オペレーショナル・リスク損失に起因して

生じた場合を除く。） 

６．有形資産及び無形資産の減価償却費（ＩＬＤＣに係る費用に該当

するリース投資資産に関連するものを除く。） 

７．引当金繰入額及び戻入額（ＳＣに係る収益・費用に該当するオペ

レーショナル・リスクに関連するものを除く。） 

８．適時に償還が可能な株式に関する費用 

９．減損額及び減損の戻入額 

10．損益として認識したのれんの変動 

11．法人所得税（法人税等調整額及び繰延税金を含む課税所得に基づ

く税） 

（注２） 

上記項目に関しては、上記項目を含有する項目又は保守的な値とな

る場合には、簡便的な項目を用いることができる。 

別表第二（第二百九十三条第一号ハ関係） 

［表略］ 

（別表第二） 

［同左］ 
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附 則 附 則  
  

 （移行期間中における経過措置） 

第三条 削除 第三条 居住用不動産向けエクスポージャーの信用リスク・ア

セットの額を算出する場合における第百九十九条第一項の

規定の適用については、当分の間、同項中「長期平均デフォ

ルト時損失率」とあるのは、「長期平均デフォルト時損失率

又は十パーセントのいずれか高い値」とする。 

 ２ 基礎的内部格付手法について、第百九十六条第四項中「五

年以上の観測期間」とあるのは、平成二十一年三月三十一日

前は「三年以上の観測期間」と、平成二十一年三月三十一日

以後一年間は、「四年以上の観測期間」とする。  
 ３ 第百九十七条第二項、第二百一条及び第二百十条中「五年

以上の観測期間」とあるのは、平成二十一年三月三十一日前

は「三年以上の観測期間」と、平成二十一年三月三十一日以

後一年間は「四年以上の観測期間」とする。 

 ４ 平成二十二年三月三十一日前において商工組合中央金庫

が内部格付手法を採用しようとする場合に関する第百二十

四条の規定の適用については、同条第一号及び第二号中「当

該承認に先立って三年以上にわたり」とあるのは、「法附則

第三条第一項に規定する転換前の法人が平成十九年三月三

十一日以後」とする。 

  

 （抵当権付住宅ローンに関する経過措置） 

第七条 削除 第七条 標準的手法を採用した場合の商工組合中央金庫が、転
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換前の法人が平成十九年三月三十一日において保有する既

存の住宅ローンについて第四十六条の規定を適用する場合

にあっては、同条第二号中「抵当権により完全に保全されて

いること」とあるのは、「住宅ローンの実行時において抵当

権により完全に保全されていること」とすることができる。 

備 考 表 中 の ［ ］ の 記 載 及 び 対 象 規 定 の 二 重 傍 線 を 付 し た 標 記 部 分 を 除 く 全 体 に 付 し た 傍 線 は 注 記 で あ る 。  
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附 

則 
（
適
用
時
期
） 

第
一
条 
こ
の
告
示
は
、
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
適
用
す
る
。
た
だ
し
、
次
条
第
二
項
並
び
に
附
則
第
十
条
か
ら
第
十

六
条
ま
で
及
び
第
十
八
条
か
ら
第
二
十
条
ま
で
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
適
用
す
る
。 

（
自
己
資
本
比
率
の
算
出
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

第
二
条 

こ
の
告
示
の
適
用
の
日
（
以
下
「
適
用
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
に
お
け
る

自
己
資
本
比
率
（
連
結
自
己
資
本
比
率
（
こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
後
の
株
式
会
社
商
工
組
合
中
央
金
庫
法
第
二
十
三
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
、
株
式
会
社
商
工
組
合
中
央
金
庫
が
そ
の
経
営
の
健
全
性
を
判
断
す
る
た
め
の
基
準
（
以
下
「
新
告
示

」
と
い
う
。
）
第
二
条
に
規
定
す
る
連
結
自
己
資
本
比
率
を
い
う
。
）
及
び
単
体
自
己
資
本
比
率
（
新
告
示
第
十
四
条
に
規

定
す
る
単
体
自
己
資
本
比
率
を
い
う
。
）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
算
出
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

２ 

株
式
会
社
商
工
組
合
中
央
金
庫
（
以
下
「
商
工
組
合
中
央
金
庫
」
と
い
う
。
）
は
、
前
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
な
い
旨

及
び
新
告
示
の
規
定
に
よ
り
自
己
資
本
比
率
の
算
出
を
行
う
最
初
の
日
（
以
下
「
基
準
日
」
と
い
う
。
）
を
あ
ら
か
じ
め
経

済
産
業
大
臣
、
財
務
大
臣
及
び
金
融
庁
長
官
に
届
け
出
る
こ
と
が
で
き
る
。 
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３ 

第
一
項
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
商
工
組
合
中
央
金
庫
に
つ
い
て
は
、
そ
の
届
け
出
た
基
準
日
以
後

は
、
適
用
し
な
い
。 

（
Ｔ
Ｌ
Ａ
Ｃ
規
制
対
象
会
社
の
同
順
位
商
品
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

第
三
条 

商
工
組
合
中
央
金
庫
は
、
Ｔ
Ｌ
Ａ
Ｃ
規
制
対
象
会
社
（
新
告
示
第
一
条
第
七
十
八
号
に
規
定
す
る
Ｔ
Ｌ
Ａ
Ｃ
規
制
対

象
会
社
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
そ
の
他
外
部
Ｔ
Ｌ
Ａ
Ｃ
調
達
手
段
（
新
告
示
第
一
条
第
七
十
九
号
に

規
定
す
る
そ
の
他
外
部
Ｔ
Ｌ
Ａ
Ｃ
調
達
手
段
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
法
的
又
は
経
済
的
に
同
順
位
で

あ
る
商
品
（
そ
の
他
外
部
Ｔ
Ｌ
Ａ
Ｃ
調
達
手
段
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
次
項
に
お
い
て
「
国
内
Ｔ
Ｌ
Ａ
Ｃ
規
制
対
象
会

社
の
同
順
位
商
品
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
、
そ
の
Ｔ
Ｌ
Ａ
Ｃ
規
制
対
象
会
社
に
係
る
総
損
失
吸
収
力
及
び
資
本
再
構
築
力
に

係
る
最
低
基
準
の
適
用
の
日
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
Ｔ
Ｌ
Ａ
Ｃ
規
制
適
用
日
」
と
い
う
。
）
ま
で
に
発
行
さ
れ
た
も
の

で
あ
っ
て
、
当
該
Ｔ
Ｌ
Ａ
Ｃ
規
制
適
用
日
に
お
い
て
保
有
し
、
か
つ
、
そ
の
保
有
を
継
続
し
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
当

該
Ｔ
Ｌ
Ａ
Ｃ
規
制
適
用
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
は
、
新
告
示
第
七
条
第
二
項
第
五
号
又
は
第
十
九

条
第
二
項
第
五
号
に
掲
げ
る
少
数
出
資
金
融
機
関
等
の
そ
の
他
外
部
Ｔ
Ｌ
Ａ
Ｃ
関
連
調
達
手
段
の
額
に
算
入
し
な
い
こ
と
が

で
き
る
。 
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２ 

標
準
的
手
法
（
新
告
示
第
一
条
第
七
号
に
規
定
す
る
標
準
的
手
法
を
い
う
。
附
則
第
八
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
採
用
し

た
場
合
の
商
工
組
合
中
央
金
庫
は
、
国
内
Ｔ
Ｌ
Ａ
Ｃ
規
制
対
象
会
社
の
同
順
位
商
品
の
う
ち
、
そ
の
Ｔ
Ｌ
Ａ
Ｃ
規
制
対
象
会

社
（
適
用
日
以
後
に
Ｔ
Ｌ
Ａ
Ｃ
規
制
対
象
会
社
と
な
っ
た
も
の
を
除
く
。
）
に
係
る
Ｔ
Ｌ
Ａ
Ｃ
規
制
適
用
日
ま
で
に
発
行
さ

れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
当
該
Ｔ
Ｌ
Ａ
Ｃ
規
制
適
用
日
に
お
い
て
保
有
し
、
か
つ
、
そ
の
保
有
を
継
続
し
て
い
る
も
の
に
つ
い

て
は
、
当
該
Ｔ
Ｌ
Ａ
Ｃ
規
制
適
用
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
は
、
新
告
示
第
五
十
三
条
の
三
の
二
の

規
定
を
適
用
せ
ず
、
こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
前
の
株
式
会
社
商
工
組
合
中
央
金
庫
法
第
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き

、
株
式
会
社
商
工
組
合
中
央
金
庫
が
そ
の
経
営
の
健
全
性
を
判
断
す
る
た
め
の
基
準
（
以
下
「
旧
告
示
」
と
い
う
。
）
第
四

十
条
第
一
項
又
は
第
四
十
一
条
の
規
定
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
資
本
フ
ロ
ア
の
算
出
方
法
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

第
四
条 

適
用
日
前
に
旧
告
示
第
百
二
十
一
条
の
承
認
を
受
け
て
い
た
商
工
組
合
中
央
金
庫
に
係
る
基
準
日
か
ら
起
算
し
て
五

年
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
新
告
示
第
十
三
条
第
一
項
及
び
第
二
十
四
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

こ
れ
ら
の
規
定
中
「
七
十
二
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
」
と
あ
る
の
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
期
間
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定

め
る
も
の
と
す
る
。 
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一 

基
準
日
以
後
一
年
間 

五
十
パ
ー
セ
ン
ト 

 
二 
基
準
日
か
ら
一
年
を
経
過
し
た
日
以
後
一
年
間 

五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト 

三 

基
準
日
か
ら
二
年
を
経
過
し
た
日
以
後
一
年
間 

六
十
パ
ー
セ
ン
ト 

四 

基
準
日
か
ら
三
年
を
経
過
し
た
日
以
後
一
年
間 

六
十
五
パ
ー
セ
ン
ト 

五 

基
準
日
か
ら
四
年
を
経
過
し
た
日
以
後
一
年
間 

七
十
パ
ー
セ
ン
ト 

（
暗
黙
の
政
府
支
援
を
勘
案
し
て
い
な
い
格
付
の
使
用
に
係
る
経
過
措
置
） 

第
五
条 

新
告
示
第
四
十
条
第
三
項
の
規
定
は
、
適
用
日
か
ら
起
算
し
て
六
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
は
、
適
用
し
な
い
。 

（
不
動
産
関
連
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
Ｌ
Ｔ
Ｖ
比
率
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

第
六
条 

商
工
組
合
中
央
金
庫
は
、
適
用
日
に
お
い
て
保
有
す
る
新
告
示
第
四
十
五
条
か
ら
第
四
十
七
条
の
二
ま
で
に
規
定
す

る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
の
判
定
に
用
い
る
Ｌ
Ｔ
Ｖ
比
率
（
新
告
示
第
四
十
五
条
第
四
項
に
規
定
す
る

Ｌ
Ｔ
Ｖ
比
率
を
い
う
。
）
の
計
算
に
つ
い
て
、
信
用
供
与
の
実
行
時
点
に
お
け
る
担
保
に
付
さ
れ
た
物
件
の
価
値
を
算
出
で

き
な
い
場
合
に
は
、
適
用
日
前
の
直
近
の
当
該
物
件
の
価
値
の
評
価
額
を
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
劣
後
債
権
そ
の
他
資
本
性
証
券
の
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
関
す
る
経
過
措
置
） 
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第
七
条 

基
準
日
か
ら
起
算
し
て
二
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
新
告
示
第
四
十
七
条
の
五
の
規
定
の
適
用
に
つ
い

て
は
、
同
条
中
「
百
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
」
と
あ
る
の
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
期
間
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
も

の
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
自
己
資
本
比
率
の
算
出
を
行
う
日
に
お
い
て
新
告
示
第
三
十
三
条
か
ら
第
四
十
三
条

ま
で
の
規
定
を
適
用
し
た
場
合
に
お
い
て
百
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
の
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
が
適
用
さ
れ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り

で
な
い
。 

 

一 

基
準
日
以
後
一
年
間 
百
パ
ー
セ
ン
ト 

 

二 

基
準
日
か
ら
一
年
を
経
過
し
た
日
以
後
一
年
間 

百
二
十
五
パ
ー
セ
ン
ト 

（
株
式
及
び
株
式
と
同
等
の
性
質
を
有
す
る
も
の
に
対
す
る
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

第
八
条 

標
準
的
手
法
を
採
用
し
た
場
合
の
商
工
組
合
中
央
金
庫
は
、
株
式
及
び
株
式
と
同
等
の
性
質
を
有
す
る
も
の
（
新
告

示
第
五
十
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
株
式
と
同
等
の
性
質
を
有
す
る
も
の
を
い
う
。
第
四
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
対
す
る

エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
の
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
に
つ
い
て
は
、
基
準
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
は
、
同

条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
投
資
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
が
で
き
る

。 
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一 

新
告
示
第
五
十
三
条
第
三
項
に
規
定
す
る
投
機
的
な
非
上
場
株
式
に
対
す
る
投
資 

次
の
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
期

間
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
定
め
る
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト 

 

イ 
基
準
日
以
後
一
年
間 

百
パ
ー
セ
ン
ト 

 

ロ 

基
準
日
か
ら
一
年
を
経
過
し
た
日
以
後
一
年
間 

百
六
十
パ
ー
セ
ン
ト 

 

ハ 

基
準
日
か
ら
二
年
を
経
過
し
た
日
以
後
一
年
間 

二
百
二
十
パ
ー
セ
ン
ト 

 

ニ 

基
準
日
か
ら
三
年
を
経
過
し
た
日
以
後
一
年
間 

二
百
八
十
パ
ー
セ
ン
ト 

 

ホ 

基
準
日
か
ら
四
年
を
経
過
し
た
日
以
後
一
年
間 

三
百
四
十
パ
ー
セ
ン
ト 

二 

前
号
に
掲
げ
る
投
資
以
外
の
投
資 
次
の
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
期
間
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
定

め
る
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト 

 

イ 

基
準
日
以
後
一
年
間 

百
パ
ー
セ
ン
ト 

 

ロ 

基
準
日
か
ら
一
年
を
経
過
し
た
日
以
後
一
年
間 
百
三
十
パ
ー
セ
ン
ト 

 

ハ 

基
準
日
か
ら
二
年
を
経
過
し
た
日
以
後
一
年
間 

百
六
十
パ
ー
セ
ン
ト 

 

ニ 

基
準
日
か
ら
三
年
を
経
過
し
た
日
以
後
一
年
間 

百
九
十
パ
ー
セ
ン
ト 
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ホ 

基
準
日
か
ら
四
年
を
経
過
し
た
日
以
後
一
年
間 

二
百
二
十
パ
ー
セ
ン
ト 

２ 
内
部
格
付
手
法
（
新
告
示
第
一
条
第
十
号
に
規
定
す
る
内
部
格
付
手
法
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
採
用
し
た
場
合
の
商

工
組
合
中
央
金
庫
は
、
株
式
等
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
（
新
告
示
第
一
条
第
八
号
に
規
定
す
る
株
式
等
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
を

い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
の
算
出
に
つ
い
て
、
基
準
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を
経

過
す
る
日
ま
で
の
間
は
、
新
告
示
第
百
四
十
八
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
投
資
に
つ
い
て
、
当
該
各

号
に
定
め
る
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
と
旧
告
示
第
百
四
十
八
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
方
式
に
よ
り
算
出
さ
れ
る
リ
ス
ク
・
ウ

ェ
イ
ト
の
う
ち
い
ず
れ
か
大
き
い
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
を
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
の
規
定
に

よ
り
算
出
さ
れ
る
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
を
用
い
る
場
合
に
は
、
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
及
び
期
待
損
失
額
の
算
出
並

び
に
適
格
引
当
金
（
新
告
示
第
一
条
第
五
号
に
規
定
す
る
適
格
引
当
金
を
い
う
。
）
の
取
扱
い
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る

も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
旧
告
示
第
百
四
十
八
条
第
五
項
、
第
六
項
及
び
第
八
項
の
規
定
は
適
用
し
な
い
も
の
と
し
、
旧
告

示
第
百
三
十
三
条
第
一
号
に
規
定
す
る
信
用
リ
ス
ク
・
ア
セ
ッ
ト
の
額
の
合
計
額
に
一
・
〇
六
を
乗
ず
る
調
整
は
要
し
な
い

。 

３ 

前
項
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
内
部
格
付
手
法
を
採
用
し
た
場
合
の
商
工
組
合
中
央
金
庫
は
、
全
て
の
株
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式
等
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
に
同
項
の
規
定
を
適
用
す
る
も
の
と
す
る
。 

 
４ 
第
一
項
の
規
定
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
お
け
る
株
式
及
び
株
式
と
同
等
の
性
質
を
有
す
る
も
の
に
対
す
る
エ
ク
ス
ポ
ー

ジ
ャ
ー
の
リ
ス
ク
・
ウ
ェ
イ
ト
の
判
定
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
中
「
標
準
的
手
法
」
と
あ
る
の

は
、
「
内
部
格
付
手
法
」
と
読
み
替
え
る
も
の
す
る
。 

一 

内
部
格
付
手
法
を
採
用
し
た
場
合
の
商
工
組
合
中
央
金
庫
が
、
新
告
示
第
十
三
条
第
三
項
又
は
第
二
十
四
条
第
三
項
に

規
定
す
る
標
準
的
な
手
法
に
よ
り
算
出
し
た
所
要
自
己
資
本
の
額
を
算
出
す
る
場
合 

二 

内
部
格
付
手
法
を
採
用
し
た
場
合
の
商
工
組
合
中
央
金
庫
が
、
標
準
的
手
法
を
適
用
す
る
部
分
に
つ
き
、
信
用
リ
ス
ク

・
ア
セ
ッ
ト
の
額
の
合
計
額
を
算
出
す
る
場
合 

（
レ
ポ
形
式
の
取
引
及
び
信
用
取
引
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
海
外
の
取
引
に
お
け
る
ボ
ラ
テ
ィ
リ
テ
ィ
調
整
率
の
下
限
に
関

す
る
経
過
措
置
） 

第
九
条 

新
告
示
第
四
章
第
六
節
第
三
款
第
七
目
の
規
定
は
、
当
分
の
間
、
適
用
し
な
い
。 

（
内
部
格
付
手
法
の
適
用
日
前
の
予
備
計
算
及
び
承
認
） 

第
十
条 

商
工
組
合
中
央
金
庫
が
基
礎
的
内
部
格
付
手
法
を
採
用
し
よ
う
と
す
る
場
合
は
、
適
用
日
前
に
お
い
て
も
、
新
告
示
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第
百
二
十
三
条
の
規
定
の
例
に
よ
り
、
自
己
資
本
比
率
の
予
備
的
な
計
算
の
届
出
を
し
、
自
己
資
本
比
率
を
予
備
的
に
計
算

し
、
中
間
予
備
計
算
報
告
書
（
同
条
に
規
定
す
る
中
間
予
備
計
算
報
告
書
を
い
う
。
）
及
び
予
備
計
算
報
告
書
（
同
条
に
規

定
す
る
予
備
計
算
報
告
書
を
い
う
。
）
の
作
成
並
び
に
経
済
産
業
大
臣
、
財
務
大
臣
及
び
金
融
庁
長
官
へ
の
提
出
を
行
い
、

新
告
示
第
百
二
十
二
条
の
規
定
の
例
に
よ
り
そ
の
内
部
格
付
手
法
の
使
用
に
つ
い
て
の
承
認
の
申
請
を
す
る
こ
と
が
で
き
る

。 

２ 

経
済
産
業
大
臣
、
財
務
大
臣
及
び
金
融
庁
長
官
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
適
用
日
前
に
お
い

て
も
、
新
告
示
第
百
二
十
一
条
の
規
定
の
例
に
よ
り
、
承
認
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
承
認
は

、
適
用
日
に
お
い
て
同
条
の
規
定
に
よ
り
行
わ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。 

３ 

前
二
項
の
規
定
は
、
商
工
組
合
中
央
金
庫
が
先
進
的
内
部
格
付
手
法
を
採
用
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

（
期
待
エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
方
式
の
適
用
日
前
の
承
認
） 

第
十
一
条 

商
工
組
合
中
央
金
庫
は
、
適
用
日
前
に
お
い
て
も
、
新
告
示
第
五
十
九
条
の
二
の
規
定
の
例
に
よ
り
、
期
待
エ
ク

ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
方
式
（
新
告
示
第
五
十
九
条
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
与
信
相
当
額
を
算
出
す
る
こ
と
を
い
う
。
）
の
使
用

に
つ
い
て
の
承
認
の
申
請
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 
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２ 

経
済
産
業
大
臣
、
財
務
大
臣
及
び
金
融
庁
長
官
は
、
適
用
日
前
に
お
い
て
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に

は
、
新
告
示
第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
の
例
に
よ
り
、
承
認
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
承
認

は
、
適
用
日
に
お
い
て
同
項
の
規
定
に
よ
り
行
わ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。 

（
Ｓ
Ａ
―
Ｃ
Ｖ
Ａ
の
適
用
日
前
の
承
認
） 

第
十
二
条 

商
工
組
合
中
央
金
庫
は
、
適
用
日
前
に
お
い
て
も
、
新
告
示
第
二
百
五
十
三
条
の
四
の
二
の
規
定
の
例
に
よ
り
、

Ｓ
Ａ
―
Ｃ
Ｖ
Ａ
を
用
い
る
こ
と
に
つ
い
て
の
承
認
の
申
請
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

経
済
産
業
大
臣
、
財
務
大
臣
及
び
金
融
庁
長
官
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
新
告
示
第
二
百
五

十
三
条
の
四
第
一
項
の
規
定
の
例
に
よ
り
、
承
認
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
承
認
は
、
適
用
日

に
お
い
て
同
項
の
規
定
に
よ
り
行
わ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。 

（
バ
ン
キ
ン
グ
勘
定
と
ト
レ
ー
デ
ィ
ン
グ
勘
定
の
境
界
に
係
る
適
用
日
前
の
届
出
） 

第
十
三
条 

商
工
組
合
中
央
金
庫
は
、
適
用
日
前
に
お
い
て
も
、
新
告
示
第
十
一
条
の
十
四
又
は
第
二
十
二
条
の
十
四
の
規
定

の
例
に
よ
り
、
バ
ン
キ
ン
グ
勘
定
と
ト
レ
ー
デ
ィ
ン
グ
勘
定
の
境
界
に
係
る
届
出
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
、
当
該
届
出
書
は
、
適
用
日
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。 
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（
標
準
的
方
式
を
用
い
る
ト
レ
ー
デ
ィ
ン
グ
・
デ
ス
ク
に
係
る
適
用
日
前
の
届
出
） 

第
十
四
条 

前
条
の
規
定
は
、
標
準
的
方
式
（
新
告
示
第
一
条
第
十
号
の
四
に
規
定
す
る
標
準
的
方
式
を
い
う

。
）

を
用
い
る

ト
レ
ー
デ
ィ
ン
グ
・
デ
ス
ク
に
係
る
届
出
書
を
提
出
す
る
商
工
組
合
中
央
金
庫
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て

、
前
条
中
「
第
十
一
条
の
十
四
又
は
第
二
十
二
条
の
十
四
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
百
五
十
四
条
の
八
」
と
、
「
バ
ン
キ
ン
グ

勘
定
と
ト
レ
ー
デ
ィ
ン
グ
勘
定
の
境
界
」
と
あ
る
の
は
「
標
準
的
方
式
（
新
告
示
第
一
条
第
十
号
の
四
に
規
定
す
る
標
準
的

方
式
を
い
う

。
）

を
用
い
る
ト
レ
ー
デ
ィ
ン
グ
・
デ
ス
ク
」
と
、
「
こ
れ
ら
」
と
あ
る
の
は
「
新
告
示
第
二
百
五
十
四
条
の

八
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

（
内
部
モ
デ
ル
方
式
を
用
い
る
ト
レ
ー
デ
ィ
ン
グ
・
デ
ス
ク
に
係
る
適
用
日
前
の
承
認
） 

第
十
五
条 

商
工
組
合
中
央
金
庫
は
、
適
用
日
前
に
お
い
て
も
、
新
告
示
第
二
百
五
十
四
条
の
四
の
規
定
の
例
に
よ
り
、
内
部

モ
デ
ル
方
式
（
新
告
示
第
一
条
第
十
号
の
二
に
規
定
す
る
内
部
モ
デ
ル
方
式
を
い
う
。
次
条
に
お
い
て
同
じ

。
）

を
用
い
る

ト
レ
ー
デ
ィ
ン
グ
・
デ
ス
ク
に
係
る
承
認
の
申
請
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

経
済
産
業
大
臣
、
財
務
大
臣
及
び
金
融
庁
長
官
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
新
告
示
第
二
百
五

十
四
条
の
四
第
一
項
の
規
定
の
例
に
よ
り
、
承
認
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
承
認
は
、
適
用
日

- 640 -



に
お
い
て
同
項
の
規
定
に
よ
り
行
わ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。 

（
内
部
モ
デ
ル
方
式
に
係
る
適
用
日
前
の
承
認
） 

第
十
六
条 
前
条
の
規
定
は
、
商
工
組
合
中
央
金
庫
が
内
部
モ
デ
ル
方
式
に
係
る
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
つ
い
て
準

用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
一
項
中
「
第
二
百
五
十
四
条
の
四
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
百
五
十
五
条
の
二
」
と

、
「
を
用
い
る
ト
レ
ー
デ
ィ
ン
グ
・
デ
ス
ク
に
係
る
」
と
あ
る
の
は
「
に
係
る
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
第
二
百
五
十
四
条

の
四
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
百
五
十
五
条
」
と
、
「
同
項
」
と
あ
る
の
は
「
同
条
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

（
損
益
要
因
分
析
テ
ス
ト
に
基
づ
く
マ
ー
ケ
ッ
ト
・
リ
ス
ク
相
当
額
の
算
出
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

第
十
七
条 

内
部
モ
デ
ル
方
式
採
用
金
庫
（
新
告
示
第
一
条
第
十
号
の
三
に
規
定
す
る
内
部
モ
デ
ル
方
式
採
用
金
庫
を
い
う

。

）
は
、
新
告
示
第
二
百
五
十
八
条
の
八
第
三
項
か
ら
第
六
項
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
基
準
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を

経
過
す
る
日
ま
で
の
間
は
、
損
益
要
因
分
析
テ
ス
ト
（
新
告
示
第
一
条
第
八
十
五
号
に
規
定
す
る
損
益
要
因
分
析
テ
ス
ト
を

い
う

。
）

に
お
い
て
、
レ
ッ
ド
・
ゾ
ー
ン
又
は
ア
ン
バ
ー
・
ゾ
ー
ン
に
分
類
し
た
場
合
に
は
、
当
該
分
類
を
グ
リ
ー
ン
・
ゾ

ー
ン
に
分
類
し
た
も
の
と
み
な
し
て
、
マ
ー
ケ
ッ
ト
・
リ
ス
ク
相
当
額
を
算
出
す
る
も
の
と
す
る
。 

（
標
準
的
計
測
手
法
に
お
け
る
Ｉ
Ｌ
Ｍ
の
利
用
に
係
る
適
用
日
前
の
承
認
） 
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第
十
八
条 

商
工
組
合
中
央
金
庫
は
、
適
用
日
前
に
お
い
て
も
、
新
告
示
第
二
百
九
十
二
条
の
規
定
の
例
に
よ
り
、
標
準
的
計

測
手
法
に
お
け
る
Ｉ
Ｌ
Ｍ
の
利
用
に
係
る
承
認
の
申
請
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

経
済
産
業
大
臣
、
財
務
大
臣
及
び
金
融
庁
長
官
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
新
告
示
第
二
百
九

十
一
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
承
認
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
承
認
は
、
適
用

日
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
り
行
わ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。 

３ 

商
工
組
合
中
央
金
庫
が
旧
告
示
に
基
づ
き
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ナ
ル
・
リ
ス
ク
相
当
額
の
算
出
に
お
い
て
先
進
的
計
測
手
法
を

用
い
て
い
な
い
場
合
に
お
け
る
新
告
示
第
二
百
九
十
三
条
第
一
号
イ
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
同
号
イ
の

規
定
中
「
直
近
十
年
間
」
と
あ
る
の
は
、
「
直
近
五
年
間
」
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
標
準
的
計
測
手
法
に
お
け
る
Ｂ
Ｉ
の
算
出
に
係
る
除
外
特
例
の
適
用
日
前
の
承
認
） 

第
十
九
条 

前
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
は
、
新
告
示
第
二
百
九
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
標
準
的
計
測
手
法
に
お
け
る
Ｂ

Ｉ
の
算
出
に
係
る
除
外
特
例
に
係
る
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
商
工
組
合
中
央
金
庫
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お

い
て
、
同
条
第
一
項
中
「
第
二
百
九
十
二
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
百
九
十
八
条
」
と
、
「
Ｉ
Ｌ
Ｍ
の
利
用
」
と
あ
る
の
は

「
Ｂ
Ｉ
の
算
出
に
係
る
除
外
特
例
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
第
二
百
九
十
一
条
第
一
項
又
は
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
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百
九
十
七
条
」
と
、
「
こ
れ
ら
」
と
あ
る
の
は
「
同
条
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

（
標
準
的
計
測
手
法
に
お
け
る
Ｉ
Ｌ
Ｍ
の
算
出
に
係
る
除
外
特
例
の
適
用
日
前
の
承
認
） 

第
二
十
条 
附
則
第
十
八
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
は
、
新
告
示
第
三
百
条
の
規
定
に
よ
る
標
準
的
計
測
手
法
に
お
け
る

Ｉ
Ｌ
Ｍ
の
算
出
に
係
る
除
外
特
例
に
係
る
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
商
工
組
合
中
央
金
庫
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
、
同
条
第
一
項
中
「
第
二
百
九
十
二
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
百
一
条
」
と
、
「
Ｉ
Ｌ
Ｍ
の
利
用
」
と
あ
る
の
は

「
Ｉ
Ｌ
Ｍ
の
算
出
に
係
る
除
外
特
例
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
第
二
百
九
十
一
条
第
一
項
又
は
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
第

三
百
条
」
と
、
「
こ
れ
ら
」
と
あ
る
の
は
「
同
条
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 
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- 1
 - 

 

  

  

投機的格付（ HY

）及び無格付（N

R） 

（パーセント） 

投資適格（IG） 

（パーセント） 

バケット番号 

 

［別葉一］ 

二・〇 

〇・五 

１a) 

四・〇 

一・〇 

１b) 

十二・〇 

五・〇 

２ 

七・〇 

三・〇 

３ 

八・五 

三・〇 

４ 

五・五 

二・〇 

５ 

五・〇 

一・五 

６ 

十二・〇 

五・〇 

７ 

五・〇 

一・五 

８ 
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- 2
 - 

 

  

  

17 

16 

15 

７又は14 

６又は13 

５又は12 

４又は11 

３又は10 

２又は９ 

１又は８ 

バケット番号 

（表に定める値は

パーセント） 

［別葉二］ 

四十五 

四十五 

零 

十五 

二十 

二十五 

二十 

十 

七十五 

百 

１又は８ 

四十五 

四十五 

零 

十 

十五 

二十 

十五 

五 

百 

 

２又は９ 

四十五 

四十五 

零 

五 

二十 

十五 

五 

百 

 

 

３又は10 

四十五 

四十五 

零 

五 

二十五 

二十 

百 

 

 

 

４又は11 

四十五 

四十五 

零 

五 

二十五 

百 

 

 

 

 

５又は12 

四十五 

四十五 

零 

五 

百 

 

 

 

 

 

６又は13 

四十五 

四十五 

零 

百 

 

 

 

 

 

 

７又は14 

零 

零 

百 

 

 

 

 

 

 

 

15 

七十五 

百 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 

百 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 
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- 3
 - 

 

  

  

リ ス ク

・ ウ ェ

イト 

（ パ ー

セ ン ト

） 

バ ケ ッ

ト番号 

［別葉三］ 

〇・五  

１ 

一・〇  

２ 

五・〇  

３ 

三・〇  

４ 

三・〇  

５ 

二・〇  

６ 

一・五  

７ 

二・〇 

８ 

四・〇 

９ 

一二・

〇 

10 

七・〇 

11 

八・五 

12 

五・五 

13 

五・〇 

14 

一二・

〇 

15 

一・五 

16 

五・〇 

17 
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- 4
 - 

 

13 

12 

11 

10 

９ 

８ 

７ 

６ 

５ 

４ 

３ 

２ 

１ 

バケット番号 

（表に定める値

はパーセント） 

［別葉四］ 

四十五 

四十五 

零 

十五 

十五 

十五 

十五 

十五 

十五 

十五 

十五 

十五 

百 

１ 

四十五 

四十五 

零 

十五 

十五 

十五 

十五 

十五 

十五 

十五 

十五 

百 

 

２ 

四十五 

四十五 

零 

十五 

十五 

十五 

十五 

十五 

十五 

十五 

百 

 

 

３ 

四十五 

四十五 

零 

十五 

十五 

十五 

十五 

十五 

十五 

百 

 

 

 

４ 

四十五 

四十五 

零 

十五 

十五 

十五 

十五 

十五 

百 

 

 

 

 

５ 

四十五 

四十五 

零 

十五 

十五 

十五 

十五 

百 

 

 

 

 

 

６ 

四十五 

四十五 

零 

十五 

十五 

十五 

百 

 

 

 

 

 

 

７ 

四十五 

四十五 

零 

十五 

十五 

百 

 

 

 

 

 

 

 

８ 

四十五 

四十五 

零 

十五 

百 

 

 

 

 

 

 

 

 

９ 

四十五 

四十五 

零 

百 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

零 

零 

百 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 

七十五 

百 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

百 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 

- 647 -



  

- 5
 - 

 

  

 

リスク・ウェイト

（パーセント） 

バケット番号 

［別葉五］ 

三十 

１ 

三十五 

２ 

六十 

３ 

八十 

４ 

四十 

５ 

四十五 

６ 

二十 

７ 

三十五 

８ 

二十五 

９ 

三十五 

10 

五十 

11 
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- 6
 - 

 

  

三十年  

二十年  

十五年  

十年  

五年  

三年  

二年  

一年  

〇・五年  

〇・二五年  

テナー  
（表に定める値
はパーセント）  

［別葉六］  

四十・〇  

四十・〇  

四十・〇  

四十・〇  

五 十 六 ・
六  

七 十 一 ・
九  

八 十 一 ・

一  

九 十 一 ・

四  

九 十 七 ・

〇  

百  

〇 ・ 二 五

年  

四十・〇  

四十・〇  

四 十 一 ・

九  

五 十 六 ・

六  

七 十 六 ・
三  

八 十 六 ・
一  

九 十 一 ・

四  

九 十 七 ・

〇  

百  

 

〇・五年  

四 十 一 ・

九  

五 十 六 ・

六  

六 十 五 ・

七  

七 十 六 ・

三  

八 十 八 ・
七  

九 十 四 ・
二  

九 十 七 ・

〇  

百  

 

 

一年  

六 十 五 ・

七  

七 十 六 ・

三  

八 十 二 ・

三  

八 十 八 ・

七  

九 十 五 ・
六  

九 十 八 ・
五  

百  

 

 

 

二年  

七 十 六 ・

三  

八 十 四 ・

四  

八 十 八 ・

七  

九 十 三 ・

二  

九 十 八 ・
〇  

百  

 

 

 

 

三年  

八 十 六 ・

一  

九 十 一 ・

四  

九 十 四 ・

二  

九 十 七 ・

〇  

百  

 

 

 

 

 

五年  

九 十 四 ・

二  

九 十 七 ・

〇  

九 十 八 ・

五  

百  

 

 

 

 

 

 

十年  

九 十 七 ・

〇  

九 十 九 ・

〇  

百  

 

 

 

 

 

 

 

十五年  

九 十 八 ・

五  

百  

 

 

 

 

 

 

 

 

二十年  

百  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三十年  
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- 7
 - 

 

 

18 

17 

16 

８ 

7 又は 15 

６又は 14 

５又は 13 

４又は 12 

３又は 11 

２又は 10 

１又は９ 

バケット番号  
（表に定める値
はパーセント） 

［別葉七］ 

四十五 

四十五 

零 

十 

十五 

二十 

二十五 

二十 

十 

七十五 

百 

１又は９ 

四十五 

四十五 

零 

十 

十 

十五 

二十 

十五 

五 

百 

  

２又は
10 

四十五 

四十五 

零 

二十 

五 

二十 

十五 

五 

百 

  

  

３又は
11 

四十五 

四十五 

零 

五 

五 

二十五 

二十 

百 

  

  

  

４又は
12 

四十五 

四十五 

零 

十五 

五 

二十五 

百 

  

  

  

  

５又は
13 

四十五 

四十五 

零 

二十 

五 

百 

  

  

  

  

  

６又は
14 

四十五 

四十五 

零 

五 

百 

  

  

  

  

  

  

７又は
15 

四十五 

四十五 

零 

  

  

  

  

  

  

  

  

８ 

零 

零 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

16 

七十五 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 

- 650 -


